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※本法令集の内容は、2015 年 4 月 1 日現在です。 

※省令（規則）、告示等に制定文を掲載していますが、制定文は制定当初のものであ

り改正されません。このため、法令名、条番号等について、現行法令と異なる場合

があります。 

※原子力規制委員会設置法（平成 24 年法律第 47 号）に基づき、2013（平成 25）年

4 月 1 日に経済産業省原子力安全・保安院及び文部科学省科学技術・学術政策局が

所管していた事務が原子力規制委員会（事務局：原子力規制庁）へ移管されており

ますが、既存の通知、通達類は、新たな担当行政庁から発出されているものとして

引き続き有効となります。 

※本法令集の編集にあたっては、以下の通り、補足的事項の注記や図表等に若干の修

正等を行っております。 

・必要に応じて、関係箇所に編者により【編注】を置き、補足的な事項を注記してお

ります。 

・図のうち、標識マーク（文字の見えにくい部分や、斜線部分等）に若干の修正を加

えております。 

 
一般社団法人 日本原子力産業協会 

 

本法令集について 
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は じ め に  

 

放射性物質等の輸送法令集は、関係者の皆様の実務必携書として、1979年に初版を発刊し、これまで 16回

にわたり版を重ねて参り、多くの関係者の皆様にご活用いただいております。 

今回は2009年版以降の法令等の改正を反映して2015年版として刊行いたしました。引き続き、ご愛顧賜り、

原子力産業の血脈を支える重要な輸送分野において、日々の安全で着実な実務を進めるうえで、ご活用いただ

ければ幸いと存じます。 

本 2015 年版は、2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）に伴う原子力発電所

の事故を契機とした、原子力安全規制の強化、規制体制の変更（原子力規制委員会の発足）等に伴う法令等の

大幅な改正、国際原子力機関（IAEA）の「放射性物質安全輸送規則」2012 年版及び核セキュリティ勧告の最

新版 INFCIRC/225/Rev.5 の取り入れに伴う法令等の改正等、2002 年度版以来の大幅な改訂となりました。 

編集にあたりましては、最新の法律、政令、省令（規則）、告示の反映を行うとともに、通達類につきまし

ても適宜最新版の収載につとめましたが、改善点等についてお気づきの際にはご指摘いただきたく存じます。 

末筆ながら、本法令集の編集にあたり、各分野の専門家、関係機関等から格別のご支援、ご協力を賜りまし

たことを衷心より御礼申し上げます。 

 

一般社団法人 日本原子力産業協会 

2015年 5月 
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 実 用 炉 規 則：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号） 

 貯 蔵 規 則：使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成12年通商産業省令第112号） 

 舶 用 炉 規 則：船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則 

（昭和53年運輸省令第70号） 

 外 運 搬 規 則：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年総理府令第57号） 

 核 車 両 運 搬 規 則：核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号） 

 核 運 搬 届 出 府 令：核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令（昭和53年総理府令第48号） 

 核 外 運 搬 危 険 時 規 則：核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 

（昭和53運輸省令第68号） 

 放射線障害防止法施行規則：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和35年総理府令第56号） 

 R I 運 搬 届 出 府 令：放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令（昭和56年総理府令第30号） 

 R I 外 運 搬 危 険 時 規 則：放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 

（昭和56年運輸省令第22号） 

【告 示】 

 加工事業所等内運搬技術的：核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事 

細目告示          業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

（平成12年科学技術庁告示第21号） 

 内運搬技術的細目告示：核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

（昭和53年科学技術庁告示第10号） 

 実用炉内運搬技術的細目告示：工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示 

（昭和53年通商産業省告示第666号） 

 舶用炉内運搬技術的細目告示：核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示 

（昭和53年運輸省告示第677号） 

 外 運 搬 告 示：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示（平成2年科学技術庁告示第5号） 

 核 車 両 運 搬 告 示：核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示（平成2年運輸省告示第596号） 

 R I 外 運 搬 告 示：放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定

める告示（平成2科学技術庁告示第7号） 

 放射性物質等船舶運送告示：船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示（昭和52年運輸省告示第585号） 

 船舶危険物運送基準告示：船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和54年運輸省告示第549号） 

 放射性物質等航空輸送告示：航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平成13年国土交通省告示第1094号）
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Ⅰ 核燃料物質等の運搬関係法令 
 

 

図 核燃料物質等の運搬に関する基本体系 

 

  （区  分）    （担当省庁） 

 工場又は    原子炉設置 実用発電炉 原子力規制委員会 

 事業所の内    事業所 舶 用 炉 同 上 

  陸上輸送 簡易運搬(輸送物､輸送方法)  試験研究炉 同 上 

      研究開発炉 同 上 

核燃料物質   車両運搬 輸送物 製錬事業所  同 上 

等の運搬     加工・再処理事業所 同 上 

     貯蔵・廃棄事業所 同 上 

 工場又は    使用事業所  同 上 

 事業所の外   輸送方法   国土交通省自動車局・鉄道局 

   運搬の経路、日時等の届出等   都道府県公安委員会 

 

  船舶輸送 輸送物、輸送方法   国土交通省海事局 

   経路、日時等の届出等   海上保安庁管区海上保安本部 

  航空輸送     国土交通省航空局 

 

【編注】危険時措置については      が担当している。 
事業所内運搬：原子力規制委員会 

事業所外運搬：原子力規制委員会、国土交通省 

 

 

Ａ 陸上関係法令 

Ａの１ 工場又は事業所内の運搬関係 

図 核燃料物質等の事業所内運搬関係法令と体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編注】第 64 条の危険時の措置については各委員会規則（原子力規制委員会規則）に各々定められている（「核原料使用規則」は除く）。 

原子炉等規制法 
第 21 条の 2………… 
第 35 条……………… 
第 43 条の 3 の 22 … 
第 43 条の 18……… 
第 48 条……………… 
第 51 条の 16 ……… 
第 57 条の 5………… 
第 57 条の 8………… 
第 64 条……………… 危険時の措置 

保安のために 
講ずべき措置 

＜委員会規則＞

舶 用 炉 規 則

（第 25 条） 

＜委員会規則＞

実 用 炉 規 則

（第 88 条） 

＜委員会規則＞
第二種廃棄物
埋 設 規 則
（第 18 条） 

＜国交省告示＞

舶用炉内運搬

技術的細目告示

＜委員会告示＞ 
実用炉内運搬 
技術的細目告示 

＜委員会規則＞ 
加 工 規 則 
（第 7 条の 6） 

＜委員会告示＞ 
加 工 事 業 所 等 内 
運搬技術的細目告示 

(第 43 条の 18) 

(第 43 条の 3 の 22)

(第 21 条の 2) 

(第 48 条) 

(第 57 条の 5) (第 51 条の 16) 

＜委員会規則＞

試験研究炉規則

（第 12 条） 

＜委員会規則＞ 
再 処 理 規 則 
（第 14 条） 

＜委員会規則＞
核  原  料
使 用 規 則
（第 2 条） 

＜委員会規則＞
核  燃  料
使 用 規 則
（第 5 条） 

(第 43 条の 3 の 22) 

(第 57 条の 8) 

運搬の基準 

(第 35 条) 

＜委員会規則＞

研 開 炉 規 則

（第 83 条） 

＜委員会規則＞ 
廃  棄  物 
管 理 規 則 
（第 32 条） 

（
第 

条
） 

35 
＜委員会規則＞ 
貯 蔵 規 則 
（第 34 条） 

＜委員会告示＞

内運搬技術的

細 目 告 示
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（抄） 
（昭和三十二年六月十日法律第百六十六号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 

 

第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）

の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が

平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設にお

いて重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原

子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他

の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び

核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、

貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関

し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も

想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に

関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の

使用等に関する必要な規制を行い、もって国民の生命、健康及び

財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを

目的とする。 
 
第三章 加工の事業に関する規制 
（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 
第二十一条の二 加工事業者は、次の事項について、原子力規制委

員会規則(1)で定めるところにより、保安のために必要な措置（重

大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じ

なければならない。 
一 加工施設の保全 
二 加工設備の操作 
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯

蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあっては、加工施設を設置した工

場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。） 
２ （略） 
（施設の使用の停止等） 
第二十一条の三 原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若し

くは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、

加工施設の性能が第十六条の四の二の技術上の基準に適合してい

ないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作

若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の

運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づ

く原子力規制委員会規則(1)の規定に違反していると認めるときは、

その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理

又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要

な措置を命ずることができる。 
２ （略） 
 

【編注】：(1) 加工規則第七条の六 

 
第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制 
第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制 
（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 
第三十五条 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者

は、次の事項について、原子力規制委員会規則(1)で定めるところ

により、保安のために必要な措置を講じなければならない。 
一 試験研究用等原子炉施設の保全 
二 試験研究用等原子炉の運転 
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯

蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあっては、試験研究用等原子炉施

設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次項において

同じ。）において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項に

おいて同じ。） 
２ （略） 

（施設の使用の停止等） 
第三十六条 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、

構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合してい

ないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設の性能が第二十八条

の三の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研

究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵

若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規

制委員会規則(1)の規定に違反していると認めるときは、その試験

研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験

研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研

究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置

を命ずることができる。 
２ （略） 
 

【編注】：(1) 試験研究炉規則第十二条 

舶用炉規則第二十五条 

 

第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制 

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 
第四十三条の三の二十二 発電用原子炉設置者は、次の事項につい

て、原子力規制委員会規則(1)で定めるところにより、保安のため

に必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項

を含む。）を講じなければならない。 
一 発電用原子炉施設の保全 
二 発電用原子炉の運転 
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯

蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあっては、発電用原子炉施設を設

置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。

次条第一項において同じ。） 
２ （略） 
（施設の使用の停止等） 
第四十三条の三の二十三 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設

の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の

基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十

三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、

又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃

料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵若

しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規

制委員会規則(1)の規定に違反していると認めるときは、その発電

用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改

造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安

のために必要な措置を命ずることができる。 
２ （略） 
 

【編注】：(1) 実用炉規則第八十八条 

研開炉規則第八十三条 

 
第四章の二 貯蔵の事業に関する規制 
（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 
第四十三条の十八 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、

原子力規制委員会規則(1)で定めるところにより、保安のために必

要な措置を講じなければならない。 
一 使用済燃料貯蔵施設の保全 
二 使用済燃料貯蔵設備の操作 
三 使用済燃料の運搬（使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所に

おいて行われるものに限る。次条第一項において同じ。）又は

使用済燃料によって汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄（運

搬及び廃棄にあっては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所

において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。） 
２ （略） 
（施設の使用の停止等） 
第四十三条の十九 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位

置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適
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合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十

三条の十の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又

は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しく

は使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によって汚染された物の

運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づ

く原子力規制委員会規則(1)の規定に違反していると認めるときは、

その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使

用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方

法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 
２ （略） 
 

【編注】：(1) 貯蔵規則第三十四条 

 
第五章 再処理の事業に関する規制 
（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 
第四十八条 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員

会規則(1)で定めるところにより、保安のために必要な措置（重大

事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じな

ければならない。 
一 再処理施設の保全 
二 再処理設備の操作 
三 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによっ

て汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあって

は、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に

限る。次条において同じ。） 
２ （略） 
（施設の使用の停止等） 
第四十九条 原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しく

は設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと

認めるとき、再処理施設の性能が第四十六条の二の二の技術上の

基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再

処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された

物若しくはこれらによって汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃

棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規

則(1)の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に

対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処

理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ず

ることができる。 
２ （略） 
 

【編注】：(1) 再処理規則第十四条 

 
第五章の二 廃棄の事業に関する規制 
（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 
第五十一条の十六 第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、

原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要

な措置を講じなければならない。 
一 廃棄物埋設施設の保全 
二 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備（次条において「附属設

備」という。）の操作 
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬又

は廃棄（廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に

限る。） 
２ 第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業

の許可を受けた者（以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。）

は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染

された物の放射能の減衰に応じて原子力規制委員会規則(1)で定め

るところにより、保安のために必要な措置を講じなければならな

い。 
一 廃棄物埋設施設の保全 
二 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬又

は廃棄（廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に

限る。） 
３ 廃棄物管理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規

則(1)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなけ

ればならない 
一 廃棄物管理施設の保全 
二 廃棄物管理設備の操作 
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬又は

廃棄（廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限

る。） 
４ （略） 
（施設の使用の停止等） 
第五十一条の十七 原子力規制委員会は、特定廃棄物埋設施設若し

くは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条

の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定廃棄物埋

設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の九の二

の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設

施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管

理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚

染された物の運搬若しくは廃棄（廃棄物埋設施設又は廃棄物管理

施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。）に関する措置

が前条第一項、第二項若しくは第三項の規定に基づく原子力規制

委員会規則(1)の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事

業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停

止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の

方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 
２ （略） 
 

【編注】：(1) 第二種廃棄物埋設規則第十八条 

廃棄物管理規則第三十二条 
 

第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制 
（運搬の基準） 
第五十七条の五 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物の運搬（使用施設等を設置した工場又は事業所内の運

搬に限る。）について、原子力規制委員会規則(1)で定める技術上

の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。 
 

【編注】：(1) 核燃料使用規則第五条 

 

（核原料物質の使用の届出等） 

第五十七条の八 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定め

るところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。 

一 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合 

二 第六十一条の三第一項の許可を受けた者が国際規制物資で

ある核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合 

三 放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が

政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合 

２、３ （略） 

４ 核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用（第一項第一号

又は第三号に該当する使用を除く。次項において同じ。）につい

ては、原子力規制委員会規則(1)で定める技術上の基準に従ってし

なければならない。 

５～８ （略） 

 

【編注】：(1) 核原料使用規則第二条 

 

第七章 雑則 

（危険時の措置） 
第六十四条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託され

た者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第一項及び第

二項において同じ。）は、その所持する核燃料物質若しくは核燃

料物質によって汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その

他の災害が起こったことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質

によって汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれ
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があり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令（第三

項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める

大臣又は委員会の発する命令をいう。）で定めるところにより、

応急の措置を講じなければならない。 
２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上

保安官に通報しなければならない。 
３ 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第一項の場合又は核燃

料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物若しくは原子炉

による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害

を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定す

る者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、

加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済

燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理

施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核

燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止する

ために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 
一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国

原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、

再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加

工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉

設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧

廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）並びにこれらの者から

運搬を委託された者 原子力規制委員会（第五十九条第一項に

規定する運搬に係る場合にあっては同項に規定する区分に応じ

原子力規制委員会又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運

搬に係る場合にあっては国土交通大臣） 
二 受託貯蔵者 原子力規制委員会 

 
第八章 罰則 
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
八の二 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条

の三の二十三第一項、第四十三条の十九第一項、第四十九条第

一項、第五十一条の十七第一項、第五十八条第三項又は第五十

九条第四項（特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る

部分を除く。）の規定による命令に違反した者 
二十七 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規

定による命令に違反した者 
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の

罰金に処する。 
四 第五十七条第一項、第五十七条の四、第五十七条の五又は第

六十条第一項の規定に違反した者 
五 第五十七条の八第一項の規定による届出をしないで核原料物

質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反した者 
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金

に処する。 
一 第五十七条の八第二項第二号から第四号まで又は第六号に

掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 
第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対し

て当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を

科する。 
三 第七十七条（第一号に掲げる規定に係る部分を除く。）、第

七十八条（前号に掲げる規定に係る部分を除く。）、第七十九

条又は第八十条 各本条の罰金刑 
 
 
 
 
 

附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起

算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。（本書掲載条項外） 
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核燃料物質の加工の事業に関する規則（抄） 

（昭和四十一年七月十九日総理府令第三十七号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中加工の

事業に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、核燃料物

質の加工の事業に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十二号）

の全部を次のように改正する。 

 

（工場又は事業所内の運搬） 

第七条の六 法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、

加工施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関

し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であ

つて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規

制委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運

搬する場合 

ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運

搬する場合 

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容

器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質に

よって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七条

の二の九第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないように

すること。 

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 

九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者

を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有する

ものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、当

該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力

規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 

２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、

原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもって、

これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面におけ

る線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超える

ときは、この限りでない。 

３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定

は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 

４ 加工事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工

場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理

府令第五十七号）第三条 から第十七条 まで及び核燃料物質等車

両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十

九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必

要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核

燃料物質等を加工施設を設置した工場又は事業所内において運搬

することができる。 

 
【編注】： 

(1) 加工事業所等内運搬技術的細目告示第二条第一項 

(2) 同               第二条第二項 

(3) 同               第三条 

(4) 同               第四条 

(5) 同               第五条 

(6) 同               第六条 

(7) 同               第七条 

(8) 同               第八条 

 

（危険時の措置） 

第九条の十七 法第六十四条第一項の規定により、加工事業者は、

次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。 

一 加工施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそ

れがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ち

にその旨を消防吏員に通報すること。 

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、

標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外

の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、加工

施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告す

ること。 

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、その

ひろがりの防止及び除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずる

こと。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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使用済燃料の再処理の事業に関する規則（抄） 

6 

使用済燃料の再処理の事業に関する規則（抄） 

（昭和四十六年三月二十七日総理府令第十号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律中再処理

の事業に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、使用済

燃料の再処理の事業に関する規則を次のように定める。 

 

（工場又は事業所内の運搬） 

第十四条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再

処理施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関

し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であ

つて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 

ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器

に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委

員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運搬す

る場合 

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上

となるものであること。 

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容

器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質に

よって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条

第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 

九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者

を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有する

ものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、当

該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力

規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 

２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもつ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 
３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 

４ 再処理事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の

工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総

理府令第五十七号）第三条から第十七条まで及び核燃料物質等車

両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十

九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必

要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核

燃料物質等を再処理施設を設置した工場又は事業所内において運

搬することができる。 

 
【編注】：(1)～(8) 「加工規則」の場合に同じ（本書5 ページ参照） 

 
（危険時の措置）  
第二十条 法第六十四条第一項の規定により、再処理事業者は、次

の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。 
一 再処理施設に火災が起こり、又は再処理施設に延焼するおそ

れがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ち

にその旨を消防吏員に通報すること。 
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、

標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外

の者が立ち入ることを禁止すること。 
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、再処

理施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告

すること。 
四 使用済燃料等による汚染が生じた場合には、すみやかに、そ

のひろがりの防止及び除去を行なうこと。 
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずる

こと。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 
 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（抄） 

7 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（抄） 

（昭和六十三年一月十三日総理府令第一号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第五十一条の六、第五十一条の十四第一

項、第五十一条の十五、第五十一条の十六第一項、第五十一条の十

八第一項、第五十一条の二十第一項、第六十四条第一項、第六十五

条第一項及び第三項並びに第六十六条第一項並びに核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令

第三百二十四号）第十三条の七第二項、第十三条の十及び第十三条

の十三の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、核燃

料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に

関する規則を次のように定める。 

 

（事業所内の運搬） 

第十八条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物

埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所内の核燃料物質

等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 

一 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であ

つて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 

ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器

に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委

員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運搬す

る場合 

二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上

となるものであること。 

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 

三 核燃料物質等を封入した容器（第一号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容

器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質に

よって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第十四

条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにするこ

と。 

四 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

五 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 

六 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 

七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 

八 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者

を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 

九 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子

力規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 
２ 前項の場合において、特別の理由により同項第二号及び第三号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもつ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 
３ 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 

４ 第二種廃棄物埋設事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃

料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和

五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十七条まで及び核燃

料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三

条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安

のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわら

ず、当該核燃料物質等を廃棄物埋設施設を設置した事業所内にお

いて運搬することができる。 

 
【編注】：(1)～(8) 「加工規則」の場合に同じ（本書5 ページ参照） 

 

（危険時の措置） 

第二十三条 法第六十四条第一項の規定により、第二種廃棄物埋設

事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。 

一 廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼

するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとと

もに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄

物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう

警告すること。 

四 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その

広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 

 

7



核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（抄） 
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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄物管理の事業に関する規則（抄） 

（昭和六十三年十一月七日総理府令第四十七号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第五十一条の七第一項及び第二項、第五

十一条の八第一項及び第二項第二号、第五十一条の九第一項、第二

項及び第四項、第五十一条の十、第五十一条の十四第一項、第五十

一条の十五、第五十一条の十六第二項、第五十一条の十八第二項、

第五十一条の二十第一項、第六十四条第一項、第六十五条第一項及

び第三項並びに第六十六条第一項並びに核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十

四号）第十三条の七第二項、第十三条の十、第十三条の十二及び第

二十五条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するた

め、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則を次のように定める。 

 

（事業所内の運搬） 

第三十二条 法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理

事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所内の核燃料物質等の

運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 

一 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であ

つて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 

ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器

に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委

員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運搬す

る場合 

二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上

となるものであること。 

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 

三 核燃料物質等を封入した容器（第一号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容

器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質に

よって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二十

七条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにする

こと。 

四 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

五 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 

六 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 

七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 

八 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者

を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 

九 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有する

ものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、当

該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力

規制委員会の定める標識(6)を取り付けること。 

２ 前項の場合において、特別の理由により同項第二号及び第三号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもつ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 
３ 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 

４ 廃棄物管理事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質

等の事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府

令第五十七号）第三条から第十七条まで及び核燃料物質等車両運

搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九条

までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な

措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料

物質等を廃棄物管理施設を設置した事業所内において運搬するこ

とができる。 

 
【編注】：(1)～(8) 「加工規則」の場合に同じ（本書 5 ページ参照） 

 
（危険時の措置） 
第三十六条 法第六十四条第一項の規定により、廃棄物管理事業者

は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。 
一 廃棄物管理施設に火災が起こり、又は廃棄物管理施設に延焼

するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとと

もに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄

物管理施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう

警告すること。 
四 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その

広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 
 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄） 
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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則（抄） 

（平成十二年十一月六日総理府令第百二十二号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）の規定に基づき、及び同法を実施するた

め、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に

関する規則を次のように定める。 
 

（適用範囲） 

第一条 この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設

について適用する。 
（工場又は事業所において行われる運搬） 

第八十三条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電

用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所

において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染され

た物（以下この条において「核燃料物質等」という。）の運搬に

関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であっ

て放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運

搬する場合 
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が

生じるおそれがないものであること。 
四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を

容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質

によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七十

三条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにす

ること。 
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 
九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する

者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 
十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子

力規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 
２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもっ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 
３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 
４ 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条か

ら第十七条まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運

輸省令第七十二号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技

術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は

事業所において行われる運搬については、適用しない。 
 
【編注】：(1)～(8) 「加工規則」の場合に同じ（本書 5 ページ参照） 

 
（危険時の措置） 
第百三十条 法第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設置

者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。 
一 発電用原子炉施設に火災が起こり、又は発電用原子炉施設に

延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努める

とともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわを張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、発電

用原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよ

う警告すること。 
四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広

がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく 

核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

10 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等

の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所内の

運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告

示 

（平成十二年十二月二十七日科学技術庁告示第二十一号） 

最終改正：平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会告示第十号 

 
核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第

三十七号）第七条の六、使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭

和四十六年総理府令第十号）第十四条、核燃料物質又は核燃料物質

によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和六十

三年総理府令第一号）第十八条、核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和六十三年総

理府令第四十七号）第三十二条、研究開発段階にある発電の用に供

する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（平成十

二年総理府令第百二十号）第十五条第六号及び研究開発段階にある

発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二年

総理府令第百二十二号）第三十二条の規定に基づき、並びにこれら

の規則を実施するため、核燃料物質の加工の事業に関する規則第七

条の六等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に

関する措置等に係る技術的細目等を定める告示を次のように定め、

平成十三年一月六日から適用する。 

 

（用語） 

第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質の加工の事

業に関する規則（以下「加工規則」という。）第七条の六、使用

済燃料の再処理の事業に関する規則（以下「再処理規則」という。）

第十四条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第

二種廃棄物埋設の事業に関する規則（以下「第二種廃棄物埋設規

則」という。）第十八条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（以下「廃棄物管理

規則」という。）第三十二条、研究開発段階発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委

員会規則第十号。以下「研開炉技術基準規則」という。）第二十

五条第六号、研究開発段階用原子炉の設置、運転等に関する規則

（平成十二年総理府令第百二十二号。以下「研開炉規則」という。）

第八十三条及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物

の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則（以下「第一種廃棄物埋

設規則」という。）第六十条において使用する用語の例による。 

（容器に封入することを要しない核燃料物質によって汚染された物

の放射能濃度の限度等） 

第二条 加工規則第七条の六第一項第二号イ、再処理規則第十四条

第一項第二号イ、第二種廃棄物埋設規則第十八条第一項第一号イ、

廃棄物管理規則第三十二条第一項第一号イ、研開炉規則第八十三

条第一項第二号イ及び第一種廃棄物埋設規則第六十条第一項第一

号イの原子力規制委員会の定める限度は、一グラム当たり核燃料

物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準

に係る細目等を定める告示（平成二年科学技術庁告示第五号）第

二条第一号に定める A2値の一万分の一とする。  

２ 加工規則第七条の六第一項第二号イ、再処理規則第十四条第一

項第二号イ、第二種廃棄物埋設規則第十八条第一項第一号イ、廃

棄物管理規則第三十二条第一項第一号イ、研開炉規則第八十三条

第一項第二号イ及び第一種廃棄物埋設規則第六十条第一項第一号

イの原子力規制委員会の定める障害防止のための措置は、次の各

号に掲げるものとする。  

一 通常の運搬状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えい

しないようにすること。  

二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。  

三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるように

すること。 

 

（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る

承認の申請書） 

第三条 加工規則第七条の六第一項第二号ロ、再処理規則第十四条

第一項第二号ロ、第二種廃棄物埋設規則第十八条第一項第一号ロ、

廃棄物管理規則第三十二条第一項第一号ロ、研開炉規則第八十三

条第一項第二号ロ及び第一種廃棄物埋設規則第六十条第一項第一

号ロの規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書によって行うものとする。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  

二 運搬する核燃料物質によって汚染された物の種類、数量、形

状及び性状  

三 運搬する日時及び経路  

四 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置  

（運搬物及び運搬機器に係る線量当量率） 

第四条 加工規則第七条の六第一項第四号、再処理規則第十四条第

一項第四号、第二種廃棄物埋設規則第十八条第一項第三号、廃棄

物管理規則第三十二条第一項第三号、研開炉技術基準規則第三十

八条第六号、研開炉規則第八十三条第一項第四号及び第一種廃棄

物埋設規則第六十条第一項第三号の原子力規制委員会の定める線

量当量率は、次のとおりとする。  

一 運搬物（研開炉技術基準規則第二十五条第五号に規定する容

器を含む。次号において同じ。）の表面における線量当量率に

ついては、二ミリシーベルト毎時  

二 運搬物の表面から一メートルの距離における線量当量率につ

いては、百マイクロシーベルト毎時  

三 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の底面）における線量当量率については、二ミ

リシーベルト毎時  

四 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートルの距離における線量当量率については、

百マイクロシーベルト毎時  

五 コンテナの表面における線量当量率については、二ミリシー

ベルト毎時  

六 コンテナの表面から一メートルの距離における線量当量率に

ついては、百マイクロシーベルト毎時  

（危険物）  

第五条 加工規則第七条の六第一項第六号、再処理規則第十四条第

一項第六号、第二種廃棄物埋設規則第十八条第一項第五号、廃棄

物管理規則第三十二条第一項第五号、研開炉規則第八十三条第一

項第六号及び第一種廃棄物埋設規則第六十条第一項第五号の原子

力規制委員会の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。  

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火  

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。 

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの  

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの  

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬

を損なうおそれのある物  

（標識）  

第六条 加工規則第七条の六第一項第十号、再処理規則第十四条第

一項第十号、第二種廃棄物埋設規則第十八条第一項第九号、廃棄

物管理規則第三十二条第一項第九号、研開炉規則第八十三条第一

項第十号及び第一種廃棄物埋設規則第六十条第一項第九号の原子

力規制委員会の定める標識は、別記に掲げる標識とする。  

（特別措置に係る承認の申請書）  

第七条 加工規則第七条の六第二項、再処理規則第十四条第二項、

第二種廃棄物埋設規則第十八条第二項、廃棄物管理規則第三十二

条第二項、研開炉規則第八十三条第二項及び第一種廃棄物埋設規

則第六十条第二項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる

事項を記載した申請書によって行うものとする。  

10



核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく 

核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

11 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状  

三 運搬物の表面及び表面から一メートルの距離における線量当

量率  

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由 

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様  

六 運搬に使用する運搬機器の仕様  

七 運搬の日時及び経路  

八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置  

九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置  

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う障害防止のために講ず

る措置  

（特別措置の適用を受ける運搬物に係る線量当量率）  

第八条 加工規則第七条の六第二項ただし書、再処理規則第十四条

第二項ただし書、第二種廃棄物埋設規則第十八条第二項ただし書、

廃棄物管理規則第三十二条第二項ただし書、研開炉規則第八十三

条第二項ただし書及び第一種廃棄物埋設規則第六十条第二項ただ

し書の原子力規制委員会の定める線量当量率は、十ミリシーベル

ト毎時とする。  

（線量当量率等の算定）  

第九条 第四条、第七条及び第八条の線量当量率は一センチメート

ル線量当量率とする。ただし、原子力規制委員会が認めた場合は、

この限りでない。 

 

附 則（平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会告示第十号） 

この告示は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる

規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別記様式（第六条関係） 
 

 
 
注 1 ℓ は、0.5 センチメートル以上とする。 

2 n は、0.2 センチメートル以上とする。 
3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15 センチ

メートル以上とする。 
4 色彩は、次表によること。 

部     分 色   彩 

地 
三 葉 マ ー ク 
文 字 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 

白 
黒 
黒 
白 
黒 

5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字

で代えることができる。 
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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（抄） 

12 

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関

する規則（抄） 

（昭和三十二年十二月九日総理府令第八十三号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中原子炉

の設置、運転等に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、

原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。 

 

（適用範囲） 

第一条 この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について

適用する。 
一 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉（船舶に設置する

ものを除く。） 
二 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉（減速材及び

冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器

が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。）であって

研究開発段階にある試験研究用等原子炉 
（工場又は事業所内の運搬） 

第十二条 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉

設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所

（原子力船を含む。以下この条、第十四条及び第十六条の四に

おいて同じ。）において行われる核燃料物質等の運搬に関し、

次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であつ

て放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運

搬する場合 
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 
四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を

容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質

によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七条

第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにするこ

と。 
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 
九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する

者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 
十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子

力規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 
２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもつ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 

３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 

４ 試験研究用等原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核

燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭

和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十七条まで及び核

燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第

三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って

保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかか

わらず、当該核燃料物質等を試験研究用等原子炉施設を設置した

工場又は事業所において運搬することができる。 

 

【編注】： 

(1) 内運搬技術的細目告示第二条第一項 

(2) 同         第二条第二項 

(3) 同         第三条 

(4) 同         第四条 

(5) 同         第五条 

(6) 同         第六条 

(7) 同         第七条 

(8) 同         第八条 

 

（危険時の措置） 

第十七条 法第六十四条第一項の規定により、試験研究用等原子炉

設置者（旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。）は、次の各号

に掲げる応急の措置を採らなければならない。 

一 試験研究用等原子炉施設に火災が起こり、又は試験研究用等

原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の

防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報するこ

と。 

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわを張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、試験

研究用等原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難

するよう警告すること。 

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広

がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
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核燃料物質の使用等に関する規則（抄） 
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核燃料物質の使用等に関する規則（抄） 

（昭和三十二年十二月九日総理府令第八十四号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中核燃料

物質の使用等に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核

燃料物質の使用等に関する規則を次のように定める。 

 

（工場又は事業所内の運搬の技術上の基準） 

第五条 法第五十七条の五に規定する運搬の技術上の基準は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であっ

て放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 

ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運

搬する場合 

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生じるおそれがないものであること。 

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を

容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質

によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第三条

第四号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにするこ

と。 

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 

九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する

者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子

力規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 

十一 放射線業務従事者の線量が第三条第六号イの線量限度を

超えないようにすること。 

２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、

原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもって、

これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面におけ

る線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超える

ときは、この限りでない。 

３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 

４ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規

則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十七条まで

及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二

号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準（以

下この項において「事業所外運搬基準」という。）に従って保安の

ために必要な措置を講じて運搬する場合の法第五十七条の五の運

搬の技術上の基準は、第一項の規定にかかわらず、事業所外運搬

基準とする。 

 

【編注】：(1)～(8) 「試験研究炉規則」の場合に同じ（本書 12ページ参照） 

 

（危険時の措置） 

第八条 法第六十四条第一項の規定により、使用者（旧使用者等を

含む。）は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならな

い。 

一 使用施設等に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するお

それがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直

ちにその旨を消防吏員に通報すること。 

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用

施設等の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告

すること。 

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広

がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

２ 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第三条第六号イ

（第三条の二及び第四条において準用する場合を含む。）及び第

五条第十一号の規定にかかわらず、放射線業務従事者（女子につ

いては、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用

者に書面で申し出た者に限る。）をその線量が原子力規制委員会

の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事さ

せることができる。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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核原料物質の使用に関する規則（抄） 

（昭和四十三年七月二十日総理府令第四十六号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中核原料

物質の使用の規制に関する規定に基づき、及びこれらの規定を実施

するため、核原料物質の使用に関する規則を次のように定める。 

 

（技術上の基準） 

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。）第五十

七条の八第四項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げると

おりとする。ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員

会の定めるものについては、第六号から第十号までの規定は、適

用しない。 

十二 核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。 
イ 核原料物質を運搬する場合は、これを容器に収納すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
(1) 通常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又

は漏えいしないように措置され、かつ、核原料物質の使用

施設の内部において運搬する場合 
(2) 常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又は

漏えいしないように措置され、かつ、核燃料物質等の工場

又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年

総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。）第一条

第七号に規定する専用積載（以下「専用積載」という。）と

して運搬する場合 
ロ 容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただ

し、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、

この限りでない。 
(1) 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であるこ

と。 
(2) 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 
(3) 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 
(4) 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が

容易であること。 
(5) 材料相互の間及び材料と収納される核原料物質との間で

危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。 
(6) 弁が誤って操作されないような措置が講じられているこ

と。 
ハ 液体状の核原料物質を容器（容器が外運搬規則第一条第四

号に規定するコンテナ、同条第五号に規定するタンク（以下

「タンク」という。）又は同条第六号に規定する金属製中型

容器（以下「金属製中型容器」という。）の場合を除く。）に

収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに

掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第一項第二号に定める

基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置

した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでな

い。 
ニ 液体状の核原料物質を容器（容器がタンク又は金属製中型

容器の場合に限る。）に収納し、専用積載としないで運搬す

る場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九

条第二項第二号に定める基準に適合すること。ただし、核原

料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬

する場合は、この限りでない。 
ホ 運搬する核原料物質を収納した容器及びオーバーパック

の表面における文部科学大臣の定める線量当量率は、二ミリ

シーベルト毎時を超えないようにし、かつ、容器及びオーバ

ーパックの表面から一メートルの距離における文部科学大

臣の定める線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超え

ないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部

において運搬する場合は、この限りでない。 
ヘ 運搬する核原料物質を収納した容器及びオーバーパック

の表面の放射性物質の密度が第三号ハの表面密度限度の十

分の一を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使

用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。 
ト 核原料物質を運搬する場合は、容器の表面及びオーバーパ

ック（収納され、又は包装されている全ての容器の表示がオ

ーバーパックの外から容易に確認できるものを除く。）の見

やすい箇所に、次に掲げる事項を、耐久性のある方法で、鮮

明に表示しておくこと。ただし、核原料物質の使用施設の内

部において運搬する場合は、この限りでない。 
(1) 核原料物質の種類及び量 
(2) 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所 
(3) 核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七

十二号）第九条第二項第一号に規定する国連番号（当該国

連番号の前に「UN」の文字を付したもの。）及び同項第二

号に規定する品名（本邦内の運搬のみの場合を除く。） 
(4) オーバーパックにあっては、「オーバーパック」（本邦内

の運搬のみの場合に限る。）又は「OVERPACK」の文字 
チ 核原料物質を運搬する場合は、運搬する核原料物質の種類、

量、取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関

し留意すべき事項を記載した書面を携行し、荷受人に当該書

面の写しを交付すること。 
 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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15 

核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措

置等に係る技術的細目等を定める告示 

（昭和五十三年十二月二十八日科学技術庁告示第十号） 

最終改正：平成二十五年十二月六日原子力規制委員会告示第十七号 

 

核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第

三十七号）第七条の六、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運

転等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十三号）第十二条、

使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年総理府令第

十号）第十四条及び核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二

年総理府令第八十四号）第五条の規定に基づき、並びにこれらの規

則を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関す

る措置等に係る技術的細目等を定める告示を次のように定め、昭和

五十四年一月四日から適用する。 
核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告

示（昭和五十二年科学技術庁告示第九号）は、廃止する。 
 
（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転等に関する規則（以下「試験研究炉規則」

という。）第十二条及び核燃料物質の使用等に関する規則（以下

「使用規則」という。）第五条において使用する用語の例による。 
（容器に封入することを要しない核燃料物質によって汚染された物

の放射能濃度の限度等） 
第二条 試験研究炉規則第十二条第一項第二号イ及び使用規則第

五条第一項第二号イの原子力規制委員会の定める限度は、一グラ

ム当たり核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成二年科学技術

庁告示第五号）第三条第一号に定める A2値の一万分の一とする。  
２ 試験研究炉規則第十二条第一項第二号イ及び使用規則第五条

第一項第二号イの原子力規制委員会の定める障害防止のための

措置は、次の各号に掲げるものとする。  
一 通常の運搬状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えい

しないようにすること。  
二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。 
三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるよう

にすること。  
（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る

承認の申請書） 
第三条 試験研究炉規則第十二条第一項第二号ロ及び使用規則第

五条第一項第二号ロの規定による承認の申請は、次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書によって行うものとする。  
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  
二 運搬する核燃料物質によって汚染された物の種類、数量、形

状及び性状  
三 運搬する日時及び経路  
四 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置  

（運搬物及び運搬機器に係る線量当量率） 
第四条 試験研究炉規則第十二条第一項第四号、使用規則第五条第

一項第四号、試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方

法の技術基準に関する規則（昭和六十二年総理府令第十一号）第

十五条第六号及び試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る

技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第二

十三号）第二十一条第六号の原子力規制委員会の定める線量当量

率は、次のとおりとする。  
一 運搬物（試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方

法の技術基準に関する規則第十五条第六号及び試験研究の用

に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則第二十

一条第六号に規定する容器を含む。次号において同じ。）の表

面における線量当量率については、二ミリシーベルト毎時  
二 運搬物の表面から一メートルの距離における線量当量率に

ついては、百マイクロシーベルト毎時  
三 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の底面）における線量当量率については、二ミ

リシーベルト毎時  
四 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートルの距離における線量当量率については、

百マイクロシーベルト毎時  
五 コンテナの表面における線量当量率については、二ミリシー

ベルト毎時  
六 コンテナの表面から一メートルの距離における線量当量率

については、百マイクロシーベルト毎時  
（危険物） 
第五条 試験研究炉規則第十二条第一項第六号及び使用規則第五

条第一項第六号の原子力規制委員会の定める危険物は、次の各号

に掲げるものとする。  
一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火  
二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）  
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの  
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの  
五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬

を損なうおそれのある物  
（標識） 
第六条 試験研究炉規則第十二条第一項第十号及び使用規則第五

条第一項第十号の原子力規制委員会の定める標識は、別記に掲げ

る標識とする。  
（特別措置に係る承認の申請書） 
第七条 試験研究炉規則第十二条第二項及び使用規則第五条第二

項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した

申請書によって行うものとする。  
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  
二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状  
三 運搬物の表面及び表面から一メートルの距離における線量

当量率  
四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由  
五 運搬に使用する容器の種類及び仕様  
六 運搬に使用する運搬機器の仕様  
七 運搬の日時及び経路  
八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置  
九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置  
十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う障害防止のために講

ずる措置  
（特別措置の適用を受ける運搬物に係る線量当量率） 
第八条 試験研究炉規則第十二条第二項ただし書及び使用規則第

五条第二項ただし書の原子力規制委員会の定める線量当量率は、

十ミリシーベルト毎時とする。  
（線量当量率等の算定） 
第九条 第四条、第七条及び第八条の線量当量率は一センチメート

ル線量当量率とする。ただし、原子力規制委員会が認めた場合は、

この限りでない。  
 
附 則（平成二十五年十二月六日原子力規制委員会告示第十七号） 
この告示は、原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十

七号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年十

二月十八日）から施行する。 
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核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

16 

別記（第六条関係） 

 

 

 
注 1 ℓ は、0.5 センチメートル以上とする。 

2 n は、0.2 センチメートル以上とする。 
3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15 センチ

メートル以上とする。 
4 色彩は、次表によること。 

部     分 色   彩 

地 
三 葉 マ ー ク 
文 字 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 

白 
黒 
黒 
白 
黒 

5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字

で代えることができる。 
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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄） 
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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄） 

（昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号）中

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規定に基づき、及び同規

定を実施するため、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

を次のように制定する。 

 

（工場又は事業所において行われる運搬） 

第八十八条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電

用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所

において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染され

た物（以下この条において「核燃料物質等」という。）の運搬に

関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であっ

て、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委

員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬す

る場合 
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運

搬する場合 
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 
ロ 容易かつ安全に取扱うことができ、かつ、運搬中に予想さ

れる温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生

じるおそれがないものであること。 
四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を

容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質

によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七十

八条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにす

ること。 
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る危険物(5)と混載しないこと。 
七 運搬経路においては、標識を設けること等の方法により、運

搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両

の立入りを制限し、かつ、必要な箇所に見張人を配置すること。 
八 車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行

程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させるこ

と。 
九 核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する

者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 
十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力

規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 
２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもっ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 
３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。 
４ 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条か

ら第十七条まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運

輸省令第七十二号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技

術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は

事業所において行われる運搬については、適用しない。 
 
【編注】： 

(1) 実用炉内運搬技術的細目告示第二条第一項 

(2) 同            第二条第二項 

(3) 同            第三条 

(4) 同            第四条 

(5) 同            第五条 

(6) 同            第六条 

(7) 同            第七条 

(8) 同            第八条 

 
（危険時の措置） 
第百三十五条 法第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設

置者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 
一 発電用原子炉施設に火災が起こり、又は発電用原子炉施設に

延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努める

とともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、

標識等を設け、かつ、見張人を付けることにより、関係者以外

の者が立ち入ることを禁止すること。 
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、発電

用原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよ

う警告すること。 
四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広

がりの防止及び除去を行うこと。 
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 
 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（抄） 
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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（抄） 

（平成十二年六月十六日通商産業省令第百十二号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号）の

規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、使用済燃料の貯

蔵の事業に関する規則を次のように定める。 
 
（事業所内の運搬） 
第三十四条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料

貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所内の使用済

燃料等の運搬に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 
一 使用済燃料の運搬は、いかなる場合においても、使用済燃料

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 
二 使用済燃料等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
イ 使用済燃料によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であっ

て放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)障害防止のための措置を講じたものを運搬

する場合 
ロ 使用済燃料によって汚染された物であって大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた障害防止のための措置を講じて運

搬する場合 
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 
四 使用済燃料等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を

容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該使用済燃料

によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の使用済燃料等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二十

九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにす

ること。 
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 
六 使用済燃料等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 
九 使用済燃料等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する

者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 
十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子

力規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 

２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもっ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面に

おける線量当量率が原子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超

えるときは、この限りでない。 
３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 
４ 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料等の運搬に関し、核燃料

物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五

十三年総理府令第五十七号）第三条から第十七条まで及び核燃料

物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条

から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安

のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわら

ず、当該使用済燃料等を使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所内

において運搬することができる。 
 

【編注】： 

(1)～(8) 「実用炉規則」の場合に同じ（本書 17 ページ参照） 

 

（危険時の措置） 

第四十四条 法第六十四条第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事

業者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。 

一 使用済燃料貯蔵施設に火災が起こり、又は使用済燃料貯蔵施

設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努

めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 

二 使用済燃料を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用

済燃料貯蔵施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難する

よう警告すること。 

四 使用済燃料等による汚染が生じた場合には、速やかに、その

広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示 

19 

工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関す

る措置に係る技術的細目等を定める告示 

（昭和五十三年十二月二十八日通商産業省告示第六百六十六号） 

最終改正：平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会告示第十号 

 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通

商産業省令第七十七号）第十三条の規定に基づき、及び同規定を実

施するため、工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する

措置に係る技術的細目等を定める告示を次のように制定する。 

 

（用語） 

第一条 この告示において使用する用語は、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）第八十

八条、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則（平成二十五年原子力規制委員会規則第六号。以下「実用炉技

術基準規則」という。）第二十六条第一項第六号及び第三十九条

第一項第六号並びに使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成

十二年通商産業省令第百十二号。以下「貯蔵規則」という。）第

三十四条において使用する用語の例による。  

（容器に封入することを要しない核燃料物質によって汚染された物

の放射能濃度の限度等） 

第二条 実用炉規則第八十八条第一項第二号イ及び貯蔵規則第三

十四条第一項第二号イの原子力規制委員会の定める限度は、一グ

ラム当たり平成二年科学技術庁告示第五号 （核燃料物質等の工場

又は事業所の外における運搬に関する規則第三条の規定に基づく

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等）第二条第一号に定める A2値の一万分の一と

する。 

２ 実用炉規則第八十八条第一項第二号イ及び貯蔵規則第三十四

条第一項第二号イの原子力規制委員会の定める障害防止のための

措置は、次に掲げるものとする。 

一 コンクリートその他の固型化材料によって固型化すること等

により、放射性物質の飛散又は漏えいを防止すること。  

二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。  

三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるように

すること。  

（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る

承認の申請書） 

第三条 実用炉規則第八十八条第一項第二号ロ及び貯蔵規則第三

十四条第一項第二号ロの規定による承認の申請は、次に掲げる事

項を記載した申請書によって行うものとする。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  

二 運搬する物の種類、数量、形状及び性状  

三 運搬の日時及び経路  

四 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置  

（運搬物及び運搬機器に係る線量当量率） 

第四条 実用炉規則第八十八条第一項第四号、実用炉技術基準規則

第二十六条第一項第六号及び第三十九条第一項第六号並びに貯蔵

規則第三十四条第一項第四号の原子力規制委員会の定める線量当

量率は、次のとおりとする。  

一 運搬する物の表面における線量当量率については、二ミリシ

ーベルト毎時  

二 運搬する物の表面から一メートルの距離における線量当量率

については、百マイクロシーベルト毎時  

三 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の下面）における線量当量率については、二ミ

リシーベルト毎時  

四 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートルの距離における線量当量率については、

百マイクロシーベルト毎時  
五 コンテナの表面における線量当量率については、二ミリシー

ベルト毎時  
六 コンテナの表面から一メートルの距離における線量当量率に

ついては、百マイクロシーベルト毎時  

（危険物） 

第五条 実用炉規則第八十八条第一項第六号及び貯蔵規則第三十

四条第一項第六号の原子力規制委員会の定める危険物は、次に掲

げるものとする。  

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火  

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）  

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの  

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの  

五 前四号に掲げるもののほか、安全な運搬を損なうおそれのあ

るもの  

（標識） 

第六条 実用炉規則第八十八条第一項第十号及び貯蔵規則第三十

四条第一項第十号の原子力規制委員会の定める標識は、別記のも

のとする。  

（特別措置に係る承認の申請書） 

第七条 実用炉規則第八十八条第二項及び貯蔵規則第三十四条第

二項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請

書によって行うものとする。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  

二 運搬する物の種類、数量及び性状  

三 運搬する物の表面及び表面から一メートルの距離における線

量当量率  

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由  

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様  

六 運搬に使用する運搬機器の仕様  

七 運搬の日時及び経路  

八 運搬に従事する者の被ばく管理のために講ずる措置  

九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置  

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う障害防止のために講ず

る措置  

（特別措置の適用を受ける運搬物に係る線量当量率） 

第八条 実用炉規則第八十八条第二項及び貯蔵規則第三十四条第

二項の原子力規制委員会の定める線量当量率は、十ミリシーベル

ト毎時とする。  

（線量当量率の算定） 

第九条 第四条、第七条及び第八条の線量当量率は一センチメート

ル線量当量率とする。ただし、原子力規制委員会が認めた場合は、

この限りでない。  

 

附 則（平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会告示第十号） 

この告示は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる

規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。 
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工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示 
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別記様式（第六条関係） 

 

 

 
注 1 ℓ は、2 ミリメートル以上とする。 

2 m は、0.5 センチメートル以上とする。 
3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15 センチ

メートル以上とする。 
4 色彩は、次表によること。 

部     分 色   彩 

  地 
三葉マーク 
文   字 
ふちの部分 
ふちの内側の線 

白 
黒 
黒 
白 
黒 

5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字

で代えることができる。 
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船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則（抄） 
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船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを

除く。）の設置、運転等に関する規則（抄） 

（昭和五十三年十二月二十八日運輸省令第七十号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号）の

規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、実用舶用原子

炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。 

 

（原子力船等内の運搬） 

第二十五条 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子

炉設置者等は、原子力船等において行われる核燃料物質等の運搬

に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質

が臨界に達するおそれがないように行うこと。 
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
イ 核燃料物質によって汚染された物（その放射能濃度が原子

力規制委員会の定める(1)限度を超えないものに限る。）であっ

て放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制

委員会の定める(2)放射線障害防止のための措置を講じたもの

を運搬する場合 
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容

器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規

制委員会の承認(3)を受けた放射線障害防止のための措置を講

じて運搬する場合 
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以

上となるものであること。 
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生ずるおそれがないものであること。 
四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を

容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質

によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）

及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を

運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」とい

う。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量

率がそれぞれ原子力規制委員会の定める(4)線量当量率を超えな

いようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二十

条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにする

こと。 
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定め

る(5)危険物と混載しないこと。 
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。 
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

とともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車

両を伴走させること。 
九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する

者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 
十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子

力規制委員会の定める(6)標識を取り付けること。 
２ 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なとき

は、原子力規制委員会の承認(7)を受けた措置を講ずることをもっ

て、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及

び表面から二メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原

子力規制委員会の定める(8)線量当量率を超えるときは、この限り

でない。 

３ 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規

定は、管理区域において行われる運搬については、適用しない。 
４ 試験研究用等原子炉設置者等は、核燃料物質等の運搬に関し、

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十七条まで及

び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二

号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従

って保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定に

かかわらず、原子力船等において、当該核燃料物質等の運搬を行

うことができる。 
 

【編注】： 

(1) 舶用炉内運搬技術的細目告示第二条第一項 

(2) 同            第二条第二項 

(3) 同            第三条 

(4) 同            第四条 

(5) 同            第五条 

(6) 同            第六条 

(7) 同            第七条 

(8) 同            第八条 

 

（危険時の措置） 

第三十六条 法第六十四条第一項 の規定により、試験研究用等原

子炉設置者等は、原子力船等において次の各号に掲げる応急の措

置を講じなければならない。 

一 試験研究用等原子炉施設に火災が起こり、又は試験研究用等

原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の

防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員又は海上保安

官に通報すること。 

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわを張り、

又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、試験

研究用等原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難

するよう警告すること。 

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広

がりの防止及び除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示 
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核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措

置に係る技術的細目等を定める告示 

（昭和五十三年十二月二十八日運輸省告示第六百七十七号） 

最終改正：平成二十四年九月十四日国土交通省告示第千二十三号 

 

実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年運輸

省令第七十号)第二十五条の規定に基づき、及びこれを実施するため、

核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措置に係る技術的

細目等を定める告示を次のように定め、原子力基本法等の一部を改

正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲

げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から適用する。 

 

（用語） 

第一条 この告示において使用する用語は、船舶に設置する原子炉

（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則

（昭和五十三年運輸省令第七十号。以下「規則」という。）にお

いて使用する用語の例による。  

（容器に封入することを要しない核燃料物質によって汚染された物

の放射能濃度の限度等） 

第二条 規則第二十五条第一項第二号イの原子力規制委員会の定

める限度は、一グラム当たり核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

（昭和五十三年科学技術庁告示第十一号）第二条第一号に定める

A2値の一万分の一とする。  

２ 規則第二十五条第一項第二号イの原子力規制委員会の定める

放射線障害防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。  

一 通常の運搬状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えい

しないようにすること。  

二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。  

三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるように

すること。  

（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る

承認の申請書） 

第三条 規則第二十五条第一項第二号ロの規定による承認の申請

は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものと

する。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  

二 運搬する核燃料物質によって汚染された物の種類、数量、形

状及び性状  

三 運搬する日時及び経路 

四 運搬に当たって講ずる放射線障害防止のための措置 

（運搬物及び運搬機器に係る線量当量率） 

第四条 規則第二十五条第一項第四号の原子力規制委員会の定め

る線量当量率は、次のとおりとする。  

一 運搬物の表面における線量当量率については、二ミリシーベ

ルト毎時  

二 運搬物の表面から一メートルの距離における線量当量率につ

いては、百マイクロシーベルト毎時  

三 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の底面）における線量当量率については、二ミ

リシーベルト毎時  

四 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートルの距離における線量当量率については、

百マイクロシーベルト毎時  

五 コンテナの表面における線量当量率については、二ミリシー

ベルト毎時  

六 コンテナの表面から一メートルの距離における線量当量率に

ついては、百マイクロシーベルト毎時  

（危険物） 

第五条 規則第二十五条第一項第六号の原子力規制委員会の定め

る危険物は、次の各号に掲げるものとする。  

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火  

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）  

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの  

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの  

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬

を損なうおそれのある物  

（標識） 

第六条 規則第二十五条第一項第十号の原子力規制委員会の定め

る標識は、別記様式に定めるところによらなければならない。 

（特別措置に係る承認の申請書） 

第七条 規則第二十五条第二項の規定による承認の申請は、次の各

号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名  

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状  

三 運搬物の表面並びに表面から一メートルの距離及び二メート

ルの距離における線量当量率  

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由  

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様  

六 運搬に使用する運搬機器の仕様  

七 運搬の日時及び経路  

八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置  

九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置  

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う放射線障害防止のため

に講ずる措置  

（特別措置の適用を受ける運搬物に係る線量当量率） 

第八条 規則第二十五条第二項ただし書の原子力規制委員会の定

める線量当量率は、次のとおりとする。 

一 運搬物の表面における線量当量率については、十ミリシーベ

ルト毎時 

二 運搬物の表面から二メートルの距離における線量当量率につ

いては、百マイクロシーベルト毎時 

（線量当量率の算定） 

第九条 第四条、第七条及び第八条の線量当量率は一センチメート

ル線量当量率とする。ただし、原子力規制委員会が認めた場合は、

この限りでない。 

 

附 則（平成二十四年九月十四日国土交通省告示第千二十三号） 

この告示は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年

九月十九日）から施行する。 
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別記様式（第六条関係） 
 

 
 
注 1 ℓ は、0.5 センチメートル以上とする。 

2 n は、0.2 センチメートル以上とする。 
3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15 センチ

メートル以上とする。 
4 色彩は、次表によること。 

部     分 色   彩 

地 
三 葉 マ ー ク 
文 字 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 

白 
黒 
黒 
白 
黒 

5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字

で代えることができる。 
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Ａの２ 工場又は事業所外の運搬関係 

図 核燃料物質等の事業所外運搬関係法令と体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉等規制法 

第 59 条 … 運搬に関する確認等 

第 64 条 … 危険時の措置 

経 済 産 業 省 

原 子 力 安 全 

・保安院通達 

＜内閣府令＞ 

核運搬届出府令 

＜国土交通省令＞ 

旅客自動車運送 

事業運輸規則 

＜国土交通省令＞ 

核外運搬危険時規則

国有鉄道改革推進総括審議官通達
（ 現 鉄 道 局 長 ） 
貨 物 流 通 局 長 通 達 
（ 現 自 動 車 局 長 ） 

＜国土交通省令＞ 

道路運送車両の 

保 安 基 準 

（第 59 条） 

（第 64 条） 

（第 49 条） 

（第 64 条） 

原子炉等規制法施行令

第 48 条（確認） 

第 49 条（届出） 

（第 48 条） 

（第 59 条） 

＜国土交通省令＞ 

核車両運搬規則 

＜国土交通省告示＞ 

核車両運搬告示 

＜委員会規則＞ 

外 運 搬 規 則 

＜委員会告示＞ 

外 運 搬 告 示 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（抄） 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十六号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 

 

第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）

の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が

平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設にお

いて重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原

子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他

の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び

核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、

貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関

し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も

想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に

関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の

使用等に関する必要な規制を行い、もって国民の生命、健康及び

財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを

目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第

一号に規定する原子力をいう。 
２ この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第

二号に規定する核燃料物質をいう。 
３ この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第

三号に規定する核原料物質をいう。 
４ この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号

に規定する原子炉をいう。 
５ この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原

子炉であって研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉

以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を

除くものをいう。 
６ この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム（プ

ルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除

く。）、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比

率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物

質をいう。 
７ この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規

定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第

二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四

十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四

十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十

四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項

第二号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに第五

十三条第二号に規定する使用施設等をいう。 
８ この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に

含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質

又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。 
９ この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料と

して使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化

学的方法により処理することをいう。 
１０ この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用

した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質（以下「使

用済燃料」という。）から核燃料物質その他の有用物質を分離す

るために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 
１１ この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に

関する条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と

国際原子力機関との間の協定（以下「保障措置協定」という。）

その他日本国政府と一の外国政府（国際機関を含む。）との間の

原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束（核兵器の不拡散

に関する条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府

と国際原子力機関との間の協定の追加議定書（以下単に「追加議

定書」という。）を除く。以下単に「国際約束」という。）に基

づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物

質、原子炉その他の資材又は設備をいう。 
１２ 前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。 
１３ この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書

Ｉに掲げる活動をいう。 
 
第六章 原子力事業者等に関する規制等 
（廃棄に関する確認等） 
第五十八条 原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、

発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋

設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又

は事業所（原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項

及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。）の外に

おいて廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める

ところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 
２、３ （略） 
（運搬に関する確認等） 
第五十九条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託され

た者を含む。以下この条において同じ。）は、核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物を工場等の外において運搬する場

合（船舶又は航空機により運搬する場合を除く。）においては、

運搬する物に関しては原子力規制委員会規則、その他の事項に関

しては原子力規制委員会規則（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、

自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令）で定め

る技術上の基準に従って保安のために必要な措置（当該核燃料物

質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核

燃料物質の防護のために必要な措置）を講じなければならない。 
２ 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染

された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に

必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子

力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適

合することについて、運搬する物に関しては原子力規制委員会規

則で定めるところにより原子力規制委員会の、その他の事項に関

しては原子力規制委員会規則（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、

自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令）で定め

るところにより原子力規制委員会（鉄道、軌道、索道、無軌条電

車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣）の

確認を受けなければならない。 
３ 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、

原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会

の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委

員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のう

ち容器に関する基準は、満たされたものとする。 
４ 第一項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬に関する

措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原

子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運

搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措

置を命ずることができる。 
５ 第一項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して

公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場

合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明

する文書（以下「運搬証明書」という。）の交付を受けなければ

ならない。 
６ 都道府県公安委員会は、前項の届出があった場合において、災

害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るた

め必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令

で定める事項について、必要な指示をすることができる。 
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７ 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の

内容を運搬証明書に記載しなければならない。 
８ 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたと

きは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該

運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。 
９ 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等

は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道

府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。 
１０ 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子

力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付し

て交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請し

なければならない。 
１１ 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又

は核燃料物質によって汚染された物による災害を防止し、及び当

該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を

図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車

両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提

示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明

書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査

し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を

防護するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な

限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずること

ができる。 
１２ 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 
１３ 不要となった運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道

府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指

示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要

な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。 
第五十九条の二 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力

事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力

事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合において

は、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場

等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間にお

ける当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者（本邦外

において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含

む。）を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移

転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事

項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有

する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければ

ならない。 
２ 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始さ

れる前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委

員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受け

なければならない。 
 
第七章 雑則 
（主務大臣等への報告） 
第六十二条の三 原子力事業者等（核原料物質使用者を含む。以下

この条において同じ。）は、製錬施設、加工施設、試験研究用等

原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施

設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核

原料物質の使用に係る施設（以下この条において「製錬施設等」

という。）に関し人の障害が発生した事故（人の障害が発生する

おそれのある事故を含む。）、製錬施設等の故障その他の主務省

令（次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に

定める大臣又は委員会（以下この条において「主務大臣」という。）

の発する命令（第五十九条第五項の規定による届出をした場合に

ついては、内閣府令）をいう。以下この条において同じ。）で定

める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞

なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣（同

項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員

会）に報告しなければならない。 
一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国

原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、

再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加

工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉

設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧

廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）原子力規制委員会（第

五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあっては原子力

規制委員会及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係

る場合にあっては国土交通大臣） 
二 核原料物質使用者 原子力規制委員会 

（警察官等への届出） 
第六十三条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託され

た者及び受託貯蔵者を含む。）は、その所持する核燃料物質につ

いて盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、そ

の旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 
（危険時の措置） 
第六十四条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託され

た者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第一項及び第

二項において同じ。）は、その所持する核燃料物質若しくは核燃

料物質によって汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その

他の災害が起こったことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質

によって汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれが

あり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令（第三項

各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大

臣又は委員会の発する命令をいう。）で定めるところにより、応

急の措置を講じなければならない。 
２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上

保安官に通報しなければならない。 
３ 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第一項の場合又は核燃

料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物若しくは原子炉

による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害

を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定す

る者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、

加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済

燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理

施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核

燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止する

ために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 
一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国

原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、

再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加

工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉

設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧

廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）並びにこれらの者から

運搬を委託された者 原子力規制委員会（第五十九条第一項に

規定する運搬に係る場合にあっては同項に規定する区分に応

じ原子力規制委員会又は国土交通大臣、船舶又は航空機による

運搬に係る場合にあっては国土交通大臣） 
二 受託貯蔵者 原子力規制委員会 

 
第六十五条 削除 
 
（原子力規制委員会に対する申告） 
第六十六条 原子力事業者等（外国原子力船運航者を除く。以下こ

の条において同じ。）がこの法律又はこの法律に基づく命令の規

定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業

者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。 
２ 原子力事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その

従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 
（報告徴収） 
第六十七条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律（都道府県公安委員会にあっては、第五十九条

第六項の規定）の施行に必要な限度において、原子力事業者等（核
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原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活

動実施者を含む。）に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子

力事業者等の区分（同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物

質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施

者については原子力規制委員会とし、第五十九条第五項に規定す

る届出をした場合については都道府県公安委員会とする。）に応

じ、その業務に関し報告をさせることができる。 
２ 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、前項の規定による報告

の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等（外国原子力船

運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあっては、第五十六条の

三第一項の規定により保安規定を定めなければならないことと

されているものに限る。以下この項において同じ。）に報告をさ

せた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染

された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要がある

と認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力

事業者等の設置する製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃

料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は

使用施設等の保守点検を行った事業者に対し、必要な報告をさせ

ることができる。 
３～５ （略） 
（立入検査等） 
第六十八条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律（原子力規制委員会又は国土交通大臣にあって

は第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分（同項各

号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使

用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合にお

ける当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第

九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力

規制委員会とする。）に応じこの法律の規定、都道府県公安委員

会にあっては第五十九条第六項の規定）の施行に必要な限度にお

いて、その職員（都道府県公安委員会にあっては、警察職員）に、

原子力事業者等（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六

十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該

各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規

定する者並びに国際特定活動実施者を含む。）の事務所又は工場

若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査

させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に

限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させる

ことができる。 
２～５ （略） 
６ 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証

明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示し

なければならない。 
７ 第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。 
８～１５ （略） 
（秘密保持義務） 
第六十八条の二 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託

された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。）及びその

従業者並びにこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業務

上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らし

てはならない。 
２ 国又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業

務を委託された者及びその従業者並びにこれらの者であった者は、

正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのでき

た特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。 
３ 職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのでき

た国の行政機関又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であっ

た者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。 
（手数料の納付） 
第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政

令で定める額の手数料を納めなければならない。 
六 第十二条の六第八項（第二十二条の八第三項、第四十三条の

三の二第三項、第四十三条の三の三十三第三項、第四十三条の

二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三

項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。）、

第十二条の七第九項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三

の三第四項、第四十三条の三の三十四第四項、第四十三条の二

十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及

び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。）、第

五十一条の六第一項若しくは第二項、第五十一条の二十四の二

第二項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十

一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けよう

とする者 
２ 前項の手数料は、国庫の収入とする。 
３ 第一項の規定は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三

号）第二条第一項に規定する独立行政法人であって、その業務の

内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用

しない。 
（国に対する適用） 
第七十六条 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に

適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」

又は「認可」とあるのは、「承認」とする。 
 
第八章 罰則 
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一の二 第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六

条第二項、第四十三条の三の二十三第二項、第四十三条の十九

第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十

七条第三項、第五十九条第四項（特定核燃料物質の防護のため

に必要な措置に係る部分に限る。）又は第六十条第三項の規定

による命令に違反した者 
八の二 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条

の三の二十三第一項、第四十三条の十九第一項、第四十九条第

一項、第五十一条の十七第一項、第五十八条第三項又は第五十

九条第四項（特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る

部分を除く。）の規定による命令に違反した者 
二十六の二 第六十二条の三（核原料物質使用者に係る部分を除

く。）の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
二十七 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規

定による命令に違反した者 
二十八 第六十六条第二項の規定に違反した者 
二十九 第六十七条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資を

使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。）

の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
三十 第六十八条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資使用

者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合にお

ける当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び

第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分を除

く。）の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 
三十一 第六十八条の二の規定に違反した者 

第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の

罰金に処する。 
六 第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質

又は核燃料物質によって汚染された物を廃棄した者 
七 第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五

項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料

物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬した者 
八 第五十九条第八項の規定に違反した者 

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金

に処する。 
二 第五十七条の八第七項若しくは第八項、第六十一条の九の二

第一項若しくは第三項、第六十一条の九の四第一項若しくは第

三項から第五項まで若しくは第六十三条の規定による届出を

せず、又は虚偽の届出をした者 
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三 第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わ

ず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項

の規定による命令に従わなかった者 
九 第六十二条の三（核原料物質使用者に係る部分に限る。）の

報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
十 第六十七条（第一項（核原料物質使用者、国際規制物資を使

用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。）を

除く。）の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
十一 第六十八条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資使用

者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合にお

ける当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び

第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に

限る。）、第二項から第五項まで又は第八項の規定による立入

り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質

問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対し

て当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を

科する。 
二 第七十八条第一号、第二号（試験研究炉等設置者及び使用者

に係る部分を除く。）、第三号（試験研究炉等設置者及び使用

者に係る部分を除く。）、第四号（試験研究炉等設置者及び使

用者に係る部分を除く。）、第六号、第七号、第八号（試験研

究炉等設置者に係る部分を除く。）、第八号の二（試験研究炉

等設置者及び使用者に係る部分を除く。）、第十号（試験研究

炉等設置者に係る部分を除く。）、第十一号、第十二号（試験

研究炉等設置者に係る部分を除く。）、第十三号の三から第十

三号の七まで、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第

二十号、第二十一号、第二十六号の二（試験研究炉等設置者及

び使用者に係る部分を除く。）、第二十七号の二から第二十七

号の四まで、第二十八号（試験研究炉等設置者及び使用者に係

る部分を除く。）、第二十九号（試験研究炉等設置者及び使用

者に係る部分を除く。）又は第三十号（試験研究炉等設置者及

び使用者に係る部分を除く。） 一億円以下の罰金刑 
三 第七十七条（第一号に掲げる規定に係る部分を除く。）、第

七十八条（前号に掲げる規定に係る部分を除く。）、第七十九

条又は第八十条 各本条の罰金刑 
 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 

 
【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起

算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。（本書掲載条項外） 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律施行令（抄） 

（昭和三十二年十一月二十一日政令第三百二十四号） 

最終改正：平成二十七年三月十八日政令第七十四号 

 

内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和三十二年法律第百六十六号）の規定に基き、この政令を制定

する。 
 

第一章 定義 
（研究開発段階にある原子炉）  
第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（第五十四条第二号を除き、以下「法」という。）第二条第五項

に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であ

って次に掲げるものに該当するもの（第六十二条第一項第三号及

び第八号において「研究開発段階発電用原子炉」という。）とす

る。 
一 高速増殖炉（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

（平成十六年法律第百五十五号）第二条第五項に規定する高速

増殖炉をいう。） 
二 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉（減速材として重水を、冷却

材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。） 
（特定核燃料物質） 
第二条 法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次

のいずれかに該当する核燃料物質とする。  
一 プルトニウム（プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八

十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号

において同じ。）及びその化合物  
二 ウラン二三三及びその化合物  
三 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率

を超えるウラン及びその化合物  
四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質  
五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率

であるウラン及びその化合物  
六 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃

料として使用できるもの 
（防護対象特定核燃料物質） 
第三条 この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次の

いずれかに該当する特定核燃料物質をいう。 
一 照射されていない次に掲げる物質 

イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラ

ムを超えるもの 
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三

五の量が十五グラムを超えるもの 
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びに

その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるもの 
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びに

その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの 
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラ

ムを超えるもの 
二 照射された前号に掲げる物質 
三 照射された次に掲げる物質であって、照射直後にその表面か

ら一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線

が空気に吸収された場合の吸収線量率（第四十八条の表第二号

において単に「吸収線量率」という。）が一グレイ毎時を超え

ていたもの 
イ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃

料として使用できるもの 
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉におい

て燃料として使用できるもの 
ハ トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二

以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるも

の 
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びに

その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質 
 
第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関す

る規制 
（運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃

料物質） 
第四十七条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核

燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。 
（運搬に関する確認を要する場合） 
第四十八条 法第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、

次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げ

るもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によって

汚染された物を運搬する場合とする。 
一 法第五十九条

第一項の規定に

より保安のため

の措置が必要な

場合 

イ 放射線障害防止のための措置が特に必

要な核燃料物質又は核燃料物質によって

汚染された物であって、原子力規制委員

会規則（国土交通大臣の確認を要する場

合にあっては、国土交通省令。ロにおい

て同じ。）で定めるもの 

ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核

燃料物質であって、原子力規制委員会規

則で定めるもの 

二 法第五十九条

第一項の規定に

より保安及び特

定核燃料物質の

防護のための措

置が必要な場合

イ 照射されていない次に掲げる物質 

（１）プルトニウム及びその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含

む物質であって、プルトニウムの量

が二キログラム以上のもの 

（２）ウラン二三五のウラン二三五及び

ウラン二三八に対する比率が百分の

二十以上のウラン並びにその化合物

並びにこれらの物質の一又は二以上

を含む物質であって、ウラン二三五

の量が五キログラム以上のもの 

（３）ウラン二三三及びその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含

む物質であって、ウラン二三三の量

が二キログラム以上のもの 

ロ 照射されたイに掲げる物質であって、

その表面から一メートルの距離において

吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの 

（都道府県公安委員会への届出を要する場合） 
第四十九条 法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、

次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げ

るもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物を運搬する場合とする。 

一 法第五十九条第一

項の規定により保安

のための措置が必要

な場合 

イ 放射線障害防止のための措置が

特に必要な核燃料物質又は核燃料

物質によって汚染された物であっ

て、内閣府令で定めるもの 

ロ 臨界防止のための措置が特に必

要な核燃料物質であって、内閣府令

で定めるもの 
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二 法第五十九条第一

項の規定により保安

及び特定核燃料物質

の防護のための措置

が必要な場合が必要

な場合 

防護対象特定核燃料物質 

（不要となった運搬証明書の返納） 
第五十条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに

該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書（第三号

の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書）を交付を

受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならな

い。 
一 運搬を終了したとき。 
二 運搬をしないこととなったとき。 
三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗

取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。 
（都道府県公安委員会の間の連絡） 
第五十一条 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合に

は、関係都道府県公安委員会（以下この条において「関係公安委

員会」という。）は、次に掲げる措置をとるものとする。 
一 出発地を管轄する都道府県公安委員会（以下この号において

「出発地公安委員会」という。）以外の関係公安委員会にあっ

ては、出発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項の規定

による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項の指示を

行うこと。 
二 法第五十九条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじ

め、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。 
三 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止

し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他

の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。 
２ 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたる

こととなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を

通じて、法第五十九条第九項の規定による届出、同条第十項の規

定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができ

るものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該

一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を

行うものとする。 
（特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合） 
第五十二条 法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場

合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合

とする。 
一 防護対象特定核燃料物質 
二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率

が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物

質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用

できるものであって、ウランの量が五百キログラムを超えるも

の（照射されていないものに限る。） 
 
第六章 雑則 
（届出を受理した場合における通報等） 
第六十二条 法第七十一条第六項の政令で定める行為は、次に掲げ

るものとする。 
十 第五十九条の二第二項の規定による確認 

２ （略） 
３ 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合におい

ては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報し

なければならない。 
四 第一項第十号に掲げる確認 国土交通大臣（当該確認に係る

運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあっては、経済産

業大臣及び国土交通大臣） 
４ （略） 
（手数料） 
第六十五条 法第七十五条第一項の規定により納付すべき手数料

（次項に規定する溶接検査に係るものを除く。）の額は、別表第

一のとおりとする。 
２、３ （略） 
 
附 則（平成二十七年三月十八日政令第七十四号） 抄 
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

 

 

別表第一（第六十五条関係）（抄） 

番

号

手数料を納付すべき者 金額 

八

十

五

法第五十九条第二項の確認（運搬する物に係るものに限る。）

を受けようとする者 

イ 法第五十九条第三

項の承認を受けた容

器（以下この項におい

て「承認容器」とい

う。）以外の容器の使

用により核燃料物質

等（第四十八条の表第

一号イに規定するも

の（原子力規制委員会

規則で定めるものを

除く。）に限る。）を

運搬しようとする者 

百三万二百円（電子申請等による場

合にあっては、百二万八千八百円）

ロ 承認容器以外の容

器の使用により核燃

料物質等（イに規定す

るものを除く。）を運

搬しようとする者 

二十三万九千五百円（電子申請等に

よる場合にあっては、二十三万八千

二百円） 

ハ 承認容器の使用に

より核燃料物質等（イ

に規定するものに限

る。）を運搬しようと

する者 

三十五万九千円 

ニ 承認容器の使用に

より核燃料物質等（イ

に規定するものを除

く。）を運搬しようと

する者 

六万六千八百円 

八

十

六

国土交通大臣の行う法

第五十九条第二項の確

認（運搬する物に係るも

のを除く。）を受けよう

とする者 

二十三万四千三百円 

八

十

七

法第五十九条第三項の承認を受けようとする者 

イ 核燃料物質等（第四

十八条の表第一号イ

に規定するもの（原子

力規制委員会規則で

定めるものを除く。）

に限る。）の運搬に使

用する容器について

承認を受けようとす

る者 

七十万二千六百円（電子申請等によ

る場合にあっては、七十万千三百円）

ロ 核燃料物質等（イに

規 定 す る も の を 除

く。）の運搬に使用す

る容器について承認

を受けようとする者 

十八万二千円（電子申請等による場

合にあっては、十八万七百円） 

九

十

法第六十一条の三第一

項の許可を受けようと

する者 

一万八千二百円（電子申請等による

場合にあっては、一万七千円） 
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2 0 文 科 科 第 9 1 9 号 
平成 20・10・07 原院第 3 号 
国 総 技 第 8 4 号 
平 成 2 0 年 1 2 月 2 2 日 

別記あて（各通） 
 
 

文部科学省科学技術・学術政策局長 泉 紳一郎 
 
 
 

経済産業省原子力安全・保安院長 薦田 康久 
NISA-135a-08-46 

 
 

国 土 交 通 省 総 合 政 策 局 長 大口 清一 
 
 

防護対象特定核燃料物質の輸送に係る核物質防護に関する情報 
の取扱いについて 

 

 

平成 17 年 5 月、核物質防護対策の強化等を目的として核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第

166 号。以下「原子炉等規制法」という。）が改正され、核物質防護

に関する守秘義務に係る規定（第 68 条の 3）が同法に追加されまし

た。この改正により、（イ）原子力事業者等（原子炉等規制法第 68
条の 3 第 1 項に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。）及び

その従業者並びにこれらの者であった者、（ロ）原子力事業者等から

特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者及びその従業者

並びにこれらの者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知

ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密（以下「核物質

防護秘密」という。）を漏らすことは禁止され、これに違反した場合

は、原子炉等規制法第 78 条の規定により、1 年以下の懲役又は 100
万円以下の罰金に処せられることとなります。 

また、輸送に係る核物質防護秘密に係る情報管理については、原

子炉等規制法のほか、船舶安全法（昭和 8 年法律第 11 号）及び航

空法（昭和 27 年法律第 231 号）の各法体系により規定されている

ところです。 
本年 7 月 1 日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律施行令及び原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一

部を改正する政令（平成 19 年政令第 378 号）の一部等が施行され、

ガラス固化体に含まれる核燃料物質が、防護の対象となる特定核燃

料物質（以下「防護対象特定核燃料物質」という。）として、別表の

とおり新たに追加されました。 
原子力事業者等におかれましては、防護対象特定核燃料物質につ

いての輸送に係る核物質防護に関する情報の取扱いについては、下

記のとおり対応されますようお願いします。 
なお、本文書をもって、「防護対象特定核燃料物質の輸送に係る

核物質防護に関する情報の取扱いについて」（平成 17 年 11 月 28 日

付 17 文科科第 640 号、平成 17・11・22 原院第 5 号、国総技第 74
号）は廃止します。 
 

記 
 
１．防護対象特定核燃料物質の輸送に関する情報のうち核物質防護

秘密として管理されるべき情報は、別紙の１．に掲げる事項に該

当する情報であり、当該情報の漏えいを防止するため厳重な管理

を講ずること。 
 
２．防護対象特定核燃料物質の輸送に関する情報のうち核物質防護

秘密に該当しないものの、これに準じて管理されるべき情報は、

別紙２．に掲げる事項に該当する情報であり、当該情報について

は、適切な管理を講ずること。 

３．上記１．の核物質防護秘密及び上記２．の管理を構ずべき情報

を取り扱う者に対し、核物質防護秘密に係る制度の趣旨の周知徹

底を図るとともに、情報管理の遵守について指導の徹底を図るこ

と。 
 
 

別 紙 
 

別表の核燃料物質の区分に従い、防護対象特定核燃料物質の輸送

に関する情報を以下のとおり取り扱うこと。 
 
１．核物質防護秘密として厳重な管理を構ずべき情報 
（１）輸送の前後を問わず核物質防護秘密として扱うべき情報 

・区分Ⅰの核燃料物質及び区分Ⅱの核燃料物質の輸送経路に関

する詳細な情報（※１） 
・主務大臣が定める妨害破壊行為等の脅威に関する情報 
・妨害破壊行為等の脅威に対応して講ずる防護措置の評価に関

する情報 
・緊急時対応計画 
・警備・監視体制（車列編成、固有の通信手段等）に関する情

報 
・車両・船舶等の防護の設備・構造（接近・移乗防止装置等）

に関する情報 
※１：事故発生時に必要な通報等を行う場合を除く。 

 
（２）輸送終了時まで核物質防護秘密として扱うべき情報 

・区分Ⅰの核燃料物質及び区分Ⅱの核燃料物質の輸送通過予定

日時（※１） 
・区分Ⅰの核燃料物質の輸送数量、容器個数（※１） 

※１：事故発生時に必要な通報等を行う場合を除く。 
 
２．適切な管理を構ずべき情報 
（１）輸送の前後を問わず管理を構ずべき情報 

・区分Ⅰ及び区分Ⅱの核燃料物質輸送時の施錠・封印に関する

詳細な情報（※２） 
・区分Ⅲの核燃料物質の輸送経路に関する詳細な情報 

※２：区分Ⅲの輸送であって、その方法が区分Ⅰ又は区分Ⅱ

と同様の方法の場合を含む。 
 
（２）輸送終了時まで管理を構ずべき情報 

・区分Ⅲの核燃料物質の輸送通過予定日時 
・核燃料物質の輸送の発着日時 
・船名・車両番号等輸送手段を特定し得る情報 
・輸送事業者名（輸送手段を特定されない場合を除く。） 
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（別表） 
 
（未照射の核燃料物質） 

 区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

プルトニウム 2kg 以上 
500g を超え 

2kg 未満 
15g を超え

500g 以下 

濃
縮
ウ
ラ
ン
＊ 

20％以上 5kg 以上 
1kg を超え 

5kg 未満 
15g を超え

1kg 以下 

10％以上 
20％未満 

 10kg 以上 
1kg を超え

10kg 未満 

天然ウランの比率 
を超え 10％未満 

  10kg 以上 

ウラン-233 2kg 以上 
500g を超え 

2kg 未満 
15g を超え

500g 以下 

＊ 濃縮ウランについては、ウラン-235 の量を示す。 
 
 
（照射済の核燃料物質） 

核燃料物質の種類 区 分 

核燃料物質を照射して、1m 離れた地点での

空気吸収線量率が 1 グレイ毎時以下のもの 
未照射の核燃料物質

の区分に従う 

核燃料物質を照射して、1m 離れた地点での

空気吸収線量率が 1 グレイ毎時を超えるも

の 
（濃縮度が 10％未満の濃縮ウランを除く） 
（ガラス固化(＊注)に含まれるものを除

く） 

未照射の核物質の区

分から 1 ランク下げ

ることが可能 
（照射前に区分Ⅲの

ものは同ランクとす

る） 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮

度が 10％未満の濃縮ウランを照射して、1m
離れた地点での空気吸収線量率が照射直後

において 1 グレイ毎時を超えていたもの 
（ガラス固化体（*注）に含まれるものであ

って、1m 離れた地点での空気吸収線量率が

1 グレイ毎時を超えるものを除く） 

区分Ⅱ 

ガラス固化体(*注)に含まれる照射済の核

燃料物質であって、1m 離れた地点での空気

吸収線量率が 1 グレイ毎時を超えるもの 
区分Ⅲ 

（*注） ガラス固化体とは、使用済燃料を溶解した液体から核燃料

物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより

容器に固型化した物をいう。 
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特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 

（平成十二年十一月六日総理府令第百二十四号） 

最終改正：平成二十四年九月十四日文部科学省令第三十二号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第五十九条の三の規定に基づき、及び同

法を実施するため、特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則を

次のように定める。 

 

（特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項） 

第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下「法」という。）第五十九条の二第一項に規定する原子力

規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃

料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 

一 照射されていない次に掲げる物質 

イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量

が二キログラム以上のもの 

ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物

並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であっ

て、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの 

ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量

が二キログラム以上のもの 

二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から

一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以

下のもの 

次

項

に

定

め

る

事

項

三 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面か

ら一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時

を超えるもの（第十号に掲げるものを除く。） 

四 照射されていない次に掲げる物質 

イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量

が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 

ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物

並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であっ

て、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログ

ラム未満のもの 

ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラ

ン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以

上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログ

ラム以上のもの 

ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量

が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 

五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から

一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以

下のもの 

六 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」

という。）第三条第三号に規定する特定核燃料物質（第十

号に掲げるものを除く。） 

第

三

項

に

定

め

る

事

項

七 照射された第四号に掲げる物質であって、その表面か

ら一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時

を超えるもの（第十号に掲げるものを除く。） 

八 照射されていない次に掲げる物質 

イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の

 

第

四

項

に

一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量

が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 

ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物

並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であっ

て、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラ

ム以下のもの 

ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラ

ン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以

上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログ

ラムを超え十キログラム未満のもの 

ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラ

ン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以

上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログ

ラム以上のもの 

ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量

が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 

九 照射された前号に掲げる物質（照射された同号ニに掲

げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの

距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたも

の及び第十号に掲げるものを除く。） 

十 令第三条第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質

（使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有

用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型

化した物に含まれるものであって、その表面から一メー

トルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超える

ものに限る。） 

定

め

る

事

項

十一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対

する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並

びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉に

おいて燃料として使用できるものであって、ウランの量

が五百キログラムを超えるもの（照射されていないもの

に限る。） 

第
五
項
に
定
め
る
事
項 

２ 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質に係る事項は、次

の各号に掲げる事項とする。 

一 特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出される

予定日時及び受取人の工場又は事業所に搬入される予定日時

並びに運搬手段 

二 特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出された

ときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。 

三 第一号の予定日時までに特定核燃料物質が発送人の工場又

は事業所から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受

取人に通知すること。 

四 特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されたと

きは、受取人が特定核燃料物質を収納する容器についている錠

及び封印の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。 

五 第一号の予定日時までに特定核燃料物質が受取人の工場又

は事業所に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送

人に通知すること。 

六 特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される予定日時及

び場所並びに当該責任が移転されるための手続 

七 前号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が

移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が

移転される者に通知すること。 

八 特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されたとき又は第

六号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移

転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が
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発送人（当該特定核燃料物質が外国の工場又は事業所から運搬

される場合は、受取人）に通知すること。 

九 本邦外において特定核燃料物質を運搬している場合（日本船

舶又は日本航空機により運搬している場合を除く。）には、当

該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が、警備を担

当する者（以下「警備人」という。）に当該特定核燃料物質を

常時監視させ、関係機関との連絡体制を整備すること。 

十 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵され

る場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する

者が次に掲げる措置を講ずること。 

イ 特定核燃料物質の防護のための区域（以下「防護区域」と

いう。）を定めること。 

ロ 防護区域の境界をさく等の障壁によって区画し、及び防護

区域の出入口の数をできるだけ少なくすること又はこれと

同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずるこ

と。 

ハ 防護区域に出入りしようとする者の身分及び当該区域へ

の出入りの必要性を確認の上、当該区域に出入りすることを

認めた者以外の者の出入りを禁止すること。 

ニ 関係機関との間における連絡を迅速かつ確実に行うこと

ができる警備人に防護区域を常時監視させること。 

３ 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質に係る事

項は、次の各号に掲げる事項とする。 

一 前項第一号から第八号までに定める事項 

二 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵され

る場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する

者が次に掲げる措置を講ずること。 

イ 防護区域を定めること。 

ロ 防護区域の境界をさく等の障壁によって区画し、防護区域

の出入口の数をできるだけ少なくし、及び防護区域を、警備

人に常時監視させ若しくは人の侵入を監視するための装置

により常時監視すること又はこれと同等以上の特定核燃料

物質の防護のための措置を講ずること。 

４ 第一項の表第七号から第十号までの特定核燃料物質に係る事

項は、次の各号に掲げる事項とする。 

一 第二項第一号から第八号までに定める事項 

二 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵され

る場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する

者が防護区域を定め、当該区域への人の出入りを制限すること。 

５ 第一項の表第十一号の特定核燃料物質に係る事項は、第二項第

一号から第八号までに掲げる事項とする。 

（特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申

請） 

第二条 法第五十九条の二第二項の規定により、特定核燃料物質の

運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、

別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、

原子力規制委員会に提出しなければならない。 

一 運搬される特定核燃料物質に関する説明書 

二 特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書 

三 特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書 

２ 前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通（当該確

認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通

及び副本二通）とする。 

（確認証の交付） 

第三条 原子力規制委員会は、法第五十九条の二第二項に規定する

確認をしたときは、確認証を交付する。 

 

附 則（平成二十四年九月十四日文部科学省令第三十二号） 抄 
１ この省令は、原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四

十七号）の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。 
 
 

別記様式（第 2 条関係） 

 

取 決 め の 締 結 確 認 申 請 書 

番     号 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

 

住所 

（法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名） 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条の 2 第 2
項及び特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第 2 条第 1項の規定に

より取決めの締結の確認を申請します。 

運搬される特定核燃料物質の

種類及び量     （注１）

 

運搬される特定核燃料物質の

区分        （注２）

 

発送人 氏 名 又 は 名 称  

住 所  

搬出される工場又は事

業所の名称及び所在地 

 

受取人 氏 名 又 は 名 称  

住 所  

搬入される工場又は事

業所の名称及び所在地 

 

運搬に
ついて
責任を
有する
者 

氏 名 又 は 名 称  

住 所  

搬 出 予 定 日 時  

搬 入 予 定 日 時  

本邦外における一時保管の有無  

取決めに関する説明 （注３）  

注１ イ 運搬についてはプルトニウム、ウラン、使用済燃料の別を記載

し、プルトニウムにあってはプルトニウム 238 の同位体濃度を、

ウランにあっては濃縮度を、使用済燃料にあってはその表面から

1 メートルの距離における空気吸収線量率（照射された天然ウラ

ン、劣化ウラン、トリウム及び濃縮度 10％未満のウランについて

は、照射直後の空気吸収線量率）が 1 グレイを超えるかどうかを

併記すること。 

ロ 量については、総量及びプルトニウム、ウラン 235 又はウラン

233 の量をトン、キログラム又はグラム単位で記載すること。 

２ 区分については、第 1 条第 1 項の表第 1 号及び第 2 号に該当する場

合にあっては区分Ⅰと、同表第 3 号から第 6 号までに該当する場合に

あっては区分Ⅱと、同表第 7 号から第 10 号までに該当する場合にあ

っては区分Ⅲと、同表第 11 号に該当する場合にあっては区分Ⅳと記載

すること。 

３ 取決めの写しを添付すること。 

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

 

氏名 印
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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に

関する規則 

（昭和五十三年十二月二十八日総理府令第五十七号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第五十九条の二第一項及び第二項（第六

十六条第二項において準用する場合を含む。）並びに第六十四条第一

項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施

行令（昭和三十二年政令第三百二十四号）第十七条の三の規定に基

づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所

の外における運搬に関する規則を次のように定める。 

 

（定義）  
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、

無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。 
二 簡易運搬 工場又は事業所の外における車両運搬以外の運

搬（船舶又は航空機によるものを除く。）をいう。 
三 核燃料輸送物 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染さ

れた物（以下「核燃料物質等」という。）が容器に収納されて

いるものをいう。 
四 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要

せずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復使用に

耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸

しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもの

をいう。 
五 タンク 気体、液体又は固体を収納する容器をいう。 
六 金属製中型容器 金属製の容器であって、運搬中に生じる応

力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メート

ル以下のもののうち原子力規制委員会の定める基準に適合す

るものをいう。 
七 専用積載 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬

器、自動車、軽車両又はコンテナ（内容積が三立方メートルを

超えるものに限る。）が一の荷送人によって専用され、かつ、

運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受

人の指示によって行われる積載の方法をいう。 
八 放射線業務従事者 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則（昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号）

第一条第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四

十一年総理府令第三十七号）第一条第二項第四号、試験研究の

用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和三十二

年総理府令第八十三号）第一条の二第二項第七号、実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省

令第七十七号）第二条第二項第七号、船舶に設置する原子炉（研

究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則

（昭和五十三年運輸省令第七十号）第二条第二項第七号、研究

開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二

年総理府令第百二十二号）第二条第二項第七号、使用済燃料の

貯蔵の事業に関する規則（平成十二年通商産業省令第百十二

号）第一条第二項第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する

規則（昭和四十六年総理府令第十号）第一条第二項第五号、核

燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則（平成二十年経済産業省令第二十三

号）第二条第二項第六号、核燃料物質又は核燃料物質によって

汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和六

十三年総理府令第一号）第一条の二第二項第十一号、核燃料物

質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業

に関する規則（昭和六十三年総理府令第四十七号）第一条第二

項第五号又は核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二年

総理府令第八十四号）第一条第二項第四号に規定する放射線業

務従事者をいう。 

九 放射線 原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条

第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギ

ーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外

のものをいう。 

（車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準） 

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下「法」という。）第五十九条第一項の原子力規制委員会規

則で定める技術上の基準（車両運搬により運搬する物に係るもの

に限る。）は、次条から第十五条までに定めるものとする。 

（核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬） 

第三条 核燃料物質等は、次に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しな

ければならない。 

一 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員

会の定めるもの Ｌ型輸送物 

二 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有す

る核燃料物質等（前号に掲げるものを除く。） Ａ型輸送物 

三 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を

有する核燃料物質等（第一号に掲げるものを除く。） ＢＭ型

輸送物又はＢＵ型輸送物 

２ 前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い核燃料物質等であ

って危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの

（以下「低比放射性物質」という。）及び核燃料物質等によって

表面が汚染された物であって危険性が少ないものとして原子力

規制委員会の定めるもの（以下「表面汚染物」という。）は、原

子力規制委員会の定める区分に応じ、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－

２型輸送物又はＩＰ－３型輸送物として運搬することができる。 

３ 前二項に掲げるＬ型輸送物、Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ

型輸送物、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型

輸送物は、それぞれ次条から第十条までに規定する技術上の基準

に適合するものでなければならない。 

（Ｌ型輸送物に係る技術上の基準） 

第四条 Ｌ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。 

二 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き

裂、破損等の生じるおそれがないこと。 

三 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易

であること。 

四 材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で

危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。 

五 弁が誤って操作されないような措置が講じられていること。 

六 開封されたときに見やすい位置（当該位置に表示を有するこ

とが困難である場合は、核燃料輸送物の表面）に「放射性」又

は「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ」の表示を有していること。ただ

し、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。 

七 表面における原子力規制委員会の定める線量当量率の最大

値（以下「最大線量当量率」という。）が五マイクロシーベル

ト毎時を超えないこと。 

八 表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度

（以下「表面密度限度」という。）を超えないこと。 

九 核分裂性物質（ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム

二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれら

の一又は二以上を含む核燃料物質（原子力規制委員会の定める

ものを除く。）をいう。以下同じ。）が収納されている場合に

は、外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 

十 核燃料物質等の使用等に必要な書類その他の物品（核燃料輸

送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外のもの

が収納されていないこと。 

（Ａ型輸送物に係る技術上の基準） 

第五条 Ａ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に定める基準 
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二 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 
三 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封

されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのは

り付け等の措置が講じられていること。 

四 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範

囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、

運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限り

でない。 

五 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質の

漏えいがないこと。 

六 液体状の核燃料物質等が収納されている場合には、次に掲げ

る要件に適合すること。 

イ 容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以

上の量の核燃料物質等を吸収することができる吸収材又は

二重の密封部分から成る密封装置（容器の構成部品のうち、

放射性物質の漏えいを防止するための密封措置が施されて

いるものをいう。以下同じ。）を備えること。ただし、法第

五十九条第三項の規定により承認を受けた容器（ＢＭ型輸送

物又はＢＵ型輸送物に係るものに限る。）を使用する場合は、

この限りでない。 

ロ 核燃料物質等の温度による変化並びに運搬時及び注入時

の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。 

七 表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超

えないこと。ただし、専用積載として運搬する核燃料輸送物で

あって、核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第

七十二号）第四条第二項並びに第十九条第三項第一号及び第二

号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支

障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面に

おける最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこ

と。 

八 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率（コ

ンテナ又はタンクを容器として使用する核燃料輸送物であっ

て、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一

メートル離れた位置における最大線量当量率に原子力規制委

員会の定める係数を乗じた線量当量率）が百マイクロシーベル

ト毎時を超えないこと。ただし、核燃料輸送物を専用積載とし

て運搬する場合であって、安全上支障がない旨の原子力規制委

員会の承認を受けたときは、この限りでない。 

九 原子力規制委員会の定めるＡ型輸送物に係る一般の試験条

件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合するこ

と。 

イ 放射性物質の漏えいがないこと。 

ロ 表面における最大線量当量率が著しく増加せず、かつ、二

ミリシーベルト毎時（第七号ただし書に該当する場合は、十

ミリシーベルト毎時）を超えないこと。 

十 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質

等（気体状のトリチウム及び希ガスを除く。）が収納されてい

るＡ型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場

合に、放射性物質の漏えいがないこと。 

（ＢＭ型輸送物に係る技術上の基準） 

第六条 ＢＭ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六

号イに定める要件は、適用しない。 

二 原子力規制委員会の定めるＢＭ型輸送物に係る一般の試験

条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合する

こと。 

イ 前条第九号ロの要件 

ロ 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員

会の定める量を超えないこと。 

ハ 表面の温度が日陰において摂氏五十度（専用積載として運

搬する核燃料輸送物にあっては、輸送中人が容易に近づくこ

とができる表面（その表面に近接防止枠を設ける核燃料輸送

物にあっては、当該近接防止枠の表面）において摂氏八十五

度）を超えないこと。 
ニ 表面の放射性物質の密度が表面密度限度を超えないこと。 

三 原子力規制委員会の定めるＢＭ型輸送物に係る特別の試験

条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合する

こと。 

イ 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率

が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 

ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員

会の定める量を超えないこと。 

四 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの

周囲の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがな

いこと。 

五 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する

核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあっては、原子

力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、

密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子

力規制委員会が認める場合は、この限りでない。 

（ＢＵ型輸送物に係る技術上の基準） 

第七条 ＢＵ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 第五条第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、第六号

ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基準 

二 原子力規制委員会の定めるＢＵ型輸送物に係る一般の試験

条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに

定める要件に適合すること。 

三 原子力規制委員会の定めるＢＵ型輸送物に係る特別の試験

条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定め

る要件に適合すること。 

四 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲

において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 

五 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体の

ろ過又は核燃料物質等の冷却が行われる構造であること。 

六 最高使用圧力（運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直

射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場

合に、一年間に核燃料輸送物の密封装置内に生じる気体の最大

圧力（ゲージ圧力をいう。）をいう。）が七百キロパスカルを

超えないこと。 

（ＩＰ－１型輸送物に係る技術上の基準） 

第八条 ＩＰ－１型輸送物に係る技術上の基準は、第五条第一号、

第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。 

（ＩＰ－２型輸送物に係る技術上の基準） 

第九条 ＩＰ－２型輸送物（次項に該当するものを除く。）に係る

技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 前条に定める基準 

二 原子力規制委員会の定めるＩＰ－２型輸送物に係る一般の

試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロ

に定める要件に適合すること。 

２ ＩＰ－２型輸送物（核燃料物質等を収納する容器がコンテナ

（収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第二項におい

て同じ。）、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。）に

係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。  

一 前条に定める基準 

二 前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員

会の認める基準 

（ＩＰ－３型輸送物に係る技術上の基準） 

第十条 ＩＰ－３型輸送物（次項に該当するものを除く。）に係る

技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。  
一 第五条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第

六号イに定める要件は、適用しない。 
二 原子力規制委員会の定めるＩＰ－３型輸送物に係る一般の

試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロ

に定める要件に適合すること。  
２ ＩＰ－３型輸送物（核燃料物質等を収納する容器がコンテナ、

タンク又は金属製中型容器であるものに限る。）に係る技術上の
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基準は、次の各号に掲げるものとする。  
一 第八条に定める基準 
二 第五条第三号から第五号までに定める基準、第六号ロに定め

る要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又はこれ

と同等と原子力規制委員会の認める基準 
（核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準） 

第十一条 第四条第九号に規定する核分裂性物質を第三条の規定

により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質

に係る核燃料輸送物（原子力規制委員会の定めるものを除く。以

下「核分裂性輸送物」という。）は、輸送中において臨界に達し

ないものであるほか、第五条第三号に定める基準に適合するもの

（ＩＰ－１型輸送物又はＩＰ－２型輸送物として運搬する場合

に限る。）及び次の各号に掲げる技術上の基準に適合するもの（原

子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物として

運搬する場合を除く。）でなければならない。  

一 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試

験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合す

ること。 

イ 容器の構造部に一辺十センチメートルの立方体を包含す

るようなくぼみが生じないこと。 

ロ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であるこ

と。 

二 次のいずれの場合にも臨界に達しないこと。 

イ 原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこと

とした場合 

ロ 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の

試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤

立系の条件の下に置くこととした場合 

ハ 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の

試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤

立系の条件の下に置くこととした場合 

ニ 当該核分裂性輸送物と同一のものであって原子力規制委

員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に

置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下

で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍

率（原子核分裂の連鎖反応において、核分裂により放出され

た一個の中性子ごとに、次の核分裂によって放出される中性

子の数をいう。以下同じ。）になるような状態で、当該核分

裂性輸送物の輸送制限個数（一箇所（集合積載した当該核分

裂性輸送物が、他のどの核分裂性輸送物とも六メートル以上

離れている状態をいう。）に集合積載する核分裂性輸送物の

個数の限度として定められる数をいう。以下同じ。）の五倍

に相当する個数積載することとした場合 

ホ 当該核分裂性輸送物と同一のものであって原子力規制委

員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に

置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下

で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍

率になるような状態で、輸送制限個数の二倍に相当する個数

積載することとした場合 

三 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲

において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、

運搬中に予想される最も低い温度が特定できる場合は、この限

りでない。 

（六ふっ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準） 

第十二条 六ふっ化ウランを第三条の規定により核燃料輸送物と

して運搬する場合には、当該六ふっ化ウランに係る核燃料輸送物

は、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。 

一 当該六ふっ化ウランの容積は、封入又は取出しの時に予想さ

れる最高温度において、容器の内容積の九十五パーセントを超

えないこと。 

二 通常の運搬状態において、当該六ふっ化ウランが固体状であ

り、かつ、容器の内部が負圧となるような措置が講じられてい

ること。 

２ 原子力規制委員会の定める量以上の六ふっ化ウランが収納さ

れている核燃料輸送物（以下「六ふっ化ウラン輸送物」という。）

にあっては、前項の基準に加え、次に掲げる技術上の基準に適合

するものでなければならない。 
一 原子力規制委員会の定める六ふっ化ウラン輸送物に係る耐

圧試験の条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏え

いがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。 

二 原子力規制委員会の定める六ふっ化ウラン輸送物に係る一

般の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏え

いがなく、かつ、弁に損傷のないこと。 

三 原子力規制委員会の定める六ふっ化ウラン輸送物に係る特

別の試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置に破損が

ないこと。 

四 安全弁、逃がし弁その他の容器の内部の流体の排出による過

圧防止効果を有する装置を備えないこと。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技術上の基準につ

いては、それぞれ当該各号に定める基準をもって代えることがで

きる。 

一 前項第一号に定める基準 同号の耐圧試験の代替試験とし

て原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした

場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない

応力が発生しないこと。 

二 前項第三号に定める基準 重量九千キログラム以上の六ふ

っ化ウランを収納する場合には、原子力規制委員会が適当と認

める基準に適合すること。 

（核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染

物の運搬） 

第十三条 次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の

規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物

としないで運搬することができる。 

一 原子力規制委員会の定める低比放射性物質であって、次に掲

げる要件に適合するもの 

イ 通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又

は漏えいしないような措置が講じられていること。 

ロ 専用積載として運搬すること。 

二 原子力規制委員会の定める表面汚染物であって、次に掲げる

要件に適合するもの 

イ 前号イに掲げる要件 

ロ 専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性物質

の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、

この限りでない。 

（特別措置による運搬） 

第十四条 第三条又は前条の規定に従って運搬することが著しく

困難な場合であって、安全な運搬を確保するために必要な措置を

採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障が

ない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定

によらないで運搬することができる。この場合において、当該運

搬する物の最大線量当量率は、表面において十ミリシーベルト毎

時を超えてはならない。 

（特定核燃料物質の運搬） 

第十五条 第三条又は前条の規定により運搬する核燃料物質であ

って、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施

行令（以下「令」という。）第四十七条に規定する特定核燃料物

質のうち次のいずれかに該当するものを運搬する場合には、当該

特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければな

らない。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠

及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 

一 照射されていない次に掲げる物質 

イ プルトニウム（プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の

八十を超えるものを除く。以下この条において同じ。）及び

その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの 

ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三
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五の量が五キログラム以上のもの 
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログ

ラム以上のもの 
二 照射された前号に掲げる物質（使用済燃料を溶解した液体か

ら核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラ

スにより容器に固型化した物（第五号において「ガラス固化体」

という。）に含まれる照射された前号に掲げる物質であって、

その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出さ

れた放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率（第四号及び

第五号において単に「吸収線量率」という。）が一グレイ毎時

を超えるものを除く。） 

三 照射されていない次に掲げる物質 

イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラ

ムを超え二キログラム未満のもの 
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三

五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの 
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びに

その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの 
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラ

ムを超え二キログラム未満のもの 
四 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メー

トルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの 
五 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質（ガラス固化体に

含まれるものであって、その表面から一メートルの距離におい

て吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。） 
（特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理） 

第十六条 前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護

のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要

があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理

することとする。 

（簡易運搬に係る技術上の基準） 

第十七条 法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める

技術上の基準（簡易運搬に係るものに限る。）は、第三条から第

十四条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 第三条、第十三条又は第十四条の規定により運搬される核燃

料物質等（以下「運搬物」という。）を積載し、又は収納した

運搬機械又は器具（簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機

器」という。）の表面における最大線量当量率が二ミリシーベ

ルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置にお

ける最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えない

ようにすること。 

二 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転

倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

三 運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険

物と混載しないこと。 

四 二以上の運搬物（その表面における最大線量当量率が五マイ

クロシーベルト毎時を超えるもの及び第十一条の基準に適合

する核分裂性輸送物に限る。以下この号において同じ。）を一

の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障

害防止及び臨界防止のため、原子力規制委員会の定めるところ

により、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するこ

と。 

五 運搬物（第三条第一項第一号のＬ型輸送物を除く。以下この

号において同じ。）を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ず

ること。 

イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事

故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事

項を記載した書面を携行し、運搬を終了した日から一年間こ

れを保存すること。 
ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、

保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を

携行すること。 
ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を

置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこ

と。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、こ

の限りでない。 

六 第三条第一項第三号のＢＭ型輸送物を運搬する場合は、次に

掲げる措置を講ずること。 

イ 法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状若しく

は法第四十一条第一項 の原子炉主任技術者免状を有する者

又はこれらと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及

び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、核燃料物質

等の放射線管理、核燃料物質等の運搬に従事する者の被ばく

管理その他核燃料物質等の保安のために必要な監督を行わ

せること。 

ロ 交通が混雑する時間及び経路を避けること。 

七 運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識

の取付け又は表示をすること。 

八 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量

限度を超えないようにすること。 

（確認を要する核燃料物質等） 

第十八条 令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で

定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物

質等（同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除

く。）及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。 

２ 令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める

核燃料物質は、第四条第九号に規定する核分裂性物質（原子力規

制委員会の定めるものを除く。）とする。 

（運搬に関する確認の申請） 

第十九条 法第五十九条第二項の規定により、運搬に関する確認を

受けようとする者は、令第四十八条の表第一号に該当する場合に

あっては別記様式第一（簡易運搬に係る確認を受けようとする場

合にあっては、別記様式第二）による確認申請書に次の各号に掲

げる書類、同表第二号に該当する場合にあっては別記様式第一に

よる確認申請書に第一号から第六号までに掲げる書類及び特定

核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料

物質の防護のための措置に関する説明書を添えて、原子力規制委

員会に提出しなければならない。 

一 運搬する核燃料物質等に関する説明書 

二 前号の核燃料物質等を収納する容器（以下「輸送容器」とい

う。）の構造及び材質（以下「輸送容器の設計」という。）並

びに当該核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃

料輸送物の安全性に関する説明書 

三 輸送容器の製作の方法に関する説明書 

四 輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の

製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書 

五 輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器

の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明

書 

六 核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書 

七 簡易運搬にあっては、核燃料輸送物の運搬方法及びその安全

性に関する説明書 

２ 前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規

則（昭和三十二年運輸省令第三十号）第八十七条第一項の規定に

よる国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出され

ている場合にあっては、当該書類の提出を省略することができる。 

３ 第一項第二号、第三号及び第四号に掲げる書類については、法

第五十九条第三項に規定する承認を受けた輸送容器を使用して

核燃料物質等を運搬する場合にあっては、当該書類の提出を省略

することができる。 

４ 第一項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。 
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（運搬に関する確認実施要領書）  

第十九条の二 原子力規制委員会は、前条第一項の確認申請書の提

出を受けた場合には、第三条から第十七条までに定める技術上の

基準に適合することについての確認の方法その他必要な事項を

定めた当該申請に係る確認実施要領書を定めるものとする。 
（運搬確認証の交付） 

第二十条 原子力規制委員会は、法第五十九条第二項に規定する確

認をしたときは、運搬確認証を交付する。 

（容器承認の申請） 

第二十一条 法第五十九条第三項の規定により、輸送容器について

承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書

に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出し

なければならない。 

一 当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関

する説明書 

二 当該輸送容器の設計及び前号の核燃料物質等を当該輸送容

器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書 

三 当該輸送容器の製作の方法に関する説明書 

四 当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容

器の製作の方法に従って製作されていることを示す説明書 

五 当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送

容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す

説明書 

２ 前項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定め

るところにより、輸送容器の設計及び前項第一号の核燃料物質等

を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関す

る事項について当該輸送物が第三条から第十五条までに定める

技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当

該書類の提出を省略することができる。 

３ 第一項の容器承認申請書の提出部数は、正本一通とする。 

（容器承認書の交付） 

第二十二条 原子力規制委員会は、法第五十九条第三項に規定する

承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書

を交付する。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

二 輸送容器の名称 

三 輸送容器の外形寸法及び重量 

四 核燃料輸送物の種類 

五 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量 

六 承認容器登録番号 

七 承認容器として使用する期間 

八 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

（承認容器として使用する期間の更新） 

第二十三条 前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当

該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよ

う維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の

更新を受けることができる。 

２ 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第四による承認容

器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及

び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書

及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添

えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 

３ 原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容

器承認書を書き換えて交付するものとする。 

４ 第二項の承認容器使用期間更新申請書の提出部数は、正本一通

とする。 

（容器承認書の変更の届出等） 

第二十四条 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた

者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から

三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届出

書を原子力規制委員会に提出しなければならない。  

２ 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認

を受けた輸送容器の全部の使用を廃止したときは、廃止の日から

三十日以内に、別記様式第六による承認容器廃止届出書に当該容

器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。 
３ 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認

を受けた輸送容器の一部の使用を廃止したときは、廃止の日から

三十日以内に、別記様式第七による承認容器一部廃止届出書に当

該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを

受けなければならない。 
４ 前三項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 

（事故故障等の報告） 

第二十五条 法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の九に

規定する原子力事業者等（以下単に「原子力事業者等」という。）

は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十

日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 

一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。 

三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害（放射線

障害以外の障害であって軽微なものを除く。）が発生し、又は

発生するおそれがあるとき。 

（危険時の措置） 

第二十六条  法第六十四条第一項 の規定により、原子力事業者

等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料物質等

の工場又は事業所の外における運搬に関し、次の各号に掲げる応

急の措置を講じなければならない。 

一 核燃料輸送物に火災が起こり、又は核燃料輸送物に延焼する

おそれのある火災が起こった場合は、火災の消火又は延焼の防

止に努めるとともに、直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 

二 核燃料輸送物を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に

応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、

標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外

の者が立ち入ることを禁止すること。 

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、運搬

に従事する者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。 

四 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染

の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置

を講ずること。 

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

２ 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第十七条第八号の

規定にかかわらず、放射線業務従事者（女子については、妊娠不

能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子力事業者等及

び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者

に限る。）をその線量当量が原子力規制委員会の定める線量限度

を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。 

（身分を示す証明書） 

第二十七条 法第六十八条第六項の身分を示す証明書は、別記様式

第八によるものとする。 

（令別表第一の八十五及び八十七の項の原子力規制委員会規則で定

める核燃料物質等） 

第二十八条 令別表第一の八十五及び八十七の項の原子力規制委

員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六

ふっ化ウランとする。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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様式第１（第 19 条関係） 

 
車 両 運 搬 確 認 申 請 書 

番     号 
年  月  日 

原子力規制委員会 殿 
 

住 所 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条第 2 項

及び核燃料物質等工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 19 条
第 1 項の規定により車両運搬の確認を申請します。 

原子力事業者等の区分（注１）  

運搬しようとする核燃料物質等の種
類、性状及び量（注２） 

 

運 搬 の 目 的（注３）  

運 搬 予 定 時 期  

核

燃

料

輸

送

物

に

関

す

る

説

明 

核燃料輸送物の種類（注４）  

核燃料輸送物の総重量（注５）  

収納する

核燃料物

質等 

重    量（注５）  

放 射 能 の 量（注６）  

使用する 

輸送容器

（注７） 

名称及び個数  

承認容器登録番号（注
８） 

 

容器承認書の年月日
及び番号（注８） 

 

承認容器として使
用する期間（注８） 

 

外 形 寸 法（注９）  

重 量（注５）  

核分裂性輸送物にあっては輸送
制限個数 

 

積 載 方 法 又 は 混 載 の 別  

注 1 法第 57 条の 9 に規定する原子力事業者等（以下「原子力事業者等」

という。）又は原子力事業者等から運搬を委託された者の別を記載する

こと。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び原子力事業

者等の区分を併記すること。 

2 次のイからニにより記載すること。 

イ 種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二

酸化プルトニウム、新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集合

体（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験片等

の別を記載し、ウランにあっては濃縮度を、プルトニウムにあって

は核分裂性プルトニウム同位体濃度を、ウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料にあっては核分裂性プルトニウム富化度を、使用済燃料

にあってはその表面から１メートルの距離における空気吸収線量率

（照射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び濃縮度 10％未

満のウランについては、照射直後の空気吸収線量率）が１グレイ毎

時を超えるかどうかを、また使用済燃料でその被覆材からの放射性

物質の漏えいが認められるものにあってはその旨を併記すること。 

ロ 濃縮度及び核分裂性プルトニウム富化度については、使用済燃料

及び照射済試料にあっては初期値を記載すること。 

ハ 性状については物理的・化学的形態を記載すること。 
ニ 量については総量及びウラン 233、ウラン 235、プルトニウム 239、

プルトニウム 241 等について該当するものの量をトン又はキログラ

ム単位で記載すること。 

3 当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在

地を併せて記載すること。 

4 Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物等の核燃料輸送物の種類

並びに核分裂性輸送物及び六ふっ化ウラン輸送物にあってはその旨を

記載すること。 

5 トン又はキログラム単位で記載すること。 

6 総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載すること。 

7 輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。 

8 承認容器を使用する場合には記載すること。 
9 センチメートル又はメートル単位で記載すること。 

 

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

様式第２（第 19 条関係） 

 

簡 易 運 搬 確 認 申 請 書 
番     号 
年  月  日 

原子力規制委員会 殿 
 

住 所 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条第２項

及び核燃料物質等工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 19 条
第１項の規定により簡易運搬の確認を申請します。 

原子力事業者等の区分（注１）  

運搬しようとする核燃料物質等の種
類、性状及び量（注２） 

 

運 搬 の 目 的（注３）  

運 搬 予 定 時 期  

 

 

核

燃

料

輸

送

物

に

関

す

る

説

明 

核燃料輸送物の種類（注４）  

核燃料輸送物の総重量（注５）  

収納す
る核燃
料物質
等 

重    量（注５）  

放 射 能 の 量（注６）  

使用す
る輸送
容器 
（注７）

名称及び個数  

承認容器登録番号（注
８） 

 

容器承認書の年月日及
び番号（注８） 

 

承認容器として使用
する期間（注８） 

 

外 形 寸 法（注９）  

重 量（注５）  

核分裂性輸送物にあっては輸送
制限個数 

 

 
使用する運搬機器の種類（注 10）  

積載方法又は混載の別 
 

運搬機器への積付け方法（注 11）  

携行する書面及び携行器具等  

注 1 法第 57 条の 9 第 1 項に規定する原子力事業者等（以下「原子力事

業者等」という。）又は原子力事業者等から運搬を委託された者の別

を記載すること。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び

原子力事業者等の区分を併記すること。 

2 次のイからニにより記載すること。 

イ 種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二

酸化プルトニウム、新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集合

体（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験片等

の別を記載し、ウランにあっては濃縮度を、プルトニウムにあって

は核分裂性プルトニウム同位体濃度を、ウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料にあっては核分裂性プルトニウム富化度を、使用済燃料

でその被覆材からの放射性物質の漏えいが認められるものにあって

はその旨を併記すること。 

ロ 濃縮度及び核分裂性プルトニウム富化度については、使用済燃料

及び照射済試料にあっては初期値を記載すること。 

ハ 性状については物理的・化学的形態を記載すること。 
ニ 量についてはトン又はキログラム単位で記載すること。 

3 当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在

地を併せて記載すること。 

4 Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物等の核燃料輸送物の種類

並びに核分裂性輸送物及び六ふっ化ウラン輸送物にあってはその旨を

記載すること。 

5 トン又はキログラム単位で記載すること。 

6 総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載すること。 

7 輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。 

8 承認容器を使用する場合には記載すること。 

9 センチメートル又はメートル単位で記載すること。 

10 台車等具体的に記載すること。 
11 積付け後の状態を示す説明図を添付すること。 

 

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

運関
搬す
方る
法説
に明
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様式第３（第 21 条関係） 

 

容 器 承 認 申 請 書 

番     号 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条第 3 項

及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 21
条第 1 項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

1 輸送容器の名称 

2 輸送容器の外形寸法及び重量（注１） 

3 核燃料輸送物の種類（注２） 

4 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量（注３） 

5 承認を受けようとする容器の製造番号その他の当該容器と他の容器を

区別するための番号 

6 承認容器として使用することを予定している期間 

 

注 1 寸法についてはセンチメートル又はメートル単位、重量については

トン又はキログラム単位で記載し、併せて輸送容器の概略を示す鮮明

で複写可能な図面を添付すること。 

2 Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物等の核燃料輸送物の種類

並びに核分裂性輸送物及び六ふっ化ウラン輸送物にあってはその旨

を記載すること。 
3 次のイからホにより記載すること。 

イ 種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二

酸化プルトニウム、新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集

合体（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験

片等の別を記載し、ウランにあっては濃縮度を、プルトニウムにあ

っては核分裂性プルトニウム同位体濃度を、ウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料にあっては核分裂性プルトニウム富化度を、使用済

燃料でその被覆材からの放射性物質の漏えいが認められるものの

収納が見込まれる場合にあってはその旨を併記すること。 
ロ 濃縮度及び核分裂性プルトニウム富化度については、使用済燃料

及び照射済試料にあっては初期値を記載すること。 
ハ 性状については物理的・化学的形態を記載すること。 
ニ 重量についてはトン又はキログラム単位で記載すること。 
ホ 放射能の量については総量及び主要な核種ごとの量をベクレル

単位で記載すること。 

 

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 
 
様式第４（第 23 条関係） 

 

承認容器使用期間更新申請書 

番     号 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印 

 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 23 条

第 2 項の規定により、下記のとおり申請します。 
 

記 

1 輸送容器の名称 
2 承認容器登録番号 
3 容器承認書に記載された期間 
4 更新後に承認容器として使用することを予定している期間 
5 更新の理由 
 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

 2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

 

 

様式第５（第 24 条関係） 
 

 容器承認書記載事項変更届出書   

番     号   

年  月  日   

 原子力規制委員会 殿 

 

住 所                            

 氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印    

  

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 24 条

第 1 項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

 1 輸送容器の名称 

 2 承認容器登録番号 

 3 変更前 

 4 変更後 

 5 変更の年月日 

 6 変更の理由 

 

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 
 
様式第６（第 24 条関係） 

 

    承認容器廃止届出書     

番     号   

年  月  日   

 原子力規制委員会 殿 

住 所                            

         氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印    

 

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 24 条

第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

 1 輸送容器の名称 

 2 承認容器登録番号 

 3 廃止の年月日 

 4 廃止の理由 

 

 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 
 
様式第７（第 24 条関係） 

 

   承認容器一部廃止届出書    

番     号   

年  月  日   

 原子力規制委員会 殿 

住 所                            

          氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印    

 

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 24 条

第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 1 輸送容器の名称 

 2 廃止する輸送容器の承認容器登録番号 

 3 廃止の年月日 

 4 廃止の理由 

  

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
    2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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様式第８（第 27 条関係） 

（表   面） 
 

第    号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 68 条第 6 項

の規定による 

 

 

身 分 証 明 書 

 

 

職名及び氏名 

 

 

写 

年  月  日生 

年  月  日交付

真 

 

 

 

 

原子力規制委員会 印 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ7 とすること。 

 

（裏   面） 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 
 
第 68 条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法

律（原子力規制委員会又は国土交通大臣にあっては第 64 条第 3 項各号に掲げ
る原子力事業者等の区分（同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用
者、国際規制物資使用者、第 61 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当する場合
における当該各号に規定する者、同条第 5 項、第 6 項、第 8 項及び第 9 項に
規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。）
に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあっては第 59 条第 6 項の規定）
の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあっては、警
察職員）に、原子力事業者等（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第
61 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する
者、同条第 5 項、第 6 項、第 8 項及び第 9 項に規定する者並びに国際特定活
動実施者を含む。）の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類
その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小
限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させるこ
とができる。 

2～5 （略） 
6 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、

かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
7 第 1 項から第 5 項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 
8～15 （略） 
第 78 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役若しくは 100 万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
三十 第 68 条第 1 項（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第 61 条の 3

第 1 項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条
第 5 項、第 6 項、第 8 項及び第 9 項に規定する者並びに国際特定活動実施者
に係る部分を除く。）の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者 

第 81 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対し
て各本条の罰金刑を科する。 
二 第 78 条第 1 号、第 2 号（試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除

く。）、第 3 号（試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。）、第 4
号（試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。）、第 6 号、第 7 号、
第 8 号（試験研究炉等設置者に係る部分を除く。）、第 8 号の 2（試験研究炉
等設置者及び使用者に係る部分を除く。）、第 10 号（試験研究炉等設置者に
係る部分を除く。）、第 11 号、第 12 号（試験研究炉等設置者に係る部分を
除く。）、第 13 号のから第 13 号の 7 まで、第 14 号、第 15 号、第 17 号、
第 18 号、第 20 号、第 21 号、第 26 号の 2（試験研究炉等設置者及び使用
者に係る部分を除く。）、第 27 号の 2 から第 27 号の 4 まで、第 28 号（試験
研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。）、第 29 号（試験研究炉等設
置者及び使用者に係る部分を除く。）又は第 30 号（試験研究炉等設置者及
び使用者に係る部分を除く。） 1 億円以下の罰金刑 

三 第 77 条（第 1 号に掲げる規定に係る部分を除く。）、第 78 条（前号に掲
げる規定に係る部分を除く。）、第 79 条又は第 80 条 各本条の罰金刑 

 

 

 

押  出 

 
スタンプ 
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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に

関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 

（平成二年十一月二十八日科学技術庁告示第五号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会告示第六号 

 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条、第四条、第五条、第

六条、第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、

第十四条、第十五条及び第十七条の規定に基づき、並びに同規則を

実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に

関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和五十三年科学

技術庁告示第十一号）の全部を改正する告示を次のように定め、平

成三年一月一日から適用する。 

 

（用語） 

第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質等の工場又

は事業所の外における運搬に関する規則（以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 

（金属製中型容器の基準）  

第二条 規則第一条第六号の原子力規制委員会の定める基準は、船

舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四年運輸省

告示第五百四十九号）第二十五条の五第二項第一号で定めるもの

のうち、容器等級がⅠ又はⅡの危険物を収納する金属製ＩＢＣ容

器に係る基準とする。 

（Ｌ型輸送物として運搬できる核燃料物質等） 

第三条 規則第三条第一項第一号の危険性が極めて少ない核燃料

物質等として原子力規制委員会の定めるものは、次の各号の一に

該当する核燃料物質等とする。ただし、第一号から第三号までに

該当する核燃料物質等のうち、核分裂性物質を含むものについて

は、第二十三条に定める核燃料輸送物として運搬できるものに限

るものとし、六ふっ化ウランを含むものについては、当該六ふっ

化ウランの重量が第二十八条に定める重量を超えないものに限る

ものとする。 

一 核燃料物質等であって、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するも

の  

核燃料物質等の区分 放射能の量 

固 

 

 

体 

容易に散逸しない固体状の核燃料

物質等又は核燃料物質等を密封し

たカプセル（以下「カプセル等」

という。）であって、次に掲げる

基準に適合するもの（以下「特別

形核燃料物質等」という。）  

イ 外接する直方体の少なくとも

一辺が〇・五センチメートル以

上であること。  

ロ 別記第一に定めるところによ

り、衝撃試験及び打撃試験（長

さが十センチメートル以上であ

り、かつ、長さの幅に対する比

率が十以上である核燃料物質等

にあっては、衝撃試験、打撃試

験及び曲げ試験）を行った場合

に損壊せず、加熱試験を行った

場合に溶融又は分散せず、並び

に浸漬試験を行った場合に水中

への放射性物質の漏えい量が、

二キロベクレルを超えないもの

であること。ただし、衝撃試験

及び打撃試験にあっては重量が

二百グラム未満のカプセル等に 

別表第一から別表第

四まで及び別表第六

の第一欄に掲げる放

射性物質の種類又は

区分に応じ、それぞ

れ当該各表の第二欄

に掲げる数量（以下

「A1値」という。）

の千分の一  

 ついては原子力規制委員会が認

める試験、二百グラム以上五百

グラム未満のカプセル等につい

ては原子力規制委員会が認める

試験、加熱試験にあっては原子

力規制委員会が認める試験に代

えることができる。 

 

特別形核燃料物質等以外のもの  

別表第一から別表第

六までの第一欄に掲

げる放射性物質の種

類又は区分に応じ、

それぞれ当該各表の

第三欄(別表第四及

び別表第五にあって

は、第二欄)に掲げる

数量(以下「A2値」

という。)の千分の一

液体 A2値の一万分の一 

気

体

トリチウム 〇・八テラベクレル 

その

他の

もの 

特別形核燃料物質等  A1値の千分の一  

特別形核燃料物質等以外

のもの  
A2値の千分の一  

二 機器又は装置（核燃料物質等を封入する機能のみを有するも

のを除く。以下「機器等」という。）に含まれる核燃料物質等

であって、次に掲げる要件に適合するもの  

イ 次の表の上欄に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、機器等

一個当たりに含まれる核燃料物質等の放射能が、それぞれ同

表の中欄に掲げる量を超えず、かつ、当該機器等が収納され

ている核燃料輸送物一個当たりに含まれる核燃料物質等の

放射能が、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えないこと。  

核燃料物質等の区分 

機器等一個当

たりに含まれ

る放射能の量  

核燃料輸送物

一個当たりに

含まれる放射

能の量  

固

体

特別形核燃料物質等  
A1値の百分の

一  
A1値  

特別形核燃料物質等以

外のもの  

A2値の百分の

一  
A2値  

液体 
A2値の千分の

一  

A2値の十分の

一  

気

体

トリチウム 〇・八テラベ

クレル  

八テラベクレ

ル  

その他

のもの 

特別形核燃

料物質等  

A1値の千分の

一  

A1値の百分の

一  

特別形核燃

料物質等以

外のもの  

A2値の千分の

一  

A2値の百分の

一  

ロ 収納されていない状態で当該機器等の表面から十センチ

メートル離れた位置における第八条に規定する線量当量率

の最大値（以下「最大線量当量率」という。）が百マイクロ

シーベルト毎時を超えないこと。  

ハ 当該機器等（放射線発光塗料を用いたものを除く。以下こ

の号において同じ。）は「放射性」又は「RADIOACTIVE」

の表示を有すること。ただし、当該機器等がその大きさによ

り当該表示を有することが困難である場合は、この限りでな

い。 

ニ 当該機器等は、核燃料物質等を完全に密封しうる構造を有

すること。  

三 機器等に含まれる天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリ

ウムであって未照射のもの又はこれらの化合物若しくは混合

物であって、次に掲げる要件に適合するもの  

イ 機器等に他の放射性物質が含まれないこと。  

ロ 表面が容易に腐食しない金属等で被覆されていること。  
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四 核燃料物質等が収納されたことのある空の容器の内表面に

付着している核燃料物質等であって、次に掲げる要件に適合す

るもの 

イ 密度が第九条に規定する密度の百倍を超えないこと。 
ロ 当該容器に収納されていること。 
ハ 容器は、き裂、破損等がなく、かつ、閉じられていること。 
ニ 容器の構造物中にウラン又はトリウムが含まれる場合に

あっては、これらの表面が容易に腐食しない金属等で被覆さ

れていること。 
（Ａ型輸送物として運搬できる核燃料物質等の放射能の量の限度） 

第四条 規則第三条第一項第二号の原子力規制委員会の定める量

は、次の表の上欄に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げる放射能の量とする。 

核燃料物質等の区分 放射能の量 

特別形核燃料物質等  A1値  

特別形核燃料物質等以外のもの A2値  

（低比放射性物質及び表面汚染物） 
第五条 規則第三条第二項の原子力規制委員会の定める低比放射

性物質は、次に掲げる各号の一に該当する核燃料物質等であって、

容器に収納することとした場合に、当該核燃料物質等の表面から

三メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベ

ルト毎時を超えないものとする。ただし、容器による遮蔽の効果

は考慮しないこととする。  

一 次に掲げる要件の一に適合するもの（以下「ＬＳＡ－Ⅰ」と

いう。）  

イ 天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウムであって未

照射のもの又はこれらの化合物若しくは混合物であって固

体状若しくは液体状のもの  

ロ 核分裂性物質（規則第十三条の規定により運搬する場合は、

ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九又はプル

トニウム二四一（以下「核分裂性核種」という。）の重量が

四十五グラム以下のものを除く。）以外の核燃料物質等であ

って、A2値に制限がないもの  

二 前号に掲げる核燃料物質等以外のものであって、次に掲げる

要件に適合するもの（以下「ＬＳＡ－Ⅱ」という。）  

イ 放射性物質が当該核燃料物質等の全体に分布しているもの  

ロ 次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件に適

合するもの  

核燃料物質等の

区分 

要件 

固 

 

体 

可燃性のも

の  

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、

当該核燃料物質等の全体について平均し

た放射能濃度（以下「平均放射能濃度」と

いう。）が一グラム当たり A2 値の一万分

の一を超えないこと。  

可燃性以外

のもの  

平均放射能濃度が一グラム当たり A2 値の

一万分の一を超えないこと。  

液 

 

体  

トリチウム

水  

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、

平均放射能濃度が一立方センチメートル

当たり〇・八ギガベクレルを超えないこ

と。  

トリチウム

水以外のも

の  

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、

平均放射能濃度が一グラム当たり A2 値の

十万分の一を超えないこと。  

気体 

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、

平均放射能濃度が一グラム当たり A2 値の

一万分の一を超えないこと。 

三 前二号に掲げる核燃料物質等以外の固体状の核燃料物質等

であって、次に掲げる要件に適合するもの（以下「ＬＳＡ－Ⅲ」

という。）  

イ 放射性物質が当該核燃料物質等の全体に均一に分布して

いること。  
ロ 平均放射能濃度が一グラム当たり A2 値の五百分の一を超

えないこと。 
ハ 別記第二に定める浸漬試験を行った場合に、水中への放射

性物質の漏えい量が A2値の十分の一を超えないこと。  

ニ 可燃性のものにあっては、放射能の量が A2値の百倍を超え

ないこと。  

２ 規則第三条第二項の原子力規制委員会の定める表面汚染物は、

核燃料物質等によって表面が汚染されたもの（以下この項におい

て「汚染物」という。）であって、次に掲げる各号の一に該当す

るもののうち、放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、容器に

収納することとした場合に、当該汚染物の表面から三メートル離

れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超

えないものとする。ただし、容器による遮蔽の効果は考慮しない

こととする。  
一 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げる密度を超えないもの（以下「ＳＣＯ－Ⅰ」と

いう。）  

表面の汚染の区分 密度 

通常の取扱

いにおいて、

人が触れる

おそれがあ

る表面の汚

染であって、

はく離する

おそれがあ

るもの（以下

「接近でき

る表面の非

固定性汚染」

という。） 

アルファ線を放出する低危険

性の放射性物質（天然ウラン、

劣化ウラン、天然トリウム、

ウラン二三五、ウラン二三八、

トリウム二三二、精鉱に含ま

れるトリウム二二八若しくは

トリウム二三〇又はアルファ

線を放出する物理的半減期が

十日未満の放射性物質をい

う。以下同じ。）以外のアル

ファ線を放出する放射性物質  

〇・四ベクレル

毎平方センチ

メートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質  

四ベクレル毎

平方センチメ

ートル 

その他の汚

染  

アルファ線を放出する低危険

性の放射性物質以外のアルフ

ァ線を放出する放射性物質  

四キロベクレ

ル毎平方セン

チメートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質  

四十キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル 

二 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げる密度を超えないもの（前号に定めるものを除

く。以下「ＳＣＯ－Ⅱ」という。）  

表面の汚染の区分 密度 

接近できる

表面の非固

定性汚染  

アルファ線を放出する低危険

性の放射性物質以外のアルフ

ァ線を放出する放射性物質  

四十ベクレル

毎平方センチ

メートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質  

四百ベクレル

毎平方センチ

メートル 

その他の汚

染 

アルファ線を放出する低危険

性の放射性物質以外のアルフ

ァ線を放出する放射性物質  

八十キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質  

八百キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル 

（低比放射性物質又は表面汚染物に係る核燃料輸送物の区分）  

第六条 規則第三条第二項の原子力規制委員会の定める区分は、次

の表の上欄に掲げる低比放射性物質又は表面汚染物の区分に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる核燃料輸送物の区分とする。 

低比放射性物質又は表

面汚染物の区分 

核燃料輸送物の区分 

専用積載として運

搬する場合  

専用積載としない

で運搬する場合  

ＬＳＡ－Ⅰ

固体 ＩＰ－１型輸送物 ＩＰ－１型輸送物

液体又は

気体 
ＩＰ－１型輸送物 ＩＰ－２型輸送物
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ＬＳＡ－Ⅱ 

固体  ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－２型輸送物

液体又は

気体 
ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－３型輸送物

ＬＳＡ－Ⅲ ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－３型輸送物

ＳＣＯ－Ⅰ ＩＰ－１型輸送物 ＩＰ－１型輸送物

ＳＣＯ－Ⅱ ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－２型輸送物

（表示を要しないＬ型輸送物）  
第七条 規則第四条第六号ただし書の原子力規制委員会の定める

場合は、第三条第二号から第四号までに定める核燃料物質等を運

搬する場合（同条第二号ハただし書に定める場合を除く。）とす

る。 
（線量当量率）  

第八条 規則第四条第七号の原子力規制委員会の定める線量当量

率は、一センチメートル線量当量率とする。ただし、原子力規制

委員会が認めた場合は、この限りでない。  

（表面密度限度）  

第九条 規則第四条第八号の原子力規制委員会の定める密度は、次

の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下

欄に掲げる密度とする。ただし、通常の取扱いにおいて、はく離

するおそれがない放射性物質の密度については、この限りでない。 

放射性物質の区分 密  度 

アルファ線を放出する放射性

物質 

〇・四ベクレル毎平方センチメ

ートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質 

四ベクレル毎平方センチメー

トル 

（核分裂性物質とならない核燃料物質） 

第十条 規則第四条第九号の原子力規制委員会の定める核燃料物

質は次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、二以上

の核燃料物質（核分裂性核種を含むものに限る。）が、同一の核

燃料輸送物に含まれる場合又は同一の車両若しくは運搬機器に積

載される場合（規則第十三条又は規則第十七条の規定により運搬

される場合に限る。）は、この限りでない。 

一 天然ウラン又は劣化ウラン（核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。第

三十八条において「法」という。）第二条第四項に規定する原

子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として熱中性子に

より行われる原子炉以外で照射されたものを除く。） 
二 核燃料物質に含まれる核分裂性核種の重量が〇・二五グラム

を超えないもの 
（表面又は表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率

に係る承認の申請書）  

第十一条 規則第五条第七号ただし書又は第八号ただし書の規定

による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

よって行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状 

三 規則第五条第七号ただし書の規定による承認の申請にあっ

ては核燃料輸送物の表面における最大線量当量率、同条第八号

ただし書の規定による承認の申請にあっては核燃料輸送物の

表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率 

四 承認を受けようとする理由 

五 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置 

（最大線量当量率に乗ずる係数） 

第十二条 規則第五条第八号の原子力規制委員会の定める係数は、

次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分

に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 

コンテナ又はタンクの最大断面積の区分 係 数 

一平方メートル以下 一 

一平方メートルを超え五平方メートル以下 二 

五平方メートルを超え二十平方メートル以下 三 

二十平方メートルを超える 十 

（Ａ型輸送物に係る一般の試験条件及び液体状又は気体状の核燃料

物質等が収納されているＡ型輸送物に係る追加の試験条件） 

第十三条 規則第五条第九号の原子力規制委員会の定めるＡ型輸

送物に係る一般の試験条件及び同条第十号の原子力規制委員会の

定める液体状又は気体状の核燃料物質等（気体状のトリチウム及

び希ガスを除く。）が収納されているＡ型輸送物に係る追加の試

験条件は、別記第三に掲げる条件とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件）  

第十四条 規則第六条第二号の原子力規制委員会の定めるＢＭ型

輸送物に係る一般の試験条件は、別記第四に掲げる条件とする。  

（ＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量） 

第十五条 規則第六条第二号ロの原子力規制委員会の定める量は、

A2値の百万分の一とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件） 

第十六条 規則第六条第三号の原子力規制委員会の定めるＢＭ型

輸送物に係る特別の試験条件は、別記第五に掲げる条件とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量） 

第十七条 規則第六条第三号ロの原子力規制委員会の定める量は、

A2値とする。ただし、クリプトン八五にあっては、A2値の十倍と

する。 

（原子力規制委員会の定める量を超える放射能を有する核燃料物質

等を収納した核燃料輸送物に係る試験条件） 

第十八条 規則第六条第五号の原子力規制委員会の定める量は、A2

値の十万倍とする。 

２ 規則第六条第五号の原子力規制委員会の定める試験条件は、別

記第六に掲げる条件とする。 

（ＢＵ型輸送物に係る一般の試験条件） 

第十九条 規則第七条第二号の原子力規制委員会の定めるＢＵ型

輸送物に係る一般の試験条件は、別記第七に掲げる条件とする。 

（ＢＵ型輸送物に係る特別の試験条件） 

第二十条 規則第七条第三号の原子力規制委員会の定めるＢＵ型

輸送物に係る特別の試験条件は、別記第八に掲げる条件とする。 

（ＩＰ－２型輸送物に係る一般の試験条件） 

第二十一条 規則第九条第一項第二号の原子力規制委員会の定め

るＩＰ－２型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第九に掲げる

条件とする。 

（ＩＰ－３型輸送物に係る一般の試験条件） 

第二十二条 規則第十条第一項第二号の原子力規制委員会の定め

るＩＰ－３型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第十に掲げる

条件とする。 

（核分裂性輸送物とならない核燃料輸送物） 

第二十三条 規則第十一条の原子力規制委員会の定める核分裂性

物質に係る核燃料輸送物は、次の各号のいずれかに該当するもの

（一の荷送人により二以上の核燃料輸送物を運搬するに当たり、

同一の車両又は運搬機器に当該各号に該当するもののうち他の

号に該当するものと混載されるものを除く。）とする。 

一 ウラン二三五の濃縮度が一パーセント以下であって、かつ、

プルトニウム及びウラン二三三の重量の合計がウラン二三五

の重量の一パーセント以下であって、核分裂性核種が均一に分

布している核分裂性物質（ウラン二三五が、金属、酸化物又は

炭化物として存在する場合において、当該核分裂性核種が格子

状配列を構成するものを除く。）を収納したもの 

二 次に掲げる要件に適合する硝酸ウラニル溶液を収納したも

の 

イ ウラン二三五の濃縮度が二パーセント以下であること。 

ロ プルトニウム及びウラン二三三を含む核分裂性物質であ

って、これらの重量の合計がウランの重量の〇・〇〇二パー

セント以下であること。 

ハ ウランの原子数に対する窒素の原子数の比率が二以上の

ものであること。 

三 一の荷送人により一又は二以上の核燃料輸送物を運搬する

に当たり、次に掲げる要件に適合するウラン（ウラン二三五の

濃縮度が五パーセント以下であるものに限る。）を収納したも

の。ただし、当該核燃料輸送物全てに含まれる核分裂性核種の
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重量が四十五グラム以下であるものに限る。 

イ ウラン二三五の重量が三・五グラム以下であること。 

ロ プルトニウム及びウラン二三三の重量の合計がウラン二

三五の重量の一パーセントを超えないこと。 

四 一の荷送人により一又は二以上の核燃料輸送物を運搬する

に当たり、個々の核燃料輸送物中の核分裂性核種の重量が二グ

ラムを超えないもの。ただし、当該核燃料輸送物全てに含まれ

る核分裂性核種の重量が十五グラムを超えないものに限る。 

五 一の荷送人により一又は二以上の核燃料輸送物を専用積載

として運搬するに当たり、当該核燃料輸送物全てに含まれる核

分裂性核種の重量が四十五グラムを超えないもの 

六 前各号に掲げるもののほか、輸送中において臨界に達しない

核燃料輸送物として原子力規制委員会が指定するもの 

（核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準の一部を適用し

ない核分裂性輸送物） 
第二十三条の二 規則第十一条の原子力規制委員会の定める核分

裂性輸送物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

一 次に掲げる全ての要件に適合するもの 

イ ベリリウム、水素及びその化合物並びにこれらの含有物

（重水素（天然に存在するものを除く。）を含むものに限る。）

並びに黒鉛その他の炭素原子のみが結合した物質（以下この

号において「ベリリウム等」という。）の重量の合計が核分

裂性核種の重量を超えないこと（核分裂性物質に対するベリ

リウム等の濃度が任意の一キログラムにつき一グラムを超

える場合に限る。）。 

ロ プルトニウム二四一の重量がプルトニウム二四〇の重量

を超えないこと。 

ハ 次に掲げるいずれかの要件に適合すること。 

(1) 臨界安全指数（第三十六条第二項の規定による計算の方

法にかかわらず、次式において得られた値をいう。）が十

を超えないこと。 

二百五十×（ウラン二三五の重量（グラム）／Ｚ＋他の

核分裂性核種の重量（グラム）／二百八十） 

この場合において、Ｚは次表による。 

ウラン二三五の濃縮度 Ｚ 

一・五パーセント以下 二千二百 
一・五パーセントを超え五パーセント以下 八百五十 

五パーセントを超え十パーセント以下 六百六十 
十パーセントを超え二十パーセント以下 五百八十 

二十パーセントを超えるもの 四百五十 
(2) 次に掲げる全ての要件に適合すること。 

(ⅰ) 外接する直方体の各辺が三十センチメートル以上で

あること。 
(ⅱ) 臨界安全指数（第三十六条第二項の規定による計算の

方法にかかわらず、次式において得られた値をいう。）

が十を超えないこと。 
百×（ウラン二三五の重量（グラム）／Ｚ＋他の核分

裂性核種の重量（グラム）／二百八十） 
この場合において、Ｚは(1)の表による。 

(ⅲ) 次条に定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件

の下に置くこととした場合に、容器の構造部に一辺十セ

ンチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じ

ないこと及び外接する直方体の各辺が三十センチメー

トル以上であること。 
(3) 次に掲げる全ての要件に適合すること。この場合におい

て、第三十六条第二項に規定する臨界安全指数は、同項の

規定による計算の方法にかかわらず、次式において得られ

た値をいう。 
百×（ウラン二三五の重量（グラム）／四百五十＋他の

核分裂性核種の重量（グラム）／二百八十） 
(ⅰ) 核分裂性核種の重量が十五グラムを超えないこと。 
(ⅱ) 次条に定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件

の下に置くこととした場合に、容器の構造部に一辺十セ

ンチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じ

ないこと及び外接する直方体の各辺が十センチメート

ル以上であること。 

二 プルトニウム（その重量が一キログラムを超えないものに限

る。）を収納する核分裂性輸送物であって、次に掲げる全ての

要件に適合するもの。この場合において、第三十六条第二項に

規定する臨界安全指数は、同項の規定による計算の方法にかか

わらず、プルトニウムの重量（グラム）を十で除して得られた

値をいう。 

イ 核分裂性核種の重量がプルトニウムの重量の二十パーセ

ントを超えないこと。 

ロ ウランの重量がプルトニウムの重量の一パーセントを超

えないこと。 

（核分裂性輸送物に係る一般の試験条件） 

第二十四条 規則第十一条第一号並びに第二号ロ及びニの原子力

規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件は、別

記第十一に掲げる条件とする。 

（核分裂性輸送物に係る孤立系の条件） 

第二十五条 規則第十一条第二号イ、ロ及びハの原子力規制委員会

の定める孤立系の条件は、次の各号に定める条件とする。 

一 核分裂性輸送物の中を水で満たすこと。ただし、浸水及び漏

水を防止する特別な措置が講じられた部分については、この限

りでない。 

二 収納される核燃料物質等は中性子増倍率が最大となる配置

及び減速状態にすること。 

三 密封装置の周囲に置かれた厚さ二十センチメートルの水に

よる中性子の反射があること。 

（核分裂性輸送物に係る特別の試験条件） 

第二十六条 規則第十一条第二号ハ及びホの原子力規制委員会の

定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件は、別記第十二に掲

げる条件とする。 

（核分裂性輸送物に係る配列系の条件） 

第二十七条 規則第十一条第二号ニ及びホの原子力規制委員会の

定める配列系の条件は、任意に配列した核分裂性輸送物の周囲に

置かれた厚さ二十センチメートルの水による中性子の反射がある

こととする。 

（原子力規制委員会の定める量の六ふっ化ウラン） 

第二十八条 規則第十二条第二項の原子力規制委員会の定める量

は、収納される六ふっ化ウランの重量が〇・一キログラムとする。 

（六ふっ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件） 

第二十九条 規則第十二条第二項第一号の原子力規制委員会の定

める六ふっ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件は、別記第十三

に掲げる条件とする。 

（六ふっ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件） 

第三十条 規則第十二条第二項第二号の原子力規制委員会の定め

る六ふっ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件は、別記第十四に

掲げる条件とする。 

（六ふっ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件）  

第三十一条 規則第十二条第二項第三号の原子力規制委員会の定

める六ふっ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件は、別記第十五

に掲げる条件とする。 

（六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の代替試験の条件）  

第三十二条 規則第十二条第三項第一号の原子力規制委員会の定

める試験条件は、別記第十六に掲げる条件とする。 

（核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染

物） 

第三十三条 規則第十三条第一号の原子力規制委員会の定める低

比放射性物質は、ＬＳＡ－I（核分裂性核種の重量が四十五グラムを

超えないものに限る。）とする。 

２ 規則第十三条第二号の原子力規制委員会の定める表面汚染物

は、ＳＣＯ－I（核分裂性核種の重量が四十五グラムを超えない

ものに限る。）とする。 

３ 規則第十三条第二号ロただし書の原子力規制委員会の定める

密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる密度とする。 
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放射性物質の区分 密度 

アルファ線を放出する放射性

物質 

〇・四ベクレル毎平方センチメ

ートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質 

四ベクレル毎平方センチメー

トル 

（特別措置に係る承認の申請書）  

第三十四条 規則第十四条の規定による承認の申請は、次の各号に

掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状 

三 運搬する物の表面及び表面から一メートル離れた位置にお

ける最大線量当量率 

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由 

五 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置 

（危険物）  

第三十五条 規則第十七条第三号の原子力規制委員会の定める危

険物は、次の各号に掲げるものとする。 

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。） 

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの 

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの 

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬

を損なうおそれのある物 

（運搬物の個数の制限） 

第三十六条 規則第十七条第四号の規定により、二以上の運搬物を

一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運搬

機器に積載し、若しくは収納する運搬物のそれぞれの輸送指数（運

搬物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率を

ミリシーベルト毎時単位で表した値の百倍をいう。以下同じ。）

を合計した値又は当該運搬機器に積載し、若しくは収納する二以

上の運搬物の集合を直接測定して求めた輸送指数が五十以下とな

るよう当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するものと

する。 

２ 規則第十七条第四号の規定により、二以上の核分裂性輸送物を

一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、前項の規

定に加え、当該運搬機器に積載し、又は収納する核分裂性輸送物

のそれぞれの臨界安全指数（五十を規則第十一条第二号ニ又はホ

で求めた輸送制限個数で除して得られた値のうち、いずれか大な

るもの又は第二十三条の二第一号ハ(1)から(3)まで若しくは第二

号で求めたものをいう。）を合計した値が五十以下となるよう当

該積載し、又は収納する核分裂性輸送物の個数を制限するものと

する。 

（標識又は表示）  

第三十七条 規則第十七条第七号の規定による標識の取付け又は

表示は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物の区分に応じ、それぞれ

同表の中欄に掲げる標識を、それぞれ同表の下欄に掲げる箇所

に取り付けること。ただし、Ｌ型輸送物にあっては、この限り

でない。 

核燃料輸送物の区分 標識 箇所 

一 表面の最大線量当量率が

五マイクロシーベルト毎時

を超えないもの 

第一類白標識

（別記第十七

に掲げるもの） 

核燃料輸送

物の表面の

二箇所 

二 表面の最大線量当量率が

五マイクロシーベルト毎時を

超え五百マイクロシーベルト

毎時以下であり、かつ、輸送

指数が一を超えないもの 

第二類黄標識

（別記第十八

に掲げるもの） 

核燃料輸送

物の表面の

二箇所 

三 前二号に掲げる核燃料輸

送物以外のもの 

第三類黄標識

（別記第十九

に掲げるもの）

核燃料輸送

物の表面の

二箇所 

二 次のイからチまでに掲げる核燃料輸送物には、その表面の見

やすい箇所に、それぞれ当該イからチまでに掲げる事項を鮮明

に表示しておくこと。 

イ 核燃料輸送物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住

所 

ロ 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量 

ハ Ａ型輸送物 「Ａ型」又は「TYPE A」の文字 

ニ ＢＭ型輸送物 「ＢＭ型」又は「TYPE B(M)」の文字 

ホ ＢＵ型輸送物 「ＢＵ型」又は「TYPE B(U)」の文字 

ヘ ＩＰ－１型輸送物 「ＩＰ－１型」又は「TYPE IP-1」
の文字 

ト ＩＰ－２型輸送物 「ＩＰ－２型」又は「TYPE IP-2」
の文字 

チ ＩＰ－３型輸送物 「ＩＰ－３型」又は「TYPE IP-3」
の文字 

三 ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物には、当該核燃料輸送物の容

器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び

耐水性を有する三葉マーク（別記第二十に掲げるもの）を鮮明

に表示すること。  

四 核分裂性輸送物にあっては、別記第二十一に掲げる標識を第

一号に規定する標識に隣接して取り付けること。  

（放射線業務従事者に係る線量限度）  

第三十八条 規則第十七条第八号の原子力規制委員会の定める線

量限度は、実効線量について次のとおりとする。 

一 五年間（平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間

をいう。以下同じ。）につき百ミリシーベルト 

二 一年間（四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。）

につき五十ミリシーベルト 

三 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を法

第五十八条第一項に規定する原子力事業者等（以下単に「原子

力事業者等」という。）及び原子力事業者等から運搬を委託さ

れた者に書面で申し出た者を除く。）については、前二号に規

定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始

期とする各三月間につき五ミリシーベルト 

２ 規則第十七条第八号の原子力規制委員会の定める線量限度は、

等価線量について次のとおりとする。 

一 眼の水晶体については、一年間につき百五十ミリシーベルト 

二 皮膚については、一年間につき五百ミリシーベルト 

三 妊娠中である女子の腹部表面については、本人の申出等によ

り、原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された

者が妊娠の事実を知ったときから出産するまでの間につき二

ミリシーベルト 

（実効線量等の算定）  

第三十九条 前条の実効線量は、一センチメートル線量当量とする。 

２ 前条の等価線量は、次のとおりとする。 

一 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量とするこ

と。 

二 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七

十マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。 

三 第三十八条第二項第三号に規定する女子の腹部表面の等価

線量は、一センチメートル線量当量とすること。 

３ 前条の実効線量又は等価線量の算定に当たっては、診療を受け

るための被ばくを除くものとする。 

４ 第一項及び第二項の規定については、原子力規制委員会が認め

た場合に他の方法により算定することを妨げるものではない。 

（確認を要しない核分裂性物質）  

第四十条 規則第十八条第二項の原子力規制委員会の定める核分

裂性物質は、第二十三条及び第二十三条の二に定める核燃料輸送

物として運搬される核分裂性物質とする。 

（設計承認の申請等）  

第四十一条 規則第二十一条第二項の規定の適用を受けようとす
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る者は、別記様式第一（既に同項の適用を受けた設計の変更を行

う場合は別記様式第二）による申請書に、同条第一項第二号の書

類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 

２ 原子力規制委員会は、規則第二十一条第二項の規定を適用した

ときは、次の各号に掲げる事項を記載した核燃料輸送物設計承認

書を交付する。 

一 設計承認番号 

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

三 核燃料輸送物の名称 

四 核燃料輸送物の種類 

五 核燃料輸送物の外形寸法、重量その他の仕様 

六 臨界安全評価における浸水の領域に関する事項 

七 収納物の密封性に関する事項 

八 ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち適

合しない基準 

九 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

十 核燃料輸送物設計承認書の有効期間 

３ 前項の規定により核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた者

は、当該核燃料輸送物の設計の変更がないことを示して、有効期

間の更新を受けることができる。 

４ 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第三による核燃料

輸送物設計承認有効期間更新申請書に、当該更新を受けようとす

る核燃料輸送物に係る核燃料輸送物設計承認書を添えて、原子力

規制委員会に提出しなければならない。 

５ 原子力規制委員会は、第三項に規定する更新をしたときは、核

燃料輸送物設計承認書を書き換えて交付するものとする。 

６ 第二項の規定により核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた

者は、同項第二号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から

三十日以内に、別記様式第四による核燃料輸送物設計承認書記載

事項変更届出書を提出しなければならない。 

７ 第二項の規定により核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた

者は、承認を受けた核燃料輸送物の設計を廃止したときは、廃止

の日から三十日以内に別記様式第五による核燃料輸送物設計承

認書廃止届出書に当該核燃料輸送物設計承認書を添えて原子力

規制委員会に提出しなければならない。 

８ 第一項の核燃料輸送物設計承認申請書、第四項の核燃料輸送物

設計承認有効期間更新申請書、第六項の核燃料輸送物設計承認書

記載事項変更届出書及び第七項の核燃料輸送物設計承認書廃止

届出書の提出部数は、それぞれ正本一通とする。 

（緊急作業に係る線量限度）  

第四十二条 規則第二十六条第二項の原子力規制委員会の定める

線量限度は、実効線量について百ミリシーベルトとする。 

 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会告示第六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 
 

 

別表第一（第三条関係） 

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数

量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

原

子

番

号  

放射性物質

の種類 

特別形核燃料物質

等である場合の数

量（A1値） 

単位 TBq 

特別形核燃料物質等以

外の核燃料物質等であ

る場合の数量（A2値） 

単位 TBq

1  3H  40 40 
4  7Be  20 20 
4  10Be  40 0.6 
6  11C  1 0.6 
6  14C  40 3 
7  13N  0.9 0.6 

第一欄 第二欄 第三欄 

9 18F  1 0.6 
11 22Na  0.5 0.5 
11 24Na  0.2 0.2 
12 28Mg  0.3 0.3 
13 26Al  0.1 0.1 
14 31Si  0.6 0.6 
14 32Si  40 0.5 
15 32P  0.5 0.5 
15 33P  40 1 
16 35S  40 3 
17 36Cl  10 0.6 
17 38Cl  0.2 0.2 
18 37Ar  40 40 
18 39Ar  40 20 
18 41Ar  0.3 0.3 
19 40K  0.9 0.9 
19 42K  0.2 0.2 
19 43K  0.7 0.6 
20 41Ca  制限なし 制限なし

20 45Ca  40 1 
20 47Ca  3 0.3 
21 44Sc  0.5 0.5 
21 46Sc  0.5 0.5 
21 47Sc  10 0.7 
21 48Sc  0.3 0.3 
22 44Ti  0.5 0.4 
23 48V  0.4 0.4 
23 49V  40 40 
24 51Cr  30 30 
25 52Mn  0.3 0.3 
25 53Mn  制限なし 制限なし

25 54Mn  1 1 
25 56Mn  0.3 0.3 
26 52Fe  0.3 0.3 
26 55Fe  40 40 
26 59Fe  0.9 0.9 
26 60Fe  40 0.2 
27 55Co  0.5 0.5 
27 56Co  0.3 0.3 
27 57Co  10 10 
27 58Co  1 1 
27 58mCo  40 40 
27 60Co  0.4 0.4 
28 59Ni  制限なし 制限なし

28 63Ni  40 30 
28 65Ni  0.4 0.4 
29 64Cu  6 1 
29 67Cu  10 0.7 
30 65Zn  2 2 
30 69Zn  3 0.6 
30 69mZn  3 0.6 
31 67Ga  7 3 
31 68Ga  0.5 0.5 
31 72Ga  0.4 0.4 
32 68Ge  0.5 0.5 
32 71Ge  40 40 
32 77Ge  0.3 0.3 
33 72As  0.3 0.3 
33 73As  40 40 
33 74As  1 0.9 
33 76As  0.3 0.3 
33 77As  20 0.7 
34 75Se  3 3 
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第一欄 第二欄 第三欄 

34 79Se  40 2 
35 76Br  0.4 0.4 
35 77Br  3 3 
35 82Br  0.4 0.4 
36 79Kr 4 2
36 81Kr  40 40 
36 85Kr  10 10 
36 85mKr  8 3 
36 87Kr  0.2 0.2 
37 81Rb  2 0.8 
37 83Rb  2 2 
37 84Rb  1 1 
37 86Rb  0.5 0.5 
37 87Rb  制限なし 制限なし

37 
Rb(天然の混

合比のもの) 
制限なし 制限なし

38 82Sr  0.2 0.2 
38 85Sr  2 2 
38 85mSr  5 5 
38 87mSr  3 3 
38 89Sr  0.6 0.6 
38 90Sr  0.3 0.3 
38 91Sr  0.3 0.3 
38 92Sr  1 0.3 
39 87Y  1 1 
39 88Y  0.4 0.4 
39 90Y  0.3 0.3 
39 91Y  0.6 0.6 
39 91mY  2 2 
39 92Y  0.2 0.2 
39 93Y  0.3 0.3 
40 88Zr  3 3 
40 93Zr  制限なし 制限なし

40 95Zr  2 0.8 
40 97Zr  0.4 0.4 
41 93mNb  40 30 
41 94Nb  0.7 0.7 
41 95Nb  1 1 
41 97Nb  0.9 0.6 
42 93Mo  40 20 
42 99Mo  1 0.6 
43 95mTc  2 2 
43 96Tc  0.4 0.4 
43 96mTc  0.4 0.4 
43 97Tc  制限なし 制限なし

43 97mTc  40 1 
43 98Tc  0.8 0.7 
43 99Tc  40 0.9 
43 99mTc  10 4 
44 97Ru  5 5 
44 103Ru  2 2 
44 105Ru  1 0.6 
44 106Ru  0.2 0.2 
45 99Rh  2 2 
45 101Rh  4 3 
45 102Rh  0.5 0.5 
45 102mRh  2 2 
45 103mRh  40 40 
45 105Rh  10 0.8 
46 103Pd  40 40 
46 107Pd  制限なし 制限なし

46 109Pd  2 0.5 
47 105Ag  2 2 

第一欄 第二欄 第三欄 

47 108mAg  0.7 0.7 
47 110mAg  0.4 0.4 
47 111Ag  2 0.6 
48 109Cd  30 2 
48 113mCd  40 0.5 
48 115Cd  3 0.4 
48 115mCd  0.5 0.5 
49 111In  3 3 
49 113mIn  4 2 
49 114mIn  10 0.5 
49 115mIn  7 1 
50 113Sn  4 2 
50 117mSn  7 0.4 
50 119mSn  40 30 
50 121mSn  40 0.9 
50 123Sn  0.8 0.6 
50 125Sn  0.4 0.4 
50 126Sn  0.6 0.4 
51 122Sb  0.4 0.4 
51 124Sb  0.6 0.6 
51 125Sb  2 1 
51 126Sb  0.4 0.4 
52 121Te  2 2 
52 121mTe  5 3 
52 123mTe  8 1 
52 125mTe  20 0.9 
52 127Te  20 0.7 
52 127mTe  20 0.5 
52 129Te  0.7 0.6 
52 129mTe  0.8 0.4 
52 131mTe  0.7 0.5 
52 132Te  0.5 0.4 
53 123I  6 3
53 124I  1 1 
53 125I  20 3 
53 126I  2 1 
53 129I  制限なし 制限なし

53 131I  3 0.7 
53 132I  0.4 0.4 
53 133I  0.7 0.6 
53 134I  0.3 0.3 
53 135I  0.6 0.6 
54 122Xe  0.4 0.4 
54 123Xe  2 0.7 
54 127Xe  4 2 
54 131mXe  40 40 
54 133Xe  20 10 
54 135Xe  3 2 
55 129Cs  4 4 
55 131Cs  30 30 
55 132Cs  1 1 
55 134Cs  0.7 0.7 
55 134mCs  40 0.6 
55 135Cs  40 1 
55 136Cs  0.5 0.5 
55 137Cs  2 0.6 
56 131Ba  2 2 
56 133Ba  3 3 
56 133mBa  20 0.6 
56 140Ba  0.5 0.3 
57 137La  30 6 
57 140La  0.4 0.4 
58 139Ce  7 2 
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第一欄 第二欄 第三欄 

58 141Ce  20 0.6 
58 143Ce  0.9 0.6 
58 144Ce  0.2 0.2 
59 142Pr  0.4 0.4 
59 143Pr  3 0.6 
60 147Nd  6 0.6 
60 149Nd  0.6 0.5 
61 143Pm  3 3 
61 144Pm  0.7 0.7 
61 145Pm  30 10 
61 147Pm  40 2 
61 148mPm  0.8 0.7 
61 149Pm  2 0.6 
61 151Pm  2 0.6 
62 145Sm  10 10 
62 147Sm  制限なし 制限なし

62 151Sm  40 10 
62 153Sm  9 0.6 
63 147Eu  2 2 
63 148Eu  0.5 0.5 
63 149Eu  20 20 

63 
150Eu(短半

減期のもの) 
2 0.7 

63 
150Eu(長半

減期のもの) 
0.7 0.7 

63 152Eu  1 1 
63 152mEu  0.8 0.8 
63 154Eu  0.9 0.6 
63 155Eu  20 3 
63 156Eu  0.7 0.7 
64 146Gd  0.5 0.5 
64 148Gd  20 0.002 
64 153Gd  10 9 
64 159Gd  3 0.6 
65 157Tb  40 40 
65 158Tb  1 1 
65 160Tb  1 0.6 
66 159Dy  20 20 
66 165Dy  0.9 0.6 
66 166Dy  0.9 0.3 
67 166Ho  0.4 0.4 
67 166mHo  0.6 0.5 
68 169Er  40 1 
68 171Er  0.8 0.5 
69 167Tm  7 0.8 
69 170Tm  3 0.6 
69 171Tm  40 40 
70 169Yb  4 1 
70 175Yb  30 0.9 
71 172Lu  0.6 0.6 
71 173Lu  8 8 
71 174Lu  9 9 
71 174mLu  20 10 
71 177Lu  30 0.7 
72 172Hf  0.6 0.6 
72 175Hf  3 3 
72 181Hf  2 0.5 
72 182Hf  制限なし 制限なし

73 
178Ta(長半

減期のもの) 
1 0.8 

73 179Ta  30 30 
73 182Ta  0.9 0.5 
74 178W  9 5 

第一欄 第二欄 第三欄 

74 181W  30 30 
74 185W  40 0.8 
74 187W  2 0.6 
74 188W  0.4 0.3 
75 184Re  1 1 
75 184mRe  3 1 
75 186Re  2 0.6 
75 187Re  制限なし 制限なし

75 188Re  0.4 0.4 
75 189Re  3 0.6 

75 
Re(天然の混

合比のもの)
制限なし 制限なし

76 185Os  1 1 
76 191Os  10 2 
76 191mOs  40 30 
76 193Os  2 0.6 
76 194Os  0.3 0.3 
77 189Ir  10 10 
77 190Ir  0.7 0.7 
77 192Ir  1 0.6 
77 194Ir  0.3 0.3 
78 188Pt  1 0.8 
78 191Pt  4 3 
78 193Pt  40 40 
78 193mPt  40 0.5 
78 195mPt  10 0.5 
78 197Pt  20 0.6 
78 197mPt  10 0.6 
79 193Au  7 2 
79 194Au  1 1 
79 195Au  10 6 
79 198Au  1 0.6 
79 199Au  10 0.6 
80 194Hg  1 1 
80 195mHg  3 0.7 
80 197Hg  20 10 
80 197mHg  10 0.4 
80 203Hg  5 1 
81 200Tl  0.9 0.9 
81 201Tl  10 4 
81 202Tl  2 2 
81 204Tl  10 0.7 
82 201Pb  1 1 
82 202Pb  40 20 
82 203Pb  4 3 
82 205Pb  制限なし 制限なし

82 210Pb  1 0.05 
82 212Pb  0.7 0.2
83 205Bi  0.7 0.7 
83 206Bi  0.3 0.3 
83 207Bi  0.7 0.7 
83 210Bi  1 0.6 
83 210mBi  0.6 0.02 
83 212Bi  0.7 0.6 
84 210Po  40 0.02 
85 211At  20 0.5 
86 222Rn  0.3 0.004 
88 223Ra  0.4 0.007 
88 224Ra  0.4 0.02 
88 225Ra  0.2 0.004 
88 226Ra  0.2 0.003 
88 228Ra  0.6 0.02 
89 225Ac  0.8 0.006 
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第一欄 第二欄 第三欄 

89 227Ac  0.9 0.00009 
89 228Ac  0.6 0.5 
90 227Th  10 0.005 
90 228Th  0.5 0.001 
90 229Th  5 0.0005 
90 230Th  10 0.001 
90 231Th  40 0.02 
90 232Th  制限なし 制限なし

90 234Th  0.3 0.3 

90 
Th(天然の混

合比のもの) 
制限なし 制限なし

91 230Pa  2 0.07 
91 231Pa  4 0.0004 
91 233Pa  5 0.7 
92 230U(F)  40 0.1 
92 230U(M)  40 0.004 
92 230U(S)  30 0.003 
92 232U(F)  40 0.01 
92 232U(M)  40 0.007 
92 232U(S)  10 0.001 
92 233U(F)  40 0.09 
92 233U(M)  40 0.02 
92 233U(S)  40 0.006 
92 234U(F)  40 0.09 
92 234U(M)  40 0.02 
92 234U(S)  40 0.006 
92 235U  制限なし 制限なし

92 236U(F)  制限なし 制限なし

92 236U(M)  40 0.02 
92 236U(S)  40 0.006 
92 238U  制限なし 制限なし

92 
U(天然の混

合比のもの) 
制限なし 制限なし

92 

U(未照射、

かつ濃縮度

20％以下の

もの) 

制限なし 制限なし

92 
U(劣化した

もの) 
制限なし 制限なし

93 235Np  40 40 

93 
236Np(短半

減期のもの) 
20 2 

93 
236Np(長半

減期のもの) 
9 0.02 

93 237Np  20 0.002 
93 239Np  7 0.4 
94 236Pu  30 0.003 
94 237Pu  20 20 
94 238Pu  10 0.001 
94 239Pu  10 0.001 
94 240Pu  10 0.001 
94 241Pu  40 0.06 
94 242Pu  10 0.001 
94 244Pu  0.4 0.001 
95 241Am  10 0.001 
95 242mAm  10 0.001 
95 243Am  5 0.001 
96 240Cm  40 0.02 
96 241Cm  2 1 
96 242Cm  40 0.01 
96 243Cm  9 0.001 
96 244Cm  20 0.002 
96 245Cm  9 0.0009 

第一欄 第二欄 第三欄 

96 246Cm  9 0.0009 
96 247Cm  3 0.001 
96 248Cm  0.02 0.0003 
97 247Bk  8 0.0008 
97 249Bk  40 0.3 
98 248Cf  40 0.006 
98 249Cf  3 0.0008 
98 250Cf  20 0.002 
98 251Cf  7 0.0007 
98 252Cf  0.1 0.003 
98 253Cf  40 0.04 
98 254Cf  0.001 0.001 
備考） (F)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、UF6、

UO2F2 及び UO2(NO3)2 の化学形をとるウラン化合物にのみ適

用し、(M)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、

UO3、UF4、UCl4及び 6 価の化合物の化学形をとるウラン化合

物にのみ適用し、(S)は(F)及び(M)に定めた以外のすべてのウラ

ン化合物に適用する。 
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別表第二（第三条関係）  

種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度  

第一欄 第二欄 第三欄 

区  分 

特別形核燃料物質等である場合の

数量 
（A1 値） 

単位 TBq 

特別形核燃料物質等以外の核燃料

物質等である場合の数量 
（A2値） 

単位 TBq 

一 放出する放射線が一種類の場合（二に該当する場合を除く。）   

イ ガンマ線又はエックス線を放出する場合（陽電子消滅によ

り発生するガンマ線を含む。）  

1×10−13／ept  
（40 を超える場合には、40）  

1×10−13／ept  
（40 を超える場合には、40）  

ロ ベータ線を放出する場合  1×10−12／eβ  
（40 を超える場合には、40）  

2.8×10−14／hskin  
（40 を超える場合には、40）  

ハ 吸入摂取又は経口摂取するおそれがある場合（試験研究

の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規

定に基づき、線量限度等を定める告示（昭和六十三年科学

技術庁告示第二十号）（以下「線量告示」という。）別表

第一第二欄又は第三欄に数量の記載がある場合をいう。） 

― 5×10−5／einh  
（40 を超える場合には、40）  

ニ サブマージョンによる被ばくのおそれがある場合（線量

告示別表第一第一欄に記載している化学形が「サブマージ

ョン」である場合をいう。）  

― 1.9×10−14／hsub  
（40 を超える場合には、40）  

ホ アルファ線を放出する場合  5×10−1／einh  
（40 を超える場合には、40）  

5×10−5／einh  
（40 を超える場合には、40）  

二 放出する放射線が一種類であり、当該放射性物質が原子核の

崩壊連鎖を生ずるもの（以下「親核種」という。）であって、

その物理的半減期がその原子核の崩壊によって生ずる放射性

物質（以下「娘核種」という。）の物理的半減期より長く、か

つ、娘核種の物理的半減期が十日以内である場合  

親核種及び娘核種に対する一の第

一欄の区分に応じ、それぞれ第二欄

に掲げる数量のうち最小のもの  

親核種及び娘核種に対する一の第

一欄の区分に応じ、それぞれ第三欄

に掲げる数量のうち最小のもの  

三 放出する放射線が二種類以上の場合（四に該当する場合を除

く。）  

それぞれの放射線に対する一の第

一欄の区分に応じ、それぞれ第二欄

に掲げる数量のうち最小のもの  

それぞれの放射線に対する一の第

一欄の区分に応じ、それぞれ第三欄

に掲げる数量のうち最小のもの  

四 放出する放射線が二種類以上であり、当該放射性物質の物理

的半減期が娘核種の物理的半減期より長く、かつ、娘核種の物

理的半減期が十日以内である場合  

それぞれの放射線に係る親核種及

び娘核種に対する一の第一欄の区

分に応じ、それぞれ第二欄に掲げる

数量のうち最小のもの  

それぞれの放射線に係る親核種及

び娘核種に対する一の第一欄の区

分に応じ、それぞれ第三欄に掲げる

数量のうち最小のもの  

備考 ept は 1 メートルの距離における放射性物質の実効線量率係数(Sv・Bq−1・h−1)を、eβは自己しゃへい体から 1 メートルの距離における

ベータ線を放出する放射性物質の皮膚の等価線量率係数(Sv・Bq−1・h−1)を、hskinは放射性物質の単位密度当たりの皮膚の等価線量率係数

(Sv・s−1・Bq−1・m2)を、einh は当該放射性物質の化学形を考慮しない場合における線量告示別表第一第二欄又は第三欄に掲げる値(mSv・
Bq−1)のうち小なるものを、hsub はサブマージョンの実効線量係数(Sv・s−1・Bq−1・m3)をそれぞれ示す。 

 

 

別表第三（第三条関係）  

種類が明らかでない放射性物質の場合又は種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一又は別表第二に数量が掲げられていない

放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

区  分 

特別形核燃料物質等である場合の

数量  

（A1 値）  

単位 TBq 

特別形核燃料物質等以外の核燃料

物質等である場合の数量 

（A2値）  

単位 TBq

一 ベータ線又はガンマ線のみを放出する場合  0.1 0.02 
二 アルファ線を放出し、かつ、中性子を放出しない場合  0.2 9×10−5 
三 一及び二に該当しない場合  0.001 9×10−5 
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別表第四（第三条関係）  

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかである放射性物質の場合（別表第五及び別表第六に該当する場合を除く。）

の数量の限度 

第一欄 第二欄 

区  分 
数  量 

単位 TBq

放射性物質の種類の全部及び種類別の数量の全部が明らかな場合  
次の算式を満たす x1，x2，…，xn の数量  
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＝1  

放射性物質の種類の全部又は一部が明らかであって種類別の数量の全部又は一部が

明らかでない場合  

次の算式を満たす x1，x2，…，xn 及び y の数量  
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＋(y／Y)＝1  

備考 x1，x2，…，xn は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ x1，x2，…，

xn に係る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、y は種類又は種類別の数量が明らか

でない放射性物質の数量（テラベクレル）を、Y は y に係る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別

表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）のうち最小のものを、y に係る放射性物質の種類の全部又は一部が明らか

でない場合にあっては y に係る放射性物質に対する別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
 
 
別表第五（第三条関係）  

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで、種類別の分率が明らかである放射性物質の場合（別表第六に該当する場

合を除く。）の数量の限度  

第一欄 第二欄 

区  分 
数  量（A2値） 

単位 TBq

放射性物質の種類の全部が明らかな場合  1／((f1/X1)＋(f2/X2)＋…＋(fn/Xn)) 

放射性物質の種類の一部が明らかな場合  1／((f1/X1)＋(f2/X2)＋…＋(fn/Xn)＋(fy/Y)) 

備考 f1，f2，…，fn は種類が明らかな各放射性物質の分率、X1，X2，…，Xnは f1，f2，…，fn に係る各放射性物質に対する別表第一、別表第

二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、fy は種類が明らかでない放射性物質の分率を、Y は別表第三に掲げる数量（テラベク

レル）を示す。 
 
 
別表第六（第三条関係）  

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等しい放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

区  分 

特別形核燃料物質等である場合の数量

（A1 値）  

単位 TBq

特別形核燃料物質等以外の核燃料物質等で

ある場合の数量（A2 値）  

単位 TBq

その系列のすべての放射性物質（親核種を除く。）

の物理的半減期が十日を超えず、かつ、親核種の

物理的半減期より短い場合  

親核種に対する別表第一、別表第二又は

別表第三の第二欄に掲げる数量  

親核種に対する別表第一、別表第二又は別表

第三の第三欄に掲げる数量  

その系列の娘核種のうち、その物理的半減期が十

日を超え、又は親核種の物理的半減期より長いも

のがある場合  

次の算式を満たす x1, x2, …，xn の数量  
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＝1  

次の算式を満たす x1, x2, …，xn の数量  
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＝1  

備考 x1，x2，…，xn は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ x1，x2，…，

xn に係る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
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別記第一（第三条関係） 特別形核燃料物質等に係る試験 

一 衝撃試験  

試験しようとする核燃料物質等をできるだけ模擬した供試

物（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下

させること。  

二 打撃試験  

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高

さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等

の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製棒の平端面

で打つこと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチ

メートル以下のものとし、鋼製棒はその平端面の直径が二・

五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三セン

チメートルのものとする。  

三 曲げ試験  

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように

固定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自

由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼ

すように鋼製棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼

製棒は、その平端面の直径が二・五センチメートルであり、

かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。  

四 加熱試験  

供試物を摂氏八百度の空気中に十分間置くこと。  

五 浸漬試験  

イ 固体状の核燃料物質等（カプセルに封入されたものを除

く。）にあっては、供試物について、次に掲げる試験をそ

の順序で行うこと。  

(1) 常温の水中に七日間浸漬させること。  

(2) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、

四時間保持すること。  

(3) 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空

気中に七日間置くこと。  

(4) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、

四時間保持すること。  

ロ 核燃料物質等を封入したカプセルにあっては、供試物に

ついて、次に掲げる試験をその順序で行うこと。  

(1) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、

四時間保持すること。  

(2) 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空

気中に七日間置くこと。  

(3) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、

四時間保持すること。 

 

別記第二（第五条関係） ＬＳＡ－Ⅲに係る浸漬試験 

常温の水中に七日間浸漬させること。 

 

別記第三（第十三条関係） Ａ型輸送物に係る一般の試験条件及

び液体状又は気体状の核燃料物質等が収納されているＡ型輸

送物に係る追加の試験要件 

一 Ａ型輸送物に係る一般の試験条件 

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き

付けること。  

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。た

だし、(2)の条件については、(1)、(3)及び(4)の供試物とは

別個の供試物を用いること。  

(1) その重量が、五千キログラム未満のものにあっては

一・二メートルの高さから、五千キログラム以上一万キ

ログラム未満のものにあっては〇・九メートルの高さか

ら、一万キログラム以上一万五千キログラム未満のもの

にあっては〇・六メートルの高さから、一万五千キログ

ラム以上のものにあっては〇・三メートルの高さから、

それぞれ、最大の破損を及ぼすように落下させること。 

(2) その重量が、五十キログラム以下のファイバー板製又

は木製の直方体のものにあっては、それぞれの角に対し

て最大の破損を及ぼすように、その重量が、百キログラ

ム以下のファイバー板製の円筒形のものにあっては、両

縁の四半分ごとに対して最大の破損を及ぼすように、そ

れぞれ、〇・三メートルの高さから落下させること。  

(3) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に十

三キロパスカルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、

いずれか大きいものを二十四時間加えること。  

(4) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメー

トルの容易に破損しない棒であって、その先端が半球形

のものを一メートルの高さから当該核燃料輸送物の最も

弱い部分に落下させること。  

二 液体状又は気体状の核燃料物質等（気体状のトリチウム及

び希ガスを除く。）が収納されているＡ型輸送物に係る追加

の試験条件 

液体状又は気体状の核燃料物質等が収納されている核燃料

輸送物にあっては、前号の条件の下に置くほか、次のイ及び

ロの条件のうち、最大の破損を受ける条件の下に置くこと。  

イ 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下さ

せること。  

ロ 前号ロ(4)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該

核燃料輸送物の最も弱い部分に落下させること。 

 

別記第四（第十四条関係） ＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件 

一 摂氏三十八度の条件下に一週間置くこと。この場合におい

て、次の表の上欄に掲げる当該核燃料輸送物の表面の形状及

び位置の区分に応じ、それぞれ、同表下欄に掲げる放射熱を

一日につき十二時間負荷すること。 

表面の形状及び位置の区分 
放射熱（ワット

毎平方メートル）

水平に輸送される平面 
下向きの表面 なし  

上向きの表面 八百  

垂直に輸送される表面及び水平に輸送さ

れない下向きの表面 
二百  

その他の表面 四百  

二 別記第三第一号の条件の下に置くこと。  

備考 第一号及び第二号の条件については、同一の供試物を用

いるものとする。 

 

別記第五（第十六条関係） ＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件 

一 第二号の条件の下で核燃料輸送物が最大の破損を受ける

ような順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。  

イ 九メートルの高さから落下させること。ただし、その重

量が五百キログラム以下、比重が一以下、かつ、収納する

核燃料物質等が特別形核燃料物質等以外のものであって、

当該核燃料物質等の放射能の量が A2 値の千倍を超えるも

のにあっては、これに代えて、重量が五百キログラム、縦

及び横の長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲率

半径が六ミリメートル以下の軟鋼板を九メートルの高さか

ら当該核燃料輸送物が最大の破損を受けるように水平に落

下させること。  

ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さ

が二十センチメートルの軟鋼丸棒であって、その上面が滑

らかな水平面であり、かつ、その端部の曲率半径が六ミリ

メートル以下のものに一メートルの高さから落下させるこ

と。  

二 次の条件の下に順次置くこと。  

イ 摂氏三十八度の条件下に表面温度が一定になるまで置

いた後、摂氏八百度で、かつ、平均値が最小で〇・九の放

射率を有する火炎の放射熱の条件下に三十分間置くこと。

この場合において、別記第四第一号に定める放射熱及び設

計上最大となる内部発熱を負荷するものとし、当該核燃料

輸送物の表面吸収率は〇・八又は実証された値とするもの

とする。 

ロ 摂氏三十八度の条件下で別記第四第一号に定める放射
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熱及び設計上最大となる内部発熱を負荷しつつ冷却する

こと。ただし、人為的に冷却してはならない。  
三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。  
備考 第一号及び第二号の条件の下には、この順序で置くもの

とする。 
別記第六（第十八条関係） 原子力規制委員会の定める量を超え

る放射能を有する核燃料物質等を収納した核燃料輸送物に係

る試験条件  
深さ二百メートルの水中に一時間浸漬させること。 

 
別記第七（第十九条関係） ＢＵ型輸送物に係る一般の試験条件  

別記第四の条件の下に置くこと。 

 

別記第八（第二十条関係） ＢＵ型輸送物に係る特別の試験条件  

別記第五の条件の下に置くこと。 

 

別記第九（第二十一条関係） ＩＰ－２型輸送物に係る一般の試

験条件 

別記第三第一号ロ(1)、(2)及び(3)の条件の下に置くこと。た

だし、原子力規制委員会が認める条件の下に置く場合は、この

限りでない。 

 

別記第十（第二十二条関係） ＩＰ－３型輸送物に係る一般の試

験条件 

別記第三第一号の条件の下に置くこと。 

 

別記第十一（第二十四条関係） 核分裂性輸送物に係る一般の試

験条件 

一 別記第三第一号イの条件の下に置くこと。  

二 別記第三第一号ロ(1)の条件の下に置くこと。  

三 別記第三第一号ロ(3)及び(4)の条件の下に置くこと。  

備考 第一号及び第二号の条件の下には、この順序で置くもの

とする。 

 

別記第十二（第二十六条関係） 核分裂性輸送物に係る特別の試

験条件 

第一号及び第二号のうち、最大の破損を受ける条件の下に置

くこと。  

一 次の条件の下に順次置くこと。  

イ 別記第十一の条件の下に置くこと。  

ロ ハの条件の下で核燃料輸送物が最大の破損を受けるよ

うな順序で次に掲げる条件の下に順次置くこと。  

(1) 九メートルの高さから落下させること。ただし、その

重量が五百キログラム以下、かつ、比重が一以下のもの

にあっては、これに代えて、重量が五百キログラム、縦

及び横の長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲

率半径が六ミリメートル以下の軟鋼板を九メートルの高

さから当該核燃料輸送物が最大の破損を受けるように水

平に落下させること。  

(2) 別記第五第一号ロの条件の下に置くこと。  

ハ 別記第五第二号の条件の下に置くこと。  

ニ 深さ〇・九メートルの水中に八時間浸漬させること。た

だし、臨界の評価において、浸水又は漏水があらかじめ想

定されている場合は、この限りでない。  

二 次の条件の下に順次置くこと。  

イ 別記第十一の条件の下に置くこと。  

ロ 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。 

 

別記第十三（第二十九条関係） 六ふっ化ウラン輸送物に係る耐

圧試験の条件  

一 供試物に二・七六メガパスカル以上の水圧を加えること。  

二 運搬中に予想される圧力の最大値の二倍の圧力を加えた

後、当該圧力の一・五倍の圧力まで降圧すること。  

三 弁を取り付けた後、〇・六九メガパスカルの気圧を加える

こと。 

別記第十四（第三十条関係） 六ふっ化ウラン輸送物に係る一般

の試験条件  

別記第三第一号ロ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。 

 

別記第十五（第三十一条関係） 六ふっ化ウラン輸送物に係る特

別の試験条件  

別記第五第二号の条件の下に置くこと。 

 

別記第十六（第三十二条関係） 六ふっ化ウラン輸送物に係る耐

圧試験の代替試験の条件  

一 供試物に一・三八メガパスカル以上の水圧を加えること。  

二 別記第十三第二号及び第三号の条件の下に置くこと。 

 

別記第十七（第三十七条関係） 第一類白標識 

 
 

注 1 三葉マークは、別記第二十のとおりとする。 

2 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当

該核燃料物質等が低比放射性物質又は表面汚染物に該当す

る場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ⅰに該当するものの名称

を除く。）及び低比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記

入すること。この場合において、複数の核燃料物質等を収納

しているときは、そのうち代表的なものの名称をできる限り

記入すること。 

3 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の

量の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性

物質のみが収納されている場合にあっては、その放射能の量

の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 

4 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部

分を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識

中の英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

5 色彩は、次表によること。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
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別記第十八（第三十七条関係） 第二類黄標識 

 

 
 

注 1 三葉マークは、別記第二十のとおりとする。 

2 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当

該核燃料物質等が低比放射性物質又は表面汚染物に該当す

る場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ⅰに該当するものの名称

を除く。）及び低比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記

入すること。この場合において、複数の核燃料物質等を収納

しているときは、そのうち代表的なものの名称をできる限り

記入すること。 

3 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の

量の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性

物質のみが収納されている場合にあっては、その放射能の量

の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 

4 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 

5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部

分を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識

中の英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

6 色彩は、次表によること。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第十九（第三十七条関係） 第三類黄標識 

 

 
 

注 1 三葉マークは、別記第二十のとおりとする。 

2 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当

該核燃料物質等が低比放射性物質又は表面汚染物に該当す

る場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ⅰに該当するものの名称

を除く。）及び低比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記

入すること。この場合において、複数の核燃料物質等を収納

しているときは、そのうち代表的なものの名称をできる限り

記入すること。 

3 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の

量の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性

物質のみが収納されている場合にあっては、その放射能の量

の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 

4 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 

5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部

分を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識

中の英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

6 色彩は、次表によること。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
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別記第二十（第三十七条関係） 三葉マーク 

 

 

 

注 ℓは、0.4センチメートル以上とする。 

 

 

 

 

別記第二十一（第三十七条関係） 臨界安全指数標識 

 

 
注 1 臨界安全指数の欄には、臨界安全指数を記入すること。 

2 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部

分を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識

中の英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

3 色彩は、次表によること。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

白 

黒 

白 

黒 

黒 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１（第 41 条関係） 

核燃料輸送物設計承認申請書 

番   号 

年 月 日 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印 

 

平成 2 年科学技術庁告示第 5 号（核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示）第 41 条第 1 項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 輸送容器の外形寸法、重量及び主要材料（注 1） 

３ 核燃料輸送物の種類（注 2） 

４ 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量

（注 3） 

５ 輸送制限個数 

６ 臨界安全評価における浸水の領域に関する事項 

７ 収納物の密封性に関する事項 

８ ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち

適合しない基準についての説明 

９ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

 

注１ 寸法についてはセンチメートル又はメートル単位、重量に

ついてはトン又はキログラム単位で記載し、併せて輸送容器

の主要材料を記載し、輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能

な図面を添付すること。 

２ Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物等の核燃料輸送

物の種類並びに核分裂性輸送物及び六ふっ化ウラン輸送物に

あってはその旨を記載すること。 

３ 次のイからホにより記載すること。 

イ 種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふっ化ウ

ラン、二酸化プルトニウム、新燃料集合体（二酸化ウラン

燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム混合酸化物

燃料）、使用済燃料、試験片等の別を記載し、ウランにあ

っては濃縮度を、プルトニウムにあっては核分裂性プルト

ニウム同位体濃度を、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃

料にあっては核分裂性プルトニウム富化度を、使用済燃料

にあってはその表面から 1 メートルの距離における空気吸

収線量率（照射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム

及び濃縮度 10％未満のウランについては、照射直後の空気

吸収線量率）が 1 グレイ毎時を超えるかどうかを、また使

用済燃料でその被覆材からの放射性物質の漏えいが認めら

れるものにあってはその旨を併記すること。 

ロ 濃縮度及び核分裂性プルトニウム富化度については、使用済

燃料及び照射済試料にあっては初期値を記載すること。 

ハ 性状については物理的・化学的形態を記載すること。 

ニ 重量についてはトン又はキログラム単位で記載すること。 

ホ 放射能の量については総量及び主要な核種ごとの量をベ

クレル単位で記載すること。 

 

備考 1 規則第 21 条第 1 項第 2 号の書類は次のイからホに掲げ

る事項について記載すること。 

イ 核燃料輸送物の説明 

ロ 核燃料輸送物の安全解析 

ハ 品質管理の基本方針 

ニ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事

項 

ホ 安全上の特記事項 

2 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することが

できる。 
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様式第２（第 41 条関係） 

 

核燃料輸送物設計変更承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

 

住 所                            

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印 

    

 平成 2 年科学技術庁告示第 5 号（核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示）第 41 条第 1 項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

 1 核燃料輸送物の名称 

 2 既に交付された核燃料輸送物設計承認番号 

 3 変更内容 

 4 変更理由 

 

 注 別紙記載事項は、変更に係る部分について記載すること。 

 備考 1 規則第 21 条第 1 項第 2 号の書類は次のイからホに掲

げる事項について記載すること。 

    イ 核燃料輸送物の説明 

    ロ 核燃料輸送物の安全解析 

    ハ 品質管理の基本方針 

    ニ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する

事項 

    ホ 安全上の特記事項 

   2 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名すること

ができる。 

 

様式第３（第 41 条関係） 

 

核燃料輸送物設計承認有効期間更新申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

 

住 所                            

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印 

    

 平成 2 年科学技術庁告示第 5 号（核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示）第 41 条第 4 項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

 1 核燃料輸送物の名称 

 2 核燃料輸送物設計承認番号 

 3 更新の理由 

 

 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４（第 41 条関係） 

 

核燃料輸送物設計承認書記載事項変更届出書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

 

住 所                            

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印    

 

 平成 2 年科学技術庁告示第 5 号（核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示）第 41 条第 6 項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

 1 核燃料輸送物の名称 

 2 核燃料輸送物設計承認番号 

 3 変更前 

 4 変更後 

 5 変更の年月日 

 6 変更の理由 

  

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名すること

ができる。 

 

様式第５（第 41 条関係） 

 

核燃料輸送物設計承認書廃止届出書 

 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

 

住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 印 

    

 平成 2 年科学技術庁告示第 5 号（核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示）第 41 条第 7 項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

 1 核燃料輸送物の名称 

 2 核燃料輸送物設計承認番号 

 3 廃止の年月日 

 4 廃止の理由 

  

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名すること

ができる。 
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制定 平成２６年２月２６日 原管廃発第 1402263 号 
原子力規制庁長官決定 

 
工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物の確認に関

する運用要領を次のように定める。 
 

平成２６年２月２６日 
 

原子力規制庁 
 

工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物の 
確認に関する運用要領の制定について 

 
原子力規制庁は、工場又は事業所の外において運搬される核燃料

輸送物の確認に関する運用要領を別添のとおり定める。 
 
 

附 則 
この規程は、平成２６年３月１日より施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙） 
 

工場又は事業所の外において運搬される 

核燃料輸送物の確認に関する運用要領 
 
１．目的 

この要領は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法第１６６号。以下「法」という。）第５９条

第２項の確認に関する運用について、必要な事項を定めるもので

ある。 
 
２．確認の申請 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（昭和５３年総理府令第５７号。以下「規則」という。）第１９条

第１項第６号に掲げる書類（核燃料輸送物の発送前の点検に関す

る説明書）には点検の記録を含むものとする。なお、当該記録は、

確認申請書の提出の日より後に提出することができるものとし、

この場合において、確認申請書提出時に提出される規則第１９条

第１項第６号に掲げる書類に、点検の記録については、点検実施

後速やかに提出する旨を記載するものとする。 
 
３．確認の実施 

法第５９条第２項の確認は、原則として、全ての輸送物につい

て書面確認（書面による審査によるもの）を行うものとし、ＢＭ

型輸送物及びＢＵ型輸送物であって国内を出発地とする輸送物並

びにその他特に必要と認める輸送物については、書面確認に加え

て現地確認（現地で行う確認によるもの）を必要に応じて行うも

のとする。また、現地確認については、少なくとも２名の原子力

規制庁職員が行うものとする。 

 
４．運搬確認証の交付 
（１）規則第２０条の運搬確認証には、次に掲げる事項を記載する。

このうち、運搬確認証の有効期間は、原則として運搬予定時期

に、陸上輸送にあっては１０日、国内の海上輸送を含む輸送に

あっては２０日、国外の海上輸送を含む輸送にあっては３０日

を加えるものとする。 
１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 
２ 運搬しようとする核燃料物質等の種類、性状及び量 
３ 核燃料輸送物の種類 
４ 核燃料輸送物の総重量 
５ 収納する核燃料物質等 
６ 使用する輸送容器 
７ 核分裂性輸送物にあっては輸送制限個数 
８ 積載方法又は混載の別（注） 
９ 運搬確認証の有効期間 
（注）簡易運搬にあっては、使用する運搬機器の種類及び運搬

機器への積付け方法 
（２）現地確認を行う場合は、当該確認の実施前に必要な事務手続

きを行うことにより、現地において運搬確認証を交付すること

ができる。 
 

 

59



工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物の確認等に関する 
事務手続について（経済産業省原子力安全・保安院） 

60 

経済産業省  

 
平成 23・03・07 原院第７号 
平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ 日 

 
工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物の確認等に関

する事務手続について 

 

 

経済産業省原子力安全・保安院  

ＮＩＳＡ－３１６ａ－１１－１  

 

 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「法」という。）第５９条第２項に基づく

運搬する物に関する経済産業大臣（以下「大臣」という。）の

確認及び同条第３項に基づく運搬に使用する容器についての大

臣の承認、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に

関する規則（昭和５３年総理府令第５７号。以下「規則」とい

う。）第１９条に基づく運搬に関する確認の申請及び規則第２

１条に基づく容器承認の申請並びに平成２年科学技術庁告示第

５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る技術上の基準に係る細目等を定める告示。以下「告示」とい

う。）第４１条に基づく設計承認の申請等に関し、原子力事業

者等（法第５９条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）

からの申請及び届出を円滑かつ適切に処理するため、下記のと

おりその事務手続に関する事項を定めたので、以後これにより

対応することを求めることとする。 

これに伴い、平成１９年３月１４日付け「工場又は事業所の

外において運搬される核燃料輸送物の確認等に関する事務手続

きについて」（平成１９・０２・２７原院第２号）は、廃止す

る。 

なお、輸送容器の品質管理に関する事項及び確認申請書等に

添付すべき書類の記載要領については、別に定める。  

 

記  

 

１．法第５９条第２項に基づく運搬する物に関する大臣の確認の申

請については、以下によること。 
なお、法第５９条の規定は、原子力事業者等のうち、運搬に関

し保安の責任を負うことになっている全ての者が、規則に定める

技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければな

らないという趣旨であるので、運搬する物に関する確認の申請は、

当該責任を有する全ての者により行われなければならないことに

留意すること。 
この場合において、「全ての者」には、法第５９条第１項の規定

により、原子力事業者等は当然のこと、それに加え、その者から

運搬を委託された者がある場合にはその運搬を委託された者を含

む。 
（１）原則として規則第１条第３号に定める核燃料輸送物（以下

「核燃料輸送物」という。）が運搬される予定日の午前零時ま

でに確認を受けられるよう、余裕をもって申請すること。 
（２）規則第１９条第２項に規定される国土交通大臣の確認を受

けたことを証する書面とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭

和３２年運輸省令第３０号）第８７条に基づき国土交通大臣

が交付した放射性輸送物安全確認書（地方運輸局長（運輸監

理部長を含む。）が交付したものを含む。）をいう。 
（３）規則第１９条第３項の規定により、同条第１項第２号から

第４号までに掲げる書類の提出を省略しようとする者は、規

則第２２条の規定に基づき大臣が交付した容器承認書の写し

を規則第１９条第１項に規定する確認申請書に添付すること。 

 

２．法第５９条第３項に基づく運搬に使用する容器についての大臣

の承認の申請については、以下によること。 
なお、法第５９条第３項及び規則第２１条第１項の規定により

輸送容器について承認を受けようとする者は、原子力事業者等か

ら運搬を委託された者の名により容器承認の申請等を行うことが

できる。 
（１）規則第２１条第１項第４号の説明書については、別表の輸

送容器検査要領に掲げる輸送容器について、原則として同要

領に基づき、承認を受けようとする輸送容器の自主検査を実

施し、その結果を添付するとともに、当該輸送容器の製作に

係る品質監査結果を添付すること。 
（２）規則第２１条第２項の規定により、同条第１項第２号に掲

げる書類の提出を省略しようとする者は、告示第４１条の規

定に基づき大臣が交付した核燃料輸送物設計承認書（以下「設

計承認書」という。）の写しを規則第２１条第１項に規定する

容器承認申請書に添付すること。 

 

３．容器承認書の交付に伴う措置については、以下によること。 
（１）容器承認書の交付を受けた者は、運搬の前に、様式第１に

よる承認容器登録票をそれぞれの輸送容器に取り付けること。 
（２）容器承認書の交付を受けた者は、容器承認申請書の添付書

類（又は核燃料輸送物設計承認申請書の添付書類（安全解析

書））に記載した方法により、原則として１年に１回以上（年

間の使用回数が１０回を超えるものにあっては、使用回数１

０回ごとに１回以上）、それぞれの輸送容器について定期自主

検査を実施するとともに、その性能を健全に保持すること。 
なお、当該容器が法第４３条の４第１項に規定する使用済

燃料貯蔵設備として用いられる場合にあっては、検査の内容

が、使用済燃料貯蔵事業者が法第４３条の１１第１項の規定

に基づき行う施設定期検査又は使用済燃料の貯蔵の事業に関

する規則（平成１２年通商産業省令第１１２号）第３２条に

基づき行う施設定期自主検査の内容と同等である場合、当該

検査をもってこれに充てることができる。 
（３）輸送容器の定期自主検査の記録は、製作時検査の記録と併

せて、当該輸送容器を承認容器として使用する期間中、これ

を保存すること。 
なお、（２）において使用済燃料貯蔵事業者が行う検査の結

果をもってこれに充てる場合においては、検査の都度、当該

事業者から速やかにその写しを入手すること。 
 
４．設計承認の申請等については、以下によること。 

なお、規則第２１条第２項及び告示第４１条第１項の適用を受

けようとする者は、原子力事業者等から運搬を委託された者の名

により設計承認の申請等を行うことができる。 
（１）規則第５条第１０号ロ中「最大線量当量率が著しく増加せ

ず」とは、試験前の最大線量当量率が２ミリシーベルト毎時

に対して十分な余裕のないときは増加率が２０パーセントを

超えず、かつ試験後も２ミリシーベルト毎時を超えない状態

をいい、２ミリシーベルト毎時に対して十分な余裕のあると

きは核燃料輸送物の外表面が著しく破損しないような状態を

いう。 
（２）告示様式第１中「６ 臨界安全評価における浸水の領域に関

する事項」では、臨界解析において浸水を仮定している領域

及びその領域内部において収納物の臨界安全の維持に係る構

成を説明し、「７ 収納物の密封性に関する事項」では、輸送

容器の密封境界の構成を説明すること。また、同様式注１に

より添付する図面に加え、安全解析書に記載された主要な図

面の番号を記載すること。 
（３）告示第４１条第２項の規定により設計承認書の交付を受け

た者が、当該設計承認書に係る核燃料輸送物を国際輸送する

場合において、その設計が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）放射
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性物質安全輸送規則２００９年版（以下「ＩＡＥＡ輸送規則

２００９年版」という。）の技術基準に適合することにつき、

当院の英文による証明書の交付を受けようとする場合には、

様式第２による核燃料輸送物設計承認英文証明願に設計承認

書の写しを添付して申請すること。 

 

５．その他の申請については、以下によること。 
（１）規則第５条第７号ただし書の規定により大臣の承認を受け

ようとする者は、様式第３による申請書を、同条第８号ただ

し書の規定により大臣の承認を受けようとする者は、様式第

４による申請書を提出すること。 
（２）規則第９条第２項第２号又は第１０条第２項第２号の規定

により「これと同等と主務大臣が認める基準」を技術上の基

準としようとする者は、様式第５による申請書を提出するこ

と。 
なお、当該規定は、ＩＡＥＡ輸送規則２００９年版第６２

５項から第６２８項までの趣旨を取り入れるために規定され

たものであるので、申請に当たっては、この点に留意するこ

と。 
（３）規則第１４条の規定により大臣の承認を受けようとする者

は、様式第６による申請書を提出すること。 
（４）告示第３条第１号表中ロのただし書の規定の適用を受けよ

うとする者は、様式第７による申請書を提出すること。 
なお、当該規定は、ＩＡＥＡ輸送規則２００９年版第７０

９項及び第７１１項の趣旨を取り入れるために規定されたも

のであるので、申請に当たっては、この点に留意すること。 
（５）告示別記第９ただし書の規定の適用を受けようとする者は、

様式第８による申請書を提出すること。なお、当該規定は、

ＩＡＥＡ輸送規則２００９年版第６２４項の趣旨を取り入れ

るために規定されたものであるので、申請に当たっては、こ

の点に留意すること。 
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別 表  輸送容器検査要領 
 

検査項目 検査対象 検 査 方 法 合 格 基 準 

材料検査 ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

容器に用いられた主要な材料について、ミルシート等により照合するか又は引張

試験等により降伏応力、引張強さ等の材料特性を検査する。ただし、レジンのよ

うに公的な規格がない特殊材料については材料ごとに検査の方法を検討の上決定

する。 

なお、レジンについては、以下のとおりとする。 

①各原材料の成分及び配合比率が明らかにされる場合 

信頼性の高い計量データを用いて材料仕様値を満足していることを確認す

る。 

②各原材料の成分及び配合比率が明らかにされない場合 

化学分析により、設計時に誤差を考慮して設定した材料仕様値を満足してい

ることを元データ等を活用し確認する。 

設計承認申請書（以下「申請

書」という。）に記載された設

計条件を満足していること。

寸法検査 ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

主要寸法を計測器を用いて検査する。 申請書に記載された図示公差

内であること。 

溶接検査 ＢＭ、ＢＵ １）外観 ２）開先寸法 ３）非破壊検査 

等により溶接の健全性を検査する。 

申請書に記載された設計条件

を満足していること。 

外観検査 ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

容器の外観を目視で検査する。 傷、割れ、塗装及び形状等に

異常のないこと。 

耐圧検査 ＢＭ、ＢＵ 気圧又は水圧を加え、容器の変形の有無等を検査する。 異常な変形、ひび、割れ等が

ないこと。 

気密漏えい 

検査 

ＢＭ、ＢＵ ヘリウムリークテスト、加圧漏えい試験又は真空試験等により漏えい率を検査す

る。 

漏えい率が申請書に記載され

た値以下であること。 

遮蔽性能 

検査 

ＢＭ、ＢＵ 容器内に６０Ｃｏ等の線源を装塡し、遮蔽性能を検査する。レジン等については、

遮蔽寸法、材料成分等により設計条件に適合していることを確認する。 

(1) 遮蔽上の欠陥が存在しな

いこと。 

(2) 申請書に記載された設計

条件を満足すること｡ 

遮蔽寸法 

検査 

ＢＭ、ＢＵ ガンマ線及び中性子の遮蔽に用いられる部分の寸法を検査する。 申請書に記載された設計条件

を満足すること。 

伝熱検査 ＢＭ、ＢＵ 収納燃料の崩壊熱に相当する電熱ヒーター等の熱源を容器内に装塡し、容器各部

の最高温度及び温度分布を検査する。 

外気条件を補正した後、申請

書に記載された温度以下であ

ること。 

吊上荷重 

検査 

ＢＭ、ＢＵ トラニオンに油圧等により荷重を付加し、異常の有無を検査する。 吊上荷重の２倍の荷重に耐え

ること。 

重量検査 ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

完成容器の重量又は各部分の総重量を検査する。 申請書に記載された重量以下

であること。 

未臨界 

検査＊ 

ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

バスケット等の寸法及び外観を検査し、中性子吸収材を使用している場合はその

含有量、分布等を検査する。 

申請書に記載された設計条件

を満足すること。 

作動確認 

検査 

ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

弁及び非常用安全装置等が装塡された容器にあっては、当該装置が正常に作動す

るか否かを検査する。 

申請書に記載された設計条件

を満足すること。 

取扱い 

検査 

ＢＭ、ＢＵ

ＡＦ、ＩＦ 

バスケット、蓋板等の脱着、収納物の装荷・取出し、吊上げ等の取扱いについて

異常の有無を検査する。 

申請書に記載された取扱いを

行っても異常のないこと。 

 

注： ＢＭ：ＢＭ型輸送物（ＢＭ型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 

ＢＵ：ＢＵ型輸送物（ＢＵ型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 

ＡＦ：Ａ型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

ＩＦ：ＩＰ型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

＊：未臨界検査は、核分裂性輸送物のみを対象とする。 

 

なお、六ふっ化ウラン輸送物に係る容器については、溶接検査、耐圧検査及び気密漏えい検査に加えて、ＡＦ及びＩＦの検査項目に準

じた検査項目について検査を実施すること。 
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３
．

英
文

証
明

の
申

請
を

行
う

理
由

 

 

４
．

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

設
計

の
事

項
（

注
）

 

 注
：

下
記

の
記

載
例

に
基

づ
い

て
英

文
に

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

  

10
cm

以
上

 

10cm以上 

63



 

 

工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物の確認等に関する 
事務手続について（経済産業省原子力安全・保安院）

64 

 （
様

式
第

２
に

係
る

承
認
を

受
け

よ
う
と

す
る
設

計
の
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例
）
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 様
式

第
３

 

 

核
燃

料
輸

送
物

の
表

面
に

お
け

る
最

大
線

量
当

量
率

に
係

る
承

認
申

請
書

 

 

番
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

経
済

産
業

大
臣

 
 

 
 

 
 

殿
 

住
 

所
 

氏
 

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

 

代
表

者
の

氏
名

）
 

 
 

 
 

 
印

 

 

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

第
５

条
第

７
号

た
だ

し

書
の

承
認

を
受

け
た

く
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

１
．

運
搬

す
る

核
燃

料
物

質
等

の
種

類
、

数
量

及
び

性
状

 

 ２
．

核
燃

料
輸

送
物

の
表

面
に

お
け

る
最

大
線

量
当

量
率

 

 ３
．

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

理
由

 

 ４
．

運
搬

に
当

た
っ

て
講

ず
る

障
害

防
止

の
た

め
の

措
置

（
注

）
 

 注
：
積

載
方

法
、
固

縛
方

法
及

び
運

搬
中

に
お

け
る

核
燃

料
輸

送
物

を
積

載
し

た
車

両
へ

の
近

接
防

止
措

置
等

に
係

る
具

体
的

措
置

方
法

に
つ

い
て

記
載

す
る

と
と

も
に

、
当

該
措

置
に

よ
っ

て
安

全
性

が
担

保

で
き

る
こ

と
を

示
す

こ
と

。
 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

          

 様
式

第
４

 

 

核
燃

料
輸

送
物

の
表

面
か

ら
１

メ
ー

ト
ル

離
れ

た
位

置
に

お
け

る
最

大
線

量
当

量
率

 

に
係

る
承

認
申

請
書

 

 

番
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

経
済

産
業

大
臣

 
 

 
 

 
 

殿
 

住
 

所
 

氏
 

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

 

代
表

者
の

氏
名

）
 

 
 

 
 

 
印

 

 

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

第
５

条
第

８
号

た
だ

し

書
の

承
認

を
受

け
た

く
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

１
．

運
搬

す
る

核
燃

料
物

質
等

の
種

類
、

数
量

及
び

性
状

 

 ２
．
核

燃
料

輸
送
物

の
表
面

か
ら
１

メ
ー

ト
ル
離

れ
た

位
置
に

お
け

る
最

大
線
量

当
量

率
 

 ３
．
承

認
を

受
け
よ

う
と
す

る
理
由

 
 

４
．

運
搬

に
当

た
っ
て

講
ず

る
障

害
防

止
の
た

め
の
措

置
（

注
）

 

 注
：
積

載
方

法
、
固

縛
方

法
及

び
運

搬
中

に
お

け
る

核
燃

料
輸

送
物

を
積

載
し

た
車

両
へ

の
近

接
防

止
措

置
等

に
係

る
具

体
的

措
置

方
法

に
つ

い
て

記
載

す
る

と
と

も
に

、
当

該
措

置
に

よ
っ

て
安

全
性

が
担

保

で
き

る
こ

と
を

示
す

こ
と

。
 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
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様
式

第
５

 

 

Ｉ
Ｐ

型
輸

送
物

の
基

準
に

係
る

認
定

申
請

書
 

 

番
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

経
済

産
業

大
臣

 
 

 
 

 
 

殿
 

住
 

所
 

氏
 

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

 

代
表

者
の

氏
名

）
 

 
 

 
 

 
印

 
  

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

 
 
 

 
 

第
２

項
第

 
 ２

号
の

規
定

に
基

づ
き

、
以

下
の

基
準

が
同

条
第

１
項

第
２

号
に

定
め

る
基

準
と

同
等

で
あ

る
旨

の

認
定

を
受

け
た

く
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

１
．

輸
送

物
の

名
称

 

２
．

輸
送

物
に

関
す

る
説

明
 

（
１

）
重

量
 

（
２

）
外

形
寸

法
 

（
３

）
外

観
 

（
４

）
輸

送
物

の
設

計
仕

様
 

３
．

適
用

し
よ

う
と

す
る

基
準

（
注

）
 

 （
別

紙
記

載
事

項
）

 

適
用

し
よ

う
と

す
る

基
準

が
規

則
第

９
条

又
は

第
１

０
条

の
基

準
と

同
等

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
の

説
明

 

 注
：
規

則
第

９
条

第
２

項
第

２
号

又
は

第
１

０
条

第
２

項
第

２
号

中
「

こ
れ

と
同

等
と

主
務

大
臣

の
認

め

る
基

準
」
を

適
用

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
は

、
例

え
ば

、
以

下
の

よ
う

に
適

用
し

よ
う

と
す

る
基

準
を

明
記

す
る

こ
と

。
 

１
．

タ
ン

ク
の

場
合

 

（
１

）
危

険
物

の
輸

送
に

関
す

る
国

連
勧

告
「

多
モ

ー
ド

の
タ

ン
ク

輸
送

に
関

す
る

勧
告

」
に

定
め

ら

れ
る

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

（
２

）
２

６
５

キ
ロ

パ
ス

カ
ル

の
圧

力
試

験
に

耐
え

る
こ

と
。

 

（
３

）
通

常
の

取
扱

い
及

び
輸

送
条

件
下

に
お

い
て

、
次

の
要

件
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

①
追

加
さ

れ
た

遮
蔽

構
造

が
静

的
及

び
動

的
応

力
に

耐
え

る
こ

と
。

 

②
表

面
に

お
け

る
線

量
当

量
率

が
２

０
パ

ー
セ

ン
ト

を
超

え
て

増
加

し
な

い
こ

と
。

 

２
．

コ
ン

テ
ナ

の
場

合
 

Ｉ
Ｓ

Ｏ
１

４
９

６
－

１
：

１
９

９
０

「
シ

リ
ー

ズ
１

 
輸

送
コ

ン
テ

ナ
－

仕
様

及
び

試
験

－
第

１

部
：

一
般

貨
物

コ
ン

テ
ナ

」
に

定
め

ら
れ

た
要

件
に

、
寸

法
及

び
最

大
総

重
量

を
除

き
適

合
し

、
か

つ
、
当

該
Ｉ

Ｓ
Ｏ

規
格

に
定

め
ら

れ
た

試
験

条
件

の
下

に
置

く
こ

と
と

し
た

場
合

に
、
放

射
性

物
質

の
漏

え
い

が
な

く
、
か

つ
、
表

面
に

お
け

る
線

量
当

量
率

が
２

０
パ

ー
セ

ン
ト

を
超

え
て

増
加

し
な

い
こ

と
。

 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

第
９

条
第

10
条
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 様
式

第
６

 

 

特
別

措
置

に
係

る
承

認
申

請
書

 

 

番
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

経
済

産
業

大
臣

 
 

 
 

 
 

殿
 

住
 

所
 

氏
 

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

 

代
表

者
の

氏
名

）
 

 
 

 
 

 
印

 

 

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

第
１

４
条

の
承

認
を

受
け

た
く

、
下

記
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

運
搬

す
る

核
燃

料
物

質
等

の
種

類
、

数
量

及
び

性
状

 

 ２
．

核
燃

料
輸

送
物

の
表

面
及

び
１

メ
ー

ト
ル

離
れ

た
位

置
に

お
け

る
線

量
当

量
率

 

 ３
．

講
ず

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

措
置

及
び

そ
の

理
由

 

 ４
．

運
搬

に
当

た
っ

て
講

ず
る

障
害

防
止

の
た

め
の

措
置

（
注

）
 

 注
：

積
載

方
法

、
固

縛
方

法
及

び
運

搬
中

に
お

け
る

核
燃

料
輸

送
物

を
積

載
し

た
車

両
へ

の
近

接
防

止

措
置

等
に

係
る

具
体

的
措

置
方

法
に

つ
い

て
記

載
す

る
と

と
も

に
、

当
該

措
置

に
よ

っ
て

安
全

性
が

担
保

で
き

る
こ

と
を

示
す

こ
と

。
 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

          

 様
式

第
７

 

 

特
別

形
核

燃
料

物
質

等
の

適
用

基
準

に
係

る
承

認
申

請
書

 

  

番
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

経
済

産
業

大
臣

 
 

 
 

 
 

殿
 

住
 

所
 

氏
 

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

 

代
表

者
の

氏
名

）
 

 
 

 
 

 
印

 

 

特
別

形
核

燃
料

物
質

等
に

つ
い

て
、
平

成
２

年
科

学
技

術
庁

告
示

第
５

号
（

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

技
術

上
の

基
準

に
係

る
細

目
等

を
定

め
る

告
示

）
第

３
条

第
１

号
表

中
ロ

の
た

だ
し

書
の

適
用

を
受

け
た

く
、

別
紙

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

１
．

特
別

形
核

燃
料

物
質

等
の

名
称

 

２
．

特
別

形
核

燃
料

物
質

等
に

関
す

る
説

明
 

（
１

）
重

量
 

（
２

）
外

形
寸

法
 

（
３

）
外

観
 

（
４

）
核

燃
料

物
質

等
の

設
計

仕
様

 

３
．

適
用

し
よ

う
と

す
る

試
験

（
注

）
 

 注
：

例
え

ば
、

以
下

の
よ

う
に
適

用
し
よ

う
と
す

る
基

準
を
明

記
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
衝
撃

試
験

及
び

打
撃

試
験

に
代
え

て
、
Ｉ
Ｓ

Ｏ
２
９

１
９
：
１

９
９
９
「
放

射
線
防

護
－

密
封

線
源

－
一
般

要
件
と

分
類

」
に
定

め
ら

れ
た

ク
ラ

ス
４
衝

撃
試
験

（
２
０

０
グ

ラ
ム
未

満
の

も
の

。
）

又
は

ク
ラ
ス

５
衝
撃

試
験
（

５
０

０
グ
ラ

ム
未

満
の
も

の
。）

 

（
２
）
加
熱

試
験

に
代

え
て
、
Ｉ

Ｓ
Ｏ

２
９

１
９
：
１

９
９
９
「
放

射
線
防

護
－

密
封
線

源
－

一
般

要
件

と

分
類
」

に
定
め

ら
れ
た

ク
ラ

ス
６
温

度
試

験
 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は
、

日
本
工

業
規
格

Ａ
４

と
す
る

こ
と

。
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様
式

第
８

 

 

Ｉ
Ｐ

－
２

型
輸

送
物

の
一

般
の

試
験

条
件

に
係

る
承

認
申

請
書

 

  

番
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

経
済

産
業

大
臣

 
 

 
 

 
 

殿
 

住
 

所
 

氏
 

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

 

代
表

者
の

氏
名

）
 

 
 

 
 

 
印

 

 

平
成

２
年

科
学

技
術

庁
告

示
第

５
号
（

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

技
術

上
の

基
準

に
係

る
細

目
等

を
定

め
る

告
示

）
別

記
第

９
た

だ
し

書
の

規
定

に
基

づ
き

以
下

の
条

件
を

一
般

の
試

験
条

件
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

承
認

を
受

け
た

く
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

 

 記
 

 

１
．

輸
送

物
の

名
称

 

２
．

輸
送

物
に

関
す

る
説

明
 

（
１

）
重

量
 

（
２

）
外

形
寸

法
 

（
３

）
外

観
 

（
４

）
輸

送
物

の
設

計
仕

様
 

３
．

適
用

し
よ

う
と

す
る

条
件

（
注

）
 

 （
別

紙
記

載
事

項
）

 

適
用

し
よ

う
と

す
る

条
件

が
規

則
第

９
条

の
条

件
と

同
等

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
の

説
明

 

 注
：

例
え

ば
、

以
下

の
よ

う
に

適
用

し
よ

う
と

す
る

条
件

を
明

記
す

る
こ

と
。

 

危
険

物
の

輸
送

に
関

す
る

国
連

勧
告

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
包

装
等

級
Ⅰ

又
は

Ⅱ
に

係
る

試

験
条

件
と

す
る

。
 

備
考

：
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
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経済産業省 

 

平成23･03･07原院第８号 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ 日 

 

車両運搬確認申請書、容器承認申請書及び核燃料輸

送物設計承認申請書に添付する説明書の記載要領

について  

 

 

経済産業省原子力安全・保安院  

ＮＩＳＡ－３１６ａ－１１－２  

 

 

原子力安全・保安院は、核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）第

１９条に基づく運搬に関する確認の申請及び同令第２１条に基

づく容器承認の申請並びに平成２年科学技術庁告示第５号（核

燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示）第４１条に基づく設計承認

の申請等について、別添のとおり、車両運搬確認申請書、容器

承認申請書及び核燃料輸送物設計承認申請書に添付する説明書

の記載要領を定めたので、以後これにより対応することを求め

ることとする。 

なお、平成２０年１月１０日付け「車両運搬確認申請書、容

器承認申請書及び核燃料輸送物設計承認申請書に添付する説明

書の記載要領について」（平成１９・１２・２０原院第１号）

は、廃止する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成23･03･07原院第８号 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ 日 

 
 

 別 添 

 

 

 

車両運搬確認申請書、容器承認申請書及び核燃

料輸送物設計承認申請書に添付する説明書の

記載要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年６月 

 

 

原子力安全・保安院 
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目
 

次
 

 １
．

運
搬

す
る

核
燃

料
物

質
等

に
関

す
る

説
明

書
（

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

（
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

９
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項
第

１
号

）
 

 
(
ｲ
)
章

 
収

納
す

る
核

燃
料

物
質

等
の

仕
様

･
･
･
･
･
６

 

 
(
ﾛ
)
章

 
仕

様
の

決
定

方
法

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
６

 

 
(
ﾊ
)
章

 
設

計
仕

様
と

の
比

較
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
６

 

 ２
．

輸
送

容
器

の
設

計
及

び
核

燃
料

物
質

等
を

当
該

輸
送

容
器

に
収

納
し

た
場

合
の

核
燃

料
輸

送
物

の
安

全
性

に
関

す
る

説
明

書
（

規
則

第
１

９
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項
第

２
号

並
び

に
平

成
２

年
科

学

技
術

庁
告

示
第

５
号

（
核

燃
料

物
質

等
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

搬
に

関
す

る
技

術
上

の
基

準

に
係

る
細

目
等

を
定

め
る

告
示

。
以

下
「

告
示

」
と

い
う

。
）

第
４

１
条

第
１

項
）

 

 
(
ｲ
)
章
 

核
燃

料
輸
送

物
の

説
明

･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･･
７

  
 
 
 
A
.
5
.
1
.
3
 
応

力
計

算
 

 
 

A
.
目

的
及

び
条

件
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
A
.
5
.
1
.
4
 
許

容
応

力
と

の
比

較
 

 
 

B
.
輸

送
物

の
種

類
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
A
.
5
.
2
 
水

噴
霧

 

 
 

C
.
輸

送
容

器
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 A
.
5
.
3
 
自

由
落

下
 

 
 

D
.
輸

送
容

器
の

収
納

物
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 

 
(
a
)
 
解

析
モ

デ
ル

 

 
(
ﾛ
)
章
 

核
燃

料
輸
送

物
の

安
全

解
析

･･
･
･
･
･
･
･･
７

  
 
 
 

 
 
(
b
)
 
原

型
試

験
 

 
 

A
.
構

造
解

析
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 

 (
c
)
 
モ

デ
ル

試
験

 

 
 

A
.
1
 
構

造
設

計
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 A
.
5
.
4
 
積

み
重

ね
試

験
 

 
 

A
.
1
.
1
 
概

 
要

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 A
.
5
.
5
 
貫

 
通

 

 
 

A
.
1
.
2
 
設

計
基

準
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 A
.
5
.
6
 
角

又
は

縁
落

下
 

 
 

A
.
2
 
重

量
及

び
重

心
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 
A
.
5
.
7
 
結

果
の

要
約

及
び

そ
の

評
価

 

 
 

A
.
3
 
材

料
の

機
械

的
性

質
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D
.
4
 
日
程

管
理

及
び

特
殊
工

程
の

認
定

 

 
 
 
 
I
.
伝

熱
検

査
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 E
.
測

定
、

分
析

及
び

改
善

 

 
 
 
 
J
.
吊

上
荷

重
検

査
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 E
.
1
 
内

部
品

質
監

査
 

 
 
 
 
K
.
重

量
検

査
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 E
.
2
 
不

適
合

品
の

管
理

 

 
 

L
.
未

臨
界

検
査

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  
E
.
3
 是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
 

 
 

M
.
作

動
確

認
検

査
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(
ﾎ
)
章

 
製
作

方
法
に

関
す

る
特

記
事

項
･
･･
･
･
･
･
27

 

 
 

N
.
取

扱
い

検
査

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４
．

輸
送

容
器

が
輸

送
容

器
の

設
計

及
び

製
作

の
方

法
に

従
っ

て
製

作
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
示

す
説

明
書

（
規

則
第

１
９

条
第

１
項

第
４

号
及

び
第

２
１

条
第

１
項

第
４

号
）

 

 
(
ｲ
)
章

 
輸

送
容

器
の

製
作

時
の

検
査

に
関

す
る

説
明

･
･
･
･
･
･
･
･
2
8

 

 
 
A
.
検

査
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

 
 
 
 
B
.
輸

送
容

器
の

検
査

結
果

 

 
 
C
.
輸

送
容

器
の

製
作

に
係

る
品

質
監

査
結

果
 

 ５
．

輸
送

容
器

が
輸

送
容

器
の

設
計

及
び

製
作

の
方

法
に

適
合

す
る

よ
う

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

説
明

書
（

規
則

第
１

９
条

第
１

項
第

５
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項
第

５
号

）
 

 
(
ｲ
)
章

 
輸

送
容

器
の

性
能

維
持

に
関

す
る

説
明

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
2
9

 

 ６
．

核
燃

料
輸

送
物

の
発

送
前

の
点

検
に

関
す

る
説

明
書

（
規

則
第

１
９

条
第

１
項

第
６

号
）

 

 
(
ｲ
)
章

 
核

燃
料

輸
送

物
の

発
送

前
検

査
に

関
す

る
説

明
･
･
･
･
･
･
3
0

 

 
(
ﾛ
)
章

 
発

送
前

検
査

を
行

う
予

定
時

期
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
3
0

 

 
(
ﾊ
)
章

 
発

送
前

検
査

を
行

う
場

所
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
3
0
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７
．

申
請

書
書

式
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
3
1

 

A
.
寸

法
 

B
.
部

数
 

C
.
ペ

ー
ジ

 

D
.
図

表
 

E
.
写

真
 

F
.
印

刷
 

G
.
製

本
 

H
.
そ

の
他

 

 別
表

１
 

規
則

及
び

告
示

に
定

め
る

技
術

基
準

 

へ
の

適
合

性
の

評
価

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
3
2
 

 別
表

２
 

発
送

前
検

査
要

領
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
3
3
 

 

説
明

上
の

便
宜

に
よ

り
、
説

明
書

に
お
い

て
記
載

項
目

の
順
番

等
を

変
更

す
る

場
合

に
は
、

本
記

載
要

領
の

項
目

と
の
対

照
表

等
を
添

付
す
る

こ
と

。
 

                      

１
．

運
搬

す
る

核
燃

料
物

質
等

に
関

す
る

説
明

書
（

規
則

第
１

９
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項

第
１

号
）

 
 

項
 
 

 
 

 
 
 

 
目

 
内

 
 
 

 
 

 
 
 

 
容

 

  
(
ｲ
)
章
 

  
(
ﾛ
)
章
 

   
(
ﾊ
)
章
 

  
収

納
す

る
核
燃

料
物
質

 

 
等

の
仕

様
 

 
仕

様
の

決
定
方

法
 

   
設

計
仕

様
と
の

比
較
 

 
輸

送
容

器
ご

と
に

収
納

す
る

核
燃

料
物

質
等

の
仕

様

に
つ
い

て
記
載

す
る

。
 

燃
焼

度
、
放
射

能
の
量

、
発

熱
量

等
計
算

に
よ
り

算
出

し
た
仕

様
の
計

算
方

法
に
つ

い
て
記

載
す

る
。
実

測
に

よ

る
場
合

は
、
測

定
方

法
に
つ

い
て
記

載
す

る
。

 
容

器
承

認
を

受
け

て
い

る
場

合
、
承

認
容

器
に

収
納

す

る
こ

と
を

認
め

ら
れ

た
核

燃
料

物
質

等
の

設
計

仕
様

と

収
納

す
る

核
燃

料
物

質
等

の
仕

様
と

の
比

較
に

つ
い

て

記
載
す

る
（
規

則
第
１

９
条

第
１
項

第
１

号
の

説
明
書

の

み
）。
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２
．

輸
送

容
器

の
設

計
及

び
核

燃
料

物
質

等
を

当
該

輸
送

容
器

に
収

納
し

た
場

合
の

核
燃

料
輸

送
物

の
安

全
性

に
関

す
る

説
明

書
（

規
則

第
１

９
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項
第

２
号

並
び

に
告

示
第

４
１

条

第
１

項
）

 
   

 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

  
(
ｲ
)
章
 

 
(
ｲ
)
－
Ａ

 

   
(
ｲ
)
－
Ｂ

 

    
(
ｲ
)
－
Ｃ

 

         
(
ｲ
)
－
Ｄ

 

        
(
ﾛ
)
章
 

  
(
ﾛ
)
－
Ａ

 

 
 

 
 
Ａ
.
1
 

 
 

 
 
Ａ
.
1
.
1
 

  
核

燃
料

輸
送
物

の
説
明

 

 
目

的
及

び
条
件

 

   
輸

送
物

の
種
類

 

    
輸

送
容

器
 

         
輸

送
容

器
の
収

納
物
 

        
核

燃
料

輸
送
物

の
安
全

 

 
解

析
 

 
構

造
解

析
 

 
構

造
設

計
 

 
概

 
要

 

  

輸
送

物
の

使
用

目
的

、
輸

送
容

器
の

型
名

、
核

分
裂

性
物

質
の

場
合

は
そ

の
旨

、
及

び
輸

送
指

数
等

の
総

括

的
事

項
に

つ
い

て
記
載

す
る

。
 

容
器

の
型

式
（

Ｉ
Ｐ

型
、

Ａ
型

、
Ｂ

Ｍ
型

、
Ｂ

Ｕ
型

の
別

）
、
及

び
輸

送
物
が

核
分

裂
性
輸

送
物

又
は
六

ふ
っ

化
ウ

ラ
ン

輸
送

物
で

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
記

載

す
る

。
 

総
重

量
、

構
造

材
料

、
中

性
子

吸
収

材
、

中
性

子
減

速
材

、
遮

蔽
材

、
主

要
部

分
の

寸
法

及
び

構
造

、
溶

接

方
法

、
熱

除
去

の
方

法
、

冷
却

材
の

種
類

及
び

量
、

弁

及
び

試
料

採
取

口
等

の
開

口
部

及
び

配
管

、
内

部
及

び

外
部

の
突

出
物

、
吊

上
装

置
、

固
縛

装
置

、
圧

力
逃

が

し
弁

、
ガ

ス
ケ

ッ
ト

、
密

封
境

界
、

浸
水

の
領

域
、

密

封
装

置
等

の
輸

送
物

の
解

析
に

必
要

な
基

本
設

計
に

つ

い
て

外
形

図
、

断
面

図
、

材
料

表
等

を
用

い
て

説
明

す

る
。

 

主
要
な

核
種
の

放
射

性
物
質

の
量
（

放
射

能
強
度

)
、

物
理

的
形

状
、

化
学

的
性

質
、

収
納

物
の

密
封

性
、

核

的
安

全
の

評
価

に
必

要
な

形
状

、
最

大
崩

壊
熱

量
、

密

封
装

置
の

最
大

圧
力

、
他

の
装

荷
制

限
及

び
全

体
の

放

射
能

強
度

等
に

つ
い
て

説
明

す
る

。
 

収
納

物
が

低
比

放
射

性
物

質
(
Ｌ

Ｓ
Ａ

)
又

は
表

面
染

物
(
Ｓ

Ｃ
Ｏ

)
の

場
合

に
は

、
そ

れ
ら

が
規

則
及

び
告

示

に
定

め
る

要
件

に
適
合

す
る

こ
と

を
説

明
す
る

。
 

安
全
解

析
の
概

要
に

つ
い
て

記
載
す

る
。
 

   

密
封

装
置

、
機

械
的

衝
撃

の
吸

収
装

置
(
緩

衝
体

)
、

蓋
、

バ
ス

ケ
ッ

ト
及
び

弁
等

の
輸

送
物

の
安
全

な
取
扱

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

     
 
 
 
 
Ａ

.
1
.
2

 

          
 
 
 
 
Ａ

.
2

 

    
 
 
 
 
Ａ

.
3

 

       
 
 
 
 
Ａ

.
4

 

  
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
1

 

        
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
2

 

    設
計

基
準

 

         重
量

及
び

重
心

 

   材
料

の
機

械
的

性
質

 

      輸
送

物
の

要
件

 

 化
学

的
及

び
電

気
的

反
 

 応
 

      低
温

強
度

 

い
に

必
要

な
基

本
的

構
造

及
び

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

記

載
し

、
こ

れ
ら

を
図

示
し

た
上

で
、

構
造

設
計

等
に

つ

い
て
説
明

す
る

。
 

構
造

解
析

で
用

い
ら

れ
る

設
計

基
準

を
次

の
項

目
に

つ
い
て
整

理
し

、
記
載

す
る

。
 

1
)
容

器
各

部
に

対
し

て
種

々
の

条
件

で
考

慮
さ

れ
る

負

荷
（
荷

重
等

）
の
種

類
及
び

そ
の
組

合
せ

 

2
)
種

々
の

条
件

に
対

し
て

容
器

各
部

で
用

い
る

応
力

、

歪
、
変

形
等

の
評
価

基
準
 

3
)
評
価
で

用
い

る
安
全

率
又

は
余
裕

率
の

定
義

 

4
)
各
解
析

項
目

に
つ
い

て
の

設
計
条

件
(材

質
、
温

度
及

び
負
荷

条
件

）
、
解

析
方
法

及
び
評

価
基

準
の
一

覧
 

輸
送

容
器

及
び

収
納

物
の

総
重

量
、

各
構

成
部

品
の

重
量

の
一

覧
及

び
輸

送
物

等
の

重
心

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

構
造

評
価

に
用

い
ら

れ
る

主
要

部
の

材
料

の
通

常
の

輸
送

条
件

及
び

温
度

条
件

下
に

お
け

る
機

械
的

性
質

（
降
伏
点

、
引

張
強
さ

、
縦

弾
性
係

数
、
熱

膨
張

係
数

、

及
び

密
度

等
）

、
緩

衝
体

の
圧

縮
応

力
－

歪
の

曲
線

並

び
に

材
料

の
性

質
の

決
定

方
法

（
試

験
条

件
、

測
定

方

法
等
）
を

記
載

す
る
。

 

 

輸
送

容
器

構
成

部
品

間
及

び
輸

送
容

器
と

収
納

物
と

の
間

で
の

化
学

的
、

電
気

的
及

び
そ

の
他

の
類

似
の

反

応
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

接
触

す
る

異
種

材
料

の
一

覧

を
記
載
す

る
。

 

接
触

に
よ

る
危

険
な

反
応

を
防

止
す

る
た

め
に

講
じ

ら
れ

た
特

別
な

対
策

及
び

そ
の

効
果

に
つ

い
て

説
明

を

行
う

。
 

運
搬

中
に

予
想

さ
れ

る
最

低
外

気
温

を
仮

定
し

た
場

合
（

Ｂ
Ｕ

型
に

お
い

て
は

－
4
0
℃

）
に

お
け

る
輸

送
物

の
構

成
部

品
材

料
の

低
温

特
性

及
び

性
能

並
び

に
液

体

の
凍
結
に

つ
い

て
説
明

す
る

。
 

ま
た
、

構
造

評
価
に

用
い
ら

れ
る
主

要
材

料
の
低

温
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項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
3

 

    
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
4

 

      
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
5

 

     
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
6
 

   
 
 
 
 
Ａ

.
4
.
7

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
5

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
1

 

  
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
1
.
1

 

    
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
1
.
2

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
1
.
3

 

      
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
1
.
4

 

  
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
2

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
3

 

  密
封

装
置

 

   吊
上

装
置

 

     固
縛

装
置

 

    圧
 

力
 

  振
 

動
 

  一
般

の
試

験
条

件
 

  熱
的

試
験

 

 温
度

及
び

圧
力

の
要

約
 

   熱
膨

張
 

  応
力

計
算

 

     許
容

応
力

と
の

比
較

 

 水
噴

霧
 

  自
由

落
下

 

脆
化

等
の

低
温

強
度

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

通
常

の
輸

送
時

に
は

開
放

さ
れ

て
は

な
ら

な
い

輸
送

物
の

部
分

(
蓋

及
び

弁
等

)
が

誤
操

作
等

に
よ

り
開

か
れ

な
い

よ
う

に
講

じ
ら
れ

た
措

置
に

つ
い

て
説
明

す
る
。

 

輸
送

物
の

吊
上

装
置

（
ト

ラ
ニ

オ
ン

等
）

及
び

そ
の

付
属

品
の

構
造

解
析

又
は

試
験

に
つ

い
て

説
明

す
る

。

ま
た

、
そ

れ
ら

の
位

置
及

び
構

造
を

示
す

図
面

を
添

付

す
る

。
輸

送
物

表
面

に
お

け
る

吊
上

装
置

の
位

置
に

つ

い
て

説
明

す
る

。
 

輸
送

物
の

固
縛

装
置

の
構

造
解

析
又

は
試

験
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

そ
れ

ら
の

位
置

及
び

構
造

を
示

す
図

面

を
添

付
す

る
。

輸
送

物
表

面
に

お
け

る
固

縛
装

置
に

つ

い
て

説
明

す
る

。
 

輸
送

物
の

外
気

圧
に

よ
る

影
響

に
つ

い
て

説
明

す

る
｡

 

通
常

の
輸

送
時

の
振

動
が

輸
送

物
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

本
節
で

は
一
般

の
試

験
条
件

下
に
お

け
る

輸
送
物

の
 

状
態

を
記

述
す

る
。

 

 

Ａ
.5
.1
.2
～
Ａ
.5
.1
.4
に
要
求
さ
れ
た
計
算
を
行
う
た

め
に
用
い
ら
れ
る
全
圧
力
、
全
温
度
に
つ
い
て
(ﾛ
)章

Ｂ
の

結
果
を
要
約
し
て
記
載
す
る
。
 

定
常

状
態

に
至

る
ま

で
の

熱
膨

張
に

よ
る

周
及

び
軸

方
向

の
変

形
並

び
に
応

力
を

計
算

に
よ

り
説
明

す
る
。

 

温
度

勾
配

、
圧

力
及

び
荷

重
に

よ
る

応
力

を
計

算
に

よ
り

算
定

し
説

明
す

る
。

形
状

及
び

寸
法

を
示

す
図

面

並
び

に
計

算
に

よ
る

説
明

、
並

び
に

各
負

荷
の

繰
り

返

し
（

他
の

負
荷

も
共

存
す

る
と

し
て

評
価

を
行

う
。

）

に
よ

る
疲

労
及

び
変
形

の
解

析
を

記
載

す
る
。

 

Ａ
.
1.
2
の

設
計

基
準

に
従
っ

て
応
力

評
価

を
行
う

。
 

水
の

吹
き

付
け

試
験

の
輸

送
物

に
対

す
る

影
響

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

Ａ
.
5
.
2
の

試
験

に
引

き
続

き
自

由
落

下
し

た
際

の
輸

送
物

に
対

す
る

影
響
に

つ
い

て
説

明
す

る
。
検

討
の
方
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(
a
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b
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(
c
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Ａ

.
5
.
4

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
5

 

   
 

 
Ａ

.
5
.
6

 

       
 
 
 
 
Ａ

.
5
.
7

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
6

 

    解
析

モ
デ

ル
 

       原
型

試
験

 

    モ
デ

ル
試

験
 

    積
み

重
ね

試
験

 

  貫
 

通
 

  角
又

は
縁

落
下

 

      結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

評
価

 

 特
別

の
試

験
条

件
 

法
（

解
析
、
原

型
試

験
及
び
（

又
は
）
モ

デ
ル

試
験
）

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
説

明
は

Ａ
.
6
.
1
に

含
め

て
も

よ

い
。

 

実
物
と
解
析
モ
デ
ル
と
の
違
い
を
比
較
し
、
モ
デ
ル
が

妥
当
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

 

結
果
を
説
明
す
る
計
算
、
落
下
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
吸
収
、

衝
撃
時
の
局
部
変
形
及
び
衝
撃
力
、
強
度
部
材
に
お
け
る

応
力
及
び
歪
に
対
す
る
輸
送
物
の
対
応
性
、
温
度
勾
配
、

熱
膨
張
、
圧
力
及
び
そ
の
他
の
負
荷
の
組
合
せ
に
よ
る
影

響
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

方
法
、
手
順
及
び
落
下
試
験
の
標
的
上
へ
の
輸
送
物
落

下
方
向
を
説
明
す
る
。
収
納
物
の
代
替
物
に
つ
い
て
説
明

す
る
。
衝
撃
に
よ
る
内
部
及
び
外
部
の
損
傷
を
説
明
す
る
。

こ
の
試
験
後
の
輸
送
物
の
状
況
の
写
真
を
添
付
す
る
。

 

寸
法
及
び
材
料
を
示
し
た
図
面
を
添
付
す
る
。
モ
デ
ル

と
原
型
と
に
つ
い
て
違
い
を
量
的
に
比
較
し
、
説
明
す
る
。

縮
尺
率
、
相
似
則
、
衝
撃
速
度
、
落
下
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
最

高
衝
撃
加
速
度
、
最
大
変
形
量
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

積
み
重
ね
試
験
の
輸
送
物
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
説

明
す
る
。

 

貫
通
試
験
の
輸
送
物
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
説
明
す

る
。

 

規
則
及
び
告
示
で
定
め
ら
れ
た
重
量
以
下
の
フ
ァ
イ
バ

ー
板
製
又
は
木
製
の
直
方
体
の
も
の
、
又
は
フ
ァ
イ
バ
ー

板
製
の
円
筒
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
Ａ
.5
.3
、
Ａ
.5
.4

及
び
Ａ
.5
.5
の
試
験
に
用
い
た
供
試
物
と
は
別
個
の
供
試

物
に
よ
る
角
又
は
縁
落
下
し
た
際
の
輸
送
物
に
対
す
る
影

響
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
 

一
般

の
試

験
条

件
下

の
試

験
後

の
輸

送
物

の
状

態
を

要
約

し
て

説
明

す
る

。
 

本
節
で
は
特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
の

 

状
態
を
記
載
す
る
。
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a
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c
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Ａ

.
6
.
1
.
1

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
1
.
2

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
1
.
3

 

    
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
1
.
4

 

    
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
1
.
5

 

 強
度

試
験

・
落

下
試

験
 

 Ⅰ
（

９
ｍ

落
下

時
）

又
 

 は
強

度
試

験
・

落
下

試
 

 験
Ⅲ

（
動

的
圧

漬
時

）
 

  解
析

モ
デ

ル
 

       原
型

試
験

 

     モ
デ

ル
試

験
 

     垂
直

落
下

 

  水
平

落
下

 

  コ
ー

ナ
ー

落
下

 

   傾
斜

落
下

 

   結
果

の
要

約
 

解
析
、
原

型
試

験
及
び
（

又
は
）
モ

デ
ル

試
験
等

に

つ
い

て
説

明
す

る
。
落

下
試

験
の
標

的
の
材

質
、
構

造
、

仕
上

げ
等

に
つ

い
て
説

明
す

る
。
落
下

試
験
Ⅲ

の
場

合

は
落

下
物

の
材

質
、
構

造
、
寸

法
に

つ
い

て
も
説

明
す

る
。

 

実
物
と
解
析
モ
デ
ル
と
の
違
い
を
比
較
し
、
モ
デ
ル

が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

 

結
果
を
証
明
す
る
計
算
、
落
下
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
吸
収
、

衝
撃
時
の
局
部
変
形
及
び
衝
撃
力
、
強
度
部
材
に
お
け

る
応
力
及
び
歪
に
対
す
る
輸
送
物
の
対
応
性
、
温
度
勾

配
、
熱
膨
張
、
圧
力
及
び
そ
の
他
の
負
荷
の
組
合
せ
に

よ
る
影
響
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

方
法
、
手
順
及
び
落
下
試
験
の
標
的
上
へ
の
輸
送
物

落
下
方
向
を
説
明
す
る
。
落
下
試
験
Ⅲ
の
場
合
は
輸
送

物
の
落
下
試
験
台
上
の
姿
勢
を
説
明
す
る
。
収
納
物
の

代
替
物
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
変
形
状
況
等
試
験
結
果

に
つ
い
て
説
明
し
、
写
真
を
添
付
す
る
。

 

寸
法
及
び
材
料
を
示
し
た
図
面
を
添
付
す
る
。
モ
デ

ル
と
原
型
と
に
つ
い
て
違
い
を
量
的
に
比
較
し
、
説
明

す
る
。
縮
尺
率
、
相
似
則
、
衝
撃
速
度
、
落
下
エ
ネ
ル

ギ
ー
、
最
高
衝
撃
加
速
度
、
最
大
変
形
量
等
に
つ
い
て

説
明
す
る
。

 

垂
直
落
下
の
輸
送
物
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
説
明

す
る
。

 

水
平
落
下
の
輸
送
物
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
説
明

す
る
。

 

コ
ー
ナ
ー
落
下
の
輸
送
物
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て

説
明
す
る
（
落
下
点
は
コ
ー
ナ
ー
と
重
心
と
を
結
ぶ
直

線
上
に
あ
る
こ
と
。
）
。
 

試
験
又
は
上
記
Ａ
.6
.1
.
1～

Ａ
.6
.1
.
3の

結
果
に
よ

り
評
価
を
行
う
。
長
尺
の
輸
送
物
の
場
合
は
転
倒
に
よ

る
二
次
衝
撃
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
 

各
落
下
試
験
後
の
輸
送
物
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
す

る
。
各
落
下
方
向
で
の
損
傷
を
要
約
し
て
記
載
し
、
最

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
項
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.
6
.
2

 

        
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
2
.
1

 

     
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
3

 

  
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
3
.
1

 

  
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
3
.
2

 

        
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
3
.
3

 

  
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
4

 

    
 
 
 
 
Ａ

.
6
.
5

 

   
 
 
 
 
Ａ

.
7

 

     
 
 
 
 
Ａ

.
8

 

   強
度

試
験

・
落

下
試

験
 

 Ⅱ
（

１
ｍ

落
下

時
）

 

      結
果

の
要

約
 

    熱
的

試
験

 

 温
度

及
び

圧
力

の
要

約
 

 熱
膨

張
 

       許
容

応
力

と
の

比
較

 

 浸
 
 
漬

 

   結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

評
価

 

 強
化

浸
漬

試
験

 

    放
射

性
収

納
物

 

大
損

傷
の

状
態

と
最

大
損

傷
を

受
け

る
条

件
に

つ
い

て

評
価

す
る

。
 

解
析

、
原

型
試

験
及

び
（

又
は

）
モ

デ
ル

試
験

に
つ

い
て
説
明
す
る
。
落
下
試
験
の
輸
送
物
に
対
す
る
影
響
（
局

部
及
び
全
体
）
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
特
に
密
封
に
必
要

な
弁
等
の
装
置
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
落
下
試
験
台
及
び

そ
の
上
に
直
角
に
固
定
さ
れ
た
丸
棒
の
材
質
、
構
造
、
仕

上
げ
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
試
験
条
件
は
Ａ
.6
.1
.1
～

Ａ
.6
.1
.4
と
同
じ
と
す
る
。
 

落
下

試
験

後
の

輸
送

物
の

状
態

に
つ

い
て

説
明

す

る
。

各
落

下
方

向
で

損
傷

の
要

約
を

記
載

し
、

最
大

損

傷
の

状
態

と
最

大
損

傷
を

受
け

る
条

件
と

に
つ

い
て

評

価
す

る
。

 

熱
的

試
験

は
落

下
試

験
に

続
い

て
行

う
。

 

Ｂ
.
5
.
3
及

び
Ｂ

.
5
.
4
を

要
約

し
て

記
載

す
る

。
 

熱
膨

張
に

よ
る

周
及

び
軸

方
向

の
変

形
及

び
応

力
、
最

大
応

力
並

び
に

火
災

に
よ

る
温

度
勾

配
、
膨

張
差

、
圧

力
並

び
に

そ
の

他
の

機
械

的
負

荷
に

よ
る

応
力

等
を

定
常

状
態

及
び

非
定

常
状

態
に

つ
い

て
、

計
算

に
よ

っ
て

説
明

す
る

。
 

寸
法

及
び

形
状

を
示

し
た

図
面

並
び

に
応

力
計

算
の

結
果

を
示

し
た

図
面

を
添

付
す

る
。

 

Ａ
.
1.

2の
設

計
基
準

に
従
っ

て
応
力

評
価

を
行
う

。
 

輸
送
物
が
規
則
及
び
告
示
で
定
め
ら
れ
た
水
頭
下
又
は

外
圧
を
受
け
て
も
内
容
物
の
損
傷
が
な
い
こ
と
を
試
験
又

は
解
析
に
よ
り
示
し
､そ

れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
｡ 

特
別

の
試

験
条

件
下

の
試

験
後

の
輸

送
物

の
安

全
性

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

Ａ
２
値

の
十

万
倍

を
超

え
る

量
の

放
射

能
を

有
す

る

核
燃

料
輸

送
物

に
つ

い
て

は
、

規
則

及
び

告
示

で
定

め

ら
れ

た
水

頭
下

に
対

し
て

密
封

装
置

の
破

損
の

な
い

こ

と
を

評
価

す
る

。
 

放
射

性
収

納
物

に
関

す
る

構
造

設
計

及
び

模
擬

供
試

体
に
よ
る

試
験

あ
る
い

は
解

析
の
結

果
を

記
載

す
る
。
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1
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4
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1
.
1

 

     
 
 
 
 
Ｂ
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4
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1
.
2

 

 核
分

裂
性

輸
送

物
 

   核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
 

 る
一

般
の

試
験

条
件

 

    核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
 

 る
特

別
の

試
験

条
件

 

    熱
解

析
 

 概
 

要
 

    材
料

の
熱

的
性

質
 

 構
成

要
素

の
仕

様
 

   一
般

の
試

験
条

件
 

   熱
解

析
モ

デ
ル

 

 解
析

モ
デ

ル
 

    試
験

モ
デ

ル
 

本
節

で
は

輸
送

物
が

規
則

及
び

告
示

に
定

め
る

核
分

裂
性

輸
送

物
の

技
術

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

す

る
。

 

核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
る

一
般

の
試

験
条

件
下

の
試

験
手

順
を

説
明

し
、

損
傷

の
評

価
方

法
及

び
結

果
に

つ

い
て

記
載

す
る

。
 

(
ﾛ
)
章

Ｅ
の

臨
界

解
析

に
影

響
す

る
形

状
変

化
等

に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
る

特
別

の
試

験
条

件
下

の
試

験
手

順
を

説
明

し
、

損
傷

の
評

価
方

法
及

び
結

果
に

つ

い
て

記
載

す
る

。
 

(
ﾛ
)
章

Ｅ
の

臨
界

解
析

に
影

響
す

る
形

状
変

化
等

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

 

輸
送

物
の

熱
設

計
に

つ
い

て
説

明
し

、
一

般
の

試
験

条
件

下
及

び
特

別
の

試
験

条
件

下
に

お
け

る
輸

送
物

の

熱
解

析
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

補
助

冷
却

シ
ス

テ
ム

及

び
膨

張
タ

ン
ク

等
の
取

扱
い

方
法

を
記

載
す
る

。
 

材
料
の

熱
的
性

質
に

つ
い
て

記
載
す

る
。

 

弁
、
安
全
弁
及
び
ガ
ス
ケ
ッ
ト
の
最
大
使
用
圧
力
及
び

最
高
使
用
温
度
並
び
に
熱
絶
縁
及
び
塗
装
等
の
仕
様
に
つ

い
て
説
明
す
る
。

 

本
節

で
は

輸
送

物
が

一
般

の
試

験
条

件
下

に
お

い

て
、

規
則

及
び

告
示

に
定

め
る

技
術

基
準

を
満

足
す

る

こ
と

を
説

明
す

る
。

 

 

ガ
ス
ケ
ッ
ト
、
弁
、
収
納
物
及
び
輸
送
容
器
全
体
の
熱

解
析
モ
デ
ル
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
実
物
と
モ
デ
ル
と
の

違
い
を
説
明
し
、
解
析
に
当
た
っ
て
妥
当
な
モ
デ
ル
で
あ

る
こ
と
を
説
明
す
る
。

 

ガ
ス
ケ
ッ
ト
及
び
弁
等
の
密
封
装
置
の
温
度
記
録
も
併

せ
て
記
載
す
る
。
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.
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Ｂ
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5
.
1
.
1

 

     
 
 
 
 
Ｂ

.
5
.
1
.
2

 

 最
高

温
度

 

   最
低

温
度

 

       最
大

内
圧

 

      最
大

熱
応

力
 

  結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

評
価

 

     特
別

の
試

験
条

件
 

  熱
解

析
モ

デ
ル

 

 解
析

モ
デ

ル
 

    試
験

モ
デ

ル
 

収
納

物
、

密
封

装
置

、
遮

蔽
材

、
ガ

ス
ケ

ッ
ト

を
含

む
一

般
の

試
験

条
件

下
の

最
高

温
度

分
布

等
を

説
明

す

る
。

 

輸
送
物
の
最
低
温
度
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
本
評
価
に

お
い
て
輸
送
さ
れ
る
収
納
物
の
最
低
崩
壊
熱
量
を
考
慮
す

る
。

 

ガ
ス
ケ
ッ
ト
及
び
弁
等
の
主
要
な
機
器
の
温
度
を
記
載

す
る
。

 

た
だ
し
､安

全
の
た
め
に
崩
壊
熱
量
が
必
要
な
場
合
は
､

そ
の
崩
壊
熱
量
を
記
載
す
る
。

 

一
般
の
試
験
条
件
下
の
最
大
の
内
圧
又
は
最
大
崩
壊
熱

量
と
の
関
係
を
説
明
す
る
。

 

相
変
化
、
気
体
の
発
生
、
化
学
的
分
解
、
液
体
の
膨
張
、

圧
縮
の
効
果
等
を
考
慮
す
る
。
輸
送
中
に
燃
料
棒
の
破
損

が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
る
圧
力
の

上
昇
を
考
慮
す
る
。

 

一
般
の
試
験
条
件
下
の
最
大
熱
応
力
及
び
そ
の
条
件
を

説
明
す
る
｡温

度
分
布
の
一
覧
も
併
せ
て
記
載
す
る
｡ 

熱
解

析
又

は
試

験
結

果
に

基
づ

い
て

、
一

般
の

試
験

条
件

下
に

お
け

る
輸

送
物

の
性

能
を

補
助

冷
却

系
を

含

め
て

評
価

す
る

。
本

評
価

に
お

い
て

は
、

最
高

か
ら

最

低
に

至
る

環
境

温
度

及
び

崩
壊

熱
量

の
範

囲
を

考
慮

す

る
。

そ
れ

ら
の

結
果

を
輸

送
容

器
の

許
容

条
件

と
比

較

し
て
説
明

す
る

。
 

本
節
で
は
特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
の
状

態
を
記
載
す
る
。

 

 

ガ
ス
ケ
ッ
ト
、
弁
、
収
納
物
及
び
輸
送
容
器
全
体
の
熱

解
析
モ
デ
ル
を
説
明
す
る
。

 

実
物
と
モ
デ
ル
と
の
違
い
を
説
明
し
、
解
析
に
当
た
っ

て
妥
当
な
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

 

試
験
項
目
及
び
方
法
並
び
に
試
験
結
果
及
び
熱
的
条
件

に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

ガ
ス
ケ
ッ
ト
及
び
弁
等
の
密
封
装
置
の
温
度
記
録
も
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ﾛ
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Ｃ
 

  
 
 
 
 
Ｃ

.
1

 

    
 

 
Ｃ

.
2

 

  
 
 
 
 
Ｃ

.
2
.
1

 

  輸
送

物
の

評
価

条
件

 

     輸
送

物
温

度
 

     最
大

内
圧

 

       最
大

熱
応

力
 

  結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

評
価

 

      密
封

解
析

 

 概
 

要
 

   密
封

装
置

 

 密
封

装
置

 

併
せ

て
記

載
す

る
。

 

強
度
試
験
に
よ
り
生
ず
る
輸
送
物
の
主
要
な
損
傷
に
つ

い
て
記
載
す
る
。
本
評
価
に
お
い
て
は
熱
的
観
点
か
ら
輸

送
物

が
最

大
損

傷
を

受
け

る
条

件
及

び
理

由
を

説
明

す

る
。
こ
れ
に
よ
る
輸
送
物
の
熱
的
性
能
に
対
す
る
影
響
を

評
価
す
る
。

 

熱
解

析
又

は
試

験
に

お
け

る
温

度
変

化
を

記
載

す

る
。

収
納

物
、

中
性

子
吸

収
材

、
ガ

ス
ケ

ッ
ト

、
弁

及

び
鉛

の
遮

蔽
材

等
の

安
全

評
価

に
重

要
な

部
分

の
温

度

を
記

載
す

る
。

温
度

変
化

は
、

温
度

が
最

高
に

達
し

、

低
下

し
始

め
る

ま
で

の
温

度
を

明
示

す
る

。
 

耐
火
試
験
中
及
び
冷
却
中
で
の
最
大
内
圧
を
記
載
す
る

（
輸
送
中
の
燃
料
棒
等
の
損
傷
に
よ
る
圧
力
の
増
加
を
考

慮
す
る
。
）
。

 

圧
力
計
算
に
用
い
た
条
件
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
化

学
反
応
又
は
相
変
化
が
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
反
応
の
機
構
、
反
応
物
及
び
生
成
物
に
つ

い
て
記
載
す
る
。

 

耐
火
試
験
及
び
そ
の
後
の
冷
却
中
に
お
け
る
温
度
変
化

及
び
最
大
熱
応
力
を
記
載
す
る
。

 

熱
解

析
又

は
試

験
結

果
に

基
づ

い
て

、
特

別
の

試
験

条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
の
性
能
を
補
助
冷
却
系
を
含
め

て
評
価
す
る
。
そ
の
結
果
と
輸
送
物
構
成
部
品
の
許
容
温

度
及
び
圧
力
と
を
比
較
す
る
。
熱
解
析
又
は
試
験
結
果
に

基
づ
い
て
輸
送
物
の
損
傷
を
評
価
す
る
。
こ
の
評
価
に
お

い
て
は
構
造
の
損
傷
、
密
封
装
置
の
破
損
及
び
遮
蔽
性
能

の
低
下
も
考
慮
す
る
。

 

 

輸
送
物
の
密
封
設
計
に
つ
い
て
説
明
し
、
一
般
の
試
験

条
件
下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
の
密

封
解
析
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

 

密
封

装
置

の
構

造
及

び
設

計
仕

様
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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.
4

 

      
 
 
 
 
Ｃ

.
4
.
1

 

    
 
 
 
 
Ｃ

.
4
.
2

 

 密
封

装
置

の
貫

通
部

 

  密
封

装
置

の
ガ

ス
ケ

ッ
 

 ト
及

び
溶

接
部

 

  蓋
 

   一
般

の
試

験
条

件
 

     放
射

性
物

質
の

漏
え

い
 

  密
封

装
置

の
加

圧
 

   冷
却

材
汚

染
 

  冷
却

材
損

失
 

   特
別

の
試

験
条

件
 

     核
分

裂
生

成
ガ

ス
 

   放
射

性
物

質
の

漏
え

い
 

密
封

装
置

の
貫

通
部

及
び

そ
の

機
能

的
仕

様
を

全
て

を
記
載
す

る
。

 

密
封
装
置
に
影
響
を
及
ぼ
す
ガ
ス
ケ
ッ
ト
及
び
溶
接
部

並
び
に
こ
れ
ら
の
密
封
性
に
つ
い
て
温
度
、
圧
力
等
を
考

慮
の
上
記
載
す
る
。

 

密
封
容
器
に
用
い
ら
れ
る
蓋
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
一

般
の
試
験
条
件
下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
い
て
、

密
封
性
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
機
構
を
記
載
す
る
。

 

本
節

で
は

輸
送

物
が

一
般

の
試

験
条

件
下

に
お

い

て
、

規
則

及
び

告
示

に
定

め
る

技
術

基
準

を
満

足
す

る

こ
と

を
説

明
す

る
。

ま
た

、
一

般
の

試
験

条
件

下
に

お

け
る

密
封

性
を

説
明

す
る

た
め

に
、

(
ﾛ
)
章

Ａ
及

び
(
ﾛ
)

章
Ｂ

の
結

果
を

要
約

し
て

記
載

す
る

。
 

密
封
装
置
等
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
基
準
値

以
下
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

 

密
封
装
置
内
で
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
全
て
の
気
体

の
混
合
物
を
記
載
す
る
。
こ
れ
ら
が
輸
送
物
の
密
封
性
を

損
な
わ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
。

 

放
射
性
物
質
に
よ
る
冷
却
材
の
汚
染
に
つ
い
て
評
価
す

る
。

 

冷
却

材
の

損
失

が
な

い
こ

と
を

示
す

。
 

密
封
装
置
か
ら
直
接
大
気
へ
気
体
を
放
出
す
る
ベ
ン
ト

（
通
気
孔
）
が
な
い
こ
と
を
示
す
。

 

本
節

で
は

輸
送

物
が

特
別

の
試

験
条

件
下

に
お

い

て
、

規
則

及
び

告
示

に
定

め
る

技
術

基
準

を
満

足
す

る

こ
と

を
説

明
す

る
。

ま
た

、
特

別
の

試
験

条
件

下
に

お

け
る

密
封

性
を

説
明

す
る

た
め

に
、

(
ﾛ
)
章

Ａ
及

び
(
ﾛ
)

章
Ｂ

の
結

果
を

要
約

し
て

記
載

す
る

。
 

特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
い
て
、
密
封
装
置
か
ら
放
出

さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
核
分
裂
生
成
ガ
ス
の
最
大
量
を
記

載
す
る
。

 

密
封
装
置
等
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
基
準
値

以
下
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
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Ｄ
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1

 

        
 
 
 
 
Ｄ
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2
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Ｄ

.
3

 

  
 
 
 
 
Ｄ

.
3
.
1

 

         
 
 
 
 
Ｄ

.
3
.
2

 

 結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

評
価

 

  遮
蔽

解
析

 

 概
 

要
 

   線
源

仕
様

 

  ガ
ン

マ
線

源
 

       中
性

子
源

 

     モ
デ

ル
仕

様
 

 解
析

モ
デ

ル
 

        解
析

モ
デ

ル
各

領
域

に
 

 お
け

る
原

子
個

数
密

度
 

一
般

の
試

験
条

件
下

及
び

特
別

の
試

験
条

件
下

に
お

け
る

密
封

解
析

又
は

試
験

の
結

果
を

要
約

し
、

輸
送

物

の
密

封
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

。
 

 

輸
送
物
の
遮
蔽
設
計
に
つ
い
て
説
明
し
、
一
般
の
試
験

条
件
下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
の
遮

蔽
解
析
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

遮
蔽
解
析
に
用
い
る
収
納
物
の
ガ
ン
マ
線
源
及
び
中
性

子
源
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

収
納
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
主
な
核
種

ご
と
の
放
射
能
の
量
及
び
全
核
種
の
放
射
能
の
合
計
値
を

記
載
し
、
ガ
ン
マ
線
源
強
度
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル

を
表
に
す
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
を
求
め
る
た
め

に
用
い
た
手
法
及
び
条
件
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
ま
た
、

照
射
履
歴
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

放
射
化
線
源
強
度
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
。

 

中
性
子
を
発
生
す
る
反
応
に
つ
い
て
記
載
し
、
中
性
子

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
を
表
に
す
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

ス
ペ
ク
ト
ル
を
求
め
る
た
め
に
用
い
た
手
法
及
び
条
件
に

つ
い
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
照
射
履
歴
及
び
中
性
子
実
効

増
倍
率
の
計
算
方
法
及
び
条
件
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

 通
常
輸
送
時
、
一
般
の
試
験
条
件
下
及
び
特
別
の
試
験

条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
に
つ
い
て
、
実
物
と
解
析
モ
デ

ル
と
の
違
い
を
比
較
し
、
モ
デ
ル
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を

説
明
す
る
（
モ
デ
ル
図
を
添
付
す
る
。
）
。
各
試
験
条
件

の
モ
デ
ル
の
差
異
を
記
載
す
る
。

 

ま
た
、
放
射
線
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
の
発
生
が
予
測
さ
れ

る
場
合
に
は
､そ

の
部
位
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
影
響
を

評
価
す
る
。

 

各
解

析
モ

デ
ル

に
つ

い
て

、
領

域
ご

と
に

遮
蔽

材
等

の
密

度
、

原
子

個
数

密
度

及
び

各
領

域
を

構
成

す
る

物

質
の

体
積

比
を

表
に
示

す
。

密
度

及
び

原
子
個

数
密
度
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Ｅ
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2

 

  
 
 
 
 
Ｅ

.
2
.
1

 

  遮
蔽

評
価

 

           結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

 評
価

 

     臨
界

解
析

 

 概
 

要
 

        解
析

対
象

 

 収
納

物
 

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
温

度
を

考
慮

す
る

。
 

通
常
輸
送
時
、
一
般
の
試
験
条
件
下
及
び
特
別
の
試
験

条
件
下
に
お
け
る
輸
送
物
に
つ
い
て
､
各
解
析
モ
デ
ル
ご

と
に
ガ
ン
マ
線
量
当
量
率
（
二
次
ガ
ン
マ
線
を
含
む
。
）

及
び
中
性
子
線
量
当
量
率
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
算
出

に
用
い
ら
れ
た
手
法
及
び
条
件
（
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
定

数
、
各
デ
ー
タ
等
）
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

実
測
に
よ
る
線
量
当
量
率
を
用
い
る
場
合
に
は
、
測
定

器
、
測
定
精
度
、
測
定
条
件
等
を
説
明
す
る
。

 

な
お
、
一
般
の
試
験
条
件
下
に
お
い
て
は
輸
送
物
表
面

に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
著
し
く
増
加
し
な
い
こ
と

を
説
明
す
る
。

 

輸
送

容
器

の
重

要
な

遮
蔽

設
計

の
特

性
及

び
遮

蔽
評

価
の

解
析

結
果

を
各

試
験

条
件

ご
と

に
整

理
し

て
表

で

記
載

し
、

輸
送

物
が

通
常

輸
送

時
、

一
般

の
試

験
条

件

下
及

び
特

別
の

試
験

条
件

下
に

お
い

て
、

規
則

及
び

告

示
に

定
め

る
技

術
基

準
を

満
足

す
る

こ
と

を
説

明
す

る
。

 

 輸
送

物
の

臨
界

安
全

設
計

に
つ

い
て

説
明

し
、
規

則
及

び
告

示
に

定
め

る
通

常
輸

送
時

に
お

け
る

輸

送
物

、
孤

立
系

に
お

け
る

輸
送

物
並

び
に

核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
る

一
般

の
試

験
条

件
下

及
び

特
別

の

試
験

条
件

下
に

お
け

る
孤

立
系

及
び

配
列

系
の

輸

送
物

に
つ

い
て

、
解

析
条

件
及

び
臨

界
解

析
の

方
法

（
使

用
し

た
計

算
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
）
及

び
そ

の
評

価

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

核
燃
料
物
質
の
装
荷
量
、
ウ
ラ
ン
濃
縮
度
、
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
富
化
度
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
同
位
体
組
成
、
核
分
裂
性

物
質
の
量
、
燃
焼
度
、
被
覆
材
、
可
燃
性
毒
物
等
を
記
載

す
る
と
と
も
に
、
通
常
輸
送
時
並
び
に
核
分
裂
性
輸
送
物

に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
で

得
ら
れ
た
収
納
物
の
形
状
、
性
質
の
変
化
等
を
説
明
す
る
。 
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 輸
送

容
器

 

   中
性

子
吸

収
材

 

     モ
デ

ル
仕

様
 

 解
析

モ
デ

ル
 

       解
析

モ
デ

ル
各

領
域

に
 

 お
け

る
原

子
個

数
密

度
 

  未
臨

界
評

価
 

 計
算

条
件

 

  輸
送

物
へ

の
水

の
浸

入
 

 等
 

   計
算

方
法

 

       計
算

結
果

 

通
常

輸
送

時
並

び
に

核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
る

一
般

の
試

験
条

件
下

及
び

特
別

の
試

験
条

件
下

の
輸

送
容

器
の

形
状

、
材

料
の
種

類
及

び
形
状

等
に

つ
い

て
記

載

す
る

。
 

種
類
、
量
、
成
分
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
通
常
輸
送

時
並
び
に
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
の
輸
送
物
に
お
け
る
中
性

子
吸
収
材
の
形
状
、
性
質
の
変
化
等
に
つ
い
て
記
載
す

る
。

 

 通
常
輸
送
時
並
び
に
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般

の
試
験
条
件
下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
の
輸
送
物
に

つ
い
て
実
物
と
モ
デ
ル
と
の
違
い
を
比
較
し
、
モ
デ
ル

が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
（
寸
法
､形

状
､
領
域

の
反
射
条
件
等
を
明
ら
か
に
し
た
モ
デ
ル
図
を
添
付
す

る
。
）
。

 

各
解
析

モ
デ
ル

に
つ

い
て
、
領

域
ご

と
に

材
料
の

密

度
、
原
子
個
数
密
度
及
び
領
域
の
体
積
比
を
表
に
示
す
。 

そ
の

際
、
解

析
す

る
場

合
の

温
度

を
考

慮
す

る
。

 

 

収
納
物
、
輸
送
容
器
及
び
中
性
子
吸
収
材
の
モ
デ
ル

化
が
、
臨
界
解
析
上
安
全
側
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。 

輸
送

物
へ

の
水

の
浸

入
又

は
輸

送
物

か
ら

の
水

の

漏
出

、
輸

送
物

の
配
列

変
化

に
よ
る

接
近
、
収

納
物

の

再
配

列
、
水
（

又
は
雪

）
中

へ
の
浸

漬
、
温
度

変
化

等

の
核

的
安

全
に

与
え
る

影
響

に
つ

い
て

記
載
す

る
。
 

通
常
輸
送
時
に
お
け
る
輸
送
物
、
孤
立
系
に
お
け
る

輸
送
物
並
び
に
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験

条
件
下
及
び
特
別
の
試
験
条
件
下
に
お
け
る
孤
立
系
及

び
配
列
系
の
輸
送
物
に
つ
い
て
、
中
性
子
実
効
増
倍
率

の
計
算
に
用
い
ら
れ
た
方
法
、
条
件
を
記
載
す
る
。

 

中
性
子
毒
物
の
存
在
及
び
分
布
を
確
認
す
る
た
め
の

実
験
が
行
わ
れ
た
場
合
は
､そ

れ
に
つ
い
て
記
載
す
る
｡ 

通
常
輸

送
時
に

お
け

る
輸
送

物
、
孤

立
系

に
お
け

る
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   (
ﾊ
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     (
ﾊ
)
－

Ｂ
 

       (
ﾊ
)
－

Ｃ
 

   

         ベ
ン

チ
マ

ー
ク

試
験

 

  結
果

の
要

約
及

び
そ

の
 

 評
価

 

 規
則

及
び

告
示

に
対

す
 

 る
適

合
性

の
評

価
 

    品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
 

 基
本

方
針

 

  品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
 

 ス
テ

ム
 

    申
請

者
の

責
任

 

       
教

育
・

訓
練

 

  

輸
送

物
並

び
に

核
分

裂
性

輸
送

物
に

係
る

一
般

の
試

験

条
件

下
及

び
特

別
の

試
験

条
件

下
に

お
け

る
孤

立
系

及

び
配

列
系

の
輸

送
物

に
つ

い
て

、
各

試
験

条
件

ご
と

に

算
出

さ
れ

た
中

性
子

実
効

増
倍

率
を

表
に

整
理

し
て

示

す
。

た
だ

し
、

上
記

条
件

の
う

ち
、

中
性

子
実

効
増

倍

率
を

最
も

高
く

評
価

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
条

件
が

あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

理
由

を
明

示
し

た
上

で
当

該
条

件

で
代

表
さ

せ
て

も
よ

い
。

 

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
試
験
及
び
そ
の
解
析
結
果
を
示
し
、
計

算
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
精
度
を
評
価
す
る
。

 

輸
送

容
器

の
重

要
な

臨
界

安
全

上
の

設
計

の
特

性
及

び
臨
界
解

析
結

果
を
記

載
し

､未
臨
界

性
を

評
価
す

る
｡ 

輸
送

物
の

設
計

が
規

則
及

び
告

示
に

定
め

る
技

術
基

準
に

合
致

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

各
条

文

ご
と

に
表

（
別

表
１

参
照

）
を

作
成

す
る

。
ま

た
、

該

当
し

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
「

該
当

な
し

」
と

明
記

す

る
こ
と
。

 

申
請

者
に

よ
る

核
燃

料
輸

送
物

の
設

計
、

製
作

、
取

扱
い

、
保

守
等

全
般

的
な

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
基

本

方
針

を
記

載
す

る
。

 

核
燃

料
輸

送
物

の
設

計
、
製

作
、
取

扱
い

、
保

守

等
全

般
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

説

明
す

る
。

説
明

に
は

、
品

質
方

針
並

び
に

品
質

目
標

、

品
質

マ
ニ

ュ
ア

ル
及

び
品

質
管

理
計

画
書

の
策

定
に

つ

い
て
の
記

載
を

含
む
こ

と
。

 

品
質
に
対
す
る
最
高
責
任
者
の
責
務
を
含
む
品
質
方
針

を
定
め
る
こ
と
。

 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
遂
行
に
係
る
申
請
者
、

容
器
製
造
者
等
の
組
織
に
つ
い
て
責
任
体
制
を
明
ら
か
に

し
た
図
を
用
い
て
記
載
す
る
。
ま
た
、
要
員
及
び
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
管
理
責
任
者
に
つ
い
て
も
記
載

す
る
。

 

要
員

に
対

す
る

教
育

・
訓

練
の

計
画

に
つ

い
て

記
載

す
る
。
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 設
計

管
理

 

  輸
送

容
器

の
製

造
発

注
 

       取
扱

い
及

び
保

守
 

   輸
送

容
器

の
保

守
及

び
 

 核
燃

料
輸

送
物

の
取

扱
 

 い
方

法
 

 輸
送

物
の

取
扱

い
方

法
 

 装
荷

方
法

 

       輸
送

物
の

発
送

前
検

査
 

  取
出

し
方

法
 

  空
容

器
の

準
備

 

   保
守

条
件

 

 

核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
が
要
求
事
項
に
適
合
す
る
こ
と

を
確
実
に
す
る
た
め
に
実
施
す
る
設
計
管
理
に
つ
い
て
記

載
す
る
。

 

次
の

事
項

を
含

め
た

申
請

者
に

よ
る

輸
送

容
器

の
製

作
に

係
る

品
質

管
理

の
方

針
を

記
載

す
る

。
 

①
容

器
製

造
者

の
評

価
 

②
容

器
製

造
者

へ
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

要

求
事

項
 

③
輸

送
容

器
の

製
作

に
係

る
検

査
及

び
品

質
監

査
に

よ

る
検
証

 

核
燃
料
輸
送
物
の
発
送
前
検
査
、
輸
送
容
器
の
保
守
の

品
質
管
理
に
係
る
方
針
及
び
輸
送
容
器
管
理
方
法
に
つ
い

て
記
載
す
る
。

 

輸
送

物
の

安
全

設
計

に
合

致
し

た
標

準
的

な
取

扱
い

方
法

に
つ

い
て

記
述

す
る

と
と

も
に

、
保

守
条

件
を

記

載
す

る
。

 

 

収
納
物
装
荷
の
検
査
、
試
験
及
び
特
別
な
準
備
を
記
載

す
る
。
ま
た
、
ク
レ
ー
ン
等
の
操
作
機
器
に
つ
い
て
も
記

載
す
る
。
遮
蔽
水
、
冷
却
材
等
の
液
体
が
仕
様
に
従
っ
て

容
器
に
充
塡
さ
れ
る
こ
と
を
記
載
す
る
。

 

乾
式
に
設
計
さ
れ
て
い
る
輸
送
容
器
内
空
間
の
残
留
蒸

気
の

除
去

の
方

法
及

び
そ

の
有

効
性

に
つ

い
て

説
明

す

る
。

 

輸
送
物
の
発
送
の
都
度
行
う
試
験
及
び
検
査
に
つ
い
て

記
載
す
る
。

 

収
納
物
の
取
出
し
の
方
法
及
び
安
全
上
必
要
な
措
置
等

に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

検
査
、
試
験
及
び
特
別
な
準
備
（
密
封
、
不
注
意
な
汚

染
の
拡
大
防
止
等
、
次
の
輸
送
に
差
し
支
え
な
い
よ
う
な

準
備
、
残
留
蒸
気
の
凍
結
等
の
考
慮
）
を
記
載
す
る
。

 

輸
送

容
器

の
仕

様
を

長
期

に
わ

た
っ

て
保

証
で

き
る

保
守

条
件

に
つ

い
て
記

載
す

る
。

定
期

検
査
、

部
品
取
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2
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.
1
3

 

  (
ﾎ
)
章

 

   参
考

 

     外
観

検
査

 

 耐
圧

検
査

 

  気
密

漏
え

い
検

査
 

 遮
蔽

検
査

 

   未
臨

界
検

査
 

  熱
検

査
 

 吊
上

検
査

 

 作
動

確
認

検
査

 

 補
助

系
の

保
守

 

   密
封

装
置

の
弁

、
ガ

ス
 

 ケ
ッ

ト
等

の
保

守
 

  輸
送

容
器

の
保

管
 

  記
録

の
保

管
 

  そ
の

他
 

  安
全

設
計

及
び

安
全

輸
 

 送
に

関
す

る
特

記
事

項
 

  輸
送

容
器

の
製

作
の

方
 

 法
の

概
要

に
関

す
る

説
 

 明
 

替
え
の
頻
度
、
容
器
の
補
助
系
の
取
替
え
、
修
理
基
準
及
び

保
守
記
録
の
各
項
目
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

 検
査

の
方

法
、

頻
度

等
に

つ
い

て
説

明
す

る
｡
 

検
査

の
頻

度
、
計

装
及

び
精

度
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

同
 

上
 

遮
蔽

性
能

に
関

し
て

は
、

定
期

的
検

査
計

画
を

記
載

す
る

。
ガ

ン
マ

線
及

び
中

性
子

の
両

者
に

つ
い

て
考

慮

す
る
。

 

中
性

子
吸

収
材

等
に

つ
い

て
健

全
性

を
確

認
す

る
方

法
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

検
査

の
方

法
、

頻
度

等
に

つ
い

て
説

明
す

る
｡

 

同
 

上
 

同
 

上
 

付
属
冷
却
シ
ス
テ
ム
、
中
性
子
遮
蔽
タ
ン
ク
及
び
そ
の

他
全
体
に
影
響
を
与
え
る
補
助
系
の
検
査
及
び
取
替
え
計

画
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

構
成

部
品

の
取

替
え

計
画

と
そ

の
検

査
の

方
法

を
記

載
す

る
。

実
証

テ
ス

ト
及

び
製

作
デ

ー
タ

に
基

づ
い

て

検
討

の
上

記
載

す
る

。
 

保
管
時
の
管
理
並
び
に
保
管
終
了
後
の
検
査
及
び
保
守

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

製
作

時
検

査
記

録
、

定
期

検
査

記
録

等
の

保
管

に
つ

い
て
説
明

す
る

。
 

構
成
部
品
及
び
補
助
系
に
つ
い
て
定
期
的
に
行
う
追
加

検
査
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

そ
の
他
、
(ｲ
)章

～
(ﾆ
)章

に
該
当
し
な
い
安
全
設
計
及

び
安

全
輸

送
に

関
す

る
特

記
す

べ
き

事
項

が
あ

れ
ば

特

記
す

る
。

 

輸
送

容
器

の
製

作
方

法
及

び
試

験
並

び
に

検
査

方
法

法
の
概
要

に
つ

い
て
記

載
す

る
。
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３
．

輸
送

容
器

の
製

作
の

方
法

に
関

す
る

説
明

書
（

規
則

第
１

９
条

第
１

項
第

３
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項
第

 

３
号

）
 

   
 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容
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ｲ
)
章
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ｲ
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Ｂ
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．
１

 

       
 
 
 
 
Ｂ

．
２

 

  
 
 
 
 
Ｂ

．
３

 

     
 
 
 
 
Ｂ

．
４

 

      
 
 
 
 
Ｂ

．
５

 

     
 
 
 
 
Ｂ

．
６

 

 輸
送

容
器

の
製

作
方

法
 

    概
 

要
 

    材
料

の
説

明
 

 板
材

料
 

      管
材

類
 

 鍛
造

品
及

び
ボ

ル
ト

・
 

 ナ
ッ

ト
類

 

   溶
接

用
電

極
・

棒
・

ワ
 

 イ
ヤ

 

    特
殊

材
料

 

    ミ
ル

シ
ー

ト
 

２
．
で
記
載
さ
れ
た
設
計
条
件
ど
お
り
に
製
作
さ
れ
る
こ
と

を
説
明
す
る
。
特
に
、
新
し
い
技
術
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
の

場
合
に
つ
い
て
は
、
製
造
方
法
及
び
施
工
方
法
に
つ
い
て
詳

細
に
記
載
す
る
。

 

製
作
方
法
に
つ
い
て
全
体
の
流
れ
図
に
よ
り
概
括
的
に
記

載
し
、
製
作
内
容
を
分
解
し
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ

い
て
製
作
工
程
及
び
手
順
を
説
明
し
、
次
章
以
降
に
述
べ
ら

れ
る
内
容
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

 

適
用
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
、
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｍ
等
）
に
つ
い
て
述
べ
、

か
つ
、
材
料
に
要
求
さ
れ
る
強
度
、
腐
食
性
等
に
つ
い
て
記

載
し
、
材
料
が
使
用
条
件
を
十
分
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
及
び
材
料
が
溶
接
、
曲
げ
、
穴
開
け
等
の
製
作
方
法
に
対

し
て
も
特
性
を
失
う
こ
と
な
く
加
工
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説

明
す
る
。

 

同
 

上
 

適
用
規

格
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ

、
Ａ
Ｓ

Ｔ
Ｍ
等

）
に

つ
い
て

述
べ
、

か
つ

、
材

料
に

要
求
さ

れ
る

強
度

、
腐

食
性
等

に
つ
い

て
記

載
し

、
材

料
が
使

用
条
件

を
十

分
満
足

す
る

も
の

で
あ
る

こ

と
を

説
明

す
る

。
 

適
用
規

格
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ

、
Ａ
Ｓ

Ｔ
Ｍ
等

）
に

つ
い
て

述
べ
、

か
つ
、
材
料
に
要
求
さ
れ
る
強
度
、
腐
食
性
等
に
つ
い
て
記

載
し
、
材
料
が
使
用
条
件
を
十
分
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
及

び
母

材
と

の
溶

接
性

が
良

好
で

あ
る

こ
と

を
説

明
す

る
。

 

鉛
及
び
そ
の
合
金
、
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
合
金
等
の
遮
蔽
材

料
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
ボ
ロ
ン
及
び
そ
れ
ら
の
合
金
の
臨
界
制

御
材
料
、
各
種
複
合
材
料
等
の
安
全
上
の
重
要
度
が
高
く
、

公
的
な
規
格
が
な
い
特
殊
材
料
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

材
料

の
ミ

ル
シ

ー
ト

の
記

載
内

容
等

に
つ

い
て

説
明

す

る
。
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ｲ
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－

Ｄ
 

  (
ｲ
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－

Ｅ
 

  (
ｲ
)
－

Ｆ
 

 材
料

の
欠

陥
部

の
修

理
 

  材
料

の
切

断
 

   材
料

の
成

型
 

  溶
 

接
 

 溶
接

方
法

及
び

材
料

 

    溶
接

機
の

管
理

及
び

溶
 

 接
士

資
格

 

 溶
接

の
主

要
事

項
に

関
 

 す
る

説
明

 

   溶
接

欠
陥

の
修

理
 

  溶
接

後
の

熱
処

理
 

 特
殊

溶
接

 

  溶
接

の
施

工
管

理
、

そ
 

 の
他

 

  遮
蔽

体
の

製
作

法
 

  弁
等

の
付

属
機

器
の

製
 

 作
法

 

 組
立

等
そ

の
他

の
製

作
 

 法
 

規
格
等
で
規
定
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
の
小
欠
陥
の
修

理
及
び
そ
の
基
準
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

ガ
ス
切
断
、
プ
ラ
ズ
マ
切
断
、
機
械
的
切
断
等
の
材
料

切
断

方
法

及
び

切
断

部
の

処
置

方
法

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

プ
レ
ス
等
材
料
成
型
に
関
す
る
各
種
方
法
に
つ
い
て
説

明
す
る
。

 

 

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
－
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
－

炭
素
鋼
、
炭
素
鋼
－
炭
素
鋼
等
の
各
種
材
料
の
組
合
せ
に

お
け
る
溶
接
方
法
を
分
類
の
上
、
そ
れ
ら
の
溶
接
方
法
、

溶
接
材
料
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

適
用
規
格
及
び
資
格
等
を
引
用
の
上
、
溶
接
機
の
管
理

及
び

溶
接

士
の

資
格

を
説

明
す

る
。

 

１
）
最
高
使
用
温
度
、
２
）
開
先
等
の
主
要
寸
法
、
形
状
、

３
）
溶
接
表
面
の
洗
浄
、
４
）
溶
接
後
の
溶
接
位
置
の
許

容
範
囲
、
５
）
溶
接
部
の
仕
上
げ
（
事
後
）
等
の
溶
接
の

主
要
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

割
れ
、
ピ
ン
ホ
ー
ル
、
溶
け
込
み
不
良
等
の
溶
接
欠
陥

に
関
し
て
許
容
さ
れ
る
修
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

溶
接

後
の

熱
処

理
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

特
殊
溶
接
（
圧
接
、
ろ
う
付
け
等
）
の
方
法
を
記
載
し
、

実
績
等
を
引
用
の
上
、
そ
の
妥
当
性
を
説
明
す
る
。

 

溶
接

の
施

工
管

理
に

つ
い

て
適

用
規

格
等

を
引

用
し

て
説
明
す
る
ほ
か
、
溶
接
に
関
す
る
特
記
事
項
が
あ
れ
ば

記
載
す
る
。

 

遮
蔽

体
の

製
作

法
に

つ
い

て
図

等
を

用
い

て
説

明
す

る
。

 

弁
そ

の
他

の
容

器
に

付
属

し
て

取
り

付
け

ら
れ

る
機

器
の

製
作

法
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

ボ
ル

ト
締

め
、

組
立

て
及

び
材

料
の

削
り

出
し

、
研

磨
、

仕
上

げ
等

の
一

般
的

製
作

法
そ

の
他

主
要

な
製

作

方
法

に
つ

い
て

記
載

述
す

る
。
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Ｌ
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)
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Ｍ
 

   (
ﾛ
)
－

Ｎ
 

  (
ﾊ
)
章

 

 輸
送

容
器

の
試

験
、

検
 

 査
方

法
 

 材
料

検
査

 

   寸
法

検
査

 

 溶
接

検
査

 

  外
観

検
査

 

 耐
圧

検
査

 

 気
密

漏
え

い
検

査
 

  遮
蔽

性
能

検
査

 

  遮
蔽

寸
法

検
査

 

  伝
熱

検
査

 

  吊
上

荷
重

検
査

 

  重
量

検
査

 

  未
臨

界
検

査
 

   作
動

確
認

検
査

 

   取
扱

い
検

査
 

  輸
送

容
器

の
製

作
ス

ケ
 

 ジ
ュ

ー
ル

 

製
作
中

及
び
製

作
完

了
時
を

明
示
の

上
、

容
器
の

試
験
、

検
査
項
目
、
方
法
、
判
定
基
準
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

材
料

に
関

す
る

検
査

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

(
ｲ
)
-
Ｂ

.
5
の

特
殊

材
料

に
つ

い
て

は
、

材
料

ご
と

に
具

体
的

な
検

査
項

目
及

び
検

査
方

法
を

記
載

す
る

。
 

寸
法

に
関

す
る

検
査

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

外
観

、
開

先
寸

法
、

液
体

浸
透

探
傷

検
査

、
放

射
線

透

過
試

験
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

外
観

検
査

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

耐
圧

検
査

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

密
封
装
置
及
び
遮
蔽
タ
ン
ク
等
の
付
属
装
置
を
含
め
た
気

密
漏
え
い
検
査
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

ガ
ン
マ
線
及
び
中
性
子
に
関
す
る
遮
蔽
検
査
に
つ
い
て
記

載
す
る
。

 

ガ
ン
マ
線
及
び
中
性
子
遮
蔽
に
用
い
ら
れ
る
部
分
の
寸
法

検
査
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

輸
送
容
器
各
部
の
温
度
分
布
を
確
認
す
る
検
査
に
つ
い
て

記
載
す
る
。

 

ト
ラ
ニ
オ
ン
等
に
荷
重
を
付
加
し
、
異
常
の
有
無
を
確
認

す
る
検
査
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

輸
送
容
器
の
総
重
量
を
確
認
す
る
検
査
に
つ
い
て
記
載
す

る
。

 

中
性
子
吸
収
材
に
つ
い
て
､中

性
子
毒
物
の
含
有
量
、
分
布

等
に
関
す
る
検
査
及
び
臨
界
安
全
上
の
必
要
な
寸
法
検
査
に

つ
い
て
記
載
す
る
。

 

弁
、
非
常
用
安
全
装
置
等
に
つ
い
て
、
当
該
装
置
が
正
常

に
作

動
す

る
か

否
か

を
確

認
す

る
検

査
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

収
納
物
を
装
荷
し
輸
送
物
を
作
製
す
る
場
合
を
模
擬
し
た

輸
送
容
器
の
取
扱
い
に
関
す
る
検
査
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

輸
送

容
器

の
製

作
工

程
を

部
材

単
位

等
の

製
作

内
容

に

よ
り

各
工

程
に

分
解
の

上
、
各

工
程
（
試

験
及
び

検
査

項
目

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

    (
ﾆ
)
章

 

  (
ﾆ
)
－

Ａ
 

       
 

 
Ａ

．
１

 

   
 
 

Ａ
．

２
 

   
 
 
 
 
Ａ

．
３

 

    (
ﾆ
)
－

Ｂ
 

         (
ﾆ
)
－

Ｃ
 

   (
ﾆ
)
－

Ｄ
 

    品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
 

 関
す

る
説

明
 

 品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
 

 ス
テ

ム
 

     品
質

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

  文
書

管
理

 

  品
質

記
録

の
管

理
 

    申
請

者
の

責
任

 

         教
育

・
訓

練
 

   輸
送

容
器

の
製

造
発

注
 

を
含
む
。
）
を
時
間
軸
（
大
略
及
び
月
単
位
）
に
従
い
作

図
す
る
。
こ
の
際
、
製
作
、
試
験
及
び
検
査
す
る
場
所
に

つ
い
て
も
付
記
す
る
こ
と
。

 

申
請

者
に

よ
る

輸
送

容
器

の
製

作
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

輸
送

容
器

が
法

令
に

定
め

る
技

術
上

の
基

準
並

び
に

設
計

承
認

申
請

書
の

設
計

仕
様

及
び

容
器

承
認

申
請

書

の
製

作
方

法
に

適
合

す
る

こ
と

を
確

実
に

す
る

品
質

マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

説
明

に

は
、

品
質

方
針

及
び

品
質

目
標

の
策

定
に

つ
い

て
の

記

載
を
含
む

こ
と

。
 

品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
品
質
管
理
計
画
書
の
策
定
に
つ

い
て
記
載
す
る
。

 

品
質
に
関
す
る
全
て
の
指
示
、
要
領
及
び
図
面
等
の
文

書
管
理
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

製
作
及
び
検
査
に
関
す
る
要
領
書
等
の
文
書
、
作
業
者

の
資
格
、
記
録
及
び
材
料
証
明
書
を
含
む
検
査
記
録
等
の

品
質
管
理
記
録
の
取
り
ま
と
め
並
び
に
保
存
に
つ
い
て
記

載
す
る
。

 

品
質
に
対
す
る
最
高
責
任
者
の
責
務
を
含
む
品
質
方
針

を
定
め
る
こ
と
。

 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
遂
行
に
係
る
申
請
者
、

容
器
製
造
者
等
の
組
織
に
つ
い
て
責
任
体
制
を
明
ら
か
に

し
た
図
を
用
い
て
記
載
す
る
。
ま
た
、
要
員
及
び
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
管
理
責
任
者
に
つ
い
て
も
記
載

す
る
。

 

申
請
者
の
最
高
責
任
者
に
よ
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
評
価
及
び
見
直
し
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

輸
送
容
器
の
製
作
に
お
い
て
品
質
に
影
響
を
与
え
る
業

務
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
行
う
教
育
・
訓
練
に
つ
い
て

記
載
す
る
。

 

次
の

事
項

を
含

め
た

申
請

者
に

よ
る

輸
送

容
器

の
製

作
に
係
る

品
質

管
理
方

法
を

記
載
す

る
。
 

①
容
器
製

造
者

の
評
価
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項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

         
 

 
Ｄ

．
１

 

    
 

 
Ｄ

．
２

 

   
 

 
Ｄ

．
３

 

   
 
 
 
Ｄ

．
４

 

  (
ﾆ
)
－

Ｅ
 

  
 
 
 
 
Ｅ

．
１

 

  
 
 
 
Ｅ

．
２

 

  
 

 
Ｅ

．
３

 

  (
ﾎ
)
章

 

        容
器

製
造

者
の

品
質

管
 

 理
の

措
置

状
況

 

  供
給

者
選

定
基

準
 

  検
査

 

  日
程

管
理

及
び

特
殊

工
 

 程
の

認
定

 

 測
定

、
分

析
及

び
改

善
 

 内
部

品
質

監
査

 

 不
適

合
品

の
管

理
 

 是
正

処
置

及
び

予
防

処
 

 置
 

 製
作

方
法

に
関

す
る

特
 

 記
事

項
 

②
容

器
製

造
者

へ
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

要
求

事
項

 

③
輸

送
容

器
の

製
作

に
係

る
検

査
、

品
質

監
査

に
よ

る
検

証
 

「
(
ﾛ
)
章

輸
送

容
器

の
試

験
及

び
検

査
方

法
」
に

記
載

し

た
検

査
の

確
認

方
法

（
立

会
検

査
、

記
録

検
査

等
）

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

(
ﾆ
)
-
Ｄ

の
②

の
要

求
事

項
に

係
る

容
器

製
造

者
の

品
質

管
理
の
措
置
状
況
に
係
る
説
明
（
品
質
管
理
計
画
書
等
）
を

添
付
す
る
。

 

容
器
製
造
者
が
策
定
す
る
供
給
者
選
定
基
準
に
係
る
説
明

を
添
付
す
る
。

 

申
請

者
が

行
う

輸
送

容
器

の
製

作
に

係
る

検
査

に
つ

い

て
記

載
す

る
。

 

申
請

者
が

行
う

輸
送

容
器

の
製

作
に

係
る

日
程

管
理

及

び
特

殊
工

程
の

認
定

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

 

申
請
者
の
内
部
品
質
監
査
の
要
領
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

 

不
適

合
品

の
管

理
の

要
領

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
要

領
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

そ
の

他
、

(
ｲ
)
章

～
(
ﾆ
)
章

に
該

当
し

な
い

製
作

方
法

に

関
す

る
特

記
す

べ
き

事
項

が
あ

れ
ば

特
記

す
る

。
 

             

４
．

輸
送

容
器

が
輸

送
容

器
の

設
計

及
び

製
作

の
方

法
に

従
っ

て
製

作
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
示

す
説

明
書

（
規

則
第

１
９

条
第

１
項

第
４

号
及

び
第

２
１

条
第

１
項

第
４

号
）

 
   

 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

 (
ｲ
)
章

 

  (
ｲ
)
－

Ａ
 

     (
ｲ
)
－

Ｂ
 

  (
ｲ
)
－

Ｃ
 

 輸
送

容
器

の
製

作
時

の
 

 検
査

に
関

す
る

説
明

 

 検
査

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

     輸
送

容
器

の
検

査
結

果
 

  輸
送

容
器

の
製

作
に

係
 

 る
品

質
監

査
結

果
 

  

輸
送

容
器

の
製

作
工

程
を

部
材

単
位

等
の

製
作

内
容

に
よ

り
各

工
程

に
分

解
の

上
、

各
試

験
及

び
各

検
査

項

目
を
時
間

軸
（

大
略
及

び
月

単
位
）
に

従
い

作
図

す
る

。

こ
の

際
、

試
験

及
び

検
査

す
る

場
所

に
つ

い
て

も
付

記

す
る
。

 

３
．
(
ﾛ
)
章

の
輸

送
容

器
の

試
験

及
び

検
査

方
法

に
基

づ
く

検
査

結
果

を
添

付
す

る
。

 

３
．
(
ﾆ
)章

に
基

づ
き
実

施
し

た
輸

送
容
器

の
製

作
に

係
る
品
質

監
査

結
果
を

添
付

す
る
。
 

  ５
．

輸
送

容
器

が
輸

送
容

器
の

設
計

及
び

製
作

の
方

法
に

適
合

す
る

よ
う

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

説
明

 

書
（

規
則

第
１

９
条

第
１

項
第

５
号

及
び

第
２

１
条

第
１

項
第

５
号

）
 

   
 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

 (
ｲ
)
章

 
 輸

送
容

器
の

性
能

維
持

 

 に
関

す
る

説
明

 

車
両

運
搬

確
認

申
請

時
に

あ
っ

て
は

、
輸

送
容

器
の

完
成
後
か
ら
車
両
運
搬
確
認
申
請
時
ま
で
、
当
該
輸
送
容

器
が
健
全
に
保
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
項
を
記
載

す
る
。

 

容
器
承
認
申
請
時
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
容
器
の
完
成
後

か
ら
容
器
承
認
時
ま
で
、
当
該
輸
送
容
器
が
健
全
に
保
守

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
項
を
記
載
す
る
。
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６
．

核
燃

料
輸

送
物

の
発

送
前

の
点

検
に

関
す

る
説

明
書

（
規

則
第

１
９

条
第

１
項

第
６

号
）

 
   

 
 
 
 
 
 
 
項

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

 (
ｲ
)
章

 

             (
ﾛ
)
章

 

  (
ﾊ
)
章

 

 核
燃

料
輸

送
物

の
発

送
 

 前
検

査
に

関
す

る
説

明
 

            発
送

前
検

査
を

行
う

予
 

 定
時

期
 

 発
送

前
検

査
を

行
う

場
 

 所
 

発
送

前
に

行
う

検
査

の
具

体
的

方
法

及
び

合
格

基
準

は
、

原
則

と
し

て
別

表
２

の
と

お
り

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

使
用

済
燃

料
貯

蔵
事

業
を

行
う

又
は

原
子

炉

施
設

内
貯

蔵
を

行
う

た
め

に
輸

送
貯

蔵
兼

用
容

器
を

用
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

最
初

の
輸

送
物

作
成

作
業

の
後

、
核

燃
料

物
質

等
の

数
量

、
バ

ス
ケ

ッ
ト

の
収

納
位

置
等

に
変

更
が

な
い

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

り
、

か
つ

、
作

成
作

業
実

施
後

に
お

い
て

、
貯

蔵
中

に
必

要
な

監
視

及
び

保
守

点
検

が
確

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
容

器
を

開
封

し
な

け
れ

ば
行

え
な

い
検

査
項

目
（

未
臨

界
検

査
、

収
納

物
検

査
及

び
圧

力
測

定
検

査
）

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

こ
れ

を
代

替
す

る
検

査
の

方
法

を
明

記
す

る
こ

と
で

当
該

項
目

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

発
送

前
検

査
を

行
う

予
定

時
期

に
つ

い
て

記
載

す
 

る
。

 

発
送

前
検

査
を

行
う

場
所

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

                  

７
．

申
請

書
書

式
 

 
 
 
 
Ａ

 
寸

 
 
法

：
Ａ

４
判

（
図

面
寸

法
は

、
原

則
と

し
て

Ａ
４

判
と

す
る

が
、

折
り

込
み

で
Ａ

４
判

の
２

倍

ま
で

な
ら

よ
い

。
）

 

 
 
 
 
Ｂ

 
部

 
 
数

：
正

本
１

部
及

び
副

本
１

部
 

 
 
 
 
Ｃ

 
ペ

ー
ジ

：
ペ

ー
ジ

は
各

章
又

は
各

節
ご

と
に

一
連

の
数

字
を

付
す

（
例

･
･
･
･
(
ｲ
)
－

１
５

、
(
ﾛ
)
－

Ｂ

－
１

６
）

。
 

 
 
 
 
Ｄ

 
図

 
表

：
図

及
び

表
に

は
、

ペ
ー

ジ
の

ほ
か

、
各

章
又

は
各

節
ご

と
に

一
連

の
番

号
（

例
･
･
･
･
(
ｲ
)
－

第
１

５
図

、
(
ﾛ
)
－

第
Ｂ

．
１

６
表

）
及

び
表

題
を

記
載

す
る

。
図

は
縮

尺
図

で
も

よ
い

が
、

可
能

な
限

り
鮮

明
で

あ
り

、
か

つ
、

線
及

び
文

字
は

黒
色

で
あ

る
こ

と
。

図
及

び
表

は
該

当
す

る
本

文
に

最
も

近
い

箇
所

に
挿

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
Ｅ

 
写

 
 
真

：
写

真
は

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

半
切

版
以

上
と

し
、

ペ
ー

ジ
の

ほ
か

、
各

章
又

は
各

節
ご

と
に

一

連
の

写
真

番
号

（
例

･
･
･
･
写

真
(
ｲ
)
－

１
５

、
写

真
(
ﾛ
)
－

Ｂ
．

１
６

）
及

び
表

題
を

記
載

す
る

。
カ

ラ
ー

写
真

で
も

よ
い

。
写

真
は

鮮
明

な
も

の
と

す
る

。
ま

た
、
鮮

明
で

あ
れ

ば
、

写
真

の
コ

ピ
ー

（
カ

ラ
ー

写
真

の
場

合
は

カ
ラ

ー
コ

ピ
ー

）
で

も
よ

い
。

写
真

は
該

当
す

る
本

文
に

最
も

近
い

箇
所

に
挿

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
Ｆ

 
印

 
 
刷

：
黒

色
活

字
印

刷
（

活
字

は
小

さ
す

ぎ
な

い
こ

と
。
）
又

は
コ

ピ
ー

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、

提
出

す
る

申
請

書
に

活
字

印
刷

及
び

コ
ピ

ー
を

併
用

す
る

場
合

は
、

文
字

サ
イ

ズ
等

に
大

き
な

差
が

な
い

こ
と

。
 

 
 
 
 
Ｇ

 
製

 
 
本

：
申

請
書

は
左

と
じ

及
び

ル
ー

ズ
リ

ー
フ

式
と

し
、

各
章

ご
と

に
見

出
し

ペ
ー

ジ
を

挿
入

す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
Ｈ

 
そ

の
他

：
図

、
表

及
び

写
真

を
本

文
中

で
最

初
に

引
用

す
る

場
合

に
は

、
当

該
の

番
号

に
ア

ン
ダ

ー

ラ
イ

ン
を

付
す

こ
と

（
例

･
･
･
水

平
落

下
時

の
三

次
元

解
析

モ
デ

ル
を

(
ﾛ
)
－

第
Ａ

．
２

８

図
に

示
す

。
）

。
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（
別

表
１

）
 

 

規
則

及
び

告
示

に
定

め
る

技
術

基
準

へ
の

適
合

性
の

評
価

 

 

規
則
の

項
目

 
告

示
の

項
目

 
説

 
 

 
 

 
 
 

 
明

 
申

請
書

記
載

 
対

応
項

目
 

 第
１
１

条
 

第
１
項

第
１
号

 

(
ｲ
) 

   

・
 

・
 

・
 

  第
２

４
条

 

別
記

第
１

１
 

   

・
 

・
 

・
 

  

本
輸

送
物

は
、
一

般
の

試
験
条

件
下

に
置
い

て
も
以

下

の
要
件

を
満

足
し
て

い
る
。

 
本

輸
送

物
は

構
造

解
析

の
結

果
及

び
容

器
の

構
造

部

に
一

辺
10

cm
の

立
方

体
を

包
含

す
る

よ
う

な
く

ぼ
み

を
生
じ

る
こ

と
は
な

い
。

 
・
 

・
 

・
 

  (
ﾛ
)－

E
.
1 

 (
ﾛ
)－

A
.
9
.
1 

  

・
 

・
 

・
 

                        

（
別

表
２

）
 

 

発
送

前
検

査
要

領
 

 

検
査
項
目

 
検
査
対
象

 
検
査

方
法

 
合
格
基
準

 

外
観
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

容
器
の
外
観
を
目
視
で
検
査

す
る
。
 

輸
送
物
の
形
状
、
塗
装
等
に
異
常
な
傷
又
は
割

れ
が
な
い
こ
と
。
 

気
密
漏
え
い
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

ヘ
リ
ウ
ム
リ
ー
ク
テ
ス
ト
、
加
圧
漏
え
い

試
験

又
は

真
空

試
験

等
に

よ
り

漏
え

い

率
を
検
査
す
る
。
 

漏
え

い
率

が
申

請
書

に
記

載
さ

れ
た

値
以

下

で
あ
る
こ
と
。
 

圧
力
測
定
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

圧
力

計
等

に
よ

り
容

器
内

部
の

圧
力

を

検
査
す
る
。
 

圧
力

値
が

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
値

以
下

で

あ
る
こ
と
。
 

線
量
当
量
率
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

輸
送

物
の

表
面

及
び

表
面

か
ら

１
ｍ

の

距
離

に
お

け
る

ガ
ン

マ
線

量
当

量
率

及

び
中

性
子

線
量

当
量

率
を

サ
ー

ベ
イ

メ

ー
タ
等
で
測
定
す
る
。
 

ガ
ン

マ
線

量
当

量
率

及
び

中
性

子
線

量
当

量

率
の
合

計
が

、
 

表
面
：
2
mS
v/
h 

表
面
か
ら
１
ｍ
の
距
離
：
1
0
0μ

S
v
/h
 

を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と

。
 

未
臨
界
検
査
*
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
等

の
外

観
を

目
視

で
検

査

す
る
。
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
等

に
異

常
な

変
形

又
は

破
損

が

な
い
こ
と
。
 

温
度
測
定
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

温
度

計
に

よ
り

輸
送

物
の

表
面

温
度

を

測
定
し
、
周

囲
温
度

3
8℃

で
の
値
に
補
正

す
る
。
 

輸
送

中
に

人
が

容
易

に
近

づ
く

こ
と

が
で

き

る
表

面
の
温

度
が

日
陰

に
お

い
て

50
℃
を

超

え
な

い
こ

と
(
専

用
積

載
で

運
搬

す
る

場
合

は
、
8
5
℃
。
)
。
 

吊
上
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

輸
送

物
を

吊
り

上
げ

た
後

の
状

態
に

お

い
て
、
ト
ラ
ニ
オ
ン
部
そ
の
他
吊
上
部
等

の
外
観
を
目
視
で
検
査
す
る

。
 

ト
ラ

ニ
オ

ン
部

そ
の

他
吊

上
部

等
に

異
常

な

変
形
又
は
破
損
が
な
い
こ
と

。
 

重
量
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

輸
送

容
器

及
び

収
納

物
の

合
計

重
量

を

検
査
す
る
。
 

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
重

量
以

下
で

あ
る

こ

と
。
 

収
納
物
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

収
納
物
の
仕
様
、
数

量
、
収
納
配
置
等
を

検
査
す
る
。
 

収
納

物
に

変
形

又
は

破
損

が
な

い
こ

と

を
検
査
す
る
。
 

収
納
物
の
仕
様
、
数
量
、
収

納
配
置
等

が
申
 

請
書

に
記

載
さ

れ
た

条
件

ど
お

り
で

あ
る

こ

と
。
 

収
納

物
に

異
常

な
変

形
又

は
破

損
が

な
い

こ

と
。

 

表
面
密
度
検
査
 

Ｂ
Ｍ
、
Ｂ
Ｕ
 

Ａ
Ｆ
、
Ｉ
Ｆ
 

ス
ミ

ヤ
法

等
に

よ
り

輸
送

物
の

表
面

密

度
を
測
定
す
る
。
 

α
線
を
放
出
す
る
放

射
性
物
質
 

：
0
.
4
B
q
/
c
m
2
を

超
え
な
い

こ
と
。
 

α
線
を
放
出
し
な
い

放
射
性
物
質
 

：
4
.
0
B
q
/
c
m
2
を

超
え
な
い

こ
と
。
 

注
：

Ｂ
Ｍ

：
Ｂ

Ｍ
型

輸
送

物
（

Ｂ
Ｍ

型
核

分
裂

性
輸

送
物

を
含

む
。

）
に

係
る

輸
送

容
器

 

Ｂ
Ｕ

：
Ｂ

Ｕ
型

輸
送

物
（

Ｂ
Ｕ

型
核

分
裂

性
輸

送
物

を
含

む
。

）
に

係
る

輸
送

容
器

 

Ａ
Ｆ

：
Ａ

型
核

分
裂

性
輸

送
物

に
係

る
輸

送
容

器
 
Ｉ

Ｆ
：

Ｉ
Ｐ

型
核

分
裂

性
輸

送
物

に
係

る
輸

送
容

器
 

＊
：

未
臨

界
検

査
は

、
核

分
裂

性
輸

送
物

の
み

を
対

象
と

す
る

。
 

 

な
お

、
六

ふ
っ

化
ウ

ラ
ン

輸
送

物
に

係
る

容
器

に
つ

い
て

は
、

Ａ
Ｆ

及
び

Ｉ
Ｆ

の
検

査
項

目
に

準
じ

た
検

査
項

目
に

つ

い
て

検
査

を
実

施
す

る
こ

と
。
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経済産業省 
 

平成20・06・10原院第１号 

平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ２ ０ 日 

 

輸送容器の製作に係る品質マネジメント指針について  

 

 

経済産業省原子力安全・保安院  

ＮＩＳＡ－３１６ａ－０８－２  

 

 

 

原子力安全・保安院は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５９条第

２項の規定に基づく運搬する物に関する確認及び同条第３項の

規定に基づく運搬に使用する容器についての承認に関し、核燃

料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭

和５３年総理府令第５７号）第１９条第１項第３号及び第２１

条第１項第３号に規定する輸送容器の製作の方法に関する説明

書に記載する輸送容器の品質マネジメントに関する事項につい

て、原子力事業者等に対し、別添の指針に従った対応を求める

こととする。  

なお、「輸送容器の製作に係る品質管理指針について」（平

成１４年７月１９日付け平成１４・０６・０７原院第５号）は、

廃止する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添  

 

輸送容器の製作の方法に係る品質マネジメント指針  

 

Ⅰ 本指針の目的  

 

本指針は、申請者が品質マネジメントシステム（品質に関して組

織を指揮し、管理するために方針及び目標を定め、その目標を達成

するためのシステムをいう。以下同じ。）を適切に確立する際の基礎

とすることを目的として、国際標準化機構が制定した ISO 9001（品

質マネジメントシステム－要求事項）（JIS Q 9001:2000）に準拠し

つつ策定したものである。 
申請者は、核燃料輸送物を工場等の外において運搬する場合に、

法令に定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じ

る責任を有しており、輸送容器の製作においても、申請者は適切な

品質マネジメントシステムを確立することが必要である。（本指針で

は輸送容器の製作を発注する場合を想定している。） 
品質マネジメントシステムは、申請者のみならず、輸送容器の製

作を受託した者（以下「容器製造者」という。）、容器製造者へ容器

の部材等を供給する者（以下「供給者」という。）等、輸送容器の製

作に携わるすべての者が適切な品質マネジメントを実施することに

よって確立されるものであるため、本指針においては、輸送容器の

製作に係る全体の品質マネジメントシステムを確立するに当たって

考慮すべき事項の主要事項を定めている。また、容器製造者の供給

者の技術的能力に関する審査に係る事項についても定めている。 
なお、申請者の品質マネジメントシステムが本指針に適合しない

場合でも、同等と判断される場合、あるいは輸送容器の構造等を考

慮して差し支えないと認められる場合は、これを排除するものでは

ない。 
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Ⅱ 申請者による品質マネジメントの内容  

 

１．品質マネジメントシステム  

１．１ 一般要求事項  

申請者は、法令に定める技術上の基準並びに運搬に関する

確認の申請書又は容器承認の申請書に示された設計仕様及

び製作方法に適合して輸送容器を製作するため、品質マネ

ジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、かつ、維

持すること。  

１．２ 文書化に関する要求事項  

（１）一般 

品質マネジメントシステムの文書には、文書化した、品

質方針及び品質目標の表明、並びに以下の（２）から（４）

を含めること。  

（２）品質マニュアル 

申請者は、品質マネジメントシステムの適用範囲、品質

マネジメントシステムについて確立された文書化された手

順及び品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係

に関する記述を含む品質マニュアルを作成し、維持するこ

と。  

（３）文書管理 

申請者は、品質マネジメントシステムで必要とされる文

書を管理すること。文書の承認及びレビュー並びに識別に

関して必要な管理を規定する文書化された手順を確立する

こと。  

（４）品質記録の管理 

申請者は、読みやすく、識別可能で、検索可能な品質記

録を作成し、維持すること。 

品質記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄

に関して必要な管理を規定する文書化された手順を確立す

ること。品質記録には、容器製造者等から提出される品質

記録を含むこと。品質記録の保管期間は、容器承認及び設

計承認の有効期間を考慮して定めること。  

 

２．申請者の責任  

２．１ 最高責任者のコミットメント 

輸送容器の製作に係る最高責任者は、品質方針を設定し、

品質目標が設定されることを確実にし、マネジメントレビュ

ーを実施することによって、品質マネジメントシステムの構

築及び実施並びにその有効性を継続的に改善することに対す

るコミットメントの証拠を示すこと。  

２．２ 責任及び権限  

（１）責任及び権限 

輸送容器の製作に係る最高責任者は、輸送容器の製作に

係る品質に影響のある業務について責任及び権限が定めら

れ、組織全体に周知されていることを確実にすること。  

（２）管理責任者 

輸送容器の製作に係る最高責任者は、管理層の中から品

質マネジメントシステムの実施について責任及び権限を持

つ管理責任者を任命すること。  

２．３ マネジメントレビュー 

輸送容器の製作に係る最高責任者は、品質マネジメントシ

ステムが有効であることを確実にするため、定期的に品質マ

ネジメントシステムをレビューすること。  

 

３．資源の運用管理  

３．１ 要員の提供 

申請者は、品質マネジメントシステムを実施し、維持し、

その有効性を継続的に改善するために必要な要員を明確にし、

提供すること。  

３．２ 教育・訓練 

申請者は、輸送容器の製作に係る品質に影響がある仕事に

従事する要員に必要な力量を明確にし、必要な力量がもてる

ように教育・訓練し、その記録を維持すること。  

 

４．輸送容器の製作発注  

４．１ 品質管理計画 

申請者は、容器製造者及び供給者の品質管理を含む輸送容

器の製作に関する品質マネジメント業務を規定する品質管理

計画を構築し、品質管理計画書を策定すること。  

４．２ 発注プロセス 

申請者は、輸送容器の製作を発注する場合、輸送容器の製

作が法令に定める技術上の基準並びに容器承認申請書（又は

設計承認申請書）の設計仕様及び容器承認申請書の製作方法

に適合することを確実にすること。なお、申請者が輸送容器

の一部の製作を他の製造者に発注し、その製品を容器製造者

に支給する場合についても本指針を準用する。  

４．３ 容器製造者の評価  

申請者は、次の事項を実施すること。  

（１）容器製造者の輸送容器を製作する能力について評価し、

選定すること。能力の評価に当たっては、必要に応じて、

次の事項を考慮すること。 

ａ）輸送容器の製作に関する技術・要員及び製作設備 

ｂ）容器製造者の品質方針、品質管理計画及びそれらの実

施状況 

ｃ）輸送容器又は類似のものに関する供給実績 

ｄ）輸送容器又は類似のものに関する使用実績及び品質に

関する記録 

ｅ）試作品、サンプル等の評価  

（２）容器製造者に対して申請者が実施する管理の方式及び程

度を明確にすること。  

４．４ 輸送容器の製作に係る容器製造者への要求事項 

申請者は、輸送容器の製作発注に当たって、容器製造者に

対して次の要求事項について、仕様書等の文書で明確に指示

し、実施させること。  

（１）「Ⅲ 容器製造者による品質マネジメントの内容」に

適合する品質管理を実施すること。  

（２）申請者及び規制当局の職員が、容器製造者及び容器製

造者の供給者等において、輸送容器の製作時の検査や品

質管理状況の確認を行うことができるように措置するこ

と。  

（３）申請者が容器製造者の供給者の選定基準について審査

し、承認できるように措置すること。また、申請者が容

器製造者の供給者の選定状況を確認できるように措置す

ること。  

（４）輸送容器の製作に携わる事業者間の責任関係を契約等

により明確にするように措置すること。  

（５）申請者が示す安全上重要な材料仕様値等について、容

器製造者及び容器製造者の供給者にその数値の意味と重

要性を十分理解させるように措置すること。  

（６）輸送容器の製作に当たって、安全上の重要度が高く特

殊な材料を採用する場合は、予め製作に係る施工・分析・

検査方法について、輸送容器の製作に携わる各事業者間

における情報交換や技術的検討が十分実施されるように

措置すること。  

（７）輸送容器の製作に携わる複数の事業者間にまたがる工

程では、作業指示や納期などの取決めを明確にし、緊密

な連携を図るように措置すること。  
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（８）不適合品が発生して、手直し等により使用する場合は、

申請者に対し文書で通知し、取扱の指示を受けること。  

（９）容器製造者の製作のプロセスにおいて重要な変更があ

った場合は、申請者に対し速やかに報告し、承認を受け

ること。  

４．５ 輸送容器の製作の検証  

（１）申請者は、容器製造者への品質監査を実施するととも

に、容器製造者による供給者への品質監査等の状況を把

握し、必要に応じ供給者に対し直接品質管理の状況を確

認すること。  

（２）申請者は、輸送容器の検査に当たって、安全上の重要

性などを考慮しつつ、公的規格及び公的資格制度の有無、

容器製造者及び供給者の品質管理の状況等を勘案し、立

会確認、記録確認を行うこと。  

（３）申請者は、輸送容器の製作に係る品質監査及び輸送容

器の検査に当たって、検査計画書、検査要領書、実施要

領等の文書を作成し、実施すること。  

４．６ 日程管理及び特殊工程の認定 

申請者は、輸送容器の製作に係る製作スケジュール及び検

査スケジュールを作成し、管理すること。また、事後の検査

では結果が十分検証できない工程を特殊工程として認定し、

作業者及び工程の認定及び管理の方法を明確にすること。  

 

５．測定、分析及び改善  

５．１ 内部監査 

申請者は、品質マネジメントシステムが効果的に実施され、

維持されているかを明確にするため、定期的に内部監査を実

施すること。監査の計画及び実施について、文書化された手

順の中で規定すること。監査員は、自らの仕事は監査しない

こと。 

被監査領域の責任者は、発見された不適合及びその原因を

除去するために遅滞なく処置がとられることを確実にするこ

と。内部監査の結果はマネジメントレビューへのインプット

とすること。  

５．２ 不適合品の管理 

申請者は、不適合品を識別し、管理することを確実にする

こと。不適合品の処理に関する管理及びそれに関連する責任

及び権限を文書化された手順に規定すること。  

５．３ 改善  

（１）是正処置 

申請者は、再発防止のため、不適合の原因を除去する

処置をとること。不適合の内容確認、原因の特定、再発

防止処置、処置の結果の記録等に関する要求事項を規定

するため、文書化された手順を確立すること。  

（２）予防処置 

申請者は、起こりうる不適合が発生することを防止す

るため、その原因を除去する処置を決めること。起こり

うる不適合及びその原因の特定、発生防止処置、処置の

結果の記録等に関する要求事項を規定するため、文書化

された手順を確立すること。  

 

 

Ⅲ 容器製造者による品質マネジメントの内容 

 

本章は、Ⅱ．４．４（１）に基づき、申請者が輸送容器の製

作を発注する際に容器製造者へ要求する事項を定めたものであ

る。  

 

 

１．品質マネジメントシステム  

１．１ 一般要求事項 

容器製造者は、輸送容器の製作に係る要求事項に適合して

製作を実施するため、品質マネジメントシステムを確立し、

文書化し、実施し、かつ、維持すること。  

１．２ 文書化に関する要求事項  

（１）一般 

品質マネジメントシステムの文書には、文書化した、品

質方針及び品質目標の表明、並びに以下の（２）から（４）

を含めること。  

（２）品質マニュアル 

容器製造者は、品質マネジメントシステムの適用範囲、

品質マネジメントシステムについて確立された文書化され

た手順及び品質マネジメントシステムのプロセス間の相互

関係に関する記述を含む品質マニュアルを作成し、維持す

ること。  

（３）文書管理 

容器製造者は、品質マネジメントシステムで必要とされ

る文書を管理すること。文書の承認及びレビュー並びに識

別に関して必要な管理を規定する文書化された手順を確立

すること。  

（４）品質記録の管理 

容器製造者は、読みやすく、識別可能で、検索可能な品

質記録を作成し、維持すること。品質記録の識別、保管、

保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定

する文書化された手順を確立すること。品質記録には、供

給者等から提出される品質記録を含むこと。  

 

２．容器製造者の責任  

２．１ 最高責任者のコミットメント 

容器製造者の最高責任者は、品質方針を設定し、品質目標

が設定されることを確実にし、マネジメントレビューを実施

することによって、品質マネジメントシステムの構築及び実

施並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミッ

トメントの証拠を示すこと。  

２．２ 責任及び権限  

（１）責任及び権限 

容器製造者の最高責任者は、輸送容器の製作に係る品質

に影響のある業務について責任及び権限が定められ、組織

全体に周知されていることを確実にすること。  

（２）管理責任者 

容器製造者の最高責任者は、管理層の中から品質マネジ

メントシステムの実施について責任及び権限を持つ管理責

任者を任命すること。  

２．３ マネジメントレビュー 

容器製造者の最高責任者は、品質マネジメントシステムが

有効であることを確実にするため、定期的に品質マネジメン

トシステムをレビューすること。  

 

３．資源の運用管理  

３．１ 要員の提供 

容器製造者は、品質マネジメントシステムを実施し、維持

し、その有効性を継続的に改善するために必要な要員を明確

にし、提供すること。  

３．２ 教育・訓練 

容器製造者は、輸送容器の製作に係る品質に影響がある仕

事に従事する要員に必要な力量を明確にし、必要な力量がも

てるように教育・訓練し、その記録を維持すること。 

特に定められた業務に従事する者については、必要に応じ
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て適切な教育・訓練歴及び経験に基づいて資格認定すること。 

 

４．輸送容器の製作  

４．１ 品質管理計画 

容器製造者は、供給者の品質管理を含む輸送容器の製作に

関する品質マネジメント業務を規定する品質管理計画を構築

し、品質管理計画書を策定すること。 

容器製造者は、輸送容器の製作に係る要求事項を満たすた

めに、適宜以下の事項について配慮すること。  

ａ）要求事項を達成するために必要と考えられるすべての

管理手段、工程、装置（検査装置を含む。）、備品、経

営資源及び技術を確保すること。  

ｂ）製作工程、検査手順及び文書の整合を図ること。  

ｃ）品質管理、検査の技法は、必要に応じて更新すること。 

ｄ）輸送容器の製作工程における検証の方法を明確にする

こと。  

ｅ）合否判定基準を明確にすること。  

ｆ）品質記録を作成すること。  

４．２ 契約内容の確認 

容器製造者は、契約内容を確認する手順を定めること。 

容器製造者は、見積り仕様書の提出前又は契約の前にその

内容を確認し、自らが契約の要求事項を満たす能力を持って

いることを確認すること。  

４．３ 購買  

（１）一般 

容器製造者は、購買品（役務を含む。以下同じ。）を要

求事項に適合させる手順を定めること。なお、ＪＩＳ等の

公的規格に基づいて製作される購買品又は検査の確認項目

が簡易なもの若しくは汎用品であって、受入時の検収で適

合性の確認ができるものについては、この限りではない。  

（２）供給者の評価 

容器製造者は、次の事項を実施すること。  

ａ）供給者の選定基準を策定し、供給者が供給契約におけ

る要求事項を満たしうる能力を有するか否かについて評

価し、選定すること。  

ｂ）供給者に対して容器製造者が実施する管理の方式及び

程度を明確にすること。  

（３）購買データ 

容器製造者は、供給に係る要求事項を記載した購買文書

を作成し、供給者に指示すること。  

（４）購買品の検証  

ａ）容器製造者は、購買品の検査等に当たって、実施要領

等の文書を作成すること。  

ｂ）容器製造者は、必要な検査又はその他の活動により購

買品の検証を実施すること。  

４．４ 工程管理  

（１）容器製造者は、輸送容器の製作の工程を計画し、管理す

るに当たって、次の事項を実施すること。  

ａ）品質に影響を及ぼす可能性のある製作についての方法

を明確にした手順書を作成すること。  

ｂ）各工程において、適切な設備を使用するとともに、適

切な作業環境を確保すること。  

ｃ）全工程を、品質管理計画書、手順書等に従って実施す

ること。  

ｄ）工程や製品の特性値を監視すること。  

ｅ）工程能力を継続的に維持するために設備を適切に保全

すること。  

ｆ）供給者において不適合が発生した場合又は製作のプロ

セスに重要な変更があった場合は、速やかに文書にて報

告させるとともに、適切な処置をとること。  

（２）容器製造者は、事後の検査では結果が十分に検証できな

い工程を、申請者と協議の上、特殊工程として認定し、作

業者及び工程の認定及び管理の方法を明確にすること。認

定された工程、設備及び要員については、適宜記録を保管

すること。  

４．５ 識別及びトレーサビリティ 

容器製造者は、材料の受入から製作の全段階において、輸

送容器の状態を識別するための手順を定めること。 

容器製造者は、個々の輸送容器の品質記録の追跡を可能と

するための手順を定めること。  

４．６ 顧客支給品の管理 

容器製造者は、製作する輸送容器に組み込むため又は関連

する業務のために申請者から支給される物品の検証、保管及

び管理についての手順を定めること。紛失又は損傷した支給

品及びその他の使用に適さない支給品については、記録し、

申請者に報告すること。  

４．７ 検査  

（１）一般 

容器製造者は、検査業務の手順を定めること。必要な検

査及び記録は、品質管理計画書又は手順書に規定すること。 

（２）受入検査 

容器製造者は、購買品が要求事項に適合していることを

確認するまで、当該購買品を使用又は加工しないこと。  

（３）工程内の検査 

容器製造者は、次の事項を実施すること。  

ａ）品質管理計画書及び手順書の規定に従い、輸送容器の

検査を実施すること。  

ｂ）規定された検査を完了するか、又は必要な報告書を受

領し、検証するまでは、次工程に進まないこと。  

（４）最終検査 

容器製造者は、輸送容器が要求事項に適合していること

を確認するため、品質管理計画書及び手順書に従って、最

終検査を実施すること。  

（５）検査の記録 

容器製造者は、輸送容器の検査記録を作成し、保管する

こと。これらの記録は、判定基準に従って検査に合格した

か否かを明らかにすること。検査に合格しない場合には、

不適合品の管理に関する手順を適用すること。  

４．８ 検査、測定及び試験装置の管理  

（１）一般 

容器製造者は、検査、測定及び試験装置（以下「測定装

置等」という。）を管理し、校正する手順を定めること。

測定装置等は、測定能力に応じて使用すること。 

容器製造者は、測定装置等の点検の範囲及び頻度を定め、

その記録を保管すること。  

（２）管理手順 

容器製造者は、次の事項を実施すること。  

ａ）測定項目及び必要な精度を明らかにし、適切な測定装

置等を選定すること。  

ｂ）測定装置等の校正について定めること。  

ｃ）測定装置等を定期的又は使用前に校正し、調整するこ

と。校正・調整の国際又は国内標準が無い場合は、校正

に用いた基準を記録しておくこと。  

ｄ）適切な標識等によって、測定装置等の校正状態を識別

すること。  

ｅ）測定装置等の校正記録を保管すること。  

ｆ）測定装置等が校正基準から外れていることが発見され

た場合、過去の検査の結果の妥当性を評価し、記録する
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こと。  

ｇ）校正、検査、測定及び試験は、適切な環境条件下で実

施すること。  

ｈ）測定装置等の取扱、保守、保管において、損傷及び劣

化しないように保護すること。  

４．９ 検査の状態 

容器製造者は、検査に合格した輸送容器だけを出荷するた

めに、品質管理計画書及び手順書の規定に従って、製作の全

工程における輸送容器の検査の状態を識別すること。  

 

５．測定、分析及び改善  

５．１ 内部監査 

容器製造者は、品質マネジメントシステムが効果的に実施

され、維持されているかを明確にするため、定期的に内部監

査を実施すること。監査の計画及び実施について、文書化さ

れた手順の中で規定すること。監査員は、自らの仕事は監査

しないこと。 

被監査領域の責任者は、発見された不適合及びその原因を

除去するために遅滞なく処置がとられることを確実にするこ

と。内部監査の結果はマネジメントレビューへのインプット

とすること。  

５．２ 不適合品の管理 

容器製造者は、要求事項に適合しない輸送容器を識別し、

管理することを確実にすること。不適合品の処理に関する管

理及びそれに関連する責任及び権限を文書化された手順に規

定すること。 

修理又は手直しされた輸送容器は、要求事項への適合性を

実証するための再検証を実施すること。  

５．３ 改善  

（１）是正処置 

容器製造者は、再発防止のため、不適合の原因を除去す

る処置をとること。 

次の事項に関する要求事項を規定するために、文書化さ

れた手順を確立すること。  

ａ）申請者の苦情及び不適合品報告書の内容確認  

ｂ）輸送容器、工程及び品質マネジメントシステムに関す

る不適合の原因の特定  

ｃ）不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の

評価  

ｄ）必要な処置の決定及び実施  

ｅ）とった処置の結果の記録  

（２）予防処置 

容器製造者は、起こりうる不適合が発生することを防止

するため、その原因を除去する処置を決めること。 

次の事項に関する要求事項を規定するために、文書化さ

れた手順を確立すること。  

ａ）起こりうる不適合及びその原因の特定  

ｂ）不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価  

ｃ）必要な処置の決定及び実施  

ｄ）とった処置の結果の記録  

 
 

90



試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（抄） 

91 

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関

する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告

示（抄） 

（昭和六十三年七月二十六日科学技術庁告示第二十号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会告示第六号 

 

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭

和三十二年総理府令第八十三号）第一条の二第四号及び第六号、第

六条第三項、第七条第一号ハ、第八条、第十四条第四号及び第七号

並びに別記様式第二の注３、核燃料物質の使用等に関する規則（昭

和三十二年総理府令第八十四号）第一条第二号及び第三号、第二条

の五第十号、第二条の十一第三項、第三条第四号ハ、第六号及び第

八号ハ、第四条第四号及び第七号、第八条第二項並びに別記様式第

一の注、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理

府令第三十七号）第一条第二号及び第三号、第七条第三項、第七条

の二第一号ハ、第七条の三、第七条の八第四号及び第七号並びに別

記様式第三の注３、核原料物質の使用に関する規則（昭和四十三年

総理府令第四十六号）第一条第二号及び第三号、第二条第三号ハ、

第五号、第七号ハ、第十一号ニ、同号ト及び第十二号ホ並びに第三

条第三項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年

総理府令第十号）第一条第二号及び第四号、第八条第三項、第九条

第一号ハ、第十条、第十六条第四号及び第七号並びに別記様式第二

の注６、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する

規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第十八条第二項、加工施

設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令（昭和六十二

年総理府令第十号）第十四条第一号及び第十五条第三号、試験研究

の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する総

理府令（昭和六十二年総理府令第十一号）第二十五条第一項第一号

及び第二十七条第三号、再処理施設の設計及び工事の方法の技術基

準に関する総理府令（昭和六十二年総理府令第十二号）第十六条第

一号並びに第十八条第一号、第四号及び第五号並びに核燃料物質又

は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規

則（昭和六十三年総理府令第一号）第一条第三号及び第四号、第十

三条第三項、第十四条第一号ハ、第十五条、第十九条第四号及び第

六号並びに別記様式第三の注２の規定に基づき、線量当量限度等を

次のように定め、昭和六十四年四月一日から適用する。 

なお、昭和三十五年科学技術庁告示第二十一号（原子炉の設置、

運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件）

は、昭和六十四年三月三十一日限り、廃止する。 

 

（適用） 

第一条 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規

則（昭和三十二年総理府令第八十三号）第一条の二第二項第四号

及び第六号、第六条第三項、第七条第一号ハ、第八条、第十四条

第四号及び第七号並びに別記様式第二の注３、核燃料物質の使用

等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十四号）第一条第二

項第二号及び第三号、第二条の五第五号イ、第二十八号イ及び第

三十号ハ、第二条の十一第三項、第三条第四号ハ、第六号及び第

八号ハ、第四条第四号及び第七号、第八条第二項並びに別記様式

第一の注、核原料物質の使用に関する規則（昭和四十三年総理府

令第四十六号）第一条第二号及び第三号、第二条第三号ハ、第五

号、第七号ハ、第十一号ニ及びト、第十一号の二ハ並びに第十二

号ホ並びに第三条第三項、試験研究の用に供する原子炉等の設計

及び工事の方法の技術基準に関する規則（昭和六十二年総理府令

第十一号）第二十五条第一項第一号及び第二十七条第三号並びに

試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規

則（平成二十五年原子力規制委員会規則第二十三号）第三十三条

第一項第一号及び第三十五条第三号の規定による線量当量限度等

については、この告示に定めるところによる。 

 

 

 

（緊急作業に係る線量限度） 
第八条 緊急作業に係る線量限度は、実効線量について百ミリシー

ベルト、眼の水晶体の等価線量について三百ミリシーベルト及び

皮膚の等価線量について一シーベルトとする。 
 

附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会告示第六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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核燃料物質等車両運搬規則 

（昭和五十三年十二月二十八日運輸省令第七十二号） 

最終改正:平成二十六年十二月二十六日国土交通省令第九十五号 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第五十九条の二第一項及び第二項（第六

十六条第二項において準用する場合を含む。）並びに核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政

令第三百二十四号）第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実

施するため、核燃料物質等車両運搬規則を次のように定める。 

 

（趣旨） 

第一条 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及

び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、

この省令の定めるところによる。 

（定義） 

第二条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六

号。以下「法」という。）及び核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号。

以下「令」という。）において使用する用語の例による。 

２ この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

一 放射性輸送物 放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号。以下

「施行規則」という。）第十八条の三第一項に定める放射性輸

送物（同条第二項に定めるＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送

物及びＩＰ－３型輸送物を含む。）をいう。 

二 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外

運搬規則」という。）第一条第三号に定める核燃料輸送物をい

う。 

三 オーバーパック 荷送人によって放射性輸送物又は核燃料輸

送物が箱又は袋等（運搬途中において運搬する物自体の積替え

を要せずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復使

用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び

取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するも

のを除く。）に収納され、又は包装されているものをいう。 

四 車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、

自動車又は軽車両をいう。 

五 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せ

ずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復使用に耐

える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸し

のための装置又は車両に固定するための装置を有するものをい

う。 

六 タンク 運搬器具として用いられるタンクをいう。 

七 核燃料輸送物等 核燃料輸送物、核燃料輸送物が収納され、

若しくは包装されているオーバーパック又は核燃料輸送物が収

納されているコンテナをいう。 

八 特定核燃料輸送物等 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の

運搬の取決めに関する規則（平成十二年総理府令第百二十四号）

第一条第一項の表第一号から第六号までの上欄に掲げる特定核

燃料物質が収納されているもの（以下「特定核燃料輸送物」と

いう。）、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されて

いるオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコ

ンテナをいう。 

九 専用積載 大型コンテナ（内容積が三・〇立方メートルを超

えるコンテナをいう。以下同じ。）又は車両が一の荷送人によ

って専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中

の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によって行われる積載の方

法をいう。 

（取扱場所） 
第三条 核燃料輸送物等（外運搬規則第三条第一項第一号に定める

Ｌ型輸送物（以下「Ｌ型輸送物」という。）、Ｌ型輸送物のみが

収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はＬ型輸送

物のみが収納されているコンテナにあっては、特定核燃料輸送物

等である場合に限る。以下この条において同じ。）は、関係者以

外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしては

ならない。ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の

積込み、取卸し等の取扱いをする場合であって縄張、標識の設置

等の措置を講じたときは、この限りでない。 
（積載方法等） 

第四条 核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安

全性が損なわれないように行わなければならない。 

２ 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により

核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければなら

ない。 

３ 核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載

してはならない。 

（臨界の防止） 

第五条 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達す

るおそれがないように措置して行わなければならない。 

（混載制限） 

第六条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超

える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な

措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 

２ 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載しては

ならない。 

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。） 

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火

点が五十度（専用積載の場合にあっては、八十五度）以下のも

の 

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率

で十パーセントを超えるもの 

五 前各号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損

なうおそれのある物質 

（コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等） 

第七条 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物

が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量

率（外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める

線量当量率をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場所ごとに、そ

れぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 

一 表面 線量当量率の最大値（以下「最大線量当量率」という。）

が二ミリシーベルト毎時 

二 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイク

ロシーベルト毎時 

２ 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収

納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性

物質の放射能面密度は、告示で定める密度（以下「表面密度限度」

という。）を超えてはならない。 

（輸送指数及び臨界安全指数） 

第八条 輸送物（放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この

条、第十条第二項及び第三項並びに第十八条第五項、第十項及び

第十六項において同じ。）、オーバーパック及び輸送物が収納さ

れているコンテナ（同条第四項に定める汚染物等が収納されてい

るものを除く。）については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規

則第十一条に定める核分裂性輸送物（以下「核分裂性輸送物」と

いう。）、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されている

オーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについ

ては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、Ｌ型輸送物（施

行規則第十八条の三第一項第一号に定めるＬ型輸送物を含む。以

下この項において同じ。）、Ｌ型輸送物のみが収納され、又は包

装されているオーバーパック及びＬ型輸送物のみが収納されてい

るコンテナについては、この限りでない。 
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２ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される

数値とする。 

一 輸送物にあっては、当該輸送物の表面から一メートル離れた

位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表し

た値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器

として使用されている輸送物にあっては、当該値に、次の表の

上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、

それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 

一平方メートル以下の場合 一

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三

二十平方メートルを超える場合 十

二 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され、

又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得

た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバー

パックにあっては、当該オーバーパックの表面から一メートル

離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位

で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオ

ーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下

欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 

三 輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コンテナ

に収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号に

よる値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メート

ル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単

位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げ

るコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄

に掲げる係数を乗じて得た値 

３ 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定

に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるとこ

ろにより当該値を〇とすることができる。 

４ 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定

される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制

限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。 

一 核分裂性輸送物（次号に規定するものを除く。）にあっては、

当該核分裂性輸送物の輸送制限個数（外運搬規則第十一条第二

号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とす

る。）で五十を除して得た値 

二 外運搬規則第十一条に基づき原子力規制委員会の定める要件

に適合する核分裂性輸送物にあっては、告示で定める値 

三 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され

又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を

合計して得た値 

四 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該

コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパック

について前三号による値を合計して得た値 

（標識又は表示） 

第九条 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告

示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならな

い。ただし、Ｌ型輸送物、Ｌ型輸送物のみが収納され、又は包装

されているオーバーパック及びＬ型輸送物のみが収納されている

コンテナ（以下「Ｌ型輸送物等」という。）については、この限

りでない。 

一 核燃料輸送物（コンテナ又はタンクが容

器として使用されているものを除く。次号

及び第三号において同じ。）又は核燃料輸

送物が収納され、若しくは包装されている

オーバーパックであって、表面における最

大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時

以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの 

核燃料輸送物又

は核燃料輸送物

が収納され、若

しくは包装され

ているオーバー

パックの表面の

二箇所 

二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納さ

れ、若しくは包装されているオーバーパッ

ク（前号に掲げるものを除く。）であって、

表面における最大線量当量率が五百マイク

核燃料輸送物又

は核燃料輸送物

が収納され、若

しくは包装され

ロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送

指数が一を超えないもの 

ているオーバー

パックの表面の

二箇所 

三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料

輸送物が収納され、若しくは包装されてい

るオーバーパック以外の核燃料輸送物又は

核燃料輸送物が収納され、若しくは包装さ

れているオーバーパック 

核燃料輸送物又

は核燃料輸送物

が収納され、若

しくは包装され

ているオーバー

パックの表面の

二箇所 

四 核燃料輸送物の容器として使用されてい

るコンテナ若しくはタンク（第十八条第一

項に規定する場合に容器として使用されて

いるコンテナ又はタンクを除く。以下この

号から第六号までにおいて同じ。）又は核

燃料輸送物が収納されているコンテナであ

って、表面における最大線量当量率が五マ

イクロシーベルト毎時以下であり、かつ、

輸送指数が〇であるもの 

コンテナの四側

面又はタンクの

表面の四箇所 

五 核燃料輸送物の容器として使用されてい

るコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送

物が収納されているコンテナ（前号に掲げ

るものを除く。）であって、表面における

最大線量当量率が五百マイクロシーベルト

毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超

えないもの 

コンテナの四側

面又はタンクの

表面の四箇所 

六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外

のコンテナ又はタンク 

コンテナの四側

面又はタンクの

表面の四箇所 

七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収

納され、若しくは包装されているオーバー

パック並びに核分裂性輸送物が収納されて

いるコンテナ又はタンク 

前各号により付

される標識に隣

接した箇所 

２ 次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、そ

れぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表

示しておかなければならない。 

一 すべての核燃料輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名

称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番

号 

二 核燃料輸送物（Ｌ型輸送物を除く。） 当該核燃料物質等の

告示で定める品名 

三 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量 

四 外運搬規則第三条第一項第二号に定めるＡ型輸送物 「Ａ型」

の文字又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字 

五 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるＢＭ型輸送物（以下

「ＢＭ型輸送物」という。） 「ＢＭ型」の文字又は「ＴＹＰＥ 

Ｂ（Ｍ）」の文字 

六 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるＢＵ型輸送物（以下

「ＢＵ型輸送物」という。） 「ＢＵ型」の文字又は「ＴＹＰＥ 

Ｂ（Ｕ）」の文字 

七 外運搬規則第八条に定めるＩＰ－１型輸送物 「ＩＰ－１型」

の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－１」の文字 

八 外運搬規則第九条に定めるＩＰ－２型輸送物 「ＩＰ－２型」

の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－２」の文字 

九 外運搬規則第十条に定めるＩＰ－３型輸送物 「ＩＰ－３型」

の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」の文字 

十 第四号から前号まで（第七号を除く。）に掲げる核燃料輸送

物 当該輸送容器の告示で定める識別記号 
３ 次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、

それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に

表示しておかなければならない。 
一 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパッ

ク 「オーバーパック」の文字又は「ＯＶＥＲＰＡＣＫ」の文
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字 
二 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパッ

ク（個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に

定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。） 荷送

人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物

質等に係る告示で定める国連番号 

三 核燃料輸送物（Ｌ型輸送物を除く。）が収納され、又は包装

されているオーバーパック（個々の核燃料輸送物に表示された

前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認でき

る場合を除く。） 当該核燃料物質等の告示で定める品名 

４ ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器

の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマ

ークであって、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しな

ければならない。 

５ 核燃料輸送物（Ｌ型輸送物を除く。）の容器として使用されて

いる大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されて

いる大型コンテナ（Ｌ型輸送物のみが収納されているものを除く。

第六項において同じ。）には、告示で定めるコンテナ標識を当該

大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなけ

ればならない。 

６ 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若し

くは第六号又は第十九条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法

に拡大して付すことができる。この場合において、第一項又は第

十九条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若

しくは第六号又は第十九条第四項の標識を付すことを要しない。 

７ 核燃料輸送物が収納されている大型コンテナであって、告示で

定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの（以下「同一

核燃料物質等」という。）のみが当該核燃料輸送物に収納されて

いるもの（本邦内のみを運搬されるものを除く。）を専用積載で

運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等

の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。 

（積載限度） 

第十条 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパ

ックであって、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五

十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運

搬する場合には、この限りでない。 

２ 核燃料輸送物が収納されているコンテナであって、輸送指数又

は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。た

だし、専用積載（車両を専用してする専用積載に限る。次項並び

に第十八条第十項及び第十三項において同じ。）で運搬する場合

であって、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限

りでない。 

一 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 

二 核分裂性輸送物が収納されている場合にあっては、当該核分

裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただ

し、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、

オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナか

ら常に六メートル以上隔離される場合にあっては、当該核分裂

性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 

３ 核燃料輸送物等を積載する場合において、一の車両（二以上の

自動車が連結されている場合にあっては、当該二以上の自動車。

以下同じ。）に積載する輸送物（オーバーパックに収納され、又

は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除

く。）、オーバーパック（コンテナに収納されているものを除く。）

及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界

安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載

で運搬する場合であって、次の各号の基準のいずれかに適合する

ときは、この限りでない。 

一 核分裂性輸送物を積載しないこと。 

二 核分裂性輸送物を積載する場合にあっては、当該核分裂性輸

送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当

該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパッ

ク及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メー

トル以上隔離される場合にあっては、当該核分裂性輸送物の臨

界安全指数の合計が百を超えないこと。 
４ 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装さ

れているオーバーパック（以下「核分裂性輸送物等」という。）

及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所

に集貨（核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されてい

るコンテナであって、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物

等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であ

るものの集合をいう。）として積載するとき、又はコンテナに核

分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全

指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。 

５ 外運搬規則第三条第二項に定めるＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２

型輸送物又はＩＰ－３型輸送物を積載する場合において、一の車

両に積載する施行規則第十八条の三第二項に定めるＩＰ－１型輸

送物、ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型輸送物並びに外運搬規則

第三条第二項に定めるＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物及び

ＩＰ－３型輸送物（以下「ＩＰ型輸送物等」という。）に収納さ

れている汚染物等（施行規則第十八条の三第二項に定める低比放

射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第三条第二項に定

める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。第十八条第十一項に

おいて同じ。）の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えて

はならない。 

（車両に係る線量当量率等） 

第十一条 核燃料輸送物等を車両に積載した状態における線量当量

率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超

えてはならない。 

一 車両の表面（車両が開放型のものである場合にあっては、そ

の外輪郭に接する垂直面及び車体の底面） 最大線量当量率が

二ミリシーベルト毎時 

二 車両の前面、後面及び両側面（車両が開放型のものである場

合にあっては、その外輪郭に接する垂直面）から一メートル離

れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 

三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量

当量率が二十マイクロシーベルト毎時 

２ 核燃料輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸し

を終了した場合には、放射性物質又は放射性物質によって汚染さ

れた物（以下「放射性物質等」という。）による当該車両の表面

の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければな

らない。 

（車両に係る標識） 

第十二条 核燃料輸送物等（Ｌ型輸送物等を除く。以下この条、次

条、第十五条及び第十六条において同じ。）を積載した車両には、

告示で定める車両標識をその両側面及び後面（鉄道、新設軌道及

び索道にあっては、両側面に限る。）の見やすい箇所に付さなけ

ればならない。ただし、第九条第五項に定めるコンテナ標識（同

条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。）を付し

た大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であって、当該コンテ

ナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から

視認できるときは、当該コンテナ標識をもってこれに代えること

ができる。 

２ 核燃料輸送物等であって、同一核燃料物質等のみが収納されて

いるもの（本邦内のみを運搬されるものを除く。）を専用積載で

運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等

の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項

ただし書の規定に基づきコンテナ標識（第九条第六項の規定に基

づき拡大して付された標識を含む。）をもって前項の車両標識に

代えた場合には、この限りでない。 

３ 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条

電車、自動車及び軽車両の前部及び後部（軽車両にあっては、後

部に限る。）の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなけ

ればならない。 

（連結制限） 

第十三条 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第六

条第二項第一号から第三号までに掲げるもの（第三号に掲げるも

のにあっては、引火点が二十五度以下のものに限る。）を積載し
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た車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合にお

いて、ボギー車一両は、二両とみなす。 

２ 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、核燃料輸送

物等又は放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令

第三十三号）第三条に規定する放射性輸送物等を積載した他の車

両と一両以上離して連結しなければならない。 

（取扱方法等を記載した書類の携行） 

第十四条 核燃料輸送物等（Ｌ型輸送物等にあっては、当該Ｌ型輸

送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質で

あるものに限る。）を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、

量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他

運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置につい

て記載した書類を携行しなければならない。 

（交替運転者等） 

第十五条 核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜

間に運搬する場合であって、運転者が疲労等により安全な運転を

継続することができないおそれがあるときは、交替するための運

転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措

置を講じなければならない。 
（見張人） 

第十六条 核燃料輸送物等（特定核燃料輸送物等を除く。）を積載

した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道

路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所に

おいて、駐車（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条

第一項第十八号に規定する駐車をいう。）する場合には、見張人

を配置しなければならない。ただし、非開放型のコンテナ又は車

両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当

該核燃料輸送物に容易に近づけない場合を除く。 

（同乗制限） 

第十六条の二 第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六

号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送

物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通

常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 

（放射線防護計画） 

第十六条の三 原子力事業者等（法第五十七条の九に規定する原子

力事業者等をいう。以下同じ。）及び原子力事業者等から運搬を

委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障

害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その

他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めな

ければならない。 

（教育及び訓練） 

第十六条の四 原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託

された者は、運搬に従事する者に対し、核燃料輸送物等の取扱い

方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必

要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければ

ならない。 

（ＢＭ型輸送物の運搬に係る措置） 

第十七条 ＢＭ型輸送物又はＢＭ型輸送物が収納されているコンテ

ナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなけれ

ばならない。 

２ ＢＭ型輸送物又はＢＭ型輸送物が収納されているコンテナを運

搬する場合には、核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する

者を同行させ、当該核燃料輸送物の保安のため必要な監督を行わ

せなければならない。 

（特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等） 

第十七条の二 核燃料輸送物のうち防護対象特定核燃料物質が収納

されているものを非開放型のコンテナに収納して運搬する場合に

は、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。ただし、

当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び

封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 

２ 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されてい

るものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等は、保安及び特

定核燃料物質の防護のために必要な方法で積載しなければならな

い。 

３ 核燃料輸送物等を運搬する車両については、核燃料輸送物等の

うち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場

合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されてい

るものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のた

めに必要な連絡体制を整備しなければならない。 

５ 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されてい

るものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する

責任者（以下「運搬責任者」という。）及び見張人を配置し、保

安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなけ

ればならない。ただし、核燃料輸送物等のうち特定核燃料物質の

運搬の取決めに関する規則第一条第一項の表第七号から第十号ま

での上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬す

る場合にあっては、見張人を配置することを要しない。 

６ 運搬責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な

措置について知識及び経験を有する者でなければならない。 
７ 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたも

のを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料

輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物を

運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備

若しくは装置に対する破壊行為（以下「妨害破壊行為等」という。）

が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ

確実に対応できるように適切な計画（以下、「緊急時対応計画」

という。）を作成しなければならない。 
８ 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項

は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られ

ることがないよう管理しなければならない。この場合において、

次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密

の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定め

ることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。 

一 国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事

項 

二 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する

詳細な事項 

三 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事

項 

四 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事

項 

五 見張人による監視に関する詳細な事項 

六 緊急時対応計画に関する詳細な事項 

七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳

細な事項 

八 核燃料輸送物等のうち令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる

特定核燃料物質（照射されたものを含む。）が収納されたもの

に関する詳細な事項 

九 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されて

いるものの運搬に関する詳細な事項 

９ 核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質（使用済燃料

を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残り

の液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつ

て、その表面から一メートルの距離において吸収線量率（令第二

条第三号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同

じ。）が一グレイ毎時を超えるものを除く。）が収納されているも

のを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要

な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対

応したものとしなければならない。 

一 令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質（照射

されたものを含む。） 

二 令第三条第一号ハに掲げる特定核燃料物質であって、照射直

後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グ

レイ毎時を超えていたもの 

三 令第三条第三号に掲げる特定核燃料物質 
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（核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬） 

第十八条 外運搬規則第十三条第一号に定める低比放射性物質及び

同条第二号に定める表面汚染物を核燃料輸送物としないで運搬す

る場合には、次項から第十七項までの規定によらなければならな

い。 

２ 前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物（以下「低比放射

性物質等」という。）が収納されているコンテナ又はタンクの線

量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定め

る値を超えてはならない。 

一 表面 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 

二 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイク

ロシーベルト毎時 

３ 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクの表面

（当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあっては、

外表面に限る。）の放射性物質の放射能面密度は、表面密度限度

を超えてはならない。 

４ 汚染物等（施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性

同位元素及び第一項に定める低比放射性物質並びに同条第二号に

定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この

条（第十一項を除く。）において同じ。）並びに汚染物等が収納

されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定めるも

のとする。 

５ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される

数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・

〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇と

することができる。 

一 汚染物等（タンクに収納されているものを除く。）及び汚染

物等が収納されているタンクにあっては、当該汚染物等又は当

該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当

量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値

に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の

区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た

値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウ

ムの精鉱にあっては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の

表面（タンクに収納されている場合にあっては、当該タンクの

表面）から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告

示で定める値とすることができる。 

一平方メートル以下の場合 一

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三

二十平方メートルを超える場合 十

二 汚染物等が収納されているコンテナにあっては、当該コンテ

ナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタ

ンクについて前号による値を合計して得た値（当該コンテナに

輸送物が収納されている場合にあっては、当該値と同一のコン

テナに収納されている輸送物（オーバーパックに収納され、又

は包装されているものを除く。）及びオーバーパックについて

第八条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値）又

は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大

線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて

得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区

分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 

６ 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクには、

告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面

の四箇所に付さなければならない。 

７ 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナ又はタンクに

は、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は

当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 

８ 前項のコンテナ標識に代えて、第六項又は次条第四項の標識を

当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合

において、第六項又は次条第四項の規定にかかわらず、第六項又

は次条第四項の標識を付すことを要しない。 

９ 告示で定める品名の低比放射性物質等のうち、同一品名のもの

（以下「同一低比放射性物質等」という。）のみが収納されてい

る大型コンテナ又はタンク（本邦内のみを運搬されるものを除

く。）を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比

放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示し

なければならない。 
１０ 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコ

ンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載

する汚染物等（コンテナ又はタンクに収納されているものを除

く。）、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収

納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の車両

に積載する輸送物（オーバーパックに収納され、又は包装されて

いるもの及びコンテナに収納されているものを除く。）、オーバ

ーパック（コンテナに収納されているものを除く。）及び輸送物

が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えては

ならない。ただし、専用積載で運搬する場合は、この限りでない。 
１１ 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車

両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第十八条の十一第二号

に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両

に積載するＩＰ型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の

量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 

１２ 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車

両に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第十一条に定

める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告

示で定める量を超えてはならない。 

１３ 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコ

ンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取

卸しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面（専

用積載で運搬する場合にあっては、外表面に限る。）の汚染の程

度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 

１４ 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコ

ンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標

識をその両側面及び後面（鉄道、新設軌道及び索道にあっては、

両側面に限る。）の見やすい箇所に付さなければならない。ただ

し、第七項に定めるコンテナ標識（第八項の規定に基づき拡大し

て付された標識を含む。）を付した大型コンテナ又はタンクを運

搬する場合であって、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表

示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテ

ナ標識をもってこれに代えることができる。 

１５ 同一低比放射性物質等又は同一低比放射性物質等のみが収納

されているコンテナ若しくはタンク（本邦内のみを運搬されるも

のを除く。）のみを車両により運搬する場合には、告示で定める

ところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該車両に表示

しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコン

テナ標識（第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。）

をもって前項の車両標識に代えた場合にあっては、この限りでな

い。 

１６ 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコ

ンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物

（Ｌ型輸送物及び施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるＬ

型輸送物を除く。）、当該輸送物が収納され、若しくは包装され

ているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタ

ンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の

車両と一両以上離して連結しなければならない。 

１７ 第三条、第四条、第六条、第十条第二項、第十一条第一項、

第十二条第三項、第十三条第一項及び第十四条から第十六条の二

までの規定は、低比放射性物質等を運搬する場合に準用する。こ

の場合において、これらの規定（第十六条の二を除く。）中「核

燃料輸送物」とあるのは「低比放射性物質等」と、「核燃料輸送

物等」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収

納されているコンテナ若しくはタンク」と、第十六条の二中「第

九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」と

あるのは「告示で定める」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低

比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替

えるものとする。 
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（特別措置等） 
第十九条 第七条、第十条（前条第十七項において第十条第二項を

準用する場合を含む。）、第十一条（前条第十七項において第十一

条第一項を準用する場合を含む。）並びに前条第一項から第三項ま

で及び第十項から第十三項までの規定に従って運搬することが著し

く困難な場合であって、安全な運搬を確保するために必要な措置を

講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がな

い旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらな

いで運搬することができる。 
２ 第七条第一項、第十一条第一項第二号（前条第十七項において

準用する場合を含む。）並びに前条第一項及び第二項の規定によ

らないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を

受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができ

る。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで

運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しな

ければならない。 

一 第七条第一項

第一号 

イ 専用積載で運搬すること。 

ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック

又はコンテナに近づくことを防止する措

置を講じること。 

ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と。 

ニ 表面において最大線量当量率が十ミリ

シーベルト毎時を超えないこと。 

二 第七条第一項

第二号 

専用積載で運搬すること。 

三 第十一条第一

項第二号（前条

第十七項におい

て準用する場合

を含む。） 

当該車両の前面、後面及び両側面（車両が

開放型のものである場合にあっては、その

外輪郭に接する垂直面）から二メートル離

れた位置において最大線量当量率が百マイ

クロシーベルト毎時を超えないこと。 

四 前条第二項第

一号 

イ 専用積載で運搬すること。 

ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタ

ンクに近づくことを防止する措置を講じ

ること。 

ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と。 

ニ 表面において最大線量当量率が十ミリ

シーベルト毎時を超えないこと。 

五 前条第二項第

二号 

専用積載で運搬すること。 

３ 外運搬規則第五条第七号及び第八号、第六条第一号、第七条第

一号、第八条、第九条第一項第一号及び第二項第一号、第十条第

一項第一号及び第二項第一号並びに第十四条の規定により原子力

規制委員会の承認を受けて核燃料物質等又は核燃料輸送物を運搬

しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置

（これらの規定（外運搬規則第五条第八号及び第十四条を除く。）

により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率

が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃

料輸送物を運搬しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる

措置）を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認

を受けなければならない。 

一 関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する

措置を講じること。 

二 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 

４ 第一項及び前項の規定により核燃料物質等、核燃料輸送物等、

低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテ

ナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなけれ

ばならず、また、第九条第一項又は前条第六項の規定にかかわら

ず、それらの表面（核燃料物質等及び低比放射性物質等の表面を

除く。）の二箇所（コンテナ又はタンクにあっては、当該コンテ

ナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所）に告示で定める標識

を付さなければならない。 

（運搬の安全の確認） 
第二十条 令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃

料物質等は、ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物として運搬される核

燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふっ化ウランとする。 
２ 令第四十八条の表第一号ロの国土交通省令で定める核燃料物質

は、核分裂性輸送物（一の車両に積載される核分裂性輸送物であ

って、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超える

ものに限る。）として運搬される核燃料物質とする。 
第二十一条 法第五十九条第二項の確認（以下「運搬の安全の確認」

という。）を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画

書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

第二十二条 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確

認証を交付するものとする。 

 

附 則（平成二十六年十二月二十六日国土交通省令第九十五号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十七年一月一日（次項において「施行日」

という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核

燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射

性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に

開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、

なお従前の例による。 
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核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示 

（平成二年十二月三日運輸省告示第五百九十六号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日国土交通省告示第千二百一号 
 

核燃料物資等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）

の規定に基づき、核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示を

次のように定める。 

 

（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質等車両運搬

規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号。以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 
（表面密度限度） 
第二条 規則第七条第二項の告示で定める密度は、次の表の上欄に

掲げる放射性物質の区分に応じ、同表の下欄に掲げる非固定性汚染

の密度とする。 

アルファ線を放出する放射性物質 〇・四ベクレル毎平方セ

ンチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物質 四ベクレル毎平方センチ

メートル 

（輸送物等の輸送指数の決定方法） 
第三条 規則第八条第三項の輸送指数の決定に用いられる値が、

〇・〇五以下であり、かつ、次の各号に掲げる値であるときは、

当該値を〇とすることができる。 
一 輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当

量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値

（コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあ

っては、当該値に、規則第八条第二項第一号の表（以下、この

条において「表」という。）の上欄に掲げるコンテナ又はタン

クの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係

数を乗じて得た値） 
二 外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックの表面

から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシー

ベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、表の上欄に

掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、

表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 
三 輸送物が収納されているコンテナの表面から一メートル離れ

た位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表

した値に百を乗じて得た値に、表の上欄に掲げるコンテナの最

大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係数を乗

じて得た値 
（核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準の一部を適用し

ない核分裂性輸送物の臨界安全指数） 
第三条の二 規則第八条第四項第二号の告示で定める値は、核燃料

物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準

に係る細目等を定める告示（平成二年科学技術庁告示第五号。以

下「核燃料物質科学技術庁告示」という。）第二十三条の二の式

により算出される臨界安全指数とする。 
（核燃料輸送物等に係る標識） 
第四条 規則第九条第一項の告示で定める標識は、次の各号に定め

るとおりとする。 
一 規則第九条第一項の表第一号及び第四号に掲げる核燃料輸送

物等にあっては、第一類白標識（第一号様式） 
二 規則第九条第一項の表第二号及び第五号に掲げる核燃料輸送

物等にあっては、第二類黄標識（第二号様式） 
三 規則第九条第一項の表第三号及び第六号に掲げる核燃料輸送

物等にあっては、第三類黄標識（第三号様式） 
四 規則第九条第一項の表第七号に掲げる核燃料輸送物等にあっ

ては、臨界安全指数標識（第三号の二様式） 
第四条の二 規則第九条第二項第一号及び第三項第二号の規定によ

る国連番号の表示は、当該核燃料物質等（本邦内のみを運搬され

るものを除く。）の品名ごとに別表で定める国連番号を「UN」の

文字に続けて表示することにより行うこととする。 
２ 規則第九条第二項第二号及び第三項第三号の告示で定める品名

は、別表の品名の欄に掲げる日本語名又は英語名（ただし、「less 
than 0.1 kg per package」、「non-special form」及び「non-fissile 
or fissile-excepted」の表記の部分を除く。）のとおりとする。 

３ 規則第九条第二項第十号の規定による当該輸送容器の識別記号

は、施行規則第十八条の十八第三号又は外運搬規則第二十二条第

六号による承認容器登録番号が定められているものにあってはそ

の番号、承認容器登録番号が定められていないものにあっては設

計された国の名称及び製造業者名を表示するものとする。 
（三葉マーク） 
第五条 規則第九条第四項の告示で定めるマークは、三葉マーク（第

四号様式）とする。 
（コンテナ標識）  
第六条 規則第九条第五項及び第十八条第七項の告示で定めるコン

テナ標識は、コンテナ標識（第五号様式）とする。 
（コンテナ標識に係る国連番号の表示） 
第七条 規則第九条第七項及び第十八条第九項の告示で定める品名

は、別表の品名の欄に掲げる日本語名又は英語名（ただし、「less 
than 0.1 kg per package」、「non-special form」及び「non-fissile 
or fissile-excepted」の表記の部分を除く。）のとおりとする。 

２ 規則第九条第七項及び第十八条第九項の規定による国連番号の

表示は、同一核燃料物質等又は同一低比放射性物質等の品名ごと

に別表で定める国連番号を六十五ミリメートル以上の大きさの黒

色の数字で、次の各号に定める場所のいずれかに表示することに

より行うこととする。 
一 規則第九条第五項又は第十八条第七項の規定により大型コン

テナ又はタンクに付されたコンテナ標識上 
二 規則第九条第五項又は第十八条第七項の規定により大型コン

テナ又はタンクに付されたコンテナ標識（規則第九条第六項又

は第十八条第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含

む。）に近接して付された国連番号用副標識（第六号様式）上 
（IP 型輸送物等に係る放射能の量の限度） 
第八条 規則第十条第五項及び第十八条第十一項の告示で定める量

は、次の表の上欄に掲げる汚染物等の区分に応じ、それぞれ、同表

の下欄に掲げる放射能の量とする。  

一 放射性同位元素等の工場又は事業所の外にお

ける運搬に関する技術上の基準に係る細目等を

定める告示（平成二年科学技術庁告示第七号。

以下「放射性同位元素科学技術庁告示」という。）

第四条第一項第一号に定める LSA-Ⅰ及び核燃

料物質科学技術庁告示第五条第一項第一号に定

める LSA-Ⅰ 

制限なし 

二 LSA-Ⅱ等（放射性同位元素科学技術庁告示第

四条第一項第二号に定める LSA-Ⅱ及び核燃料

物質科学技術庁告示第五条第一項第二号に定め

る LSA-Ⅱをいう。以下同じ。）及び LSA-Ⅲ等

（放射性同位元素科学技術庁告示第四条第一項

第三号に定める LSA-Ⅲ及び核燃料物質科学技

術庁告示第五条第一項第三号に定める LSA-Ⅲ

をいう。以下同じ。）のうち可燃物以外の固体 

制限なし 

三 LSA-Ⅱ等及び LSA-Ⅲ等のうち前号に掲げ

るもの以外のもの 
核燃料物質科

学技術庁告示

第三条の表の

特別形核燃料

物質等以外の

ものの項に定

める A2値（以

下「A2値」と

いう。）の百

倍 
四 放射性同位元素科学技術庁告示第四条第二項

第一号に定める SCO-Ⅰ及び核燃料物質科学技

術庁告示第五条第二項第一号に定める SCO-Ⅰ

並びに放射性同位元素科学技術庁告示第四条第

A2値の百倍 
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二項第二号に定める SCO-Ⅱ及び核燃料物質科

学技術庁告示第五条第二項第二号に定める

SCO-Ⅱ 
（車両表面の汚染限度） 
第九条 規則第十一条第二項及び第十八条第十三項の告示で定める

基準は、次に掲げる汚染の種類ごとに当該各号に定める基準とす

る。 
一 非固定性汚染 車両の表面の放射性物質の放射能面密度が、

次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、同表の下欄に

掲げる密度を超えないこと。 

アルファ線を放出する放射性物質 〇・四ベクレル毎平方

センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物質 四ベクレル毎平方セ

ンチメートル 

二 固定性汚染 取卸しを終了した場合に、車両表面における線

量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 
（車両標識） 
第十条 規則第十二条第一項及び第十八条第十四項の告示で定める

車両標識は、車両標識（第七号様式）とする。 
（車両標識に係る国連番号の表示） 
第十一条 規則第十二条第二項及び第十八条第十五項の規定による

国連番号の表示は、同一核燃料物質等又は同一低比放射性物質等

の品名ごとに別表で定める国連番号を六十五ミリメートル以上の

大きさの黒色の数字で、次の各号に定める場所のいずれかに表示

することにより行うこととする。 
一 規則第十二条第一項又は第十八条第十四項の規定により車両

に付された車両標識上 
二 規則第十二条第一項又は第十八条第十四項の規定により車両

に付された車両標識に近接して付された国連番号用副標識（第

六号様式）上 
（放射線防護計画の記載事項） 
第十一条の二 規則第十六条の三の告示で定める事項は、次の各号

に定めるものとする。 
一 輸送実施体制に関する事項 

二 放射線の線量の測定方法及び放射線の線量評価に関する事項 

三 核燃料輸送物等の表面の汚染に関する事項 

四 核燃料輸送物等からの隔離及び防護に関する事項 

五 緊急時の対応に関する事項 

六 緊急時のための訓練に関する事項 

七 放射線防護計画の品質保証に関する事項 

八 その他国土交通大臣が必要と認める事項 

（教育及び訓練に関する事項） 

第十一条の三 規則第十六条の四の告示で定める事項は、次の各号

に定めるものとする。 

一 核燃料輸送物等の取扱い方法に関する事項 

二 職務に応じた特定の訓練に関する事項 

三 放射線障害を想定した安全訓練に関する事項 

四 その他国土交通大臣が必要と認める事項 

（汚染物等に係る輸送指数の決定方法） 
第十二条 規則第十八条第五項の輸送指数の決定に用いられる値が、

〇・〇五以下であり、かつ、次の各号に掲げる値であるときは、

当該値を〇とすることができる。 
一 汚染物等（タンクに収納されているものを除く。）又は汚染

物等が収納されているタンクの表面から一メートル離れた位置

における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値

に百を乗じて得た値に、規則第十八条第五項第一号の表（以下、

この条において「表」という。）の上欄に掲げる汚染物等又は

タンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げ

る係数を乗じて得た値 
二 汚染物等が収納されているコンテナの表面から一メートル離

れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で

表した値に百を乗じて得た値に、表の上欄に掲げるコンテナの

最大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係数を

乗じて得た値 

（ウラン等の精鉱の集積の輸送指数の決定に用いる値） 
第十三条 規則第十八条第五項第一号の告示で定めるウラン又はト

リウムの精鉱は、次の表の上欄に掲げるウラン又はトリウムの精

鉱とし、同号の告示で定める値は、それぞれ、同表の下欄に掲げ

る値とする。 

六フッ化ウラン以外のウランの化学的精鉱 〇・〇二 

トリウムの化学的精鉱 〇・三 

（低比放射性物質等に係る標識） 
第十四条 規則第十八条第七項の告示で定める標識は、次の各号に

定めるとおりとする。 
一 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、輸送指数が〇であるものにあっては、第一類白標識（第

一号様式） 
二 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、前号に掲げるもの以外のものであり、かつ、輸送指数が

一を超えないものにあっては、第二類黄標識（第二号様式） 
三 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、前二号に掲げるもの以外のものにあっては、第三類黄標

識（第三号様式） 
四 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、かつ、核分裂性輸送物が収納されているものにあっては、

臨界安全指数標識（第三号の二様式） 
（表面汚染物に含まれる核分裂性物質の限度） 
第十五条 規則第十八条第十二項の告示で定める物質は、ウラン二

三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九又はプルトニウム二四

一とし、同項の告示で定める量は、四十五グラムとする。 
（同条制限に係る低比放射性物質等が収納されているコンテナ又は

タンク） 
第十六条 規則第十八条第十七項において準用する規則第十六条の

二の告示で定める低比放射性物質等が収納されているコンテナ又

はタンクは、第十四条第二号又は第三号に掲げる低比放射性物質

等が収納されているコンテナ又はタンクとする。 
（特別措置により運搬する場合に付す標識） 
第十七条 規則第十九条第四項の告示で定める標識は、第三類黄標

識（第三号様式）とする。 
（運搬の安全の確認が必要となる六ふっ化ウランの量）  
第十八条 規則第二十条第一項の告示で定める量は、収納される六

ふっ化ウランが〇・一キログラムとする。 
 
附 則（平成二十六年十二月二十六日国土交通省告示第千二百一号） 
（施行期日） 
１ この告示は、平成二十七年一月一日（次項において「施行日」

という。）から施行する。 
（経過措置） 
２ この告示による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の細目

を定める告示及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示

の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料

物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元

素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 
 
別表（第 4 条の 2、第 7 条、第 11 条関係） 

品名 国連 
番号 日本語名 英語名 

L 型輸送物（空容器） RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
EMPTY PACKAGING 

２９０８

L 型輸送物（機器等を

構成する未照射の天

然ウラン、劣化ウラン

又は天然トリウム等）

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
ARTICLES 
MANUFACTURED FROM 
NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM 

２９０９
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L 型輸送物（放射能量

が少量のもの） 
RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL 

２９１０

L 型輸送物（機器等に

内蔵される放射性物

質） 

RADIOACTICE MATERAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
INSTRUMENTS or 
ARTICLES 

２９１１

低比放射性物質（ＬＳ

Ａ－Ⅰ）（核分裂性物

質のものを除く。）（六

フッ化ウランを除

く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-I) non-fissile or 
fissile-excepted 

２９１２

表面汚染物（ＳＣＯ－

Ⅰ又はＳＣＯ－Ⅱ）

（核分裂性物質のも

のを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II) non-fissile 
or fissile-excepted 

２９１３

A 型輸送物（特別形放

射性物質等以外のも

のであって核分裂性

輸送物のものを除

く。）（六フッ化ウラ

ンを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
non-special form, non-fissile 
or fissile-excepted 

２９１５

BU 型輸送物（核分裂

性輸送物のものを除

く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, 
non-fissile or fissile-excepted 

２９１６

BM 型輸送物（核分裂

性輸送物のものを除

く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, 
non-fissile or fissile-excepted 

２９１７

特別措置により運送

される放射性輸送物

（核分裂性輸送物の

ものを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
non-fissile or fissile-excepted 

２９１９

六フッ化ウラン（核分

裂性輸送物のもの）

（Ｌ型輸送物、ＢＵ型

輸送物、ＢＭ型輸送物

及び特別措置により

運送される放射性輸

送物を除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE 

２９７７

六フッ化ウラン（核分

裂性輸送物のものを

除く。）（Ｌ型輸送物、

ＢＵ型輸送物、ＢＭ型

輸送物及び特別措置

により運送される放

射性輸送物を除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, 
non-fissile or fissile-excepted 

２９７８

低比放射性物質（ＬＳ

Ａ－Ⅱ）（核分裂性物

質のものを除く。）（六

フッ化ウランを除

く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II) non-fissile or 
fissile-excepted 

３３２１

低比放射性物質（ＬＳ

Ａ－Ⅲ）（核分裂性物

質のものを除く。）（六

フッ化ウランを除

く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-III) non-fissile or 
fissile-excepted 

３３２２

低比放射性物質（ＬＳ

Ａ－Ⅱ）（核分裂性物

質のもの）（六フッ化

ウランを除く。） 
 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), FISSILE 

３３２４

低比放射性物質（ＬＳ

Ａ－Ⅲ）（核分裂性物

質のもの）（六フッ化

ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-III), FISSILE 

３３２５

表面汚染物（ＳＣＯ－

Ⅰ又はＳＣＯ－Ⅱ）

（核分裂性物質のも

の） 
 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), FISSILE 

３３２６

A 型輸送物（特別形放

射性物質等以外のも

のであって核分裂性

輸送物であるもの）

（六フッ化ウランを

除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, FISSILE 
non-special form 

３３２７

BU 型輸送物（核分裂

性輸送物のもの） 
RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, 
FISSILE 

３３２８

BM 型輸送物（核分裂

性輸送物のもの） 
RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, 
FISSILE 

３３２９

特別措置により運送

される放射性輸送物

（核分裂性輸送物の

もの） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE 

３３３１

A 型輸送物（特別形放

射性物質等であって

核分裂性輸送物でな

いもの）（六フッ化ウ

ランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM non-fissile 
or fissile-excepted 

３３３２

A 型輸送物（特別形放

射性物質等であって

核分裂性輸送物のも

の。）（六フッ化ウラ

ンを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, FISSILE 

３３３３

六フッ化ウラン（Ｌ型

輸送物のもの）（輸送

物一個当たりの六フ

ッ化ウランの質量が

〇・一キログラム未満

のものであって核分

裂性輸送物のものを

除く。） 

URANIUM 
HEXAFLUORIDE, 
RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE, less 
than 0.1kg per package, 
non-fissile or fissile-excepted 

３５０７
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第一号様式（第 4 条、第 14 条関係） 第一類白標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当該

核燃料物質等が汚染物等に該当する場合にあっては、名称（Ｌ

ＳＡ－Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び汚染物等の区分）

を記入すること。ただし、複数の核燃料物質等が収納されてい

るときは、そのうち代表的なものの名称をできる限り記入する

こととする。 
3 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の量

の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性物質

のみが収納されている場合にあっては、その放射能の量の合計

に代えてその質量の合計を記入することができる。 
4 収納されている核燃料物質等が異なる二以上の核燃料輸送

物が収納され、又は包装されているオーバーパック及びコンテ

ナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二号様式（第 4 条、第 14 条関係） 第二類黄標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当該

核燃料物質等が汚染物等に該当する場合にあっては、名称（Ｌ

ＳＡ－Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び汚染物等の区分）

を記入すること。ただし、複数の核燃料物質等が収納されてい

るときは、そのうち代表的なものの名称をできる限り記入する

こととする。 
3 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の量

の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性物質

のみが収納されている場合にあっては、その放射能の量の合計

に代えてその質量の合計を記入することができる。 
4 収納されている核燃料物質等が異なる二以上の核燃料輸送

物が収納され、又は包装されているオーバーパック及びコンテ

ナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
7 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
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第三号様式（第 4 条、第 14 条、第 17 条関係） 第三類黄標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当該

核燃料物質等が汚染物等に該当する場合にあっては、名称（Ｌ

ＳＡ－Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び汚染物等の区分）

を記入すること。ただし、複数の核燃料物質等が収納されてい

るときは、そのうち代表的なものの名称をできる限り記入する

こととする。 
3 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の量

の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性物質

のみが収納されている場合にあっては、その放射能の量の合計

に代えてその質量の合計を記入することができる。 
4 収納されている核燃料物質等が異なる二以上の核燃料輸送

物が収納され、又は包装されているオーバーパック及びコンテ

ナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
7 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三号の二様式（第 4 条、第 14 条関係） 臨界安全指数標識 
 

 

 
注 1 臨界安全指数の欄には、臨界安全指数を記入すること。 

2 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
3 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

白 

黒 

白 

黒 

黒 

 

 
第四号様式（第 5 条関係） 三葉マーク 
 

 
 
注 ℓは、0.2 センチメートル以上とする。 
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第五号様式（第 6 条関係） コンテナ標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 ℓは、0.5センチメートル以上とする。 
3 数字「７」の高さは2.5センチメートル以上とする。 
4 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するも

のとする。この場合においては、「放射性（RADIOACTIVE）」

の文字を削ることができる。 
6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

白 

黒 

黒 

 
 
第六号様式（第 7 条、第 11 条関係） 国連番号用副標識 
 

 

 
注 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

地 

ふ ち の 部 分 

橙 

黒 

 

第七号様式（第 10 条関係） 車両標識 
 

 

 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 ℓは、0.5センチメートル以上とする。 
3 数字「７」の高さは2.5センチメートル以上とする。ただし、

注4により標識を縮小する場合には、この限りでない。 
4 車両に付すことが困難な場合は、ℓを、0.2センチメートルま

で縮小することができる。ただし、この場合であっては、相対

的比率を保たなければならない。 
5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するも

のとする。 
6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

白 

黒 

黒 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告

に関する規則 

（平成十七年十二月一日国土交通省令第百九号） 

最終改正：平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第六十二条の三の規定に基づき、核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に

規定する国土交通大臣への報告に関する規則を次のように定める。 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」

という。）第六十二条の三の規定により、原子力事業者等（法第五十

七条の九に規定する原子力事業者等をいう。）は、核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）の

運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、そ

の状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しな

ければならない。 

一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じたとき。 
二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。 
三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害（放射線

障害以外の障害であって軽微なものを除く。）が発生し、又は

発生するおそれがあるとき。 
 

附 則（平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号） 

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年

九月十九日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第四条（放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改

正規定に限る。）、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原

子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の

日（平成二十五年四月一日） 

二 第五条（核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における

措置に関する規則第一項の改正規定に限る。）、第八条、第十

条（核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限

る。）及び第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一

条第四号に掲げる規定の施行の日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における

措置に関する規則 

（昭和五十三年十二月二十八日運輸省令第六十八号） 

最終改正：平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第六十四条第一項の規定に基づき、核燃

料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次

のように定める。 
 
１ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。）第六十四条第

一項の規定に基づき、原子力事業者等（法第五十七条の九に規定

する原子力事業者等をいう。以下同じ。）及び原子力事業者等か

ら運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物

質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」

という。）の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、

火災その他の災害が起こったことにより、核燃料物質等による災

害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ち

に、次の各号に定める措置（法第五十九条第一項に規定する運搬

にあっては、第四号に掲げる措置を除く。）を講じなければなら

ない。 
一 核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無

軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空

機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が

起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ち

に、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。 
二 核燃料物質等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、

標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係

者以外の者が立ち入ることを禁止すること。 
三 放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近に

いる者に避難するよう警告すること。 
四 核燃料物質等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の

広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるとき

は、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講

ずること。 
六 その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置

を講ずること。 
２ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（昭和五十三年総理府令第五十七号）第一条第八号に規定する放

射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠

の意思のない旨を原子力事業者等若しくは原子力事業者等から運

搬の委託を受けた者に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる緊

急作業を行う場合における線量限度は、同令第二十六条第二項に

基づき原子力規制委員会の定める線量とする。 
 
附 則（平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号） 
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年

九月十九日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 
一 第四条（放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改

正規定に限る。）、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原

子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の

日（平成二十五年四月一日） 
二 第五条（核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における

措置に関する規則第一項の改正規定に限る。）、第八条、第十

条（核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限

る。）及び第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一

条第四号に掲げる規定の施行の日 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身

分を示す証明書の様式を定める省令 

（昭和五十三年十二月二十八日運輸省令第六十九号） 

最終改正：平成二十六年二月二十六日国土交通省令第十二号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）を実施するため、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職

員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定

める。 
 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第六十八条第一項又は第七十一条第三項

の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の

様式は、次のとおりとする。 
 

附 則（平成二十六年二月二十六日国土交通省令第十二号） 
この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法

律の施行の日（平成二十六年三月一日）から施行する。 

 
 
証明書様式 
 
                （表） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
番  号 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく 

立入検査をする職員の身分証明書 
 
 
 
 
 

官  職 
 
氏  名 

年  月  日生 
写 

年  月  日発行 
真 

国土交通大臣  印 

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル 
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核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律 

抜
粋 

（
立
入
検
査
等
） 

第
六
十
八
条 

原
子
力
規
制
委
員
会
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
原
子
力
規
制
委
員
会
又

は
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
等
の
区
分
（
同
項
各
号
の
当
該
区
分
に

か
か
わ
ら
ず
、
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特

定
活
動
実
施
者
に
つ
い
て
は
原
子
力
規
制
委
員
会
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ

て
は
第
五
十
九
条
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、

警
察
職
員
）
に
、
原
子
力
事
業
者
等
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定

す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
を
含
む
。
）
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ

の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り
、
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
許
可
等
に
つ
い
て
の
意
見
等
） 

第
七
十
一
条 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十

六
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第

一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
、
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四

十
三
条
の
三
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
す
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
許
可
等
を
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
許
可
等
を
す
る
場
合 

国
土
交
通
大
臣
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る

場
合
に
あ
っ
て
は
文
部
科
学
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
） 

３ 

文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
関
し
特
に
調
査
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原

子
力
船
運
航
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
若
し
く
は
廃
棄
事
業
者
（
第
三
条

第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
又
は
第
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
、
第
四
十 

        

       

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
者
を
含
む
。
）
か
ら
必
要
な
報
告
を
徴
し
、
又
は
そ
の

職
員
に
、
当
該
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
発
電
用
原
子
炉
設

置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
若
し
く
は
廃
棄
事
業
者
の
事
務
所
若
し
く
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立

ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
準
用
す
る
。 

第
七
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ

れ
を
併
科
す
る
。 

三
十 

第
六
十
八
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並

び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者 

第
八
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

十
一 

第
六
十
八
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並

び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検

査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し

た
者 

第
八
十
一
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰

金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

二 

第
七
十
八
条
第
一
号
、
第
二
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
号
（
試
験
研
究
炉

等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
、
第
八
号
の
二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及

び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
（
試

験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
、
第
十
三
号
の
三
か
ら
第
十
三
号
の
七
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十

七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
六
号
の
二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
二
十
七
号
の
二
か
ら
第
二
十
七
号
の
四
ま
で
、
第
二
十
八
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
九
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
三
十
号
（
試
験
研
究

炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
） 

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑  

三 

第
七
十
七
条
（
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
八
条
（
前
号
に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
条 

各
本
条
の
罰
金
刑 

  

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル

（裏）
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放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核

燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について（依命

通達） 

 

官 鉄 保 第 1 2 7 号 

貨 技 第 1 4 4 号 

平成 2年 12月 27日 

一部改正 国 鉄 安 第 5 6 号 

国 自 環 第 1 4 5 号 

平成26年12月26日 

 

運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官 

運 輸 省 貨 物 流 通 局 長 
 

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等 

車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達） 
 

今般、放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬

規則の一部を改正する省令（平成 2 年運輸省令第 34 号）、放射性同

位元素等車両運搬規則の細目を定める告示（平成 2 年運輸省告示第

595 号）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示（平成 2
年運輸省告示第 596 号）が制定され、平成 3 年 1 月 1 日から施行さ

れます。この施行に当たり、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和

52 年運輸省令第 33 号）及び放射性同位元素等車両運搬規則の細目

を定める告示の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号）第

18 条の 2 第 2 項に規定する確認の申請、放射性同位元素等車両運搬

規則第18条の承認の申請及び放射性同位元素等に係る指定運搬方法

確認機関に関する省令（昭和 56 年運輸省令第 24 号）第 3 条の承認

の申請についての実施細目については、別添 1「放射性同位元素等車

両運搬規則関係取扱要領」のとおり、核燃料物質等車両運搬規則（昭

和 53 年運輸省令第 72 号）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を

定める告示の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第

59 条の 2 第 2 項に規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規則

第 22 条に規定する運輸大臣の指定の申請、同令第 19 条の承認の申

請及び核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令（昭

和 61 年運輸省令第 37 号）第 3 条の承認の申請についての実施細目

については、別添 2「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のと

おり、それぞれ定め、平成 3 年 1 月 1 日以後の運搬について適用す

ることとしたので、関係者に対する周知徹底方お願いします。 
なお、「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位元

素等車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達）」（昭和 56 年 5
月 18 日付け鉄保第 71 号、鉄運第 60 号、自安第 117 号）及び「「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正

する法律」の施行に伴う関係政省令の制定等について（依命通達）」

（昭和 61 年 11 月 25 日付け官鉄保第 93 号、貨技第 124 号）は、廃

止します。 
 

別添２ 
 

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領 
 

１．目的 
本要領は、核燃料物質等車両運搬規則（昭和 53 年運輸省令第 72

号。以下「規則」という。）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を

定める告示（平成 2 年運輸省告示第 596 号。以下「告示」という。）

の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等

規制法」という。）第 59 条第 2 項に規定する確認の申請及び規則第

19 条の承認の申請（以下「特別措置運搬承認申請」という。）等につ

いて実施細則を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を

図ることを目的とする。 
 
２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い 

(1) 規則第 2 条第 2 項関係 
(ｲ) 荷送人は、放射性輸送物又は核燃料輸送物を開放型の構造を

有する箱又は袋等に収納し、又は包装する場合においても、

個々の放射性輸送物又は核燃料輸送物に付された標識が見え

にくい場合には、オーバーパックに係る基準を満足させるよ

うに努めること。 
(ﾛ) 「タンク」とは、タンクコンテナ、ポータブルタンク、タン

ク車（自動車及び鉄道車両）におけるタンクであって、気体、

液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体若しくは液体として

収納された後に凝固した固体を収納するものをいう。 
(2) 規則第 3 条、第 4 条第 3 項、第 16 条、第 16 条の 2、第 19 条

第 2 項及び第 3 項関係 
「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行

する警察官等はこれに含まれない。 
(3) 規則第 7 条第 2 項（告示第 2 条）、第 11 条第 2 項（告示第 9

条）関係 
「非固定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離す

るおそれがあり、ろ紙片等によりふきとることができる性質の

汚染をいう。 
(4) 規則第 9 条関係 

(ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているものにあ

っては、当該コンテナの四隅の柱、床板の側面等の側方から

できるだけ見やすい箇所に告示第四条に定める標識を付すこ

と。 
(ﾛ) 荷送人は、L 型輸送物の運搬を委託する場合には、運送状の

品名の欄に「L 型輸送物（放射性）」等と表示する等により、

L 型輸送物（放射性）の運搬を委託する旨を明らかにし、運

搬に従事する者が当該 L 型輸送物を取り扱う場合に、容易に

判別できるようにすること。 
(ﾊ) 第 2 項の総重量、「A 型」又は「TYPE A」の文字、「BM
型」又は「TYPE B(M)」の文字、「BU 型」又は「TYPE B(U)」
の文字、「IP－1 型」又は「TYPE IP－1」の文字、「IP－2
型」又は「TYPE IP－2」の文字及び「IP－3 型」又は「TYPE 

IP－3」の文字は、原則として 1 平方センチメートル角以上の

黒字を白地に表示するものとする。 
(ﾆ) 第 2 項の「A 型」又は「TYPE A」の文字、「BM 型」又は

「TYPE B(M)」の文字、「BU 型」又は「TYPE B(U)」の

文字、「IP－1 型」又は「TYPE IP－1」の文字、「IP－2 型」

又は「TYPE IP－2」の文字及び「IP－3 型」又は「TYPE 

IP－3」の文字の表示については、本邦内のみを運搬されるも

のにあっては、「A 型」、「BM 型」、「BU 型」、「IP－1 型」、「IP
－2 型」又は「IP－3 型」と、本邦外を運搬されるもの（本邦

外を運搬されるために、その経路上本邦内を運搬されるもの

を含む。以下同じ。）にあっては、「TYPE A」、「TYPE B(M)」、
「TYPE B(U)」、「TYPE IP－1」、「TYPE IP－2」又は

「TYPE IP－3」と、それぞれ、表示するように努めること。 
(ﾎ) 第 7 項のコンテナ標識に係る国連番号は、大型コンテナによ

る国際複合一貫輸送を行う場合に、表示するものである。 
(5) 規則第 9 条第 7 項（告示第 7 条第 2 項）関係 

「65 ミリメートル以上の大きさ」とは、高さが 65 ミリメー

トル以上であることをいう。 
(6) 規則第 11 条第 1 項関係 

運搬に従事する者に対する線量が、一般人と同様、1 ミリシー

ベルト毎年以下となるよう、車両による運搬に従事する者が通

常乗車する場所の最大線量当量率は20マイクロシーベルト毎時

以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、IP－1
型輸送物、IP－2 型輸送物、IP－3 型輸送物、A 型輸送物、BM
型輸送物又は BU 型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、

運搬に従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを 1
年間保管すること。 
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(ｲ) 核燃料物質等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助

手席、車室内ベッド等にいた時間 
(ﾛ) ポケット線量計、フイルム（ガラス）バッジ等による測定結

果 
(7) 規則第１１条第２項関係 

汚染された区域への車両の進入、輸送物からの放射性物質等

の漏えい等により車両が汚染された可能性がある場合には、当

該車両について、汚染の検査を行うこと。 
(8) 規則第 11 条第 2 項（告示第 9 条）関係 

「固定性汚染」とは、(3)の非固定性汚染以外の汚染をいう。 
(9) 規則第 12 条第 2 項関係 

車両標識に係る国連番号は、同一の車両に積載された状態で

本邦外を運搬する場合に、表示するものである。 
(10) 規則第 12 条第 3 項関係 

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後

方 300 メートルの距離から点燈を確認できるものであること。 
(11) 規則第 14 条関係 

(ｲ) 携行する書類（電子媒体であって、輸送中に利用可能である

ものを含む。）は、各運搬物に関する次の事項についての記載

を含むものであること。ただし、本邦内のみを運搬されるも

のにあっては、1)から 4)までの事項及び 13)の事項における英

語の文字について、省略することができる。 
1) 運搬する核燃料物質等の品名に応じた国連番号 
2) 運搬する核燃料物質等の告示別表に定める品名 
3) 国連分類番号「7」 
4) 2)の品名中に含まれていない場合には、「RADIOACTIVE 

MATERIAL（放射性物質）」という文字 
5) 運搬する核燃料物質等の名称（主な核種の記号） 
6) 運搬する核燃料物質等の物理的及び化学的性状について

の記述（当該核燃料物質等が特別形核燃料物質等である場

合には、その旨の記述でよい。） 
7) 運搬する核燃料物質等のベクレル(Bq)単位で表された放

射能の量の合計（核分裂性物質にあっては、グラム単位又

はその倍数単位で表された核分裂性物質の質量の合計でも

よい。） 
8) 核燃料輸送物又は低比放射性物質等が収納されたコンテ

ナ若しくはタンクの分類（第 1 類白標識、第 2 類黄標識又

は第 3 類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか及び臨

界安全指数標識の貼付。） 
9) 核燃料輸送物、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が

収納されたコンテナ若しくはタンクの輸送指数 
10) 核分裂性物質にあっては、次の内容 

ⅰ) 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成二年科学

技術庁告示第五号。以下「核燃料物質科学技術庁告示」と

いう。）第 23 条第 1 号から第 6 号のうちのいずれかが適用

されているものは当該項目への言及 
ⅱ) 核燃料物質科学技術庁告示第 23 条第 3 号から第 5 号の

いずれかが適用されているものは核分裂性核種の合計重

量 
ⅲ) 核燃料物質科学技術庁告示第 23 条の 2 第 1 号ハ(1)から

(3)又は第 2 号のうちいずれかが適用されているものは当

該項目への言及 
ⅳ) 核分裂性輸送物にあっては臨界安全指数 

11) 核燃料輸送物又は低比放射性物質等が収納されたコンテ

ナ若しくはタンクに係る承認番号（容器承認番号、特別措

置に係る承認番号等） 
12) オーバーパック又はコンテナに核燃料輸送物を収納し、

又は包装する場合には、オーバーパック又はコンテナにつ

いての詳細な記述（収納され、又は包装された核燃料輸送

物及びオーバーパックの個数、オーバーパック又はコンテ

ナへの収納又は包装の方法、収納され、又は包装された核

燃料物質等のベクレル(Bq)単位で表された放射能の量の合

計（核分裂性物質にあっては、グラム単位又はその倍数単

位で表された核分裂性物質の質量の合計でもよい。）、オー

バーパック又はコンテナの分類（第 1 類白標識、第 2 類黄

標識又は第 3 類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか

及び臨界安全指数標識の貼付。）、オーバーパック又はコン

テナの輸送指数及び臨界安全指数、オーバーパック又はコ

ンテナに係る承認番号（特別措置に係る承認番号等）、その

他必要な事項） 
13) 運搬物が専用積載で運搬されなければならない場合には、

「EXCLUSIVE USE SHIPMENT（専用積載による運

搬）」の文字 
14) LSA－Ⅱ、LSA－Ⅲ、SCO－Ⅰ及び SCO－Ⅱについては、

A2値の倍数で示した全放射能量。ただし、A2 値が無制限で

ある核燃料物質については、A2値の倍数をゼロとすること。 
15) 運搬方法（運搬車両、積付け方法等）に関すること。 
16) 運搬経路に関すること。 
17) 運搬関係者（荷送人、荷受人、運送人等）の氏名等 
18) 運搬中（又は駐車中（道路輸送に限る。））の見張人に関

すること。 
19) 輸送物の受渡し地点及びその予定時刻 
20) 運搬中の連絡通報に関すること及び緊急時における当該

運搬物に必要な措置 
当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、

あらかじめ説明がなされ、かつ、保安のために必要な内容に

ついては、輸送物引き渡しまでに荷受人にも提供されるもの

であること。 
荷送人及び運送人は、当該書類の写し（電子情報として保

存されている場合にあっては、印刷物として複製可能である

ものに限る。）を 1 年間保管すること。 
(ﾛ) L 型輸送物（防護対象特定核燃料物質が収納されているもの

を除く。）を運搬する場合にあっては、当該輸送物の取扱方法、

事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事

項を記載した書面を携行するよう努めること。 
(ﾊ) 防護対象特定核燃料物質を運搬する場合に携行しなければ

ならない書類は、あらかじめ荷送人、荷受人及び運送人の間

で、協議及び調整を行った上で作成すること。この場合にお

いて、次の事項について配慮すること。 
1) 他の輸送手段と一貫して運搬する場合にあっては、特別の

事由がある場合を除き、全体の輸送時間、積替回数及び積

替時間が最小となるようにすること。 
2) 運搬経路の選定に当たっては、特別な事由がある場合を除

き、自然災害等による突発的な事態が生ずる可能性が少な

い地区を通過するようにすること。さらに道路輸送にあっ

ては、緊急時における代替経路を考慮しておくこと。 
3) 道路輸送中において、積替えを予定しないこと。 
4) 定期的に毎月同一日時に輸送する等の反復継続する輸送

は、避けるよう努めること。 
(12) 規則第 15 条関係 

核燃料輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通

事故を防止して通行の安全を確保するための規定である。本規

則の実施に当たっては、次によること。 
(ｲ) BM 型輸送物、BU 型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する

場合にあっては、「危険物の規制に関する規則」（昭和 34 年総

理府令第 55 号）第 47 条の 2 の規定に準ずること。 
(ﾛ) 核燃料輸送物等を運搬する場合には、「自動車運転者の労働

時間等の改善のための基準（平成元年 2 月 9 日労働省告示第 7
号）」に準拠すること。 

なお、核燃料輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当

の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよ

う努めること。 
(13) 規則第 16 条の 4 関係 

教育及び訓練については、定期的に計画し実施すること。 
(14) 規則第 17 条第 2 項関係 

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者

とする。 
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(ｲ) 原子炉等規制法第 41 条に規定する原子炉主任技術者免状を

有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者 
(ﾛ) 原子炉等規制法第 22 条の 3 に規定する核燃料取扱主任者免

状を有する者 
(ﾊ) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭

和 32 年法律第 167 号。以下「放射線障害防止法」という。）

第 35条に規定する第 1種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、

核燃料物質の取扱いに関し 1 年以上の経験を有する者 
(ﾆ) 放射線障害防止法第 35 条に規定する第 2 種放射線取扱主任

者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し 2 年以上の

経験を有する者 
(ﾎ) 核燃料物質の取扱いに関し、(ｲ)から(ﾆ)までに掲げる者と同

等以上の知識及び経験を有すると認められる者 
(15) 規則第 17 条の 2 第 1 項関係 

(ｲ) 運搬開始前に施錠、封印等に異常がないことを点検すること。 
(ﾛ) 安全性配慮の優先事項がない限り、核燃料輸送物等（防護対

象特定核燃料物質が収納されているものに限る。）は、施錠及

び封印を行った有がい車両（バン型自動車、有がい貨物車又

は有がい貨物車と同等の措置を講じた車両をいう。以下同

じ。）に積載し運搬すること。 
コンテナの中に収納して運搬する場合には、当該コンテナ

は非開放型の構造のものであり、かつ、施錠及び封印を行い

運搬すること。ただし、当該コンテナに収納されている核燃

料輸送物（防護対象特定核燃料物質が収納されているものに

限る。）の防護のため、施錠及び封印と同等以上の措置を講じ

たときは、この限りでない。 
なお、当該核燃料輸送物の取扱単位毎の重量が 2,000 キロ

グラムを超える場合は、開放型のコンテナ又は無がい車両（開

放型の車両をいう。以下同じ。）により運搬することができる。 
(ﾊ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行

令（昭和 32 年政令第 324 号。以下「令」という。）第 48 条の

表第 2 号の下欄に掲げる物質を運搬する場合にあっては、(ｲ)
及び(ﾛ)に定める措置のほか、次の措置を講じること。 
1) 有がい車両又は非開放型のコンテナに施す施錠は異なる

鍵を有した複数の者による解錠が必要となる機構であるこ

と。 
2) 開放型のコンテナ又は無がい車両により運搬する場合に

あっては追加の防護措置を講じること。 
(16) 規則第 17 条の 2 第 2 項関係 

特定核燃料輸送物等を運搬する場合には、専用積載とするこ

と。 
(17) 規則第 17 条の 2 第 3 項関係 

道路輸送中において令第 48条の表第 2号の下欄に掲げる物質

を運搬する車両の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた

ときにおいて、当該車両の盗取を防止するための措置を講じる

こと。 
(18) 規則第 17 条の 2 第 4 項関係 

「連絡体制」として整備しなければならない事項は、次の事

項とする。なお、運搬統括責任者及び運搬実施責任者について

は、２．(20)を参照のこと。 
(ｲ) 道路輸送の場合 

1) 運搬する車両及び伴走車両ごとに相互に連絡通報を行う

ことができる通信設備を設けること。 
2) 運搬中、運搬統括責任者が電話等により、運搬実施責任者

から連絡を受ける場所（以下「指定連絡場所」という。）を

指定すること。なお、令第 48 条の表第 2 号の下欄に掲げる

物質を運搬する場合の指定連絡場所は、規則第 17 条の 2 第

9 項でいう妨害破壊行為等の脅威の存在下でその機能が維

持出来るよう、見張人による出入り管理等が厳重に実施さ

れた場所に設置すること。 
3) 指定連絡場所へ連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上の

連絡すべき場所を定めること。 
4) 令第 48 条の表第 2 号の下欄に掲げる物質を運搬する場合

は、運搬する車両、伴走車両及び指定連絡場所間の通信に

盗聴が防止された複数の種類の異なる通信設備を設けるこ

と。また、これらの通信設備は運搬する車両及び伴走車両

の複数の車両に分散して設置すること。ただし、特別な事

由があり複数の通信設備を設置することが困難な場合は、

同等な代替措置とすることができる。 
(ﾛ) 鉄道輸送の場合 

1) 指定連絡場所を指定すること。 
2) 指定連絡場所へ連絡を行うべき予定停車駅（以下「予定連

絡停車駅」という。）を定めること。 
(19) 規則第 17 条の 2 第 5 項関係 

(ｲ) 運搬統括責任者及び見張人又は運搬実施責任者及び見張人

は、運搬開始前に運搬車両を検査すること。 
(ﾛ) 運搬実施責任者及び見張人は、(ｲ)に定める措置の他、次の措

置を講じること。 
1) 道路運送中において、伴走車両に添乗する等により運搬車

両に随行すること。 
2) 鉄道輸送中においては、輸送物を積載した車両又はその直

前若しくは直後の車両に添乗すること。 
(ﾊ) 運搬実施責任者は、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置の他、次の措置

を講じること。 
1) 第 14 条に定める「書類」を携帯すること。 
2) 道路運送中においては、２．(18) (ｲ) 3)の連絡をすべき時

間間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所において、指定連

絡場所へ連絡を行うこと。 
3) 鉄道輸送中においては、予定連絡停車駅において指定連絡

場所へ連絡を行うこと。 
(ﾆ) 見張人は、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置の他、次の措置を講じる

こと。 
1) 他の輸送手段への積替え及び他の積荷の積替え時には、輸

送物を連続的に監視するか施錠、封印等を頻繁に点検する

こと。 
2) 道路輸送中においては、積載車両を連続的に監視すること。 
3) 道路輸送中の駐車時及び停車時においては、輸送物又はコ

ンテナを連続的に監視すること。ただし、積載車両が有が

い車両である場合は、当該有がい車両を監視すること。 
4) 鉄道輸送中の停車時においては、輸送物又は施錠、封印等

を点検すること。 
(ﾎ) 運搬中において予期しない長時間の駐車を行う場合であっ

ても、実施可能な範囲で特定核燃料物質の保安及び防護のた

め必要な措置を行うこと。 
(20) 規則第 17 条の 2 第 6 項関係 

「運搬責任者」に相当する者として、運搬統括責任者及び運

搬実施責任者を任ずるものとする。この場合において、運搬統

括責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措

置について統一的に管理するため、運搬計画全体に係る管理的

又は監督的地位にある者のうちから選任すること。 
また、運搬実施責任者は、運搬統括責任者の命に従い、当該

運搬に同行し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な

監督及び連絡を行うため、当該運搬に従事する者に対して必要

な指示を行うことができる監督的地位にある者のうちから選任

すること。 
(21) 規則第 17 条の 2 第 7 項関係 

(ｲ) 妨害破壊行為等に迅速に対応するため、治安当局とあらかじ

め打ち合わせを行った上で、次の事項に考慮した緊急時対応

計画を作成すること。 
1) 妨害破壊行為等の未然防止のために必要な事項 
2) 応急措置の実施のために必要な事項 
3) 被害拡大防止のために必要な事項 
4) 緊急時対応措置を確実に実施するための運搬従事者に対

する教育及び訓練 
(ﾛ) 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を継続して適切

に維持するため、次の事項を考慮した計画を作成すること。

ただし、これらの事項が記載された文書が既に作成されてい

る場合には、当該文書をもって、これに代えることができる。 
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1) 核セキュリティ文化の醸成（経営責任者の関与を含む）に

関すること。 
2) 品質保証に関すること。 
3) 持続可能性プログラムに関すること。 

(22) 規則第 17 条の 2 第 8 項関係 
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事

項の取扱いについては、「防護対象特定核燃料物質の輸送に係る

核物質防護に関する情報の取扱いについて」（平成 20 年 12 月

22 日 20 文科科第 919 号、平成 20･10･07 原院第 3 号、国総技

第 84 号）を踏まえ適切に管理すること。 
(23) 規則第 17 条の 2 第 9 項関係 

妨害破壊行為等の脅威に対応しなければならない核燃料輸送

物等を運搬する場合には、その運搬に先立ち必要に応じ講じる

防護措置について、別表第 2 の第 1 欄に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課と十分な時間的余裕をも

って打ち合わせを行うこと。 
(24) 規則第 19 条関係 

(ｲ) 第 2 項又は第 3 項の「関係者以外の者が当該核燃料輸送物、

オーバーパック、コンテナ又はタンク（以下「運搬物」とい

う。）に近づくことを防止する措置」とは、有がい車両の貨物

室内部に当該運搬物を積載し、施錠すること、又は無がい車

両に積載された当該運搬物を金属性のケージ等で覆い、当該

ケージをボルト等により車両に固定する等の措置をいう。こ

の場合において、当該ケージの表面は車両表面とみなす。 
(ﾛ) 第 2 項又は第 3 項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と」とは、発地において当該運搬物を積込み、運搬を開始し

た時点から、最終目的地である工場又は事業所に到着し、当

該運搬物を取卸し、運搬が終了するまでは、当該運搬車両に

ついては、当該運搬物及び他の貨物の積込み及び取卸しを行

ってはならないことをいう。 
 
３．核燃料輸送物の運搬の確認申請等 

規則第20条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、

次の要領で原子炉等規制法第 59条第 2項に規定する国土交通大臣

の確認を受けること。 
(1) 第 1号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書並びに別表第 1

の第 1 欄に掲げる記載事項について、同表の第 2 欄の記載要領

等に従って記載した運搬に関する計画書及びその添付書類正副

2 通を提出すること。 
この場合において、当該申請書等は別表第 2 の第 1 欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課に提出

すること。 
原則として申請者は、荷送人と運送人との連名によるものと

する。ただし荷送人と当該輸送物についての責任を有する者と

が異なる場合、当該輸送物についての責任を有する者も申請者

とする。 
(2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その

他軽微な事項の記載内容を変更しようとする場合には、変更の

事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。 
また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記

録を 1 年間保管すること。 
 
４．特別措置運搬承認申請 

規則第 19 条第 1 項から第 3 項までの規定に基づき、核燃料物質

等、核燃料輸送物等又は低比放射性物質等を運搬しようとする場

合は、第 2 号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに別表

第 1 の第 1 欄に掲げる記載事項について同表の第 2 欄の記載要領

等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副 2 通を提出

すること。 
この場合において、当該承認申請書等は、別表第 2 の第 1 欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課に提

出すること。 
なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の

事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受け

ること。 
また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録

を 1 年間保管すること。 
 
 

別表第１  運搬計画書等記載事項等 
 

記 載 事 項 記 載 要 領 等 

１．運搬の目的 ○ 運搬する核燃料物質等の用

途、発着地等を簡略に記載するこ

と。 
２．当該規定に従って運搬すること

が著しく困難な規定及びその理

由並びに安全な運搬を確保する

ために特に講ずる措置（第 19 条

第 1 項の規定に基づく承認申請

のみ） 

 

３．当該規定によらないで運搬するこ

ととする規定及びその理由、安全な

運搬を確保するために特に講ずる

措置、第 19 条第 2 項の表の下欄に

掲げる基準への適合状況並びに当

該規定によらないで運搬すること

としても安全上支障がないことの

説明（第 19 条第 2 項の規定に基づ

く承認申請のみ） 

 

４．原子力規制委員会の承認の内容

及び承認の理由、安全な運搬を確

保するために特に講ずる措置並

びに表面における線量当量率が

2 ミリシーベルト毎時を超え 10
ミリシーベルト毎時以下の核燃

料輸送物を運搬する場合には、第

19 条第 3 項第 1 号及び第 2 号に

掲げる基準への適合状況（第 19
条第 3 項の規定に基づく承認申

請のみ） 

 

５．荷送人及び荷受人の氏名又は名

称及び住所 
○ 法人にあっては、その代表者

の氏名 を付記すること。 

６．運送人の氏名又は名称及び住所 ○ 法人にあっては、その代表者

の氏名 を付記すること。 

７．予定運搬日時  

８．予定運搬経路 
(1) 発地、着地、経路及び距離 

 

(2) その他 ○ (2)については、必要に応じ、

道路名又は路線名、通過地点、

区間距離、キロ程、所要時間、

通過予定時刻、点検、運転者の

交替予定等を記載し、運行経路

図を添付すること。また、特別

の事由がある場合を除き、道路

輸送にあっては緊急時におけ

る代替経路図についても添付

すること。 

９．運搬しようとする核燃料輸送物 ○ 承認申請の場合には、(2)及
び(4)を除き、「核燃料輸送物」

とあるのは「核燃料物質等、核

燃料輸送物又は低比放射性物

質等」と読み替えて記載するこ

と。 

(1) 核燃料輸送物の型式又は名

称及び主要諸元 
○ (1)の主要諸元は、長さ、幅、

高さ､重量等を記載すること。
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(2) 核燃料輸送物の種類 ○ (2)については、IP－1、IP
－2、IP－3、A、BM 又は BU
型輸送物（核分裂性輸送物）の

ように記載すること。また、核

燃料輸送物に防護対象特定核

燃料物質が収納されている場

合には、運搬の取決めに関する

規則（平成 12 年総理府令第 12
号）第 2 条の申請の際記載す

る、運搬される特定核燃料物質

の区分（区分Ⅰ、区分Ⅱ又は区

分Ⅲ）を併記すること。 

(3) 収納する核燃料物質等の名

称、数量、放射能強度及び性状 
○ (3)については、核燃料輸送

物ごとに記載し、性状について

は、物理的、化学的状態を記載

すること。また、収納する核燃

料物質等が汚染物である場合

には、LSA－Ⅱ、LSA－Ⅲ、

SCO－Ⅰ又は SCO－Ⅱの区分

及び A2値の倍数で示した運搬

物の全放射能量も記載するこ

と。 
(4) 核燃料輸送物の輸送制限個数

（核分裂性輸送物のみ） 
 

(5) 核燃料輸送物の線量当量率 ○ (5)については、その位置を

付記又は図示すること。 

(6) 核燃料輸送物の輸送指数及

び臨界安全指数 
 

(7) 核燃料輸送物に貼付する標

識及び行う表示 
○ (7)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類

黄標識のうち、いずれのものを

何枚貼付するのか及び臨界安

全指数標識の貼付の有無、「A
型」、「TYPE A」、「BM 型」、

「TYPE B(M)」、「BU 型」、

「TYPE B(U)」、「IP－1 型」、

「TYPE IP－1」、「 IP－2
型」、「TYPE IP－2」、「IP－3
型」又は「TYPE IP－3」の

文字のうち、いずれの表示を行

うのか及び総重量の表示につ

いて記載し、また国連番号を表

示する場合には、「UN」の文

字に続け、その旨についても記

載すること。 
(8) 核燃料輸送物の個数  

(9) 核燃料輸送物の基準適合状

況 
○ (9)については、原子力規制

委員会の運搬確認証の番号及

び輸送容器の登録番号を記載

し、当該確認証の写しを添付す

ること。 
原子力規制委員会の運搬確

認申請中のものにあっては、そ

の旨並びに申請書の日付及び

番号を記載すること。 

(10) 核燃料輸送物取扱上の注意

事項 
 

(11) 核燃料輸送物の外観図及び

構造図 
○ (11)の外観図は、三面図及び

鳥かん図によること。 

10．運搬しようとする特定核燃料物

質の種類、総量等 
○ プルトニウムにあってはプ

ルトニウム 238 の同位体濃度

を、ウランにあっては濃縮度

を、使用済燃料にあっては吸収

線量率が１グレイ毎時を超え

るかどうかを併記すること。

11．オーバーパックの概要  

(1) オーバーパックの名称及び

主要諸元 
○ (1)の主要諸元については、

長さ、幅、高さ、重量等を記載

すること。 
(2) 収納し、又は包装する核燃料

輸送物の型式又は名称、個数及

びオーバーパックへの収納又

は包装の方法 

○ (2)については、オーバーパ

ックごとに記載すること。 

(3) オーバーパックの線量当量

率 
○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 

(4) オーバーパックの輸送指数

及び臨界安全指数 
 

(5) オーバーパックに貼付する

標識 
○ (5)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類

黄標識のうち、いずれのものを

貼付するのかを記載し、臨界安

全指数標識の貼付の有無につ

いても記載すること。 
(6) オーバーパックの個数  

(7) オーバーパックの外観図 ○ (7)については、三面図及び

鳥かん図によること。 
12．コンテナの概要 ○ 承認申請の場合には、(2)の

「核燃料輸送物及びオーバー

パック」を「核燃料物質等、核

燃料輸送物等又は低比放射性

物質等」と読み替えて記載する

こと。 
(1) コンテナの名称又は型式及び

主要諸元 
○ (1)の主要諸元については、

長さ、幅、高さ、重量、適合規

格等を記載すること。 
(2) 収納する核燃料輸送物及びオ

ーバーパックの型式又は名称、

個数及びコンテナへの収納方

法 

○ (2)については、コンテナご

とに記載すること。 

(3) コンテナの線量当量率 ○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 
(4) コンテナの輸送指数及び臨界

安全指数 
 

(5) コンテナに貼付する標識 ○ (5)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類

黄標識のうち、いずれのものを

貼付するのか及びコンテナ標

識並びに臨界安全指数標識の

貼付の有無について記載し、ま

た、国連番号を表示する場合に

は、その旨についても記載する

こと。 

(6) コンテナの個数  

(7) コンテナの外観図 ○ (7)については、三面図及び

鳥かん図によること。 
(8) コンテナの施錠、封印等 ○ (8)については、施錠及び封

印又はこれと同等以上の措置

に係る詳細図を添付すること。

13．タンクの概要  

(1) タンクの名称又は型式及び

主要諸元 
○ (1)の主要諸元については、

長さ、幅、高さ、重量、適合規

格等を記載すること。 

(2) 収納する低比放射性物質等の

名称、数量、放射能強度及び性

状 

○ (2)については、タンクごと

に記載すること。名称について

は、LSA－Ⅰ又は SCO－Ⅰの

区分も記載し、性状について

は、物理的、化学的性状を記載

すること。 

(3) タンクの線量当量率 ○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 
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(4) タンクの輸送指数及び臨界

安全指数 
 

(5) タンクに貼付する標識 ○ (5)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類

黄標識のうち、いずれのものを

貼付するのか及びコンテナ標

識並びに臨界安全指数標識の

貼付の有無について記載し、ま

た、国連番号を表示する場合に

は、その旨についても記載する

こと。 
(6) タンクの個数  

(7) タンクの外観図 ○ (7)については、三面図及び

鳥かん図によること。 

14．車両及び積載方法  

(1) 車両の概要 ○ (1)については、鉄道、軌道、

索道又は無軌条電車により運

搬する場合には、当該運搬に使

用する車両の許容積載量及び

有がい、無がいの別を、自動車

により運搬する場合には、当該

運搬に使用する自動車の車名、

型式、登録番号及び最大積載量

を記載すること。また、自動車

検査証の写しを添付すること。

(2) 車両の外観図並びに積載方

法及び固定方法 
○ (2)については、三面図によ

り示すものとし、積載位置、固

定等に使用する用具、固定等の

方法、標識の貼付、他の積載物

等が明確にわかるように示す

こと。 
(3) 車両の線量当量率 ○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 

(4) 車両に貼付する標識 ○ (4)については、車両標識の

貼付の有無について記載し、ま

た、国連番号を表示する場合に

は、その旨についても記載する

こと。 

(5) 車両に積載する核燃料輸送

物、オーバーパック、コンテナ

及びタンクの型式又は名称、個

数並びに輸送指数及び臨界安

全指数のそれぞれの合計値 

○ (5)については、車両ごとに

記載すること。 

15．運搬実施体制  

(1) 運搬統括責任者、運搬実施責

任者、見張人、同行する専門家

及びその他の運搬従事者 

○ (1)において運搬統括責任者

については職名、氏名及び連絡

先を、運搬実施責任者について

は職名及び氏名を、見張人につ

いては人数を、同行する専門家

についてはその氏名、所属、資

格等を、その他の運搬従事者に

ついては人数を記載すること。

ただし、第 19 条第 1 項から第

3 項までの規定に基づく承認

申請の場合には、その他の運搬

従事者の全氏名も記載するこ

と。 
 

(2) 放射線管理要領 ○ (2)については、車両、核燃

料輸送物、コンテナ等の線量当

量率の管理、線量当量率、測定

機器、保護具等について記載す

ること。 

(3) 被ばく管理要領（第 19 条第 1
項から第 3 項までの規定に基

づく承認申請のみ） 

○ (3)については、運搬従事者

の被ばく線量の測定、記録等の

体制、その他被ばく管理に係る

必要な事項を記載すること。

(4) 運搬要領 ○ (4)については、運搬時にお

ける駐車要領、監視及び点検要

領、踏切通過要領、悌団時の隊

列による運行体制等を記載す

ること。 

(5) 連絡体制 ○ (5)については、通信設備、

指定連絡場所、連絡をすべき時

間間隔又は場所等を記載する

こと。 
(6) 荷役作業要領 ○ (6)については、荷役時にお

ける作業要領、安全対策、使用

する機器又は用具の種類等に

ついて記載すること。 
(7) 事故時の措置 ○ (7)については、事故時の応

急措置、連絡先等を記載するこ

と。 
16．放射線防護計画 ○ 放射線防護計画の内容、その

他必要な事項を記載すること。

17．教育及び訓練 ○ 運搬従事者に対する教育及

び訓練の内容、その他必要な事

項を記載すること。 
18．緊急時対応計画 ○ 緊急時対応の概要を記載す

ること。 
○ 防護の措置を継続して適切

に維持するための取り組みに

ついて、概要を記載すること。

19．情報管理 ○ 情報の管理方法を記載する

こと。 

なお、申請各社が別途定める情報

管理方法を記載した書類等を添

付することにより、この記載に変

えることができる。 
20．特定核燃料輸送物等の運搬に係

る措置等 
○ 第 17 条の 2 第 9 項に定める

核燃料輸送物等を運搬する場

合には、同条に規定する国土交

通大臣が別に定める妨害破壊

行為等の脅威に対し講じた必

要な措置の詳細について記載

した書類を添付すること。 
21．その他 ○ 運搬する核燃料物質等が本

邦外を運搬されるものである

場合には、取扱要領本文２．

(11)に掲げる携行書類の記載

事項（以下「携行書類の記載事

項」という。）のうち、1)から

4)までの事項及び当該核燃料

物質等が専用積載で運搬され

なければならないものである

場合には、携行書類の記載事項

のうち、13)の事項についても

記載すること。ただし、１．か

ら 15．までの記載事項の内容

に含まれていない場合に限る。

備考 

１．用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピー

できるものとする。ただし、この大きさによることが困難なも

のについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。 
２．下線を付した事項については、令第48条の表第2号の下欄に

掲げる物質を運搬する場合に限る。 
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別表第２  申請先 

 

区      分 所 管 課 

(1) 当該運搬が鉄道、軌道、索道若しくは

無軌条電車によってなされる場合 
鉄道局安全監理官 

(2) 当該運搬が自動車若しくは軽車両に

よってなされる場合 
自動車局環境政策課 

 
 
第１号様式（核燃料輸送物運搬確認申請書） 
 

 

核燃料輸送物運搬確認申請書 

 

 正本には、所定の金  

 額の収入印紙を貼り、  

 消印しないこと。  

 

国土交通大臣     殿 

 

 

 

文 書 番 号       

年  月  日 

申請者の氏名        ㊞ 

又 は 名 称       

住 所       

連 絡 先       

 

 

 

別添の運搬計画書に記載する核燃料輸送物の運搬につき、核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５９条第２項の

確認をして戴きたく申請いたします。 

 

 

 

備考 請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署

名することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２号様式（特別措置運搬承認申請書） 
 

 

特別措置運搬承認申請書 

 

 

 

 

 

国土交通大臣     殿 

 

 

 

文 書 番 号       

年  月  日 

申請者の氏名        ㊞ 

又 は 名 称       

住 所       

連 絡 先       

 

 

 

核燃料物質等車両運搬規則第１９条第１項の規定に基づき、下記

の核燃料物質等の運搬について承認して戴きたく申請いたします。

 

                                    記 

 

 

備考  申請文中「第19条第1項」は、当該申請が規則第19条第2項

に基づく場合には、「第19条第2項」と、当該申請が規則第19

条第3項に基づく場合には、「第19条第3項」と、第19条第1項

及び第3項に基づく場合には、「第19条第1項及び第3項」等と

書き換えること。 

また、申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代

えて、署名することができる。 
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旅客自動車運送事業運輸規則（抄） 

（昭和三十一年八月一日運輸省令第四十四号） 

最終改正：平成二十六年一月二十四日国土交通省令第七号 
 

道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第十三条第二項、

第十五条、第二十六条第二項、第二十九条第一項、第三十条及び第

九十五条の規定に基き、自動車運送事業等運輸規則を次のように定

める。 
 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保する

ことにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。 
 
第二章 事業者 
（危険物等の輸送制限） 
第十四条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲

げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を旅客の運送

に付随して運送してはならない。 
２ 旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品（同条

ただし書の規定によるものを除く。）を旅客の現在する事業用自動

車で運搬してはならない。 
 
第五章 旅客 
（物品の持込制限） 
第五十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用

する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。

ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に

適合する場合は、この限りでない。 
六 放射性物質等（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八

条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十

六号）第二条第二項の核燃料物質及びそれによって汚染された

物をいう。） 
 

附 則（平成二十六年一月二十四日国土交通省令第七号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(1)

の施行の日から施行する。 
 
【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十五年十一月二十七日）から起

算して二月を経過した日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路運送車両の保安基準（抄） 

（昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号） 

最終改正：平成二十七年三月二十七日国土交通省令第十三号 
 
道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第三章の規定

に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。 
 
第一章 総則 
（用語の定義） 
第一条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法（以下「法」

という。）第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところに

よる。 
十二 「危険物」とは、消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）

別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の

性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 
 
第二章 自動車の保安基準 
（その他の灯火等の制限）  
第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若し

くは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとな

るおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えて

はならない。 
（消火器） 
第四十七条 次の各号に掲げる自動車には、消火器を備えなければ

ならない。 
六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規

則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の三第一項に規

定する放射性輸送物（Ｌ型輸送物を除き、同条第二項に定めるＩ

Ｐ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型輸送物を含

む。）を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則（昭

和五十二年運輸省令第三十三号）第十八条の規定により運送する

場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条に規定する核

燃料輸送物（Ｌ型輸送物を除く。）若しくは同令第十一条に規定す

る核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬

規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第十九条の規定により

運送する場合に使用する自動車 
２ 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火

に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、

消化剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定め

る基準に適合するものでなければならない。 
 
附 則（平成二十七年三月二十七日国土交通省令第十三号） 
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四

月一日）から施行する。 
 
未施行法令 平成二十七年三月三十一日国土交通省令第十八号：こ

の省令は、平成二十七年五月一日から施行する。ただし、第二条

の規定は、同年六月一日から施行する。（本書掲載条項外） 
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（抄） 

（平成十四年七月十五日国土交通省告示第六百十九号） 

最終改正：平成二十七年三月二十七日国土交通省告示第四百四十三号 

 
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する

省令（平成十四年七月三日国土交通省令第八十四号）の施行に伴い、

並びに道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号）

の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を次

のように定め、平成十四年九月一日から適用する。 
 
（定義） 
第二条 この告示における用語の定義は、道路運送車両法（昭和二

十六年法律第百八十五号。以下「法」という）第二条及び保安基

準第一条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。 
十三 「放射性物質等」とは、放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十

六号）第十八条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物

質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法

律第百六十六号）第二条第二項の核燃料物質及びそれによって

汚染されたものをいう。 
（その他の灯火等の制限） 
第六十二条 保安基準第四十二条の告示で定める基準は、次の各項

に掲げる基準とする。 
２ 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後

方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上

二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備え

てはならない。 
六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するため

の灯火 

１３ 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するため

の灯火は、他の灯火と兼用のものであってはならない。 

（消火器） 

第七十一条 保安基準第四十七条第一項第三号の告示で定める品名

及び数量は、次の表に掲げる品名及び数量とする。 

表 （略） 

２ 消火器の消化剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し、

保安基準第四十七条第二項の告示で定める基準は、次の各号に掲

げる基準とする。 

一 保安基準第四十七条第一項第一号から第五号までに掲げる自

動車に備える消火器は、次に掲げる表において対象運送物品の

消火に適応するものとされるものでなければならない。ただし、

二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車又は小型特殊自動車

にあっては、当該適応消火器の充てん量を次号イからホまでに

掲げる量とすることができる。 

表 （略） 

二 保安基準第四十七条第一項の自動車（前号に規定する自動車

を除く。）に備える消火器は、次に掲げるものであること。 

イ 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が六リットル以

上のもの 

ロ 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が二・二キログラム

以上のもの 

ハ 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が一リッ

トル以上のもの 

ニ 二臭化四ふっ化エタンを放射する消火器で充てん量が〇・

四リットル以上のもの 

ホ 消火粉末を放射する消火器で充てん量が一・八キログラム

以上のもの 

三 保安基準第四十七条第一項の自動車に備える消火器は、前二

号の規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならな

い。 

イ 消火器は、構造及び性能が消防法第二十一条の２第二項に

規定する技術上の規格に適合するものであること。 

ロ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を

生じ又は作動するもの 

 
附 則（平成二十七年三月二十七日国土交通省告示第四百四十三号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

未施行法令 平成二十七年三月三十一日国土交通省告示第四百五十

九号：この告示は、平成二十七年五月一日から施行する。（本書掲

載条項外） 
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核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 

（昭和五十三年十二月二十八日総理府令第四十八号） 

最終改正：平成二十五年七月五日内閣府令第四十五号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十六号）第五十九条の二第四項及び第五項（同法

第六十六条第二項において準用する場合を含む。）並びに核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政

令第三百二十四号）第十七条の四において準用する同令第十七条の

三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の運

搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。 
 

（保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等） 
第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施

行令（以下この条において「令」という。）第四十九条の表第一号

イの内閣府令で定める核燃料物質等（核燃料物質又は核燃料物質

によって汚染された物をいう。以下同じ。）は、核燃料物質等の工

場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理

府令第五十七号）第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等と

する。 
２ 令第四十九条の表第一号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第

十八条第二項に規定する核分裂性物質とする。 
（届出の手続） 
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下「法」という。）第五十九条第五項の規定による核燃料物質等の

運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別

記様式第一の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄

する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出し

なければならない。 
２ 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる

場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する公安委員会（以

下「出発地公安委員会」という。）以外の公安委員会に対する同項

の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければ

ならない。 
３ 第一項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管

轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日

の一週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の二週

間前までにしなければならない。 
（運搬証明書） 
第三条 法第五十九条第五項の運搬証明書（以下「運搬証明書」と

いう。）の様式は、別記様式第二のとおりとする。 
（指示） 
第四条 保安のための措置が必要な場合における法第五十九条第六

項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 
一 核燃料物質等を積載した車両（道路交通法（昭和三十五年法

律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下こ

の項において同じ。）の速度 
二 伴走車の配置 
三 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行

する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の

距離 
四 駐車（道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をい

う。以下この号において同じ。）の場所及び駐車時の措置 
五 核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所 
六 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近

を防止するための措置 
七 核燃料物質等の車両への積載方法 
八 警察機関への連絡 
九 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行 
十 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質

等の盗取等による災害を防止するために必要な事項 
２ 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合にお

ける法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に

掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必

要な事項とする。 
（運搬証明書の記載事項の変更の届出） 
第五条 法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の

書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え

申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委

員会に提出しなければならない。 
（運搬証明書の再交付の申請） 
第六条 法第五十九条第十項の規定による運搬証明書の再交付を受

けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通

をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この

場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、

当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。 
（運搬に関する検査） 
第七条 法第五十九条第十一項の規定により警察官が検査を行うと

きは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所

を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保（当該核燃料物質

等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対

象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなけ

ればならない。 
（公安委員会への報告） 
第八条 法第六十二条の三の内閣府令で定める事象は、次に掲げる

もの（法第五十八条第一項の工場等の外における核燃料物質等の

運搬において生じたものに限る。）とする。 
一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じること。 
二 核燃料物質等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行

する車両に係る交通事故が発生すること。 
三 防護対象特定核燃料物質の運搬が妨害されること。 
四 核燃料物質等の異常な漏えいが生じること。 
五 前各号に掲げるもののほか、核燃料物質等の運搬に関し人の

障害（放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。）が発

生し、又は発生するおそれが認められること。 
２ 法第六十二条の三の内閣府令で定める事項は、前項に規定する

事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発

生に際してとられた措置とする。 
３ 法第六十二条の三の原子力事業者等であって法第五十九条第五

項の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じ

たときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告

し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する

事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならな

い。 
 
附 則（平成二十五年七月五日内閣府令第四十五号） 
この府令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる

規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。 

116



核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令（警察庁関係） 

117 

別記様式第 1（第 2 条関係） 
（その 1） ※整理番号 

※受理年月日 
※証明書番号 
※証明書交付年月日

核 燃 料 物 質 等 運 搬 届 出 書 
年  月  日

公安委員会 殿 
住所 
氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印 
原子力事業者等の区分（注 1） 
担当者            電話番号 

運    搬    日    時 
（注 2） 

年  月  日  時 から

年  月  日  時 まで

出     発     地（注 3）  
到     達     地（注 3）  

運    

搬    

経    

路 

経由地点 
(注 4) 

距  離（km） 
路線名 

所要時

間(分) 
運 行 
時 刻 

運 搬

手 段

備 考

(注 5) 区間 ｷﾛ程 
 
 
 
 
 
 
 
 

この県での運搬の内容が用紙（その２）の記載事項と異なる場合は、その事項及

び運搬の内容 
記 載 事 項 運 搬 の 内 容

  

そ の 他 の 記 載 事 項 用 紙 （ そ の ２ ） の と お り

 
 

（その２）運搬の内容 

輸送物 

種類及び個数 (注 6)  

核燃料物質等の名称

及び数量     (注 7) 
 

区分及び区分別数量 
(注 8) 

 

運送人 

氏名(法人にあって

は、その名称) 
 

住 所 
 

運 行 責 任 者 氏 名   (注 9)  
同 行 者 氏 名  (注 10)  

核燃料物質等積載車両及び運

転者 

自動車登

録 番 号
最大積載

重  量 
積載重量及び

輸送物個数

運転者

氏  名 
 

積  載  方  法 (注 11)  
携行資器材の名称及び個数  
運  搬  要  領 (注 12)  
警 察 機 関 へ の 連 絡 要 領  
応 急 措 置 要 領  
摘       要  (注 13)  

 
注 1  製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原

子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、

再処理事業者、廃棄事業者、使用者、旧製錬事業者等、旧加工

事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設

置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃

棄事業者等若しくは旧使用者等又はこれらの者から運搬を委託

された者の別を記載すること。運搬を委託された者にあっては、

委託者の名称及び原子力事業者等の別を併記すること。 
  2  この欄には全運搬経路の運搬日時を記載すること。 
  3  この欄には全運搬経路の出発地及び到達地を記載し、工場又は

事業所である場合は、その名称を併記すること。 

  4  この欄にはこの運搬届出書を提出する都道府県の運搬経路に

係る内容を記載すること。 
  5  この欄には駐車、積卸し及び一時保管の予定場所及び予定時刻

を記載すること。 
  6  L 型輸送物、A 型輸送物、BM 型輸送物、BU 型輸送物、IP-1

型輸送物、IP-2 型輸送物又は IP-3 型輸送物の別及び個数を記

載すること。核分裂性輸送物にあっては、その旨を併記するこ

と。防護対象特定核燃料物質にあっては、特定核燃料物質の運

搬の取決めに関する規則（平成 12 年総理府令第 124 号）第 1
条 1 項の表第 1 号又は第 2 号に該当する場合は区分Ⅰ、同表第

3 号から第 6 号までのいずれかに該当する場合は区分Ⅱ、同表

第7号から第10号までのいずれかに該当する場合は区分Ⅲとそ

れぞれ併記すること。 
  7  燃料要素、燃料集合体又は使用済燃料にあってはその旨及び単

位体数を、その他の核燃料物質にあっては化学上の名称及び重

量を記載すること。核燃料物質によって汚染された物にあって

は、その旨及び重量を記載し、当該汚染された物の名称、汚染

の状況及び汚染の程度を記載した書面を添付すること。 
  8  照射されていない燃料の場合には、濃縮ウラン、プルトニウム

及びウラン 233 の区分により、濃縮ウランの区分に属するもの

にあってはその旨、濃縮度及びウランの量を、プルトニウムの

区分に属するものにあってはその旨及びプルトニウムの量を、

ウラン 233 の区分に属するものであってはその旨及びウラン

233 の量を記載すること。照射された燃料の場合には、照射前

の濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、天然ウラン、劣化

ウラン及びトリウムの区分により、濃縮ウランの区分に属する

ものにあってはその旨、照射前の濃縮度及び照射前のウランの

量(濃縮度が 10 パーセントに達しないものにあっては濃縮ウラ

ンの区分に属する旨、照射前の濃縮度、照射前のウランの量及

び照射直後の吸収線量率)を、プルトニウムの区分に属するもの

にあってはその旨及び照射前のプルトニウムの量を、ウラン

233 の区分に属するものにあってはその旨及び照射前のウラン

233 の量を、天然ウラン、劣化ウラン又はトリウムの区分に属

するものにあってはその旨及び照射直後の吸収線量率を記載す

ること。 
  9  運搬に同行し、運搬の実施について責任を有する者の記載をす

ること。 
  10 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者で、運搬

に同行し、当該核燃料物質等の保安のため必要な監督を行うも

のを記載すること。ただし、BM 型輸送物以外の輸送物を運搬

する場合であって、その者を同行させないときは記載を要しな

い。 
  11 輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添

付すること。 
  12 車両の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見

張り人の配置等安全確保のための措置について記載し、車列の

編成及び車間距離を記載した図面を添付すること。 
  13 法第 59 条第 2 項の原子力規制委員会又は国土交通大臣の確認

の有無、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する規則第 5 条第 7 号ただし書又は第 8 号ただし書に規定する

承認（同規則第 6 条から第 10 条までに規定する技術上の基準に

係るものを含む。）の有無及び同規則第 14 条又は核燃料物質等

車両運搬規則(昭和 53 年運輸省令第 72 号)第 19 条第 1 項若しく

は第 2 項の特別措置の承認の有無について記載すること。 
 
備考１ 用紙（その１）は運搬の経路となる区域を管轄するすべて

の都道府県公安委員会に、用紙（その２)は出発地公安委員会

に提出すること。 
２ ※印欄には記載しないこと。 
３ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名

することができる。 
４ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
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別記様式第２（第 3 条関係） 
第   号                      年  月  日 

核 燃 料 物 質 等 運 搬 証 明 書 
公安委員会 印 

 

原子力事

業 者 等 

住所 
氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 
原子力事業者等の区分 

運 搬 日 時 
年  月  日  時 から 
年  月  日  時 まで 

出 発 地  
到 達 地  

運    

搬    

経    

路 

経由地点 
距  離（km） 

路線名 
所要時

間(分) 
運 行 
時 刻 

運 搬

手 段
備 考

区間 ｷﾛ程 
 
 
 
 
 
 
 
 

運 搬 の 内 容  
指 示 事 項  
備考 1 この運搬証明書は、運搬中常に携帯し、警察官の要求があつたときは、

必ず提示すること。 
2 この運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく交付を受け

た都道府県公安委員会に届け出ること。 
3 この運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、遅滞なく交

付を受けた都道府県公安委員会に届け出ること。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 
 
別記様式第３（第 5 条関係） 

 ※整理番号 
※受理年月日 
※書換え年月日

核燃料物質等運搬証明書書換え申請書 
年  月  日

公安委員会 殿 
住所 
氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印 
原子力事業者等の区分 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条第 9 項の規定

により、運搬証明書の書換えを申請します。 
 

運搬証明書番号  運搬証明書交付年月日   年  月  日

書 

換 

え 

事 

項 

 

書 

換 

え 

事 

由 

 

備考 1 ※印欄は、記入しないこと。 
2 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名す

ることができる。 
3 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

 
 

別記様式第４（第 6 条関係） 
 ※整理番号 

※受理年月日 
※再交付年月日

核燃料物質等運搬証明書再交付申請書 
年  月  日

 
公安委員会 殿 

 
住所 
 
氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印 
 
原子力事業者等の区分 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条第 10 項の規

定により、運搬証明書の再交付を申請します。 
 

運搬証明書番号  運搬証明書交付年月日   年  月  日

申 

請 

の 

事 

由 

 

備考 1 ※印欄は、記入しないこと。 
2 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名す

ることができる。 
3 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
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○運搬の届出等事務手続に対する考え方 

事務手続等 提出先等 

１．新規申請先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

当該公安委員会 

出発地公安委員会 

２．申請期間について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

運搬開始日の１週間前まで 

運搬開始日の２週間前まで 

３．書換え申請先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

当該公安委員会 

いずれの公安委員会でも可能 

４．再交付申請先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

当該公安委員会 

いずれの公安委員会でも可能 

５．運搬証明書の返納届出先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

当該公安委員会 

いずれの公安委員会でも可能 

６．手数料について 各都道府県の条例で定める。 

７．運搬証明書の返納方法について 書留郵便による返納も可能 

８．運搬証明書並びに運搬届出書の交付方法について 指示がない場合は、郵送の交付も可能 

９．緊急やむを得ない事情による運搬日時等の変更手続きにつ

いて 

○執務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

○執務時間外 

 

 

天候等の理由により緊急やむを得ない場合は、原則として書面

によることとし、運搬証明書書換え申請書を用いる。口頭（電話

による場合も含む。）により報告する場合には、書換え申請書の

記載内容に従って報告する。 

この場合には発送地公安委員会から運搬証明書書換え受理証

明書又は運搬証明書書換え申請書口頭受理証明書が交付される。

（書換えではないので、手数料は徴収しない。） 

 

口頭で連絡し、その後、速やかに書面（「緊急用変更報告書」

～例）を提出する。 

 

 

 

 
【編注】：(1) 本ページ以降、126 ページまでは、編者により情報を更新し作成したものです。 
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○第１ 運搬届出書の記載要領 

 
１ 届出回数 

届出は、1 回の運搬ごとに行うこと。1 車列をもって 1 回の運搬

とする。概ね積載車両を含む車両 8台以内をもって 1 車列とする。

ただし、同時に 2以上の車列を編成して運搬する場合であっても、

同一経路で運搬し、車列ごとの運搬間隔が 30 分以内であるものに

あっては、1 回の運搬として取り扱う。この場合にあっては、概ね

最大限 4 車列をもって 1 回の運搬とする。 
２ 届出書の提出先等 

(1) 提出先 
届出書の提出は、発送地公安委員会以外の公安委員会（以下

「関係公安委員会」という。）に提出する届出書であっても、発

送地公安委員会(都道府県警察本部の危険物担当課)に提出する。

関係公安委員会に対する届出書には、当該公安委員会に送付す

るに要する切手を貼付した封筒を併せて提出する。 
届出書用紙は、公安委員会ごとに 1 通を発送地公安委員会に

提出する。 
(2) 海上輸送を伴う場合 

事業所内の専用港から船舶で運搬し、他の港で荷降して公道

又は専用道路を運搬する場合には、荷降した港が発送地となる。 
事業所内の専用港から船舶で外国に運搬する場合及び事業所

内の専用港から船舶で運搬し他の事業所内の専用港で荷降し、

公道又は専用道路等において運搬しない場合は、届出を要しな

いが、警備上の関係から発送地公安委員会及び関係公安委員会

に当該運搬の計画について連絡する。 
３ 届出書の提出日 

運搬日の 2 週間前まで（1 都道府県内のみの運搬については、1
週間前まで）に提出する（土、日、祭日を除く。）。 

４ 運搬証明書の返納 
運搬が終了した場合には運搬証明書を直接発地、着地又は通過

地の公安委員会（警察本部の危険物担当課又は最寄りの警察署）

に返納する。 
５ 届出書用紙（その 1）の記載要領 

(1) 届出年月日 
届出書を発送地公安委員会に提出する年月日を記載する。 

(2) 届出公安委員会 
届出先の公安委員会の都道府県名を記載する。 

(3) 届出者 
届出を行う原子力事業者等を記載するが、運搬を委託された

者が届け出る場合には、運搬を委託した者との連名による。 
法人が届出者の場合には、その代表者名により届出をしなけ

ればならず、支社等の名義による届出は認められない。 
(4) 担当者 

実際の実務担当者であって、運搬内容を熟知した者を記載す

る。 
(5) 運搬日時 

運搬全体の開始日時及び終了日時を記載する。 
(6) 出発地、到達地 

全運搬の出発地及び到達地を記載し、事業所、埠頭、空港で

ある場合にはその名称を併記する。埠頭等については、コンテ

ナーバースを記載する等、場所をできるだけ特定する。 
(7) 運搬経路 

路線名、各都道府県の出入地点、主要な経由地点、通過予定

時刻等運搬経路が明確にわかるように記載する。 
運搬手段は、車両、鉄道、船舶等を併用するときのみ記載す

る。 
備考の欄には、駐車、積降し及び一時保管予定場所及び予定

時刻を記載する。 
この欄に記載する事項は、盗取、交通事故等の防止のために

重要な事項であるので、明確に記載する（例えば「海老名」で

はなく、「東名海老名サービスエリア」とその所在地、名称等を

具体的に記入する。）。 

なお、一時保管をする場合には、事業所、営業所等の倉庫又

は車庫で行い、事故等緊急やむを得ない場合の外は、運搬途中

の積載物の車両間の積替えは避ける。 
(8) この県での運搬の内容が用紙（その 2）の記載と異なる場合は、

その事項及び運搬内容 
届出書用紙（その 2）には、運搬経路を管轄するすべての公安

委員会について共通のものが記載されるが、当該届出書の提出

にかかる公安委員会の管轄する区域内において、運搬の内容が

これと異なる場合には、当該事項についてこの欄に記載する。 
記載事項欄には、届出書用紙（その 2）の該当する各欄名を記

載し、運搬の内容欄には、その運搬内容を具体的に記載する。 
６ 届出書用紙（その 2）の記載要領 

(1) 輸送物 
ア 種類及び個数 

輸送物の種類については、輸送物の型式を記載し、当該輸

送物が防護対象特定核燃料物質である場合にあっては、区分

Ⅰ、区分Ⅱ及び区分Ⅲの別について、「A 型核分裂性輸送物（区

分Ⅲ）」等と併記する。 
防護対象特定核燃料物質の区分は、一輸送あたりの総量

により決定するものであり【区分及び区分別数量】欄の総

量をもって確定する。 
また、届出対象ではない輸送物であっても、届出対象の

輸送物と合わせて運搬する場合には、同様に記載する。 
複数の種類の輸送物を運搬する場合は、輸送物の種類及び

個数を併記した後、区分を書き加える。 
イ 核燃料物質等の名称及び数量 

「燃料集合体」、「六フッ化ウラン」等と記載する。 
また、照射された物質については、「使用済燃料」と記載し、

試験的に照射したものについては、その旨を付記する。 
ウ 区分及び区分別数量 
（ア）未照射の場合 

プルトニウム及びウラン 233 にあってはその旨を、濃縮

ウランについては、「濃縮ウラン（濃縮度○.○％）」等と記

載する。 
また、数量については、総運搬量と 1 車列の総量を記載

する。 
  例 ······· 濃縮ウラン（濃縮度：○○％） 
 第 1 車列 約○○○kg－U 
 第 2 車列 約○○○kg－U 
 合    計 約○○○kg－U 

（イ）使用済燃料 
照射前の区分、照射前の濃縮度（濃縮ウランのみ）、照射

前の数量（総運搬量と一車列の総量）について記載する。

濃縮度が 10％に達しない濃縮ウラン、天然ウラン、劣化ウ

ラン及びトリウムについては、照射直後の吸収線量率につ

いても記載する。 
  例 ······· 照射前濃縮ウラン（濃縮度：○○％）、照射直

後の吸収線量率 1 グレイ毎時を超える。 
なお、照射されたプルトニウム、ウラン 233 及び濃縮度

が 10％を超える濃縮ウランについては、運搬時の吸収線量

率についても記載願いたい。 
(2) 運送人 

実際に運搬を行う運搬業者の全てを記載する。 
(3) 運行責任者氏名 

運搬に同行し、運搬全体について責任を有する者を記載する。 
2 車列以上で運搬する場合には、車列ごとの責任者も合わせて

記載する。 
(4) 同行者氏名 

同行者については、 
① BM 型輸送物を運搬する場合に、核燃料物質等車両運搬

規則第 17 条第 2 項の規定に基づき同行する者 
② 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第 4 条第

9 号の規定に基づく公安委員会の指示があった場合に同行

する者 
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③ ①及び②以外の場合で「核燃料取扱主任者等関係法令で

定められている資格を有する者、事業者等が実施する講習

会等を受講した者又は核燃料物質等の取扱いに 3 年以上従

事したことがある者」として、届出者が同行させる者 
を記載する。 

(5) 核燃料物質等積載車両及び運転者 
積載車両ごとに、自動車登録番号、最大積載重量、積載重量

及び輸送物個数並びに運転者氏名を記入する。予備者(車)のある

場合は、別紙に記載する。運行責任者及び同行者の予備員は、1
車列につき各々1 名、警備員、運転者及びその他の運搬従事者の

予備員は、1 車列につき各々4 名以内にする。 
また、積載車、伴走車及び警備車の予備車については、1 車列

につき各々1 台以内の予備車両にする。 
(6) 積載方法 

積載方法の概要を簡潔に記載し、外観図を添付する。 
(7) 携行資器材の名称及び個数 

サーベイメーター、化学消火器、個人被ばく測定器、立入禁

止区域表示用器具等の災害発生時の応急措置のために携行する

資器材を記載する。 
(8) 運搬要領 

速度、伴走車の配置、見張人の配置、駐車時の措置、車列間

及び車両間の連絡方法等について記載し、輸送編成（1 車列の場

合は、車両間の距離）を記載した図面を添付又は付記する。 
伴走車については、その乗務員の氏名、役割についても記載

する。伴走車とは、運搬中の安全確保のための車両であって、

交通事故、盗取等の防止のために監視を行い、必要な措置をと

れる者が添乗しているものをいう。 
見張人については、氏名のほか見張方法等について記載する。

見張人とは、周辺を監視し、関係者以外の者の接近を防止する

ことができる能力を有する者をいう。 
(9) 警察機関への連絡要領 

運搬中の異常事態発生時の連絡、災害又は事故等により運搬

証明書の記載と異なった運搬を行わなければならなくなった場

合の連絡方法等について記載する。 
連絡は、事故等の発生地を管轄する都道府県警察本部又は警

察署に行う。 
(10) 応急措置要領 

災害発生時、車両故障時、妨害行為発生時等における応急措

置について記載する。 
(11) 摘要 

原子力規制委員会並びに国土交通大臣の確認の有無等を記載

する。確認申請中である場合には、その旨を記載する。 
確認申請中の場合、確認証が交付された後届け出た公安委員

会にその写しを提出する。この場合、届出書と確認証との整合

が図れるように申請書番号等を記載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載例 
 
（その１） ※整 理 番 号  

※受 理 年 月 日  
※証 明 書 番 号  
※証明書交付年月日  

 
 

核 燃 料 物 質 等 運 搬 届 出 書 
 

平成  年  月  日

 
 
○○県公安委員会 殿 

 
 

住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 
氏名 ○  ○  株  式  会  社 
     代表取締役  ○ ○ ○ ○ 印 
原子力事業者等の区分 加工事業者 
担当者 ○ ○ ○ ○ 電話番号 03-000-0000

 
 

住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 
氏名 ○  ○  株  式  会  社 
     代表取締役  ○ ○ ○ ○ 印 
原子力事業者等の区分 運搬を委託された者 
担当者 ○ ○ ○ ○ 電話番号 03-000-0000

 
 

住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 
氏名 ○  ○  株  式  会  社 
     代表取締役  ○ ○ ○ ○ 印 
原子力事業者等の区分 運搬を委託された者 
担当者 ○ ○ ○ ○ 電話番号 03-000-0000

 
 
 
 
 

 
 
（その１続紙） 
 

運 搬 日 時
○○年○○月○○日  10 時 30 分 から 
○○年○○月○○日  11 時 20 分 まで 

出 発 地
○○県○○市○○○○○○ 
 ○○港○○埠頭 ○○号コンテナバース 

到 達 地
○○県○○郡○○町○○○ 
 ○○株式会社 ○○事業所 

運

搬

経

路

経 由 地 点
距 離 (km)

路線名 
所要時

間(分) 
運 行 
時 刻 

運 搬

手 段
備 考

区間 ｷﾛ程

 
別紙 1 記載の通り 

 
 

この県での運搬の内容が用紙（その 2）の記載事項と異なる場合は、その事項及び

運搬の内容 
記 載 事 項 運 搬 の 内 容

 
該 当 な し 

 

 

そ の 他 の 記 載 事 項 用紙（その 2）の通り 
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別紙１ 
運 搬 経 路 及 び 運 行 時 刻（例） 

都道 

府県 

名 

経由地点 

【駐車予定時刻】 

距離(km) 

路線名 

所要 

時間 

(分) 

運行時刻 運

搬

手

段

備考 
区間 ｷﾛ程 

第 1 

車列 

第 2 

車列 

 ○○発        

 

 

○○ 

〔○○コンテナバース〕  0 ○○道路  11:00 11:30 

自

動

車

運

搬

 

 5   10    

○○交差点  5 県道○○号  10:35 11:05  

 00   00    

○○  00 国道○○号  00:00 00:00  

 00   00    

○○Ｉ・Ｃ  00   00:00 00:00  

 00  ○○高速道路 00    

 ○○・□□ 県境  00   00:00 00:00  

□□ 

 

00   00   

 

 

点検・休憩

運転者交替

○○Ｓ・Ａ 着  00   00:00 00:00  

〔サービスエリア〕 00   00    

○○Ｓ・Ａ 発  00   00:00 00:00  

 00   00    

 □□・◇◇県境  00   00:00 00:00  

△△ 

 00   00    

○○  00   00:00 00:00  

 00   00    

○○  00   00:00 00:00  

 00  △△自動車道 00    

 △△・▽▽県境  00   00:00 00:00  

▽▽ 

 00   00    

○○Ｉ・Ｃ  00   00:00 00:00  

 00  国道○号 00    

○○交差点  00   00:00 00:00  

 00  県道○号 00    

○○着  00   06:20 06:50  

〔○○会社△△事業所〕        

計 約〇○○km － 約 20時間 50 分  

 
 
記載例 
 

 
（その２）運 搬 の 内 容 
 

輸送物 

種類及び
個数 

A 型核分裂性輸送物 
第 1 車列 ○○個 
第 2 車列 ○○個 

合計 ○○個 

IP－1 型輸送物 
第 1 車列 ○○個 
第 2 車列 ○○個 

合計 ○○個 

（区分Ⅲ）
 
 

合計○○個

核燃料物
質等の名
称及び数
量 

酸化ウラン(UO) 
第 1 車列 ○○kg-UO
第 2 車列 ○○kg-UO
合 計 ○○kg-UO

酸化ウラン(UO) 
第 1 車列 ○○kg-UO 
第 2 車列 ○○kg-UO 
合 計  ○○kg-UO 

 

区分及び
区分別数
量 

濃縮ウラン(濃縮度：
0.0％以下) 
第 1 車列 

約 00.000kg-U 
第 2 車列 

約 00.000kg-U 
合  計 

約 00.000kg-U 

天然ウラン 
第 1 車列 

約 00.000kg-U 
第 2 車列 

約 00.000kg-U 
合 計 

約 00.000 kg-U 

 

運送人 

氏名（法
人にあっ
ては、そ
の名称） 

○○運輸株式会社（第 1 車列） 
□□輸送株式会社（第 2 車列） 

住 所 
東京都○○区○○町○丁目○番○号（○○運輸株式会社）
東京都○○区○○町○丁目○番○号（□□輸送株式会社）

運 行 責 任 者 氏 名 
総括運行責任者    ○○ ○○ 
第 1 車列運行責任者  ○○ ○○ 
第 2 車列運行責任者  ○○ ○○ 

同 行 者 氏 名 該 当 せ ず 

核燃料物質等積載
車両及び運転者 

自 動 車 
登 録 番 号 

最 大 積 載 
重 量 

積載重量及び
輸 送 物 個 数 

運転者氏名

別紙２記載の通り 

積 載 方 法 

A 型核分裂性輸送物及び IP－1 型輸送物を最大〇○個収納
した海上コンテナを、コンテナ専用トレーラに積載し、ツ
イストロックで固定する。 
（別紙３参照） 

携行資器材の名称
及び個数 

別紙４記載の通り 

運 搬 要 領 別紙５記載の通り 

警察機関への連絡
要領 

別紙６記載の通り 

応 急 措 置 要 領 別紙６、７記載の通り 

摘 要 
原子力規制委員会の車両運搬確認を申請中（申請番号◇◇
第○○○号） 

別紙２－１ 
 
［第１車列］ 
 

核燃料物質等積載車両及び運転者（例） 
 

自動車登録番号 
最大積載量 

積載重量及び 

輸送物個数 
運転者氏名

トラクタ トレーラ 

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

 
伴走車及び運搬従事者（例） 

（車列前方） 
警 備 車  警備員（隊長） ○○ ○○（○○警備㈱） 

(○○00○0000) 監  視  員 ○○ ○○（  〃  ） 
〃    ○○ ○○（  〃  ） 

 
先 導 車  運  転  者 ○○ ○○（○○運輸㈱） 

(○○00○0000)    〃    ○○ ○○（  〃  ） 
運行責任者(正) ○○ ○○（  〃  ） 
同 行 者   ○○ ○○（○○㈱） 
監  視  員 ○○ ○○（○○警備㈱） 

 
（車列後方） 

後 備 車  運  転  者 ○○ ○○（○○運輸㈱） 
(○○00○0000)    〃    ○○ ○○（  〃  ） 

運行責任者(副) ○○ ○○（  〃  ） 
放射線技術者  ○○ ○○（○○㈱） 

 
警 備 車  監  視  員 ○○ ○○（○○警備㈱） 

(○○00○0000)    〃    ○○ ○○（  〃  ） 
〃    ○○ ○○（  〃  ） 

 
（注１） 
予備員 運行責任者 ：○○ ○○       （○○運輸㈱） 

同 行 者 ：○○ ○○       （○○㈱） 
運 転 者 ：○○ ○○、○○ ○○ （○○運輸㈱） 

：○○ ○○、○○ ○○ （○○輸送㈱） 
監 視 員 ：○○ ○○、○○ ○○ （○○警備㈱） 

：○○ ○○、○○ ○○ （○○警備㈱） 
（注２） 
予備車 積載車：○○11 か○○○○（トラクタ） （○○運輸㈱） 

：○○11 え○○○○（トレーラ） （○○運輸㈱） 
伴走車：○○55◇○○○○       （○○輸送㈱） 
警備車：○○55◇○○○○       （○○警備㈱） 

 
【その他参考】 
車列外走行車 

渉外連絡車 ：○○55◇○○○○  ニッサン □□□ 白 
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別紙２－２ 
 
［第２車列］ 
 

核燃料物質等積載車両及び運転者（例） 
 

自動車登録番号 
最大積載量 

積載重量及び 

輸送物個数 
運転者氏名

トラクタ トレーラ 

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

○○11 か○○○○ ○○11 え○○○○ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

○○11 か○○○○ ○○11 え□□□□ ○○.○○トン ○個：約○.○トン ○○ ○○

注）トレーラ「○○11 え□□□□」の輸送物○個には、IP－1 型輸送物（天然酸化

ウラン）□個を含みます。 

 
伴走車及び運搬従事者（例） 

（車列前方） 
警 備 車  警備員（隊長） ○○ ○○（○○警備㈱） 

(○○00○0000) 監  視  員 ○○ ○○（  〃  ） 
〃    ○○ ○○（  〃  ） 

 
先 導 車  運  転  者 ○○ ○○（○○輸送㈱） 

(○○00○0000)    〃    ○○ ○○（  〃  ） 
運行責任者(正) ○○ ○○（  〃  ） 
同 行 者   ○○ ○○（○○㈱） 
監  視  員 ○○ ○○（○○警備㈱） 

 
（車列後方） 

後 備 車  運  転  者 ○○ ○○（○○輸送㈱） 
(○○00○0000)    〃    ○○ ○○（  〃  ） 

運行責任者(副) ○○ ○○（  〃  ） 
放射線技術者  ○○ ○○（○○㈱） 

 
警 備 車  監  視  員 ○○ ○○（○○警備㈱） 

(○○00○0000)    〃    ○○ ○○（  〃  ） 
〃    ○○ ○○（  〃  ） 

 
（注１） 

予備員 運行責任者 ：○○ ○○       （○○運輸㈱） 
同 行 者 ：○○ ○○       （○○㈱） 
運 転 者 ：○○ ○○、○○ ○○ （○○運輸㈱） 

：○○ ○○、○○ ○○ （○○輸送㈱） 
監 視 員 ：○○ ○○、○○ ○○ （○○警備㈱） 

：○○ ○○、○○ ○○ （○○警備㈱） 
（注２） 

予備車 積載車：○○11 か○○○○（トラクタ） （○○運輸㈱） 
：○○11 え○○○○（トレーラ） （○○運輸㈱） 

伴走車：○○55◇○○○○       （○○輸送㈱） 
警備車：○○55◇○○○○       （○○警備㈱） 

 
 
 
別紙３ 

積載車両外観図 
（代表例） 

 

 
 
 
 

別紙４ 
 

携行資器材の名称及び個数 
 

No. 品   名 数   量 
1
 
 
 

2 
 
 
 

3 
4 
5 
6 
7 
 
 

8 
9 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

サーベイメータ 
空間線量率測定用 
汚染検査用（含スミヤ用チップ） 
中性子線量計 

立入制限区域設定用器材 
ロープ 
スタンド 
標 識 

化学消火器（ＡＢＣ消火器） 
拡声器 
非常信号用具 
赤旗 
夜間信号用ランプ 

赤色灯 
懐中電灯（大型） 

簡易保護衣 
ボロ（布ウエス） 
ポリ又はビニール袋 
ペーパーウエス 
水 
バケツ 
ゴム手袋 
オーバーシューズ 
フィルタマスク 
防塵メガネ 
ポリ又はビニールシート 
ビニールテープ 
停止表示板 
無線機 
携帯電話等の通信機器 
個人被ばく測定器（予備） 

 
1
1
1
 

約100
1
1

各車 2
2

各車 1
各車 2

 
3

各車 1
20

約 2
1
6
適
2

20
20
20
20
1
1

各車 1
1
1

10

 
台 
台 
台／輸送 
  
m 
式 
式 
個 
個 
個 
個 
  
個 
個 
着 
kg 
式 
箱 
量 
個 
組 
組 
個 
個 
本 
式 
枚 
式 
台 
個 

 
 
 
別紙５ 
 

運 搬 要 領 （例） 
 
運搬にあたっては、安全確保のために以下の措置をとります。 

 
１．運行前点検を厳重に実施します。 
 
２．交通法規を遵守し、一般道路及び高速道路においては指定速度

以下で運行します。 
注）雨天等気象状況の悪い時、又は坂道、悪路、工事中の道路

等注意を要する場合は、徐行する等、より安全な速度で走行

します。 
 
３．積載車両の前後に「車列編成図」の通り伴走車を配置します。 

伴走車には別紙２「伴走車及び運搬従事者」に示す運搬従事者

が乗車し、交通事故防止に努めるとともに積載車両を監視します。 
 
４．携帯無線機を使用し、各車両間で連絡をとるとともに定期的に

輸送本部と連絡をとります。 
 
５．運搬中に駐車又は停車をする場合には、積載車両に接近する者

を監視出来る位置で監視員を含め○名で見張ります。尚、駐停車

する場所が路上である場合には停止標示板を置き、監視員が交通

整理を行います。 
 
６．輸送途上での積替はありません。 
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車列編成図 
 
【第１車列】 

 

 
【第２車列】 

 

車間距離は、高速道路の場合、時速 70km のとき約 70m を、一

般道路の場合、時速 50km のとき約 25m をを保ちます。 
 
 
 
別紙６ 
 

警察機関への連絡要領（例） 
 
１．交通事故、核燃料物質の盗取等が発生した場合には、運行責任

者が 110 番（高速道路上では緊急電話）で最寄りの警察に連絡し

ます。 
連絡にあたっては、下記内容を速やかに伝えます。 

(1) 事故発生時刻及び場所 
(2) 事故の原因及び状況 
(3) 負傷者、汚染の有無 
(4) 事故の拡大性の有無 
(5) 講じた措置 
(6) 連絡者の氏名及び今後の連絡先 

 
２．運行責任者は車両事故、道路の不通等により、予定通りの運搬

ができなくなった場合には、出発地及び通過地の警察本部担当課

に別紙７の連絡系統により連絡します。 
 
３．運搬終了時には、出発地及び到着地の警察本部担当課に連絡し

ます。 
 
 

応 急 措 置 要 領（例） 
 

事故等が発生した場合には、状況によって処置方法は異なります

が、原則として次の処置をとります。 
 
１．運行責任者は警察機関への連絡要領（上記）により最寄りの警

察へ連絡し、指示をあおぎます。 
 
２．運行責任者は必要な場合に、最寄りの消防機関に 119 番で連絡

します。 
 
３．しかる後に、非常時の連絡体制(別紙 7)によって関係部署へ連絡

します。 
 
４．運行責任者及び放射線技術者は、運搬従事者及び監視員を指揮

し、事故現場の状況に従って縄張り、立入禁止標識、見張人、赤

旗又は赤色合図灯により事故現場に関係者以外を近づけないよう

にします。 
 
５．放射線技術者は、必要と認めた時は、放射線の測定を行ない携

行資器材（別紙 4）で放射線防護の処置をとります。 
 
６．火災が発生した場合は、初期消火に努めます。 

別紙７ 
 

非常時の連絡体制（例） 
 

各 車 列 の 運 行 責 任 者 最  寄  警 察 署

 
最  寄  消 防 署

 
 

○ ○ ㈱
 輸送本部 0000-00-0000

 
関係各社 担当部署 

原子力防災管理者  
 
 
発地、通過地及び到着地の 
 警察本部 担当課 
 
 
 
原子力規制委員会 担当部署 
 
 
 
国土交通省 担当部署 
 
 
 
そ の 他 関 係 官 庁 
 
 
原災法第 10 条通報事象発生場
所を管轄する都道府県知事 
 
原災法第 10 条通報事象発生場
所を管轄する市町村長 
 
その他関係先（原子力事業者防災
業務計画に基づく通報連絡先） 

 
：原災法第 10 条通報 
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○第２ 書換え申請書の記載要領（つづき） 

 
１ 届出を要する場合等 

(1) 運搬証明書の書換えを必要とする場合 
運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、書換え申請書

を提出し、運搬証明書の書換えを受ける必要がある。 
運搬証明書の記載事項と基本的同一性を失うような変更（運

搬する核燃料物質等の変更、出発地又は到達地の変更、2 週間以

上の運搬日時の変更等）については、書換えを受けることはで

きず、新たな運搬届出書を提出し、改めて運搬証明書の交付を

受ける必要がある。 
(2) 書換え申請の例外 

ア 変更内容が軽微な場合 
運搬証明書の記載事項のうち、運搬の内容欄（運搬証明書

に添付される届出書（その 2））中の警察機関への連絡要領欄、

応急措置要領欄及び摘要欄の記載内容の変更については、書

き換えを受ける必要はないが、変更内容を必ず報告すること。 
イ 緊急やむを得ない理由による運搬日時の変更 

荒天等により船舶の入港が遅れたためなど、いわゆる緊急

やむを得ない理由による運搬日時の変更については、書換え

を受ける必要はないが、緊急やむを得ない理由を付して必ず

報告しなければならない。 
報告は、原則として書面によることとし、運搬証明書書換

え申請書を用いる。口頭（電話による場合を含む。）により報

告する場合には、書換え申請書記載内容に従って報告する。 
この場合には、発送地公安委員会から運搬証明書書換え申

請書受理証明書又は運搬証明書書換え申請書口頭受理証明書

が交付されるので、これを運搬証明書とともに携帯して運搬

すること。 
運搬を終了したときには、運搬証明書書換え申請書受理証

明書又は運搬証明書書換え申請書口頭受理証明書は、運搬証

明書とともに返納する。 
ウ 急を要する場合の書換え 

予定車両の故障等で積載車両を変更しなければならない場

合など、急を要する場合の書換えであっても、届出者の責に

帰すべき理由による運搬証明書の記載事項の変更は、原則通

りに運搬証明書の書換えを受ける必要があり、運搬証明書書

換え申請書を提出し、手数料を納付しなければならない。 
ただし、このような場合で運搬証明書の書換えを受ける時

間的余裕がない場合には、発送地公安委員会から運搬証明書

書換え申請書受理証明書が交付され、申請書に添付して提出

した運搬証明書が返却されるので、これらを携帯して運搬す

ることができる。 
運搬を終了したときには、運搬証明書書換え申請書受理証

明書は、運搬証明書とともに返納する。 
 

２ 書換え申請書の提出先 
書換え申請書は、関係公安委員会に提出する申請書であっても、

発送地公安委員会（都道府県警察本部の危険物担当課）に提出す

る。この場合、切手を貼付した封筒を併せて提出する。 
 
３ 書換えをした運搬証明書の交付 

書換えをした運搬証明書は、すべて発送地公安委員会を経由し

て交付する。 
 
４ 書換え申請書の記載（報告）要領 

(1) 申請年月日 
発送地公安委員会に提出する年月日を記載する。 

(2) 申請者 
書換えを受けようとする運搬証明書にかかる運搬届出書の届

出者を記載する。 
運搬届出書の届出者が複数の場合にはその連名で申請をする

ことを原則とするが、委任状が添付されている場合には、当該

届出書の届出者の中の委任を受けたいずれかの 1 名の記載でも

よい。 
(3) 運搬証明書番号 

書換えを受けようとする運搬証明書の番号を記載する。 
(4) 運搬証明書交付年月日 

書換えを受けようとする運搬証明書の交付年月日を記載する。 
(5) 書換え事項 

運搬証明書中の書換えを受けようとする箇所及び何をどのよ

うに書き換えを受けようとするのかを的確に記載する。 
記載例：運搬日時欄の「平成○年○月○日○時から」を「平

成○年○月〇日○時から」に変更。 
(6) 書換え事由 

具体的に記載する。 
記載例：平成○年○月○日○○時○○分に○○港○○埠頭

に接岸予定の輸送船「○○○丸」が、5 日間遅れて

同月○日○○時○○分に接岸することとなったこ

とから運搬日時を変更する必要があるため。 
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○第３ 再交付申請書の記載要領 

１ 届出を要する場合 
運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、再交付

の申請をしなければならない。 
喪失したときとは、遺失して警察に遺失届を提出した場合であ

る。 
汚損したときとは、証明書の記載事項が判別出来なくなった場

合である。ただし、一部が判読出来ないときであっても全体又は

前後の関係から記載事項を解読できる場合には申請を必要としな

い。この場合の再交付の申請には、再交付申請書に汚損した運搬

証明書を添付する。 
盗取された場合とは、盗取されて警察に被害届を提出した場合

である。 
 
２ 再交付申請書の提出先 

再交付申請書は、関係公安委員会に提出する申請書であっても、

発送地公安委員会(都道府県警察本部の危険物担当課)に提出する。 
運搬開始後に再交付を受けようとする場合であっても、発送地

公安委員会に提出する。 
 
３ 再交付する運搬証明書の交付 

再交付する運搬証明書は、すべて発送地公安委員会を経由して

交付する。 
 

４ 再交付申請書の記載要領 
(1) 申請年月日 

発送地公安委員会に提出する年月日を記載する。 
(2) 申請者 

再交付を受けようとする運搬証明書に係る運搬届出書の届出

者を記載する。 
運搬届出書の届出者が複数の場合にはその連名で申請をする

ことを原則とするが、委任状が添付されている場合には、当該

届出書の届出者の中の委任を受けたいずれかの 1 名の記載でも

よい。 
(3) 運搬証明書番号 

再交付を受けようとする運搬証明書の番号を記載する。 
(4) 運搬証明書交付年月日 

再交付を受けようとする運搬証明書の交付年月日を記載する。 
(5) 申請の事由 

具体的に記載する。 
記載例：平成○年○○月○○日午後○時○○分ころ東京都

千代田区丸の内○○会社本社から同区丸の内の地

下鉄丸の内線東京駅までの間に○○会社事務封筒

に入れたまま遺失しましたので再交付を申請しま

す。平成○年○月○日警察庁丸の内署に遺失届を

しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 核燃料物質等の運搬に関する事務担当課一覧表 

（平成２７年４月１日現在） 
警察庁生活安全局保安課 

都道府県別 担当部署 代表電話 
警察庁 
北海道警察本部 
青森県警察本部 
岩手県警察本部 
宮城県警察本部 
秋田県警察本部 
山形県警察本部 
福島県警察本部 
警視庁 
茨城県警察本部 
栃木県警察本部 
群馬県警祭本部 
埼玉県警察本部 
千葉県警察本部 
神奈川県警察本部 
新潟県警察本部 
山梨県警察本部 
長野県警祭本部 
静岡県警祭本部 
富山県警察本部 
石川県警察本部 
福井県警祭本部 
岐阜県警察本部 
愛知県警察本部 
三重県警祭本部 
滋賀県警察本部 
京都府警察本部 
大阪府警察本部 
兵庫県警察本部 
奈良県警察本部 
和歌山県警察本部 
鳥取県警察本部 
島根県警祭本部 
岡山県警察本部 
広島県警察本部 
山口県警察本部 
徳島県警察本部 
香川県警察本部 
愛媛県警察本部 
高知県警察本部 
福岡県警察本部 
佐賀県警察本部 
長崎県警察本部 
熊本県警察本部 
大分県警察本部 
宮崎県警察本部 
鹿児島県警察本部 
沖縄県警察本部 

生活安全局保安課 
保安課 
保安課 
生活環境課 
生活環境課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活環境課 
生活安全総務課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活環境第一課 
風俗保安課 
生活安全総務課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活保安課 
生活環境課 
生活安全企画課 
生活環境課 
生活安全総務課 
保安課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活環境課 
生活環境課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活環境課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活安全企画課 
生活環境課 
生活安全企画課 
生活保安課 
生活環境課 
生活環境課 
生活環境課 
生活環境課 
生活環境課 
生活安全企画課 
生活保安課 

03(3581)0141 
011(251)0110 
017(723)4211 
019(653)0110 
022(221)7171 
018(863)1111 
023(626)0110 
024(522)2151 
03(3581)4321 
029(301)0110 
028(621)0110 
027(243)0110 
048(832)0110 
043(201)0110 
045(211)1212 
025(285)0110 
055(235)2121 
026(233)0110 
054(271)0110 
076(441)2211 
076(225)0110 
0776(22)2880 
058(271)2424 
052(951)1611 
059(222)0110 
077(522)1231 
075(451)9111 
06(6943)1234 
078(341)7441 
0742(23)0110 
073(423)0110 
0857(23)0110 
0852(26)0110 
086(234)0110 
082(228)0110 
083(933)0110 
088(622)3101 
087(833)0110 
089(934)0110 
088(826)0110 
092(641)4141 
0952(24)1111 
095(820)0110 
096(381)0110 
097(536)2131 
0985(31)0110 
099(206)0110 
098(862)0110 
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Ｂ 海上輸送関係法令 

図 核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系 

 
 

（第 106 条：運送の届出等） 

（第 59 条： 
運搬に関する確認等）

核燃料物質等の船舶運送 

危険物船舶運送及び 

貯蔵規則（国土交通省令） 

船舶安全法 

（国土交通省所管） 

原子炉等規制法 
（原子力規制委員会、 
国土交通省所管） 

港則法 

（国土交通省所管） 

港則法施行規則 

（国土交通省令） 

核外運搬危険時規則 

（国土交通省令） 

外 運 搬 規 則 

（委員会規則） 

放射性物質等 
船舶運送告示 

船舶危険物 
運送基準告示 

海事局長通達 

（旧海上技術安全局長）

海上保安庁 
行政指導文書 

（第 64 条：
危険時の措置） 
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船舶安全法（抄） 

（昭和八年三月十五日法律第十一号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 

 

第一章 船舶ノ施設 

第一条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ

保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スル

コトヲ得ズ 

第二条 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令（漁船ノミニ関ス

ルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令）ノ定ムル所ニ依リ

施設スルコトヲ要ス 

一 船体 

二 機関 

三 帆装 

四 排水設備 

五 操舵、繋船及揚錨ノ設備 

六 救命及消防ノ設備 

七 居住設備 

八 衛生設備 

九 航海用具 

十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備 

十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備 

十二 電気設備 

十三 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項 

② 前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ

定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ

之ヲ適用セズ 

 

第四章 雑則 

第二十八条 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル事項並

ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニ

シテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 

一 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ

関スル技術的基準 

二 前号ノ技術的基準ニ適合シタルコトノ検査 

三 救命信号ノ使用方法其ノ他ノ危険及気象ノ通報ニ関スル事項 

四 前三号ノ外特殊貨物ノ運送及貯蔵並ニ船舶航行上ノ危険防止

ニ関シ必要ナル事項 

② 前項ノ国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 

③ 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三十万円以下ノ罰金トス 

④ 第十二条ノ規定ハ第一項ノ国土交通省令ノ施行ニ付適用アルモ

ノトス 

⑤ 第一項第二号ノ検査ハ管海官庁又ハ第七項ニ於テ準用スル第二

十五条の四十六及第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣

ノ登録ヲ受ケタル者（以下登録検査機関ト称ス）ガ国土交通省令

ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ 

⑥ 登録検査機関ノ行フ第一項第二号ノ検査ニ付テハ第十一条第一

項中管海官庁トアルハ登録検査機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用

ス 

⑦ 第五項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関ノ行フ第一項第二

号ノ検査ニ付テハ前章第一節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第二

十五条の四十七第一項第一号中別表第一トアルハ別表第五の上欄

に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第二号イ

及ロ中船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の製造、

改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督トアルハ危

険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵の監

督ト同項第三号中船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る

物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売ト

アルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び

貯蔵ト第二十五条の四十九第三項中船舶又は物件が第六条ノ四第

一項の規定により承認を受けた型式トアルハ危険物その他の特殊

貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵が第二十八条第一項第

一号の技術的基準ト同項及同条第四項中検定員トアルハ検査員ト

別表第二中船舶又は機械トアリ船舶若しくは機械トアルハ船舶ト

ス 

 

附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起算

して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（本書掲載条項外） 
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船舶安全法施行規則（抄） 

（昭和三十八年九月二十五日運輸省令第四十一号） 

最終改正：平成二十六年六月三十日国土交通省令第五十九号 
 

船舶安全法（昭和八年法律第十一号）の規定に基づき、及び同法

を実施するため、船舶安全法施行規則を次のように定める。 
 
第一章 総則 
（定義） 
第一条 
１～１３ （略） 
１４ この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船

舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶（以下「原子力船

等」という。）については国土交通大臣を、本邦にある船舶（原

子力船等を除く。）並びに船舶安全法（以下「法」という。）第

六条第三項の物件及び第六十五条の六第一項の物件についてはそ

の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同

じ。）（その所在地を管轄する運輸支局（地方運輸局組織規則（平

成十四年国土交通省令第七十三号）別表第二第一号に掲げる運輸

支局（福岡運輸支局を除く。）を除く。）、同令別表第五第二号

に掲げる海事事務所又は内閣府設置法（平成十一年法律第八十九

号）第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事

務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち

国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第二百十二

条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸

支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれ

る事務所の長。第十五条において同じ。）を、本邦外にある船舶

（原子力船等を除く。）及び法第六条第三項の物件については関

東運輸局長をいう。 
１５、１６ （略） 
 
第二節 検査の執行 
（臨時検査） 
第十九条 
１～２ （略） 
３ 法第五条第一項第三号の国土交通省令で定めるときとは、次の

各号のいずれかに該当する場合とする。 
一～八 （略） 
八の二 危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶

について、同令別表第四に定める災害対策緊急措置手引書につ

き当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれの

ある変更をしようとするとき。 
九～十三 （略） 

４～６ （略） 
 
第四章 雑則 
（法第八条の国土交通省令で定める検査） 
第四十八条の五 法第八条の国土交通省令で定める検査は、危険物

船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する防災等の措置に関す

る検査とする。 

 
附 則（平成二十六年六月三十日国土交通省令第五十九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十六年七月一日（以下「施行日」とい

う。）から施行する。 
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危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄） 

（昭和三十二年八月二十日運輸省令第三十号） 

最終改正：平成二十六年十二月十二日国土交通省令第九十三号 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則を次のように定める。 
 

第一編 総則 

（通則） 

第一条 船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱

い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準

については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるとこ

ろによる。 

（総トン数） 

第一条の二 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安

全法施行規則（昭和三十八年運輸省令第四十一号）第六十六条の

二の総トン数とする。 

（用語） 

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 危険物 次に掲げるものをいう。 

イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有す

る物質で、告示で定めるものをいう。 

ロ 高圧ガス 摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超え

る蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガ

パスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるも

のをいう。 

ハ 引火性液体類 次に掲げるものをいう。 

（１）引火点（密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。）

が摂氏六十度以下の液体（引火点が摂氏三十五度を超える

液体であって燃焼継続性がないと認められるものを除く。）

で、告示で定めるもの 

（２）引火点が摂氏六十度を超える液体であって当該液体の引

火点以上の温度で運送されるもの（燃焼継続性がないと認

められるものを除く。）で、告示で定めるもの 

（３）加熱され液体の状態で運送される物質であって当該物質

が引火性蒸気を発生する温度以上の温度で運送されるもの

（燃焼継続性がないと認められるものを除く。）で、告示

で定めるもの 

ニ 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。 

（１）可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼

しやすい物質で、告示で定めるものをいう。 

（２）自然発火性物質 自然発熱又は自然発火しやすい物質で、

告示で定めるものをいう。 

（３）水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する

物質で、告示で定めるものをいう。 

ホ 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。  

（１）酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質（有

機過酸化物を除く。）で、告示で定めるものをいう。 

（２）有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化

させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。 

ヘ 毒物類 次に掲げるものをいう。  

（１）毒物 人体に対して毒作用を及ぼす物質で、告示で定め

るものをいう。 

（２）病毒をうつしやすい物質 生きた病原体及び生きた病原

体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められ

る物質で、告示で定めるものをいう。 

ト 放射性物質等 次に掲げるものをいう。  

（１）放射性物質 電離作用を有する放射線を自然に放射する

物質で、告示で定めるものをいう。 

（２）放射性物質によって汚染された物 放射性物質が付着し

ていると認められる固体の物質（放射性物質を除く。）で、

その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度

を超えるものをいう。 
チ 腐食性物質 腐食性を有する物質で、告示で定めるものを

いう。 

リ 有害性物質 イからチまでに掲げる物質以外の物質であっ

て人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるも

ので、告示で定めるものをいう。 

一の二 ばら積み液体危険物 ばら積みして運送される液体の物

質であって、次に掲げるものをいう。 

イ 液化ガス物質 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル

（絶対圧力）を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似す

る性状を有する液体であって、告示で定めるものをいう。 

ロ 液体化学薬品 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル

（絶対圧力）以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する

液状の物質（油（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三条第二号の油をい

う。以下同じ。）を除く。）であって告示で定めるものをい

う。  

（１）腐食性 

（２）人体に対する毒性 

（３）引火性 

（４）自然発火性 

（５）危険な反応性 

ハ 引火性液体物質 引火点が摂氏六十度以下の液体（イ及び

ロに掲げるものを除く。）であって、告示で定めるものをい

う。 

ニ 有害性液体物質 イからハまでに掲げる物質以外の液状の

物質であって前号の危険物をいう。 

二 常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当

該船舶において使用する危険物をいう。 

二の二 小型容器 収納する危険物の質量が四百キログラム以下

の容器（液体の危険物を収納する告示で定める容器にあっては、

内容積が四百五十リットル以下のものに限る。）のうち、告示

で定めるものをいう。 

二の三 大型容器 内容積が四百五十リットルを超える容器又は

収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であって、

内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定める

ものをいう。 

二の四 ＩＢＣ容器 内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製

容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合

容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であ

って、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定める

ものをいう。 

二の五 ポータブルタンク 小型容器、大型容器及びＩＢＣ容器

以外の容器（高圧ガスを充てんするものにあっては、内容積が

四百五十リットル以上のものに限る。）のうち、告示で定める

ものをいう。 

二の六 高圧容器 高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収

納する容器であって、小型容器、大型容器、ＩＢＣ容器及びポ

ータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 

二の七 フレキシブルバルクコンテナ 内容積が一五、〇〇〇リ

ットルを超えないフレキシブル容器であって、小型容器、大型

容器、ＩＢＣ容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもの

のうち、告示で定めるものをいう。 

三 甲板上積載 危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室

若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。 

四 甲板上カバー積載 危険物を覆布等で覆って暴露甲板に積載

することをいう。 

五 甲板上室内積載 危険物を開放された船楼若しくは甲板室又

はこれらに類する場所に積載することをいう。 

六 甲板下積載 危険物を暴露甲板下の場所であって、開放され

た船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載する

ことをいう。 
七 甲板間積載 危険物を上甲板（全通船楼船にあっては全通船

楼甲板。以下同じ。）とこれの直下の甲板との間の場所に積載
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することをいう。 
八 倉内積載 危険物を換気することができる上甲板下の場所に

積載すること（甲板間積載を除く。）をいう。 

九 はしけ 危険物（ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十

一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同

じ。）を運送する船舶であって推進機関又は帆装を有しないも

のをいう。 

十 タンカー 危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタ

ンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶（はしけを除く。）

をいう。 

十一 タンク船 危険物である液体貨物を船体の一部を構成しな

いタンク（暴露甲板上に据え付けられたものを除く。）にばら

積みして運送又は貯蔵する船舶（はしけを除く。）をいう。 

（分類等） 

第三条 この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとす

る。 

一 火薬類 

二 高圧ガス 

三 引火性液体類 

四 可燃性物質類 

五 酸化性物質類 

六 毒物類 

七 放射性物質等 

八 腐食性物質 

九 有害性物質 

２ この規則において、高圧ガス、可燃性物質類、酸化性物質類及

び毒物類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。 

３ この規則において、危険物及びばら積み液体危険物の品名は告

示で定めるものとする。 

４ この規則において、危険物の国連番号、等級、隔離区分、副次

危険性等級及び容器等級は、それぞれ、品名ごとに、告示で定め

るものとする。 

（持込の制限） 

第四条 運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危

険物（当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下で

あるものに限る。）を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法

令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込

んではならない。 

２ 船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装

及び積載場所について必要な指示をすることができる。 

（空容器） 
第五条の二 危険物の運送又は貯蔵に使用された空の容器（次の各

号に掲げるものを除く。）は、当該危険物を収納しているものと

してこの規則（第百十一条及び第百十二条の規定を除く。）を適

用する。 

一 危険物（放射性物質等を除く。）の運送又は貯蔵に使用され

た空の容器を洗浄したものであって、残留内容物による危険性

がないことについて荷送人が確認したもの 

二 放射性物質等の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄し

たものであって、当該容器の内表面の放射性物質の放射能面密

度が告示で定める密度を超えないもの 

（権限の委任） 

第五条の三 この規則により地方運輸局長に属する権限（第八十七

条第一項に規定する権限を除く。）は、運輸支局等（運輸支局（地

方運輸局組織規則（平成十四年国土交通省令第七十三号）別表第

二第一号に掲げる運輸支局（福岡運輸支局を除く。）を除く。）

及び同令別表第五第二号に掲げる海事事務所をいう。以下同じ。）

の管轄区域においては当該運輸支局等の長、沖縄県においては内

閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十七条第一項の規

定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において

所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令（平成十

二年政令第二百五十五号）第二百十二条第二項に規定する事務を

分掌するものの長に行わせるものとする。 

 

（経由機関） 
第五条の三の二 第八十七条第一項の規定による確認（国土交通大

臣が行うものに限る。）の申請は、船積地を管轄する地方運輸局長

（船積地が本邦外の場合にあっては、関東運輸局長。以下同じ。）

を経由して行うものとする。 
２ 第九十九条第一項の規定による国土交通大臣に対する運送計画

書の提出は、最初の船積地を管轄する地方運輸局長（最初の船積

地が本邦外の場合にあっては、関東運輸局長）を経由して行うも

のとする。 

３ 第三百九十条の二の規定による許可（国土交通大臣が行うも

のに限る。）の申請は、最寄りの地方運輸局長（申請者が本邦

外にある場合にあっては、関東運輸局長。以下同じ。）を経由

して行うものとする。 

 

第二編 危険物の運送 

第一章 通則 

（荷役） 

第五条の四 危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、

船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければなら

ない。 

第五条の五 液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送す

る場合並びに危険物をコンテナ（船舶安全法施行規則第十九条の

三に規定するコンテナであって底面積七平方メートル（上部にす

み金具を有しないもの又は国際航海（船舶安全法施行規則第一条

第一項の国際航海をいう。以下同じ。）に従事しない船舶による

運送に使用されるものにあっては十四平方メートル）以上のもの

に限る。以下同じ。）に収納し、又は自動車等（道路交通法（昭

和三十五年法律第百五号）第二条第一項第九号から第十一号まで

に規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。）

に積載して運送する場合であって、当該貨物の安全な運送に必要

な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しな

ければならない。 

第五条の六 削除 

第五条の六の二 削除 

（危険物を積載している船舶の標識） 

第五条の七 湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であって、

貨物として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒

物又は放射性物質等を積載しているものは、昼間は赤旗を夜間は

赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。

ただし、海上交通安全法（昭和四十七年法律第百十五号）第二十

二条第三号に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則（昭

和四十八年運輸省令第九号）第二十二条の表危険物積載船の項に

掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この限りでない。 

（危険物取扱規程の供与等） 

第五条の八 第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送する船舶

及びばら積み液体危険物（有害性液体物質を除く。）を運送する

船舶（引火性液体物質にあっては、タンカー、タンク船及びタン

クを据え付けたはしけ）の船舶所有者は、当該危険物の運送によ

り発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業

の方法、災害発生時の措置その他の注意事項（以下「危険を防止

するための注意事項」という。）を詳細に記載した危険物取扱規

程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。ただし、

別表第四に定める災害対策緊急措置手引書を備え付けた場合にお

いて、当該災害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意

事項を記載したときは、危険物取扱規程に当該事項を記載するこ

とを要しない。 

２ 船長は、前項の危険物取扱規程に記載された事項を当該船舶の

乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、かつ、遵守させな

ければならない。 

第五条の八の二 前条第一項の危険物以外の危険物を運送する場合

は、荷送人は船舶所有者又は船長（危険物をコンテナに収納し、

又は自動車等に積載して運送する場合であって、船舶所有者が収

納又は積載するときは、船舶所有者に限る。）に当該危険物に関

する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しな
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ければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全

上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 

２ 船長は、前項の書面（写し等を含む。次項において同じ。）を

船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。 

３ 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者

又は船長は、第一項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交

付しなければならない。 

（運送中の措置） 

第五条の九 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生

しないように十分な注意を払わなければならない。 

２ 船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必

要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄する

ことができる。 

（通報等） 

第五条の十 船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排

出があった場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日

時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の

品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関

に通報しなければならない。 

２ 前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、

港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）第二十五条の規定によ

る報告、海上交通安全法第三十三条第一項の規定による通報又は

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項、

第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項若しくは第四十二

条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報

をした事項については前項の規定による通報をすることを要しな

い。 

３ 第一項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を

有する者は、海上保安機関から、同項の危険物の排出等による危

険を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、でき

る限り、これに応じなければならない。 

 

第二章 危険物の個品運送等 

第一節 総則 

（適用） 

第六条 この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合（ばら

積み液体危険物を運送する場合を除く。）について適用する。 

（運送禁止） 

第七条 爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であって、特に危

険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送し

てはならない。 

２ 次に掲げる危険物は旅客船により運送してはならない。 

一 火薬類であって告示で定めるもの 

二 第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物であって別

表第四に定める甲種貨物が収納されたもの 

三 液体アンモニアその他告示で定める危険物 

３ 前項の規定にかかわらず、搭載している旅客の数が告示で定め

る数を超えない場合は、同項第三号に掲げる危険物を旅客船によ

り運送することができる。 

（容器、包装等） 

第八条 危険物（常用危険物を除く。以下同じ。）を運送する場合

は、荷送人（他人に運送を委託しないで運送する場合にあっては、

その者。以下同じ。）は、その容器、包装、標札又は標識（以下

「標札等」という。）及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項

その他の当該危険物に係る情報の表示（以下「品名等の表示」と

いう。）（危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して

運送する場合にあっては、コンテナに収納し、又は自動車等に積

載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。

以下同じ。）について告示で定める基準によらなければならない。 

２ 危険物を収納する容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれが

なく、かつ、収納される危険物に対し、安全なものでなければな

らない。 

３ 第一項の荷送人は、告示で定める危険物を運送する場合にあっ

ては、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない。 

一 第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付さ

れている小型容器、大型容器、ＩＢＣ容器、ポータブルタンク、

高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ 
二 外国の政府により当該国の危険物の容器及び包装に関する法

令に適合していることが認められていることを示すものとして

告示で定める表示であって、効力を有するものが付されている

小型容器、大型容器、ＩＢＣ容器、ポータブルタンク、高圧容

器又はフレキシブルバルクコンテナ 

三 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第四十四条

第一項の容器検査に合格している高圧容器 

四 本邦外において製造された高圧容器であって、外国政府（政

府機関その他これに準ずるものを含む。）の行う検査に合格し

ているもの 

４ 第一項の荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一

の容器に収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、

収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差

し支えないと認める場合は、この限りでない。 

一 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければ

ならない危険物 

二 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作

用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそ

れがあるもの 

第九条 前条第一項の標札等及び品名等の表示（告示で定めるもの

に限る。）は、海水に三月浸された場合であっても、消えるおそ

れのないものでなければならない。 

第十条 第百十三条第四項の規定は、第八条第三項第二号の表示に

ついて準用する。 

第十一条 第八条第一項の規定にかかわらず、船積地を管轄する地

方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、標札等及び品

名等の表示を省略することができる。 

第十二条 第八条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合は、それぞれ、第百十三条第四項第一号、第二号又は第四号の

いずれにも該当していないＩＢＣ容器又はポータブルタンクによ

ることができる。 

一 第八条第三項の告示で定める危険物を第百十三条第四項の表

示の効力を失った容器及び包装により、その効力を失った日の

翌日から起算して告示で定める期間以内に運送する場合（表示

の効力を失う前に危険物を当該容器及び包装に収納した場合に

限る。） 

二 第五条の二の空の容器を第百十三条第一項の検査又は第八条

第三項第二号の外国の政府による当該国の危険物の容器及び包

装に関する法令に適合していることの認定を受けるため運送す

る場合 

第十三条 第八条及び第二十条の規定にかかわらず、告示で定める

危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、

旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。この場

合には、次に掲げるところによらなければならない。ただし、国

土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りでない。 

一 積載する場所は、積載前に清掃すること。 

二 同一の船倉又は区画には、同一品名のもののみを積載するこ

と。 

２ 特殊貨物船舶運送規則（昭和三十九年運輸省令第六十二号）第

一条の二から第一条の三まで、第一条の四第一項、第十五条の二

から第十五条の三まで、第十五条の四から第十五条の十まで、第

三十二条、第三十三条第三項及び第九項（同条第三項に係る部分

に限る。）並びに第三十三条の二の規定は、前項の規定により危険

物をばら積みして運送する場合に、これを準用する。この場合に

おいて、同令第十五条の五の二中「第十五条の三の二各号の積載

方法」とあるのは、「告示で定める積載方法」と読み替える。 
３ 特殊貨物船舶運送規則第十六条から第二十七条まで、第三十三

条第五項から第九項（同条第五項から第八項までに係る部分に限

る。）までの規定は、第一項の規定による危険物であって、同令第

一条の二の二第四号の液状化物質に該当するものをばら積みして

運送する場合に、これを準用する。 
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４ 特殊貨物船舶運送規則第二十八条の規定は、第一項の規定によ

る危険物であって、同令第一条の二の二第四号の固体化学物質に

該当するものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。 
第十四条 第八条の規定にかかわらず、告示で定める危険物（同一

の品名のものに限る。）は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、

非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を

有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することが

できる。 

（オーバーパック） 

第十五条 オーバーパック（荷送人によって危険物が容器に収納さ

れ、又は包装されているものが、箱又は袋等（コンテナを除く。）

に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。）は、

オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は

包装が破損するおそれがないようにしなければならない。 

２ 荷送人は、標札等を付さなければならない危険物のオーバーパ

ックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々

の容器又は包装に付された標札等が外部から容易に確認できる場

合を除き、当該危険物を表示する標札等を付さなければならない。 

３ 荷送人は、品名及び国連番号を表示しなければならない危険物

のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装さ

れている個々の容器又は包装に表示された品名及び国連番号が外

部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物の品名及び国連

番号を表示しなければならない。 

４ 荷送人は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々

の容器又は包装に付された標札等並びに表示された品名及び国連

番号が外部から容易に確認できる場合を除き告示で定めるオーバ

ーパック表示を表示しなければならない。 

第十六条 荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一の

オーバーパックに収納し、又は包装してはならない。ただし、当

該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する

地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りで

ない。 

一 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければ

ならない危険物 

二 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作

用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそ

れがあるもの 

（コンテナへの収納禁止） 

第十六条の二 荷送人及び船舶所有者は、運送する危険物を、フレ

キシブルバルクコンテナに収納した状態でコンテナに収納しては

ならない。 

（危険物明細書） 

第十七条 危険物の荷送人は、第三十条第一項又は第三十五条第一

項の規定によりコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書

を提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記

載した危険物明細書を船舶所有者又は船長（危険物をコンテナに

収納して運送する場合であって、船舶所有者が収納する場合は、

船舶所有者に限る。次条において同じ。）に提出しなければなら

ない。 

一 荷送人の氏名又は名称及び住所 

二 荷受人の氏名又は名称及び住所 

三 危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出

した年月日 

四 危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級

及び容器等級 

五 個数及び質量又は容積 

六 その他告示で定める事項 

２ 前項の危険物明細書の記載については、次に掲げるところによ

るものとする。 

一 船舶所有者又は船長が理解する言語により記載すること。 

二 前項第四号に掲げる事項は、同号に規定する順序に従って記

載すること。 

三 前項第四号に掲げる事項のうち、危険物の国連番号及び等級

は、それぞれ「ＵＮ」及び「Ｃｌａｓｓ」（火薬類にあっては「Ｄ

ｉｖｉｓｉｏｎ」）の文字に続けて記載すること。 
３ 第一項の危険物明細書には、次に掲げる危険物の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める要件に適合する旨を付記し、又はその

旨を証する書類を添付しなければならない。 
一 放射性物質等以外の危険物 

イ 当該危険物の容器、包装、標札等及び品名等の表示が、第

八条、第十一条から第十四条まで若しくは第三十六条第一項

の規定に適合するものであり、又は第三百九十条の二の規定

に基づく許可を受けたものであること。 

ロ 当該危険物が運送に適した状態にあること。 

二 放射性物質等 

イ 容器に収納され、又は包装されて運送される場合にあって

は、第七十三条から第八十五条まで及び第八十七条第一項の

規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたも

のであること。 

ロ 容器に収納されず、又は包装されないで運送される場合に

あっては、第百条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規

定に基づく承認を受けたものであること。 

ハ 当該放射性物質等に係る標札及び表示が第九十二条又は第

百条第五項若しくは第七項の規定に適合したものであること。 

ニ 当該放射性物質等が運送に適した状態にあること。 

４ 危険物の荷送人は、第一項の規定により危険物明細書を提出し

たときは、当該危険物明細書の写しを三月間保管しなければなら

ない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、

この限りでない。 

５ 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者

又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長

に交付しなければならない。 

６ 船舶所有者又は船長は、第一項の規定により危険物明細書の提

出を受けたとき又は前項の規定により危険物明細書の交付を受け

たときは、当該危険物明細書又はその写しを三月間保管しなけれ

ばならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合

には、この限りでない。 

第十八条 荷送人は、前条第一項の規定による危険物明細書の提出

に代えて、第四項で定めるところにより、船舶所有者又は船長の

承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項（以下「記載事項」と

いう。）を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるものにより通知すること

ができる。この場合において、当該荷送人は、当該危険物明細書

を提出したものとみなす。 

一 電子情報処理組織（荷送人の使用に係る電子計算機と船舶所

有者又は船長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。第三項第一号において同じ。）

を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 荷送人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて

船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機に記載事項を送

信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された記載事項を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船

長の閲覧に供し、当該船舶所有者又は当該船長の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する

方法 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録す

る方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録

したものを交付する方法 

２ 前項に掲げる方法は、船舶所有者又は船長がファイルへの記録

を出力することによる書面を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

３ 荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知しようとすると

きは、あらかじめ、船舶所有者又は船長に対し、その用いる第一

項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は次

に掲げる方法による承諾を得なければならない。 

一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げる
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もの 
イ 船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機から電気通信

回線を通じて荷送人の使用に係る電子計算機に承諾等をする

旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法 

ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を

電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当

該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録

する方法 

二 第一項第二号に掲げる方法 

４ 前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該船舶所有者又は当

該船長から書面又は前項に掲げる方法により第一項に掲げる方法

による通知を受けない旨の申出があったときは、当該船舶所有者

又は当該船長に対し、記載事項の通知を第一項に掲げる方法によ

ってしてはならない。ただし、当該船舶所有者又は当該船長が再

び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 
５ 荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知したときは、当

該記載事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。以下同じ。）を三月間保管しなければならない。ただし、本

邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。 
６ 第一項から第四項までの規定は、前条第五項の規定により危険

物明細書を交付する場合について準用する。 

７ 船舶所有者又は船長は、第一項の規定により記載事項の通知を

受けたとき又は前項において準用する前条第五項の規定により記

載事項の通知を受けたときは、当該記載事項を記録した電磁的記

録を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間におい

て危険物を運送する場合には、この限りでない。 

第十九条 危険物の船積みをする場合は、船長は、その容器、包装、

標札等及び品名等の表示がこの省令の規定に適合し、かつ、危険

物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならな

い。 

２ 前項の確認をする場合において、その容器、包装、標札等及び

品名等の表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれが

あると認めるときは、証人の立会の下に荷ほどきして検査するこ

とができる。 

（積載方法等） 

第二十条 危険物を運送する場合は、船長は、その積載場所その他

の積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。 

２ 防水性を有しない容器又は包装により危険物を甲板上積載する

場合は、波浪等による危害を防ぐため、危険物を覆布等でおおわ

なければならない。 

３ 甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全

に閉鎖することができる装置を取り付けなければならず、かつ、

危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し、みだりに開い

てはならない。 

（危険物等の隔離） 

第二十一条 同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、

告示で定める基準により隔離しなければならない。 

２ 同一の船舶に危険物及びばら積みして運送する固体化学物質

（特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二第四号の固体化学物質を

いう。）を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなけ

ればならない。 

（危険物積荷一覧書） 

第二十二条 船長は、船舶に積載した危険物について、次の各号に

掲げる事項を記載した危険物積荷一覧書二通を作成し、うち一通

を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に当該危険物の運送が

終了するまで保管しなければならない。 

一 船舶の名称、国籍及び船舶番号 

二 旅客船であるかどうかの別 

三 船長の氏名 

四 船積み、積換え及び陸揚げの港名及び年月日 

五 荷送人の氏名又は名称及び住所 

六 荷受人の氏名又は名称及び住所 

七 危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級

及び容器等級 

八 個数及び質量又は容積 

九 積載の場所及び状態 

２ 前項各号に掲げる事項が明示された積付図は、同項の危険物積

荷一覧書に代えることができる。 

３ 船舶所有者は、前二項の規定により交付を受けた危険物積荷一

覧書又は積付図（以下「積荷一覧書等」という。）を陸上の事務

所に一年間保管しなければならない。 

４ 第十八条（第五項から第七項までを除く。）の規定は、第一項

又は第二項の規定により積荷一覧書等を交付する場合について準

用する。 

５ 船長は、前項において準用する第十八条第一項の規定により積

荷一覧書等を通知したときは当該積荷一覧書等を記録した電磁的

記録を当該通知に係る運送が終了するまでの間、船内に保管しな

ければならない。 

６ 船舶所有者は、第四項において準用する第十八条第一項の規定

により積荷一覧書等の通知を受けたときは、当該積荷一覧書等を

記録した電磁的記録を陸上の事務所に一年間保管しなければなら

ない。 

 

第二節 コンテナによる危険物の運送等 

（コンテナによる危険物の運送） 

第二十四条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人

（船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合にあっては、当

該船舶所有者）は、コンテナの構造等、危険物の収納方法並びに

コンテナの標識及び表示につき次条から第二十八条までの規定、

船長はコンテナの積載方法及び隔離につき第三十二条及び第三十

三条の規定によらなければならない。 

（コンテナの構造等） 

第二十五条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、コンテ

ナの構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなけ

ればならない。 

（危険物の収納方法） 

第二十六条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、あらか

じめ、当該コンテナを十分に清掃し、かつ、当該危険物を収納し

た場合に当該コンテナに付すことを要しない標識及び表示は、取

り外さなければならない。 

２ 危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、

衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないよ

うに、かつ、当該危険物のいずれの部分も外部に突出しないよう

に収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。 

３ 温度管理が必要な危険物として告示で定めるものをコンテナに

収納する場合は、温度管理の方法その他の告示で定める基準に適

合するものでなければならない。 

４ 危険物と危険物以外の貨物を同一のコンテナに収納する場合は、

当該危険物は、できる限りコンテナの開閉扉の付近に収納しなけ

ればならない。 

第二十七条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、運送す

る危険物を次に掲げるものと同一のコンテナに収納してはならな

い。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船

積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合

は、この限りでない。 

一 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければ

ならない危険物 

二 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作

用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそ

れがあるもの 

（標識及び表示） 

第二十八条 第八条第一項の規定により標札等を付すことが義務づ

けられている危険物を収納するコンテナには、告示で定める様式

による当該危険物の標識（等級の異なる火薬類を収納する場合は、
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最も高い危険性を示す等級の標識）を四側面に付さなければなら

ない。 
２ 前項の規定は、火薬類であって告示で定めるもの又は告示で定

める危険物（当該危険物について、それぞれ、告示で定める質量

又は容量以下であるものに限る。以下この条において「特定危険

物」という。）については、適用しない。ただし、コンテナに収

納された危険物が特定危険物のみである場合（当該危険物が、告

示で定める特定危険物のみである場合を除き、第八条第一項の規

定又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（昭

和四十六年運輸省令第三十八号）第三十七条の十七第一項第一号

ハの規定により標札等を付すことが義務付けられている危険物

（次項において「標札等義務付け対象危険物」という。）以外の

危険物を含んでいる場合を含む。）は、当該コンテナに告示で定

める標識を四側面に付さなければならない。  

３ 同一品名の危険物標札等義務付け対象危険物を除く。以下この

項において同じ。）のみを同一のコンテナに収納する場合及び危

険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める方

法により、当該危険物の品名を少なくとも当該コンテナの両側面

に表示しなければならない。ただし、同一品名の危険物のみを同

一のコンテナに収納する場合であって、当該危険物の国連番号を

告示で定める方法により当該コンテナに表示する場合は、この限

りでない。 

４ 同一国連番号の危険物（火薬類及び特定危険物を除く。）を同

一のコンテナに告示で定める質量を超えて収納する場合（当該危

険物が当該コンテナに収納される唯一の危険物である場合に限

る。）及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告

示で定める基準により当該危険物の国連番号を当該コンテナに表

示しなければならない。 

５ 摂氏百度以上の液体又は摂氏二百四十度以上の固体の危険物が

収納されたコンテナには、高温注意用表示（告示で定める様式に

よる。以下同じ。）を四側面に表示しなければならない。 

６ コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、当該コン

テナの開閉扉の見やすい位置に、くん蒸注意用表示（告示で定め

る様式による。以下同じ。）を表示しなければならない。 

７ コンテナに収納された危険物を告示で定める冷却剤で冷却する

場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、冷却剤注意用

表示（告示で定める様式による。以下同じ。）を表示しなければ

ならない。 

８ ポータブルタンクを収納したコンテナであって、当該ポータブ

ルタンクに付された標札等、品名、国連番号及び高温注意用表示

のいずれもが、当該コンテナの外部から容易に確認できるものは、

第一項及び第三項から第五項までの規定にかかわらず、標札等、

品名、国連番号及び高温注意用表示を当該コンテナに付すことを

要しない。 

第二十九条 第九条の規定は、前条第一項の標識、同条第三項の品

名又は国連番号の表示、同条第四項の国連番号の表示及び同条第

五項の高温注意用表示について準用する。 

２ 前条第六項のくん蒸注意用表示及び同条第七項の冷却剤注意用

表示は、危険物の運送が終了するまでの間は、消えるおそれのな

いものでなければならない。 

（コンテナ危険物明細書） 

第三十条 危険物をコンテナ（タンクコンテナ（ポータブルタンク

が固定されているコンテナをいう。以下同じ。）を除く。以下こ

の条において同じ。）に収納して運送する場合（船舶所有者が危

険物をコンテナに収納する場合を除く。）は、危険物の荷送人は、

あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明

細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなけ

ればならない。 

一 コンテナ番号 

二 荷送人の氏名又は名称及び住所 

三 荷受人の氏名又は名称及び住所 

四 コンテナ危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船

長に提出した年月日 
五 危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級

及び容器等級 
六 個数及び質量又は容積 

七 その他告示で定める事項 

２ 危険物をコンテナに収納して運送する場合であって船舶所有者

が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじ

め、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載し

たコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付し

なければならない。 

３ 第十七条第二項の規定は、前二項のコンテナ危険物明細書の記

載方法について準用する。 

４ 第一項のコンテナ危険物明細書には、当該危険物の容器、包装、

標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表

示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあるこ

とを付記するか、又はこれを証する書類を添付し、第二項のコン

テナ危険物明細書には、第十七条の危険物明細書（同条第三項の

規定により添付された書類を含む。）を添付するとともに、当該

危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの省令の規定に適合し、

かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証

する書類を添付しなければならない。 
５ 危険物の荷送人は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書

を提出したときは、当該コンテナ危険物明細書の写しを三月間保

管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を収

納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。 

６ 危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるとき

は、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該コンテナのコンテナ

危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければ

ならない。 

７ 船舶所有者又は船長は、第一項の規定によりコンテナ危険物明

細書の提出を受けたとき又は前項の規定によりコンテナ危険物明

細書の交付を受けたときは、当該コンテナ危険物明細書又はその

写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間にお

いて危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りで

ない。 

８ 第十八条（第六項を除く。）の規定は、第一項の規定によりコ

ンテナ危険物明細書を提出する場合又は第二項若しくは第六項の

規定によりコンテナ危険物明細書を交付する場合について準用す

る。 

（コンテナの積載前における確認等） 

第三十一条 船長は、危険物が収納されているコンテナ（タンクコ

ンテナを除く。以下この条において同じ。）の船積みをする場合

は、コンテナの表示がコンテナ危険物明細書の記載事項と合致し

ていることを確認するとともに、コンテナの損傷、危険物の漏え

い等異状の有無を調査しなければならない。 

２ 船長は、前項の調査の結果、危険物の容器、包装、標札等、品

名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示に関して、

この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証

人の立会いの下にコンテナを開き、荷ほどきして検査することが

できる。 

（コンテナの積載方法等） 

第三十二条 危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、

移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければなら

ない。 

２ 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するた

めの設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二

十条に規定するもののほか、告示で定める積載方法によらなけれ

ばならない。 

３ 収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを旅客船に積載する

場合は、甲板上積載としなければならない。 

４ 収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを甲板下積載する場

合は、くん蒸ガスを検知する装置及び当該装置の説明書を船内に

備え置かなければならない。 

（コンテナ相互の隔離） 

第三十三条 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積

載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合
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は、第二十一条の規定にかかわらず、告示で定める隔離の基準に

よることができる。 
（適用除外） 

第三十四条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十九

条の規定は、適用しない。 

２ 危険物を風雨密のコンテナ（タンクコンテナを除く。）に収納

して運送する場合は、第二十条第二項の規定は、適用しない。 

（自動車渡船による危険物の運送） 

第三十五条 第二十四条、第二十六条から第三十一条まで、第三十

二条第二項から第四項まで、第三十三条及び前条の規定は、危険

物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について

準用する。この場合において、第二十四条中「コンテナの構造等、

危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次条」とあるのは「第

二十六条」と、「第三十二条」とあるのは「第三十二条第二項か

ら第四項まで」と、第二十六条第一項中「コンテナを」とあるの

は「自動車等の荷台を」と、同条第二項及び第四項中「コンテナ

の開閉扉」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉」と、第二十八

条第一項及び第五項中「四側面」とあるのは「両側面及び後端面

（牽引自動車と連結していないセミトレーラ（前車軸を有しない

被牽引自動車であって、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、

当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車

によって支えられる構造のものをいう。）にあっては四側面）」

と、第三十条第一項中「タンクコンテナ（ポータブルタンクが固

定されているコンテナをいう。以下同じ。）」とあるのは「タン

ク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるの

は「自動車等危険物明細書」と、「コンテナ番号」とあるのは「自

動車等を特定する事項」と、同条第二項から第八項までの規定中

「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」

と、第三十一条第一項中「タンクコンテナ」とあるのは「タンク

自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは

「自動車等危険物明細書」と、「コンテナの損傷」とあるのは「自

動車等の荷台の損傷」と、同条第二項中「コンテナを」とあるの

は「自動車等の荷台の開閉扉を」と、第三十二条第二項中「コン

テナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」

とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域（船舶防火構造規

則（昭和五十五年運輸省令第十一号）第二条第十七号の二のロー

ルオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。）」と、第三十

三条中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画

又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と、

第三十四条第二項中「風雨密のコンテナ」とあるのは「風雨密の

自動車等の荷台」と、「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自

動車及びタンク車」と読み替えるものとする。 

２ 危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合は、

荷送人（船舶所有者が危険物を自動車等に積載する場合は、当該

船舶所有者）は冷凍装置の冷凍能力等（自動車等に積載した危険

物を冷凍するものに限る。）につき、船長は自動車等の積載方法

につき、それぞれ、告示で定めるところによらなければならない。 

第三十六条 危険物を積載している自動車等を国際航海に従事しな

い自動車渡船により運送する場合であって、火薬類取締法（昭和

二十五年法律第百四十九号）、高圧ガス保安法、消防法（昭和二

十三年法律第百八十六号）又は毒物及び劇物取締法（昭和二十五

年法律第三百三号）の規定によるときは、当該危険物については、

第八条、第九条、第十五条、第十六条、前条において準用する第

二十八条及び第二十九条、第四十六条、第五十四条、第六十一条、

第六十二条、第六十五条、第六十八条において準用する第六十二

条並びに第百八条の規定は、適用しない。 

２ 第七条第二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地

方運輸局長が船舶の構造、航海の態様等を考慮し、安全上差し支

えないと認めて許可した場合は、同条第三項の告示で定める数を

超える数の旅客を搭載している自動車渡船に、前条第二項の告示

で定めるところにより、告示で定める危険物を積載しているタン

ク自動車又はタンク車を運送することができる。 

３ 前項の規定による運送の許可を受けて、前項のタンク自動車又

はタンク車を、第七条第三項の告示で定める数を超える数の旅客

を搭載している自動車渡船により運送する場合は、当該自動車渡

船の船長は、自動車等の積載方法、消火装置及び安全の確認につ

いて、次の各号によらなければならない。 
一 当該タンク自動車又はタンク車を積載する甲板上に積載され

る自動車等（自転車を除く。）を、告示で定める基準に適合す

る装置を用いて告示で定める方法により固定すること。 

二 告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク

車を告示で定める場所に積載しないこと。 

三 船舶消防設備規則（昭和四十年運輸省令第三十七号）に規定

する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えること。 

四 告示で定める事項を記載した危険防止措置手引書を備え置き、

これに従って安全の確認を行うこと。 

 

第三節 危険物を運送する船舶の要件 

（防火等の措置） 

第三十七条 危険物（病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等を

除く。以下この項において同じ。）を積載する貨物区域（危険物

をばら積みする区域を除く。以下この項において同じ。）を有す

る船舶（小型船舶（国際航海に従事しない総トン数二十トン未満

の船舶をいう。）を除く。以下この条及び次条において同じ。）

には、運送する危険物の分類又は項目及び当該危険物を積載する

貨物区域の種類に応じ、別表第一及び別表第二に定める防火並び

に火災探知及び消火の措置（以下「防火等の措置」という。）を

講じなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運

輸局長（本邦外にある船舶については、関東運輸局長。以下同じ。）

が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 

２ 第十三条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送す

ることができる危険物をばら積みする貨物区域を有する船舶には、

別表第三に定める防火等の措置を講じなければならない。ただし、

船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認

める場合は、この限りでない。 

（危険物運送船適合証） 

第三十八条 船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、船舶安全法

（昭和八年法律第十一号）第五条の検査（同法第八条の船舶にあ

っては、船級協会（同条の登録を受けた船級協会をいう。次条第

二項及び第三十九条第二項において同じ。）が同法第八条の規定

により行う検査）を受け、前条の要件に適合した船舶について、

運送することができる危険物（同条第一項の船舶については病毒

をうつしやすい物質及び放射性物質等以外の危険物をいい、同条

第二項の船舶については第十三条の規定により旅客船以外の船舶

にばら積みして運送することができる危険物をいう。以下この条

において同じ。）の分類又は項目及び当該危険物の積載場所を指

定し、危険物運送船適合証（第一号様式）を交付するものとする。 

２ 船長は、危険物を運送する場合は、危険物運送船適合証を船内

に備え置かなければならない。 

３ 船長は、危険物運送船適合証の交付を受けていない船舶により

危険物を運送してはならない。 

４ 船長は、第一項により指定された条件に従って危険物を運送し

なければならない。 

５ 告示で定める外国の政府が外国船舶に対して交付した危険物の

運送に関する適合書類は、第一項に規定する危険物運送船適合証

とみなす。 

６ 国際航海に従事する船舶の船舶所有者は、危険物運送船適合証

の英訳書の交付を受けることができる。 

（危険物運送船適合証の交付申請） 

第三十八条の二 船舶安全法第八条の船舶であって船舶安全法施行

規則第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る危険物

運送船適合証の交付を受けようとする者は、危険物運送船適合証

交付申請書（第一号の二様式）を船舶の所在地を管轄する地方運

輸局長に提出しなければならない。 

２ 危険物運送船適合証交付申請書には、次に掲げる書類（初めて

危険物運送船適合証の交付を受ける船舶にあっては、第一号及び

第三号に掲げる書類並びに船級協会の検査に関する事項を記録し

た書類）を添付しなければならない。 
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一 船舶検査証書及び船舶検査手帳（交付を受けている船舶に限

る。） 
二 危険物運送船適合証 
三 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書 

（危険物運送船適合証の有効期間） 

第三十九条 危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶

検査証書の有効期間が満了する日までとする。 

２ 従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法

第五条第一項第一号に規定する定期検査（同法第八条の船舶にあ

っては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検

査。以下この条において「定期検査等」という。）を受け、当該

定期検査等に係る危険物運送船適合証の交付を受けた場合は、従

前の危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。 

（危険物運送船適合証の有効期間の延長） 

第四十条 船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、申請により、

船舶安全法第十条第二項の規定により延長された船舶検査証書の

有効期間の範囲内においてその指定する日まで当該船舶の危険物

運送船適合証の有効期間の延長をすることができる。ただし、指

定を受けた日前に当該船舶検査証書の有効期間が満了した場合に

は、当該危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみな

す。 

２ 前項の申請をしようとする者は、危険物運送船適合証有効期間

延長申請書（第二号様式）に危険物運送船適合証及び船舶検査証

書を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなけ

ればならない。 

第四十条の二 船舶安全法第十条第三項の規定により船舶検査証書

の有効期間が延長された場合は、当該船舶の危険物運送船適合証

の有効期間は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該船舶

検査証書の延長後の有効期間の満了する日までとする。 

（危険物運送船適合証の書換え） 

第四十一条 船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更

しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速や

かに、危険物運送船適合証書換申請書（第三号様式）を船舶の所

在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなけれ

ばならない。 

２ 危険物運送船適合証書換申請書には、危険物運送船適合証を添

付しなければならない。 

（危険物運送船適合証の再交付） 

第四十二条 船舶所有者は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき

損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書（第四号様式）

を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を

受けることができる。 

２ 危険物運送船適合証再交付申請書には、危険物運送船適合証（き

損した場合に限る。）を添付しなければならない。 

３ 危険物運送船適合証を滅失したことにより再交付を受けた場合

は、滅失した危険物運送船適合証は、その効力を失うものとする。 

（危険物運送船適合証の返納） 

第四十三条 船舶所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、危険物

運送船適合証（第三号の場合にあっては、発見した危険物運送船

適合証）を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に返納しなけれ

ばならない。 

一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 

二 船舶が船舶安全法第二条の規定の適用を受けないこととなっ

たとき。 

三 船舶が危険物の運送の用に供されないこととなったとき。 

四 危険物運送船適合証の有効期間が満了したとき。 

五 危険物運送船適合証を滅失したことにより危険物運送船適合

証の再交付を受けた後、その滅失した危険物運送船適合証を発

見したとき。 

（手数料） 

第四十四条 危険物運送船適合証の交付（第三十八条の二第一項の

規定による申請に係るものに限る。）、書換え若しくは再交付又

は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、千

七百円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項の規定により同項

に規定する電子情報処理組織を使用して（以下「電子情報処理組

織により」という。）交付、書換え又は再交付の申請をする場合

にあっては、千五百円）の手数料を納めなければならない。 

２ 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付

書（第五号様式）にはって納付しなければならない。ただし、電

子情報処理組織により前項の書換え若しくは再交付又は交付の申

請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納

付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。 

（防災等の措置） 

第四十五条 放射性物質等のうち核燃料物質（原子力基本法（昭和

三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質を

いう。以下同じ。）又は核燃料物質によって汚染された物を第七

十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物（次の各号に掲げる

ものに該当するものに限る。）とすることにより、又は告示で定

める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類

に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のた

めの措置（以下「防災等の措置」という。）を講じなければなら

ない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合

は、この限りでない。 

一 第七十五条に規定するＢＭ型輸送物 

二 第七十六条に規定するＢＵ型輸送物 

三 第七十一条第一項第二号に規定する核分裂性輸送物 

四 第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、

又は包装されているもの 

 

第十節 放射性物質等 

（用語等） 

第七十一条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 放射性輸送物 放射性物質等が容器に収納され、又は包装さ

れているものをいう。 

二 核分裂性輸送物 放射性輸送物のうち、臨界防止のための措

置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質等が収納さ

れ、又は包装されているものをいう。 

三 専用積載 大型コンテナ（非開放型のものであり、かつ、容

積が三、〇〇〇リットルを超えるコンテナをいう。以下この節

において同じ。）、船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専

用してする積載であって、積載される貨物又はコンテナが一の

荷送人からのものであり、かつ、当該貨物又はコンテナに係る

荷役作業及び運送中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によっ

て行われるものをいう。 

２ この節において「タンク」とは、船体の一部を構成しないタン

クをいう。 

３ 放射性物質等をコンテナに収納して運送する場合における荷送

人に関する規定であってこの節に定めるものは、船舶所有者が放

射性物質等をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者に適用

する。 

（放射性輸送物の種類） 

第七十二条 放射性輸送物は、Ｌ型輸送物、Ａ型輸送物、ＢＭ型輸

送物、ＢＵ型輸送物、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物及び

ＩＰ－３型輸送物の七種とする。 

（Ｌ型輸送物） 

第七十三条 Ｌ型輸送物は、次の各号に適合するものでなければな

らない。 

一 容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出

物のない構造とするとともに、荷役装具には急激なつり上げ等

に対して十分な強度を持たせること。 

二 放射性物質によって汚染された場合に、表面の汚染の除去が

容易にできる構造とすること。 

三 運送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き

裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 
四 容器の構造部材相互間又は容器の構造部材と放射性物質等の

間で、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こ
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すおそれがないこと。 
五 容器の弁がみだりに操作されないように適切な措置が講じら

れていること。 
六 告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されている

場合にあっては、開封されたときに見やすい位置に「放射性」

の文字又は「Ｒａｄｉｏａｃｔｉｖｅ」の文字が表示されてい

ること。ただし、当該位置に文字を表示することが困難なもの

にあっては、表面の見やすい位置に表示することができる。 

七 表面における告示で定める線量当量率の最大値（以下「最大

線量当量率」という。）が毎時五マイクロシーベルトを超えな

いこと。 

八 表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超え

ないこと。 

九 告示で定める核分裂性物質を収納する場合にあっては、外接

する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。 

十 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品（放射性輸

送物の安全性を損なうおそれがないものに限る。）以外のもの

が収納され、又は包装されていないこと。 

（Ａ型輸送物） 
第七十四条 Ａ型輸送物は、前条第一号から第五号まで、第八号

及び第十号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければ

ならない。 
一 外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。 

二 容器の構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温

度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。た

だし、運送中に予想される温度の変化が特定できる場合にあっ

ては、この限りでない。 

三 六十キロパスカル（絶対圧力）の外圧において、放射性物質

の漏えいがないこと。 

四 液体の放射性物質等が収納されている場合にあっては、次に

掲げる基準に適合すること。 

イ 放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収す

ることができる吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置

（容器の構成部品のうち、放射性物質等の漏えいを防止する

ための密封措置が施されているものをいう。以下この節にお

いて同じ。）を備えていること。ただし、当該放射性物質等

が告示で定める量を超えない量の放射能を有する場合であっ

て、ＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型輸送物として第八十七条第

一項の規定による確認（同条第七項の規定による確認を含

む。）を受けた放射性輸送物に使用された容器又は告示で定

める外国の政府により当該国のＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型

輸送物に関する法令に適合していることが認められた放射性

輸送物に使用された容器に収納されている場合にあっては、

この限りでない。  

ロ 放射性物質等の温度の変化、動揺等による影響及び注入時

の内圧の変化に十分に耐えるように、容器の内部に適当な空

間が保たれていること。  

五 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれ

が明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の

措置が講じられていること。 

六 表面における最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超え

ず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当

量率が毎時百マイクロシーベルト（タンク又は非開放型のコン

テナが容器として使用されている場合にあっては、専用積載に

より運送する場合を除き、表面から一メートル離れた位置にお

ける最大線量当量率をマイクロシーベルト毎時単位で表した値

に次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大

断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じ

て得た値が百）を超えないこと。 

一平方メートル以下の場合 一 

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二 

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三 

二十平方メートルを超える場合 十 

七 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる

基準に適合すること。 
イ 放射性物質の漏えいがないこと。  
ロ 表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、

当該最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えないこと。 
八 液体又は気体の放射性物質等が収納されている場合にあって

は、告示で定める条件の下に置くこととしたときに、放射性物

質の漏えいがないこと。 

（ＢＭ型輸送物） 

第七十五条 ＢＭ型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで、

第八号及び第十号、並びに前条第一号から第六号まで（第四号イ

に係る部分を除く。）に適合し、かつ、次の各号に適合するもの

でなければならない。 

一 運送中に予想される最低温度から摂氏三十八度までの周囲の

温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 
二 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる

基準に適合すること。 
イ 前条第七号ロの要件  

ロ 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が告示で定める量を

超えないこと。  

ハ 表面の温度が日陰において摂氏五十度（専用積載により運

送する放射性輸送物にあっては、運送中人が容易に近づくこ

とができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送

物にあっては、当該近接防止枠の表面）において摂氏八十五

度）を超えないこと。  

ニ 表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告

示で定める密度を超えないこと。  

三 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる

基準に適合すること。 

イ 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が

毎時十ミリシーベルトを超えないこと。  

ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を

超えないこと。 

四 告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性輸送物に

あっては、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、密

封装置の破損がないこと。 

（ＢＵ型輸送物） 

第七十六条 ＢＵ型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで並

びに第八号及び第十号、第七十四条第一号から第六号まで（第二

号ただし書及び第四号イに係る部分を除く。）並びに前条第二号

から第四号までに適合し、かつ、次の各号に適合するものでなけ

ればならない。 
一 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化に

より、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 
二 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ

過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。 

三 最高使用圧力（運送中に予想される温度及び日光の直射の条

件の下で、放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措

置をとらない場合に、一年間に当該放射性輸送物の密封装置内

に生ずる気体の最大圧力をいう。）が七百キロパスカルを超え

ないこと。 

（ＩＰ－１型輸送物） 

第七十七条 ＩＰ－１型輸送物は、第七十三条第一号から第五号ま

で及び第八号並びに第七十四条第一号及び第六号に適合するもの

でなければならない。 

（ＩＰ－２型輸送物） 

第七十八条 ＩＰ－２型輸送物は、前条に適合し、かつ、告示で定

める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準

に適合するものでなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はＩ

ＢＣ容器（金属製容器に限る。以下この節において同じ。）が容

器として使用されているＩＰ－２型輸送物にあっては、告示で定

める基準によることができる。 
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（ＩＰ－３型輸送物） 
第七十九条 ＩＰ－３型輸送物は、第七十七条及び次の各号に適合

するものでなければならない。 
一 第七十四条第二号から第五号まで（第四号イに係る部分を除

く。）の基準に適合すること。 

二 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条

第七号の基準に適合すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はＩ

ＢＣ容器が容器として使用されているＩＰ－３型輸送物にあって

は、前条第二項の告示で定める基準によることができる。 

（放射性物質等の運送） 

第八十条 荷送人は、放射性物質等については、次の各号に掲げる

放射性物質等の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる放射性輸

送物とされたものでなければ、運送してはならない。 

一 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの 

Ｌ型輸送物 
二 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等

（前号に掲げるものを除く。） Ａ型輸送物 
三 前号の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物

質等（第一号に掲げるものを除く。） ＢＭ型輸送物又はＢＵ

型輸送物 
２ 前項の規定にかかわらず、低比放射性物質（放射能濃度が低い

放射性物質等であって、危険性が少ないものとして告示で定める

ものをいう。以下同じ。）又は表面汚染物（放射性物質以外の固

体であって、表面が放射性物質によって汚染されたもののうち、

告示で定めるものをいう。以下同じ。）については、告示で定め

る区分ごとに、それぞれＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又

はＩＰ－３型輸送物として運送することができる。 

（核分裂性輸送物） 

第八十一条 核分裂性輸送物は、第七十四条第一号及び第五号、第

七十五条第一号並びに次の各号のいずれかに適合するものでなけ

ればならない。 

一 次のイ及びロに適合すること。 
イ 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げ

る基準に適合すること。 
(1) 核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立

方体を包含するようなくぼみが生じないこと。 
(2) 外接する直方体の各辺が百ミリメートル未満とならない

こと。 
ロ 告示で定める場合に臨界に達しないものであること。 

二 放射性物質等のうち告示で定めるもの（以下「核分裂性核種」

という。）の臨界に影響を及ぼすものとして告示で定める物質

の質量の合計が、核分裂性核種の質量の合計を超えないもので

あって、次に掲げるいずれかに適合すること。 
イ 第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安全

指数の値が十を超えないこと。 
ロ 次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 外接する直方体の各辺が三百ミリメートル以上であるこ

と。 
(2) 前号の告示で定める条件の下に置くこととした場合に、

核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方

体を包含するようなくぼみが生じず、かつ、外接する直方

体の各辺が三百ミリメートル未満とならないこと。 
(3) 第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安

全指数の値が十を超えないこと。 
ハ 次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 前号の告示で定める条件の下に置くこととした場合に、

核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方

体を包含するようなくぼみが生じず、かつ、外接する直方

体の各辺が百ミリメートル未満とならないこと。 
(2) 核分裂性核種の質量の合計が十五グラムを超えないこと。 

三 プルトニウムの質量が一、〇〇〇グラムを超えないものであ

って、次に掲げる基準に適合すること。 
イ 核分裂性核種の質量のプルトニウムの質量に対する比率が

百分の二十を超えないこと。 
ロ ウランの質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の

一を超えないこと。 
（六フッ化ウランを収納する放射性輸送物） 

第八十二条 放射性輸送物のうち、六フッ化ウランを収納するもの

は、次の各号に適合するものでなければならない。 
一 封入又は取出しの際に予想される最高温度において、輸送物

内部の空間が当該輸送物の容積の五パーセント未満とならない

よう封入されること。 
二 輸送に際し、収納されている六フッ化ウランが固体状であり、

かつ、輸送物内部が常に大気圧未満となるよう封入されること。 

２ 放射性輸送物のうち、告示で定める量以上の六フッ化ウランを

収納するものは、前項の基準のほか、次の各号に適合するもので

なければならない。 

一 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる

基準に適合すること。 

イ 放射性物質の漏えいがないこと。  

ロ 著しい応力を発生しないこと。  

ハ 弁の損傷がないこと。  

ニ 密封装置の破損がないこと。ただし、重量九、〇〇〇キロ

グラム以上の六フッ化ウランを収納する放射性輸送物であっ

て、国土交通大臣が適当と認めたものにあっては、この限り

でない。 

二 圧力逃し装置が設けられていないこと。 

（副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物） 

第八十三条 放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有

する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するも

のは、第七十三条から前条までの規定によるほか、この省令の規

定による当該放射性物質等以外の危険物に係る容器の基準による

ものでなければならない。 

２ 前項の規定によるほか、自然発火性物質が有する危険性を副次

危険性として有する放射性物質等を収納する放射性輸送物は、内

部を不活性な状態としたＡ型輸送物、ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸

送物のいずれかでなければならない。 

（核分裂性輸送物の運送） 

第八十四条 荷送人は、核分裂性輸送物については、第八十条に規

定する放射性輸送物とされ、かつ、第八十一条に規定する核分裂

性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。 

 

（放射性輸送物の施錠等の措置） 

第八十五条 放射性輸送物のうち告示で定める放射性物質等が収納

され、又は包装されているものには、施錠及び封印その他の当該

放射性輸送物が容易に開封されないための措置が講じられていな

ければならない。 

２ 荷送人は、前項の放射性輸送物については、同項の措置が講じ

られたものでなければ、運送してはならない。 

（放射性輸送物の安全の確認等） 

第八十六条 放射性物質等を容器に収納し、又は包装することによ

り放射性輸送物とする者（以下「放射性輸送物作成者」という。）

は、次条第一項の規定による確認を受けようとする場合は、確認

を受けようとする放射性輸送物の設計（容器の設計及び当該容器

に収納する放射性物質等の仕様をいう。）について、あらかじめ

国土交通大臣の承認を受けなければならない。 

第八十七条 放射性輸送物作成者は、放射性物質等をＢＭ型輸送物

若しくはＢＵ型輸送物、核分裂性輸送物（第八十一条第一号の基

準に適合するものに限る。）又は放射性輸送物（告示で定める放

射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。）とす

る場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第七十五条

若しくは第七十六条の基準に適合し、第八十一条の基準に適合し、

第八十二条の基準に適合し、又は第八十五条第一項の基準に適合

するかについて国土交通大臣（次条第一項の規定による承認を受

けた容器を使用して次の各号に掲げる放射性物質等（告示で定め

る放射性廃棄物等を除く。）をＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型輸送

物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物（告示で定める放射性物質
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が収納され、又は包装されているものに限る。）とする場合にあ

っては、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長。第

四項から第六項までにおいて同じ。）の確認を受けなければなら

ない。 

一 ウラン及びその化合物（ウラン二三三の量とウラン二三五の

量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を

超えないものに限る。） 

二 二酸化ウラン（ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合

計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えない

ものに限る。）のみを燃料材とした燃料体（使用済燃料を除く。） 

三 使用済燃料（その被覆材からの放射性物質の漏えいが認めら

れないものに限る。） 

四 核分裂性物質以外の放射性物質等 

２ 前項の規定による確認は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、放射性輸送物作成者から関係書類を提出させ、当該書類を審

査することにより行うことができる。 

一 核分裂性輸送物について、国土交通大臣の適当と認める者が

作成した前項に掲げる基準に適合する旨を証する書類の提出が

なされた場合 

二 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物に係る放射性物質等につ

いて、第百十一条第一項又は第百十二条第一項に規定する検査

が行われる場合 

三 放射性物質等が本邦以外の地において国土交通大臣が適当と

認める外国規則に基づき放射性輸送物とされる場合 

３ 第一項の規定による確認は、当該放射性輸送物が次条第一項の

規定による承認を受けた容器を使用するものである場合は、当該

容器の使用が同項の規定による承認を受けた使用方法によるもの

であることを確認することにより行うものとする。ただし、保守

及び点検が不十分であること等により当該容器の性能に支障を生

じているおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

４ 国土交通大臣は、第一項の放射性輸送物作成者に対し、放射性

輸送物の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができ

る。 

５ 第一項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自ら

が荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に

際し国土交通大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取

扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付し

なければならない。 

６ 前項の規定は、放射性輸送物作成者が第四項の規定による指示

を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当

該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書

類の写し」とあるのは、「当該指示の内容を記載した書類」と読

み替えるものとする。 

７ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十六号）第五十九条第二項の規定による原子

力規制委員会の確認若しくは放射性同位元素等による放射線障害

の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第十八条

第二項の運搬物確認又は航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令

第五十六号）第百九十四条第二項第二号ハ、ニ若しくはヘ（放射

性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。）の規定によ

る国土交通大臣の確認を受けた場合（告示で定める場合を除く。）

は、第一項の規定による確認を受けたものとみなす。 

第八十八条 放射性物質等の運送に使用される容器の所有者（容器

の所有者から当該容器の保守及び管理を委託された者を含む。次

項において同じ。）は、当該容器及びその使用方法について、あ

らかじめ国土交通大臣の承認を受けることができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の容器の所有者に対し、容器の性能を維

持するために必要な指示を行うことができる。 

（コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等） 

第八十九条 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又

はオーバーパック（放射性輸送物が収納され、又は包装されてい

るものに限る。以下この節において同じ。）の最大線量当量率が

表面（開放型のコンテナにあっては、収納されている放射性輸送

物の表面。以下この項において同じ。）において毎時二ミリシー

ベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置において

毎時百マイクロシーベルトを超えないようにしなければならない。 

２ 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバ

ーパックの表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号

の告示で定める密度を超えないようにしなければならない。 

（コンテナの旋錠等の措置） 

第九十条 荷送人は、放射性輸送物のうち第八十五条第一項の告示

で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものが収

納されている非開放型のコンテナには、旋錠及び封印その他の当

該コンテナが容易に開封されないための措置を講じなければなら

ない。 

（輸送指数及び臨界安全指数） 

第九十一条 荷送人は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ

当該各号に定める指数を算出しなければならない。 

一 放射性輸送物（Ｌ型輸送物を除く。以下この項並びに次条第

一項、第四項及び第六項において同じ。）、オーバーパック（Ｌ

型輸送物のみが収納され、又は包装されているものを除く。以

下この項並びに次条第一項及び第六項において同じ。）及び放

射性輸送物が収納されているコンテナ（第百条第一項の規定に

より放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等が収納

されているものを除く。） 輸送指数 

二 核分裂性輸送物、オーバーパック（核分裂性輸送物が収納さ

れ、又は包装されているものに限る。）及び核分裂性輸送物が

収納されているコンテナ 臨界安全指数 

２ 前項第一号の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定

される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値

のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を

零とすることができる。 

一 放射性輸送物にあっては、当該放射性輸送物の表面から一メ

ートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎

時単位で表した値に百を乗じて得た値（タンク又は非開放型の

コンテナが容器として使用されている放射性輸送物にあっては、

当該値に、次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテ

ナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係

数を乗じて得た値）。 

一平方メートル以下の場合 一 

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二 

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三 

二十平方メートルを超える場合 十 

二 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され、

又は包装されている放射性輸送物について前号による値を合計

して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオ

ーバーパックにあっては、当該オーバーパックの表面から一メ

ートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎

時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲

げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 

三 放射性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コ

ンテナに収納されている放射性輸送物及びオーバーパックにつ

いて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナ（非開

放型のものに限る。）の表面から一メートル離れた位置におけ

る最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を

乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテ

ナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係

数を乗じて得た値 
３ 第一項第二号の臨界安全指数は、次の各号に定めるところによ

り決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いら

れる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を零とすること

ができる。 

一 核分裂性輸送物（第八十一条第一号の基準に適合するものに

限る。）にあっては、告示で定める輸送制限個数（一箇所に集

積する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をい

う。）で五十を除して得た値 
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二 核分裂性輸送物（第八十一条第二号又は第三号の基準に適合

するものに限る。）にあっては、次の表の上欄に掲げる核分裂

性輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める算式によ

り算定した値 

核分裂性輸送物の区分 算式 

第八十一条第二号イに適合する

もの 

二百五十×（ウラン二三五の

質量（グラム）／Ａ＋Ｂ（グ

ラム）／二百八十） 

第八十一条第二号ロに適合する

もの 

百×（ウラン二三五の質量（グ

ラム）／Ａ＋Ｂ（グラム）／

二百八十） 

第八十一条第二号ハに適合する

もの 

百×（ウラン二三五の質量

（グラム）／四百五十＋Ｂ

（グラム）／二百八十） 

第八十一条第三号に適合するも

の 

プルトニウムの質量／十 

備考 この表における算式において、Ａ及びＢの意義は次のと

おりとする。 
Ａ ウラン二三五の濃縮度に応じて告示で定める値 
Ｂ 核分裂性核種のうち告示で定めるものを除いたものの質

量の合計 

三 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され、

又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を

合計して得た値 

四 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該

コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパック

について前三号による値を合計して得た値 

（標札等） 

第九十二条 荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物、オーバー

パック又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、告

示で定める標札を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 

一 放射性輸送物（タンク又は非開放型のコ

ンテナが容器として使用されているものを

除く。次号及び第三号において同じ。）又

はオーバーパックであって、表面における

最大線量当量率が毎時五マイクロシーベル

ト以下であり、かつ、輸送指数が零である

もの 

放射性輸送物又

はオーバーパッ

クの表面の二箇

所 

二 放射性輸送物又はオーバーパック（前号

に掲げるものを除く。）であって、表面に

おける最大線量当量率が毎時五百マイクロ

シーベルト以下であり、かつ、輸送指数が

一を超えないもの 

放射性輸送物又

はオーバーパッ

クの表面の二箇

所 

三 前二号に掲げる放射性輸送物又はオーバ

ーパック以外の放射性輸送物又はオーバー

パック 

放射性輸送物又は

オーバーパックの

表面の二箇所 

四 放射性輸送物の容器として使用されてい

るタンク若しくは非開放型のコンテナ（第

百条第一項の規定により放射性輸送物とし

ないで輸送する低比放射性物質等が収納さ

れているタンク又は非開放型のコンテナを

除く。以下この号から第七号までにおいて

同じ。）又は放射性輸送物が収納されてい

るコンテナであって、表面（開放型のコン

テナにあっては、収納されている放射性輸

送物の表面。次号上欄において同じ。）に

おける最大線量当量率が毎時五マイクロシ

ーベルト以下であり、かつ、輸送指数が零

であるもの 

タンクの表面の

四箇所又はコン

テナの四側面 

五 放射性輸送物の容器として使用されてい

るタンク若しくは非開放型のコンテナ又は

放射性輸送物が収納されているコンテナ

（前号に掲げるものを除く。）であって、

タンクの表面の

四箇所又はコン

テナの四側面 

表面における最大線量当量率が毎時五百マ

イクロシーベルト以下であり、かつ、輸送

指数が一を超えないもの 

六 前二号に掲げるタンク又はコンテナ以外のタン

ク又はコンテナ 

タンクの表面の四

箇所又はコンテナ

の四側面 

七 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納

又は包装されているオーバーパック及び核

分裂性輸送物が収納されているタンク又は

コンテナ 

前各号のいずれか

により付される標

札に隣接した箇所

２ 荷送人は、放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、荷

送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所、収納されている放

射性物質等の品名（Ｌ型輸送物を除く。）、総質量（総質量が五

十キログラムを超えるものに限る。）並びに告示で定める容器識

別番号のほか、次の各号に掲げる放射性輸送物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める放射性輸送物の種類を表す文字を鮮明に

表示しておかなければならない。 

一 Ａ型輸送物 「Ａ型」の文字又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字 
二 ＢＭ型輸送物 「ＢＭ型」の文字又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｍ）」の

文字 
三 ＢＵ型輸送物 「ＢＵ型」の文字又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」の

文字 
四 ＩＰ－１型輸送物 「ＩＰ－１型」の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ

－１」の文字 
五 ＩＰ－２型輸送物 「ＩＰ－２型」の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ

－２」の文字 
六 ＩＰ－３型輸送物 「ＩＰ－３型」の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ

－３」の文字 
３ 荷送人は、ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物には、当該放射性輸

送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面

に、告示で定める表示であって、耐火性及び耐水性を有するもの

を明確に表示しなければならない。 

４ 荷送人は、放射性輸送物の容器として使用されているタンク若

しくは大型コンテナ又は放射性輸送物が収納されている大型コン

テナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四

側面に告示で定める標識を付さなければならない。 

５ 荷送人は、前項の標識に代えて、第一項の表第四号、第五号又

は第六号の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。

この場合において、荷送人は、第一項の規定にかかわらず、同項

の表第四号、第五号又は第六号の標札を付すことを要しない。 

６ 荷送人は、同一品名の放射性物質等のみが収納されている放射

性輸送物を同一の大型コンテナに収納して専用積載により運送す

る場合は、告示で定める基準により当該放射性物質等の国連番号

を当該大型コンテナに表示しなければならない。 

７ 荷送人は、オーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、

荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所を表示しなければなら

ない。ただし、オーバーパックに収納され、又は包装されている

個々の放射性輸送物に表示された荷送人又は荷受人の氏名又は名

称及び住所が外部から容易に確認できる場合は、この限りでない。 

第九十三条 第九条の規定は、前条第一項の放射性輸送物の標札、

同条第二項の表示、同条第三項の表示及び同条第五項の標札（放

射性輸送物（Ｌ型輸送物を除く。）の容器として使用されている

タンク又は大型コンテナに限る。）について準用する。 

（積載方法等） 

第九十四条 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収

納されているコンテナを積載する場合は、次の各号に定めるとこ

ろによらなければならない。 

一 甲板上積載（放射性輸送物が収納されている風雨密のコンテ

ナを積載する場合以外にあっては、甲板上カバー積載又は甲板

上室内積載に限る。）、甲板間積載又は倉内積載とすること。 

二 移動、転倒、衝撃、摩擦等が生じないような措置を講ずるこ

と。 

三 放射性輸送物又はオーバーパックによる熱等により運送中の

安全が損なわれないよう他の貨物と十分に離して積載すること。
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ただし、表面の平均熱放出率が毎平方メートル十五ワットを超

えないものをばら積み及び袋詰め以外の他の貨物と混載する場

合は、この限りでない。 
四 食糧を積載してある場所から離れた場所に積載すること。た

だし、Ｌ型輸送物、Ｌ型輸送物のみが収納され、又は包装され

ているオーバーパック及びＬ型輸送物のみが収納されているコ

ンテナにあっては、この限りでない。 
五 船内にある未現像の写真フィルムが受ける放射線の線量（告

示で定めるものをいう。以下同じ。）が〇・一ミリシーベルト

を超えないように積載すること。 
六 放射性輸送物であって告示で定めるものは居住区域（船舶防

火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。以下同じ。）に

積載しないこと。ただし、被ばくを防止するための措置が講じ

られている場合その他国土交通大臣が適当と認める場合は、こ

の限りでない。 
七 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納され

ているコンテナの積載場所への出入口には、施錠その他関係者

以外の者が立入ることができないような措置を講ずること。 
２ 核分裂性輸送物の運送は、いかなる場合においても臨界に達す

るおそれがないような措置を講じて行わなければならない。 
３ 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されて

いるコンテナを専用積載により運送する場合は、その荷役作業は、

放射性物質の管理に十分な能力を有する荷送人又は荷受人の指示

によって行わなければならない。 
（積載限度） 
第九十五条 放射性輸送物又はオーバーパックであって、輸送指数

が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載

してはならない。ただし、専用積載により運送する場合は、この

限りでない。 
２ 放射性輸送物が収納されているコンテナであって、輸送指数が

五十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載

してはならない。ただし、専用積載（船倉、区画、甲板の一定区

域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項、次項及

び第五項において同じ。）により運送する場合であって、次の各

号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 
一 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 
二 核分裂性輸送物が収納されている場合にあっては、臨界安全

指数が百を超えないこと。 
３ 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する放射

性輸送物（オーバーパックに収納され、若しくは包装されている

もの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。）、オ

ーバーパック（非開放型のコンテナに収納されているものを除

く。）及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸

送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならな

い。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この

限りでない。 
一 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に大型コンテナが

容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収

納されている大型コンテナのみを積載する場合であって、専用

積載により運送しないときは、次に掲げる基準に適合すること。 
イ 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について輸送指

数の合計が二百を超えないこと。  
ロ 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安

全指数の合計が五十を超えないこと。  
二 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納され

ているコンテナを専用積載により運送する場合にあっては、次

に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
イ 核分裂性輸送物を積載しないこと。  
ロ 核分裂性輸送物を積載する場合にあっては、当該船倉若し

くは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が百

を超えないこと。  
４ 船舶に積載する放射性輸送物（オーバーパックに収納され、若

しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されて

いるものを除く。）、オーバーパック（非開放型のコンテナに収納

されているものを除く。）及び放射性輸送物が収納されている非開

放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、一

船舶について二百（湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合

にあっては、五十）を超えてはならない。ただし、次の各号の基

準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 
一 大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は

放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載するこ

と。 

二 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納され

ているコンテナを専用積載（船舶を専用してする専用積載に限

る。）により運送する場合にあっては、臨界安全指数の合計が、

一船舶について二百（湖川港内のみを航行する船舶に積載する

場合にあっては、百）を超えないこと。 

５ 核分裂性輸送物、オーバーパック（核分裂性輸送物を包装又は

収納しているものに限る。以下この項及び第百条第十一項におい

て同じ。）又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナを船内

の数箇所に集貨（核分裂性輸送物、オーバーパック又は核分裂性

輸送物が収納されているコンテナであって、他の核分裂性輸送物、

他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコ

ンテナとの間の距離が隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メー

トル未満であるものの集合をいう。）として積載する場合におけ

るそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十（専用積載

により運送する場合にあっては、百）を超えてはならない。 

６ 低比放射性物質等（低比放射性物質又は表面汚染物をいう。以

下同じ。）をＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又はＩＰ－３

型輸送物として一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に

積載する場合は、当該低比放射性物質等の放射能の量の合計は、

告示で定める量を超えてはならない。 

（計画書の作成） 

第九十六条 荷送人は、告示で定める放射性物質等を運送する場合

は、あらかじめ、荷受人、船舶所有者及び船長と協議し、船積み

前に、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措

置に関する事項を記載した計画書を作成し、船舶所有者又は船長

に提出しなければならない。 

（運送責任者等） 

第九十七条 荷送人は、前条の告示で定める放射性物質等を運送す

る場合は、放射性物質等の運送に関する責任者（以下「運送責任

者」という。）及び見張人を配置し、放射性物質等の盗取等によ

る災害の防止のために必要な措置を講じさせなければならない。

ただし、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、見張人を

配置することを要しない。 

２ 運送責任者は、前条の告示で定める放射性物質等の運送中、同

条の計画書を携行しなければならない。 

３ 運送責任者は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のため

に必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならな

い。 

（連絡体制の整備） 

第九十八条 荷送人は、第九十六条の告示で定める放射性物質等を

運送する場合は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のため

に必要な連絡体制を整備しなければならない。 

（運送の安全の確認等） 

第九十九条 船長は、ＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型輸送物、核分裂

性輸送物又は放射性輸送物（第八十七条第一項の告示で定める放

射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。）を運

送する場合その他告示で定める場合は、船積み前に、運送計画書

を国土交通大臣に提出し、当該運送計画書に記載された運送の方

法がこの省令に規定する基準に適合することについて国土交通大

臣の確認を受けなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の確認を行うに当たって当該放射性輸送

物の運送の安全を確保するため特に必要があると認める場合は、

船舶所有者又は船長に対し、使用する船舶の構造設備、荷役方法

等に関し必要な指示を行うことができる。 

（放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等） 
第百条 次に掲げる低比放射性物質等は、第八十条の規定にかかわ

142



危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄） 

 143

らず、同条に規定する放射性輸送物としないで運送することがで

きる。 
一 低比放射性物質のうち告示で定めるものであって、次に掲げ

る基準に適合するもの 
イ 専用積載により運送されること。  
ロ 通常の運送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏え

いしないような措置が講じられていること。  
二 表面汚染物のうち告示で定めるものであって、次に掲げる基

準に適合するもの 
イ 専用積載により運送されること。ただし、表面の放射性物

質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないものは、こ

の限りでない。  
ロ 前号ロの要件に適合していること。  

２ 前項の規定により低比放射性物質等を放射性輸送物としないで

運送する場合は、次項から第十五項までの規定によらなければな

らない。 
３ 荷送人は、低比放射性物質等を運送する場合は、輸送指数を算

出しなければならない。 
４ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される

数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値のうち

告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とす

ることができる。 
一 低比放射性物質等（タンクに収納されているものを除く。）

又は低比放射性物質等が収納されているタンクにあっては、当

該低比放射性物質等又はタンクの表面から一メートル離れた位

置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した

値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる低比放射性物

質等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下

欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、低比放射性物質等の

うち、告示で定めるウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱にあっ

ては、当該ウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱の集積の表面（タ

ンクに収納されている場合にあっては、当該タンクの表面）か

ら一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定め

る値とすることができる。 

一平方メートル以下の場合 一 

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二 

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三 

二十平方メートルを超える場合 十 

二 低比放射性物質等が収納されている非開放型のコンテナにあ

っては、当該コンテナに収納されている低比放射性物質等及び

低比放射性物質等が収納されているタンクについて前号による

値を合計して得た値（当該コンテナに放射性輸送物が収納され

ている場合にあっては、当該値と同一の非開放型のコンテナに

収納されている放射性輸送物（オーバーパックに収納され、又

は包装されているものを除く。）及びオーバーパックについて

第九十一条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た

値）又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置におけ

る最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を

乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナ

の最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数

を乗じて得た値 
５ 荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は非開

放型のコンテナには、告示で定める標札を当該タンクの表面の四

箇所又は当該コンテナの四側面に付さなければならない。 
６ 荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は大型

コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナ

の四側面に第九十二条第四項の告示で定める標識を付さなければ

ならない。 
７ 荷送人は、前項の標識に代えて、第五項の標札を当該標識の寸

法に拡大して付すことができる。この場合において、荷送人は、

第五項の規定にかかわらず、同項の標札を付すことを要しない。 
８ 荷送人は、同一品名の低比放射性物質等のみを同一のタンク又

は大型コンテナに収納する場合は、第九十二条第六項の告示で定

める基準により当該低比放射性物質等の国連番号を当該タンク又

は大型コンテナに表示しなければならない。 
９ 一の船倉若しくは区画若しくは一の甲板の一定区域に積載する

低比放射性物質等（タンク又は非開放型のコンテナに収納されて

いるものを除く。）並びに低比放射性物質等が収納されているタ

ンク（非開放型のコンテナに収納されているものを除く。）及び

非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若

しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する放射性輸送物（オ

ーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開

放型のコンテナに収納されているものを除く。）、オーバーパッ

ク（非開放型のコンテナに収納されているものを除く。）及び放

射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合

計は、五十を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいず

れかに適合するときは、この限りでない。 
一 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に低比放射性物質

等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大

型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積

載する場合であって、専用積載（船倉、区画、甲板の一定区域

又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項及び第十

一項において同じ。）により運送しないときは、表面汚染物が

収納されている大型コンテナの輸送指数の合計又は当該値と同

一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する大型

コンテナが容器として使用されている放射性輸送物及び放射性

輸送物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計が当該

船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について二百を超えない

こと。 
二 専用積載により運送すること。 

１０ 船舶に積載する低比放射性物質等（タンク又は非開放型のコ

ンテナに収納されているものを除く。）並びに低比放射性物質等

が収納されているタンク（非開放型のコンテナに収納されている

ものを除く。）及び非開放型のコンテの輸送指数の合計又は当該

値と同一の船舶に積載する放射性輸送物（オーバーパックに収納

され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収

納されているものを除く。）、オーバーパック（非開放型のコン

テナに収納されているものを除く。）及び放射性輸送物が収納さ

れている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、一船舶につい

て二百（湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあっては、

五十）を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれか

に適合するときは、この限りでない。 

一 低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大

型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射

性輸送物のみを積載すること。 

二 専用積載（船舶を専用してする専用積載に限る。）により運

送すること。 

１１ 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているタ

ンクを収納しているコンテナを船内の数箇所に集貨（核分裂性輸

送物又はオーバーパックが収納されているコンテナであって、他

の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物

が収納されているコンテナとの間の距離が、隔壁又は甲板の有無

にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。以下こ

の項において同じ。）として積載する場合におけるそれらの臨界

安全指数の合計又は当該値と核分裂性輸送物、オーバーパック若

しくは核分裂性輸送物が収納されているコンテナを同一の集貨と

して積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集

貨ごとに五十（専用積載により運送する場合にあっては、百）を

超えてはならない。 

１２ 低比放射性物質等を一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一

定区域に積載する場合は、当該船倉若しくは区画若しくは甲板の

一定区域に積載する表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と

同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載するＩＰ

－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物若しくはＩＰ－３型輸送物に収

納され、若しくは包装されている低比放射性物質等の放射能の量

の合計は、第九十五条第六項の告示で定める量を超えてはならな

い。 
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１３ 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する表

面汚染物に含まれる核分裂性物質のうち、告示で定めるものの量

の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 
１４ 第九十四条第一項及び第三項並びに第九十五条第一項及び第

二項の規定は、低比放射性物質等を運送する場合について準用す

る。この場合において、これらの規定中「コンテナ」とあるのは、

「コンテナ（タンクを含む。）」と読み替えるものとする。 
１５ 第八十九条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等が

収納されているタンク又はコンテナを運送する場合について準用

する。 
（外板等に係る線量当量率） 

第百一条 船長は、外板、船倉、区画又は甲板の表面（放射性物質

等を積載する船倉又は区画の表面及び甲板の一定区域の上表面並

びに運送中人が容易に近づくことができない表面を除く。）の最

大線量当量率が表面において毎時二ミリシーベルトを超えず、か

つ、表面から二メートル離れた位置において毎時百マイクロシー

ベルトを超えないようにしなければならない。 
（立入制限） 

第百二条 船長は、放射性物質等を運送する場合は、当該放射性物

質等を積載した場所の周囲に立入制限区域を設け、関係者以外の

者の立入りを制限しなければならない。ただし、船内にある者が

当該区域において受ける放射線の線量につき三月間で一・三ミリ

シーベルトを超えて被ばくするおそれがない場合は、この限りで

ない。 
２ 船長は、前項の立入制限区域を標識によって明示しなければな

らない。ただし、関係者以外の者が当該区域に近づくことが困難

な場合は、この限りでない。 
（被ばく管理） 
第百三条 船長は、船内の居住区域その他人が通常使用する場所に

おける最大線量当量率が毎時一・八マイクロシーベルトを超えな

いようにしなければならない。 
２ 船長は、船内にある者が受ける放射線の線量が年間一ミリシー

ベルト（国土交通大臣が適当と認めた場合にあっては、年間五ミ

リシーベルト）を超えないようにしなければならない。 
３ 船舶所有者は、船長が適切に被ばく管理を行うことができるよ

うに、線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載し

た放射線防護計画を作成し、船長に供与しなければならない。 
４ 船長は、前項の放射線防護計画を船内に備え置かなければなら

ない。 
（被ばく管理の特例） 
第百四条 前条の規定によることが著しく困難な場合であって、被

ばく量に応じて被ばく管理のため必要な措置が講じられていると

国土交通大臣が認めるときは、同条第一項の最大線量当量率及び

同条第二項の線量については、当該各項の規定によらないことが

できる。 
２ 前項の場合において、国土交通大臣は、船内にある者の被ばく

防止のため必要な指示を行うことができる。 
（荷役後の汚染の検査） 
第百五条 船長は、放射性物質等の荷役を終了した場合は、放射性

物質等を取り扱った場所の放射性物質等による汚染の程度が告示

で定める基準を超えないようにしなければならない。ただし、第

百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放

射性物質等を継続して専用積載により運送する船倉若しくは区画

又は甲板の一定区域については、この限りでない。 
（運送の届出等） 
第百六条 船長は、第七十一条第一項第二号の告示で定める放射性

物質等、第八十条第一項第三号に掲げる放射性物質等又は第九十

六条の告示で定める放射性物質等を運送する場合その他告示で定

める場合は、運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内にお

いてのみ行われる場合にあっては運送開始の日の二週間前までに、

その他の場合にあっては運送開始の日の四週間前までに、放射性

物質等運送届（第六号様式。以下この条において「運送届」とい

う。）を、当該運送届の記載事項に変更があった場合は、速やか

に、放射性物質等運送変更届（第七号様式。以下この条において

「運送変更届」という。）を発航港（発航港が本邦以外の地であ

る場合は、本邦における最初の寄航港）を管轄する管区海上保安

本部の長に提出しなければならない。ただし、運送届については

港則法第二十三条第四項の規定により許可を受けた場合は、この

限りでない。 
２ 管区海上保安本部の長は、前項の運送届又は運送変更届の提出

があった場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必

要があると認めるときは、運送の日時、経路、見張人の配置その

他放射性物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置

に関すること、連絡体制に関することその他運送中の海難、放射

性物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項につい

て、必要な指示をすることができる。 
（特別措置） 

第百七条 次の各号に掲げる場合において国土交通大臣の承認を受

けたときは、当該各号の規定によらないことができる。 
一 第八十条、第八十九条第一項（第百条第十五項において準用

する場合を含む。）若しくは第二項（第百条第十五項において

準用する場合を含む。）、第九十二条、第九十四条第一項（第

一号に係る部分に限る。）（第百条第十四項において準用する

場合を含む。）、第九十五条（第百条第十四項において準用す

る場合を含む。）、第百条第一項、第二項若しくは第五項から

第十二項まで又は第百一条の規定に従って運送することが著し

く困難な場合であって、運送の安全を確保するため必要な措置

をとり、かつ、これらの規定によらないで運送しても安全上支

障がないとき 
二 専ら放射性物質等のみを運送する船舶により放射性物質等を

運送する場合であって、第八十条、第八十九条第一項（第百条

第十五項において準用する場合を含む。）若しくは第二項（第

百条第十五項において準用する場合を含む。）、第九十二条、

第九十四条第一項（第一号に係る部分に限る。）（第百条第十

四項において準用する場合を含む。）若しくは第三項（第百条

第十四項において準用する場合を含む。）、第九十五条（第百

条第十四項において準用する場合を含む。）、第百条第一項、

第二項若しくは第五項から第十二項まで、第百一条又は第百五

条の規定によらないで運送しても安全上支障がないとき 
三 表面の最大線量当量率について、毎時十ミリシーベルトを超

えず、かつ、被ばく管理のため告示で定める必要な措置を講じ

た放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納され

ているコンテナを専用積載により運送する場合であって、第七

十四条第六号若しくは第七号ロ、第七十五条から第七十九条ま

で（第七十四条第六号又は第七号ロを引用する部分に限る。）

又は第八十九条第一項（第百条第十五項において準用する場合

を含む。）の規定によらないで運送しても安全上支障がないと

き 
２ 前項の場合において、国土交通大臣は、放射性物質等の運送の

安全を確保するため必要な指示を行うことができる。 
 

第十二節 検査 

（積付検査） 

第百十一条 船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする

場合は、積載方法その他積付けについて、告示で定める危険物の

区分に応じ、告示で定めるところにより、国土交通大臣、船積地

を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録

検査機関（以下単に「登録検査機関」という。）の検査を受けな

ければならない。 
一 次に掲げる火薬類 

イ 等級が一・一、一・二又は一・五の火薬類で正味質量二百

五十キログラム以上のもの  
ロ 等級が一・三又は一・六の火薬類で正味質量五百キログラ

ム以上のもの  
ハ 等級が一・四の火薬類で正味質量一、〇〇〇キログラム以

上のもの 
二 容積（摂氏零度で零メガパスカルの状態に換算した容積をい

う。）三百立方メートル以上の液化ガス以外の高圧ガス又は質
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量三千キログラム以上の液化ガス 
三 有機過酸化物（正味容量三十リットル以上の告示で定めるも

のに限る。） 
四 正味質量十五キログラム以上の告示で定める毒物 
五 放射性物質等（第八十条第一項第一号に掲げる放射性物質等

（第九十六条の告示で定める放射性物質等を除く。）を除く。） 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検

査を受けることを要しない。 
一 本邦以外の地で船積して運送する場合 
二 危険物をコンテナに収納して運送する場合であって当該コン

テナをコンテナのみを積載するための設備を有する場所に積載

して運送する場合 
三 危険物を自動車等に積載して運送する場合であって当該自動

車等をロールオン・ロールオフ貨物区域に積載して運送する場

合 
四 捕鯨のために必要な危険物をキャッチャー・ボートにおいて

使用するため当該船舶により運送する場合 
五 遭難船舶の引揚又は解体の業務に必要な危険物を当該業務の

用に供する船舶において使用するため当該船舶により運送する

場合 
六 海上保安庁に属する船舶に備え付けている武器の使用に必要

な危険物を当該船舶において使用するため当該船舶により運送

する場合 
七 気象庁の行う気象の観測に必要な危険物を当該業務の用に供

する船舶において使用するため当該船舶により運送する場合 
八 前各号に掲げるものを除き、平水区域（はしけにあっては、

当該平水区域から当該はしけで一時間以内に到達できる区域を

含む。）において運送する場合 
３ 第一項の検査を受けようとする者は、危険物積付検査申請書（第

八号様式）を同項の検査を行う者に提出しなければならない。 
４ 国土交通大臣、地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検

査を実施したときは、当該検査に合格した者に対し、危険物積付

検査証（第九号様式）を交付するものとする。 
５ 船長は、第一項各号に掲げる危険物を運送するときは、前項の

危険物積付検査証を船内に備えておかなければならない。 
（収納検査） 

第百十二条 次の各号に掲げる危険物をコンテナ（四側面が閉囲さ

れた構造のものに限る。）に収納して運送する場合は、荷送人（船

舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所

有者）は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、

船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けな

ければならない。 
一 火薬類 
二 高圧ガス 
三 引火性液体類（引火点摂氏二十三度未満のもの及び引火点摂

氏二十三度以上のものであって、副次危険性として毒性又は腐

食性を有するもので、告示で定めるものに限る。） 
四 有機過酸化物 
五 毒物（液体又は気体のもので、告示で定めるものに限る。） 
六 放射性物質等 
七 腐食性物質（副次危険性として引火性又は毒性を有するもの

で、告示で定めるものに限る。） 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検

査を受けることを要しない。 
一 本邦以外の地で危険物をコンテナに収納する場合 
二 危険物をタンクコンテナに収納して運送する場合 

３ 第一項の検査を受けようとする者は、危険物コンテナ収納検査

申請書（第十号様式）を同項の検査を行う者に提出しなければな

らない。 
４ 地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査に合格した者

に対し、危険物コンテナ収納検査証（第十一号様式）を交付する

ものとする。 
５ 前項の危険物コンテナ収納検査証の交付を受けた者は、船積み

前に当該危険物コンテナ収納検査証を船長に提出しなければなら

ない。 
６ 第一項各号に掲げる危険物をコンテナに収納して運送する場合

は、船長は、第四項の危険物コンテナ収納検査証を船内に備えて

おかなければならない。 
７ 第一項各号に掲げる危険物が収納されているコンテナを他の船

舶に積み換えるときは、前の船舶の船長は、当該危険物コンテナ

収納検査証を後の船舶の船長に交付しなければならない。 

（容器検査） 

第百十三条 地方運輸局長又は登録検査機関は、申請により、危険

物の容器及び包装についての検査を行うものとする。 
２ 前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書（第

十二号様式）を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局

長（本邦外にある容器及び包装にあっては関東運輸局長。次条第

一項において同じ。）又は登録検査機関に提出しなければならな

い。 
３ 地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査において、当

該容器及び包装が告示で定める安全性に関する基準に適合してい

るものであるときは、検査に合格したものとし、これに表示（第

十三号様式）を付し、検査を受けた者に対し、危険物容器検査証

（第十四号様式）を交付するものとする。 
４ 次に掲げる場合は、前項の表示は、その効力を失うものとする。 

一 容器及び包装に重大な損傷を生じた場合 
二 容器及び包装に関し、当該容器及び包装に収納する危険物に

対する安全性に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造が

行われた場合 
三 告示で定めるＩＢＣ容器及びポータブルタンクにあっては、

前項の表示が付された日から起算して二年六月を経過したとき

及び高圧容器にあっては、容器の構造、収納する高圧ガスの種

類に応じ告示で定める期間を経過したとき 
四 その他告示で定める場合 

（確認等の手数料） 

第百十四条 第八十七条第一項若しくは第九十九条第一項の確認、

第八十八条第一項の承認又は国土交通大臣若しくは地方運輸局長

の行う第百十一条第一項若しくは地方運輸局長の行う第百十二条

第一項若しくは前条第一項の検査を受ける者は、次項から第六項

までの規定による手数料を納めなければならない。 
２ 第八十七条第一項若しくは第九十九条第一項の確認又は第八十

八条第一項の承認を受ける場合の手数料の額は、別表第五（電子

情報処理組織により確認又は承認の申請をする場合にあっては、

別表第五の二）に定めるところによる。 
３ 外国において第八十七条第一項の確認又は第八十八条第一項の

承認を受ける場合における当該確認又は承認の手数料の額は、前

項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、一件の申請につ

き、四十四万三千円を加算した額とする。 
４ 第百十一条第一項の検査を受ける場合の手数料の額は、次に定

めるところによる。 
一 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、当該コンテナ

一個につき七千八百円（電子情報処理組織により検査の申請を

する場合にあっては、七千六百円） 
二 前号以外の場合は、危険物の個数百個までを一万五千八百円

（電子情報処理組織により検査の申請をする場合にあっては、

一万五千六百円）とし、十個又はその端数を増すごとに三百三

十円を加算した額 
５ 第百十二条第一項の規定による検査を受ける場合の手数料の額

は、コンテナ一個につき、当該コンテナに収納される危険物の個

数百個までを一万九千二百円（電子情報処理組織により検査の申

請をする場合にあっては、一万九千円）とし、十個又はその端数

を増すごとに四百五十円を加算した額とする。 
６ 前条第一項の検査を受ける場合の手数料の額は、別表第六（電

子情報処理組織により検査の申請をする場合にあっては、別表第

六の二）に定めるところによる。 
７ 外国において前条第一項の検査を受ける場合における当該検査

の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額

に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。 
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８ 第四項第二号及び第五項において、危険物一個の正味質量（放

射性物質等にあっては、容器又は包装の質量を含む。）が五十キ

ログラムを超える危険物の個数については、五十キログラムを超

える百キログラム又はその端数ごとに一個の割合で算出した個数

を一個に加えた数とする。 
９ 第一項の手数料は、申請者の都合によりその申請を取り下げた

場合でも確認、承認又は検査に着手した後は、返還しない。 
１０ 第一項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料

納付書（第五号様式）にはって納付しなければならない。ただし、

電子情報処理組織により同項の確認、承認又は検査の申請をする

場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報に

より納付するときは、現金をもってすることができる。 
１１ 第一項の規定は、国及び船舶安全法施行令（昭和九年勅令第

十三号）第五条に掲げる独立行政法人には、適用しない。 
（危険物運送届） 

第百十五条 船長は、第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送

する場合であって同条第二項第八号に該当するときは、船積前に

危険物運送届（第十五号様式）を最寄りの海上保安官署（管区海

上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は

海上保安署。以下同じ。）の長（湖川にあっては、船積地を管轄

する地方運輸局長）に提出しなければならない。ただし、港則法

第二十三条第四項の規定により許可を受けた場合又は第百六条第

一項の規定により放射性物質等運送届を提出した場合は、この限

りでない。 
 

第三章 火薬類以外の危険物の貯蔵 

（容器、包装等） 

第三百八十四条 貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵する場合は、

貯蔵委託者は、その容器、包装及び標札等につき、告示で定める

基準によらなければならない。ただし、タンカー、タンク船又は

はしけであって、そのタンクに高圧ガス、引火性液体類、毒物又

は腐食性物質を積載して運送することができるもののタンクに当

該危険物を貯蔵する場合は、この限りでない。 
２ 第七十一条第一項（第三号に係る部分を除く。）及び第二項、

第七十二条から第八十八条まで、第九十一条（放射性輸送物が収

納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分

を除く。）、第九十二条第一項（放射性輸送物が収納されている

コンテナ及びオーバーパックの標札に係る部分を除く。）、第二

項、第三項、第四項（放射性輸送物が収納されているコンテナの

標識に係る部分を除く。）及び第五項（放射性輸送物が収納され

ているコンテナの標札及び標識に係る部分を除く。）、第百条第

一項、第二項（同条第五項から第十五項までに係る部分を除く。）、

第三項及び第四項（タンク及びコンテナの輸送指数に係る部分を

除く。）並びに第百十四条第一項（第八十七条第一項の確認及び

第八十八条第一項の承認に係る部分に限る。）、第二項（第九十

九条第一項の確認に係る部分を除く。）及び第八項から第十項ま

での規定は、放射性物質等を貯蔵船に貯蔵する場合について準用

する。この場合において、第七十一条第一項中「一の荷送人」と

あるのは「一の貯蔵委託者」と、同項中「荷送人又は荷受人」並

びに第八十条、第八十四条、第八十五条第二項、第八十七条第五

項、第九十一条第一項、第九十二条第一項から第五項まで並びに

第百条第三項、第五項及び第六項中「荷送人」とあるのは「貯蔵

委託者」と読み替えるものとする。 
 

第六編 罰則 

第三百九十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の罰金に処する。 
一 第四条第一項の規定に違反して危険物を船舶に持ち込んだ者 
二 第五条第一項、第二項、第三項、第四項又は第六項の規定に

違反して工事その他の作業を行った者 
三 第七条第一項の規定に違反して船舶により運送することが禁

止されている危険物を船舶により運送した者 
四 第七条第二項の規定に違反して旅客船により運送することが

禁止されている危険物を旅客船により運送した者 

五 第三百三十七条第二項の規定に違反して引火性液体物質を木

製のタンク船のタンクに積載して運送した者 
六 第三百四十八条第二項の規定に違反して引火性液体物質を同

項の木製の油はしけのタンクに積載して運送した者 
第三百九十二条 船長が、次の各号のいずれかに該当するときは、

三十万円以下の罰金に処する。 
一 第二十条第一項、第三十六条第三項、第三十八条第三項若し

くは第四項、第五十条、第五十六条、第五十九条、第六十三条、

第六十六条、第六十九条、第九十四条第一項（第百条第十四項

において準用する場合を含む。）、第九十五条第一項（第百条

第十四項において準用する場合を含む。）、第二項（第百条第

十四項において準用する場合を含む。）、第三項、第四項、第

五項若しくは第六項、第百条第九項、第十項、第十一項、第十

二項若しくは第十三項、第百一条又は第百九条の規定に違反し

て運送したとき。 
二 第五条の七の規定に違反したとき。 

三 第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第十

七条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。 

四 第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第二

十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に

液状化物質をばら積みして運送したとき。 

五 第九十九条第一項の規定に違反したとき。 

六 第百六条第一項の放射性物質等運送届若しくは放射性物質等

運送変更届を管区海上保安本部の長に提出せず、又はこれらに

虚偽の記載をして管区海上保安本部の長に提出して、同項の放

射性物質等を運送したとき。 
七 第百六条第二項の規定による指示に違反したとき。 
八 第百十一条第一項の検査を受けず、又はこれに合格しないで、

同項各号に掲げる危険物を運送したとき。 
第三百九十三条 船長が、第三十八条第二項又は第十三条第三項に

おいて準用する特殊貨物船舶運送規則第十七条第六項若しくは第

二十五条第四項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に

処する。 
第三百九十四条 危険物の荷送人が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、二十万円以下の罰金に処する。 
一 第八条第一項若しくは第三項、第十五条第二項若しくは第三

項、第四十六条、第五十四条、第六十一条、第六十五条、第八

十条第一項、第八十四条、第九十二条第二項若しくは第三項又

は百八条の規定に違反して運送したとき。 
二 第八条第四項の規定に違反して危険物と同項第一号の危険物

を同一の容器に収納して運送したとき。 
三 第十三条第二項の規定において準用する特殊貨物船舶運送規

則第一条の二の二若しくは第十五条の三、第十三条第三項の規

定において準用する同令第十六条の二又は第十三条第四項の規

定において準用する同令第二十八条の規定に違反して、資料を

船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に

提出したとき。 
四 第十六条の規定に違反して危険物と同条第一号の危険物を同

一のオーバーパックに収納し、又は包装して運送したとき 
五 第十七条の危険物明細書を船舶所有者若しくは船長に提出せ

ず、又はこれに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提

出したとき。 
第三百九十五条 危険物の荷送人又は船舶所有者が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。 
一 第二十七条（第三十五条第一項において準用する場合を含

む。）の規定に違反して危険物と同項第一号の危険物を同一の

コンテナに収納して運送したとき。 
二 第二十八条第一項（第三十五条第一項において準用する場合

を含む。）、第三項（第三十五条第一項において準用する場合

を含む。）、第四項（第三十五条第一項において準用する場合

を含む。）、第五項（第三十五条第一項において準用する場合

を含む。）又は第六項（第三十五条第一項において準用する場

合を含む。）の規定に違反したとき。 
三 第三十条（第三十五条第一項において準用する場合を含む。）

146



危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄） 

 147

の規定に違反してコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明

細書を船舶所有者若しくは船長に提出若しくは交付せず、又は

これに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提出若しく

は交付したとき。 
四 第八十九条第一項（第百条第十五項において準用する場合を

含む。）若しくは第二項（第百条第十五項において準用する場

合を含む。）、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第四項

若しくは第六項又は第百条第三項、第五項、第六項若しくは第

八項の規定に違反して運送したとき。 

五 第百十二条第五項の規定に違反したとき。 

第三百九十六条 放射性輸送物作成者が、次の各号のいずれかに該

当するときは、二十万円以下の罰金に処する。 
一 第八十七条第一項（第三百八十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定に違反したとき。 
二 第八十七条第五項（同条第六項（第三百八十四条第二項にお

いて準用する場合を含む。）及び第三百八十四条第二項におい

て準用する場合を含む。）の規定に違反して書類を荷送人若し

くは貯蔵委託者に交付せず、又はこれに虚偽の記載をして荷送

人若しくは貯蔵委託者に交付したとき。 
第三百九十七条 貯蔵船（火薬類の貯蔵船を除く。）の船舶所有者

が、第三百六十七条の規定に違反したときは、二十万円以下の罰

金に処する。 
第三百九十八条 危険物の貯蔵委託者が、第三百八十四条第一項又

は同条第二項において準用する第八十条第一項、第八十四条、第

九十一条第一項、第九十二条第一項、第二項、第三項若しくは第

四項若しくは第百条第三項の規定に違反したときは、二十万円以

下の罰金に処する。 
第三百九十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三百九十

一条、第三百九十二条及び第三百九十四条から前条までの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、

各本条の刑を科する。 
 

附 則（平成二十六年十二月十二日国土交通省令第九十三号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 
 

 

別表第四（第 45 条関係）  

貨物の種類 

防災等の措置 

(一)甲種

貨物 

(二)乙種

貨物 

(三)丙種

貨物 

(1) 船体構造の強化 〇   

(2) 貨物区域の配置 〇 〇  

(3) 貨物区域の排水設備の備付け 〇   

(4) 救命設備の備付け 〇   

(5) 消防設備の備付け 〇 〇  

(6) 航海用具の備付け 〇   

(7) 貨物区域の温度制御装置の備付け 〇 〇  

(8) 給電設備の備付け 〇 〇  

(9) 損傷時の復原性 〇   

(10) 固縛装置の備付け 〇 〇  

(11) 災害対策緊急措置手引書の備付け 〇 〇 〇 

(12) 固定式放射線測定装置の備付け 〇   

(13) 船内にある者が災害発生時の措置

を行うために必要な資材又は機材の

備付け 

〇 〇 〇 

 

備考 

１ 表中〇印は、該当する貨物を運送する船舶に該当する防災等の

措置を講じなければならないことを示す。 

２ 表中(一)から（三）までの貨物は、次に定めるとおりとする。 

(一) 甲種貨物 

照射済核燃料、プルトニウム（プルトニウムの化合物を含む。）

又は高レベル廃棄物（以下「照射済核燃料等」という。）であ

って、一船舶に積載する照射済核燃料等の放射能の量の合計が 4
ペタベクレル以上のもの 

 (二) 乙種貨物 

照射済核燃料等であって、甲種貨物以外のもの 

 (三) 丙種貨物 

その他のもの 

３ 表中(1)から(13)までの防災等の措置は、告示で定めるとおりと

する。 
４ 表中(11)の災害対策緊急措置手引書は、船内にある者が通常業務

に従事する場合において使用する言語により作成されたものでな

ければならない。  

 

 

別表第五（第 114 条関係） 

  

核分裂性輸送物

(BM 型輸送物又

は BU 型輸送物

であるものに限

る｡) 

核分裂性輸送

物(L 型輸送物

又は A 型輸送

物であるもの

に限る｡) 

核分裂性輸送

物以外の放射

性輸送物 
 

第 87 条第 1 項の

規定による確認

(次欄に掲げるも

のを除く｡) 

1 件につき 
888,900 円 

1 件につき 
234,200 円

1 件につき 
302,300 円

第 87 条第 1 項の

規定による確認

(第 88 条第 1 項の

規定による承認

を受けた容器を

使用する場合に

限る｡) 

1 件につき 
252,200 円 

1 件につき 
50,000 円

1 件につき 
183,300 円

第 88 条第 1 項の

規定による承認 
1 件につき 

586,600 円 
1 件につき 

176,500 円

1 件につき 
68,600 円

第 99 条第 1 項の

規定による承認 

1 件につき 
 204,800 円 

 

 

別表第五の二（第 114 条関係） 

  核分裂性輸送

物(BM 型輸送

物又は BU 型

輸送物である

ものに限る｡) 

核分裂性輸送

物(L 型輸送物

又は A 型輸送

物であるもの

に限る｡) 

核分裂性輸送

物以外の放射

性輸送物 

第 87 条第 1 項の規

定による確認(次欄

に掲げるものを除

く｡) 

1 件につき 
 888,700 円 

1 件につき 
 234,000 円 

1 件につき 
 302,100 円

第 87 条第 1 項の規

定による確認(第 88
条第 1 項の規定によ

る承認を受けた容

器を使用する場合

に限る｡) 

1 件につき 
 252,000 円 

1 件につき 
 49,800 円 

1 件につき 
 183,100 円

第 88 条第 1 項の規

定による承認 
1 件につき 

 586,400 円 
1 件につき 

 176,200 円 
1 件につき 

 68,400 円

第 99 条第 1 項の規

定による承認 
1 件につき 
204,600 円 
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第六号様式（第 106 条関係）  
（その１） 
 

放射性物質等運送届 
 

年 月 日 
 管区海上保安本部長 殿 
 

船長の氏名      印 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則第 106 条第 1 項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

船種及び船名  
船舶番号又は船舶

検査済票の番号 
 

船舶所有者の氏名

又は名称及び住所

並びに法人にあっ

てはその代表者の

氏名 

 

荷送人の氏名又は

名称及び住所並び

に法人にあっては

その代表者の氏名 

 

船籍港又は定係港  
総トン数又は船舶

の長さ 
 

放射性物質等の品

名及び数量（注 1） 
 

放射性輸送物の種

類及び数量 
 

放射性物質等の積

載場所 
 

その他の積載貨物

の品名及び数量 
 

発  航  港  
船積予定日時及び

発航予定日時 
 

到  達  港  
入港予定日時及び

陸揚予定日時 
 

寄  航  港  
入出港予定日時及

び荷約予定日時 
 

主な通過地点及び

通貨予定日時 
 

 
（その２） 

運 送 中 の 保 安 対 策 

運送責任者の氏名 
（注 2） 

 

見張人の氏名 
（注 3） 

 

放射性物質等の盗

取等による災害を

防止するための措

置（注 2） 

 

海上保安官署との

連絡体制 
 

その他の運送中の

保安対策 
 

（注）1 第 96 条の告示で定める放射性物質等を運送する場合には、

当該放射性物質等の種類ごとの数量についても記載するこ

と。 
2 第 96 条の告示で定める放射性物質等以外の物質を運送す

る場合には、記載を要しない。 
3 第 96 条の告示で定める放射性物質等以外の物質を運送す

る場合であって、見張人を配置しないときには、記載を要

しない。 
4 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番とすること。 

5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

 

 

第七号様式（第 106 条関係）  

 
放射性物質等運送変更届 

 
年 月 日 

 管区海上保安本部長 殿 
 

船長の氏名      印 
 
危険物船舶運送及び貯蔵規則第 106 条第 1 項の規定により、次の

とおり届け出ます。 
 

変更した事項 変更した内容 

  

（注）1 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番とすること。 

2 変更した内容については、変更前と変更後とを対照できる

ように記載すること。 

3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

 

148



船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示 

 149

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定

める告示 

（昭和五十二年十一月十七日運輸省告示第五百八十五号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十二日国土交通省告示第千百八十二号 

 

危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）

第八十七条第一項第二号（同令第百五十五条の三第二項において準

用する場合を含む。）、第八十九条第六号（同令第百五十五条の三

第二項において準用する場合を含む。）、第九十条第三号（同令第

百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。）、第九十一

条第一号及び第二号（同令第百五十五条の三第二項において準用す

る場合を含む。）、第九十一条の二第一号及び第二号（同令第百五

十五条の三第二項において準用する場合を含む。）、第九十一条の

三第一号及び第二号（同令第百五十五条の三第二項において準用す

る場合を含む。）、第九十一条の五（同令第百五十五条の三第二項

において準用する場合を含む。）、第九十一条の六第一号及び第二

号（同令第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。）、

第九十一条の十六第一項第二号（同令第百五十五条の三第二項にお

いて準用する場合を含む。）並びに第九十一条の十九第一項の規定

に基づき、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告

示を次のように定める。 

 

（用語） 

第一条 この告示において使用する用語は、危険物船舶運送及び貯

蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 

第一条の二 規則第二条第一号ト(1)の告示で定める放射性物質は、

次の各号のいずれかに該当するもの以外のものをいう。 

一 放射能濃度が別表第一、別表第三、別表第四又は別表第五の

第一欄の放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表

の第四欄（別表第四及び別表第五にあっては、第三欄）に掲げ

る数量（以下「免除濃度」という。）未満のもの。 

二 一の荷送人により輸送物を運送するにあたり、当該輸送物す

べてに含まれる放射能の総量が別表第一、別表第三、別表第四

又は別表第五の第一欄の放射性物質の種類又は区分に応じ、そ

れぞれ当該各表の第五欄（別表第四及び別表第五にあっては、

第四欄）に掲げる数量未満のもの。 

三 鉱石等に含まれる放射性物質の放射能濃度が当該放射性物質

の免除濃度の十倍を超えないもの。 

四 放射性物質が含まれる製品であって、国土交通大臣が適当と

認めるもの。 

２ 規則第二条第一号ト（２）の告示で定める密度は、次の表の上

欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ

る密度とする。 

放射性物質の区分 密度 

アルファ線を放出する低危険性の放射

性物質（天然ウラン、劣化ウラン、天

然トリウム、ウラン二三五、ウラン二

三八及びトリウム二三二、鉱石、物理

的精鉱及び化学的精鉱に含まれるトリ

ウム二二八及びトリウム二三○並びに

物理的半減期が一○日未満のものをい

う。以下同じ。）以外のアルファ線を

放出する放射性物質 

毎平方センチメートル

○・○四ベクレル 

アルファ線を放出しない放射性物質及

びアルファ線を放出する低危険性の放

射性物質 

毎平方センチメートル

○・四ベクレル 

（空容器の放射性物質の密度） 
第一条の三 規則第五条の二第二号の告示で定める密度は、前条第

二項の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる密度とする。 
 

（核分裂性物質） 

第二条 規則第七十一条第一項第二号の告示で定める放射性物質等

は、ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九、プルト

ニウム二四一。）及びこれらの化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質（天然ウラン及び劣化ウラン（熱中性子炉で

照射されたものを含む。）並びに核分裂性核種の質量の合計が〇・

二五グラム未満のものを除く。）（以下「核分裂性物質」という。）

であって、次の各号のいずれかに該当するもの以外のものとする。 

一 ウラン二三五の濃縮度が一パーセント以下であって、かつ、

プルトニウム及びウラン二三三の質量の合計のウラン二三五の

質量に対する比率が一〇〇分の一以下であって、全体に均一に

分布しているもの。ただし、ウラン二三五が金属、酸化物又は

炭化物として存在するものにあっては、当該物質が格子状配列

とならないものに限る。 

二 硝酸ウラニル溶液のうち次に掲げる基準に適合するもの 

イ ウラン二三五の濃縮度が二パーセント以下であること。 

ロ プルトニウム及びウラン二三三の質量の合計のウランの質

量に対する比率が一〇〇、〇〇〇分の二以下であること。 

ハ 窒素の原子数のウランの原子数に対する比率が二以上であ

ること。 

三 一又は二以上の輸送物を運搬するにあたり、ウラン二三五の

濃縮度が五パーセント以下であって、次に掲げる基準に適合す

るもの。ただし、当該輸送物に含まれる核分裂性核種の質量の

合計が四十五グラム以下であるものに限る。 

イ ウラン二三五の質量が三・五グラム以下であること。 

ロ プルトニウム及びウラン二三三の質量の合計のウラン二三

五の質量に対する比率が一〇〇分の一以下であること。 

四 一又は二以上の輸送物を運搬するにあたり、個々の輸送物中

の核分裂性核種の質量が二グラムを超えないもの。ただし、当

該輸送物すべてに含まれる核分裂性核種の質量の合計が十五グ

ラムを超えないものに限る。 

五 一又は二以上の輸送物を専用積載として運搬するにあたり、

当該輸送物すべてに含まれる核分裂性核種の質量が四十五グラ

ムを超えないもの 

六 前各号に掲げるもののほか、運搬中において臨界に達しない

輸送物として国土交通大臣が適当と認めるもの 

（線量当量率の算定） 

第三条 規則第七十三条第七号の告示で定める線量当量率は、一セ

ンチメートル線量当量率とする。ただし、国土交通大臣が適当と

認めた場合は、この限りでない。 
（Ｌ型輸送物に収納される核分裂性物質） 

第三条の二 規則第七十三条第九号の告示で定める核分裂性物質は、

第二条各号の一に該当するものをいう。 
（Ｌ型輸送物として運送できる放射性物質等） 

第四条 規則第八十条第一項第一号の放射性物質等として告示で定

めるものは、次の各号の一に該当する放射性物質等とする。ただ

し、自然発火性の放射性物質等及び核分裂性物質（第二条各号の

一に該当するものを除く。）を除く。 

一 放射性物質等（六フッ化ウランにあっては、質量が〇・一キ

ログラムを超えないものに限る。）であって、次の表の上欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない

放射能を有するもの 

放射性物質等の区分 放射能の量 

 容易に散逸しない固体状の放射性物質等

又はカプセルに密封された放射性物質等

であって、次に掲げる基準に適合するも

の（以下「特別形放射性物質等」という。） 

イ 外接する直方体の少なくとも一辺が

〇・五センチメートル以上であること。 

ロ 別記第一に定めるところにより、衝

撃試験及び打撃試験（長さが一〇センチ

メートル以上であり、かつ、長さの幅に

対する比率が一〇以上である放射性物質 

別表第一から

別表第四まで

及び別表第六

の第一欄に掲

げる放射性物

質の種類又は

区分に応じ、

それぞれ当該

各表の第二欄

に掲げる数量
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固 

 

体 

等にあっては、衝撃試験、打撃試験及び

曲げ試験）を行った場合に損壊せず、加

熱試験を行った場合に溶融又は分散せ

ず、並びに浸漬試験を行った場合に水中

への放射性物質の漏えい量が、二キロベ

クレルを超えないものであること。ただ

し、国土交通大臣の適当と認める基準に

よる場合は、この限りでない。 

（以下「A1

値」という。）

の一、〇〇〇

分の一 

特別形放射性物質等以外のもの 別表第一から

別表第六まで

の第一欄に掲

げる放射性物

質の種類又は

区分に応じ、

それぞれ当該

各表の第三欄

(別表第四及

び別表第五に

あっては、第

二欄)に掲げ

る数量(以下

「A2値」とい

う。)の一、〇

〇〇分の一 

液 

体 

特別形放射性物質等又は特別形放射性物

質等以外のもの 

A2値の一〇、

〇〇〇分の一

気 

体 

トリチウム 〇・八テラベ

クレル 

その他のも

の 

特別形放射性物質等 
A1値の一、〇

〇〇分の一 

特別形放射性物質等以外

のもの 

A2値の一、〇

〇〇分の一 

二 時計等の機器又は装置（放射性物質を封入する機能のみを有

するものを除く。以下「機器等」という。）に含まれる放射性

物質等であって、次に掲げる基準に適合するもの（前号に掲げ

るものを除く。） 

イ 次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、機器等

一個当たりに含まれる放射性物質等の放射能が、それぞれ同

表の中欄に掲げる量を超えず、かつ、機器等が収納され、又

は包装されている放射性輸送物一個当たりに含まれる放射性

物質等の放射能が、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えな

いこと。 

放射性物質等の区分 
放射能の量 

品目毎限度 輸送物毎限度

固 

体 

特別形放射性物質等 
A1値の 

一〇〇分の一 
A1値 

特別形放射性物質等

以外のもの 

A2値の 

一〇〇分の一 
A2値 

液 

体 

特別形放射性物質等

又は特別形放射性物

質等以外のもの 

A2値の 

一、〇〇〇分の

一 

A2値の一〇

分の一 

気

体 

トリチウム 
〇・八テラベク

レル 

八テラベクレ

ル 

その他

のもの 

特別形放射

性物質等 

A1値の 

一、〇〇〇分の

一 

A1値の一〇

〇分の一 

特別形放射

性物質等以

外のもの 

A2値の 

一、〇〇〇分の

一 

A2値の一〇

〇分の一 

ロ 収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面

から一〇センチメートル離れた位置における線量当量率（線

量当量率は、一センチメートル線量当量率とする。ただし、

国土交通大臣が適当と認めた場合は、この限りでない。）の

最大値（以下「最大線量当量率」という。）が毎時一〇〇マ

イクロシーベルトを超えないこと。 

ハ 放射線発光塗料を用いていない機器等にあっては、「放射

性」の文字又は「Radioactive」の文字が表示されていること。

ただし、当該機器等に表示することが困難なものについては、

当該機器等に表示することを要しない。 

ニ 機器等で完全に封入されていること。 

三 機器等を構成する照射されていない天然ウラン、照射されて

いない劣化ウラン若しくは照射されていない天然トリウム又は

これらの化合物であって、次に掲げる基準に適合するもの（前

二号に掲げるものを除く。） 

イ 機器等に他の放射性物質等が含まれないこと。 

ロ 不活性材料で完全に覆われていること。 

四 放射性物質等が収納されたことのある空の容器であって、次

に掲げる基準に適合するもの 

イ 破損等がなく、かつ、確実に閉じられていること。 

ロ 容器の構成部品に使用されているウラン又はトリウムの表

面が不活性材料で完全に覆われていること。 

ハ 内部の放射性物質の密度が第四条の三に定める密度の一〇

〇倍を超えないこと。 

ニ 放射性物質等を運送し、又は貯蔵した際に付された標札又

はその際に行われた表示等が除去され、消され、又は覆われ

ていること。 

（表示を要するＬ型輸送物） 

第四条の二 規則第七十三条第六号の告示で定める放射性物質等は、

前条第一号に掲げるものとする。 

（Ｌ型輸送物に係る表面密度限度） 

第四条の三 規則第七十三条第八号の告示で定める密度は、次の表

の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる固定されていない（通常の取扱いにおいて、はく離するお

それがある状態をいう。以下同じ。）放射性物質の密度とする。 

放射性物質の区分 密 度 

アルファ線を放出する低危険性の放

射性物質以外のアルファ線を放出す

る放射性物質 

毎平方センチメートル

〇・四ベクレル 

アルファ線を放出しない放射性物質

及びアルファ線を放出する低危険性

の放射性物質 

毎平方センチメートル四

ベクレル 

（Ａ型輸送物として運送できる放射性物質等の量の限度） 

第五条 規則第八十条第一項第二号の告示で定める量は、次の表の

上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる放射能の量とする。 

放射性物質等の区分 放射能の量 

特別形放射性物質等 A1値 

特別形放射性物質等以外のもの A2値 

（液体の放射性物質等が収納されているＡ型輸送物） 

第五条の二 規則第七十四条第四号イの告示で定める量は、A2 値と

する。 

２ 規則第七十四条第四号イの告示で定める外国は、国際海上危険

物規程（IMDG コード）の採択国とする。 

（Ａ型輸送物に係る条件） 

第六条 規則第七十四条第七号の告示で定める条件は、別記第三第

一号に掲げる条件とする。 

２ 規則第七十四条第八号の告示で定める条件は、別記第三第二号

に掲げる条件とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る条件） 

第七条 規則第七十五条第二号の告示で定める条件は、別記第四に

掲げる条件とする。 

第八条 規則第七十五条第三号の告示で定める条件は、別記第五に

掲げる条件とする。 

第八条の二 規則第七十五条第四号の告示で定める条件は、別記第

六に掲げる条件とする。 
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（ＢＭ型輸送物に係る漏えい量） 

第九条 規則第七十五条第二号ロの告示で定める量は、A2 値の一、

〇〇〇、〇〇〇分の一とする。 

２ 規則第七十五条第三号ロの告示で定める量は、A2 値とする。た

だし、クリプトン八五にあっては、A2値の一〇倍の放射能量とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る放射能量） 

第九条の二 規則第七十五条第四号の告示で定める量は、A2 値の一

〇〇、〇〇〇倍の放射能の量とする。 

（低比放射性物質等） 

第十条 規則第八十条第二項の告示で定める低比放射性物質は、次

の各号のいずれかに該当する放射性物質等（自然発火性のものを

除く。）であって、当該放射性物質等を集積した場合において、

その表面から三メートル離れた位置における最大線量当量率が毎

時一〇ミリシーベルトを超えないものとする。 

一 次に掲げる放射性物質等（以下「ＬＳＡ－Ⅰ」という。） 

イ ウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱 

ロ 照射されていない天然ウラン、照射されていない劣化ウラ

ン若しくは照射されていない天然トリウムであって、固体状

のもの、固体状若しくは液体状のこれらの化合物又はこれら

の物質の一若しくは二以上を含む物質 

ハ 核分裂性物質以外の放射性物質であって、A2 値に制限がな

いもの 

ニ 核分裂性物質以外の放射性物質が全体に均一に分布してお

り、かつ、平均放射能濃度（放射性物質等の全体について平

均した放射能濃度をいう。以下同じ。）が免除濃度の三○倍

を超えないもの 

二 前号に掲げる放射性物質等以外のものであって、次の表の上

欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる基準に適合するもの（以

下「ＬＳＡ－Ⅱ」という。） 

放射性物質等の区分 基  準 

固 

 

体 

可燃性のもので

あって、放射性

物質が全体に分

布しているもの 

放射能の量が A2値の一〇〇倍(湖川港内

のみを航行する船舶に積載されるものに

あっては、A2値の一〇倍)を超えず、か

つ、平均放射能濃度が一グラム当たり A2

値の一〇、〇〇〇分の一を超えないこと。

可燃性でないも

のであって、放

射性物質が全体

に分布している

もの 

平均放射能濃度が一グラム当たり A2値

の一〇、〇〇〇分の一を超えず、かつ、

湖川港内のみを航行する船舶に積載され

るものにあっては、放射能の量が A2 値の

一〇〇倍を超えないこと。 

液 

 

体 

トリチウム水 

放射能の量が四ペタベクレル(湖川港内

のみを航行する船舶に積載されるものに

あっては、〇・四ペタベクレル)を超えず、

かつ、平均放射能濃度が一リットル当た

り〇・八テラベクレルを超えないこと。

トリチウム水以

外のものであっ

て、放射性物質

が全体に分布し

ているもの 

放射能の量が A2値の一〇〇倍(湖川港内

のみを航行する船舶に積載されるものに

あっては、A2値の一〇倍)を超えず、か

つ、平均放射能濃度が一グラム当たり A2

値の一〇〇、〇〇〇分の一を超えないこ

と。 

気 

体 

放射性物質が全

体に分布してい

るもの 

放射能の量が A2値の一〇〇倍(湖川港内

のみを航行する船舶に積載されるものに

あっては、A2値の一〇倍)を超えず、か

つ、平均放射能濃度が一グラム当たり A2

値の一〇、〇〇〇分の一を超えないこと。

三 前二号に掲げる放射性物質等以外の固体状のものであって、

次に掲げる基準に適合するもの（以下「ＬＳＡ－Ⅲ」という。） 

イ 放射性物質が全体に均一に分布していること。 

ロ 可燃性のものにあっては放射能の量が A2値の一〇〇倍（湖

川港内のみを航行する船舶に積載されるものにあっては、A2

値の一〇倍）、可燃性でないものにあっては湖川港内のみを

航行する船舶に積載されるものの放射能の量がA2値の一〇〇

倍を超えないこと。 

ハ 平均放射能濃度が一グラム当たり A2値の一、〇〇〇分の二

を超えないこと。 

ニ 別記第二に定めるところにより、浸漬試験を行った場合に

放射性物質の漏えい量が A2 値の一〇分の一を超えないこと。 

２ 規則第八十条第二項の告示で定める表面汚染物は、次の各号の

いずれかに該当する放射性物質等（自然発火性のものを除く。）

であって、当該放射性物質等を集積した場合において、その表面

から三メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時一〇ミ

リシーベルトを超えず、かつ、放射能の量が A2値の一〇〇倍 （湖

川港内のみを航行する船舶に積載されるものにあっては、A2 値の

一〇倍）を超えないものとする。 

一 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げる密度を超えないもの（以下「ＳＣＯ－Ⅰ」と

いう。） 

表面の汚染の区分 密 度 

接近で

きる表

面の固

定され

ていな

い汚染

アルファ線を放出する低危険性の放

射性物質以外のアルファ線を放出す

る放射性物質 

毎平方センチメ

ートル〇・四ベ

クレル 

アルファ線を放出しない放射性物質

及びアルファ線を放出する低危険性

の放射性物質 

毎平方センチメ

ートル四ベクレ

ル 

その他

の汚染

アルファ線を放出する低危険性の放

射性物質以外のアルファ線を放出す

る放射性物質 

毎平方センチメ

ートル四キロベ

クレル 

アルファ線を放出しない放射性物質

及びアルファ線を放出する低危険性

の放射性物質 

毎平方センチメ

ートル四〇キロ

ベクレル 

二 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げる密度を超えないもの（以下「ＳＣＯ－Ⅱ」と

いう。） 

表面の汚染の区分 密 度 

接近でき

る表面の

固定され

ていない

汚染 

アルファ線を放出する低危険性の

放射性物質以外のアルファ線を放

出する放射性物質 

毎平方センチメ

ートル四〇ベク

レル 

アルファ線を放出しない放射性物

質及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性物質 

毎平方センチメ

ートル四〇〇ベ

クレル 

その他の

汚染 

アルファ線を放出する低危険性の

放射性物質以外のアルファ線を放

出する放射性物質 

毎平方センチメ

ートル八〇キロ

ベクレル 

アルファ線を放出しない放射性物

質及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性物質 

毎平方センチメ

ートル八〇〇キ

ロベクレル 

（低比放射性物質等に係る放射性輸送物の区分） 

第十一条 規則第八十条第二項の告示で定める区分は、次の表の上

欄に掲げる低比放射性物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄

に掲げる放射性輸送物の区分とする。 

低比放射性物質等 

の区分 

放射性輸送物の区分 

専用積載により運

送する場合 

専用積載により運

送しない場合 

ＬＳＡ

－Ⅰ 

固体 ＩＰ－１型輸送物 ＩＰ－１型輸送物

液体又は気体 ＩＰ－１型輸送物 ＩＰ－２型輸送物

ＬＳＡ

－Ⅱ 

固体 ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－２型輸送物

液体又は気体 ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－３型輸送物

ＬＳＡ－Ⅲ ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－３型輸送物

ＳＣＯ－Ⅰ ＩＰ－１型輸送物 ＩＰ－１型輸送物

ＳＣＯ－Ⅱ ＩＰ－２型輸送物 ＩＰ－２型輸送物

（ＩＰ－２型輸送物に係る条件） 

第十二条 規則第七十八条第一項の告示で定める条件は、別記第七

に掲げる条件とする。 
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（ＩＰ－３型輸送物に係る条件） 

第十二条の二 規則第七十九条第一項第二号の告示で定める条件は、

別記第三第一号に定める条件とする。 

（容器として使用されているタンク、コンテナ又は IBC 容器） 

第十二条の三 規則第七十八条第二項の告示で定める基準は、次の

各号に定めるとおりとする。 

一 タンクにあっては、次に掲げる基準 

イ 規則第七十七条に定める基準 

ロ 二六五キロパスカルの圧力による試験を行つても漏えい又

は著しい変形のないこと。 

ハ 通常の運送状態で、表面における最大線量当量率の著しい

増加がなく、かつ、当該最大線量当量率が毎時二ミリシーベ

ルト（表面における最大線量当量率について規則第百七条第

三項の承認を受けた場合にあっては、毎時一〇ミリシーベル

ト）を超えないこと。 

ニ 収納される放射性物質は、タンク内部の空間が当該タンク

の容積の十パーセント以下とならないよう封入されること。

ただし、国土交通大臣が適当と認める場合はこの限りでない。 

ホ 放射性物質等以外の輸送に使用されないこと。 

へ その他国土交通大臣が必要と認める基準 

二 コンテナにあっては、次に掲げる基準 

イ 前号イに定める基準 

ロ 収納される放射性物質が固体状のものであること。 

ハ 国土交通大臣が適当と認める試験の条件の下に置くことと

した場合に、表面における最大線量当量率の著しい増加がな

く、かつ、当該量大線量当量率が毎時二ミリシーベルト（表

面における最大線量当量率について規則第百七条第三項の承

認を受けた場合にあっては、毎時一〇ミリシーベルト）を超

えないこと。 

ニ その他国土交通大臣が必要と認める基準 

三 IBC 容器にあっては、次に掲げる基準 

イ 第一号イ及び前号ハに定める基準 

ロ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四

年運輸省告示第五百四十九号）第二十五条の五第二項に定め

る容器等級Ⅰ又はⅡの危険物を収納する金属製ＩＢＣ容器の

基準 

（核分裂性輸送物に係る条件） 

第十三条 規則第八十一条第一号イの告示で定める条件は、別記第

八に掲げる条件とする。 
第十三条の二 規則第八十一条第一号ロの告示で定める場合は、次

の各号に掲げる場合とする。 
一 当該核分裂性輸送物と同一のものを別記第九に掲げる条件の

下に置くこととした場合 

二 当該核分裂性輸送物と同一のものであって別記第八に掲げる

条件の下に置いたものを、別記第九に掲げる条件の下に置くこ

ととした場合 

三 当該核分裂性輸送物と同一のものであって別記第十に掲げる

条件の下に置いたものを、別記第九に掲げる条件の下に置くこ

ととした場合 

四 当該核分裂性輸送物と同一のものであって別記第八に掲げる

条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送

物の輸送制限個数の五倍に相当する個数を積載することとした

場合であって、別記第九第二号及び第三号に掲げる条件の下に

置くこととしたとき。 

五 当該核分裂性輸送物と同一のものであって別記第十に掲げる

条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送

物の輸送制限個数の二倍に相当する個数を積載することとした

場合であって、別記第十一に掲げる条件の下に置くこととした

とき。 

第十四条 規則第八十一条第二号の放射性物質等のうち告示で定め

るものは、ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及

びプルトニウム二四一とし、同号の臨界に影響を及ぼすものとし

て告示で定める物質は、ベリリウム、水素及びその化合物並びに

これらの含有物（重水素（天然に存在するものを除く。）を含む

ものに限る。）並びに黒鉛その他の炭素原子のみが結合した物質

（核分裂性物質に対する当該物質の濃度が任意の一キログラムに

つき一グラムを超えるものに限る。）をいう。 

（六フッ化ウランを収納している放射性輸送物にかかる条件） 

第十四条の二 規則第八十二条第二項の告示で定める量は〇・一キ

ログラムとする。 

第十四条の三 規則第八十二条第二項第一号の告示で定める条件の

うち、イ及びロの基準に係る条件は別記第十二に掲げる条件とす

る。 

第十四条の四 規則第八十二条第二項第一号の告示で定める条件の

うち、イ及びハの基準に係る条件は別記第十三に掲げる条件とす

る。 

第十四条の四の二 規則第八十二条第二項第一号の告示で定める条

件のうち、ニの基準に係る条件は別記第十四に掲げる条件とする。 

（施錠等の措置の対象） 

第十四条の五 規則第八十五条第一項の告示で定める放射性物質等

は、別表第七に定める放射性物質等とする。 

（放射性輸送物の安全の確認） 

第十四条の六 規則第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等

は、次の各号に掲げる放射性物質等とする。 

一 別表第七第一号に定める放射性物質等 

二 〇・一キログラム以上の六フッ化ウランが収納されている放

射性輸送物 

第十四条の六の二 規則第八十七条第一項の告示で定める放射性廃

棄物等は、次の各号に掲げる放射性物質等とする。 

一 放射性廃棄物 

二 別表第七第一号に定める放射性物質等 

第十四条の六の三 規則第八十七条第一項の告示で定める放射性物

質は、〇・一キログラム以上の六フッ化ウランとする。 

第十四条の七 規則第八十七条第七項の告示で定める場合は、BM 型

輸送物であって、規則第七十五条第四号の基準と同等以上の基準

の確認を受けていない場合とする。 

（輸送指数の決定方法） 

第十四条の八 規則第九十一条第二項の告示で定めるものは、次の

各号により算出された値とする。 

一 放射性輸送物にあっては、当該放射性輸送物の表面から一メ

ートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎

時単位で表した値に一〇〇を乗じて得た値（タンク又はコンテ

ナが容器として使用されている放射性輸送物にあっては、当該

値に、規則第九十一条第二項第一号の表（以下この条において

「表」という。）の上欄に掲げるタンク又はコンテナの最大断

面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて

得た値） 

二 外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあっ

ては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置に

おける最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に

一〇〇を乗じて得た値に、表の上欄に掲げるオーバーパックの

最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を

乗じて得た値 
三 放射性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コ

ンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量

率をミリシーベルト毎時単位で表した値に一〇〇を乗じて得た

値に、表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 

（臨界安全指数の決定に用いられる輸送制限個数） 

第十四条の九 規則第九十一条第三項の告示で定める輸送制限個数

は、第十四条第四号又は第五号の輸送制限個数のうち、いずれか

小なる輸送制限個数とする。 

第十四条の十 規則第九十一条第三項第二号の表備考のウラン二三

五の濃縮度に応じて告示で定める値は、次の表の上欄に掲げるウ

ラン二三五の濃縮度に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とし、

同号の表備考の核分裂性核種のうち告示で定めるものは、ウラン

二三五をいう。 
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ウラン二三五の濃縮度 Ａ 

一・五パーセント以下 二千二百 

一・五パーセントを超え五パーセント以下 八百五十 

五パーセントを超え十パーセント以下 六百六十 

十パーセントを超え二十パーセント以下 五百八十 

二十パーセントを超えるもの 四百五十 

（放射性輸送物等の標札等） 

第十五条 規則第九十二条第一項の告示で定める標札は、次の各号

に定めるとおりとする。 

一 規則第九十二条第一項の表（以下この条において「表」とい

う。）第一号に掲げる放射性輸送物又はオーバーパック及び第

四号に掲げるタンク又はコンテナにあっては、第一類白標札（第

一号様式） 

二 表第二号に掲げる放射性輸送物又はオーバーパック及び第五

号に掲げるタンク又はコンテナにあっては、第二類黄標札（第

一号様式） 

三 表第三号に掲げる放射性輸送物又はオーバーパック及び第六

号に掲げるタンク又はコンテナにあっては、第三類黄標札（第

一号様式） 

四 表第一号から第六号に掲げる放射性輸送物、オーバーパック、

タンク又はコンテナであって、副次危険性を有する放射性物質

を収納するものにあっては、前三号の標札のほか、船舶による

危険物の運送基準等を定める告示第一号様式副次危険性等級を

示す標札 

五 表第七号に掲げる核分裂性輸送物、オーバーパック、タンク

又はコンテナにあっては、第一号から第四号の標札のほか、臨

界安全指数標札（第一号様式） 

２ 規則第九十二条第二項の告示で定める識別番号は、次の各号に

定めるとおりとする。 

一 規則第八十六条の規定による設計の承認を受けた放射性輸送

物 設計承認番号及び容器の製造番号 

二 その他の放射性輸送物（Ｌ型輸送物及びＩＰ－１型輸送物を

除く。） 設計国の国際車両登録コード及び製造者の名称 

第十六条 規則第九十二条第三項の告示で定める表示は、三葉マー

ク（第二号様式）とする。 

第十七条 規則第九十二条第四項の告示で定める標識は、コンテナ

標識（第三号様式）とする。 

第十七条の二 規則第九十二条第六項の告示で定める基準は、国連

番号を六五ミリメートル以上の大きさの黒色の数字で、次の各号

に掲げるもののいずれかに記入することにより表示することとす

る。 

一 コンテナ標識の下半分 

二 第一類白標札、第二類黄標札若しくは第三類黄標札又はコン

テナ標識に近接して付す国連番号用表示（第四号様式） 

（線量） 

第十七条の二の二 規則第九十四条第一項第五号の告示で定める線

量は、一センチメートル線量当量とする。ただし、国土交通大臣

が適当と認めた場合は、この限りではない。 

（居住区域への積載禁止放射性輸送物） 

第十七条の二の三 規則第九十四条第一項第六号の告示で定める放

射性輸送物等は、規則第九十二条又は規則第百条第五項の規定に

より第二類黄標札（第一号様式）又は第三類黄標札（第一号様式）

を付すこととされる放射性輸送物等とする。 

（災害防止のための措置を要する放射性物質等） 

第十七条の三 規則第九十六条の告示で定める放射性物質等は、別

表第七に定める放射性物質等とする。 

 
第十八条 削除 
 
（低比放射性物質等の放射能の量の限度） 
第十八条の二 規則第九十五条第六項の告示で定める量は、次の表

の上欄に掲げる低比放射性物質等の区分に応じ、それぞれ同表の

下欄に掲げる放射能の量とする。 

低比放射性物質等の区分 

放射能の量 

湖川港内のみを

航行する船舶以

外の船舶の船倉

若しくは区画又

は甲板の一定区

域 

湖川港内のみを

航行する船舶の

船倉若しくは区

画又は甲板の一

定区域 

ＬＳＡ－Ⅰ 制限なし 制限なし 

ＬＳＡ－Ⅱ又はＬＳＡ－Ⅲ

であって可燃性でない固体
制限なし 

A2値の一〇〇

倍 

ＬＳＡ－Ⅱ又はＬＳＡ－Ⅲ

であって可燃性の固体又は

液体若しくは気体 

A2値の一〇〇倍 A2値の一〇倍 

ＳＣＯ－Ⅰ又はＳＣＯ－Ⅱ A2値の一〇〇倍 A2値の一〇倍 

（運送の安全の確認） 

第十八条の三 規則第九十九条第一項の告示で定める場合は、次の

各号に定める場合とする。 

一 放射性輸送物、オーバーパック、放射性輸送物が収納されて

いるコンテナ、規則第百条第一項各号に掲げる放射性輸送物と

しないで運送できる低比放射性物質等又は当該低比放射性物質

等が収納されているタンク若しくはコンテナを船内の数箇所に

集貨（低比放射性物質等、低比放射性物質等が収納されている

タンク若しくはコンテナ、放射性輸送物、オーバーパック又は

放射性輸送物が収納されているコンテナであって、他の低比放

射性物質等、他の低比放射性物質等が収納されているタンク若

しくはコンテナ、他の放射性輸送物、他のオーバーパック又は

他の放射性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が、

隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるもの

の集合をいう。以下この条において同じ。）として積載する場

合におけるそれらの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計の

うち、いずれか大きい値が、一集貨について五〇を超える場合 
二 船内に積載する各集貨の輸送指数の合計又は臨界安全指数の

合計のうち、いずれか大きい値が、一船舶について二〇〇（湖

川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあっては、五〇）

を超える場合 
（放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等） 

第十八条の四 規則第百条第一項第一号の告示で定める低比放射性

物質は、ＬＳＡ－Ⅰとする。 

第十八条の五 規則第百条第一項第二号の告示で定める表面汚染物

は、ＳＣＯ－Ⅰとする。 

第十八条の六 規則第百条第一項第二号イの告示で定める密度は、

第四条の三の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる密度とする。 

（輸送指数の決定方法） 

第十八条の六の二 規則第百条第四項の告示で定めるものは、次の

各号により算出された値とする。 

一 低比放射性物質等（タンクに収納されているものを除く。）

又は低比放射性物質等が収納されているタンクにあっては、当

該低比放射性物質等又はタンクの表面から一メートル離れた位

置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した

値に一〇〇を乗じて得た値に、規則第百条第四項第一号の表（以

下この条において「表」という。）の上欄に掲げる低比放射性

物質等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の

下欄に掲げる係数を乗じて得た値 

二 低比放射性物質等が収納されているコンテナにあっては、当

該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量

当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に一〇〇を乗じて

得た値に、表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 

第十八条の七 規則第百条第四項第一号の告示で定めるウラン又は

トリウムの鉱石又は精鉱（以下「ウラン鉱石等」という。）は、

次の表の上欄に掲げるウラン鉱石等とし、同号の告示で定める値

は、当該ウラン鉱石等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ
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る最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値とする。 

ウラン鉱石等の区分 値 

ウラン又はトリウムの鉱石又は物理的精鉱 〇・四 

トリウムの化学的精鉱 〇・三 

六フッ化ウラン以外のウランの化学的精鉱 〇・〇二 

（放射性輸送物等の標札等） 

第十八条の七の二 規則第百条第五項の告示で定める標札は、次の

各号に定めるとおりとする。 

一 低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナであ

って、輸送指数が〇であるものにあっては、第一類白標札（第

一号様式） 

二 低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナであ

って、輸送指数が〇を超え、一を超えないものにあっては、第

二類黄標札（第一号様式） 

三 低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナであ

って、前二号に掲げるもの以外のものにあっては、第三類黄標

札（第一号様式） 

四 低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナであ

って、六フッ化ウランを収納するものにあっては、前三号の標

札のほか、船舶による危険物の運送基準等を定める告示第一号

様式副次危険性等級八を示す標札 

五 低比放射性物質等が収納されているコンテナであって、核分

裂性輸送物を収納するものにあっては、第一号から第四号の標

札のほか、臨界安全指数標札（第一号様式） 

第十八条の八 規則第百条第十三項の告示で定める物質は、核分裂

性核種（化合物に含まれるものを含む。）とし、同項の告示で定

める量は、四十五グラムとする。 

（放射線防護計画の記載事項） 

第十九条 規則第百三条第三項の告示で定める事項は、次の各号に

掲げる事項とする。 

一 輸送実施体制に関する事項 

二 線量の測定方法及び線量評価に関する事項 

三 放射性輸送物の表面の汚染に関する事項 

四 放射性輸送物からの隔離及び防護に関する事項 

五 緊急時の対応に関する事項 

六 訓練及び教育に関する事項 

七 品質保証に関する事項 

八 その他国土交通大臣が必要と認める事項 

 

第二十条 削除 

 

（荷役場所に係る表面密度限度等） 

第二十一条 規則第百五条の告示で定める基準は、次の各号に定め

るとおりとする。 

一 表面の固定されていない汚染にあっては、第四条の三に定め

る密度 

二 表面の固定されていない汚染以外の汚染にあっては、当該表

面における最大線量当量率が毎時五マイクロシーベルト 

（運送の届出） 

第二十二条 規則第百六条第一項の告示で定める場合は、第十八条

の三各号に定める場合とする。 

（特別措置に係る被ばく管理のため必要な措置） 

第二十三条 規則第百七条第一項第三号の告示で定める必要な措置

は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 放射性物質等を自動車等に積載した状態で、自動車渡船によ

り運送すること。 

二 核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二

号）第四条第二項及び第十九条第三項各号又は放射性同位元素

等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三号）第四条第

二項及び第十八条第三項各号の定めるところによること。 

三 運送中に、放射性物質等を積載した自動車等について積込み

又は取御しを行わないこと。 

第二十四条 規則第百十一条第一項の検査は、次の表の上欄に掲げ

る危険物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行う検

査とする。 

別表第七第一号に定める放射

性物質等 

国土交通大臣 

別表第七第二号又は第三号に

定める放射性物質等 

船積地を管轄する地方運輸局長

別表第七に定める放射性物質

以外の危険物 

船積地を管轄する地方運輸局長

又は登録検査機関 

 

附 則（平成二十六年十二月二十二日国土交通省告示第千百八十二

号） 抄 

第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 

 

 

 

別表第一（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数

量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 

原

子

番

号

放射性物質の

種類 

特別形放射

性物質等で

ある場合の

数量(A1値) 

 

単位 TBq 

特別形放射性

物質等以外の

放射性物質等

である場合の

数量(A2値) 

単位 TBq 

放射能 
濃度 

 

単位 
Bq/ｇ 

 
放射能量 
 
 
単位 Bq 

1 3H  40 40 1×10６ 1×10９ 
4 7Be  20 20 1×10３ 1×10７ 
4 10Be  40 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
6 11C  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
6 14C  40 3 1×10４ 1×10７ 
7 13N  9×10－１ 6×10－１ 1×10２ 1×10９ 
9 18F  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
11 22Na  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
11 24Na  2×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
12 28Mg  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
13 26Al  1×10－１ 1×10－１ 1×10１ 1×10５ 
14 31Si  6×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
14 32Si  40 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
15 32P  5×10－１ 5×10－１ 1×10３ 1×10５ 
15 33P  40 1 1×10５ 1×10８ 
16 35S  40 3 1×10５ 1×10８ 
17 36Cl  10 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
17 38Cl  2×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
18 37Ar  40 40 1×10６ 1×10８ 
18 39Ar  40 20 1×10７ 1×10４ 
18 41Ar  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10９ 
19 40K  9×10－１ 9×10－１ 1×10２ 1×10６ 
19 42K  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10６ 
19 43K  7×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
20 41Ca  制限なし 制限なし 1×10５ 1×10７ 
20 45Ca  40 1 1×10４ 1×10７ 
20 47Ca  3 3×10－１ 1×10１ 1×10６ 
21 44Sc  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
21 46Sc  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
21 47Sc  10 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
21 48Sc  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
22 44Ti  5×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
23 48V  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
23 49V  40 40 1×10４ 1×10７ 
24 51Cr  30 30 1×10３ 1×10７ 
25 52Mn  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
25 53Mn  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10９ 
25 54Mn  1 1 1×10１ 1×10６ 
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25 56Mn  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
26 52Fe  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10６ 
26 55Fe  40 40 1×10４ 1×10６ 
26 59Fe  9×10－１ 9×10－１ 1×10１ 1×10６ 
26 60Fe  40 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
27 55Co  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
27 56Co  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
27 57Co  10 10 1×10２ 1×10６ 
27 58Co  1 1 1×10１ 1×10６ 
27 58mCo  40 40 1×10４ 1×10７ 
27 60Co  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
28 59Ni  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10８ 
28 63Ni  40 30 1×10５ 1×10８ 
28 65Ni  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
29 64Cu  6 1 1×10２ 1×10６ 
29 67Cu  10 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
30 65Zn  2 2 1×10１ 1×10６ 
30 69Zn  3 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
30 69mZn  3 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
31 67Ga  7 3 1×10２ 1×10６ 
31 68Ga  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
31 72Ga  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
32 68Ge  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
32 71Ge  40 40 1×10４ 1×10８ 
32 77Ge  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
33 72As  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
33 73As  40 40 1×10３ 1×10７ 
33 74As  1 9×10－１ 1×10１ 1×10６ 
33 76As  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
33 77As  20 7×10－１ 1×10３ 1×10６ 
34 75Se  3 3 1×10２ 1×10６ 
34 79Se  40 2 1×10４ 1×10７ 
35 76Br  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
35 77Br  3 3 1×10２ 1×10６ 
35 82Br  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
36 79Kr  4 2 1×10３ 1×10５ 
36 81Kr  40 40 1×10４ 1×10７ 
36 85Kr  10 10 1×10５ 1×10４ 
36 85mKr  8 3 1×10３ 1×10１０

36 87Kr  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10９ 
37 81Rb  2 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 
37 83Rb  2 2 1×10２ 1×10６ 
37 84Rb  1 1 1×10１ 1×10６ 
37 86Rb  5×10－１ 5×10－１ 1×10２ 1×10５ 
37 87Rb  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10７ 

37 
Rb(天然の混

合比のもの)  
制限なし 制限なし 1×10４ 1×10７ 

38 82Sr  2×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
38 85Sr  2 2 1×10２ 1×10６ 
38 85mSr  5 5 1×10２ 1×10７ 
38 87mSr  3 3 1×10２ 1×10６ 
38 89Sr  6×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
38 90Sr  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10４ 
38 91Sr  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
38 92Sr  1 3×10－１ 1×10１ 1×10６ 
39 87Y  1 1 1×10１ 1×10６ 
39 88Y  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
39 90Y  3×10－１ 3×10－１ 1×10３ 1×10５ 
39 91Y  6×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
39 91mY  2 2 1×10２ 1×10６ 
39 92Y  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
39 93Y  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
40 88Zr  3 3 1×10２ 1×10６ 
40 93Zr  制限なし 制限なし 1×10３ 1×10７ 

40 95Zr  2 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 
40 97Zr  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
41 93mNb  40 30 1×10４ 1×10７ 
41 94Nb  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
41 95Nb  1 1 1×10１ 1×10６ 
41 97Nb  9×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
42 93Mo  40 20 1×10３ 1×10８ 
42 99Mo  1 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
43 95mTc  2 2 1×10１ 1×10６ 
43 96Tc  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
43 96mTc  4×10－１ 4×10－１ 1×10３ 1×10７ 
43 97Tc  制限なし 制限なし 1×10３ 1×10８ 
43 97mTc  40 1 1×10３ 1×10７ 
43 98Tc  8×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
43 99Tc  40 9×10－１ 1×10４ 1×10７ 
43 99mTc  10 4 1×10２ 1×10７ 
44 97Ru  5 5 1×10２ 1×10７ 
44 103Ru  2 2 1×10２ 1×10６ 
44 105Ru  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
44 106Ru  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
45 99Rh  2 2 1×10１ 1×10６ 
45 101Rh  4 3 1×10２ 1×10７ 
45 102Rh  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
45 102mRh  2 2 1×10２ 1×10６ 
45 103mRh  40 40 1×10４ 1×10８ 
45 105Rh  10 8×10－１ 1×10２ 1×10７ 
46 103Pd  40 40 1×10３ 1×10８ 
46 107Pd  制限なし 制限なし 1×10５ 1×10８ 
46 109Pd  2 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
47 105Ag  2 2 1×10２ 1×10６ 
47 108mAg  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
47 110mAg  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
47 111Ag  2 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
48 109Cd  30 2 1×10４ 1×10６ 
48 113mCd  40 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
48 115Cd  3 4×10－１ 1×10２ 1×10６ 
48 115mCd  5×10－１ 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
49 111In  3 3 1×10２ 1×10６ 
49 113mIn  4 2 1×10２ 1×10６ 
49 114mIn  10 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
49 115mIn  7 1 1×10２ 1×10６ 
50 113Sn  4 2 1×10３ 1×10７ 
50 117mSn  7 4×10－１ 1×10２ 1×10６ 
50 119mSn  40 30 1×10３ 1×10７ 
50 121mSn  40 9×10－１ 1×10３ 1×10７ 
50 123Sn  8×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
50 125Sn  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10５ 
50 126Sn  6×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
51 122Sb  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10４ 
51 124Sb  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
51 125Sb  2 1 1×10２ 1×10６ 
51 126Sb  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
52 121Te  2 2 1×10１ 1×10６ 
52 121mTe  5 3 1×10２ 1×10６ 
52 123mTe  8 1 1×10２ 1×10７ 
52 125mTe  20 9×10－１ 1×10３ 1×10７ 
52 127Te  20 7×10－１ 1×10３ 1×10６ 
52 127mTe  20 5×10－１ 1×10３ 1×10７ 
52 129Te  7×10－１ 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
52 129mTe  8×10－１ 4×10－１ 1×10３ 1×10６ 
52 131mTe  7×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
52 132Te  5×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10７ 
53 123I  6 3 1×10２ 1×10７ 
53 124I  1 1 1×10１ 1×10６ 
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53 125I  20 3 1×10３ 1×10６ 
53 126I  2 1 1×10２ 1×10６ 
53 129I  制限なし 制限なし 1×10２ 1×10５ 
53 131I  3 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
53 132I  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
53 133I  7×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
53 134I  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
53 135I  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
54 122Xe  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10９ 
54 123Xe  2 7×10－１ 1×10２ 1×10９ 
54 127Xe  4 2 1×10３ 1×10５ 
54 131mXe  40 40 1×10４ 1×10４ 
54 133Xe  20 10 1×10３ 1×10４ 
54 135Xe  3 2 1×10３ 1×10１０

55 129Cs  4 4 1×10２ 1×10５ 
55 131Cs  30 30 1×10３ 1×10６ 
55 132Cs  1 1 1×10１ 1×10５ 
55 134Cs  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10４ 
55 134mCs  40 6×10－１ 1×10３ 1×10５ 
55 135Cs  40 1 1×10４ 1×10７ 
55 136Cs  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
55 137Cs  2 6×10－１ 1×10１ 1×10４ 
56 131Ba  2 2 1×10２ 1×10６ 
56 133Ba  3 3 1×10２ 1×10６ 
56 133mBa  20 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
56 140Ba  5×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
57 137La  30 6 1×10３ 1×10７ 
57 140La  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
58 139Ce  7 2 1×10２ 1×10６ 
58 141Ce  20 6×10－１ 1×10２ 1×10７ 
58 143Ce  9×10－１ 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
58 144Ce  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
59 142Pr  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10５ 
59 143Pr  3 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
60 147Nd  6 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
60 149Nd  6×10－１ 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
61 143Pm  3 3 1×10２ 1×10６ 
61 144Pm  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
61 145Pm  30 10 1×10３ 1×10７ 
61 147Pm  40 2 1×10４ 1×10７ 
61 148mPm  8×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
61 149Pm  2 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
61 151Pm  2 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
62 145Sm  10 10 1×10２ 1×10７ 
62 147Sm  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
62 151Sm  40 10 1×10４ 1×10８ 
62 153Sm  9 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
63 147Eu  2 2 1×10２ 1×10６ 
63 148Eu  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
63 149Eu  20 20 1×10２ 1×10７ 

63 
150Eu(短半減

期のもの)  
2 7×10－１ 1×10３ 1×10６ 

63 
150Eu(長半減

期のもの)  
7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 

63 152Eu  1 1 1×10１ 1×10６ 
63 152mEu  8×10－１ 8×10－１ 1×10２ 1×10６ 
63 154Eu  9×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
63 155Eu  20 3 1×10２ 1×10７ 
63 156Eu  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
64 146Gd  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
64 148Gd  20 2×10－3 1×10１ 1×10４ 
64 153Gd  10 9 1×10２ 1×10７ 
64 159Gd  3 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
65 157Tb  40 40 1×10４ 1×10７ 

65 158Tb  1 1 1×10１ 1×10６ 
65 160Tb  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
66 159Dy  20 20 1×10３ 1×10７ 
66 165Dy  9×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
66 166Dy  9×10－１ 3×10－１ 1×10３ 1×10６ 
67 166Ho  4×10－１ 4×10－１ 1×10３ 1×10５ 
67 166mHo  6×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
68 169Er  40 1 1×10４ 1×10７ 
68 171Er  8×10－１ 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
69 167Tm  7 8×10－１ 1×10２ 1×10６ 
69 170Tm  3 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
69 171Tm  40 40 1×10４ 1×10８ 
70 169Yb  4 1 1×10２ 1×10７ 
70 175Yb  30 9×10－１ 1×10３ 1×10７ 
71 172Lu  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
71 173Lu  8 8 1×10２ 1×10７ 
71 174Lu  9 9 1×10２ 1×10７ 
71 174mLu  20 10 1×10２ 1×10７ 
71 177Lu  30 7×10－１ 1×10３ 1×10７ 
72 172Hf  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
72 175Hf  3 3 1×10２ 1×10６ 
72 181Hf  2 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
72 182Hf  制限なし 制限なし 1×10２ 1×10６ 

73 
178Ta(長半減

期のもの)  
1 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 

73 179Ta  30 30 1×10３ 1×10７ 
73 182Ta  9×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10４ 
74 178W  9 5 1×10１ 1×10６ 
74 181W  30 30 1×10３ 1×10７ 
74 185W  40 8×10－１ 1×10４ 1×10７ 
74 187W  2 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
74 188W  4×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
75 184Re  1 1 1×10１ 1×10６ 
75 184mRe  3 1 1×10２ 1×10６ 
75 186Re  2 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
75 187Re  制限なし 制限なし 1×10６ 1×10９ 
75 188Re  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10５ 
75 189Re  3 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 

75 
Re(天然の混

合比のもの) 
制限なし 制限なし 1×10６ 1×10９ 

76 185Os  1 1 1×10１ 1×10６ 
76 191Os  10 2 1×10２ 1×10７ 
76 191mOs  40 30 1×10３ 1×10７ 
76 193Os  2 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
76 194Os  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
77 189Ir  10 10 1×10２ 1×10７ 
77 190Ir  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
77 192Ir  1 6×10－１ 1×10１ 1×10４ 
77 194Ir  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
78 188Pt  1 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 
78 191Pt  4 3 1×10２ 1×10６ 
78 193Pt  40 40 1×10４ 1×10７ 
78 193mPt  40 5×10－１ 1×10３ 1×10７ 
78 195mPt  10 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
78 197Pt  20 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
78 197mPt  10 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
79 193Au  7 2 1×10２ 1×10７ 
79 194Au  1 1 1×10１ 1×10６ 
79 195Au  10 6 1×10２ 1×10７ 
79 198Au  1 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
79 199Au  10 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
80 194Hg  1 1 1×10１ 1×10６ 
80 195mHg  3 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
80 197Hg  20 10 1×10２ 1×10７ 
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80 197mHg  10 4×10－１ 1×10２ 1×10６ 
80 203Hg  5 1 1×10２ 1×10５ 
81 200Tl  9×10－１ 9×10－１ 1×10１ 1×10６ 
81 201Tl  10 4 1×10２ 1×10６ 
81 202Tl  2 2 1×10２ 1×10６ 
81 204Tl  10 7×10－１ 1×10４ 1×10４ 
82 201Pb  1 1 1×10１ 1×10６ 
82 202Pb  40 20 1×10３ 1×10６ 
82 203Pb  4 3 1×10２ 1×10６ 
82 205Pb  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10７ 
82 210Pb  1 5×10－2 1×10１ 1×10４ 
82 212Pb  7×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
83 205Bi  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
83 206Bi  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
83 207Bi  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
83 210Bi  1 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
83 210mBi  6×10－１ 2×10－2 1×10１ 1×10５ 
83 212Bi  7×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10５ 
84 210Po  40 2×10－2 1×10１ 1×10４ 
85 211At  20 5×10－１ 1×10３ 1×10７ 
86 222Rn  3×10－１ 4×10－3 1×10１ 1×10８ 
88 223Ra  4×10－１ 7×10－3 1×10２ 1×10５ 
88 224Ra  4×10－１ 2×10－2 1×10１ 1×10５ 
88 225Ra  2×10－１ 4×10－3 1×10２ 1×10５ 
88 226Ra  2×10－１ 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
88 228Ra  6×10－１ 2×10－2 1×10１ 1×10５ 
89 225Ac  8×10－１ 6×10－3 1×10１ 1×10４ 
89 227Ac  9×10－１ 9×10－5 1×10-１ 1×10３ 
89 228Ac  6×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
90 227Th  10 5×10－3 1×10１ 1×10４ 
90 228Th  5×10－１ 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
90 229Th  5 5×10－4 1×10０ 1×10３ 
90 230Th  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
90 231Th  40 2×10－2 1×10３ 1×10７ 
90 232Th  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
90 234Th  3×10－１ 3×10－１ 1×10３ 1×10５ 

90 
Th(天然の混

合比のもの)  
制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

91 230Pa  2 7×10－2 1×10１ 1×10６ 
91 231Pa  4 4×10－4 1×10０ 1×10３ 
91 233Pa  5 7×10－１ 1×10２ 1×10７ 
92 230U(F)  40 1×10－１ 1×10１ 1×10５ 
92 230U(M)  40 4×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 230U(S)  30 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 232U(F)  40 1×10－2 1×10０ 1×10３ 
92 232U(M)  40 7×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 232U(S)  10 1×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 233U(F)  40 9×10－2 1×10１ 1×10４ 
92 233U(M)  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
92 233U(S)  40 6×10－3 1×10１ 1×10５ 
92 234U(F)  40 9×10－2 1×10１ 1×10４ 
92 234U(M)  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
92 234U(S)  40 6×10－3 1×10１ 1×10５ 
92 235U  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
92 236U(F)  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
92 236U(M)  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
92 236U(S)  40 6×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 238U  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 

92 
U(天然の混

合比のもの)  
制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

92 
U(未照射、か

つ濃縮度 20％
以下のもの)  

制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

92 
U(劣化した

もの)  
制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

93 235Np  40 40 1×10３ 1×10７ 

93 
236Np(短半減

期のもの)  
20 2 1×10３ 1×10７ 

93 
236Np(長半減

期のもの)  
9 2×10－2 1×10２ 1×10５ 

93 237Np  20 2×10－3 1×10０ 1×10３ 
93 239Np  7 4×10－１ 1×10２ 1×10７ 
94 236Pu  30 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
94 237Pu  20 20 1×10３ 1×10７ 
94 238Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
94 239Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
94 240Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10３ 
94 241Pu  40 6×10－2 1×10２ 1×10５ 
94 242Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
94 244Pu  4×10－１ 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
95 241Am  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
95 242mAm  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
95 243Am  5 1×10－3 1×10０ 1×10３ 
96 240Cm  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
96 241Cm  2 1 1×10２ 1×10６ 
96 242Cm  40 1×10－2 1×10２ 1×10５ 
96 243Cm  9 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
96 244Cm  20 2×10－3 1×10１ 1×10４ 
96 245Cm  9 9×10－4 1×10０ 1×10３ 
96 246Cm  9 9×10－4 1×10０ 1×10３ 
96 247Cm  3 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
96 248Cm  2×10－2 3×10－4 1×10０ 1×10３ 
97 247Bk  8 8×10－4 1×10０ 1×10４ 
97 249Bk  40 3×10－１ 1×10３ 1×10６ 
98 248Cf  40 6×10－3 1×10１ 1×10４ 
98 249Cf  3 8×10－4 1×10０ 1×10３ 
98 250Cf  20 2×10－3 1×10１ 1×10４ 
98 251Cf  7 7×10－4 1×10０ 1×10３ 
98 252Cf  1×10－1 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
98 253Cf  40 4×10－2 1×10２ 1×10５ 
98 254Cf  1×10－3 1×10－3 1×10０ 1×10３ 

備考１ (F)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、UF6、

UO2F2及び UO2(NO3)2の化学形をとるウラン化合物にのみ適

用し、(M)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、

UO3、UF4、UCl4及び 6 価の化合物の化学形をとるウラン化

合物にのみ適用し、(S)は(F)及び(M)に定めた以外のすべての

ウラン化合物に適用する。 
備考２ 第一欄に掲げる放射性物質のうち、次表の親核種の欄に掲

げるものの第二欄及び第三欄に掲げる数量は、次表の子孫核

種の欄に掲げる放射性物質を考慮して算定されている。 

親 核 種 子 孫 核 種 

28Mg 28Al 
42Ar 42K 

47Ca 47Sc 

44Ti 44Sc 

52Fe 52mMn 

60Fe 60mCo 

69mZn 69Zn 

68Ge 68Ga 

83Rb 83mKr 

82Sr 82Rb 

90Sr 90Y 

91Sr 91mY 

92Sr 92Y 

87Y 87mSr 

95Zr 95mNb 

97 Zr 97mNb、97Nb 
99 Mo 99mTc 

95m Tc 95Tc 
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96m Tc 96Tc 

103 Ru 103mRh 

106 Ru 106Rh 
103Pd 103mRh 
108mAg 108Ag 

110mAg 110Ag 
115Cd 115mIn 
114mIn  114In  
113Sn  113mIn  
121mSn 121Sn 
126Sn 126mSb 
118Te 118Sb 
127mTe 127Te 
129mTe 129Te 
131mTe 131Te 
132Te 132I 
135I 135mXe 
122Xe 122I 
137Cs 137mBa 
131Ba 131Cs 
140Ba 140La 
144Ce 144mPr、144Pr 
148mPm 148Pm 
146Gd 146Eu 
166Dy 166Ho 
172Hf 172Lu 
178Ｗ 178Ta 
188Ｗ 188Re 
189Re 189mOs 
194Os 194Ir 
189Ir 189mOs 
188Pt 188Ir 
194Hg 194Au 
195mHg 195Hg 
210Pb 210Bi 
212Pb 212Bi、208Tl、212Po 

210mBi 206Tl 
212Bi 208Tl、212Po 

211At 211Po 

222Rn 218Po、214Pb、218At、214Bi、214Po 

223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、211Po、207Tl 
224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl、212Po 

225Ra 225Ac、221Fr、217At、213Bi、209Tl、213Po、209Pb 

226Ra 222Rn、218Po、214Pb、218At、214Bi、214Po 

228Ra 228Ac 
225Ac 221Fr、217At、213Bi、209Tl、213Po、209Pb 

227Ac 223Fr 
228Th 224Ra、220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl、212Po 

234Th 234mPa、234Pa 

230Pa 226Ac、226Th、222Fr、222Ra、218Rn、214Po 

230U 226Th、222Ra、218Rn、214Po 

235U 231Th 

241Pu 237U 

244Pu 240U、240mNp 

242mAm 242Am、238Np 

243Am 239Np 

247Cm 243Pu 

249Bk 245Am 

253Cf 249Cm 

備考３ 第一欄に掲げる放射性物質のうち、次表の親核種の欄に掲げる

ものの第四欄及び第五欄に掲げる数量は、次表の子孫核種の欄に

掲げる放射性物質を考慮して算定されている。 

親 核 種 子 孫 核 種 

90Sr 90Ｙ 
93Zr 93mNb 
97Zr 97Nb 
106Ru 106Rh 
108mAg 108Ag 
137Cs 137mBa 
144Ce 144Pr 
140Ba 140La 
212Bi 208Tl（0.36）、212Po（0.64） 
210Pb 210Bi、210Po 
212Pb 212Bi、208Tl（0.36）、212Po（0.64） 
222Rn 218Po、214Pb、214Bi、214Po 
223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl 
224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl（0.36）、212Po（0.64） 
226Ra 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、

210Po 
228Ra 228Ac 
228Th 224Ra、220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl（0.36）、

212Po（0.64） 
229Th 225Ra、225Ac、221Fr、217At、213Bi、213Po、209Pb
Th（天然の

混合比のも

の） 

228Ra、228Ac、228Th、224Ra、220Rn、216Po、212Pb、
212Bi、208Tl（0.36）、212Po（0.64） 

234Th 234mPa 
230U 226Th、222Ra、218Rn、214Po 
232U 228Th、224Ra、220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl

（0.36）、212Po（0.64） 
235U 231Th 
238U 234Th、234mPa 
U（天然の混

合比のもの）

234Th、234mPa、234U、230Th、226Ra、222Rn、218Po、
214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po 

237Np 233Pa 
242mAm 242Am 
243Am 239Np 
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別表第二（第 4 条関係）  

種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる

放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

区  分 

特別形放射性物質

等である場合の数

量（A1値） 
単位 TBq 

特別形放射性物質

等以外の放射性物

質等である場合の

数量（A2値） 
単位 TBq

1 2 に該当する場合を

除く 

1 の第一欄中の

イ、ロ及びホの該

当する区分に応

じ、第二欄に掲げ

る数量のうち最も

小さいものを A1

値とする。ただし、

40 を超える場合

には、40 とする。 

1 の第一欄中の

イ、ロ、ハ、ニ及

びホの該当する区

分に応じ、第三欄

に掲げる数量のう

ち該当する最も小

さいものを A2値

とする。ただし、

40 を超える場合

には、40 とする。

イ ガンマ線又はエッ

クス線を放出する場

合（陽電子消滅により

発生するガンマ線を

含む。） 

1×10－13／ept 1×10－13／ept 

ロ ベータ線を放出す

る場合 
1×10－12／eβ 2.8×10－14／hskin 

ハ 吸入摂取又は径口

摂取するおそれのあ

る場合（船舶に設置す

る原子炉（研究開発段

階にあるものを除

く。）の設置、運転等

に関する規則の規定

に基づく線量限度等

を定める告示（平成元

年運輸省告示第八十

七号）（以下「線量告

示」という。）別表第

一第二欄又は第三欄

に数量の記載がある

場合をいう。） 

― 5×10－5／einh 

ニ サブマージョンに

よる被ばくのおそれ

がある場合(線量告示

別表第一第一欄に記

載している化学形が

「サブマージョン」で

ある場合をいう。) 

― 1.9×10－14／hsub 

ホ アルファ線を放出

する場合 
5×10－1／einh 5×10－5／einh 

2 放出する放射線が一

種類であり、当該放射

性物質が原子核の崩壊

連鎖を生ずるもの（以

下「親核種」という。）

であって、その物理的

半減期がその原子核の

崩壊によって生ずる放

射性物質(以下「娘核

種」という。)の物理的

半減期より長く、かつ、

娘核種の物理的半減期

が 10 日以内である場

合 

親核種及び娘核種

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第二欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

親核種及び娘核種

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第三欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

3 放出する放射線が二

種類以上の場合(4 に

該当する場合を除く。)

それぞれの放射線

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第二欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

それぞれの放射線

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第二欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

4 放出する放射線が二

種類以上であり、当該

放射性物質の物理的半

減期が娘核種の物理的

半減期より長く、かつ、

娘核種の物理的半減期

が 10 日以内の場合 

それぞれの放射線

に係る親核種及び

娘核種に対する 1
の第一欄の区分に

応じ、それぞれ第

二欄に掲げる数量

のうち最小のもの 

それぞれの放射線

に係る親核種及び

娘核種に対する 1
の第一欄の区分に

応じ、それぞれ第

三欄に掲げる数量

のうち最小のもの

備考 ept は 1m の距離における放射性物質の実効線量率係数 

(Sv・Bq－１・h－１)を、eβは自己しゃへい体から 1m の距離にお

けるベータ線を放出する放射性物質の皮膚の等価線量率係数

(Sv・Bq－１・h－１)を、hskinは皮膚上の放射性物質の単位密度(Bq・
m－２)あたりの皮膚の等価線量率係数(Sv・s－１・Bq－１・m２)を、

einh は当該放射性物質の化学形を考慮しない場合における線量

告示別表第一第二欄又は第三欄に掲げる値(mSv・Bq－１)のうち、

小なるものを、hsub はサブマージョン実効線量係数(Sv・s－１・

Bq－１・m３)をそれぞれ示す。 
 

別表第三（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が明らかでない放射性物質の場合又は種類が明らかであって、

一種類であり、かつ、別表第一又は第二に数量が掲げられていない

放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 

区  分 

特別形放射

性物質等で

ある場合の

数量 
（A1値） 

 
単位 TBq 

特別形放射

性物質等以

外の放射性

物質等であ

る場合の数

量(A2値） 
単位 TBq 

放射能濃

度 

 

 

単位 

Bq/g 

放射能量

 
 
 
 
 

単位 

Bq 
1 ガンマ線又

はベータ線の

みを放出する

放射性物質の

みが存在する

場合 

1×10－1 2×10－2 1×101 1×10４ 

2 アルファ線

を放出し、か

つ、中性子を放

出しない放射

性物質のみが

存在する場合 

2×10－1 9×10－5 1×10－1 1×10３ 

3 1及び2以外

の場合 
1×10－3 9×10－5 1×10－1 1×10３ 

備考 第四欄及び第五欄に掲げる数量について、国土交通大臣が

適当と認める場合はこの限りでない。 
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別表第四（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又

は一部が明らかである放射性物質の場合(別表第五及び別表第六

（第二欄に係るものに限る。）に該当する場合を除く。）の数量の

限度 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

区  分 

数  量 

 

単位 TBq

放射能濃度 

 

単位 Bq/g 

放射能量 

 

単位 Bq 

放射性物質の種

類の全部及び種

類別の数量の全

部が明らかな場

合 

次の算式を満たす

x1，x2，…，xnの

数量 

＝１・・・＋
ｎ

ｎ

X

x

X

x

X

x


2

2

1

1

 

同左 同左 

放射性物質の種

類の全部又は一

部が明らかであ

って種類別の数

量の一部が明ら

かでない場合 

次の算式を満たす

x1，x2，…，xn及

び y の数量 

＝１・・＋
ｎ

ｎ

Y

y

X

x

X

x

X

x




2

2

1

1 同左 同左 

備考 x1、x2、…、xn は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性

物質の数量を、X1、X2、…、Xn はそれぞれ x1、x2、…、xn に
係る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に

掲げる数量を、y は種類又は種類別の数量が明らかでない放射

性物質の数量を、Y は y に係る放射性物質の種類の全部が明

らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第

二又は別表第三に掲げる数量のうち最小のものを、y に係わる

放射性物質の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあっ

ては y に係る放射性物質に対する別表第三に掲げる数量を示

す。 
 

別表第五（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで、

種類別の分率が明らかである放射性物質の場合(特別形放射性物質

等以外の放射性物質等である場合に限り、別表第六（第二欄に係る

ものに限る。）に該当する場合を除く。）の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄

区  分 

数 量（A2値） 

 

 

単位 TBq 

放射能 

濃度 

単位 

Bq/g 

放射能

量 

単位

Bq 

放射性物

質の種類

の全部が

明らかな

場合 

 

　／＋・・・＋／＋／ ｎｎ２２ XXX

1

11 fff

 

同左 同左 

放射性物

質の種類

の一部が

明らかな

場合 

 

　／＋／・・・＋

＋／＋／

ｙｎｎ

２２

)YX

XX(

1

11

ff

ff
 同左 同左 

備考 f1，f2…，fnは種類が明らかな各放射性物質の分率、X1，X2，

…，Xnは f1，f2，…，fnに係る各放射性物質に対する別表第一、

別表第二又は別表第三に掲げる数量を、fy は種類が明らかでな

い放射性物質の分率を、Y は別表第三に掲げる数量を示す。 

 

 

 

別表第六（第 4 条関係） 

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合

比が天然のものと等しい放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

区  分 

特別形放射性物質

等である場合の数

量（A1値） 

 

単位 TBq 

特別形放射性物質等

以外の放射性物質等

である場合の数量

（A2値） 

単位 TBq

その系列のすべての放

射性物質（親核種を除

く。）の物理的半減期

が 10 日を超えず、か

つ、親核種の物理的半

減期より短い場合 

親核種に対する別

表第一、別表第二

又は別表第三の第

二欄に掲げる数量 

親核種に対する別表

第一、別表第二又は

別表第三の第三欄に

掲げる数量 

その系列の娘核種のう

ち、その物理的半減期

が 10 日を超え、又は親

核種の物理的半減期よ

り長いものがある場合

次の算式を満たす

x1，x2，…，xnの

数量 
(x1／X1)＋(x2／

X2)＋…＋(xn／Xn)
＝1 

次の算式を満たす

x1，x2，…，xnの数

量 
(x1／X1)＋(x2／X2)
＋…＋(xn／Xn)＝1 

備考 x1，x2，…，xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性

物質の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ

x1，x2，…，xnに係る各放射性物質に対する別表第一、別表第

二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 

 

別表第七（第 14 条の 5、第 14 条の 6、第 17 条の 3、第 17 条の 4
関係） 防護対象特定核燃料物質 

一 区分一 

イ 照射されていない次に掲げる物質 

(1) プルトニウム（プルトニウム二三八の同位体濃度が一〇

〇分の八〇を超えるものを除く。以下同じ。）及びその化

合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であっ

て、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの 

(2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が一〇〇分の二〇以上のウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラ

ン二三五の量が五キログラム以上のもの 

(3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キロ

グラム以上のもの 

ロ 照射されたイに掲げる物質であって、その表面から一メー

トルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気

に吸収された場合の吸収線量率（以下「吸収線量率」という。）

が毎時一グレイ以下のもの 

二 区分二 

イ 照射された前号イに掲げる物質であって、その表面から一

メートルの距離において吸収線量率が毎時一グレイを超える

もの（第三号ニに掲げるものを除く。） 

ロ 照射されていない次に掲げる物質 

(1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五〇〇

グラムを超え二キログラム未満のもの 

(2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が一〇〇分の二〇以上のウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラ

ン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のも

の 

(3) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が一〇〇分の一〇以上で一〇〇分の二〇に達しないウ

ラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上

を含む物質であって、ウラン二三五の量が一〇キログラム

以上のもの 
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(4) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五〇〇

グラムを超え二キログラム未満のもの 

ハ 照射されたロに掲げる物質であって、その表面から一メー

トルの距離において吸収線量率が毎時一グレイ以下のもの 

ニ 照射された次に掲げる物質であって、照射直後にその表面

から一メートルの距離において吸収線量率が毎時一グレイを

超えていたもの（第三号ニに掲げるものを除く。） 

(1) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃

料として使用できるもの 

(2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉におい

て燃料として使用できるもの 

(3) トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二

以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるも

の 

(4) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率を超え一〇〇分の一〇に達しないウラン

並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含

む物質 

三 区分三 

イ 照射された前号ロに掲げる物質であって、その表面から一

メートルの距離において吸収線量率が毎時一グレイを超える

もの（ニに掲げるものを除く。） 

ロ 照射されていない次に掲げる物質 

(1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が一五グ

ラムを超え五〇〇グラム以下のもの 

(2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が一〇〇分の二〇以上のウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラ

ン二三五の量が一五グラムを超え一キログラム以下のもの 

(3) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が一〇〇分の一〇以上で一〇〇分の二〇に達しないウ

ラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上

を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを

超え一〇キログラム未満のもの 

(4) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率を超え一〇〇分の一〇に達しないウラン

並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含

む物質であって、ウラン二三五の量が一〇キログラム以上

のもの 

(5) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又

は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が一五グ

ラムを超え五〇〇グラム以下のもの 

ハ 照射されたロに掲げる物質（照射されたロ(4)に掲げる物質

であって照射直後にその表面から一メートルの距離において

吸収線量率が毎時一グレイを超えていたもの及びニに掲げる

ものを除く。） 

ニ 照射された第一号イ、第二号ロ、ニ又はロに掲げる物質で

あつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率

が一グレイ毎時を超えるもの（使用済燃料を溶解した液体か

ら核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラ

スにより容器に固型化した物に含まれるものに限る。） 

備考 この表において放射性物質の量については、一の船舶で運

送される放射性物質の総量とする。 

 

 

 

 

 

別記第一（第四条関係） 特別形放射性物質等に係る試験 

一 衝撃試験 

試験しようとする放射性物質等をできるだけ模擬した供試物

（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下させ

ること。 

二 打撃試験 

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さ

から一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝

撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製棒の平端面で打つ

こと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル

以下のものとし、鋼製棒はその平端面の直径が二・五センチメ

ートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルの

ものとする。 

三 曲げ試験 

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固

定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落

下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすよう

に鋼製棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製棒は、

その平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その

角の半径が〇・三センチメートルのものとする。 

四 加熱試験 

供試物を摂氏八〇〇度の空気中に一〇分間置くこと。 

五 浸漬試験 

イ 固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除

く。）にあっては、供試物について、次に掲げる試験をその

順序で行うこと。 

(1) 常温の水中に七日間浸漬させること。 

(2) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五〇度まで加熱し、四

時間保持させること。 

(3) 摂氏三〇度以上であって湿度九〇パーセント以上の空気

中に七日間置くこと。 

(4) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五〇度まで加熱し、四

時間保持させること。 

ロ カプセルに封入された放射性物質等にあっては、供試物に

ついて、次に掲げる試験をその順序で行うこと。 

(1) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五〇度まで加熱し、四

時間保持させること。 

(2) 摂氏三〇度以上であって湿度九〇パーセント以上の空気

中に七日間置くこと。 

(3) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五〇度まで加熱し、四

時間保持させること。 

 

 

別記第二（第十条関係） ＬＳＡ－Ⅲに係る試験 

常温の水中に七日間浸漬させること。 

 

 

別記第三（第六条、第十二条の二関係） Ａ型輸送物に係る条件 

一 条件 

イ 毎時五〇ミリメートルの雨量に相当する水を一時間吹き付

けること。 

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。 

(1) その質量が、五、〇〇〇キログラム未満のものにあって

は一・二メートルの高さから、五、〇〇〇キログラム以上

一〇、〇〇〇キログラム未満のものにあっては〇・九メー

トルの高さから、一〇、〇〇〇キログラム以上一五、〇〇

〇キログラム未満のものにあっては〇・六メートルの高さ

から、一五、〇〇〇キログラム以上のものにあっては〇・

三メートルの高さから、それぞれ最大の破損を及ぼすよう

に落下させること。 

(2) その質量が五〇キログラム以下のファイバー板製又は木

製の直方体のものにあっては各コーナーに対して、その質

量が一〇〇キログラム以下のファイバー板製の円筒形のも

のにあっては各縁の四半分ごとに対して、〇・三メートル
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の高さから、それぞれ最大の破損を及ぼすように落下させ

ること。 

(3) その質量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に一三

キロパスカルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いず

れか大きいものを二四時間加えること。 

(4) 質量が六キログラムであり、直径が三・二センチメート

ルの容易に破損しない棒であって、その先端が半球形のも

のを一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部

分に落下させること。 

二 液体状又は気体状の放射性物質等に係る追加条件 

前号の条件の下に置くほか、次のイ及びロの条件のうち、最

大の破損を受ける条件の下に置くこと。ただし、気体状のトリ

チウム又は希ガスが収納されているものにあっては、この限り

でない。 

イ 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させ

ること。 

ロ 前号ロ(4)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該輸

送物の最も弱い部分に落下させること。 

 

 

別記第四（第七条関係） ＢＭ型輸送物に係る条件 

一 摂氏三八度である環境に一週間放置すること。この場合にお

いて、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物の表面の形状及び位

置の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日光の直射によ

る入熱を一日につき一二時間負荷すること。 

表面の形状及び位置 日光の直射による入熱 

（ワット毎平方メートル） 

水平に輸送さ

れる表面 

底面 〇 

その他 八〇〇 

水平に輸送されない下向き

の表面 
二〇〇 

垂直に輸送される表面 二〇〇 

その他の表面 四〇〇 

二 別記第三第一号の条件の下に置くこと。 

 

 

別記第五（第八条関係） ＢＭ型輸送物に係る条件 

一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるよう

な順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。 

イ 九メートルの高さから落下させること。ただし、その質量

が五〇〇キログラム以下、比重が一以下、かつ、収納され、

又は包装されている放射性物質等が特別形放射性物質等以外

のものであって、当該放射性物質等の放射能の量がA2値の一、

〇〇〇倍を超えるものにあっては、これに代えて、質量が五

〇〇キログラム、縦及び横の長さが一メートル、下面の端部

及び隅角部の曲率半径が六ミリメートル以下の軟鋼板を九メ

ートルの高さから当該放射性輸送物が最大の破損を受けるよ

うに水平に落下させること。 

ロ 垂直に固定した直径が一五センチメートルであり、長さが

二〇センチメートルの軟鋼丸棒であって、その上面が滑らか

な水平面であり、かつ、その端部の曲率半径が六ミリメート

ル以下のものに一メートルの高さから落下させること。 

二 第一号の条件の下に置いた後、摂氏三八度の空気中で容器に

収納される放射性物質等の最大発熱量を負荷し、かつ、別記第

四第一号に定める日光の直射による入熱を負荷した状態で熱的

に平衡な状態に置いた放射性輸送物等を最小〇．九の平均火炎

放射率の熱流束であり、かつ、摂氏八〇〇度の火炎に曝される

環境に三〇分間置いた後、容器に収納される放射性物質等の最

大発熱量を負荷しつつ、かつ、別記第四第一号に定める日光の

直射による入熱を負荷しつつ摂氏三八度の空気中で冷却するこ

と。この場合において、放射性輸送物の表面の熱吸収率は〇．

八又は実証された値とし、人為的に冷却してはならない。 

三 深さ一五メートルの水中に八時間浸漬させること。 

別記第六（第八条の二関係） A2 値の一〇〇、〇〇〇倍の放射能を

有する放射性物質が収納されている放射性輸送物に係る条件 

深さ二〇〇メートルの水中に一時間浸漬させること。 

 

 

別記第七（第十二条関係） ＩＰ－２型輸送物に係る条件 

別記第三第一号ロ(1)、(2)及び(3)の条件又はこれと同等と国土交通

大臣が認める条件の下に置くこと。 

 

 

別記第八（第十三条関係） 核分裂性輸送物に係る条件 

一 別記第三第一号イの条件の下に置くこと。 

二 前号の条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。 

イ 別記第三第一号ロ(1)の条件の下に置くこと。 

ロ 別記第三第一号ロ(2)、(3)及び(4)の下に置くこと。 

 

 

別記第九（第十四条関係） 核分裂性輸送物に係る条件 

一 放射性輸送物内部の空間について水の浸入又は浸出があるこ

と。ただし、水の浸入又は浸出を防止する特別な措置が講じら

れた空間にあっては、この限りでない。 

二 放射性物質等は中性子増倍率（原子核分裂の連鎖反応におい

て、核分裂により放出された一個の中性子ごとに、次の核分裂

によって放出される中性子の数をいう。）が最大となる配置及

び減速状態にあること。 

三 密封装置の周囲に、厚さ二〇センチメートルの水による中性

子の反射があること。 

 

 

別記第十（第十四条関係） 核分裂性輸送物に係る条件 

次の各号の条件のうち、最大の破損を受ける条件の下に置くこと。 

一 次の条件の下に順次置くこと。 

イ 別記第八の条件の下に置くこと。 

ロ ハの条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるような

順序で次に掲げる条件の下に順次置くこと。 

(1) 別記第五第一号ロの条件の下に置くこと。 

(2) 九メートルの高さから落下させること。ただし、その質

量が五〇〇キログラム以下、比重が一以下のものにあって

は、これに代えて、質量が五〇〇キログラム、縦及び横の

長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲率半径が六

ミリメートル以下の軟鋼板を九メートルの高さから当該放

射性輸送物が最大の破損を受けるように水平に落下させる

こと。 

ハ 別記第五第二号の条件の下に置くこと。 

ニ 深さ〇・九メートルの水中に八時間浸漬させること。ただ

し、規則第八十一条第二号における臨界の評価の際に、水の

浸入又は浸出があらかじめ想定されているものにあっては、

この限りでない。 

二 次の条件の下に順次置くこと。 

イ 別記第八の条件の下に置くこと。 

ロ 深さ一五メートルの水中に八時間浸漬させること。 

 

 

別記第十一（第十四条関係） 核分裂性輸送物に係る条件 

一 別記第九第三号の条件の下に置くこと。 

二 当該核分裂性輸送物相互間は中性子増倍率が最大となるよう

な状態とすること。 

 

 

別記第十二（第十四条の三関係） 六フッ化ウランを収納している

放射性輸送物にかかる条件 

次の各号の条件のうち、いずれかの条件 

一 次の条件の下に置くこと。 
イ 二・七六メガパスカル以上の圧力を水圧で負荷すること。 
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ロ 運送中に予想される圧力の最大値の二倍の圧力を水圧で負

荷した後、当該最大圧力の一・五倍の圧力まで下げること。 
ハ 弁を取り付けた後、〇・六九メガパスカルの気圧を負荷す

ること。 
二 次の条件の下に置くこと。 

イ 一・三八メガパスカル以上の圧力を水圧で負荷すること。 

ロ 前号ロ及びハの条件 

 

 

別記第十三（第十四条の四関係） 六フッ化ウランを収納している

放射性輸送物にかかる条件 

別記第三第一号ロ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。 

 

 

別記第十四（第十四条の四の二関係） 六フッ化ウランを収納して

いる放射性輸送物にかかる条件 

別記第五第二号の条件の下に置くこと。 

 

 

第 1 号様式（第 15 条、第 18 条の 7 の 2 関係） 

第一類白標札 

 
 

 

第二類黄標札 

 

 

第三類黄標札 

 

 

臨界安全指数標札 

 

 

注1 三葉マークは、第2号様式によるものとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質

等の名称（当該放射性物質等が低比放射性物質等に該当する

場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ⅰに該当するものの名称を

除く。）及び低比放射性物質等の区分）を記入すること。こ

の場合において、複数の放射性物質等が収納され、又は包装

されているときは、そのうち代表的なものの名称をできる限

り記入することとする。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質

等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。ただ

し、核分裂性物質のみが収納されている場合にあっては、そ

の放射能の量の合計に代えてその質量の合計を記入すること

ができる。 
4 2及び3にかかわらず、収納され、又は包装されている放射性

物質等が異なる二以上の放射性輸送物が収納され、又は包装

されているオーバーパック及びコンテナにあっては、収納物

及び放射能の欄には、「携行書類を見ること(See Transport 
Documents)」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 臨界安全指数の欄には、臨界安全指数を記入すること。 
7 本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分を、本邦

外を運送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削る

ことができる。 
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8 標札を放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収

納されているコンテナ（以下「放射性輸送物等」という。）

に付した場合であって、当該標札と放射性輸送物等との境界

を識別することが困難な場合は、当該標札と放射性輸送物等

との境界が識別できるように点線又は実線により境界線を明

確に表示すること。 
9 ふちの内側の線の太さは2ミリメートル以上とする。 
10 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色  彩 

上半分の地 黄（第一類白標札及び臨界安全指数標札

にあっては、白） 

三葉マーク 黒 

下半分の地 白 

文字 黒 

斜線を施した部分 赤 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

区分線 黒 

 
第2号様式（第16条関係） 
三葉マーク 

    

 
注1 Lは、0.2センチメートル以上とする。 

 
第3号様式（第17条関係） 
コンテナ標識 

 

注1 三葉マークは、第2号様式によるものとする。 
2 Lは、0.5センチメートル以上とする。 
3 数字「7」の高さは2.5センチメートル以上とする。 
4 本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分を、本邦

外を運送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削る

ことができる。 
5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するも

のとする。この場合においては、「放射性(RADIOACTIVE)」
の文字を削ることができる。 

6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色  彩 

上半分の地 黄 

三葉マーク 黒 

下半分の地 白 

文字 黒 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

区分線 黒 

 
 
第4号様式（第17条の2関係） 
国連番号用表示 

 

 
注 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色  彩 

地 だいだい 

ふちの部分 黒 
 

 
 

164



船舶による危険物の運送基準等を定める告示（抄） 

 165

船舶による危険物の運送基準等を定める告示（抄） 

（昭和五十四年九月二十七日運輸省告示第五百四十九号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十二日国土交通省告示第千百八十二号 

 

危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）

の規定に基づき、船舶による危険物の運送基準等を定める告示を次

のように定める。 

 

（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、危険物船舶運送及び貯

蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 
（危険物明細書の記載事項） 
第十四条の三 規則第十七条第一項第六号の告示で定める事項は、

次に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるもの

とする。 
一 （略） 
二 放射性物質等（Ｌ型輸送物として容器に収納され、又は包装

されるものを除く。） 
イ 輸送指数 
ロ 臨界安全指数 
ハ 放射能の量。ただし、核分裂性物質を運送する場合にあっ

ては、当該核分裂性物質に含まれる核分裂性核種（ウラン二

三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム

二四一をいう。）の質量とすることができる。 
ニ 放射性輸送物としない表面汚染物を運送する場合にあって

は、当該表面汚染物に含まれる核分裂性核種の質量 
ホ 専用積載により運送する場合にあっては、その旨 

（危険物等の隔離基準） 
第十五条 規則第二十一条第一項の告示で定める基準は、別表第一

の隔離の欄及び別表第十四（積載する危険物がともに火薬類であ

る場合にあっては別表第十四の二）に定めるとおりとする。ただ

し、規則第十三条の規定によりばら積みして運送する危険物との

隔離の基準は、別表第十五に定めるとおりとする。 
２～３ （略） 
（表示） 

第十六条の二 規則第二十八条第一項の告示で定める様式は、第一

号様式又は第四号様式とする。 

２～１４ （略） 

（コンテナ危険物明細書の記載事項） 

第十六条の三 規則第三十条第一項第七号の告示で定める事項は、

次の各号に掲げるものとする。 

一 第十四条の三に掲げる事項 

二 （略） 

（コンテナ相互の隔離） 

第十六条の四の二 規則第三十三条の告示で定める隔離の基準は、

別表第十六に定めるとおりとする。 

（自動車等の冷凍能力等） 

第十六条の七 規則第三十五条第二項の告示で定めるところは、次

の各号に定めるとおりとする。 

一 （略） 

二 自動車等の積載方法について、次に掲げる要件に適合するこ

と。 

イ 積卸の場合を除き、原動機をとめ、制動をかけ、かつ、車

灯を消しておくこと。 

ロ 必要な場合には、運転者を車内にとどめ、又は点検等をさ

せること。 

ハ 積載する場所について船積地を管轄する地方運輸局長の指

示に従うこと。ただし、当該船舶が規則第三十八条第一項の

指定を受け、船長が指定された危険物を積載している自動車

等を指定された場所に積載する場合は、この限りでない。 

 

ニ 移動し、又は転倒しないように固定し、かつ、外部から衝

撃を受けないように保護すること。 
ホ 修理をしないこと。 
ヘ 積載場所及びその附近には、必要のない者の立入を禁止す

ること。 
（防災等の措置を必要とする方法） 
第十六条の九 規則第四十五条の告示で定める方法は、次の各号に

掲げる方法とする。 
一 船内に積載する一集貨（低比放射性物質等、低比放射性物質

等が収納されているタンク若しくはコンテナ、放射性輸送物、

オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナ

であって、他の低比放射性物質等、他の低比放射性物質等が収

納されているタンク若しくはコンテナ、他の放射性輸送物、他

のオーバーパック又は他の放射性輸送物が収納されているコ

ンテナとの間の距離が、隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六

メートル未満であるものの集合をいう。以下この条において同

じ。）の輸送指数又は臨界安全指数のうち、いずれか大きい値

が五〇を超える方法 
二 船内に積載する集貨の輸送指数の合計又は臨界安全指数の合

計のうちいずれか大きい値が、二〇〇（湖川港内のみを航行す

る船舶にあっては、五〇）を超える方法 
（防災等の惜置） 
第五十八条の四 規則別表第四の備考三の告示で定める防災等の惜

置は、別記第三に定めるとおりとする。 
 
附 則（平成二十六年十二月二十二日国土交通省告示第千百八十二

号） 抄 

第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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第 1 号様式（第 7 条の 2、第 16 条の 2 関係） 
注 1 L は、正標札及び副標札にあっては、0.5 センチメートル以上、正標識及び副標識にあっては、1.25 センチメートル以上とする。ただ

し、表示が困難となる場合にあっては、L はこの限りでない。L2は、標札にあっては、0.5 センチメートル、標識にあっては、1.25 セン

チメートルとする。 
2 標札等を危険物を収納する小型容器、大型容器、IBC 容器、高圧容器及びポータブルタンク（以下「容器等」という。）に付した場合

であって、当該標札等と容器等との境界を識別することが困難な場合は、当該標札等と容器等との境界が識別できるように点線又は実線

により境界線を明確に表示すること。 
 
等級 8 及び副次危険性等級 8 を示す標札等 
 

 
 
別表第 1（第 2 条、第 3 条、第 5 条、第 7 条、第 7 条の 2、第 7 条の 4、第 10 条、第 14 条の 2、第 14 条の 3、第 14 条の 4、第 15 条、第 15
条の 2、第 16 条、第 16 条の 2、第 16 条の 8 の 2、第 18 条の 3、第 20 条の 3、第 21 条の 2、第 24 条、第 25 条の 5、第 54 条関係） 

国連

番号 

品     名 
分  類 項目 等級 

隔離

区分

副次 
危険性

等級 日本語名 英語名 

2908 L 型輸送物（空容器） 
RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - EMPTY PACKAGING 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2909 
L 型輸送物 
（機器等を構成する未照射の天然ウラ

ン、劣化ウラン又は天然トリウム等） 

RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - ARTICLES 
MANUFACTURED FROM NATRUAL 
URANIUM or DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2910 
L 型輸送物 
（放射能量が少量のもの） 

RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2911 
L 型輸送物 
（機器等に内蔵される放射性物質） 

RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE – INSTRUMENTS or 
ARTICLES 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2912 
低比放射性物質（LSA-I） 
（核分裂性物質のものを除く。） 
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non-fissile 
or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2913 
表面汚染物（SCO-I 及び SCO-II） 
（核分裂性物質のものを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or 
SCO-II), non-fissile or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2915 
A 型輸送物（特別形放射性物質等以外の

ものであって核分裂性輸送物のものを除

く。）（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, non-special form, non-fissile or 
fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2916 
BU 型輸送物 
（核分裂性輸送物のものを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) 
PACKAGE, non-fissile or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2917 
BM 型輸送物 
（核分裂性輸送物のものを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) 
PACKAGE, non-fissile or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

2919 
特別措置により運送される放射性輸送物

（核分裂性輸送物のものを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL 
TRANSPORTED UNDER SPECIAL 
ARRANGEMENT, non-fissile or 
fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

 

 
部 分 色 彩 

上半分の地 白 

下半分の地 黒 

文 字 白 

線 黒 

記 号 黒 

注 第 7 条の 3 第 4 項第 2 号（第 16 条の 2 第 10 項で準用する場合を含 
む。）により国連番号を表示する場合には、 
「腐食性物質 

CORROSIVE」 
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ 6.5 センチ 
メートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。 
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国連

番号 

品     名 
分  類 項目 等級 

隔離

区分

副次 
危険性

等級 日本語名 英語名 

2977 

六フッ化ウラン(核分裂性輸送物のもの) 
（L 型輸送物、BU 型輸送物、BM 型輸送

物及び特別措置により運送される放射性

輸送物を除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ８ 

2978 

六フッ化ウラン 
（核分裂性輸送物のものを除く。） 
（L 型輸送物、BU 型輸送物、BM 型輸送

物及び特別措置により運送される放射性

輸送物を除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM 
HEXAFLUORIDE, non-fissile or fissile- 
excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ８ 

3321 
低比放射性物質（LSA-II） 
（核分裂性物質のものを除く。） 
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II),  
non-fissile or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3322 
低比放射性物質（LSA-III） 
（核分裂性物質のものを除く。） 
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), 
non-fissile or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3324 
低比放射性物質（LSA-II） 
（核分裂性物質のもの） 
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3325 
低比放射性物質（LSA-III） 
（核分裂性物質のもの） 
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3326 
表面汚染物（SCO-Ⅰ及び SCO-Ⅱ） 
（核分裂性物質のもの） 

RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or 
SCO-II), FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3327 

A 型輸送物 
（特別形放射性物質等以外のものであっ

て核分裂性輸送物であるもの）  
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, FISSILE, non-special form 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3328 
BU 型輸送物 
（核分裂性輸送物のもの） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) 
PACKAGE, FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3329 
BM 型輸送物 
（核分裂性輸送物のもの） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) 
PACKAGE, FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3331 
特別措置により運送される放射性輸送物 
（核分裂性輸送物のもの） 

RADIOACTIVE MATERIAL 
TRANSPORTED UNDER SPECIAL 
ARRANGEMENT, FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3332 

A 型輸送物 
（特別形放射性物質等であって核分裂性

輸送物でないもの）  
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, SPECIAL FORM, non-fissile 
or fissile-excepted 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3333 

A 型輸送物 
（特別形放射性物質等であって核分裂性

輸送物のもの）  
（六フッ化ウランを除く。） 

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE 

放射性物質等 ― 7 ― ― 

3507 

六フッ化ウラン（L 型輸送物のもの） 
（輸送物一個当たりの六フッ化ウランの

質量が 0.1kg 未満のもの） 
（核分裂性輸送物のものを除く。） 

URANIUM HEXAFLUORIDE, 
RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE, less than 0.1kg per package, 
non-fissile or fissile-excepted 

腐食性物質 ― 8 ― 7 
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別
表

第
14

（
第

15
条

関
係

）
 

    

危
険
物

      

危
険
物
 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ １ 、 １ ・ ２ 又 は

１ ・ ５ の も の ） 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ ３ 又 は １ ・ ６ の も の ）

又 は 副 次 危 険 性 等 級 が １ の 危 険 物 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ ４ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ １ の も の 又 は

副 次 危 険 性 等 級 が ２ ・ １ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ ２ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ ３ の も の ） 

引 火 性 液 体 類 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

３ の 危 険 物 

可 燃 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

４ ・ １ の 危 険 物 

自 然 発 火 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級

が ４ ・ ２ の 危 険 物 

水 反 応 可 燃 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等

級 が ４ ・ ３ の 危 険 物 

酸 化 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

５ ・ １ の 危 険 物 

有 機 過 酸 化 物 

毒 物 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ６ ・ １ の

危 険 物 

病 毒 を う つ し や す い 物 質 

放 射 性 物 質 等 

腐 食 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ８

の 危 険 物 

有 害 性 物 質 

火
薬
類
（
等
級
が

1.
1、

1.
2
又
は

1.
5
の
も
の
）

 

 

４
 

２
 
２
 

４
 

４
４

４
４

４
２

４
２

４
×

火
薬
類
（
等
級
が

1.
3
又
は

1.
6

の
も
の
）
又
は
副
次
危
険
性
等
級

が
1
の
危
険
物

 
４
 

２
 
２
 

４
 

３
３

４
４

４
２

４
２

２
×

火
薬
類
（
等
級

1.
4
の
も
の
）

 
２
 

１
 
１
 

２
 

２
２

２
２

２
×

４
２

２
×

高
圧
ガ
ス
（
等
級
が

2.
1
の
も
の

又
は
副
次
危
険
性
等
級
が

2.
1
の

も
の
）

 
４

４
２
 

 
×
 
×
 

２
 

１
２

２
２

２
×

４
２

１
×

高
圧
ガ
ス（

等
級
が

2.
2
の
も
の
）

２
２

１
 

×
 

 
×
 

１
 

×
１

×
×

１
×

２
１

×
×

高
圧
ガ
ス（

等
級
が

2.
3
の
も
の
）

２
２

１
 

×
 

×
 

 
２
 

×
２

×
×

２
×

２
１

×
×

引
火
性
液
体
類
又
は
副
次
危
険

性
等
級
が

3
の
危
険
物

 
４

４
２
 

２
 

１
 
２
 

 
×

２
２

２
２

×
３

２
×

×

可
燃
性
物
質
又
は
副
次
危
険
性

等
級
が

4.
1
の
危
険
物

 
４

３
２
 

１
 

×
 
×
 

×
 

 
１

×
１

２
×

３
２

１
×

自
然
発
火
性
物
質
又
は
副
次
危

険
性
等
級
が

4.
2
の
危
険
物

 
４

３
２
 

２
 

１
 
２
 

２
 

１
 

１
２

２
１

３
２

１
×

水
反
応
可
燃
性
物
質
又
は
副
次

危
険
性
等
級
が

4.
3
の
危
険
物

 
４

４
２
 

２
 

×
 
×
 

２
 

×
１

 
２

２
×

２
２

１
×

酸
化
性
物
質
又
は
副
次
危
険
性

等
級
が

5.
1
の
危
険
物

 
４

４
２
 

２
 

×
 
×
 

２
 

１
２

２
 

２
１

３
１

２
×

有
機
過
酸
化
物

 
４

４
２
 

２
 

１
 
２
 

２
 

２
２

２
２

 
１

３
２

２
×

毒
物
又
は
副
次
危
険
性
等
級
が

6.
1
の
危
険
物

 
２

２
×
 

×
 

×
 
×
 

×
 

×
１

×
１

１
 

１
×

×
×

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質

 
４

４
４
 

４
 

２
 
２
 

３
 

３
３

２
３

３
１

 
３

３
×

放
射
性
物
質
等

 
２

２
２
 

２
 

１
 
１
 

２
 

２
２

２
１

２
×

３
 

２
×

腐
食
性
物
質
又
は
副
次
危
険
性

等
級
が

8
の
危
険
物

 
４

２
２
 

１
 

×
 
×
 

×
 

１
１

１
２

２
×

３
２

 
×

有
害
性
物
質

 
×

×
×
 

×
 

×
 
×
 

×
 

×
×

×
×

×
×

×
×

×
 

        

備
考
 

１
 
 

×
印
は
、

隔
離
を

要
し
な
い
こ
と
を
示
す
。

 
２
 
 
一
方
の
危
険

物
が
非
開
放
型
の
コ
ン
テ
ナ
又

は
自
動
車
等
に
収
納
さ
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
中

の
1

及
び

2
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、

×
印
及

び
1
と
読
み
替
え

る
こ
と
と
す
る
。

 
３
 
 
表
中
の

1、
2、

3
及
び

4
は
、
そ
れ
ぞ
れ

、
次
に
掲
げ
る
隔
離
の
方
法
を

示
す
。

 
 

１
２

３
４

甲
板

上
積
 

載
 

水
平
距
離
で

3m
以

上
離
し
て
積
載
す
る

こ
と
。

 

水
平
距
離
で

6m
以

上
離
し
て
積
載
す
る

こ
と
。

 

水
平

距
離
で

12
m

以
上

離
し
て
積
載

す
る

こ
と
。

 

船
首

尾
方
向
に

24
m

以
上

離
し
て

積
載

す
る
こ
と
。

 

甲
板

下
積
 

載
 

同
一
の
船
倉
又
は
区

画
に
積
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、

水
平
距
離
で

3m
以

上
離
す
こ
と
。

 

別
の
船
倉
又
は
区
画

に
積
載
す
る
こ
と
。

一
船

倉
又
は
一
区

画
以

上
離
し
て
積

載
す

る
こ
と
。

 

船
首

尾
方
向
に
一

船
倉

又
は
一
区
画

以
上

離
し
て
積
載

す
る

こ
と
。

 

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

船
倉
又
は

区
画

と
は
、
耐

火
性

で
、
か
つ

、
耐
水

性
の

甲
板

、
隔

壁
又
は

船
側

外
板
に

よ
り
囲
ま
れ
た
場

所
を
い
う
。

 
４
 

 
甲
板
上
積
載
さ
れ
る
危
険
物

と
甲
板
下
積
載
さ
れ
る
危
険
物

相
互
の
隔
離
の
方
法
は
、
表
中

の
1
及
び

2
に

つ
い

て
は

隔
離

を
要

せ
ず

、
表

中
の

3
に

つ
い

て
は

船
倉

又
は

区
画

を
介

在
す

る
場

合
を

除
き

水
平

距
離

で
12

m
以
上
離
し
て
、

ま
た
、
表
中
の

4
に
つ
い
て

は
船
首
尾
方
向
に

24
m

以
上
離
し
、
か
つ
、
船

首
尾
方
向

に
一
船

倉
又
は
一
区
画
以
上
離
し
て
積

載
す
る
こ
と
。

 
５
 

 
別
表
第

1
の

隔
離
の
欄
に

お
い
て
、
品
名
の
異
な
る
危
険

物
と
の
隔
離
が
規
定
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
別
表

第
1
の
隔
離
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

 
６
 

 
別
表
第

1
の
隔

離
の
欄

に
規
程
が

な
い
場
合
で
あ
っ
て

、
相

互
の
作
用
に
よ
り
、
発
熱
し
、
ガ
ス
を
発
生
し
、

腐
食

作
用

を
起
こ

し
、
そ

の
他
危

険
な
物

理
的
又

は
化
学

的
作
用

を
起
こ

す
お
そ

れ
が
な

い
場
合

は
、
等

級
が

同
じ
危

険
物
は
、
副
次
危
険
性
等
級
に

か
か
わ
ら
ず
隔
離
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
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別
表

第
15

（
第

15
条

関
係

）
 

    

危
険
物

     危
険
物
等
（
固
体
）
 

（
ば
ら
積
み
し
て
 

運
送
す
る
も
の
）
 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ １ 、 １ ・ ２ 

又 は １ ・ ５ の も の ） 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ ３ 又 は １ ・ ６ の も の ）

又 は 副 次 危 険 性 等 級 が １ の 危 険 物 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ ４ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ １ の も の 

又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ２ ・ １ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ ２ 又 は ２ ・ ３ の も の ）

引 火 性 液 体 類 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ３ の

危 険 物 

可 燃 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ４ ・ １ の

危 険 物 

自 然 発 火 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

４ ・ ２ の 危 険 物 

水 反 応 可 燃 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

４ ・ ３ の 危 険 物 

酸 化 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ５ ・ １ の

危 険 物 

有 機 過 酸 化 物 

毒 物 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ６ ・ １ の 危 険 物

病 毒 を う つ し や す い 物 質 

放 射 性 物 質 等 

腐 食 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ８ の 危

険 物 

有 害 性 物 質 

可
燃
性

物
質
 

４
３

２
 

２
 

２
 

２
 

×
 

１
×

１
２

×
３

２
１

×

自
然
発

火
性
物
質
 

４
３

２
 

２
 

２
 

２
 

１
 

×
１

２
２

１
３

２
１

×

水
反
応

可
燃
性
物
質
 

４
４

２
 

１
 

×
 

２
 

×
 

１
×

２
２

×
２

２
１

×

酸
化
性

物
質
 

４
４

２
 

２
 

×
 

２
 

１
 

２
２

×
２

１
３

１
２

×

毒
物
 

２
２

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

１
×

１
１

×
１

×
×

×

放
射
性

物
質
等
 

２
２

２
 

２
 

２
 

２
 

２
 

２
２

１
２

×
３

×
２

×

腐
食
性

物
質
 

４
２

２
 

１
 

×
 

１
 

１
 

１
１

２
２

×
３

２
×

×

有
害
性

物
質
 

×
×

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
×

×
×

×
×

×
×

×

固
体
化

学
物
質
 

×
×

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
×

×
×

×
３

×
×

×

 備
考
 
１
 
固
体

化
学
物
質
と
は
、
特
殊
貨
物
船

舶
運
送
規
則
第

1
条
の

2
の

2
第

4
号
の
固
体
化
学
物
質
を
い
う

。
 

２
 
×
印
は

、
隔
離
を
要
し
な
い
こ
と
を
示

す
。
 

３
 
表
中
の

1、
2、

3
及
び

4
は

、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に
掲
げ
る
隔

離
の
方
法
を
示
す
。
 

１
 

２
 

３
 

４
 

同
一
の
船
倉
又
は
区
画
に

積
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
水
平
距
離
で

3
メ

ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。
 

別
の
船
倉
又
は
区
画
に
積

載
す
る
こ
と
。
 

一
船
倉
又
は
一
区
画
以
上

離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。
 

船
首
尾
方
向
に
一
船
倉
又

は
一
区
画
以
上
離
し
て
積

載
す
る
こ
と
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
船
倉
又
は
区
画
と
は

、
耐
火
性
で
、
か
つ
、
耐
水
性
の
甲
板
、
隔
壁
又
は
船
側
外
板

に
よ
り
囲

ま
れ
た
場
所

を
い
う
。
 

           

別
表

第
16

（
第

16
条
の

4
の

2
関
係
）

 
  

コ
ン
テ
ナ
に

収
納
し
、
又

は
自
動
車
等

に
積
載
す
る

危
険
物
 

    

コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
、
 

又
は
自
動
車
等
に
 

積
載
す
る
危
険
物
 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ １ 、 １ ・ ２ 又 は １ ・

５ の も の ） 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ ３ 又 は １ ・ ６ の も の ）

又 は 副 次 危 険 性 等 級 が １ の 危 険 物 

火 薬 類 （ 等 級 が １ ・ ４ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ １ の も の 又 は 副

次 危 険 性 等 級 が ２ ・ １ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ ２ の も の ） 

高 圧 ガ ス （ 等 級 が ２ ・ ３ の も の ） 

引 火 性 液 体 類 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

３ の 危 険 物 

可 燃 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

４ ・ １ の 危 険 物 

自 然 発 火 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級

が ４ ・ ２ の 危 険 物 

水 反 応 可 燃 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等

級 が ４ ・ ３ の 危 険 物 

酸 化 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が

５ ・ １ の 危 険 物 

有 機 過 酸 化 物 

毒 物 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ６ ・ １ の 危

険 物 

病 毒 を う つ し や す い 物 質 

放 射 性 物 質 等 

腐 食 性 物 質 又 は 副 次 危 険 性 等 級 が ８

の 危 険 物 

有 害 性 物 質 

火
薬
類
（
等
級
が

1.
1、

1.
2
又
は

1.
5
の
も
の
）

 
※

※
※

４
２

２
４

４
４

４
４

４
２

４
２
 

４
 

×
 

火
薬
類
（
等
級
が

1.
3
又
は

1.
6
の

も
の
）
又
は
副
次
危
険
性
等
級
が

1
の
危
険
物

 
※

※
※

４
２

２
４

３
３

４
４

４
２

４
２
 

２
 

×
 

火
薬
類
（
等
級

1.
4
の
も
の
）

 
※

※
※

２
１

１
２

２
２

２
２

２
×

４
２
 

２
 

×
 

高
圧
ガ
ス
（
等
級
が

2.
1
の
も
の

又
は
副
次
危
険
性
等
級
が

2.
1
の

も
の
）

 
４

４
２

 
×

×
２

１
２

２
２

２
×

４
２
 

１
 

×
 

高
圧
ガ
ス
（
等
級
が

2.
2
の
も
の
）

２
２

１
×

 
×

１
×

１
×

×
１

×
２

１
 

×
 

×
 

高
圧
ガ
ス
（
等
級
が

2.
3
の
も
の
）

２
２

１
×

×
 

２
×

２
×

×
２

×
２

１
 

×
 

×
 

引
火
性
液
体
類
又
は
副
次
危
険
性

等
級
が

3
の
危
険
物

 
４

４
２

２
１

２
 

×
２

２
２

２
×

３
２
 

×
 

×
 

可
燃
性
物
質
又
は
副
次
危
険
性
等

級
が

4.
1
の
危
険
物

 
４

３
２

１
×

×
×

 
１

×
１

２
×

３
２
 

１
 

×
 

自
然
発
火
性
物
質
又
は
副
次
危
険

性
等
級
が

4.
2
の
危
険
物

 
４

３
２

２
１

２
２

１
 

１
２

２
１

３
２
 

１
 

×
 

水
反
応
可
燃
性
物
質
又
は
副
次
危

険
性
等
級
が

4.
3
の
危
険
物

 
４

４
２

２
×

×
２

×
１

 
２

２
×

２
２
 

１
 

×
 

酸
化
性
物
質
又
は
副
次
危
険
性
等

級
が

5.
1
の
危
険
物

 
４

４
２

２
×

×
２

１
２

２
 

２
１

３
１
 

２
 

×
 

有
機
過
酸
化
物

 
４

４
２

２
１

２
２

２
２

２
２

 
１

３
２
 

２
 

×
 

毒
物
又
は
副
次
危
険
性
等
級
が

6.
1
の
危
険
物

 
２

２
×

×
×

×
×

×
１

×
１

１
 

１
×
 

×
 

×
 

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質

 
４

４
４

４
２

２
３

３
３

２
３

３
１

 
３
 

３
 

×
 

放
射
性
物
質
等

 
２

２
２

２
１

１
２

２
２

２
１

２
×

３
 

２
 

×
 

腐
食
性
物
質
又
は
副
次
危
険
性
等

級
が

8
の
危
険
物

 
４

２
２

１
×

×
×

１
１

１
２

２
×

３
２
 

 
×
 

有
害
性
物
質

 
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
 

×
 

 

備
考
 
１

 
 
本
表

は
、
危
険
物
が
収
納

さ
れ
た
コ

ン
テ
ナ
相
互
及
び
自

動
車
等
相

互
に
つ
い
て
の
み
適

用
す
る
。

 
２
 
 

×
印
は
、
隔
離
を
要

し
な
い
こ

と
を
示
す
。

 
３
 
 
※
印
に
つ
い

て
は
、
別
表
第

14
の

2
に
よ

る
こ
と
。

 
４
 
 
別
表
第

1
の
隔
離
の
欄
に
お
い
て
、
品
名
の
異
な

る
危
険
物

と
の
隔
離
が
規
定
さ

れ
て
い
る

場
合
は
、
別
表
第

1
の
隔

離
の
規
定
に

よ
る
こ
と

。
 

５
 
 
表
中
の

1、
2、

3
及
び

4
は
、
そ
れ
ぞ
れ

、
船
舶
の
種
類
に
応
じ
次
に
掲

げ
る
隔
離
方
法
を
示
す
。
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(1
) 

コ
ン

テ
ナ
船
の
ハ
ッ
チ
カ
バ
ー
を
有

す
る
船
倉
に
積
載
す
る
場
合
の

コ
ン
テ
ナ
相
互
の
隔
離
表
 

隔
離
 

方
法
 

鉛
 
直
 
方
 

向
 

水
 
平

 
方
 
向
 

非
開
放
型

の
 

コ
ン
テ
ナ
 

相
互
 

非
開
放
型

の
 

コ
ン
テ
ナ

と
 

開
放
型
の

コ
ン
テ
ナ

開
放
型
の
 

コ
ン
テ
ナ
 

相
互
 

 

非
開
放

型
の
 

コ
ン
テ
ナ
相
互
 

非
開
放
型
の

コ
ン
テ
ナ
と
開
放

型
の
コ
ン
テ
ナ
 

開
放
型
の
 

コ
ン
テ
ナ
相
互
 

甲
板
上

積
載
 

甲
板
下

積
載
 

甲
板
上

積
載
 

甲
板
下

積
載
 

甲
板
上

積
載
 

甲
板
下

積
載
 

１
 

①
 

④
 

③
 

船
首
尾

方
向
 

①
 

①
 

①
 

①
 

⑥
 

⑨
 

船
の
幅

方
向
 

①
 

①
 

①
 

①
 

⑥
 

⑥
 

２
 

③
 

③
 

③
 

船
首
尾

方
向
 

⑥
 

⑨
 

⑥
 

⑨
 

⑥
 

⑩
 

船
の
幅

方
向
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑦
 

⑦
 

⑩
 

３
 

③
 

③
 

③
 

船
首
尾

方
向
 

⑥
 

⑩
 

⑥
 

⑩
 

⑦
 

⑫
 

船
の
幅

方
向
 

⑦
 

⑩
 

⑦
 

⑩
 

⑬
 

⑫
 

４
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

船
首
尾

方
向
 

⑧
 

⑪
 

⑧
 

⑫
 

⑧
 

⑫
 

船
の
幅

方
向
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

備
考
 
 
表
中
の
数
字
は
次
を
示
す
。
 

①
 
隔
離
を
要
し
な
い
。
 

②
 
同
一
鉛
直
線
上
に
積
載
し
な
い
こ
と
。

 
③

 
同
一
鉛
直
線
上
に
積
載
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

1
以
上
の
甲
板
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す
る
場
合
を
除
く
。

 
④

 
同
一
鉛
直
線
上
に
積
載
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
開
放
型
の
コ
ン
テ
ナ
を
非
開
放
型
の
コ
ン
テ
ナ
に
上
積
み
す
る
場
合
又
は

1
以
上

の
甲
板
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す
る
場
合
を
除
く
。

 
⑤

 
禁
止

 
⑥

 
１
コ
ン
テ
ナ
分
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑦

 
２
コ
ン
テ
ナ
分
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑧

 
24

m
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑨

 
１
コ
ン
テ
ナ
分
以
上
離
す
か
又
は
１
以
上
の
甲
板
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑩

 
１
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑪

 
１
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て

24
m

以
上
離
し
、
か
つ
、
介
在
す
る
隔
壁
か
ら

6m
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑫

 
２
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑬

 
３
コ
ン
テ
ナ
分
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
イ
 
「

1
コ
ン
テ
ナ
分
」
と
は
、
船
首
尾
方
向
に
あ
っ
て
は
水
平
距
離
で

6.
0m

、
船
の
幅
方
向
に
あ
っ
て
は
水
平
方
向
で

2.
4m

と
し
、

「
2
コ
ン
テ
ナ
分
」
又
は
「

3
コ
ン
テ
ナ
分
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「

1
コ
ン
テ
ナ
分
」
の

2
倍
又
は

3
倍
の
水
平
距
離
と
す
る
。

 
ロ
 
「
隔
壁
」
又
は
「
甲
板
」
は
、
耐
火
性
で
、
か
つ
、
耐
水
性
で
あ
る
こ
と
。

 
 

(2
) 

コ
ン

テ
ナ
船
の
ハ
ッ
チ
カ
バ
ー
を
有

し
な
い
船
倉
に
積
載
す
る
場
合

の
コ
ン
テ
ナ
相
互
の
隔
離
表

 

隔
離
 

方
法
 

鉛
 
直
 
方
 

向
 

水
 
平

 
方
 
向
 

非
開
放
型

の
 

コ
ン
テ
ナ
 

相
互
 

非
開
放
型

の
 

コ
ン
テ
ナ

と
 

開
放
型
の

コ
ン
テ
ナ

開
放
型

の
 

コ
ン
テ

ナ
 

相
互

 
 

非
開
放
型
の
 

コ
ン
テ
ナ
相
互

 

非
開
放
型
の

 
コ
ン
テ
ナ
と
開

放
型
の
コ
ン
テ

ナ
 

開
放
型
の
 

コ
ン
テ
ナ
相
互

 

甲
板
上

積
載
 

甲
板
下

積
載
 

甲
板
上

積
載

 
甲
板
下

積
載
 

甲
板
上

積
載
 

甲
板
下

積
載
 

１
 

①
 

③
 

②
 

船
首
尾
方

向
 

①
 

①
 

①
 

①
 

⑤
 

⑧
 

船
の
幅
方

向
 

①
 

①
 

①
 

①
 

⑤
 

⑤
 

２
 

②
 

②
 

②
 

船
首
尾
方

向
 

⑤
 

⑧
 

⑤
 

⑧
 

⑬
 

⑨
 

船
の
幅
方

向
 

⑤
 

⑤
 

⑥
 

⑥
 

⑭
 

⑨
 

３
 

②
 

②
 

②
 

船
首
尾
方

向
 

⑬
 

⑨
 

⑬
 

⑨
 

⑭
 

⑥
 

船
の
幅
方

向
 

⑭
 

⑨
 

⑭
 

⑨
 

⑯
 

⑥
 

４
 

④
 

④
 

④
 

船
首
尾
方
向
 

⑮
 

⑩
 

⑮
 

⑪
 

⑮
 

⑥
 

船
の
幅
方
向
 

④
 

④
 

④
 

④
 

④
 

④
 

 

備
考
 
 
表
中
の
数
字

は
次
を
示
す
。
 

①
 
隔
離
を
要
し
な
い
。

 
②

 
同
一
鉛
直
線
上
に
積

載
し
な
い
こ
と
。

 
③

 
同

一
鉛
直

線
上

に
積

載
し
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、

開
放

型
の

コ
ン

テ
ナ

を
非

開
放
型

の
コ
ン

テ
ナ

に
上

積
み

す
る

場
合

を
除
く
。

 
④

 
禁
止

 
⑤

 
１
コ
ン
テ
ナ
分
以
上

離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑥

 
２
コ
ン
テ
ナ
分
以
上

離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑦

 
24

m
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と

。
 

⑧
 
１
コ
ン
テ
ナ
分
以
上

離
す
か
又
は

1
以

上
の
甲
板
を
介
在
さ
せ
て
積
載

す
る
こ
と
。

 
⑨

 
1
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す

る
こ
と
。

 
⑩

 
1
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て

24
m

以
上
離
し
、
か
つ
、
介
在

す
る
隔
壁
か
ら

6m
以
上
離
し
て
積
載
す
る

こ
と
。

 
⑪

 
2
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す

る
こ
と
。

 
⑫

 
3
コ
ン
テ
ナ
分
以
上
離
し
て
積
載
す
る

こ
と
。

 
⑬

 
隔
離
を
要
す
る
双
方

の
コ
ン
テ
ナ
が
甲
板
上
に
あ
る

場
合
は

1
コ
ン
テ
ナ
分
以

上
離
し
て
積
載
し
、
当
該
船
倉

及
び
そ
の

上
方
に
は
積
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

 
⑭

 
隔
離
を
要
す
る
双
方

の
コ
ン
テ
ナ
が
甲
板
上
に
あ
る

場
合
は

2
コ
ン
テ
ナ
分
以

上
離
し
て
積
載
し
、
当
該
船
倉

及
び
そ
の

上
方
に
は
積
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

 
⑮

 
隔
離
を
要
す
る
双
方

の
コ
ン
テ
ナ
が
甲
板
上
に
あ
る

場
合
は

24
m

以
上

離
し
て
積
載
し
、
当
該
船
倉
及
び
そ
の

上
方
に
は

積
載
し
て
は
な
ら
な

い
。

 
⑯

 
隔
離
を
要
す
る
双
方

の
コ
ン
テ
ナ
が
甲
板
上
に
あ
る

場
合
は

3
コ
ン
テ
ナ
分
以

上
離
し
て
積
載
し
、
当
該
船
倉

及
び
そ
の

上
方
に
は
積
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

 
イ
「

1
コ
ン
テ
ナ
分

」
と
は
、
船
首
尾
方
向
に
あ
っ

て
は
水
平
距
離
で

6.
0m

、
船

の
幅
方
向
に
あ
っ
て
は
水
平
方

向
で

2.
4m

と
し
、「

2
コ
ン

テ
ナ
分
」
又
は
「

3
コ
ン
テ
ナ
分
」
と
は

、
そ
れ
ぞ
れ
、「

1
コ
ン
テ
ナ
分
」
の

2
倍
又
は

3
倍
の
水
平

距
離
と
す
る
。

 
ロ
「
隔

壁
」
又
は
「
甲
板
」
は
、
耐
火

性
で
、
か
つ
、
耐
水
性
で
あ
る

こ
と
。
 

 

(3
)
 
自
動
車
渡
船
に
積
載
す
る
場

合
の
自
動
車
等
の
相
互
の
隔
離

表
 

隔
離
方
法
 

水
 
平
 
方
 
向
 

 
非
開
放
型
相
互
 

非
開
放
型
と
開
放
型
 

開
放
型
相
互
 

甲
板
上
積
載

甲
板
下
積
載

甲
板
上
積
載

甲
板
下
積
載

甲
板
上
積
載

甲
板
下
積
載
 

１
 

船
首
尾
方
向
 

①
 

①
 

①
 

①
 

③
 

③
 

船
の
幅
方
向
 

①
 

①
 

①
 

①
 

③
 

③
 

２
 

船
首
尾
方
向
 

②
 

⑦
 

②
 

⑦
 

②
 

⑭
 

船
の
幅
方
向
 

③
 

⑧
 

③
 

⑦
 

②
 

⑭
 

３
 

船
首
尾
方
向
 

④
 

⑨
 

⑪
 

⑨
 

⑤
 

⑮
 

船
の
幅
方
向
 

④
 

⑨
 

⑪
 

⑨
 

⑥
 

⑥
 

４
 

船
首
尾
方
向
 

⑤
 

⑩
 

⑤
 

⑫
 

⑬
 

⑥
 

船
の
幅
方
向
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

備
考
 
 
表
中
の
数
字

は
次
を
示
す
。
 

①
 
隔
離
を
要
し
な
い
。

 
②

 
6m

以
上
離
し
て
積
載

す
る
こ
と
。

 
③

 
3m

以
上
離
し
て
積
載

す
る
こ
と
。

 
④

 
12

m
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と

。
 

⑤
 

36
m

以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と

。
 

⑥
 
禁
止

 
⑦

 
6m

以
上
離
す
か
又
は

１
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て

積
載
す
る
こ
と
。

 
⑧

 
3m

以
上
離
す
か
又
は

１
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て

積
載
す
る
こ
と
。

 
⑨

 
24

m
以
上
離
し
、
か
つ
、
垂
直
方

向
に
１
以
上
の
甲
板
を
介
在
さ

せ
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑩

 
2
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ
せ
て
積
載
す

る
か
又
は

36
m

以
上
離

し
、
か
つ
、
垂
直
方
向
に

2
以
上
の
甲
板
を
介
在

さ
せ
て

積
載
す
る
こ
と
。

 
⑪

 
24

m
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と

。
 

⑫
 

48
m

以
上
離
し
、
か
つ
、

2
以
上
の
隔
壁
を
介
在

さ
せ
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑬

 
48

m
以
上
離
し
て
積
載
す
る
こ
と

。
 

⑭
 

12
m

以
上
離
す
か
又
は

1
以
上
の
隔
壁
を
介
在
さ

せ
て
積
載
す
る
こ
と
。

 
⑮

 
垂
直
方
向
に

2
以
上
の
甲
板
を
介
在
さ

せ
る
か
又
は

2
以

上
の
隔
壁
を
介
在

さ
せ
て
積
載
す
る
こ
と
。
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別記第三（防災等の措置）（第五十八条の四関係） 
(1) 船体構造の強化 

次に掲げる要件に適合すること。 
(一) 放射性輸送物を積載する貨物区域に近接する船体の部分は、

船舶の衝突により貨物区域に積載した放射性輸送物の損傷を

防止することができるものであること。 
(二) 船内（貨物区域の前端から後端までの間に限る。（三）にお

いて同じ。）夏期満載喫水線（満載喫水線規則（昭和四十三年

運輸省令第三十三号）第三十六条に規定する夏期満載喫水線

をいう。）（同令第六十六条に規定する海水満載喫水線を有す

る船舶にあっては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び

海水満載喫水線を有しない船舶にあっては同令第三章第一節

及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する

喫水線。以下同じ。）の水平面において船側外板から船体中心

線に直角に測った場合において、B（船の幅（メートル）をい

う。以下同じ。）の五分の一の値以上離れている二の縦通隔壁

を設けること。 
(三) 船内には、四六八＋四・一 L（船の長さ（メートル）をい

う。以下同じ。）（ミリメートル）又は b（貨物区域の幅（ミ

リメートル）をいう。）の八分の一の値のうちいずれか大きい

値以上の高さを有する二重底を設けること。 
(2) 貨物区域の配置 

(一) 甲種貨物を積載する船舶の貨物区域は、次に掲げる要件に

適合すること。 
(イ) 貨物区域は、居住区域、業務区域、特定機関区域及び制

御場所の前方又は後方に配置すること。 
(ロ) 貨物区域は、いずれの箇所においても外板から七六〇ミ

リメートル以上の距離にあること。 
(ハ) 貨物区域の最前の横置隔壁は、船首垂線から船尾方向に

〇・一五 L（メートル）の位置より後方に設けること。た

だし、当該横置隔壁を船首隔壁としてはならない。 
(二) 乙種貨物を積載する船舶の貨物区域は、居住区域、業務区

域、特定機関区域及び制御場所の前方又は後方に配置するこ

と。 
(3) 貨物区域の排水設備の備付け 

次に掲げる要件に適合する貨物区域の排水設備を備え付けるこ

と。 
(一) 船内において放射能によって汚染されたビルジが生じた場

合に、当該ビルジを貨物区域から排水することができ、かつ、

船内の適当な場所に貯蔵できるものであること。 
(二) 他の装置から独立していること。 

(4) 救命設備の備付け 
沿海区域を航行区域とする第四種船（船舶救命設備規則（昭和

四十年運輸省令第三十六号）第一条の二第四項の第四種船をい

う。）であって (9) (八) の損傷による船舶の横傾斜角が二〇度を超

えるものについては、同令第六十九条の規定にかかわらず、各舷

に最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備

え付けること。 
(5) 消防設備の備付け 

(一) 甲種貨物を積載する船舶は、次に掲げる要件に適合するこ

と。 
(イ) 船舶消防設備規則第五十三条から第五十六条まで並びに

第六十四条第二項及び第三項（第三十八条及び第四十一条

の規定に係るものに限る。以下同じ。）の規定の適用につい

ては、次に掲げる船舶の区分ごとにそれぞれ掲げる船舶と

みなすこと。 
a 総トン数五〇〇トン未満の船舶 国際航海に従事する

総トン数五〇〇トンの船舶 
b 国際航海に従事しない船舶（総トン数五〇〇トン以上の

ものに限る。） 国際航海に従事する船舶 
(ロ) 特定機関区域に船舶の消防設備の基準を定める告示第十

条の要件に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、同告示第

十四条の要件に適合する固定式高膨脹泡消火装置又は同告

示第十五条の要件に適合する固定式加圧水噴霧装置を同船

舶消防設備規則第四十七条第一項各号、第三項各号又は第

四項各号に掲げる基準に適合するように備え付けること。 
(ハ) 船舶消防設備規則第六十三条の二から第六十三条の四ま

での規定（自動スプリンクラ装置に係るものを除く。）の適

用については、(イ)に掲げる船舶の区分ごとにそれぞれ掲げ

る船舶とみなすこと。 
(ニ) 次に掲げる要件に適合する張水装置を備え付けること。 

a 貨物区域を水で満たすことのできるものであること。 
b 船橋その他安全な場所から操作することができるもの

であること。 
c 貨物区域を水で満たす場合に船舶の安定性に影響を与

えないものであること。 
(二) 乙種貨物を積載する船舶は、次に掲げる要件に適合するこ

と。 
(イ) 船舶消防設備規則第三十六条から第四十一条まで、第五

十三条から第五十六条まで並びに第六十四条第二項及び第

三項の規定の適用については、(一)(イ)に掲げる船舶の区分

ごとにそれぞれ掲げる船舶とみなすこと。 
(ロ) (一)(ロ)に掲げる要件 

(6) 航海用具の備付け 
次に掲げる要件に適合する航海用具を備え付けること。 
(一) 船舶設備規程（昭和九年逓信省令第六号）第百四十六条の

十二に規定される要件に適合する二の航海用レーダーを備え

付けること。 
(二) 船舶設備規程第百四十六条の十六に規定する要件に適合す

る自動衝突予防援助装置を備え付けること。 
(三) 自船の位置を測定することができる装置を備え付けること。 
(四) 船舶設備規程第百四十六条の二十三に規定する要件に適合

する音響測深機を備え付けること。 
(7) 貨物区域の温度制御装置の備付け 

(一) 甲種貨物を積載する船舶は、次に掲げる要件に適合する貨

物区域の温度制御装置を備え付けること。ただし、通風装置

により温度制御を行う放射性輸送物を積載する場合には、船

上の適当な場所に排気できる排気装置を備え付けること。 
(イ) 大気温度を摂氏三八度及び海水温度を摂氏三〇度（遠洋

区域を航行区域とする船舶にあっては、摂氏三二度）と仮

定した場合、放射性輸送物の表面温度を摂氏八五度以下に、

かつ、貨物区域の温度を摂氏三八度以下に制御することが

できるものであること。 
(ロ) ポンプその他の可動部分は二重に備え付けられているこ

と。 
(ハ) 貨物区域のいかなる場所の温度も人の出入りを妨げるも

のでないこと。 
(ニ) 他の装置から独立していること。 

(二) 乙種貨物を積載する船舶は、次に掲げる要件に適合する貨

物区域の温度制御装置を備え付けること。 
(イ) 貨物区域（輸送物をコンテナに収納して運送する場合に

あっては、コンテナ内を含む。）の温度を摂氏五五度以下に

保つことができるものであること。 
(ロ) (一)(ロ)及び(ニ)に掲げる要件 

(8) 給電設備の備付け 
(一) 甲種貨物を積載する船舶は、次に掲げる要件に適合する給

電設備を機関室囲壁外部の適当な場所に備え付けること。た

だし、主電源を配置した区画が(9)(八)で想定する損傷範囲内

にある場合は、当該損傷範囲の外の区画に配置しなければな

らない。 
(イ) 次の要件に適合する非常電源を備え付けること。 

a 船舶設備規程第二百九十九条第一項各号のいずれかの

ものであること。 
b 船舶設備規程第三百条第二項各号に掲げる設備に対し

て三六時間以上給電可能なものとすること。 
(ロ) (5)(一)(ニ)及び(7)(一)の設備が電気を利用するものの場

合には、次の要件に適合する補助電源を備え付けること。 
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a 独立の給油装置を有する原動機によって駆動されるも

のであること。 
b (5)(一)(ニ)及び(7)(一)の設備に対して三六時間以上給電

可能なものであること。 
c 主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、かつ、

給電できること。 
(二) 乙種貨物を積載する船舶は、次に掲げる要件に適合する給

電設備を備え付けること。 
(イ) 船舶設備規程第百八十三条の二に定める主電源を備え付

けること。 
(ロ) (イ)の主電源の発電設備のうちの一組が故障した場合に

おいても、(7)(二)の温度制御装置に対し十分に給電するこ

とができるものであること。 
(9) 損傷時の復原性 

次に掲げる要件に適合すること。 
(一) 船舶は、損傷を受け、区画室に浸水した場合及び平衡措置

をとった場合における最終の状態が、次に掲げる要件に適合

すること。 
(イ) 復原力曲線が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲

を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残

存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と

復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メート

ル・ラジアン以上であること。 
(ロ) 非対称に浸水した場合における傾斜角は、一五度（船の

長さが一五〇メートル未満の船舶にあっては二五度）を超

えないこと。ただし、甲板が全く水没しない場合は、一七

度（船の長さが一五〇メートル未満の船舶にあっては二五

度）まで増大することができる。 
(ハ) 新たに浸水を生じる可能性のある開口の下縁が没水しな

いこと。 
(ニ) 非常用動力源の作動ができること。 

(二) 船舶は、(一)の規定に適合するために必要な復原性をすべて

の使用状態（バラスト状態を除く。）において有すること。 
(三) 船舶は、(一)の浸水の中間段階においても十分な復原性を有

すること。 
(四) 損傷時の復原性の計算は、(五)から(八)までの規定によるほ

か、船舶の寸法割合、その浸水区画室の配置、形状及び内容

物、積載する液体の分布及び比重並びに自由表面による影響

を考慮すること。 
(五) 浸水率は、機関に充てる場所については八五、その他の場

所については〇から九五までの間の値であって国土交通大臣

が適当と認めるものとすること。 
(六) 液体が入っているタンクが損傷を受ける場合は、液体は、

当該タンクから完全に流出し、最終平衡状態の液面の位置ま

で海水と入れかわるものと仮定すること。 
(七) (八)で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しな

いものとすること。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の

非浸水部分が、水密隔壁によって仕切られ、かつ、新たに浸

水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合は、当

該非浸水部分の浮力を考慮することができる。 
(八) 想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとすること。ただ

し、(イ)の損傷にあっては、(1)(二)の縦通隔壁の一が、縦方向

の範囲の二分の一の範囲に損傷を受け、貨物区域その他の区

画室においても浸水するものとする。 
(イ) 船側損傷 

a 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は一四・五

メートルのうちいずれか小さいもの 

3/2

3

1
L  （メートル） 

b 横方向の範囲 夏期満載喫水線の水平面において船側

外板から船体中心線に直角に測った場合において、B の

五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さ

いもの 
c 垂直方向の範囲 型基線から上 

(ロ) 船底損傷 
a 縦方向の範囲 次に掲げる算式により算定した値のう

ちいずれか大きいもの又は五メートルのうちいずれか小

さいもの（船首垂線から L の十分の三までの部分につい

ては次の算式により算定した値のうちいずれか大きいも

の） 

(ⅰ) 3/2

3

1
L  （メートル） 

(ⅱ) 
10

L
 （メートル） 

b 横方向の範囲 五メートル（船首垂線から L の十分の三

までの部分については B の六分の一の値又は十メートル

のうちいずれか小さいもの） 
c 垂直方向の範囲 型基線から測った場合において、B の

十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さいも

の 
(九) (八)で定める損傷範囲より小さい範囲の損傷により、船舶の

傾斜が(八)の損傷範囲におけるより大きいか又は復原性が悪

くなる場合は、当該小さい範囲の損傷範囲を想定すること。 
(十) (九)の損傷範囲内の水密区画は、貫通するものと仮定するこ

と。 
(10) 固縛装置の備付け 

加速度の方向に応じて次に掲げる加速度による外力に対して十

分な強度を有する固縛装置を備え付けること。 
(一) 船首尾方向 一・五 g 
(二) 船体横方向 一・五 g 
(三) 鉛直上方向 一・〇 g 
(四) 鉛直下方向 二・〇 g 

この場合において、g は、重力加速度（メートル毎秒毎秒） 
(11) 災害対策緊急措置手引書の備付け 

次に掲げる事項を記載した災害対策緊急措置手引書を備え付け

ること。 
(一) 船長が放射性物質等により発生した災害に関する通報を行

うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守す

るべき手続に関する事項 
(二) (一)の通報を行うべき関係機関及び関係者並びにこれらの

者の連絡先に関する事項 
(三) 放射性物質等により発生した災害の拡大防止のため当該船

内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項 
(四) 関係機関と船内の措置について調整するための手続及び当

該船内の連絡先に関する事項 
(12) 固定式放射線測定装置の備付け 

放射性輸送物を積載した貨物区域における線量当量率を監視で

きる固定式放射線測定装置を貨物区域から離れた安全な場所に備

え付けること。 
(13) 船内にある者が災害発生時の措置を行うために必要な資材又は

機材の備付け 
次に掲げるものにより構成される資材又は機材を備え付けるこ

と。 
(一) ガンマ線測定用可搬式測定器 二台 
(二) 中性子線測定用可搬式測定器 二台 
(三) 表面の放射性物質等の密度を測定することが可能な可般式

測定器 二台 
(四) 個人用外部被ばく線量測定器 二台 
(五) 汚染防護服、フィルター付防護マスクその他の放射線障害

防護に必要な器具 二組 
(六) 除染用具 一式 

 

172



低レベル放射性廃棄物運搬船の取り扱いについて（運輸省海上技術安全局長） 

173 

低レベル放射性廃棄物運搬船の取り扱いについて 

 
海 査 第 4 5 0 号 
昭和 63 年 10 月 18 日 

（一部改正）国 海 査 第 2 3 3 号 
平成 23 年 9 月 9 日 

 
 
［地方］運輸局長 殿 
 
 

海上技術安全局長 
 

低レベル放射性廃棄物運搬船の取り扱いについて 
 

近年の原子力発電の進展に伴い、わが国においても低レベル放射

性廃棄物の最終貯蔵施設の建設計画が具体化され、近い将来その貯

蔵の開始が見込まれるところであるが、これに伴い、低レベル放射

性廃棄物を専用に輸送する船舶の建造の動きがあるため、今後この

種船舶の検査の実施に当たっては、下記により取り扱うこととした

ので潰漏のないよう措置されたい。 

 

記 

１．低レベル放射性廃棄物を専用に輸送するための船舶の構造、設

備については、船舶安全法第 2 条第 1 項の規定に基づく省令に定

める基準によるほか、別紙の「低レベル放射性廃棄物運搬船の構

造設備の特別要件」によること。 
２．設計検査に当たっては、必要な図面及び資料に貴局の意見を添

えて、首席船舶検査官に伺い出ること。 

 

 

別紙 

低レベル放射性廃棄物運搬船の構造設備の特別要件 

 

１．船体構造等 

(1) 損傷時の復原性等 
損傷時の復原性等の評価に当たっては、危険物船舶運送及び

貯蔵規則第 309 条から第 313 条までに規定する基準のうち、第

308 条第 1 項に定めるタイプ 1 船に関する要件、又は以下に掲

げる要件に適合すること。 
(ⅰ) 船舶区画規程第 102 条の 7 で準用する船舶区画規程第 40
条第 4 項の到達区画指数が、次の算式で定める値以上である

こと。 

ａ 区画についての船の長さが 100 メートルを超える場合 
R＋0.2（1－R） 

この場合において、 
R は、1－（128÷（Ls＋152）） 
Ls は、区画についての船の長さ 

ｂ 区画についての船の長さが80メートル以上100メートル

以下の場合 
R'＋0.2（1－R'） 

この場合において、 
R'は、1－（1÷（1＋（Ls R÷（100（1－R））））） 
R は、ａの算式による値 

ｃ 区画についての船の長さが 80 メートル未満の場合 
0.515 

(ⅱ) 船舶区画規程第 102 条の 7 で準用する船舶区画規程第 40
条第 2 項の部分区 

画指数が次の算式で定める値以上であること。 
ａ 区画についての船の長さが 100 メートルを超える場合 

0.5（R＋0.2（1－R）） 
ｂ 区画についての船の長さが80メートル以上100メートル

以下の場合 
0.5（R'＋0.2（1－R'）） 

ｃ 区画についての船の長さが 80 メートル未満の場合 
0.258 

(2) 貨物格納 
(ⅰ) 貨物倉側部には縦通水密隔壁を設けること。1(1)の損傷時

の復原性等の評価に当たってタイプ 1 船に関する要件を適用

する場合は、この縦通水密隔壁は満載喫水線において船側か

ら B/5 以上離れていること。 
(ⅱ) 貨物倉には、少なくとも次の高さを有する二重底を設ける

こと。 
B/15 又は 2m のうち小さいもの 

(ⅲ) 貨物倉の境界は、いかなる場所においても船側又は船底外

板から 760mm 以上離れていること。 
２．設備等 

(1) 貨物の固縛 
積付状態において貨物が移動、転倒しないための適当な措置

をとること。この場合、航行海域での船の動揺から生ずる加速

度を考慮すること。 
(2) 放射線測定器具等 

外部放射線の線量当量、放射性物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度等を計測するため必要な装置または用

具並びに放射線障害を防止するため必要な防護具等を備えるこ

と。 
(3) 排水設備 

貨物倉の排水設備は、放射能汚染ビルジが生じた場合、これ

を船内の適当な場所に貯蔵できるものとすること。なお、この

ための排水設備は他の用途のものとは別系統にすること。 
(4) 貨物倉の防火設備等 

火災発生時においても、貨物の健全性が確保でるるよう防

火・断熱等の適当な措置を施すこと。 
(5) 救命設備 

沿海区域を航行区域とする第 4 種船で、最終浸水状態の横傾

斜が 20°又は船舶が満載状態で舷端が水面に達する角度のうち、

いずれか小さい角度を超えるものは、各舷に最大搭載人員を収

容可能な救命艇又は救命筏を備えること。 
(6) 電源設備 

船舶設備規程第 299 条第 1 項各号のいずれかを満足する非常

電源を最上層連続甲板の上方で機関室囲壁の外部の適当な場所

に設けること。この場合、この非常電源は、少なくとも当該船

舶に備える次に掲げる電気設備に対して18時間以上給電可能な

ものとすること。 
(ⅰ) 航海灯 
(ⅱ) 主電源からの給電により作動する信号灯 
(ⅲ) 汽笛 
(ⅳ) 非常時の船内通信装置 
(ⅴ) 航海用レーダー 
(ⅵ) 音響測深機 
(ⅶ) 自動衝突予防援助装置及びこれに必要な付属設備（ジャイ

ロコンパス、船速距離計） 
(ⅷ) 通信設備 

(7) 航海設備 
次に掲げる設備を備えること。 

(ⅰ) 航海用レーダー（2 台） 
(ⅱ) 音響測深機 
(ⅲ) 自動衝突予防援助装置及びこれに必要な付属設備（ジャイ

ロコンパス、船速距離計） 
(8) 通信設備 

船舶安全法第 4 条の無線電信又は無線電話の他に船舶の航行

範囲に対し十分な有効到達距離を有する代替の通信設備を備え

ること。 
(9) 機関 

船舶の推進に関係のある機関は、事故時においても、手動に

よって始動することができるよう措置されていること。 
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照射済核燃料等運搬船の取扱いについて 

 
海 査 第 5 2 0 号 
平成 7 年 9 月 19 日 

（一部改正）国 海 査 第 2 2 8 号 
平成 23 年 9 月 9 日 

 
各地方運輸局長 
神戸運輸監理部長  殿 
沖縄総合事務局長 
 

海 事 局 長 
 

照射済核燃料等運搬船の取扱いについて 
 

我が国は、消費電力の約 30％を原子力で賄っており、これに関連

する照射済核燃料等の輸送においては海上輸送に多く依存している

ため、これまで「使用済核燃料運搬船の構造設備要件」、「プルトニ

ウム運搬船の構造及び設備の特別要件」、「高レベル放射性廃棄物運

搬船の構造設備の特別要件」等を整備し、その安全輸送の確保に万

全を期してきたところである。 
一方、IMO でも平成 5 年 11 月にロンドンで開催された第 18 回

IMO 総会において、「照射済核燃料等の国際海上安全輸送規則（INF
コード）」が決議として採択されているが、今般、同コードを国内規

則に取り入れ引き続き安全輸送の確保に万全を期すこととしたので

業務上遺漏のないよう措置されたい。 
 

記 

 

１．使用済核燃料、プルトニウム（MOX 燃料を含む。）又は高レベ

ル放射性廃棄物（以下「照射済核燃料等」という。）を運搬する船

舶の構造及び設備等については、船舶安全法第 2 条第 1 項及び第

28 条の規定に定める基準によるほか、別紙の「照射済核燃料等運

搬船の構造及び設備等に関する特別基準」（以下、単に「特別基準」

という。）によることとする。 
２．特別基準に規定する構造及び設備の検査の方法については別途

指示する。 
３．この特別基準は、通達日から施行する。ただし、通達日以前に

建造又は改造された船舶については、平成 8 年 3 月 31 日までの間

は、なお従前の例による。 
４．通達日付けで、「使用済核燃料運搬船の取扱いについて」（舶査

第 610 号、昭和 49 年 10 月 18 日）、「プルトニウム（酸化物粉末）

運搬船の取扱いについて」（海査第 604 号、平成 3 年 12 月 26 日）

及び「高レベル放射性廃棄物運搬船の取扱いについて」（海査第 650
号、平成 5 年 12 月 22 日）は廃止する。 

 

 

別紙 

照射済核燃料等運搬船の構造及び設備等に関する特別基準 

 

Ⅰ 適用 
この基準は、照射済核燃料、プルトニウム又は高レベル放射性

廃棄物を危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和 32 年 8 月 20 日運輸

省令第 30 号）第 80 条第 1 項に基づき放射性輸送物とされたもの

を運送する船舶に対して適用する。 
 

Ⅱ 定義 
この基準において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

項目に定めるところによる。 
(1) 「照射済核燃料」とは、自己持続的連鎖核分裂反応を維持する

ために用いられたウラン、トリウム又はプルトニウムを含む物

質をいう。 
(2) 「プルトニウム」とは、照射済核燃料の再処理によって抽出さ

れたプルトニウム同位体の混合物（MOX 燃料を含む。）をいう。 
(3) 「高レベル放射性廃棄物」とは、照射済核燃料の再処理におい

てプルトニウム及びウランの最初の抽出工程で発生する液体廃

棄物をガラス固化したもの又はそれ以後の抽出工程で発生する

液体廃棄物を濃縮しガラス固化したものをいう。 
(4) 「照射済核燃料等」とは、照射済核燃料、プルトニウム又は高

レベル放射性廃棄物をいう。 
(5) 「A 種船」とは、総放射能量が 4,000TBq 未満の照射済核燃料

等を運搬する船舶をいう。 
(6)「B 種船」とは、総放射能量が 4,000TBq 以上の照射済核燃料

等を運搬する船舶をいう。 
 
Ⅲ 構造、設備等に関する要件 
１．A 種船 

(1) 輸送物の積載制限 
照射済核燃料等が容器に収納され、又は包装されているも

の（以下「輸送物」という。）は、船舶防火構造規則（昭和 55
年運輸省令第 11 号）に規定する居住区域、業務区域、制御場

所及び特定機関区域の前方または後方の貨物区域に積載する

こと。 
(2) 設備 
① 船倉の温度管理装置 

輸送物を積載する閉囲された船倉には、次の要件に適合

する輸送物冷却装置又は通風装置を備え付けること。 
(ⅰ) 当該船倉内の温度（輸送物をコンテナに収納して積載

する湯合にあってはコンテナ内の温度）を 55℃以下に保

つことができるものであること。 
(ⅱ) ポンプ、プロワー等の可動部分は二重に備え付けられ

ていること。 
(ⅲ) 他の用途のものとは別系統にすること。 

② 固縛装置 
(ⅰ) 輸送物又は輸送物を収納したコンテナの移動及び転倒

を防止するための適当な固縛装置を備え付けること。 
この場合において、想定外力は次の加速度によること。

ただし、コンテナをコンテナのみを積載するための設備

を有する船倉に積載する場合は、コンテナと当該設備及

び当該設備と船体の固縛に関してはこの限りでない。 
(イ) 船首尾方向    1.5G 
(ロ) 船体横方向    1.5G 
(ハ) 垂直上方向    1.0G 
(ニ) 垂直下方向    2.0G 

(ⅱ) (ⅰ)にかかわらず、輸送物又は輸送物を収納したコンテ

ナを開放された甲板上又は車両甲板上に積載する場合に

あっては、「貨物の積み付け及び固定に関する安全実施基

準に関する国際海事機関総会決議 A.714(17)」（1991 年

11 月 6 日採択）に定める重量貨物、ユニット貨物及び車

両貨物の積付け及び固縛の原則によることができる。 
③ 放射線測定装置等 

外部放射線の線量及び線量当量率を測定するための装置、

放射性物質によって汚染された物の表面汚染密度等を測定

するために必要な装置又は器具並びに放射線障害を防止す

るために必要な防護具等を備え付けること。 
④ 消防設備 

次に掲げる装置を備え付けること． 
(ⅰ) 船舶の消防設備の基準を定める告示（平成 14 年国土交

通省告示第 516 号）第 2 条、第 5 条、第 6 条及び第 7 条

の要件に適合する消火ポンプ、消火栓、消火ホース及び

ノズルを船舶設備規則（昭和 40 年運輸省令第 37 号）第

53 条、第 55 条及び第 56 条の要件に適合するように備え

付けること。ただし、同令の規定に基づき消火ポンプ、

消火栓、消火ホース及びノズルを備え付けているものに

あってはこの限りでない。 
(ⅱ) 内燃機能（主機又は合計出力 375 キロワット以上の補

助機能として使用するものに限る。）のある場所に、船舶
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の消防設備の基準を定める告示第 10 条、第 14 条又は第

15 条の要件に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定

式高膨張泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付

けること。ただし、船舶消防設備規則の規定に基づき固

定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨張泡消火装置又は

固定式加圧水噴霧装置を備え付けているものにあっては

この限りでない。 
⑤ 給電設備 

(ⅰ) 船舶設備規程（昭和 9 年逓信省令第 6 号）第 183 条の

2 の規定を満足する主電源とすること。ただし、同令同条

の規定に基づき主電源を備え付けているものにあっては

この限りでない。 
(ⅱ) (ⅰ)の主電源の発電設備は、そのうちの 1 組が故障した

場合においても①の輸送物冷却装置又は通風装置に対し

十分に給電できるものであること。 
⑥ 船上緊急時計画の備え付け 

照射済核燃料等を運送する船舶は、別紙「ＩＮＦコード

物質を運搬する船舶のための船上緊急時計画作成ガイドラ

イン」に基づき作成された船上緊急時計画を備え付けなけ

ればならない。 
なお、船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭

和 54 年 9 月 27 日運輸省告示第 549 号）別記第 3(11)等に

定める災害対策緊急措置手引書は、別紙「INF コード物質

を運搬する船舶のための船上緊急時計画作成ガイドライ

ン」の船上緊急時計画を兼ねることができる。 
 
２．B 種船 

(1) 船体構造 
① 損傷時の復原性 

損傷時の復原性については、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する損傷

を受けても(ⅲ)の残存条件を満たす能力を有すること。なお、

浸水率（その場所のうち水が占めることのできる容積とそ

の場合の全容積との百分率をいう。）は、機関室にあっては

85、その他の区画にあっては貨物、燃料、バラスト等の積

載状態に従って決定すること。 
(ⅰ) 船側損傷の範囲 

(イ) 縦方向 
：1/3L2/3メートル又は 14.5 メートルのうちいずれか小

さいもの。ただし、二重船殻の内殻の損傷の長さに

ついては、当該損傷範囲において、前記数値の 1/2
の長さとする。 
この場合において、L は、船の長さ（メ－トル）（以

下同じ。） 
(ロ) 横方向（満載喫水線の水平面において船側外板から

船体中心線に直角に測ったもの） 
：B/5 メートル又は 11.5 メートルのうちいずれか小さ

いもの。この場合において、船側外板から B/5 メー

トル以上に配置された船倉又はその他の場所への同

時浸水も考慮すること。 
この湯合において、B は、船の幅（メ－トル）（以下

同じ。） 
(ハ) 垂直方向：型基線上方全部 

(ⅱ) 船底損傷の範囲（船の船首垂線から 0.3L メートル間の

損傷の範囲については括弧内のもの） 
(イ) 縦方向 ：L/10 メートル又は 5 メートルのうちいず

れか小さいもの（L/10 メートル） 
(ロ) 横方向 ：5 メートル（B/6 メートル又は 10 メート

ルのうちいずれか小さいもの） 
(ハ) 垂直方向：B/15 メートル又は 6 メートルのうちいず

れか小さいもの（同左） 
(ⅲ) 残存能力 

(イ) 最終浸水状態における復原性 
復原てこ曲線における残余復原性 20 度以上 
最大残余復原てこ   0.1 メートル以上 

(ロ) 最終浸水状態における横傾斜角度 
長さ 150 メートル以上の船舶 15 度以内 
（甲板が水没しない湯合 17 度以内） 
長さ 150 メートル未満の船舶 25 度以内 
なお、非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正するた

めに、クロスフラッデイング設備を備え付けてもよい。 
②船倉の構造 

(ⅰ) 船舶防火構造規則に規定する居住区域、業務区域、制

御場所及び特定機関区域は、貨物区域より前方又は後方

に配置すること。 
(ⅱ) 船倉側部には縦通水密隔壁を設けること。この縦通水

密隔壁は、満載喫水線の水平面において船側外板から船

体中心線に直角に測って B/5 メートル以上離れているこ

と。 
(ⅲ) 船倉には、少なくとも次の高さを有する二重底を設け

ること。 
468＋4.1L ミリメートル又は b/8 ミリメートルのうち

いずれか大なる値以上であること。 
この場合において、b は、船倉の幅（ミリメートル） 

(ⅳ) 船倉の境界は、いかなる箇所においても船側又は船底

外板から 760 ミリメートル以上離れていること。 
(ⅴ) 船倉の最前端壁の縦方向の位置は、船首垂線から

0.15L メートルの位置より後方とすること。なお、この隔

壁は衝突隔壁と兼用しないこと。 
③ 耐衝突構造 

船倉部を保護するために、耐衝突構造とすること。この

場合において、耐衝突構造を決定するときの条件は、次に

よること。 
(ⅰ) 衝突船＝T-2 タンカー（排水量：△23,400 トン、航海

速力：15 ノット） 
(ⅱ) 衝突船の船首突入量：被衝突船の計画最大積載状態で

の喫水線の水平面において、船側外板から船体中心線に

直角に測って B/5 メ－トル以上離れた縦通水密隔壁まで 
(ⅲ) 衝突吸収エネルギーの計算式： 

衝突船、被衝突船によって吸収されうるエネルギー(F)
は、最低衝突吸収エネルギー(KE)の値以上であること。 

KE＝△B／（2+1.43△B/△A）・VB2（ton－knot2） 
この場合において、 △A：被衝突船の排水量（ton） 

△B：衝突船の排水量（ton） 
VB ：衝突船の船速（knot） 

F は、次の二式で求められた値のうちいずれか小さい

方とする。 
F＝278.4・RT（ton－knot2） 
F＝178.7・RT＋124,000（ton－knot2） 
RT：ミノルスキーの計算方法による値 

(2) 設備 
① 輸送物冷却装置 

(ⅰ) 次の要件に適合する輸送物冷却装置を備え付けること。 
(イ ) 次の周囲環境条件のもとで輸送物の周辺温度を

38℃以下に、輸送物の表面温度を 85℃以下に保つこ

とができるものであること。 
(a) 計画大気温度：38℃ 
(b) 計画海水温度：遠洋区域を航行する船舶は 32℃ 

その他の区域を航行する船舶は 30℃ 
(ロ) ポンプ、プロワー等の可動部分は二重に備え付けら

れていること。 
(ハ) 船倉のいかなる場所の温度も人の出入りを妨げるも

のであってはならないこと。 
(ニ) 他の用途のものとは別系統にすること。 

(ⅱ) (ⅰ)の規定にかかわらず、船舶による放射性物質等の運

送基準の細目等を定める告示（昭和 52 年運輸省告示第

585 号）別表第七第一号に定めるプルトニウムの運送に

従事する船舶（以下「プルトニウム運搬船」という。）に

あっては、輸送物の表面温度を 85℃以下に保つことがで
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き、かつ、１．(2)①の要件を満足する通風装置とするこ

とができる。 
② 固縛装置 

輸送物の移動及び転倒を防止するための適当な固縛装置

を備え付けること。 
この場合において、想定外力は次の加速度によること。 

(ⅰ) 船首尾方向 1.5G 
(ⅱ) 船体横方向  1.5G 
(ⅲ) 垂直上方向  1.0G 
(ⅳ) 垂直下方向  2.0G 

③ 放射線測定装置等 
外部放射線の線量及び線量当量率を測定するための装置、

放射性物質によって汚染された物の表面汚染密度等を測度

するために必要な装置又は器具並びに放射線障害を防止す

るために必要な防護具等を備え付けること。この場合、外

部放射線の線量当量率を測定するための装置には、船倉か

ら離れた場所で監視できる固定式のモニタリング装置一式

が含まれていなければならない。 
④ 船倉の排気及び排水装置 

輸送容器が常時ベントする型式のものである場合は、当

該輸送物を積載する船倉には排気装置を設け、船上の適当

な場所に排気できるようにしておくこと。また、船倉の排

水装置は、放射能汚染ビルジが生じた場合、これを船内の

適当な場所に貯蔵できるものとすること。なお、前記の排

気及び排水装置は他の用途のものとは別系統にすること。 
⑤ 消防設備 

次に掲げる装置を備え付けること。 
(ⅰ) 船舶の消防設備の基準を定める告示第 2 条、第 5 条、

第 6条及び第 7条の要件に適合する消火ポンプ、消火栓、

消火ホース及びノズルを船舶消防設備規則第 53 条、第

55 条及び第 56 条の要件に適合するように備え付けるこ

と。ただし、同令同条の規定に基づき消火ポンプ、消火

栓、消火ホース及びノズルを備え付けているものにあっ

てはこの限りでない。 
(ⅱ) 内燃機関（主機又は合計出力 375 キロワット以上の補

助機関として使用するものに限る。）のある場所に、船舶

の消防設備の基準を定める告示第 10 条、第 14 条又は第

15 条の要件に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定

式高膨張泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付

けること。ただし、船舶消防設備規則の規定に基づき固

定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨張泡消火装置又は

固定式加圧水噴霧装置を備え付けているものにあっては

この限りでない。 
(ⅲ) 船舶の消防設備の基準を定める告示第 34 条及び第 35

条の要件に適合する火災探知装置及び手動火災警報装置

を船舶消防設備規則第 63 条の 2 から第 63 条の 4 の要件

に適合するように備え付けること。ただし、同令の規定

に基づき火災探知装置及び手動火災警報装置を備え付け

ているものにあってはこの限リでない。 
⑥ 非常時ちょう水装置 

輸送物を積載する船倉には、火災等の非常時に当該船倉

内にちょう水できる装置であって、次の要件を満足するも

のを備え付けること。 
(ⅰ) 船橋等の安全な湯所から操作できるものであること。 
(ⅱ) ちょう水することにより船の安定性を損なうものでな

いこと。 
⑦ 救命設備 

沿海区域を航行区域とする第 4 種船であって、(1)①
(ⅲ)(ロ)の最終浸水状態の横傾斜角が 20 度をこえるものに

あっては、船舶救命設備規則（昭和 40 年運輸省令第 36 号）

第69条の規定にかかわらず各舷に最大とう載人員を収容す

るため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けること。 
⑧ 給電設備 

(ⅰ) 次の要件に適合する非常電源を備え付けること。 

(イ) 船舶設備規程第 299 条第 1 項各号のいずれかのもの

であること。ただし、同令の規定に基づき、蓄電池を

備え付けている場合は、この限りでない。 
(ロ) 設置湯所は、最上層連続甲板の上方（昭和 59 年 9
月 1 日前に照射済核燃料運搬船として建造又は改造に

着手された船舶にあっては、(1)①の損傷時復原性要件

の損傷範囲(ⅰ)及び(ⅱ)に基づいて想定される同一の船

体損傷範囲外）で機関室囲壁の外部の適当な場所であ

ること。 
(ハ) 同令第 300 条第 2 項に定める電気設備及び通信設備

に対して 36 時間以上給電可能なものとすること。ただ

し、非常電源を代替動力源とする操だ装置については、

同令同条第 3 項に定める時間とする。 
(ⅱ) (2)①の輸送物冷却装置及び(2)⑥の非常時ちょう水装置

に電気設備を使用している湯合、当該電気設備に対して

次の要件に適合する代替電源を設けること。 
(イ) 機関室囲壁の外部の適当な場所に設けること。この

場合、主電源を配置する区画と代替電源を配置する区

画は、(1)①の損傷時復原性要件の損傷範囲(ⅰ)及び(ⅱ)
に基づいて想定される同一の船体損傷範囲内に配置し

てはならない。 
(ロ) 主電源から独立した給油装置を有する原動機によっ

て駆動される発電設備であること。 
(ハ) 36 時間以上給電可能なものであること。 
(ニ) 主電源からの給電が停止した湯合、自動的に始動し、

かつ、給電できること。 
⑨ 航海設備 

(ⅰ) 船舶設備規程第 146 条の 12 に規定される要件に適合

する航海用レーダーを 2 台備え付けること。ただし、同

令の規定に基づき航海用レーダーを備え付けているもの

にあっては、その合計が 2 台となるように備え付けるこ

とで差し支えない。 
(ⅱ) 船舶設備規程第 146 条の 16 に規定される要件に適合

する自動衝突予防援助装置を備え付けること。ただし、

同令の規定に基づき自動衝突予防援助装置を備え付けて

いるものにあってはこの限りでない。 
(ⅲ) 船位を測定できる装置を備え付けること。 
(ⅳ) 船舶設備規程第 146 条の 23 に規定される要件に適合

する音響測深機を備え付けること。ただし、同令の規定

に基づき音響測深機を備え付けているものにあってはこ

の限りでない。 
⑩ 通信設備 

船舶安全法第 4 条の無線電信又は無線電話のほかに船舶

の航行範囲に対し十分な有効到達距離を有する代替の通信

設備を備え付けること。ただし、船舶安全法施行規則（昭

和 38 年運輸省令第 41 号）第 60 条の 5 の規定に基づき、無

線設備の二重化の措置をとる船舶にあってはこの限りでな

い。 
⑪ 機関 

船舶の推進に関係のある機関は、事故時においても、手

動によって始動することができるよう措置されていること。 
⑫ 船上緊急時計画の備え付け 

照射済核燃料等を運送する船舶は、別紙「ＩＮＦコード

物質を運搬する船舶のための船上緊急時計画作成ガイドラ

イン」に基づき作成された船上緊急時計画を備え付けなけ

ればならない。 
なお、船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭

和 54 年 9 月 27 日運輸省告示第 549 号）別記第 3(11)等に

定める災害対策緊急措置手引書は、別紙「INF コード物質

を運搬する船舶のための船上緊急時計画作成ガイドライ

ン」の船上緊急時計画を兼ねることができる。 
(3) 核物質防護に係る構造及び設備 

プルトニウム運搬船にあっては、核物質防護のための構造

及び設備を有すること。 
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危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物

の安全の確認等について 

海 査 第 5 9 2 号 
平成 2 年 12 月 27 日 

（一部改正）国 海 査 第 4 1 8 号 
平成 26 年 12 月 25 日 

 

関係各事業者 あて 

 

海 事 局 長 

 
危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全の確認等

について 
 

放射性輸送物の安全確認等については、「危険物船舶運送及び貯蔵

規則に基づく放射性物質の安全の確認等について（平成 2 年 12 月

27 日付け海査第 592 号）により危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下

「規則」という。）及び船舶による放射性物質等の運送基準の細目等

を定める告示（以下「告示」という。）中の主な条項の解釈及び取扱

いについて、並びに、放射性輸送物の設計承認、放射性輸送物の安

全の確認、放射性物質輸送容器及びその使用方法の承認、放射性輸

送物の運送の安全の確認、被ばく管理の特例並びに専用運搬船及び

線量当量率に係る特別措置について定めており、周知しているとこ

ろですが、今般 IMDG コード 37 回改正内容を取り入れた規則及び

告示が平成 27 年 1 月 1 日から施行することに伴い、その取扱い等に

ついて別紙のとおり改正（改正部分は下線部）し、平成 27 年 1 月 1
日以降に開始さる輸送から適用することとしましたので通知します。 
なお、併せて所要の改正も行っておりますことも申し添えます。 
 
 

別紙 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全の 
確認等について 

 
Ⅰ．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い 

１．規則第１７条及び規則第３０条関係 
荷送人は、規則第１７条第１項第６号及び規則第３０条第１

項第７号の「その他告示で定める事項」の記載に当たっては、

船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和５４年運輸

省告示第５４９号）第１４条の３及び第１６条の３に定める事

項を含め、別記１に示す例に従って輸送文書を作成し、危険物

明細書、コンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書に「別

添」として添付して下さい。 
２．規則第７１条関係 

(1) 荷送人は、放射性輸送物を開放型の構造を有する箱又は袋等

に収納し、又は包装する場合は、個々の放射性輸送物の標札

等が見えるようにして下さい。この場合、やむを得ず個々の

放射性輸送物の標札等が見えにくくなる場合は、開放型の構

造を有する箱又は袋等であってもオーバーパックに係る基準

を満足するよう努めて下さい。 
(2) 第２項中「船体の一部を構成しないタンク」とは、タンクコ

ンテナ、ポータブルタンク、タンク自動車（貨車）又は容器

であって、気体、液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体若

しくは液体として収納された後に固化する固体を収納するも

のをいいます。 
３．告示第１条の２関係 

第４号の「国土交通大臣が適当と認めるもの」の適用を受け

る場合は、運搬するすべての製品に含まれる放射性物質が第１

号から第３号の規定する数量によらないことについての説明を

記載した書面を国土交通大臣に提出し、承認を受けて下さい。 
 

４．告示第２条関係 
第６号の「国土交通大臣が適当と認めるもの」の適用を受け

る場合は、運搬中に輸送物が臨界に達しない旨の説明を記載し

た書面を国土交通大臣に提出し、承認を受けて下さい。 
５．告示第４条関係 

第１号の表中「国土交通大臣の適当と認める基準」とは、カ

プセルに封入されているものについて次に掲げる基準とします。 
なお、この基準を適用する場合は、荷送人は、具体的に行う

試験方法を記載した書面を国土交通大臣に提出し、承認を受け

るようにして下さい。 
(1) 衝撃試験及び打撃試験に代えて、ＩＳＯ２９１９（２０１２

年版以後のものに限る。）「密封線源－分類」に定められる試

験のうち、封入されている放射性物質の質量が、２００グラ

ム以上５００グラム未満であるものにあってはクラス５衝撃

試験、２００グラム未満であるものにあってはクラス４衝撃

試験を行った場合に、損壊しないものであること。 
(2) 加熱試験に代えて、ＩＳＯ２９１９（２０１２年版以後のも

のに限る。）「密封線源－分類」に定められるクラス６温度試

験を行った場合に、溶融又は分散しないものであること。 
(3) 浸漬試験に代えて、ＩＳＯ９９７８（１９９２年版以後のも

のに限る。）「放射線防護－密封線源－漏洩試験法」に定めら

れる試験を行った場合に、水中への放射性物質の漏えい量が、

２キロベクレルを超えないものであること。 
６．告示第４条の３関係 

「通常の取扱いにおいて、はく離するおそれがある状態」と

は、スミヤ法により検出することができる状態をいいます。 
７．規則第７４条及び告示第１２条の３関係 

規則第７４条第７号ロ並びに告示第１２条の３第１号ハ及び

第２号ハ中「最大線量当量率の著しい増加」とは、試験前の最

大線量当量率が毎時２ミリシーベルトに対して十分な余裕がな

いときは増加率が２０パーセントを越える状態をいい、毎時２

ミリシーベルトに対して十分な余裕があるときは放射性輸送物

の外表面が著しく破損するような状態をいいます。 
８．告示第１０条関係 

(1) 第２号中「全体に分布している」の基準の例としては、体積

が０．２立方メートル以上１．０立方メートル未満の場合は

５分割、１．０立方メートル以上の場合は１０分割した場合

に各部分間の比放射能の差が１０倍以下であることをいいま

す。 
(2) 第３号中「全体に均一に分布している」の基準の例としては、

０．１立方メートル以下の体積に１０以上に分割した場合に、

各部分間の比放射能の差が３倍未満であることをいいます。 
９．告示第１２条関係 

告示別記第７中「国土交通大臣が認める条件」を適用する場

合は、適用する条件その他安全性に関する説明書を国土交通大

臣に提出し、承認を受けて下さい。 
10．告示第１２条の３関係 

(1) 第１号ニの「その他国土交通大臣が必要と認める基準」とは、

危険物輸送に関する国連勧告（第９訂版以後のものに限る。）

「多モードのタンク輸送に関する一般勧告」に定められる基

準又はこれと同等以上と認められる基準とします。なお、こ

の基準を適用する場合は、当該タンクの構造及び使用方法そ

の他安全性に関する説明を記載した書面を国土交通大臣に提

出し、承認を受けて下さい。 
(2) 第２号ニの「その他国土交通大臣が必要と認める条件」とは、

寸法及び最大総質量に係る基準を除き、ＩＳＯ１４９６／１

（１９９０年版以後のものに限る。）「シリーズ１ 貨物コンテ

ナ－規格及び試験－第１部；一般貨物コンテナ」に定められ

る基準とします。なお、この基準を適用する場合は、当該コ

ンテナの構造及び使用方法その他安全性に関する説明を記載

した書面を国土交通大臣に提出し、承認を受けて下さい。 
11．告示第１５条関係 

第２項第２号の設計国の国際車両登録コードとは、道路交通

に関する条約により国別に割り当てられた識別コードであり、
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日本の場合「Ｊ」となります。 
12．規則第８９条関係 

第２項の「放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオー

バーパックの表面」とは、コンテナ又はオーバーパックの外表

面及び内表面のことをいいます。 
13．規則第９４条関係 

第１項第４号中「食糧を積載してある場所から離れた場所」

とは、「食糧が積載されている船倉又は区画」又は「食糧が積載

されている甲板上の場所から６メートル以内の甲板上の場所」

以外の場所をいいます。 
14．規則第１０１条関係 

「外板」について、「運送中人が容易に近づくことができない

表面」とは、接舷中（接岸中を含む。）に人が容易に近づくこと

ができない外表面をいいます。 
15．規則第１０３条及び告示第１９条関係 

(1) 規則第１０３条第２項中「国土交通大臣が適当と認めた場

合」とは、船内にある者の受ける線量が生涯平均年間１ミリ

シーベルトを越えない場合をいいます。この場合、船長は、

船内にある者について、生涯平均年間１ミリシーベルトを越

えない理由を記載した書面を国土交通大臣に提出し、承認を

受けて下さい。 
(2) 規則第１０３条第３項の放射線防護計画（「Radiation 

Protection Programmes」（以下、「ＲＰＰ」という。））は、

次を参考に作成して下さい。 
① 放射性輸送物の輸送体制において、ＲＰＰの対象となる

者及び放射線管理の責任者を決定して下さい。 
② 見込まれる放射性輸送物の年間輸送量により、①により

決定したＲＰＰの対象となる者の最大被ばく量を推定して

下さい。この場合、被ばく量推定の対象とした放射性輸送

物の種類及び輸送容器の型式並びに見込まれる年間輸送量

（１輸送毎の基数及び年間輸送回数）をＲＰＰに記載する

ようにして下さい。 
③ ②により推定される最大被ばく線量に応じて、告示第１

９条の規定による記載事項について、別添１の「Radiation 
Protection Programmes for Transport of Radioative 
Material」（放射性物質の輸送のための放射線防護）により、

ＲＰＰを作成して下さい。なお、別添２として専用運搬船

による使用済燃料を輸送する場合及びコンテナ船による核

燃料物質を輸送する場合のそれぞれについて、モデルＲＰ

Ｐを添付しますので参照として下さい。 
④ 告示第１９条に規定するＲＰＰの記載事項のうち、既に

他の規則の規定等により、あらかじめ当該事項を記載した

文書等を作成している場合は、ＲＰＰの該当個所にその旨

記載することとして差し支えありません。また、特に記載

する必要がない事項については、ＲＰＰにその理由を明記

して下さい。 
16．規則第１０５条関係 

船長は、汚染の可能性がある場合は、船内において放射性輸

送物を取り扱った場所についても汚染の検査を行い、必要に応

じ措置を講じて下さい。 
17．告示第１号様式及び第３号様式関係 

第１号様式注７及び第３号様式注４中「本邦外を運送される

もの」とは、本邦外を運送するために、その経路上本邦内を運

送されるものを含みます。 
 
Ⅱ．放射性輸送物の安全の確認等 

１．規則第８６条の規定に基づく放射性輸送物の設計承認につい

てＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型輸送物、核分裂性輸送物又は０．

１キログラム以上の六フッ化ウランを収納する放射性輸送物を

作成する者はあらかじめ設計承認を受けて下さい。承認を受け

た後に設計の変更をする場合も同様です。 
(1) 設計承認の申請 

放射性輸送物設計承認申請書及び放射性輸送物設計変更承

認申請書の様式は、それぞれ別記２及び別記３のとおりです。

申請書は、国土交通大臣に提出して下さい。 
なお、放射性輸送物作成者が複数（放射性物質輸送容器に

関し責任を有する者及び当該容器に収納する放射性物質等に

関し責任を有する者がそれぞれ異なる場合等）となる場合は、

代表者による申請として差し支えありません。この場合、別

記２中「１０．その他特記事項」（設計変更の場合は、別記３

中「５．その他特記事項」）に輸送物作成者全員の氏名又は名

称を記載するとともに、選任された代表者の氏名又は名称を

記載して下さい。 
(2) 設計承認書の交付 

規則に規定される基準に適合すると認められた設計又は設

計変更には、放射性輸送物設計承認書を交付します。 
(3) ＩＡＥＡ輸送規則への適合証明 

設計承認を受けた放射性輸送物について当該放射性輸送物

の設計がＩＡＥＡ輸送規則に適合する旨の証明を必要とする

場合は、別記４の様式により放射性輸送物設計承認英文証明

願を提出して下さい。 
(4) 改正前の本通達による設計承認書 

平成１６年１月１日以前に本通達に基づき受けた設計承認

については、平成１６年１月１日施行の規則附則第２条第３

項に規定する処分、手続その他の行為と見なします。 
２．規則第８８条第１項の規定に基づく放射性物質輸送容器及び

その使用方法の承認（以下「容器承認」という。）について 
(1) 容器承認の申請 
① 放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する承認申請

書の様式は、別記５のとおりです。申請書は、国土交通大

臣に提出して下さい。 
なお、申請者が当該容器の所有者から保守及び管理を委

託された者である場合は、別記５中「８．その他特記事項」

に、所有者の氏名又は名称並びに申請者が所有者より委託

された保守及び管理の内容等必要事項を記載して下さい。 
② 申請は、同時期に製作されるものについて、輸送容器の

型式ごとに行って下さい。 
③ 容器承認の申請時期は、新規に製作される輸送容器につ

いては、規則第８６条に基づく設計承認を受けた後製作に

着手する前とします。 
④ 容器の製作に係る品質管理（製作者の品質管理を含む。）

については、定められた品質システムに従って適切に実施

されていることを製作中に確認します。 
⑤ 輸送容器については、別表に掲げる項目について検査を

行い、その結果を提出して下さい。 
当該検査については原則として立ち会うこととしますが、

④の品質管理の状況を確認し、省略する場合があります。 
(2) 放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する承認証の交

付 
承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器

については、放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する

承認証を交付します。 
(3) 輸送容器の定期的自主検査 

承認を受けた輸送容器について、適宜、定期的自主検査を

１年に１回以上（年間の使用回数が１０回を越える場合は１

０回ごとに１回以上）行い、その性能の保持に努めて下さい。 
なお、検査結果の記録は、製作時検査の記録と併せて、保

存して下さい。 
(4) 輸送容器の定期的自主検査結果記録の提出 

３年に１回以上、定期的自主検査結果記録を検査測度課長

に提出して下さい。 
(5) 輸送容器の性能低下に関する報告 

輸送容器の性能低下のおそれがある場合は、遅滞なく、検

査測度課長にその旨を報告して下さい。 
(6) 輸送容器の健全性の調査について 

輸送容器の性能が維持されていることを確認するため、必

要に応じて書類の提出を求めたり、調査を行うことがありま

す。 
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(7) 輸送容器の使用廃止届 
承認を受けた輸送容器の使用を廃止した場合は、別記６の

様式により放射性物質輸送容器の使用廃止届を国土交通大臣

に提出して下さい。 
３．規則第８７条第１項の規定に基づく放射性輸送物の安全の確

認（以下、この項において「安全確認」という。）について 
(1) 安全確認の申請 
① 放射性輸送物安全確認申請書の様式は、別記７及び別記

８のとおりです。申請書は、当該放射性輸送物の船積地を

管轄する地方運輸局長（兵庫県においては神戸運輸監理部

長、沖縄県においては沖縄総合事務局長。以下同じ。）に提

出して下さい。 
ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地で船積みする

場合は、関東運輸局長に提出して下さい。 
② 放射性輸送物作成者が複数（放射性物質輸送容器に関し

責任を有する者及び当該容器に収納する放射性物質等に関

し責任を有する者がそれぞれ異なる場合等）である場合は、

全員を申請者として下さい。 
③ 申請は、１回の運送ごとに、輸送容器の型式ごとに原則

として国土交通大臣あての申請にあっては船積みの１か月

前までに、地方運輸局長あての申請にあっては船積みの３

週間前までに行って下さい。 
(2) 放射性輸送物安全確認書の交付 

規則に規定される基準に適合すると認められた放射性輸送

物には、放射性輸送物安全確認書を交付します。 
(3) 輸送容器への放射性物質輸送容器承認票又は放射性物質輸

送容器設計承認票の取付け 
承認を受けた輸送容器を使用する場合は、当該輸送容器に

別記９の放射性物質輸送容器承認票を取り付けて下さい。 
また、承認を受けていない輸送容器を使用する場合は、当

該輸送容器に別記１０の放射性物質輸送容器設計承認票を取

り付けて下さい。 
(4) 安全確認を受ける必要がない場合 

規則第８７条第７項に定める核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）（以

下、「原子炉等規制法」という。）の規定による原子力規制委

員会の確認、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律（昭和３２年法律第１６７号）（以下、「放射線障害

防止法」という。）の規定による原子力規制委員会の確認（登

録運搬確認機関が行うものを含む。以下同じ。）又は航空法施

行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）の規定による国土交

通大臣の確認を受けた場合であって、告示第１４条の７に該

当する場合以外の場合は、安全確認を受ける必要はありませ

ん。 
４．規則第９９条第１項の規定に基づく放射性輸送物の運送の安

全の確認（以下、この項において「安全確認」という。）につい

て 
(1) 安全確認の申請 
① 放射性輸送物運送計画書安全確認申請書の様式及び記載

事項は、別記１１のとおりです。申請書は、当該放射性輸

送物の船積地を管轄する地方運輸局長に提出して下さい。 
ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地で船積みする

場合は、関東運輸局長に提出して下さい。 
② 申請は、一航海ごとの運送について、原則として船積み

の１か月前までに行って下さい。 
③ 当該申請に係る複数の放射性輸送物を、管轄の異なる船

積地においてそれぞれ船積みする場合は、運送計画を一括

してとりまとめ、最初の船積地を管轄する地方運輸局長に

提出して下さい。 
④ ３(4)の原子力規制委員会又は国土交通大臣の確認を受け

た場合は、原子力規制委員会又は国土交通大臣から交付さ

れた運搬確認証等の写しを放射性輸送物運送計画書安全確

認申請書に添付して下さい。 
 

(2) 放射性輸送物運送計画書安全確認書の交付 
規則に規定される基準に適合すると認められた放射性輸送

物運送計画書には、放射性輸送物運送計画書安全確認書を交

付します。 
(3) 放射性輸送物運送計画書安全確認書の記載事項の追加又は

変更等 
安全確認を受けた後、放射性輸送物運送計画書安全確認書

の記載事項の追加又は変更を受けようとする場合は、申請を

行った地方運輸局長に船積み前に速やかに放射性輸送物運送

計画書安全確認変更申請書を提出して下さい。なお、当該変

更申請を行う際に船長が交代している場合は、交代前の船長

と交代後の船長の連名で申請を行ってください。 
また、その他の場合であって、安全確認を受けた後、放射

性輸送物運送計画書の記載事項に追加又は変更が生じた場合

は、申請を行った地方運輸局長に当該追加又は変更内容を速

やかに届け出て下さい。この場合、追加又は変更の内容によ

っては別途指示を行う場合があります。 
５．規則第１０４条第１項の規定に基づく被ばく管理の特例（以

下、この項において「特例」という。）について 
(1) 特例の申請 
① 被ばく管理特例承認申請書の様式及び記載事項は、別記

１２のとおりです。申請書は、国土交通大臣に提出して下

さい。 
② 申請は、被ばく管理の対象となる者ごとについて、原則

として承認を受けようとする日の３か月前までに行って下

さい。この場合、同一の運送に従事する者については一括

して申請することができます。 
(2) 被ばく管理特例承認書の交付 

被ばく管理が適当と認められた場合には、被ばく管理特例

承認書を交付します。 
(3) 放射線防護計画の変更 

特例を受けた後、放射線防護計画を変更する場合（特例の

再申請の必要がある場合を除く。）には、国土交通大臣に事

前に届け出て下さい。この場合、船内にある者の被ばく防

止のため必要な指示を行うことがあります。 
(4) 廃止届 

承認を受けた者が、当該承認に係る運送に従事しなくなっ

た場合は、国土交通大臣に速やかに届け出てください。 
６．規則第１０７条第１項第２号の規則に基づく特別措置（以下、

この項において「特別措置」という。）について 
(1) 特別措置の申請 
① 専用運搬船に係る特別措置申請書の様式及び記載事項は、

別記１３のとおりです。申請書は、国土交通大臣に提出し

て下さい。 
② 申請は、船舶ごとに行って下さい。 
③ この項において規定する特別措置は、専ら放射性物質等

のみを運送する船舶について、規則第７１条第１項第４号

に定める専用積載に該当しない場合であっても、専用積載

と同等と認められるときは、規則中の専用積載により運送

することとされる規定にかかわらず、専用積載とみなして

運送することができることとするものです。したがって、

その他の場合について、規則第１０７条第２項の規定に基

づく特別措置を受けようとする場合の申請書の様式及び記

載事項については、別途国土交通大臣の指示を受けて下さ

い。 
(2) 専用運搬船に係る特別措置承認書の交付 

専用積載と同等の運送が行えると認められた船舶には、専

用運搬船に係る特別措置承認書を交付します。 
なお、当該特別措置について、専用運搬船に係る特別措置

承認申請書を審査のうえ、必要に応じて、当該船舶の立入検

査を行うことがあります。 
(3) 専用運搬船の構造、設備等の変更等の届出 

承認を受けた専用運搬船が、当該専用運搬船の構造、設備

等を変更した場合（特別措置の再申請の必要がある場合を除
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く。）は、国土交通大臣に速やかに届け出て下さい。この場合、

運送の安全を確保するため必要な指示を行うことがあります。 
(4) 専用運搬船による運送の廃止届 

承認を受けた専用運搬船が、当該承認に係る運送を廃止し

た場合は、国土交通大臣に速やかに届け出て下さい。 
７．規則第１０７条第１項第３号の規定に基づく特別措置（以下、

この項において「特別措置」という。）について 
(1) 特別措置の申請 

線量当量率に係る特別措置申請書の様式及び記載事項は、

別記１４のとおりです。申請書は、国土交通大臣に提出して

下さい。 
(2) 線量当量率に係る特別措置承認書の交付 

安全上支障がないと認められた放射性輸送物、オーバーパ

ック又はコンテナには、線量当量率に係る特別措置承認書を

交付します。 
なお、当該特別措置について、線量当量率に係る特別措置

申請書を審査のうえ、必要に応じて、当該輸送物、オーバー

パック若しくはコンテナの検査又は運送に使用される船舶の

立入検査を行うことがあります。 

 

 

別記１（輸送文書書式例） 
文 書 番 号   

年 月 日 
  

荷送人の著名 
 

輸 送 文 書 
 

この放射性輸送物（以下「輸送物」という。）又はコンテナに収納

されている放射性物質等については、適切な名称によって下記のと

おりすべて正確に記載されており、また、適用される国際及び国内

の規則に従って分類され、輸送物とされ、又はコンテナに収納され、

標札等が付され、又は表示が行われ、すべての点において、海上運

送に適した状態にあることをここに宣言する。 
 

記 
 
(a) 「UN」の文字に続けて船舶による危険物の運送基準等を定める

告示（以下「危険物告示」という。）別表第１に掲げる国連番号 
(b) 危険物告示別表第１に掲げる品名 
(c) ｢Class 7 （国連分類番号７）」の文字（副次危険性がある場合は、

続けて括弧内にその分類及び等級を記入） 
(d) 各放射性核種の名称又は元素記号。ただし、当該物質が混合物の

場合にあっては、一般的な名称又は最も制約的な放射線核種の一

覧表 
(e) 物質の物理的及び化学的性状。ただし、当該物質が特別形放射性

物質にあっては、その旨とすることができる。 
(f) 最大放射能（ベクレル単位）。ただし、核分裂性物質にあっては、

その質量とすることができる。 
(g) 第一類白、第二類黄又は第三類黄の別 
(h) 輸送指数 
(i) 核分裂性輸送物にあっては、次のいずれかに該当する事項 

① 告示第２条の各号に該当する場合はその旨（第３号、第４号

及び第５号については、核分裂性核種の質量を含む） 
② 規則第８１条第２号及び第３号に該当する場合はその旨 
③ 臨界安全指数 

(j) 輸送物又はコンテナに関する確認番号及び承認番号 
（輸送物設計承認、容器承認、輸送物安全確認、運送計画書安

全確認、特別措置に係る承認等） 
(k) オーバーパック又はコンテナを使用する場合には、オーバーパッ

ク若しくはコンテナについて、又はオーバーパック若しくはコン

テナに収納されている各輸送物の収納物についての詳細な記述 

(l) 輸送物、オーバーパック又はコンテナが専用積載により運送され

なければならない場合は、｢EXCLUSIVE USE SHIPMENT （専

用積載）」の文字 
(m) 「LSA－Ⅱ」、「LSA－Ⅲ」、「SCO－Ⅰ」及び「SCO－Ⅱ」の各

物質にあってはA2値の倍数で示した当該物質の全放射能。ただし、

A2値が無制限の場合は 0 とする。 
(n) 次の事項を含む取扱方法その他運送に関し留意すべき事項 

(1) 輸送物、オーバーパック、コンテナ若しくはタンクの積込み、

積付け、運送、取扱い及び取卸しに関する補足的作業条件（安

全に熱除去を行うための特別な積付等の要件を含む。）。ただし、

特別な要件が不要な場合はその旨とすることができる。 
(2) 運送に使用される船舶又は積載場所についての制限及び輸送

経路に関する指示 
(3) 必要な緊急時の措置 

備 考 
(1) 記載事項については、項目の順に従って記載すること。この場

合、該当しない項目については、該当しない旨記載すること。 
(2) 他の国際協定において宣言することが条件とされている場合

には、当該宣言中で言及した内容に関しては、この宣言中で言

及する必要はない。 
(3) 記(n)については、船舶所有者、船長及び関係国政府等のため

に必要な言語で記載すること。 
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別記２ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
                   殿 
 

申請者の氏名又は名称 
住   所 

 
放射性輸送物設計承認申請書 

 
危険物船舶運送及び貯蔵規則第８６条の規定により、下記放射性

輸送物（以下「輸送物」という。）の設計が危険物船舶運送及び貯蔵

規則に定める○型輸送物（核分裂性輸送物、六フッ化ウランを収納

する放射性輸送物）の基準に適合する旨承認していただきたく、関

係書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１．輸送容器の形式 
２．輸送物の説明 

(1) 輸送容器の材料の種類 
(2) 輸送物の総質量 
(3) 外形寸法 
(4) 外観及び構造図 
(5) 収納する放射性物質の仕様 

イ 種類 
ロ 質量 
ハ 放射能強度（主な核種ごとの値及び合計値） 
ニ 性状 
ホ 濃縮度 
ヘ 燃焼度 
ト 発熱量 
チ 冷却日数 
リ その他 

３．輸送指数及び臨界安全指数 
４．輸送制限個数及び配列方法 
５．臨界計算における水密性に関する事項 
６．ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち適合

しない基準についての説明 
７．ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物又は核分裂性輸送物以外の六フッ

化ウランを収納する放射性輸送物の場合はＨＭ又はＨＵの別 
８．輸送物の安全解析に関する事項 
９．輸送物の取扱いに関する事項 

(1) 輸送容器の取扱い及び保守の方法 
(2) 輸送物の発送に先立ってとるべき措置 
(3) 輸送物を運送する場合の積載方法等に関する事項 

10．その他特記事項 
（添付書類） 
１．輸送物の説明を記載した書類 
２．輸送物の安全解析に関する説明書 
３．輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書 
４．安全設計、安全輸送に関する特記事項を記載した書類 

備 考 
(1) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、

順不同としても差し支えない。 
(2) 記７中ＨＭとは、告示別記第１２第２号の条件を適用するもの

又は同別記第１４の条件を適用しないものをいい、ＨＵとは、

ＨＭ以外のものをいう。 
(3) 添付書類１については、輸送物の荷姿を示す説明図を添付する

こと。 
(4) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書

きとすること。 
 

別記３ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
                  殿 
 

申請者の氏名又は名称 
住   所 

 
放射性輸送物設計変更承認申請書 

 
危険物船舶運送及び貯蔵規則第８６条の規定により承認を受けた

下記放射性輸送物（以下「輸送物」という。）の設計について、下記

の変更内容が危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める○型輸送物（核

分裂性輸送物、六フッ化ウランを収納する放射性輸送物）の基準に

適合する旨承認していただきたく、関係書類を添えて申請します。

 
記 

 
１．既に交付された設計承認番号 
２．輸送容器の型式 
３．変更内容 
４．変更理由 
５．その他特記事項 
（添付書類） 
１．輸送物の説明を記載した書類 
２．輸送物の安全解析に関する説明書 
３．輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書 
４．安全設計、安全輸送に関する特記事項を記載した書類 

備 考 
(1) 添付書類には変更に係る部分について記載すること。 
(2) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書

きとすること。 
 
 
別記４ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通省海事局長 
                  殿 
 
 

申請者の氏名又は名称 
住   所 

 
放射性輸送物設計承認英文証明願 

 
平成２年１２月２７日付け海査第５９２号に基づき、下記○型輸

送物（核分裂性輸送物、六フッ化ウランを収納する放射性輸送物）

の設計について、「ＩＡＥＡ放射性物質安全輸送規則（１９９６年版）

の基準に適合している旨の英文の証明書を交付していただきたく、

下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１．輸送容器の形式 
２．放射性輸送物の設計承認番号 
３．その他特記事項 

備 考 
用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書き

すること。 
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別記５ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
            殿 
 

申請者の氏名又は名称

住   所 
 

放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する承認申請書 
 

危険物船舶輸送及び貯蔵規則第８８条第１項の規定により、下記

のとおり申請します。 
 

記 
 
１．輸送容器の型式 
２．輸送容器の製造番号又はその他の当該輸送容器と他の輸送容器

を区別するための番号等 
３．輸送容器の設計に関する説明 
４．輸送容器の製作方法に関する説明 
５．輸送容器の製作に係る品質管理に関する説明 
６．輸送容器の使用方法に関する説明 
７．輸送容器の検査予定及び検査方法に関する説明 
８．その他特記事項 

備 考 
(1) ｢輸送容器の検査予定及び検査方法に関する説明」は、原則と

して、新規に製作する場合は、輸送容器の製作時検査に関する

説明を記載すること。 
(2) 放射性輸送物設計承認書の写しを添付する場合は、記３、記６

については省略することができる。 
(3) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書

きとすること。 
 
 
別記６ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
            殿 
 

申請者の氏名又は名称

住   所 
 

放射性物質輸送容器の使用廃止届 
 

平成２年１２月２７日付け海査第５９２号に基づき、下記のとお

り輸送容器の使用を廃止することにつき届け出ます。 
 

記 
 
１．輸送容器の型式 
２．輸送容器及びその使用方法に関する承認番号 
３．廃止に伴う措置 
４．その他特記事項 

備 考 
用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書き

とすること。 
 
 
 
 

別記７（非承認容器使用時） 

文 書 番 号

年 月 日 
国土交通大臣 
            殿 
 

申請者の氏名又は名称

住   所 
 

放射性輸送物安全確認申請書 
 
下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危険物船舶運送

及び貯蔵規則に規定する○型運送物（核分裂性輸送物、六フッ化ウ

ランを収納する放射性輸送物）の基準に適合することについて同規

則第８７条第１項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請し

ます。 
 

記 
 
１．運送の目的 
２．運送容器の型式等 
３．輸送物の個数 
４．輸送物の種類 
５．輸送容器の概要 
６．輸送物の基準適合性に関する説明 
７．収納する放射性物質等の仕様 

(1) 名称 
(2) 質量 
(3) 物理的、化学的性質 
(4) 放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量等に関する資料 
(5) 容器への収納方法 

８．輸送制限個数及び配列方法 
９．輸送物の線量当量率 
10．輸送物の輸送指数及び臨界安全指数 
11．運送時における取扱上の注意事項 
12．荷送人の住所及び氏名又は名称 
13．運送予定時期、区間及び船名 
14．輸送容器の健全性に関する説明 
15．輸送物の発送前の検査に関する説明 
16．その他特記事項 

備 考 
(1) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、

順不同としても差し支えない。 
(2) 同型式の輸送容器を使用した放射性輸送物（以下「輸送物」と

いう。）を、複数個一括して申請する場合は、該当各記欄に、輸

送物ごとのデータを記載すること。 
(3) 記１の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着

地等を簡略に記載すること。 
例１．「○○発電所の使用済燃料を○○工場において再処理する

ため○○港から○○港まで運送することを目的とする。」 
例２．「○○事業所において収納される○○病院向け医療用大量

線源６０Coを○○港から○○港まで運送することを目的と

する。」 
(4) 記２の「輸送容器の型式等」は、輸送容器の型式及び製造番号

を記載するとともに、原子炉等規制法又は放射線障害防止法の

規定による原子力規制委員会の輸送容器に関する承認番号を有

する場合は、その番号を記載すること。 
(5) 記４の「輸送物の種類」は、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物の区

別のほか、核分裂性輸送物及び六フッ化ウランを収納する放射

性輸送物にあっては、その旨を記載すること。 
(6) 記５の「輸送容器の概要」は、①材料及び構造②構造物の主要

諸元③所有者名を記載し、荷姿を示す説明図を添付すること。 
放射性同位元素輸送物であって遮蔽容器として独立した内装

容器を使用する場合は内装容器の製造者、製造年月日、型式、
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番号、保管状況、使用履歴、現状外観等のデータも記載するこ

と。 
(7) 記７の「収納する放射性物質等の仕様」は、実際に運送しよう

とする放射性物質等のデータを記載すること。なお、燃焼度、

放射能の量、発熱量等計算により算出したデータについてはそ

の計算方法を、また、実測によるデータについてはその測定方

法を記載すること。 
冷却日数については、原子炉を停止した日から起算して発送

前検査予定日までの日数とする。ただし、これよりも少ない日

数を記載している場合は、この限りではない。 
容器への収納方法については、必要に応じ、当該放射性物質

がどのような配列で輸送容器に収納されているかを示す図面等

を添付すること。 
(8) 記９の「輸送物の線量当量率」は、輸送物の表面及び表面から

１メートル離れた位置における数値を記入すること。 
(6)の内装容器を設ける場合は、輸送する放射性同位元素等の

収納時の内装容器の表面及び表面から１メートル離れた位置に

おける最大線量当量率の実測値又は内装容器の表面における最

大線量当量率の実測値からの解析推定値に代かえることができ

る。 
(9) 記 15 の「輸送物の発送前の検査に関する説明」は、放射性輸

送物作成者が作成した輸送物の自主検査計画書及び国土交通省

職員の立会検査計画書を別紙とし添付すること。 
(10) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横

書きとすること。 
 
 
別記８（承認容器使用時） 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 

又 は 
××地方運輸局長 

殿 
 

申請者の氏名又は名称

住   所 
 

放射性輸送物安全確認申請書 
 

下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危険物船舶運送

及び貯蔵規則に規定する○型輸送物（核分裂性輸送物、六フッ化ウ

ランを収納する放射性輸送物）の規準に適合することについて同規

則第８７条第１項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請し

ます。 
 

記 
１．運送の目的 
２．輸送容器の型式 
３．放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する承認番号 
４．輸送物の個数 
５．輸送物の種類 
６．収納する放射性物質等の仕様 

(1) 名称 
(2) 質量 
(3) 物理的、化学的性質 
(4) 放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量等に関する資料 
(5) 容器への収納方法 

７．輸送制限個数及び配列方法 
８．輸送物の線量当量率 
９．輸送物の輸送指数及び臨界安全指数 
10．運送時における取扱上の注意事項 
11．荷送人の住所及び氏名又は名称 

12．運送予定時期、区間及び船名 
13．輸送容器の健全性に関する説明 
14．輸送物の発送前の検査に関する説明 
15．その他特記事項 

備 考 
(1) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、

順不同としても差し支えない。 
(2) 同型式の輸送容器を使用した放射性輸送物（以下「輸送物」と

いう。）を、複数個一括して申請する場合は、該当各記欄に、輸

送物ごとのデータを記載すること。 
(3) 記１の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着

地等を簡略に記載すること。 
例．「○○発電所の使用済燃料を○○工場において再処理するた

め○○港から○○港まで運送することを目的とする。」 
(4) 記５の「輸送物の種類」は、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物の区

別のほか、核分裂性輸送物及び六フッ化ウランを収納する放射

性輸送物にあっては、その旨を記載すること。 
(5) 記６の「収納する放射性物質等の仕様」は、実際に運送しよう

とする放射性物質等のデータを記載すること。なお、燃焼度、

放射能の量、発熱量等計算により算出したデータについてはそ

の計算方法を、また、実測によるデータについてはその測定方

法を記載すること。 
冷却日数については、原子炉を停止した日から起算して発送

前検査予定日までの日数とする。ただし、これよりも少ない日

数を記載している場合は、この限りではない。 
収納する放射性物質等の仕様が容器及びその使用方法に関す

る承認証の記載事項に合致していることを示す対照表を添付す

ること。 
容器への収納方法については、必要に応じ、当該放射性物質

がどのような配列で輸送容器に収納されているかを示す図面等

を添付すること。 
(6) 記８の「輸送物の線量当量率」は、輸送物の表面及び表面から

１メートル離れた位置における数値を記入すること。 
(7) 記 13 の「輸送容器の健全性に関する説明」は、輸送容器及び

その使用方法に関する承認を取得した後行った定期自主検査結

果記録を添付すること。 
(8) 記 14 の「輸送物の発送前の検査に関する説明」は、放射性輸

送物作成者が作成した輸送物の自主検査計画書及び国土交通省

職員の立会検査計画書を別紙として添付すること。 
(9) 国土交通大臣の交付する放射性物質輸送容器及びその使用方

法に関する承認証の写しを添付すること。 
(10) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横

書きとすること。 
 

 
別記９（承認容器使用時） 

 
放射性物質輸送容器承認票（記載例） 

Registration Label of Packaging 
 
輸送容器の所有者 
Owner of Packaging                ○○○○ 
 
輸送容器の型式                 ○○－○/○ 
Type of Packaging 
 
輸送容器及びその使用方法 
に関する承認番号                 MS－100 
Serial Number of Packaging 
 
放射性輸送物の設計承認番号     J/1000/B(M)F(Rev.0)(MS) 
Competent Authority Identification 
Mark of the Design of Package 
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○○年○月○○日 

承認を受けた日              国海査第○○号 
Date of Approval              No.○○/MI 

○th.○○.20○○ 
 
承認を与えた者              国 土 交 通 大 臣 
Approved by                 Minister of Land,Infrastructure, 

Transport and Tourism 
備 考 

(1) 目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されているこ

と。 
(2) 輸送容器承認票は、本邦内においてのみ運送されるものにあっ

ては英語の部分を、本邦外において運送されるものにあっては

日本語の部分を削ることができる。 
 
 
別記１０（非承認容器使用時） 

 
放射性物質輸送容器設計承認票（記載例） 

Registration Label of Packaging 
 
輸送容器の所有者 
Owner of Packaging                ○○○○ 
 
輸送容器の型式                 ○○－○/○ 
Type of Packaging 
 
輸送容器製造番号             ○○－○/○－100 
Serial Number of Packaging 
 
放射性輸送物の設計承認番号     J/1000/B(M)F(Rev.0)(MS) 
Competent Authority Identification 
Mark of the Design of Package 
 

○○年○月○○日 
承認を受けた日              国海査第○○号 
Date of Approval              No.○○/MI 

○th.○○.20○○ 
承認を与えた者              国 土 交 通 大 臣 
Approved by                 Minister of Land,Infrastructure, 

Transport and Tourism 
備 考 

(1) 目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されているこ

と。 
(2) 輸送容器設計承認票は、本邦外において運送されるものにあっ

ては日本語の部分を削ることができる。 
(3) 輸送容器設計承認票は、本邦内のみを運送されるものにあって

は、省略することができる。 
 
 
別記１１ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
            殿 
 

船  名 
船長の氏名 
住所又は連絡先

 
放射性輸送物運送計画書安全確認申請書 

別添放射性輸送物運送計画書に記載する放射性輸送物の運送に関

し、危険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する基準に適合することに

ついて同規則第９９条第１項の確認を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 
 

（別添） 
 

放射性輸送物運送計画書 
１．運送の目的 
２．船名並びに船舶所有者及び運航者の氏名又は名称及び住所 
３．船舶の概要（所要設備を含む。） 
４．運送する放射性輸送物（以下「輸送物」という。）の概要 

(1) 輸送容器の型式等 
(2) 輸送物の種類 
(3) 輸送容器の主要諸元 
(4) 収納する放射性物質等の主な仕様 
(5) 輸送物の輸送制限個数及び配列方法 
(6) 輸送物の最大線量当量率 
(7) 輸送物の表面の温度 
(8) 輸送物の輸送指数及び臨界安全指数 
(9) 輸送物に付される標札等 
(10)船内の住居場所その他人が通常使用する場所における最大線

量当量率 
(11)外板等の表面及び表面から２メートル離れた位置における最

大線量当量率 
(12)輸送物作成者の氏名又は名称及び住所 
(13)荷送人の氏名又は名称及び住所 
(14)荷受人の氏名又は名称及び住所 

５．オーバーパックの概要 
(1) オーバーパックの主要諸元 
(2) オーバーパックに収納する輸送物の輸送容器の型式又は名称、

個数及びオーバーパックへの収納又は包装方法 
(3) オーバーパックの最大線量当量率並びに輸送指数及び臨界安

全指数 
(4) オーバーパックに付される標札 
(5) オーバーパックの個数 
(6) オーバーパックに収納又は包装する者の氏名又は名称及び住

所 
６．コンテナの概要 

(1) コンテナの型式又は名称 
(2) コンテナの主要諸元 
(3) コンテナに収納する輸送物の輸送容器の型式又は名称、個数及

びコンテナへの収納方法 
(4) コンテナの最大線量当量率並びに輸送指数及び臨界安全指数 
(5) コンテナに付される標札等 
(6) コンテナの個数 
(7) コンテナに収納する者の氏名又は名称及び住所 

７．積載方法等 
(1) 積載方法 
(2) 各船倉等ごとの輸送物の種類及び数量 
(3) 各船倉等の輸送指数及び臨界安全指数 

８．固縛方法 
９．荷役方法 
10．運送予定時期 
11．運送区間 
13．津波に対する安全対策 
14．その他特記事項 

備 考 
(1) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、

順不同としても差し支えない。 
(2) 記１の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着

地等を簡略に記載すること。 
例１．「○○発電所の使用済燃料を○○工場において再処理する

ため○○港から○○港まで運送することを目的とする。」 
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例２．「○○事業所において収納される○○病院向け医療用大量

線源６０Coを○○港から○○港まで運送することを目的と

する。」 
(3) 記３の「船舶の概要（所要設備を含む。）」は、船種、船舶番号、

総トン数、船籍港、船舶の用途、航行区域及び主要寸法を記載

し、所要設備については、当該輸送物の運送のため特に必要な

設備として施設されたものを記載すること。 
(4) 記４の「運送する放射性輸送物の概要」は、輸送物ごとに記載

すること。 
ただし、記載事項が共通の輸送物については、まとめて記載

してもよい。 
(5) 記４(1)の「輸送容器の型式等」は、輸送容器の型式を記載す

るほか、国土交通省又は原子力規制委員会の輸送容器に関する

承認番号又は設計承認番号を記載すること。 
(6) 記４(6)の「輸送物の最大線量当量率」については、輸送物の

表面及び表面から１メートル離れた位置における数値を記入す

ること。ただし、放射性同位元素輸送物であって内装容器を設

ける場合は、輸送する放射性同位元素等の収納時の内装容器の

表面及び表面から１メートル離れた位置における最大線量当量

率の実測値又は内装容器の表面における最大線量当量率の実測

値からの解析推定値に代えることができる。 
(7) 記４(7)の「輸送物の表面の温度」については、ＢＭ型輸送物

及びＢＵ型輸送物についてのみ記入することとし、その表面に

近接防止枠を設けている場合にあっては、当該近接防止枠の表

面の温度を記入すること。 
(8) 記４(9)の「輸送物に付される標札等」は、標札の種類及び数

並びに「ＴＹＰＥＢ（Ｕ）」等の表示内容及び国連番号を記入す

ること。 
(9) 記４(11)の「外板等」は、規則第１０１条の外板、船倉、区画

又は甲板をいう。 
(10) 記４(12)の「輸送物作成者」は、規則第８７条第７項に規定

する他の法令に基づく確認を受ける場合は、当該確認に係る申

請を行う者の名称及び住所を記載すること。 
(11) 記５の「オーバーパックの概要」は、オーバーパックごとに

記載すること。 
ただし、収納され、又は包装されている輸送物が同一の内容

のものの場合はまとめて記載してもよい。 
(12) 記６の「コンテナの概要」は、輸送物を収納するコンテナご

とに記載すること。 
(13) 記６(5)の「コンテナに付される標札等」は、標札の種類及び

数並びに国連番号の表示方法等を記載すること。 
(14) 記７(1)に関し、積載場所を明示した積付図を添付すること。

また、他の危険物（当該輸送物以外の放射性物質を含む。）との

混載を行う場合にあっては、十分な隔離が行われていることの

説明を付すこと。 
(15) 記８の「固縛方法」は、固縛装置の強度計算書を添付するこ

と。ただし、事前に、一括して固縛装置の強度計算書を提出し

ている場合は、その旨を記載することにより、これを省略する

ことができる。 
(16) 記９の「荷役方法」は、荷役時における作業要領、安全対策、

使用する機器又は用具の種類等について記載すること。 
(17) 記 12 の「運送中の保安対策」は、専門家の同行の有無、運送

中の注意事項、事故時の措置・連絡方法、被ばく管理方法（放

射線防護計画の策定の有無を含む。）、その他の保安対策を記載

すること。 
(18) 記 13 の「津波に対する安全対策」は、荷役又は停泊中に津波

が発生した場合の対策について、地震・津波の発生情報の入手

方法、緊急離岸を行う際の津波の高さ等に対する判断基準及び

作業手順、関係機関等との連絡調整手続及び連絡先、訓練の実

施等に関する事項を記載すること。 
(19) 当該輸送物につき、基準に適合する旨の確認書等を受有する

場合は、その写し（現に、原子炉等規制法第５９条の２第２項

の規定及び放射線障害防止法第１８条の２第２項の規定による

原子力規制委員会の確認又は航空法施行規則第１９４条第２項

第２号ハ、ニ若しくはヘの規定による国土交通大臣の確認を申

請中の場合は、当該申請書の写し）を添付すること。この場合、

記４(1)～(9)の記載事項のうち当該確認書等に記載されている

ものについては、これを省略することができる。 
(20) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横

書きとすること。 
 
別記１２ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
            殿 
 
                                    船   名 
                                    船長の氏名 
                                    住所又は連絡先 
                                    船舶所有者の氏名又は名称 
                                    住   所 
 

被ばく管理特例申請書 
 
危険物船舶運送及び貯蔵規則第１０４条第１項の規定による承認

を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 
 

（添付書類） 
 

被ばく管理実施要領 
 
１．運送の目的 
２．規則に従うことが著しく困難な理由 
３．運送する放射性物質等の概要 
４．船舶の概要（所要設備を含む。） 
５．被ばく管理の対象となる者の氏名、年齢、性別、職業及び連絡

先 
６．被ばく管理の対象となる者の被ばく歴 
７．放射線防護計画 
８．その他特記事項 

備 考 
(1) 申請は、船舶所有者と船長の連名とすること。 
(2) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、

順不同としても差し支えない。 
(3) 記１及び記４の記載事項については、別記１１の放射性輸送物

運送計画書の記載事項に準じて記載すること。 
(4) 記５の「職業」は、所属会社、職名、資格（知識・経験）等を

簡略に記載すること。 
(5) 記７の「放射線防護計画」は、告示第１９条の規定による事項

について、推定される年間最大被ばく量に応じた被ばく防護の

ための内容が記載されていること。 
(6) 用紙の大きさは原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書き

とすること。 
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別記１３ 

文 書 番 号

年 月 日 
国土交通大臣 
            殿 
 
                                    船   名 
                                    船舶所有者の氏名又は名称 
                                    住   所 
 

専用運搬船に係る特別措置申請書 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則第１０７条第１項第２号の規定によ

り、専用積載に該当しない場合であっても専用積載と同等の運送が

行える船舶であることについて承認を受けたいので、下記のとおり

申請します。 
 

記 
 
１．船名並びに船舶所有者及び運航者の氏名又は名称及び住所 
２．船舶の概要（所要設備等を含む。） 
３．専用積載と同等として運送する放射性輸送物の概要 
４．積載方法等 

(1) 積載方法 
(2) 各船倉ごとの輸送物の種類及び数量の概要 
(3) 各船倉等の輸送指数及び臨界安全指数の限度 

５．固縛方法 
６．荷役方法 
７．運送区間 
８．運送中の保安対策 
９．その他特記事項 

備 考 
(1) 記２及び記４から記９までの記載事項については、別記１１の

放射性輸送物運送計画書の記載事項に準じて記載すること。 
(2) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書

きとすること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別記１４ 

文 書 番 号

年 月 日 
 
国土交通大臣 
            殿 
 
                                    荷送人の氏名又は名称 
                                    住   所 
                                    船舶所有者の氏名又は名称 
                                    住   所 
 

線量当量率に係る特別措置申請書 
 
危険物船舶運送及び貯蔵規則第１０７条第１項第３号の規定によ

り、放射性輸送物（オーバーパック、コンテナ）の線量当量率が安

全上支障がないことについて承認を受けたいので、下記のとおり申

請します。 
 

記 
 
１．運送の目的 
２．船名並びに船舶所有者及び運航者の氏名又は名称及び住所 
３．船舶の概要（所要設備を含む。） 
４．収納する放射性物質等の仕様 
５．放射性輸送物（オーバーパック、コンテナ）の概要 
６．放射性輸送物（オーバーパック、コンテナ）の線量当量率 
７．船内及び外板等の線量当量率 
８．被ばく管理に関する措置の概要 
９．運送時における取扱上の注意事項 

(1) 積載方法 
(2) 固縛方法 
(3) 荷役方法 

10．運送予定時期、区間 
11．運送中の保安対策 
12．その他特記事項 
 
（添付書類） 
放射線防護計画 

備 考 
(1) 記１、記３及び記９は、別記１１の放射性輸送物輸送計画書の

記載事項に準じて記載すること。 
(2) 記４の「収納する放射性物質等の仕様」は、放射性物質等の名

称、質量、放射能、容器への収納方法等当該放射性物質等の特

徴を記載すること。 
(3) 記５の「放射性輸送物（オーバーパック、コンテナ）の概要」

は、放射性輸送物（オーパーパック、コンテナ）の型式、種類、

主要諸元、作成者の氏名又は名称及び住所を記載すること。 
(4) 記７の「船内及び外板等の線量当量率」は、船内の居住場所そ

の他人が通常使用する場所における最大線量当量率、立入制限

区域付近の線量当量率並びに規則第１０１条の外板、船倉、区

画又は甲板の表面及び表面から２メートル離れた位置における

最大線量当量率を記載すること。 
(5) 記８の「被ばく管理に関する措置の概要」は、告示第２３条に

定める措置その他具体的な被ばく管理に関する措置について記

載すること。 
(6) 記１１の「運送中の保安対策」は、専門家の同行の有無、運送

中の注意事項、事故時の措置・連絡方法その他の保安対策を記

載すること。 
(7) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、横書

きとすること。 
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別表第１ 

輸送容器検査要領 

検査項目 検   査   の   方   法 判 定 基 準 

材料検査 材料メーカーの作成した材料試験成績書等により、材料の化学成分、

機械的性質等を確認する。ただし、レジンのように公的な規格がない

特殊材料については、材料毎に検査の方法を検討のうえ決定する。 
なお、レジンについては、以下のとおりとする。 

①レジンの配合比率が安全解析書に明記されている場合 
・素材のミルシートの確認 
・配合に係る計量記録の確認 

②レジンの配合比率が安全解析書に明記されていない場合 
・原則として、鋳込みサンプルの分析 

安全解析書の設計条件に適合していること。 

寸法検査 容器の主要寸法を測定器（巻き尺、ノギス等）を用いて測定する。 同   上 

溶接検査 開先検査、外観検査、非破壊検査（液体浸透探傷検査、放射線透過

試験等）により、溶接の健全性を確認する。 
溶接が健全に施工されていること。 

耐圧検査 
気圧又は水圧を加え、容器の変形の有無等を確認する。 異常な変形、ひび、割れ等がないこと。 

重量検査 以下のいずれかの方法により容器の総重量を求める。 
①完成容器の重量を測定する。 
②容器の各部分の重量を測定し、これを合計する。 

安全解析書の設計条件に適合していること。 

伝熱検査 収納する放射性物質等の崩壊熱に相当する熱源を容器内に設置し、

容器各部の最高温度及び温度分布を測定または算定する。 
同   上 

気密漏洩検査 ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験、真空試験等により、容器の

漏洩率を測定する。 
同   上 

遮蔽性能検査 容器本体については、超音波探傷試験等によって、遮蔽性能に影響

を及ぼす欠陥がないことを確認する。 
レジン等については、厚さの測定、成分分析等により設計条件に適

合していることを確認する。 

容器本体に遮蔽性能に影響を及ぼす欠陥がな

いこと。 
レジン等については安全解析書の設計条件に

適合していること。 

遮蔽寸法検査 遮蔽に用いられる部分の寸法を測定する。 安全解析書の設計条件に適合していること。 

未臨界検査 バスケット等の寸法、外観を検査する。 
中性子吸収材を使用している場合はその含有量、分布等を材料メー

カーの作成した材料試験成績書等により確認する。 

安全解析書の設計条件に適合していること。 
バスケット等に傷、割れ、変形等の異常がない

こと。 

吊上げ荷重検 
査 

トラニオンに対して吊り上げ時の２倍の荷重を負荷し、トラニオン

に異常のないことを液体浸透探傷検査等により確認する。 
トラニオンに異常がないこと。 

取扱い検査 バスケット、蓋板等の脱着、収納物の取り出し・装着、吊り上げ等

の各種の取扱い作業を行う。 
各作業が容易かつ安全にできること。 

作動確認検査 バルブ、非常用安全装置等の作動確認を行う。 正常に作動すること。 

外観検査 完成した容器の外観を目視により確認する。 傷、割れ、変形等の異常がないこと。 

注：本表は原則としてＢ型核分裂性輸送容器についての実施すべき検査を示す。 

 

 

別添１  （略） 

別添２  （略） 
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危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく核物質防護上の

措置について 

海 査 第 5 0 6 号 

昭和 63 年 11 月 19 日 

（一部改正）国 海 査 第 3 9 1 号 

平成 26 年 1 月 30 日 

 

 

関係各事業者 あて 

 

 

国土交通省海事局長 

 

 

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく核物質防護上の措置について 

 

 

核物質防護上の措置については昭和 63 年 11 月 19 日付海査第 506

号等により危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規則」という。）及

び船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示（以下

「告示」という。）のうち、核物質防護に関する主な条項の解釈及び

取扱い並びに放射性輸送物の安全の確認及び放射性輸送物の運送の

安全の確認の申請について定めており、周知しているところですが、

国際原子力機関の「核物質及び原子力施設の物理的防護に関するセキ

ュリティ勧告（INFCIRC/225/Rev.5）」等の内容を尊重し核セキュリ

ティ対策を強化することを目的とした原子力委員会決定（「我が国の

核セキュリティ対策の強化について」）が行われ、原子力規制委員会

の下に設置された「核セキュリティに関する検討会」において、短期

的に実施可能な事項については速やかに国内規則への取入れを行う

こととされたことに鑑み、規則及び告示についての取扱いを別紙のと

おり変更し、平成 26 年 2 月 1 日以降に開始される輸送に対して適用

することとしましたので通知します。 

なお、本通達は「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送

物の安全の確認等について（平成 2 年 12 月 27 日付け海査第 592 号）」

と併せて適用されますので周知徹底方お願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 

 

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく核物質防護上の措置について 

 
Ⅰ．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い 
 
１．告示別表第 7 関係 

告示で定める放射性物質等の質量及び吸収線量率については、1
回の航海において、1 船舶当たりの核種及び濃縮度毎（Pu、高濃縮

（20％以上）U235、中濃縮（10％以上 20％未満）U235、低濃縮

（天然の濃縮度を超え 10％未満）U235、U233、照射済燃料）の収

納物の総量について評価したものとします。 
従って、複数の荷送人が関係する場合には、防護区分及びそれに

係る防護措置並びに確認（規則第 87 条、規則第 99 条関係）等につ

いて、関係者間の事前協議を十分行い、万全を期して下さい。 
 
２．規則第 85 条関係 

区分 1 については、必ず輸送容器に施錠及び封印その他の容易に

開封されないための措置（施錠及び封印と同等の措置）を講じ、規

則第 87 条に基づく国土交通大臣の確認を受けて下さい。 
区分 2 については、必ず輸送容器に施錠及び封印その他の容易に

開封されないための措置（施錠及び封印と同等の措置）を講じて下

さい。 
区分 3 についても、必ず輸送容器に施錠又は封印その他の容易に

開封されないための措置（施錠又は封印と同等の措置）を講じて下

さい。 
荷送人は、船積み前に、積み荷及びその施錠等の点検を行って下

さい。 
 
３．規則第 90 条関係 

区分 1、区分 2 及び区分 3 については、必ずコンテナに施錠及び

封印その他の容易に開封されないための措置（施錠及び封印と同等

の措置）を講じて下さい。 
荷送人は、船積み前に、積み荷及びその施錠等の点検を行って下

さい。 
 
４．規則第 94 条関係 

船長は、防護対象特定核燃料物質を運送する場合には、艙内積載

とし、ハッチカバーを容易に開放することができないように措置す

るとともに、第 1 項第 2 号の規定に基づき、放射性輸送物等を容易

に移動することができないように措置して下さい。 
 
５．規則第 96 条関係 

（１）「盗取等による災害の防止のために必要な措置」とは、以下

の措置とします。 
① 上記２．から４．に定める措置 
② 航行時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよ

う配慮した運送方法の選択 
③ 安全及び保安に配慮した運送経路の選択 
④ 定期的に反復継続する運送をできるだけ避けるよう配慮

した運送経路の選択 
⑤ 区分 1 の物質を運送する場合は、運送の安全及び保安の確

保に支障がある場合の経路変更を行う手順 
⑥ 平時及び緊急時における連絡体制の整備 
⑦ 盗取等による災答の防止のために必要な情報収集 
⑧ 盗取等による災害の防止のために必要な情報の管理に関

し責任を有する情報管理責任者の選任及び情報取扱者の特

定並びに情報管理要領の作成 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

六十八条の三（秘密保持義務）の規定に留意願います。） 
⑨ 船積み前に実施する妨害行為が着手されていないことの

確認 
⑩ 他の運送手段、他の積荷の積替え及び船内での通関時に行
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う、積荷の連続的監視又は施錠等の点検 
⑪ 出港前に実施する妨害行為が着手されていないことの確

認 
⑫ 運送中における積荷又は施錠等の点検 
⑬ 積卸し時及び船内での通関時に行う保管及び運送時に行

う、関係者以外の者の立入の防止措置 
⑭ 不審者、不審船舶等の接近を早期に発見するための監視及

び警戒 
⑮ 不審船舶等の接近、不審者の移乗等の防止措置 
⑯ 関係者以外の者による揚貨装置の操作の防止措置 
⑰ やむを得ない停留、錨泊中等における措置 
⑱ 緊急時における対応措置 
⑲ 告示別表第 7 に定める放射性物質等（同表第 2 号ロ(3)に掲

げる物質及び照射された同号ロ(3)に掲げる物質に係るもの

（照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収

線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。）並びに同

表第 3 号ロ(3)及び(4)並びに照射された同号ロ(3)及び(4)に掲

げる物質に係るもの（照射直後にその表面から一メートルの

距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったもの

に限る。）並びに同号ニを除く。）（以下「DBT 適用対象物質」

という。）を運送する場合は、上記①から⑱に加え、妨害破

壊行為等の脅威に対応するために必要な措置 
⑳ 核物質防護体制を維持するための核物質防護体制管理規

程 
（２）計画書の様式については、別記２の例によるものとします。 
（３）一の船舶において、複数の荷送人が関与する場合には、関係

者が十分な時間的余裕と十分な協議をもって、計画書を原則と

して各荷送人毎に作成して下さい。 
 
６．規則第 97 条関係 

（１）「見張人」とは、規則第 96 条の計画書に基づき、Ⅰ．５．（１）

⑥から⑲の措置（荷送人が行うものを除く。）を行う者をいい、

当該措置について知識及び経験を有する者を、当該措置を行う

ために必要な人数配置して下さい。 
（２）規則第 3 項及び上記（１）の「知識及び経験を有する者」と

は、次の全ての要件を満たす者又は研修等によりこれと同等の

能力を有すると認められる者とします。 
① 核物質の性状等についての基礎的な知識を有している。 
② 核防護措置の実施に関する知識又は経験を有している。 
③ 船舶の運航に関する知識及び経験を有している。 

 
７．規則第 98 条関係 

（１）「必要な連絡体制」は通常時の連絡体制及び緊急時の連絡体

制とします。さらに、区分 1、2 の物質を運送する場合、船舶

と陸上との間において、常時、確実に連絡体制を維持できるシ

ステムを構築し、船位、保安等に関する情報等について定時連

絡を行って下さい。また、区分 1 の物質を運送する場合、輸送

管理センターを設置して下さい。 
 
８．規則第 111 条及び規則第 112 条関係 

規則第 90 条の措置とあわせて、輸送容器又はコンテナについて、

容易に移動しないような措置（コンテナ等への収納、コンテナ内で

の固定、船内での積付及び固縛等）を講じて、それぞれ該当する検

査を受けて下さい。 
 
Ⅱ．輪送物の安全確認及び輸送方法の安全確認等 
 
１．規則第 87 条関係 

区分 1 に該当する場合には、国土交通大臣の確認を受けて下さい

（区分 1 の場合は、BM 型輸送物、BU 型輸送物、核分裂性型輸送

物についての基準適合性についても、国土交通大臣が確認します。）。 
この場合には、放射性輸送物安全確認申請書の「その他の特記事

項」に別記１の事項を記載することとします。 
 

２．規則第 99 条関係 
（１）BM 型輸送物、BU 型輸送物、核分裂性輸送物、区分 1 の防

護対象特定核燃料物質又は 0.1 キログラム以上の六フッ化ウラ

ンが収納されているもののいずれかに係る輪送物の場合又は

告示第 18 条の 3 各号に定める場合には、国土交通大臣の確認

を受けて下さい（例えば、区分 2 である使用済燃料が、BU 型

輸送物となった場合には、確認の対象となります。）。 
防護対象特定核燃料物質を運送する場合には、放射性輸送物

運送計画書安全確認申請書「その他特記事項」にⅠ．５．（１）

に規定した措置の具体的内容について記載して下さい。ただし、

荷送人より提出された規則第 96 条の計画書を放射性輸送物運

送計画書に添付させてこれに代えることができます。この場合

には、放射性輸送物運送計画書の「その他特記事項」にその旨

明記して下さい。 
（２）規則第 99 条第 2 項の「指示」とは、以下の措置とします。 

① DBT 適用対象物質を運送する船舶には、国際航海船舶及

び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成十六年法

律第三十一号）第十三条若しくは第十七条又は船舶保安認定

書等交付規則（平成十七年国土交通省告示第四百二十三号）

第六条若しくは第九条の規定に基づく、有効な船舶保安証書

若しくは臨時船舶保安証書又は船舶保安認定書若しくは臨

時船舶保安認定書を備え付けること 
② 区分 1 の防護対象特定核燃料物質は、船舶を専用してする

専用積載により運送すること 

 

（別記１） 
１．輸送物の運送の概要 
２．放射性物質等の概要 

（１）核種及び濃縮度等 
（２）質量 
（３）吸収線量率 

３．輸送物への施錠及び封印その他の容易に開封されないため

の措置 

備考 
１．記 1 の「輸送物の運送の概要」は、今回の運送において、輸

送物が区分1の防護対象特定核燃料物貨に係る放射性輸送物と

なった、背景を明記すること。 
例．「今回の運送において、濃縮度 20％以上の高濃縮ウラン

235 の総量が○○kg（内、自社分○○kg）となり、当該輸

送物が、区分 1 の妨護対象特定核燃料物質に係る放射性輸

送物に該当するものである。」 
また、該当する輸送物が特定できるようにわかりやすく記載

すること。 
 

２．記 2 について、1 回の航海において、1 船舶当たりの核種及

び濃縮度毎（(1)Pu、(2)高濃縮（20％以上）U235、(3)中濃縮

（10％以上 20％未満）U235、(4)低濃縮（天然の濃縮度を超え

10％未満）U235、(5)U233、(6)照射済燃料）の収納物の分類

毎に分けて評価し記載すること。 
 
３．記 3 について、輸送物の施錠及び封印に係る措置を記載する

こと。また、施錠及び封印に代わる容易に開封されないための

措置を講じる場合は、その措置の内容について説明を加えるこ

と。 
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（別記 2）核物質防護措置に関する計画番様式例 

文書番号

年 月 日
船舶所有者 

あて 
船   長 

荷送人（代理人）

氏名又は名称及び住所 
 

核物質防護措置に関する計画書 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則第96条の規定に基づき、下記の

とおり計画書を作成しましたので、提出します。 
 
記 

 
１．放射性物質等に関すること 
２．運送方式に関すること 
３．運送経路に関すること 
４．運送関係者の氏名等 
５．防護措置に関すること 
６．厳密な受渡し地点及びその予定時刻 
７．運送中の連絡通報に関すること 

備考 
１．記 1 について、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等

を定める告示別表第 7 のいずれに該当するかを記載すること。

なお、同一の形態の物質が、当該船舶に同時に積載される場合

は、その量もあわせて記載すること。 
２．記 2 について、①船舶の名称、国籍及び船舶番号、②積載方

法（放射性輸送物又はコンテナについて、施錠及び封印等の措

置並びに容易に移動しないような措置）を記載すること。 
３．記 3 について、Ⅰ．５．（１）②から⑤の措置について記載

すること。 
４．記 4 について、荷送人、荷受人、船舶所有者及び船長の氏名

又は名称及び住所を記載すること。 
５．記 5 について 
① 規則第 97 条に基づく運送責任者及び見張人の氏名（船員

が兼任する場合は、その職名）並びに知識及び経験に関する

ことについて記載すること。 
② Ⅰ．５．（１）⑥から⑳の措置の具体的な実施計画につい

て記載すること。 
６．記 6 について、主として、船積み、積替え及び陸揚げの港名

及び年月日時を記載すること。 
７．記 7 について、規則第 98 条に基づく通常時及び緊急時の連

絡体制を記載すること。 
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危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性物質輸送

容器及びその使用方法の承認申請に係る「輸送容器の

製作に係る品質管理に関する説明」について 

 
 

海 査 第 ８ ９ 号 の ２ 
 

平成１１年２月２４日 
 

殿 
 
 

運輸省海上技術安全局 
検査測度課長 

 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性物質輸送容器及びそ

の使用方法の承認申請に係る「輸送容器の製作に係る品質管理に関す

る説明」について 
 

平成１０年１０月に発生した放射性物質輸送容器のデータ改ざん

問題に鑑み、このような問題の再発を防止するため、危険物船舶運送

及び貯蔵規則第９１条の９の２第１項の規定に基づく放射性物質輸

送容器及びその使用方法の承認（以下「容器承認」という。）につい

ては、「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全確

認について」（平成１１年２月４日付け海査第８３号の２）において

その取扱いを定めたところですが、別記５の容器承認申請書に添付す

る「記５．輸送容器の製作に係る品質管理に関する説明」については、

下記のとおり取扱うこととしましたので通知します。 
 

記 
 
１．容器所有者が行う品質管理に関する説明を記述した書類を提出し

て下さい。 
この書類には以下の事項について記述して下さい。 

① 容器製作者の容器製作に係る品質管理を一定水準以上に確保

させる方策。 
②安全上重要な材料仕様値等については、容器製作者にその数値の

意味と重要性について十分理解させる方策。 
２．容器製作者が行う製作に係る品質管理に関する説明を記述した書

類を提出して下さい。 
なお、国は品質管理についての審査を別紙「放射性物質輸送容器

の製作に係る品質管理方針」に基づいて行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 

放射性物質輸送容器の製作に係る品質管理指針 
 
Ⅰ 適用 

この指針は、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第

３０号）第９１条の９の２第１項の規定に基づく放射性物質輸送容器

及びその使用方法の承認を申請する場合に、輸送容器の製作者が満た

すべき品質システムの要件を定めたものである。 
 
Ⅱ 品質管理指針 
１．関係者の責任・権限の明確化 

輸送容器の製作者（以下、「容器製作者」という。）は、輸送容器

の製作に関係があり、容器の品質に影響のある業務を管理、遂行及

び検証する全ての要員の責任、権限及び相互関係を明確にし、文書

化しなければならない。 
業務の一部を下請負に出す場合は、下請負契約者の監督に責任を

有する要員についても明確にし、文書化しなければならない。 
 
２．品質システム 
２．１ 一般 

容器製作者は、製作する容器が容器製作発注者の要求事項に適合

することを確実にするための手段として品質システムを確立し、文

書化し、維持すること。容器製作者は、本指針の要求事項を満たす

品質マニュアルを作成すること。品質マニュアルには品質システム

の手順を含めるか、又はその手順を引用し、品質システムで使用す

る文書の体系の概要を記述すること。 
２．２ 品質システムの手順 

容器製作者は、次の事項を行うこと。 
ａ）この指針の要求事項に合致した手順書を作成すること。 
ｂ）品質システム及びその文書化した手順書を効果的に実施するこ

と。 
２．３ 品質計画 

容器製作者は、品質要求事項をとのように満たすのかを定め、文

書化すること。品質計画は、容器製作者の品質システムの他のすべ

ての要求事項と整合し、容器製作者の運営の方法に合った書式で文

書化すること。 
容器製作者は、製作する容器に対する規定要求事項を満たすに当

たって、適宜次のような活動について配慮すること。 
ａ）品質計画書を作成する。 
ｂ）要求事項を達成するのに必要と考えられるすべての管理手段、

工程、装置（検査・試験装置を含む。）、備品、経営資源及び技術

を明確にし、確保する。 
ｃ）製作工程、検査・試験手段及び適用文書の相互の整合を図る。 
ｄ）品質管理（狭義）、検査・試験の技法は、新しい測定方法の開

発を含めて、必要に応じて更新する。 
ｅ）容器製作工程の適当な段階における適切な検証を明確にする。 
ｆ）主観的な要素を含めて、すべての特徴及び要求事項に対する合

否判定基準を明確にする。 
ｇ）品質記録を明確にし、作成する。 

 
３．文書及びデータの管理 
３．１ 一般 

容器製作者は、本規定の要求事項に関連するすべての文書及びデ

ータを管理する手順を文書に定め、維持すること。これらには、規

格、容器製作発注者から支給される図面等の外部文書を該当する範

囲で含めなければならない。 
３．２ 文書及びデータの承認及び発行 

文書及びデータは、その発行に先立ち、権限を与えられたものが

その適切性について審査し、承認すること。文書の最新版の状態を

明確にする台帳又はそれと同等の文書管理手順を定め、無効文書及

び／又は廃止された文書の使用を防ぐために容易に利用できるよ

うにしておくこと。 
この管理によって、次のことを確実に行うようにすること。 

ａ）品質システムが効果的に機能するために不可欠な活動を行うす
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べての部門において、適切な文書の適切な版が利用できること。 
ｂ）無効及び／又は廃止文書は、すべての発行部門及び使用部門か

ら速やかに撤去するか、又は意図されない使用がなされないこと

を確実にすること。 
ｃ）法律上及び／又は知識保存の目的のために保持されている廃止

文書は、適切に識別されること。 
３．３ 文書及びデータの変更 

文書及びデータの変更は、特に規定しない限り、最初に確認及び

承認を行った同一の責任者が確認し、承認すること。 
 
４．購買 
４．１ 一般 

容器製作者は、購買品（購買するサービス（下請負）を含む）が

要求事項に適合することを確実にする手順を文書に定め、維持しな

ければならない。 
４．２ 下請負契約者の評価 

容器製作者は、次の事項を行わなければならない。 
ａ）下請負契約者が下請負契約の要求事項を満たしうる能力につい

て評価し、選定すること。この場合の能力評価基準または選定基

準は、下請負契約を適切に実施することを確実にするものでなけ

ればならない。 
ｂ）下請負契約者に対して容器製作者が行う管理の方式及び範囲を

明確にすること。これは、製品の種類、最終製品品質に対して下

請負契約された製品が及ぼす影響、また、該当する場合には、下

請負契約者のこれまでに実証された能力及び実績についての品

質監査報告書及び／又は品質記録に基づいて定めること。 
４．３ 購買データ 

容器製作者は、発注物品及び要求事項を明確に記述したデータを

含めた購買文書を作成し、調達先に送付しなければならない。 
購買文書は、調達先への送付に先立ち、関係する責任者によりそ

の適切性について確認され、承認されなければならない。 
 
５．顧客支給品の管理 

容器製作者は、製作する容器に組み込むため又は関連する業務の

ために容器製作発注者から支給される物品の検証、保管及び維持の

管理についての手順を文書に定め、維持すること。紛失又は損傷し

た支給品並びにその他の使用に適さない支給品については、記録し、

容器製作発注者に報告すること。 
 
６．容器の識別及びトレーサビリティ 

容器製作者は、受入から製作の全段階において、適切な手段によ

って容器を識別する手順を文書に定め、維持すること。 
容器製作者は、個々の容器の品質記録の追跡を可能とするための

手順を文書に定め、維持すること。この識別は、記録すること。 
 
７．工程管理 
（１）容器製作者は、品質に直接影響する輸送容器の製作の工程を明

確にし、計画すること。また、容器製作者は、これらの工程が管

理された状態で実施されることを確実にしなければならない。管

理された状態とは、次の事項を含まなければならない。 
ａ）手順書がなければ品質に有害な影響を及ぼす可能性のある工

程について、その実施方法を明確にした手順書が作成されてい

ること。 
ｂ）各工程において、適切な設備が使用されるとともに、適切な

作業環境が確保されること。 
ｃ）全工程が、引用規格・基準、品質計画書及び手順書に従って

実施されること。 
ｄ）適切な工程パラメータ及び製品特性の監視・管理が行われる

こと。 
ｅ）必要に応じて、工程又は設備が承認されること。 
ｆ）工程能力を継続的に維持するために設備が適切に保全される

こと。 
（２）容器製作者は、特殊工程（事後の製品の検査・試験では工程の

結果が十分に検証できない工程をいう。以下同じ。）を特定しな

ければならない。特殊工程は、その工程及び設備の認定要件並び

に要員の資格認定要件が適切であり、かつ、（１）の規定に基づ

き作成される手順書等の内容が適切なものであること。特殊工程

に関し、認定された工程、設備及び要員については、適宜記録を

維持しなければならない。 
 
８．試験・検査 
８．１ 一般 

容器製作者は、製品に対する規定要求事項が満たされていること

を検証するために、検査・試験業務の手順を文書に定め、維持しな

ければならない。必要な検査・試験及び作成すべき記録は、品質計

画書又は手順書に規定すること。検査・試験は必要なものが適切に

定められていること。 
８．２ 購買検査・試験 

容器製作者は、購買品が規定要求事項に適合していることを確認

するまで、又は他の方法で検証するまでは、使用又は加工を行わな

いことを確実にしなければならない。 
８．３ 工程内の検査・試験 

容器製作者は、次の事項を行うこと。 
ａ）品質計画書及び／又は手順書どおりに製品の検査・試験を行う

こと。 
ｂ）規定された検査・試験を完了するか、又は必要な報告書を受領

し検証するまでは、製品を留保すること。 
８．４ 最終検査・試験 

容器製作者は、最終製品が規定要求事項に適合していることの証

拠を完全なものとするため、品質計画書及び／又は手順書に従って、

全ての最終検査・試験を実施すること。 
最終検査・試験に関する品質計画書及び／又は手順書では、製品

の受け入れ時又は工程中に実施することが規定されたものを含め

て、規定されたすべての検査・試験が実施され、かつ、その結果が

規定要求事項を満たしていることを要求すること。 
８．５ 検査・試験の記録 

容器製作者は、容器が検査・試験を受けた証拠となる記録を作成

し、維持すること。これらの記録は、判定基準に従って検査・試験

に合格したか不合格となったかを明確に示すこと。容器が検査・試

験に合格しない場合には、不適合品の管理に関する手順を適用する

こと。 
 
９．検査、測定及び試験装置の管理 
９．１ 一般 

容器製作者は、使用する検査、測定及び試験装置を管理し、校正

し、維持する手順を文書に定め、維持すること。これらの装置は、

必要な測定能力を満たしていることを確実にするような使い方を

すること。 
試験用ソフトウェア又は比較基準機器を検査に用いる場合は、当

該機器が検証する能力を有することを証明するため、使用する前又

は定期的に点検すること。 
容器製作者は、これらの点検の範囲及び頻度を定め、記録を維持

すること。 
９．２ 管理手順 

容器製作者は、次の事項を行うこと。 
ａ）測定項目又は必要な制度を明確にし、必要な精度を持つ適切な

検査、測定及び試験装置（以下、「測定装置等」という。）を選定

すること。 
ｂ）測定装置等を定期的又は使用前に校正し、調整すること。校正・

調整の国際又は国内基準がない場合は、校正に用いた基準を文書

化しておくこと。 
ｃ）測定装置等の校正に用いるプロセスを定めること。 
ｄ）校正状態を表示するため、適切な標識又は承認されている識別

記録によって、測定装置等を識別すること。 
ｅ）測定装置等の校正記録を維持すること。 
ｆ）測定装置等の校正基準からの外れが発見された場合、過去の検

査・試験の結果の妥当性を評価し、文書化すること。 
ｇ）校正、検査、測定及び試験の実施には、適切な環境条件を確保
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すること。 
ｈ）測定装置の取扱い、保存及び保管には、精度及び使用適合性が

維持されることを確実にすること。 
ｉ）測定装置等には、校正によって行った設定を無効にするような

調節ができないように保護手段を講じること。 
 
１０．検査・試験の状態 

容器の検査・試験の状態は、適合・不適合を示す適切な手段によ

って識別すること。当該状態の識別は、合格製品だけを出荷するこ

とを確実にするために、製品の全工程にわたって、品質計画書及び

／又は手順書の規定に従って維持すること。 
 
１１．不適合品の管理 

容器製作者は、気的要求事項に適合しない容器の意図されない使

用を防ぐことを確実にするための手順を文書に定め、維持すること。

この手順には、不適合品の識別、文書化、評価、隔離（可能な場合）、

処置及び関係部門への通知に対する規定を含むこと。 
不適合品の内容確認の責任及びその処置の権限を明確に規定す

ること。 
不適合品は、手順に従って処置されなければならない。 
不適合品となったため、修理及び／又は手直しされた容器は、品

質計画書及び／又は手順書に従って再検査すること。 
 
１２．是正処置 

容器製作者は、是正処置（不適合品の原因を除去し、再発を防止

するために取られる処置をいう。以下同じ。）を実施するための手

順を文書化し、維持すること。 
容器製作者は、必要に応じて是正処置に伴う手順書の変更を行い、

これを記録すること。 
是正処置の手順には、次の事項を含めること。 

ａ）容器製作発注者の苦情及び不適合品報告書の効果的な取扱い 
ｂ）容器、工程及び品質システムに関する不適合の原因の調査及び

調査結果の記録 
ｃ）不適合の原因の除去に必要な是正処置の決定 
ｄ）是正処置を行うこと及びそれが効果的であることを確実にする

ための管理の適用 
 
１３．品質記録の管理 

容器製作者は、品質記録の識別、収集、見出し付け、利用、ファ

イリング、保管、維持及び廃棄のための手順を文書に定め、維持す

ること。 
品質記録は、規定要求事項に対する適合性及び品質システムの効

果的な運用を実施するために維持すること。下請負契約者から提出

される関係品質記録は、このデータの一要素とすること。 
全ての品質記録は読みやすく、劣化又は損傷を防ぎ、また、紛失

を防ぐのに適した環境を備えた施設内で、容易に検索できるように

保管し、維持すること。品質記録の保管期間を定め、記録すること。 
１４．内部品質監査 

容器製作者は、品質活動及び関連する結果が計画されたとおりに

なっているか否かを検証するため、及び品質システムの有効性を判

定するために、内部品質監査を計画し、実施するための手順を文書

化し、維持すること。 
内部品質監査は、監査される活動の状況及び重要性に基づいて予

定を立て、監査される活動の直接責任者から独立した者が行うこと。 
監査の結果は、記録し、被監査部署の責任者にその内容を知らせ

ること。各部署の責任者は、監査で明らかになった不備について、

時宜を得た是正処置を取ること。 
フォローアップ監査活動では、取られた是正処置の実施内容とそ

の効果を検証し、記録すること。 
 
１５．教育・訓練 

容器製作者は、品質に影響する活動に従事する全ての要員に対す

る容器承認に係る容器の製作に必要な教育・訓練を明確にし、その

教育・訓練を行うこと。特に定められた業務に従事する者について

は、必要に応じて適切な教育・訓練歴及び／又は経験に基づいて資

格認定すること。教育・訓練の適切な記録を維持すること。 
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○放射性物質等運送届の提出等について（海上保安庁） 

 
【編注】(1) 現行：第 106 条 

(2) 現行：保警警第 39 号 保交安第 26 号 平成 21 年 12 月 4 日 

 
１．運送届の作成・提出について 

運送届の提出を要することとなる放射性物質等を運送すること

となる者は、できるだけ前広に運送計画を運送届の提出を行うこと

となる管区海上保安本部に対して説明を行い、当該本部等と密接な

連絡を保ちつつ通達の内容に添って運送届の作成を行うよう心掛

けられたい。また、運送届の提出については提出の際に受理の可否

等の意思表示が行われるのでやむを得ない場合を除いて運送に関

して責任のある者が持参するように留意されたい。 
次に、運送届の届出者は運送に従事する船舶の船長であるが、船

長が航海中で不在等により届出者となり得ない場合には運送届を

提出することとなる管区海上保安部に相談しその指導を受けてい

ただきたい。 
なお、管区海上保安本部における担当課は別紙１のとおりである。 

２．本部長の指示等について 
運送届を提出すると、本部長から運送中に運送届の記載事項に一

定の変更が生じた場合等には本部長等に対して連絡を行うよう指

示がなされる。 
この連絡を行う場合にはできる限り別紙２の要領によって行う

よう心掛けられたい。 
３．その他 

放射性物質等の運送に関係する者は、前述したところを参考にし、

本制度の趣旨を十分に理解されて運送届に記載した保安対策等を

厳格に励行して、事故なく運送を実施されたい。 
 
別紙 1 
管区海上保安本部における担当課一覧 

H27.4.1 現在(3) 

管区海上保安本部 担当課 電話番号 

第一管区海上保安本部 警 備 課 0134-27-0118(代) 

第二    〃 〃 022-363-0111(代) 

第三    〃 〃 045-211-1118(代) 

第四    〃 〃 052-661-1611(代) 

第五    〃 〃 078-391-6551(代) 

第六    〃 〃 082-251-5111(代) 

第七    〃 〃 093-321-2931(代) 

第八    〃 〃 0773-76-4100(代) 

第九    〃 〃 025-285-0118(代) 

第十    〃 〃 099-250-9800(代) 

第十一   〃 〃 098-867-0118(代) 

 
【編注】(3) 本表は、編者により情報を更新しております。 

 

別紙 2 
 

運送船舶の行う連絡要領 
 
第１通報要領 

(1) 通報の冒頭に「ウンソウヘンコウ」を冠し、以下次の事項を番

号を冠して順次通報する。 
１．運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称 

（例 ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ） 
２．船舶の名称 
３．変更事項等が生じた場合の位置及び日時 
４．変更事項等の内容その他必要事項 

（通報例） 
運送届を第三管区海上保安本部長に提出して、日本丸

により横浜港が寄航港となる運送を開始したところ、そ

の途中において北緯○○度△△分、東経○○度△△分○

○時△△分(日本時)にさしかかった際、寄航港が東京港

に変更になった場合次のように通報する。 
ウンソウヘンコウ 

１．ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ 
２．ニホンマル 
３．ホクイ○○ド△△フン、トウケイ○○ド△△プン、

〇○ジ△△フン（ニホンジ） 
４．キコウコウヨコハマガトウキョウニヘンコウ 

(2) 日本語又は英語を使用して通報することを原則とし、英語の場

合にあっては、「ウンソウヘンコウ」及び運送届を提出した管区

海上保安本部の長の名称は「UNSO‐HENKO」及び「DAI○
KANKUKAIJYOHOANHONBUCHO」と通報する。 
この場合において、○の部分は管区海上保安本部の番号を記入

する。 
第２通報手段 

船舶の無線設備によってもよく、船舶電話、電報等の公衆通信手

段によってもよい。 
なお、通信手段により、上記第１の通報要領によりがたい場合に

は、管区海上保安本部において指導する要領で行う。 
 
 

放射性物質等の海上輸送に際しては、危険物船舶運送及び貯蔵規則

第 91 条の 21(1)に基づき、諸手続き等に関し円滑なる事務処理等が図

られているところであるが、今般、「核物質の防護に関する条約」へ

の加入に伴い、同規則の一部が改正され、別添通達（保警指第 137 号、

平成 2 年 12 月 27 日一部改正(2)）により運送届関係の事務処理要領が

通達されているので、下記事項とあわせて、了知願いたい。 
なお、昭和 64 年 1 月 1 日以降、管区海上保安本部における放射性

物質等運送届の提出先は、警備救難部警備課（第十一管区海上保安本

部にあっては警備課）に変更されている。 
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危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和 32 年 8 月 20 日運

輸省令第 30 号）第 106 条に関する管区海上保安本部

の長の行う事務について 

保 警 警 第 3 9 号 
保 交 安 第 2 6 号 
平成 21 年 12 月 4 日 

 
記 

 
１ 運送届の提出について 

(1) 運送届の提出は、船舶により規則第 71 条第 1 項第 2 号の告示

で定める放射性物質等、規則第 80 条第 1 項第 3 号に掲げる放射

性物質等、規則第 96 条の告示で定める放射性物質等又は放射性

物質告示第 22 条で定める場合において運送される放射性物質等

（以下総称して「対象物質等」という。）の運送が本邦の港を船

積地若しくは荷卸地とし、又は経由地として行われる場合に必要

となる。ただし、港則法（昭和 23 年 7 月 15 日法律第 174 号）

第 23条第 4項の規定により許可を受けた場合はこれを要しない。 
(2) 運送届の届出者は、対象物質等を運送する船舶の船長であるが、

船長が本邦以外の地にある場合等やむを得ないと認められる場

合には船長の代理人であっでも差し支えない。この場合には、運

送届の提出時に当該船長の委任状を添付させる等により届出者

が船長の真正の代理人であることを確認すること。 
(3) 運送届の提出先は、発航港を管轄する本部長であるが、発航港

が本邦以外の地である場合には、本邦における最初の寄航港を管

轄する本部長となる。 
注１ 発航港とは、対象物質等が最初に船積みされる港をいい、

数港において対象物質等が順次船積みされる場合には、最

初の船積港が発航港となり他の港は寄航港となる。 
注２ 寄航港とは、発航港から到達港に至る簡において入港す

る港をいい、当該港における対象物質等の荷役の有無を問

わない。ただし、本邦における最初の寄航港とは、本邦に

おいて最初に入港する到達港又は寄航港をいう。 
注３ 到達港とは、船積みされた対象物質等が船舶から最後に

荷卸しされる港をいう。 
(4) 運送届は、一の運送（発航港から到達港までの運送をいう。以

下同じ。）ごとに 2 通提出させるものとする。 
(5) 運送届は、対象物質等の運送に係る発航港、寄航港及び到達港

のいずれもが一の管区海上保安本部の管轄する区域にあり、各港

に至る経路が他の管区海上保安本部の管轄区域に含まれない場

合には運送開始の日の 2 週間前までに、その他の場合にあっては

4 週間前までに提出させることとなる。 
なお、運送開始の日とは、発航港において対象物質等が最初に

船積みされる日をいう。 
(6) 運送届には、当該運送届に係る運送に関し、次の各号に掲げる

規定が適用される場合には、当該各号に掲げる書類の写しを添付

させるものとする。 
なお、やむを得ない理由により添付できないときは、後日速や

かに提出させるものとする。 
イ 規則第 99 条 

国土交通大臣に提出した運送計画書、国土交通大医の確認を

証する書類及び国土交通大臣の指示の内容を記載した書類 
ロ 規則第 107 条 

国土交通大臣の承認を証する書類、当該承認に際し国土交通

大臣に提出した書類及び国土交通大臣の指示の内容を記載し

た書類 
 
２ 運送届の記載事項について 

運送届の記載は次によるものとする。 
(1) 船種 

汽船、帆船の別を記載し、船舶の用途を付記させる。 
(2) 放射性物質等の品名及び数量 

イ 品名は、放射性物質等の名称（二酸化ウラン、六フッ化ウラ

ン、核燃料集合体、使用済核燃料、医療用放射線源コバルト 60、
低レベノル放射性廃棄物等の名称）を記載する。 

ロ 数量は、品名別の正味重量(kg)を記載する。 
ハ 規則第 96 条の告示で定める放射性物質等（以下「防護対象

特定核燃料物質」という。）を運送する場合には、イ及びロの

ほか、当該放射性物質等の種類（プルトニウム、ウラン 235（高

濃縮＝20％以上、中濃縮＝10％以上 20％未満、低濃縮＝天然

の濃縮度を超え 10％未満）、ウラン 233又は使用済核燃料の別）、

種類ごとの数量及び別表に掲げる核物質防護の区分のうちの

いずれに該当するかを、運送する当該放射性物質等の総量につ

いて評価し、記載すること。 
(3) 放射性輸送物の種類及び数量 

イ 種類は規則第 72 条に規定する放射性輸送物の種類を記載す

る。ただし、規則第 100 条第 1 項の規定により放射性輸送物と

しないで運送される低比放射性物質等又は規則第 107 条の規

定により国土交通大臣の承認を受けて運送される放射性物質

等にあっては、その旨を記載する。 
なお、核分裂性輸送物にあっては、その旨を併記させること。 

ロ 数量は、種類別の個数を記載する。ただし、規則第 100 条第

1 項又は規則第 107 条の規定により放射性輸送物としないで運

送される放射性物質等にあっては、記載を要しない。 
注 なお、(2)及び(3)の記載にあたっては、船積地及び荷卸地

ごとに、船積みする放射性物質等の品名及び数量並びに荷卸

しする放射性物質等の品名及び数量を1個の放射性輪送物を

単位として記載するとともに当該地を出港する際の現在量

を上記と同様の方法で記載する。ただし、規則第 100 条第 1
項又は規則第 107 条の規定により放射性輸送物としないで

運送される放射性物質等にあっては、上記条項別に放射性物

質等の品名及び数量を記載すること。 
（例）横浜港 

船積み：二酸化ウラン ○kg 
A 型輸送物（核分裂性輸送物） 1 個 

荷卸し：六フッ化ウラン ○kg 
A 型輸送物（核分裂性輪送物） 1 個 

出港時の現在最： 
・二酸化ウラン ○kg 

A 型輸送物（核分裂性輸送物） 1 個 
・六フッ化ウラン ○kg 

A 型輸送物（核分裂性輸送物） 1 個 
〔ウラン 235（中濃縮、15％） ○kg 
・ウラン 235（低濃縮、3％） ○kg〕 

区分 2 
・医療用放射線源コバルト 60 ○kg 

BM 型輸送物 1 個 
・低レベル放射性廃棄物 ○kg 

規則第100条第1項の規定により放射性輸

送物としないで運送される低比放射性物

質等 
(4) 放射性物質等の積載場所 

船積地ごとに規則に定める積載方法、対象物質等の積載場所

（例、「第一船倉」）及び積付けに際し講じた措置等（例、「放射

性輸送物の移動を防止するため容器をボルトで固定した。」）を記

載する。 
なお、放射性物質告示第 22 条に定める場合の運送において、

規則第 71 条第 1 項第 2 号の告示で定める放射性物質等、規則第

80 条第 1 項第 3 号に掲げる放射性物質等又は防護対象特定核燃

料物質のいずれにも該当しない対象物質等のみを運送する場合

は、当該対象物質等を船内の数箇所に集貨（規則第 100 条第 11
項の集貨をいう。以下同じ。）として積載する場合の各集貨にお

ける当該対象物質等に関して定められた輸送指数の合計及び船

内に積載する各集貨の輸送指数の合計を併記させること。 
(5) その他の積載貨物の品名及び数量 

規則第 2条第 1号の危険物が積合せ貨物となる場合には規則第

2 条第 1 号の告示による品名及びその重量(kg)を記載し、その他
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の場合には、概括的に商品、原料等総重量約○○t と記載する。 
(6) 発航港、船積予定日時及び発航予定日時 

発航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、

本邦以外にある場合には国名をもあわせて記載する。 
船積予定日時については、対象物質等の船積みを最初に開始す

る日時について年月日及び 1 時間を単位とする時刻で記載する。 
発航予定日時については、発航港を出港する日時を前記と同様

の方法で記載する。 
(7) 到達港、入港予定日時及び陸揚げ予定日時 

到達港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、

本邦以外にある場合には国名をもあわせて記載する。 
入港予定日時及び陸揚げ予定日時については、到達港に入港す

る予定日時及び対象物質等の荷卸しを全て終了する予定日時を

上記 2(6)と同様の方法で記載する。 
(8) 寄航港、入出港予定日時及び荷役予定日時 

寄航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、

本邦以外にある場合には国名をもあわせて記載する。 
入出港予定日時については、寄航港に入港する予定日時及び同

港を出港する予定日時を上記 2(6)と同様の方法で記載する。 
荷役予定日時は、対象物質等の船積みを最初に開始する予定日

時又は船舶からの対象物質等の荷卸しを最初に開始する予定日

時を上記 2(6)と同様の方法で記載する。 
(9) 主要な通過地点及び通過予定日時 

イ 主な通過地点については、次により記載する。 
(ｲ) 防護対象特定核燃料物質以外の対象物質等を運送する場

合 
① 運送が本邦各港間で行われる場合には、主要変針点、海

上交通安全法（昭和 47 年法律第 115 号）第 2 条第 1 項に

規定する航路に入出航する場所等（以下「主要変針点等」

という。）を著明物標からの真方位及び距離（海里）で記

載する。 
② 運送が本邦内の地から本邦以外の地へ向けて行われる

場合には、船舶が本邦の領海を最後に出る場所及び本邦内

の発航港又は寄航港から当該場所に至るまでの間の主要

変針点等を上記 2(9)イ(ｲ)①と同様の方法で記載する。 
③ 運送が本邦以外の地から本邦内の地へ向けて又は本邦

内の地を経由して行われる場合には、船舶が本邦の領海に

最初に入る場所及び当該場所から本邦における寄航港若

しくは到達港に至るまでの間の主要変針点等又は寄航港

から本邦の領海を最後に出に至るまでの間の主要変針点

等及び本邦の領海を最後に出る場所を上記 2(9)イ(ｲ)①と

同様の方法で記載する。 
(ﾛ) 防護対象特定核燃料物質を運送する場合 

① 運送が本邦各港間で行われる場合には、上記 2(9)イ(ｲ)
①に掲げる事項について、上記 2(9)イ(ｲ)①と同様の方法で

記載する。 
② 運送が本邦内の地と本邦以外の地との間で行われる場

合には、発航港から寄航港及び到達港に至るまでの間の主

要変針点等及び領海への最初又は最後の入出域の場所を

上記 2(9)イ(ｲ)①と同様の方法で記載する。 
なお、外国籍船による運送の場合には、当該船舶の運送

経路のうち我が国周辺海域に係る部分以外の部分につい

ては記載を要しない。 
ロ 通過予定日時については、船舶が本邦の領海に最後に入る場

所、本邦の領海を最後に出る場所及び主要変針点等を通過する

予定日時を年月日及び 30 分単位の時刻で記載する。 
(10) 運送中の保安対策 

イ 運送責任者の氏名 
防護対象特定核燃料物質を運送する場合において、規則第 97

条第1項の規定により配置される運送責任者の氏名を記載する。 
ロ 見張人の氏名 

規則第 97 条第 1 項の規定により配置される見張人その他の

核物質防護措置の実施等のために乗船し、又は船内組織の者か

ら選任された者の氏名を記載する。 

ハ 放射性物質等の盗取等による災害を防止するための措置 
防護対象特定核燃料物質を運送する場合において、当該物質

に対する、規則第 97 条第 1 項の規定により実施される措置を

含む核物質防護措置の実施計画及び当該物質の盗取等が発生

し、又は発生するおそれがある場合（以下「緊急時」という。）

の措置に関する事項について記載する。 
ニ 海上保安官署との連絡体制 

運送中における海上保安官署（管区海上保安本部、海上保安

監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署をいう。

以下同じ。）及び海上交通センターとの連絡体制について記載

する。 
ホ その他の運送中の保安対策 

次に掲げる事項その他の対象物質等の船舶運送に伴う災害

を防止して公共の安全を図るために必要な事項を記載する。 
(ｲ) 航海速力等航海の安全を確保するために必要な措置に関

すること。 
(ﾛ) 対象物質等への関係者以外の者の接近を防止するための

措置に関すること（核物質防護措置に関する事項を除く。）。 
(ﾊ) 海難その他の異常事態が発生した場合の処置に関するこ

と（緊急時における措置に関する事項を除く。）。 
 
３ 運送届の受理等について 

(1) 運送届の受理 
運送届の受理は、必要な書類の添付、規則第 99 条又は第 107

条の規定が適用される場合における国土交通大臣の確認又は承

認の有無（確認又は承認未済の場合を除く。）及び記載事項の誤

り等の有無を確認の上行うものとし、運送届 1 通に届出を受理し

た旨を記載して届出者に交付するものとする。 
(2) 本部長への通知等 

運送届を受理した本部長は、当該運送届に係る運送が他の管区

海上保安本部の管轄する区域にわたるときは、速やかに当該地の

本部長（以下「関係本部長」という。）に対象物質等の運送の日

時、経路等必要な事項を通知し、指示すべき事項等について意見

を求めるものとする。 
 

４ 本部長の行う指示について 
(1) 運送届を受理した本部長は、当該運送届に係る船舶について、

災害を防止して公共の安全を図るため有効適切な措置を講ずる

ことができるよう常に次の指示を行うものとする。 
イ すべての船舶に対して指示する事項 

船舶は、運送中において海難、対象物質等の盗取等その他の

異常な事態が生じ又は生ずるおそれがある場合（以下「海難等

の事態が生じた場合」という。）には直ちに、当該船舶の名称、

海難等の事態が生じた場合の位置及び日持、海難等の事態の内

容その他必要事項を最寄りの海上保安官署に連絡し、当該海上

保安官署の長の指示に従うこと。 
ロ 規則第 80 条第 1 項第 3 号に掲げる放射性物質等又は防護対

象特定核燃料物質（以下「特定物質等」という。）を運送する

船舶に対して指示する事項 
船舶は、運送中において上記 4(1)イ以外の事由により、運送

届の記載事項のうち本邦における到達港に関する事項、本邦に

おける寄航港に関する事項、主な通過地点に関する事項又は運

送中の保安対策に関する事項に変更が生じ若しくは生じるお

それのある場合又は本部長が指示した事項を遵守できず若し

くは遵守できないおそれがある場合には、速やかに当該船舶の

名称、変更事項等が生じた場合の位置及び日時、変更事項等の

内容その他必要事項を運送届を提出した本部長に連絡し、当該

本部長の指示に従うこと。ただし、上記事項の変更が次に掲げ

る軽微なものにあってはこの限りではない。 
(ｲ) 到達港に関する事項については、入港予定日時及び陸揚予

定日時の 1 時間以内の変更 
(ﾛ) 寄航港に関する事項については、入港予定日時、特定物質

等の荷役予定日時の 1 時間以内の変更 
(ﾊ) 主な通過地点に関する事項については本邦の領海に最初
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に入る場所に関する事項及び最後に出る場所に関する事項

の変更並びにその他の通過地点に関する当該地点を中心と

する半径 10 海里以内の位置の変更及び通過予定日時の 1 時

間以内の変更。ただし、狭水道及び船舶のふくそうする海域）

海上交通安全法に定める航路を含む。）における通過地点に

関する変更は除く。 
ハ 特定物質等以外のものを運送する船舶に対して指示する事

項 
船舶は、運送中において上記 4(1)イ以外の事由により、運送

届の記載事項のうち本邦における到達港若しくは本邦におけ

る寄航港に変更が生じ又は本部長が指示した事項を遵守でき

ず若しくは遵守できないおそれがある場合には、速やかに当該

船舶の名称、変更事項等が生じた場合の位置及び日時、変更事

項等の内容その他必要事項を運送届を提出した本部長に連絡

し、当該本部長の指示に従うこと。 
(2) 運送届を受理した本部長は、当該運送届に記載されている運送

日時経路、運送中の保安対策等を十分検討し、関係本部長の意見

を勘案のうえ、災害を防止して公共の安全を図るため必要がある

と認める時は、上記 4(1)による指示のほか、狭視界時又は荒天時

の避泊対策、夜間出入港の制限、対象物質等に対する見張人の配

置、核物質防護措置の実施等必要な事項について指示を行うこと

ができる。 
(3) 指示は、別添様式の指示書を運送届の届出者に交付することに

より行うものとする。 
なお、当該運送届に係る運送について、規則第 99 条又は第 107

条の規定が適用される場合には、当該運送届に係る指示は当該規

定に基づく国土交通大臣の確認文は承認のあった後に行うもの

とする。 
(4) 運送中の船舶につき、当該船舶が航行中の海域を管轄する海上

保安官署の長が、当該船舶の認知できない異常事態等の発生によ

り、災害を防止して公共の安全を図る必要があると認める場合に

おいて、運送届を受理した本部長に対して連絡し、当該本部長の

指示を待ついとまがないと認めるときは、必要な事項につき当該

運送中の船舶に対して指示をすることができる。 
この場合において、当該指示を行った海上保安官署の長は、す

みやかに指示が必要と認められた状況及び指示した事項を、所轄

本部長を通じて運送届を受理した本部長に連絡すること。 
(5) 運送届を受理した本部長は、上記 4(2)に基づく指示を行った場

合には、指示書の写しを送付する等により関係本部長に通知する

ものとする。 
(6) 運送届を受理した本部長又は関係本部長は、当該運送届に係る

運送の開始前に、運送日時、運送経路、運送に従事する船舶の名

称、当該船舶との連絡方法、運送される対象物質等の種類、指示

事項その他必要な事項を当該管区海上保安本部の関係する事務

所（海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署

及び海上交通センターに限る。）の長に通知するものとする。 
(7) 運送届を受理した本部長は、当該運送届に係る船舶が運送を開

始した後に、当該船舶から上記 4(1)により指示した事項等につい

て連絡を受けた場合には、関係する管区海上保安本部及び当該管

区海上保安本部の事務所（海上保安監部、海上保安部、海上保安

航空基地、海上保安署及び海上交通センターに限る。）の長に当

該連絡についての必要な事項を通知するものとする。 
 
５ 運送変更届について 

運送の開始前に運送届の記載事項に変更が生じた場合には、届出

者から運送届を受理した本部長に対し放射性物質等運送変更届を

速やかに提出することとなっているので、この場合においては、運

送届の場合に準じて処理を行うこととする。 
 
 
 
 
 
 

別 表 
 

防護対象特定核燃料物質 
 
１ 区分１ 

イ 照射されていない次に掲げる物質 
(1) プルトニウム（プルトニウム 238 の同位体濃度が 80％を超

えるものを除く。以下同じ。）及びその化合物並びにこれらの

物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が

2kg 以上のもの 
(2) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が

20％以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一

又は二以上を含む物質であって、ウラン 235 の量が 5kg 以上の

もの 
(3) ウラン 233 及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二

以上を含む物質であって、ウラン 233 の量が 2kg 以上のもの 
ロ 照射されたイに掲げる物質であって、その表面から 1m の距離

において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場

合の吸収線量率（以下「吸収線量率」という。）が 1Gy/h 以下の

もの 
 
２ 区分２ 

イ 照射された前号イに掲げる物質であって、その表面から 1m の

距離において吸収線量率が 1Gy/h を超えるもの（第 3 号ニに掲げ

るものを除く。） 
ロ 照射されていない次に掲げる物質 

(1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は

二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が 500g を超え

2kg 未満のもの 
(2) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が

20％以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一

又は二以上を含む物質であって、ウラン 235 の量が 1kg を超え

5kg 未満のもの 
(3) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が

10％以上で 20％に達しないウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン 235 の

量が 10kg 以上のもの 
(4) ウラン 233 及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二

以上を含む物質であって、ウラン 233 の量が 500 g を超え 2kg
未満のもの 

ハ 照射されたロに掲げる物質であって、その表面から 1m の距離

において吸収線量率が 1Gy/h 以下のもの 
ニ 照射された次に掲げる物質であって、照射直後にその表面から

1m の距離において吸収線量率が 1Gy/h を超えていたもの（第 3
号ニに掲げるものを除く。） 
(1) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が天

然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質

の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用

できるもの。 
(2) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が天

然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの

物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として

使用できるもの 
(3) トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以

上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの 
(4) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が天

然の比率を超え 10％に達しないウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質 
 
３ 区分３ 

イ 照射された前号ロに掲げる物質であって、その表面から 1m の

距離において吸収線量率が 1Gy/h を超えるもの（ニに掲げるもの

を除く。） 
ロ 照射されていない次に掲げる物質 
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(1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は

二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が 15g を超え

500g 以下のもの 
(2) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が

20％以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一

又は二以上を含む物質であって、ウラン 235 の量が 15g を超え

1k g 以下のもの 
(3) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が

10％以上で 20％に達しないウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン 235 の

量が 1kg を超え 10kg 未満のもの 
(4) ウラン 235 のウラン 235 及びウラン 238 に対する比率が天

然の比率を超え 10％に達しないウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン

235 の量が 10kg 以上のもの 
(5) ウラン 233 及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二

以上を含む物質であって、ウラン 233 の量が 15g を超え 500g
以下のもの 

ハ 照射されたロに掲げる物質（照射されたロ(4)に掲げる物質であ

って照射直後にその表面から 1m の距離において吸収線量率が

1Gy/h を超えていたもの及びニに掲げるものを除く。） 
ニ 照射された第 1 号イ、第 2 号ロ、ニ又はロに掲げる物質であっ

て、その表面から 1m の距離において吸収線量率が 1Gy/h を超え

るもの（使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用

物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に回型化した物

に含まれるものに限る。） 
 
備考 この表において放射性物質の量については、一の船舶で運送さ

れる放射性物質の総量とする。 
 
 
 
別添様式 
 
 

放射性物質等運送指示書 
 

年  月  日 
殿 

第  管区海上保安本部長    印 
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則第 106条第 2項の規定により放射性

物質等の運送について次のとおり指示する。 
 

運送予定期間   年 月 日から  年 月 日まで

船   名  

船 舶 番 号  

船 長 名  

指 示 事 項 

 

 
 
 
 

参考資料１ 
危険物船舶運送及び貯蔵規則第 106 条により 
運送届の提出を要する放射性輸送物等 

放 射 性 輸 送 物 等

の 種 類
非核分裂性物質 核分裂性物質 

防護対象特定

核 燃 料 物 質

第 100 条に定める低比
放射性物質等 △ □  ○ 

Ｉ Ｐ 型 輸 送 物 △ □ ○ ○ 

Ｌ 型 輸 送 物 △  ○ 

Ａ 型 輸 送 物 △ ○ ○ 

Ｂ
型
輸
送
物

ＢＭ型輸送物 ○ ○ ○ 

ＢＵ型輸送物 ○ ○ ○ 

危規則第 107 条によ
り国土交通大臣が承
認したもの 

△ □ ○ ○ 

注 1) ○印は、届出が必要なもの。 
2) △印は、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める

告示第 22 条に定める場合に、届出が必要なもの。 
3) □印は、危規則第 80 条第 1 項第 3 号に掲げる放射性物質の場

合に、届出が必要となるもの。 
 
参考資料２ 

危険物船舶運送及び貯蔵規則第 106 条の運送形態別の 
適用状況表 

1.  運送が本邦各港間において行われる場合 
(1)  運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内において行わ

れる場合 
 

 一の管区海上保安本部の管轄区域 

公 

海 

   
経 

 
 

路 

領 

水 

   運 

送 

の 

形 

態 

発 

航 

港 

等 

発 

航 

港 

  

寄 

航 

港 

 

到 

着 

港 

運送届の提出先
提 出 期 限

○ 
運送開始の日の 
2 週間前まで 

  

運送届への記載 ○ ○ ○ 

  
(2)  運送が二以上の管区海上保安本部の管轄する区域内において 

行われる場合 
 

管区海上保安本部の管轄する区域  

Ａ 管 区 Ｂ 管 区 Ｃ 管 区 Ｄ 管 区 Ｅ 管 区 

公 

海 

     
経 

 
 

路 

領 

水 

     運 

送 

の 

形 

態 

発 

航 

港 

等 

発 

航 

港 

 
 

寄 

航 

港 

   

寄 

航 

港 

 

到 

着 

港 

運送届の提出先
提 出 期 限

○ 
運送開始の
日の 4 週間
前まで 

    

運送届への記載 ○ ○ ○ ○ ○ 

運送に関係する
管 区 海 上
保 安 本 部

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 
【編注】： 参考資料１、参考資料２は著者により追加したものです。 
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2. 運送が本邦から本邦外に向けて行われる場合 
 

本    邦    内 

管区海上保安本部の管轄する区域 

 

Ａ 管 区 Ｂ 管 区 Ｃ 管 区 

本   邦   外 

公 
 

海 

     

経 
 
 

 
 

路 

領 
 

水 

   

     ㋑ 

  運 

送 

の 

形 

態 

発 

航 

港 

等 

発 

航 

港 

 
 

寄 

航 

港 

 
 

寄 

航 

港 

  

寄 

航 

港 

 

到 

着 

港 

運送届の提出先 
提 出 期 限 

○ 
運送開始の
日の 4 週間
前まで 

    

○ ○ ○ ○ ○ 

運送届への記載 

防護対象特定核燃料物質以外の物質 
等を運送する場合には、主な通過地 
点に関する事項は発航港から㋑点ま 
での間を記載すればよい。 

防護対象特定核燃料 
物質以外の物質等を 
運送する場合には主 
な通過地点に関する 
事項は、この間は記 
載を要しない。 

運送に関係する
管 区 海 上 
保 安 本 部 

○ ○ ○   

  
3. 運送が本邦外から本邦に向けて行われる場合 

(1) 運送船舶が本邦外から直接到着港に入港する場合 
 

本   邦   内 

管区海上保安本部 
の管轄する区域 

 

Ａ 管 区 

本    邦    外 

公 
 

海 

     

経 
 
 
 
 

路 

領 
 

水 

 

        ㋑ 

  

      

  運 

送 

の 

形 

態 

発 

航 
港 
等 

到 

着 

港 

 
 

寄 

航 

港 

 
 

寄 

航 

港 

  

寄 

航 

港 

発 

航 

港 

運送届の提出先 
提 出 期 限 

○ 
運送開始の日の 4 
週間前まで 

    

○ ○ ○ ○ ○ 

運送届への記載 

防護対象特定核燃料 
物質以外の物質等を 
運送する場合には主 
な通過地点に関する 
事項は㋑点から到着 
港までの間を記載す 
ればよい。 

防護対象特定核燃料物質以外の物質等 
を運送する場合には主な通過地点に関 
する事項は、この間は記載を要しない 

運送に関係する
管 区 海 上 
保 安 本 部 

○     

 

 

の
寄
航
港
）

 

け
る
最
初 

（
本
邦
に
お 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 運送船舶が本邦の寄航港に入港した後本邦の到着港に至る場

合 

本    邦    内 

管区海上保安本部の管轄する区域 

 

Ａ 管 区 Ｂ 管 区 Ｃ 管 区 

本   邦   外 

公 
 

海 

     

経 
 

 
 
 

路 

領 
 

水 

   

     ㋑ 

  運 

送 

の 

形 

態 

発 

航 

港 

等 

到 
着 
港 

  
 

寄 

航 

港 

  
 

寄 

航 

港 

発 

航 

港 

運送届の提出先
提 出 期 限

  ○ 
運送開始日の 
4 週間前まで 

  

○ ○ ○ ○ ○ 

運送届への記載

防護対象特定核燃料物質以外の物質 
等を運送する場合には、主な通過地点 
に関する事項は㋑点から発航港まで 
の間を記載すればよい。 

防護対象特定核燃料 
物質以外の物質等を 
運送する場合には主 
な通過地点に関する 
事項は、この間は記 
載を要しない。 

運送に関係する
管 区 海 上
保 安 本 部

○ ○ ○   

 

の
寄
航
港
） 

 

け
る
最
初 

（
本
邦
に
お 

 
(3) 本邦内には到着港がなく寄航港のみの場合 

本   邦   内 本   邦   外 

管区海上保安本部の管轄する区域   

 

Ａ 管 区 Ｂ 管 区   

公 
 

海 

    

経 
 
 

路 領 
 

水 

 

     ㋺ 

 

     ㋑ 

  運 

送 

の 

形 

態 

発 

航 

港 

等 

 

寄 

航 

港 

  

寄 

航 

港 

 

発 

航 

港 

 

到 

着 

港 

運送届の提出先

提 出 期 限

 ○ 
運送開始の日の 
4 週間前まで 

  

○ ○ ○ ○ 

運送届への記載

防護対象特定核燃料物質以外 
の物質を運送する場合には 
主な通過地点に関する事項は 
㋑点から㋺点までの間を記載 
すればよい。 

防護対象特定核燃料物質以外 
の物質を運送する場合には 
主な通過地点に関する事項は 
この間は記載を要しない。 

 

の
寄
航
港
）

 

け
る
最
初 

（
本
邦
に
お 
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港則法（抄） 

（昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号） 

最終改正：平成二十一年七月三日法律第六十九号 
 
第一章 総則 
（法律の目的） 
第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整と

んを図ることを目的とする。 
（定義） 
第三条 この法律において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟

その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって

運転する船舶をいう。 
２ この法律において「特定港」とは、きっ水の深い船舶が出入で

きる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるも

のをいう。 
 
第四章 危険物 
第二十一条 爆発物その他の危険物（当該船舶の使用に供するもの

を除く。以下同じ。）を積載した船舶は、特定港に入港しようとす

るときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない 
２ 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。 

第二十二条 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう

地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなけ

れば停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外

の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種

類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、

この限りでない。 
第二十三条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸

をするには、港長の許可を受けなければならない。 
２ 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが

不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を

指定して前項の許可をすることができる。 
３ 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶

は、これを港の境界内にある船舶とみなす。 
４ 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬

しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。 
 
第八章 罰則 
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。 
一 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七

条の二第二項（第三十七条の五において準用する場合を含む。）

において準用する第二十一条第一項の規定の違反となるような

行為をした者 
二 （略） 

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

罰金又は科料に処する。 
一 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の

規定の違反となるような行為をした者 
二、三 （略） 

 
附 則（平成二十一年七月三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 
 
 
 
 
 
 

港則法施行令（抄） 

（昭和四十年六月二十二日政令第二百十九号） 

最終改正：平成二十六年七月十一日政令第二百五十四号 
 
内閣は、港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）第二条及び第

三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 
 
（特定港） 
第二条 法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりと

する。 
 
附 則（平成二十六年七月十一日政令第二百五十四号） 抄 
（施行期日） 
１ この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。ただし、別

表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平

成二十七年二月一日から施行する。 
 
別表第二（第二条関係） 
都道府県 特定港 
北海道 根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、石狩湾、

留萌、稚内 
青森県 青森、むつ小川原、八戸 
岩手県 釜石 
宮城県 石巻、仙台塩釜 
秋田県 秋田船川 
山形県 酒田 
福島県 小名浜 
茨城県 日立、鹿島 
千葉県 木更津、千葉 
東京都 
神奈川県 

京浜 

神奈川県 横須賀 
新潟県 直江津、新潟、両津 
富山県 伏木富山 
石川県 七尾、金沢 
福井県 敦賀、福井 
静岡県 田子の浦、清水 
愛知県 三河、衣浦、名古屋 
三重県 四日市 
京都府 宮津、舞鶴 
大阪府 阪南、泉州 
大阪府 
兵庫県 

阪神 

兵庫県 東播磨、姫路 
和歌山県 田辺、和歌山下津 
鳥取県 
島根県 

境 

島根県 浜田 
岡山県 宇野、水島 
広島県 福山、尾道糸崎、呉、広島 
山口県 岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩 
山口県 
福岡県 

関門 

徳島県 徳島小松島 
香川県 坂出、高松 
愛媛県 松山、今治、新居浜、三島川之江 
高知県 高知 
福岡県 博多、三池 
佐賀県 唐津 
佐賀県 
長崎県 

伊万里 

長崎県 長崎、佐世保、厳原 
熊本県 八代、三角 
大分県 大分 
宮崎県 細島 
鹿児島県 鹿児島、喜入、名瀬 
沖縄県 金武中城、那覇 

200



港則法施行規則（抄） 
港則法施行規則の危険物の種類を定める告示（抄） 

201 

港則法施行規則（抄） 

（昭和二十三年十月九日運輸省令第二十九号） 

最終改正：平成二十六年七月十一日国土交通省令第六十五号 
 

港則法施行規則を次のように制定する。 
 
第一章 通則 
（危険物の種類） 
第十二条 法第二十一条第二項の規定による危険物の種類は、危険

物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）第二

条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積み液

体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示(1)

で定めるものとする。 
（許可の申請） 
第十三条 法第二十二条但書の規定による許可の申請は、停泊の目

的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び

保管方法を具して、これをしなければならない。 
第十四条 法第二十三条第一項の規定による許可の申請は、作業の

種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を具して、これ

をしなければならない。 
２ 法第二十三条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及

び区間並びに危険物の種類及び数量を具して、これをしなければ

ならない。 
 
【編注】：(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示 

 
附 則（平成二十六年七月十一日国土交通省令第六十五号） 

この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

港則法施行規則の危険物の種類を定める告示（抄） 

（昭和五十四年九月二十七日運輸省告示第五百四十七号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十二日国土交通省告示第千百八十四号 
 
港則法施行規則（昭和二十三年運輸省令第二十九号）第十二条の

規定に基づき、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示を次の

ように定め、昭和五十四年十月一日から適用する。 
 
港則法施行規則（昭和二十三年運輸省令第二十九号）第十二条の

告示で定める危険物は、別表のとおりとする。 
 
別表 
二 その他の危険物 

リ 放射性物質等 危規則第二条第一号トに定める放射性物質等 
 
前 文（平成二十六年十二月二十二日国土交通省告示第千百八十四号） 
港則法施行規則（昭和二十三年運輸省令第二十九号）第十二条の

規定に基づき、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部

を改正する告示を次のように定め、平成二十七年一月一日から施行

する。 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）、他 

202 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（抄） 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
 

○核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における

措置に関する規則 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する

身分を示す証明書の様式を定める省令 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
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Ｃ 航空輸送関係法令 

 
図 核燃料物質等の航空輸送関係法令と体系 

 

 

核燃料物質等の航空機輸送 

航空法 

（国土交通省所管） 

放射性物質等 

航空輸送告示 

航空法施行規則 

（国土交通省令） 

原子炉等規制法 
（原子力規制委員会、 

国土交通省所管） 

核外運搬危険時規則 

（国土交通省令） 

外 運 搬 規 則 

（委員会規則） 

航空局長通達 

（第 59 条：
運搬に関する確認等）

（第 64 条：
危険時の措置） 
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航空法（抄） 
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航空法（抄） 

（昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 
平成二十六年六月十三日法律第七十号 

 
第一章 総則 
（この法律の目的） 
第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属

書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航

行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための

方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的

な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の

利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の

福祉を増進することを目的とする。 
 
第六章 航空機の運航 
（爆発物等の輸送禁止） 
第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与

え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令(1)

で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 
２ 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。 
 
【編注】：(1) 航空法施行規則第百九十四条 

 
第八十六条の二 航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷

物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち

込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情に

より前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由が

ある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒

絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、

又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取

り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場

に居合わせない場合に限る。 
２ 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると

認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定に

よる措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 
第十章 罰則 
（所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪） 
第百四十五条 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、百万円以下の罰金に処する。 
十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機

で輸送したとき。 
（技能証明書を携帯しない等の罪） 
第百五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

罰金に処する。 
六 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項

の物件を持ち込んだ者 
（両罰規定） 
第百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次

の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対し

て各本条の罰金刑を科する。 
一 第百五十六条第一項（第二号に係る部分に限る。） 一億円以

下の罰金刑 
二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百

五十条、第百五十五条、第百五十六条（第一項第二号に係る部分

を除く。）及び第百五十七条から前条まで各本条の罰金刑 
 
 
 
 

附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 
【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起算

して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（本書掲載条項外） 
 
 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第七十号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 
 
未施行法令 平成二十七年三月三十日国土交通省令第十五号：この

省令は、平成二十七年六月三十日から施行する。（本書掲載条項

外） 
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航空法施行規則（抄） 
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航空法施行規則（抄） 

（昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号） 

最終改正：平成二十六年十月十六日国土交通省令第八十二号 
 

航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）の規定に基き、及び

同法を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。 
 
第六章 航空機の運航 
（輸送禁止の物件） 
第百九十四条 法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件

は、次に掲げるものとする。 
一～六 （略） 
七 放射性物質等 放射性物質（電離作用を有する放射線を自然

に放射する物質をいう。）及びこれによって汚染された物件（告

示で定める物質及び物件を除く。） 
八～十 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十

六条第一項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとす

る。 
一 （略） 
二 告示で定める放射性物質等であって次に掲げるところに従

って輸送するもの 
イ 告示で定める放射性物質等にあっては、次の（１）、（２）、

（３）及び（４）に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それ

ぞれ次の（１）、（２）、（３）若しくは（４）に掲げる種

類の放射性輸送物（放射性物質等が容器に収納され、又は包

装されているものをいう。以下同じ。）とし、又は告示で定

めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の（１）、

（２）、（３）及び（４）に掲げる放射性輸送物以外の放射

性輸送物とすること。この場合において、（１）、（２）又

は（３）に掲げる放射性物質等のうち、（４）に掲げる放射

性物質等に該当するものについては、（１）、（２）又は（３）

に掲げる放射性輸送物に代えて（４）に掲げる放射性輸送物

とすることができる。 
（１）危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定める

ものＬ型輸送物 
（２）告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物

質等（（１）に掲げるものを除く。）Ａ型輸送物 
（３）（２）の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量

を超えない量の放射能を有する放射性物質等（（１）に掲

げるものを除く。）ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物 
（４）低比放射性物質（放射能濃度が低い放射性物質等であっ

て、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。）

又は表面汚染物（放射性物質以外の固体であって、表面が

放射性物質によって汚染されたもののうち、告示で定める

ものをいう。）ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又は

ＩＰ－３型輸送物 
ロ 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他

の基準に従うこと。 
ハ イ（３）に掲げるＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物にあって

は、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に

適合していることについて、積載前に、告示で定めるところ

により国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦

外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるＢＵ型輸送物

のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものに

ついては、この限りでない。 
ニ 告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されて

いる放射性輸送物にあっては、告示で定める技術上の基準に

適合していることについて、積載前に、告示で定めるところ

により国土交通大臣の確認を受けていること。 
ホ ＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型輸送物又はニに掲げる放射

性輸送物にあっては、ロの告示で定める基準（放射性輸送物

に関する技術上の基準に関するものを除く。）に適合してい

ることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の

確認を受けていること。 
ヘ 防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示

で定めるものが収納され、又は包装されている放射性輸送物

にあっては、ロの告示で定める基準に適合していることにつ

いて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受け

ていること。この場合において、ロの告示で定める放射性輸

送物に関する技術上の基準に適合していることについての

国土交通大臣の確認は、積載前に、受けるものとする。 
三～六 （略） 

３ （略） 
４ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十六号）第五十九条第二項の規定による原子

力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七

条第一項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確

認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハ、

ニ又はヘ（放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限

る。）の確認を受けたものとみなす。 
５ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十七号）第十八条第二項の運搬物確認を受け

た場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハの確認を受

けたものとみなす。 
 
附 則（平成二十六年十月十六日国土交通省令第八十二号） 抄 
（施行期日） 

１ この省令は、平成二十六年十二月十一日から施行する。 

 

未施行法令 平成二十七年三月三十日国土交通省令第十五号：この

省令は、平成二十七年六月三十日から施行する。（本書掲載条項

外） 
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航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示 

206 

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示 

（平成十三年六月二十六日国土交通省告示第千九十四号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十四日国土交通省告示第千百八十七号 
 

航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第百九十四

条第二項第二号の規定に基づき、及び同令を実施するため、航空機

による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平成二年運輸省告示

第六百十号）の全部を改正する告示を次のように定める。 
 
（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、航空法施行規則（昭和

二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。）において

使用する用語の例による。 
２ この告示において「専用積載」とは、航空機又は大型コンテナ

が一の荷送人によって専用され、かつ、輸送する物件の積込み及

び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によって行われ

る積載の方法をいう。 
３ この告示において「コンテナ」とは、輸送途中において輸送す

る物件自体の積替えを要せずに輸送するために作られた輸送器

具であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械

による積込み及び取卸しのための装置並びに航空機内に固定す

るための装置を有するもののうち、非開放型の構造を有するもの

（第九項に規定する航空機用 ULD を除く。）をいう。 
４ この告示において「大型コンテナ」とは、前項に規定するコン

テナのうち、容積が三立方メートルを超えるものをいう。 
５ この告示において「オーバーパック」とは、一の荷送人によっ

て一以上の放射性輸送物が箱又は袋等（第三項に規定するコンテ

ナを除く。）に収納され、又は包装されているものをいう。 
６ この告示において「非固定性汚染」とは、輸送する物件の通常

の取扱い中に表面から取り除かれ得る汚染をいう。 
７ この告示において「表面密度限度」とは、次の表の上欄に掲げ

る放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる非固定

性汚染の放射能面密度をいう。 

アルファ線を放出する放射性物質のうち低

危険性のもの（天然ウラン、劣化ウラン、

ウラン二三五、ウラン二三八、天然トリウ

ム、トリウム二三二、物理的若しくは化学

的精鉱中に含まれるトリウム二二八及びト

リウム二三〇又は十日未満の半減期をもつ

放射性物質をいう。以下同じ。）以外のも

の 

〇・四ベクレル毎

平方センチメート

ル 

アルファ線を放出しない放射性物質及びア

ルファ線を放出する放射性物質のうち低危

険性のもの 

四ベクレル毎平方

センチメートル 

８ この告示において「最高使用圧力」とは、輸送中に予想される

温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措

置をとらない場合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生ず

る気体の最大圧力（ゲージ圧力をいう。）をいう。 
９ この告示において「航空機用 ULD」とは、航空機用コンテナ、

ネット付き航空機用パレット又はネット付き航空機用イグルー

パレットをいう。 
（放射性物質等の適用除外） 
第一条の二 規則第百九十四条第一項第七号の告示で定める物質

及び物件は、次に掲げるものとする。 
一 次のいずれかに該当するもの 

イ 放射能濃度が別表第二、別表第四、別表第五又は別表第六

の第一欄の放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該

各表の第四欄（別表第五及び別表第六にあっては、第三欄）

に掲げる数量（以下「免除濃度」という。）未満のもの 
ロ 一の荷送人により輸送物を運搬するにあたり、当該輸送物

全てに含まれる放射能の総量が別表第二、別表第四、別表第

五又は別表第六の第一欄の放射性物質の種類又は区分に応

じ、それぞれ当該各表の第五欄（別表第五及び別表第六にあ

っては、第四欄）に掲げる数量未満のもの 
二 天然に存在する放射性物質を含む鉱石等（加工されたものを

含む。）であって、かつ、当該鉱石中に含まれる放射性物質の

放射能濃度が当該放射性物質の免除濃度の十倍を超えないも

の 
三 放射性物質が含まれる製品であって、国土交通大臣が適当と

認めるもの 
四 放射性物質以外の固体であって、表面が放射性物質によって

汚染されたもののうち、その汚染の度合が、次の表の上欄に掲

げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放

射能面密度を超えないもの 

アルファ線を放出する放射性物質

のうち低危険性のもの以外のもの 
〇・〇四ベクレル毎平方

センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物

質及びアルファ線を放出する放射

性物質のうち低危険性のもの 

〇・四ベクレル毎平方セ

ンチメートル 

（輸送許容放射性物質等） 
第二条 規則第百九十四条第二項第二号中イ、ロ、ハ、ニ、ホ及び

ヘ以外の部分の告示で定める放射性物質等は、次に掲げる放射性

物質等以外のものとする。 
一 自然発火性の放射性物質等のうち、液体状のもの及び BM 型

輸送物又は BU 型輸送物に収納されていない固体状のもの（航

空機による爆発物等の輸送基準を定める告示（昭和五十八年運

輸省告示第五百七十二号）第一条四項に定める別表第一に規定

する等級が１のものに限る。（L 型輸送物を除く。）） 
二 フィルタを用いて内部の気体のろ過を行う構造の容器、機械

的冷却装置を用いて放射性物質等の冷却を行う構造の容器そ

の他輸送中特別な操作を行う必要のある構造の容器に収納す

ることが必要な放射性物質等 
三 規則第百九十四条第二項第二号イ(3)の BM 型輸送物とした

場合に、換気を行う必要のある放射性物質等 
四 爆発性の放射性物質等 
五 タンク（機体の一部を構成しないものをいう。）又は金属製

中型容器（金属製の容器であって、容積が三立方メートル以下

のものをいう。）に収納された放射性物質等 
六 ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプル

トニウム二四一（以下「核分裂性核種」という。）の含有量が

合計〇・二五グラム未満の物質並びに天然ウラン及び劣化ウラ

ン（熱中性子炉で照射されたものを含む。）以外の放射性物質

等であって、核分裂性核種及びその化合物並びにこれらの物質

の一又は二以上を含む物質（以下「核分裂性物質」という。）

のうち、次のいずれかに該当するもの以外のもの 
イ ウラン二三五の濃縮度が一パーセント以下であって、かつ、

プルトニウム及びウラン二三三の質量の合計がウラン二三

五の質量の一パーセント以下であって、全体に均一に分布し

ているもの 
ロ 硝酸ウラニル溶液のうち、次に掲げる基準に適合するもの 

(1) ウラン二三五の濃縮度が二パーセント以下であること。 
(2) プルトニウム及びウラン二三三の質量の合計がウラン二

三五の質量の〇・〇〇二パーセント以下であること。 
(3) ウランの原子数に対する窒素の原子数の比率が二以上で

あること。 
ハ ウラン二三五の濃縮度が五パーセント以下であって、かつ、

次に掲げる基準に適合するもの 
(1) 一の放射性輸送物当たりのウラン二三五の質量が三・五

グラム以下であること。 
(2) 一の放射性輸送物当たりのプルトニウム及びウラン二

三三の質量の合計がウラン二三五の質量の一パーセント

以下であること。 
(3) 一の航空機に積載する核分裂性核種の質量が四十五グラ

ム以下であること。 
ニ 一の放射性輸送物当たりの核分裂性核種の質量が二グラ

ム以下であって、かつ、一の航空機に積載する核分裂性核種
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の質量が十五グラム以下のもの 
ホ 一の放射性輸送物当たりの核分裂性核種の質量が四十五

グラム以下であって、かつ、一の航空機に積載する核分裂性

核種の質量が四十五グラム以下のもの（専用積載で輸送する

場合に限る。） 
ヘ 輸送物に収納されているベリリウム、重水素（天然に存在

するものを除く。）を含む水素含有物質又は黒鉛その他の炭

素原子のみが結合した物質の質量の合計が、当該輸送物に収

納される核分裂性核種の質量の合計を超えない場合（当該輸

送物全てに対する核分裂性核種の全ての濃度が任意の一キ

ログラムにつき一グラムを超えない場合を除く。）であって、

次に掲げるいずれかの基準に適合するもの 
(1) 次式において得られる臨界安全指数が十以下であること。 

二百五十×（ウラン二三五の質量（グラム）／Ｚ＋他の

核分裂性核種の質量（グラム）／二百八十） 
この場合において、Ｚは別表第一による。 

(2) 外接する直方体の各辺が三十センチメートル以上であっ

て、次式において得られる臨界安全指数が十以下であり、

かつ、別記第三第一号に規定する条件の下に置いた場合に、

核分裂性物質の漏えいがなく、容器の構造部に一辺十セン

チメートルの立方体を包含するくぼみが生じず、かつ、外

接する直方体の各辺が三十センチメートル以上であるこ

と。 
百×（ウラン二三五の質量（グラム）／Ｚ＋他の核分裂

性核種の質量（グラム）／二百八十） 
この場合において、Ｚは別表第一による。 

(3) 当該輸送物に収納されている核分裂性核種の質量が十五

グラム以下であって、別記第三第一号に規定する条件の下

に置いた場合に、核分裂性物質の漏えいがなく、容器の構

造部に一辺十センチメートルの立方体を包含するくぼみ

が生じず、かつ、外接する直方体の各辺が十センチメート

ル以上であること。この場合において、臨界安全指数は次

式により得られる値を用いること。 
百×（ウラン二三五の質量（グラム）／四百五十＋他の

核分裂性核種の質量（グラム）／二百八十） 
ト 輸送物に収納されているプルトニウムの質量が一キログ

ラム以下であって、次に掲げる基準に適合するもの 
(1) 当該輸送物に収納されている核分裂性核種の質量の合計

が当該輸送物に収納されているプルトニウムの質量の二

十パーセント以下であること。 
(2) 当該輸送物に収納されているウランの質量が、当該輸送

物に収納されているプルトニウムの質量の一パーセント

以下であること。 
(3) 臨界安全指数は収納されているプルトニウムの質量（グ

ラム）を十で除して得られる値を用いること。 
七 毒性ガスの危険性を有する放射性物質等（L 型輸送物を除

く。） 
（放射性輸送物として輸送しなければならない放射性物質等） 
第三条 規則第百九十四条第二項第二号イ中(1)、(2)、(3)及び(4)以

外の部分の告示で定める放射性物質等は、次に掲げる放射性物質

等以外のものとする。 
一 第七条第一項第一号に掲げる低比放射性物質であって、次に

掲げる基準に適合するもの 
イ 通常の輸送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏え

いしないように措置されていること。 
ロ 専用積載で輸送すること。 

二 第七条第二項第一号の表面汚染物であって、次に掲げる基準

に適合するもの 
イ 前号イに規定する基準に適合すること。 
ロ 専用積載で輸送すること。ただし、表面の汚染が第一条第

七項の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げる放射能面密度を超えない場合は、この限

りでない。 
 

（L 型輸送物として輸送できる放射性物質等） 
第四条 規則第百九十四第二項第二号イ(1)の放射性物質等として

告示で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する放射性物質

等とする。 
一 放射性物質等であって、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するも

の。ただし、六フッ化ウランにあっては、〇・一キログラム未

満のものに限る。 

放射性物質等の区分 放射能の量 

固

 
体

容易に散逸しない固体状の放射性物

質等又はカプセルに密封された放射

性物質等であって、次に掲げる基準

に適合するもの（以下「特別形放射

性物質等」という。） 
イ 外接する直方体の少なくとも一

辺が〇・五センチメートル以上であ

ること。 
ロ 別記第一に定めるところによ

り、衝撃試験及び打撃試験（長さが

十センチメートル以上であり、か

つ、長さの幅に対する比率が十以上

である放射性物質等にあっては、衝

撃試験、打撃試験及び曲げ試験）を

行った場合に損壊せず、加熱試験を

行った場合に溶解又は分解せず、並

びに浸漬試験を行った場合に水中

への放射性物質の漏えい量が二キ

ロベクレルを超えないものである

こと。ただし、質量が五百グラム未

満であって、国土交通大臣が適当と

認める試験に合格した場合は、この

限りでない。 

別表第二から別表

第五まで及び別表

第七の第一欄に掲

げる放射性物質の

種類又は区分に応

じ、それぞれ当該

各表の第二欄に掲

げる数量（以下「A1

値」という。）の

千分の一 

特別形放射性物質等以外のもの 別表第二から別表

第七までの第一欄

に掲げる放射性物

質の種類又は区分

に応じ、それぞれ

当該各表の第三欄

（別表第五及び別

表第六にあって

は、第二欄）に掲

げる数量（以下「A2

値」という。）の

千分の一 

液体 
A2値の一万分の

一 

気

体

トリチウム 
〇・八テラベクレ

ル 

その他のもの 
特別形放射性物質等 A1値の千分の一 

特別形放射性物質等

以外のもの 
A2値の千分の一 

二 時計等の機器又は装置（放射性物質等を封入する機能のみを

有するものを除く。以下「機器等」という。）に含まれる放射

性物質等であって、次に掲げる基準に適合するもの（前号に掲

げるものを除く。） 
イ 機器等一個当たりに含まれる放射性物質等の放射能が、次

の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げ

る量を超えず、かつ、機器等が収納され、又は包装されてい

る放射性輸送物一個当たりに含まれる放射性物質等の放射

能が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下

欄に掲げる量を超えないこと。 
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放射性物質等の区分 
機器等一個当たり

の放射能の量 

輸送物一

個当たり

の放射能

の量 

固 
体 

特別形放射性物質等 A1値の百分の一 A1値 

特別形放射性物質等以

外のもの 
A2値の百分の一 A2値 

液体 A2値の千分の一 
A2値の

十分の一

気 
体 

トリチウム 
〇・八テラベクレ

ル 
八テラベ

クレル 

その他

のもの 

特別形放射

性物質等 
A1値の千分の一 

A1値の

百分の一

特別形放射

性物質等以

外のもの 
A2値の千分の一 

A2値の

百分の一

ロ 収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面

から十センチメートル離れた位置における線量当量率（線量

当量率は、一センチメートル線量当量率とする。ただし、国

土交通大臣が適当と認めた場合は、この限りでない。以下同

じ。）の最大値（以下「最大線量当量率」という。）が〇・

一ミリシーベルト毎時を超えないこと。 
ハ 放射性物質等を含む機器等（放射性発光文字盤を用いた時

計及び装備を除く。）の外表面に「放射性」又は「Radioactive」
の表示を有すること。ただし、次に掲げるいずれかの場合で

あって、かつ、開封した際に「放射性」又は「Radioactive」
の表示が内面において確認できる状態で当該機器等が収納

され、又は包装されている場合にあっては、この限りではな

い。 
(1) 個別に当該機器等に含まれる放射性物質等の放射能量が

別表第二第五欄に掲げる数量を超えない場合 
(2) 当該機器等の大きさにより、表示することが困難である

場合 
ニ 機器等に完全に覆われていること。 

三 機器等を構成する天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリ

ウム又はこれらの化合物であって、次に掲げる基準に適合する

もの（前二号に掲げるものを除く。） 
イ 機器等に他の放射性物質等が含まれないこと。 
ロ 不活性材料で完全に覆われていること。 

四 放射性物質等が収納されたことのある空の容器であって、次

に掲げる基準に適合するもの（前三号に掲げるものを除く。） 
イ 破損等がなく、かつ、確実に閉じられていること。 
ロ 容器の構造物中のウラン及びトリウムの外表面が金属そ

の他の堅固な不活性材料で完全に覆われていること。 
ハ 内部の放射性物質の放射能面密度が表面密度限度の百倍

を超えないこと。 
ニ 放射性物質等を輸送した際に付された標識又はその際に

行われた表示等が除去され、消され、又は覆われていること。 
（A 型輸送物として輸送できる放射性物質等の量の限度） 
第五条 規則第百九十四条第二項第二号イ(2)の告示で定める量は、

次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる放射能の量とする。 

特別形放射性物質等 A1値 

特別形放射性物質等以外のもの A2値 

（BM 型輸送物又は BU 型輸送物として輸送できる放射性物質等の

量の限度） 
第六条 規則第百九十四条第二項第二号イ(3)の告示で定める量は、

次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる放射能の量とする。 

特別形放射性物質等 
A1値の三千倍又は A2値の十

万倍のいずれか小さい値 

特別形放射性物質等以外のもの A2値の三千倍 

（IP－1 型輸送物、IP－2 型輸送物又は IP－3 型輸送物として輸送

できる放射性物質等） 
第七条 規則第百九十四条第二項第二号イ(4)の放射能濃度が低い

放射性物質等であって危険性が少ないものとして告示で定める

ものは、次の各号のいずれかに該当する放射性物質等であって、

当該放射性物質等を一箇所に集積した場合に、その表面から三メ

ートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト

毎時を超えないものとする。 
一 次に掲げる放射性物質等のいずれかに該当するもの（以下

「LSA－Ⅰ」という。） 
イ ウラン又はトリウムの精鉱 
ロ 天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウム又はこれら

の物質の化合物若しくは混合物であって未照射かつ固体状

又は液体状のもの 
ハ 第二条第六号に規定する核分裂性物質以外の放射性物質

等であって別表第二の第一欄に掲げるもののうち、同表の第

三欄に数量の規定がないもの 
ニ 第二条第六号に規定する核分裂性物質以外の放射性物質

以外の放射性物質等であって放射能が全体にわたって分布

しているもののうち、放射能濃度の平均値が免除濃度の三十

倍を超えないもの 
二 前号に掲げる放射性物質等以外のものであって、次に掲げる

もの（以下「LSA－Ⅱ」という。） 
イ 次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる放射能の量を超えないもの 

トリチウム水 
〇・八テラベクレ

ル毎リットル 

その他

のもの

固体状又は気体状の放射性

物質等であって、放射能が全

体にわたって分布している

もの 

放射能濃度の平均

値が、A2値の一万

分の一毎グラム 

液体状の放射性物質等であ

って、放射能が全体にわたっ

て分布しているもの 

放射能濃度の平均

値が、A2値の十万

分の一毎グラム 

ロ 放射能の量が、A2値の三千倍を超えない不燃性固体のもの 
三 前二号に掲げる放射性物質等以外のもののうち、粉末を除く

固体状の放射性物質等であって、次に掲げる基準に適合するも

の（以下「LSA－Ⅲ」という。） 
イ 放射性物質が全体にわたって分布していること。 
ロ 別記第二に定めるところにより浸漬試験を行った場合に、

水中への放射性物質の漏えい量が、A2値の十分の一を超えな

いこと。 
ハ 放射能濃度の平均値が、A2値の五百分の一毎グラムを超え

ないこと。 
ニ 前号ロに規定する基準に適合すること。 

２ 規則第百九十四条第二項第二号イ(4)の放射性物質以外の固体

であって、表面が放射性物質によって汚染されたものとして告示

で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する放射性物質等で

あって、当該放射性物質等を一箇所に集積した場合に、その表面

から三メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシ

ーベルト毎時を超えないものとする。 
一 次の表の上欄に掲げる汚染について、同表の中欄に掲げる放

射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能面

密度を超えないもの（以下「SCO－Ⅰ」という。） 

接近で

きる表

面の非

固定性

汚染 

ベータ線及びガンマ線を放出する放

射性物質並びにアルファ線を放出す

る放射性物質のうち低危険性のもの 

四ベクレル毎

平方センチメ

ートル 

アルファ線を放出する放射性物質の

うち低危険性のもの以外のもの 

〇・四ベクレ

ル毎平方セン

チメートル 

その他

の汚染

ベータ線及びガンマ線を放出する放

射性物質並びにアルファ線を放出す

る放射性物質のうち低危険性のもの 

四十キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル
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アルファ線を放出する放射性物質の

うち低危険性のもの以外のもの 

四キロベクレ

ル毎平方セン

チメートル 

二 次の表の上欄に掲げる汚染について、同表の中欄に掲げる放

射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能面

密度を超えないもの（以下「SCO－Ⅱ」という。） 

接近でき

る表面の

非固定性

汚染 

ベータ線及びガンマ線を放出する

放射性物質並びにアルファ線を放

出する放射性物質のうち低危険性

のもの 

四百ベクレル

毎平方センチ

メートル 

アルファ線を放出する放射性物質

のうち低危険性のもの以外のもの 

四十べクレル

毎平方センチ

メートル 

その他の

汚染 

ベータ線及びガンマ線を放出する

放射性物質並びにアルファ線を放

出する放射性物質のうち低危険性

のもの 

八百キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル

アルファ線を放出する放射性物質

のうち低危険性のもの以外のもの 

八十キロべク

レル毎平方セ

ンチメートル

３ 低比放射性物質及び表面汚染物を IP－1 型輸送物、IP－2 型輸

送物及び IP－3 型輸送物とする場合においては、次の表の上欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる IP－1
型輸送物、IP－2 型輸送物又は IP－3 型輸送物として区分するも

のとする。 

低比放射性物質又は

表面汚染物の区分 
専用積載 

とする場合 
専用積載 

としない場合 

LSA－Ⅰ 
固体 IP－1 型輸送物 IP－1 型輸送物 

液体 IP－1 型輸送物 IP－2 型輸送物 

LSA－Ⅱ 
固体 IP－2 型輸送物 IP－2 型輸送物 

液体又は

気体 
IP－2 型輸送物 IP－3 型輸送物 

LSA－Ⅲ IP－2 型輸送物 IP－3 型輸送物 

SCO－Ⅰ IP－1 型輸送物 IP－1 型輸送物 

SCO－Ⅱ IP－2 型輸送物 IP－2 型輸送物 

（核物質防護措置が特に必要な放射性物質等） 
第八条 規則第百九十四条第二項第二号ヘの放射性物質等として

告示で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する放射性物質

等とする。 
一 次に掲げる放射性物質等であって、一の航空機で輸送する場

合のプルトニウム（プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の

八十を超えるものを除く。以下この条において同じ。）の合計

量が二キログラム以上のもの 
イ 照射されていないプルトニウム及びその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質（以下「プルトニウム

等」という。） 
ロ 照射されたプルトニウム等であって、その表面から一メー

トルの距離において当該物質から放出された放射線が空気

に吸収された場合の吸収線量率（以下この条において単に

「吸収線量率」という。）が一グレイ毎時以下のもの 
ハ 照射されたプルトニウム等であって、その表面から一メー

トルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるも

の（第五号に掲げるものを除く。） 
二 次に掲げる放射性物質等であって、一の航空機で輸送する場

合のプルトニウムの合計量が五百グラムを超え二キログラム

に達しないもの 
イ 照射されていないプルトニウム等 
ロ 照射されたプルトニウム等であって、その表面から一メー

トルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの 
ハ 照射されたプルトニウム等であって、その表面から一メー

トルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるも

の（第五号に掲げるものを除く。） 
三 プルトニウム等であって、一の航空機で輸送する場合のプル

トニウムの合計量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの

（第五号に掲げるものを除く。） 
四 次に掲げる放射性物質等（照射されたものに限る。）であっ

て、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線

量率が一グレイ毎時を超えていたもの（第五号に掲げるものを

除く。） 
イ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこ

れらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃

料として使用できるもの 
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並び

にこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉におい

て燃料として使用できるもの 
ハ トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二

以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるも

の 
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する

比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びに

その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質 
五 使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物

質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固形化した物

に含まれる放射性物質等であって、その表面から一メートルの

距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの 
（放射性輸送物の基準） 
第九条 規則第百九十四条第二項第二号ロの告示で定める放射性

輸送物に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 
一 L 型輸送物 

イ 外表面に不要な突起物がなく、かつ、容易に汚染が除去で

きること。 
ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 
ハ 輸送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 
ニ 容器の材料相互間又は容器の材料と放射性物質等の間で、

相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすお

それがないこと。 
ホ 容器の弁がみだりに操作されない措置が講じられている

こと。 
ヘ 表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎

時を超えないこと。 
ト 表面の放射性物質の放射能面密度が表面密度限度を超え

ないこと。 
チ 内表面に「放射性」又は「Radioactive」の文字が、開封の

際に見やすいように表示してあること。ただし、次に掲げる

いずれかの場合は、この限りでない。 
(1) 内表面に当該文字を表示することが困難である場合であ

って、外表面に当該文字が表示されている場合 
(2) 第四条第二号、第三号及び第四号に掲げる放射性物質等

が収納され、又は包装されている場合 
リ 最高使用圧力に九十五キロパスカルを加えた圧力差（外圧

と内圧の差をいう。）の下で放射性物質の漏えいがないこと。 
ヌ 摂氏三十八度の温度で、輸送中に人が容易に近づくことが

できる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物に

あっては、当該近接防止枠の表面）の温度が日陰において摂

氏五十度を超えないこと。 
ル 摂氏零下四十度から摂氏五十五度までの温度において容

器の密封性が損なわれないこと。 
ヲ 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品（放射性

輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外の

ものが収納され、又は包装されていないこと。 
ワ 第二条第六号イからホまでのいずれかに該当するものが

収納され、又は包装されている場合にあっては、第二号ロに

規定する基準に適合すること。 
カ 第二条第六号ヘ又はトのいずれかに該当するものが収納
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され、又は包装されている場合にあっては、第二号ロ及びハ

に規定する基準に適合すること。 
二 A 型輸送物 

イ 前号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ト、リ、ヌ及びルに規定する基

準に適合すること。 
ロ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であるこ

と。 
ハ みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそ

れが明らかになるように、容易に破れないシールの貼り付け

等の措置が講じられていること。 
ニ 容器を構成する部品については、摂氏零下四十度から摂氏

七十度までの温度（輸送中に予想される温度が特定できる場

合においては、その温度）において、き裂、破損等の生ずる

おそれがないこと。 
ホ 絶対圧力六十キロパスカルの外圧の下で放射性物質の漏

えいがないこと。 
ヘ 液体状の放射性物質等が収納されている場合にあっては、

次に掲げる基準に適合すること。 
(1) 当該放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を

吸収する吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置を

備えていること。ただし、国土交通大臣が適当と認める場

合は、この限りでない。 
(2) 当該放射性物質等の温度変化、動揺及び注入時の内圧の

変化に耐え得るように、容器内に適当な空間があること。 
ト 表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を

超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大

線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。た

だし、コンテナを容器として使用する場合にあっては、専用

積載の場合を除き、当該放射性輸送物の表面から一メートル

離れた位置における最大線量当量率に、次の表の上欄に掲げ

る放射性輸送物の最大断面積に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる係数を乗じて得た値が百マイクロシーベルト毎時を

超えないこと。 

一平方メートル以下の場合 一

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三

二十平方メートルを超える場合 十

チ 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品（放射性

輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外の

ものが収納され、又は包装されていないこと。 
リ 別記第三に規定する条件の下に置いた場合に、次に掲げる

基準に適合すること。（別記第三第二号については、(1)に限

る） 
(1) 放射性物質の漏えいがないこと。 
(2) 表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、

当該最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えない

こと。 
三 BM 型輸送物 

イ 前号イからチまで（ヘ(1)を除く。）に規定する基準に適合

すること。 
ロ 別記第四に規定する条件の下に置いた場合に、次に掲げる

基準に適合すること。 
(1) 前号リ(2)の基準 
(2) 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が A2 値の百万分

の一を超えないこと。 
(3) 表面の温度が日陰において摂氏五十度（専用積載として

輸送する放射性輸送物にあっては、輸送中に人が容易に近

づくことができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放

射性輸送物にあっては、当該近接防止枠の表面）において

摂氏八十五度）を超えないこと。 
(4) 表面の放射性物質の放射能面密度が表面密度限度を超え

ないこと。 
ハ 別記第五に規定する条件の下に置いた場合に、次に掲げる

基準に適合すること。 
(1) 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率

が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 
(2) 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が A2値（クリプト

ン八五については、A2値の十倍とする。）を超えないこと。 
ニ 輸送中予想される最低温度から摂氏三十八度までの温度

において性能が維持できるように設計されていること。 
四 BU 型輸送物 

イ 第二号イからチまで（ヘ(1)を除く。）に規定する基準に適

合すること。 
ロ 別記第六に規定する条件の下に置いた場合に、前号ロに規

定する基準に適合すること。 
ハ 別記第七に規定する条件の下に置いた場合に、前号ハに規

定する基準に適合すること。 
ニ 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの温度において性

能が維持できるように設計されていること。 
ホ フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくても内部の気体

のろ過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。 
ヘ 最高使用圧力が七百キロパスカルを超えないこと。 

五 IP－1 型輸送物 第二号イ、ロ及びトに規定する基準に適合

すること。 
六 IP－2 型輸送物 

イ 前号に規定する基準に適合すること。 
ロ 別記第八に規定する条件の下に置いた場合に、次に掲げる

基準に適合すること。ただし、コンテナを固体状の放射性物

質を収納する容器として使用する場合であって、国土交通大

臣が適当と認める基準に適合しているときは、この限りでな

い。 
(1) 放射性物質の漏えいがないこと。 
(2) 表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、

当該最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えない

こと。 
七 IP－3 型輸送物 

イ 第二号（ヘ(1)及び(2)を除く。）に規定する基準に適合する

こと。 
ロ 別記第九に規定する条件の下に置いた場合に、前号ロに規

定する基準に適合すること。ただし、コンテナを固体状の放

射性物質を収納する容器として使用する場合であって、国土

交通大臣が適当と認める基準に適合しているときは、この限

りでない。 
八 一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が前条第

一号、第二号（ハを除く。）又は第四号の規定のいずれかに該

当する放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸

送物にあっては、第一号から前号までの基準に従うほか、施錠

及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないた

めの措置が講じられていること。 
九 六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送

物にあっては、第一号から前号までの基準に従うほか、次に掲

げる基準に適合すること。 
イ 放射性輸送物に収納され、又は包装されている六フッ化ウ

ランの容積は、その取扱い上定められた輸送物の最高温度に

おいて容器の内容積の九十五パーセント以下であること。 
ロ 輸送中において、六フッ化ウランは固体状であり、かつ、

当該輸送物の内圧が大気圧を超えないこと。 
ハ イ及びロに規定する基準に加え、量が〇・一キログラム以

上の六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性

輸送物にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 
(1) 別記第十に規定する条件の下に置いた場合に、放射性物

質の漏えいがなく、かつ、著しい応力の発生がないこと。 
(2) 別記第十一に規定する条件の下に置いた場合に、放射性

物質の漏えいがなく、弁に損傷がないこと。 
(3) 別記第十二に規定する条件の下に置いた場合に、密封装

置に損傷がないこと。 
(4) 圧力逃がし装置が備えられていないこと。 
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ニ 次のいずれかに掲げる場合であって、国土交通大臣が適当

と認める場合には、ハの基準に代えることができる。 
(1) 別記第十三に規定する条件の下に置いた場合に、放射性

物質の漏えいがなく、かつ、著しい応力が発生しない場合 
(2) 収納又は包装される六フッ化ウランの量が九千キログラ

ム以上の放射性輸送物であって、ハ(3)に規定する基準に適

合しない場合 
ホ イ及びロに規定する基準に加え、〇・一キログラム未満の

六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送

物にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 
(1) 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示で規定

する基準に従うこと。 
(2) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。 
(3) 金属製又はプラスチック製の第一次容器は、硬質の漏え

いしない第二次容器に入れ、かつ、硬質な外装容器に収納

すること。 
(4) 第一次容器は、通常の輸送条件下で収納物が破損、破裂

しないような方法で、かつ、第二次容器中に漏えいしない

ような方法で収納すること。 
(5) 第二次容器は、適切な緩衝材と共に外装容器に確実に収

納すること。 
(6) 二個以上の第一次容器が一個の第二次容器に収納される

場合には、第一次容器間の接触がないよう、個々に包装す

るか又は分離して収納すること。 
(7) 外装容器は、航空機による爆発物等の輸送基準等を定め

る告示に定める、等級が 1 の場合の要件を満たすものであ

ること。なお、容器の種類、材質及び細分類については、

同告示において 1A2、1B2、1D、1G、1H2、1N2、3A2、
3B2、3H2、4A、4B、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1 及

び 4H2 の記号で表されるものに限る。 
（六フッ化ウラン） 
第十条 規則第百九十四条第二項第二号ニの告示で定める六フッ

化ウランは、六フッ化ウランの量が〇・一キログラム以上のもの

とする。 
（放射性輸送物の安全の確認） 
第十一条 規則第百九十四条第二項第二号ハ又はニの規定による

確認は、次の各号のいずれかに該当する場合には、関係書類を提

出させ、当該書面を審査することにより行うことができる。 
一 前条で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されてい

る放射性輸送物について、国土交通大臣の適当と認める者が作

成した次に掲げる技術上の基準に適合する旨を証する書面の

提出があった場合 
イ 第九条第九号に規定する技術上の基準 
ロ 当該放射性輸送物が BM 型輸送物の場合には、第九条第三

号に規定する技術上の基準 
ハ 当該放射性輸送物が BU 型輸送物の場合には、第九条第四

号に規定する技術上の基準 
二 前条で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されてい

る放射性輸送物以外の放射性輸送物について、国土交通大臣の

指定する者により次に掲げる技術上の基準に適合する旨の確

認がなされる場合 
イ 当該放射性輸送物が BM 型輸送物の場合には、第九条第三

号に規定する技術上の基準 
ロ 当該放射性輸送物が BU 型輸送物の場合には、第九条第四

号に規定する技術上の基準 
三 放射性輸送物等が、本邦以外の地において国土交通大臣が適

当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる場合 
２ 規則第百九十四条第二項第二号ヘの規定による確認（放射性輸

送物に関する技術上の基準に係るものに限る。）は、次の各号の

いずれかに該当する場合には、関係書類を提出させ、当該書面を

審査することにより行うことができる。 
一 国土交通大臣の適当と認める者が作成した第九条第八号に

規定する技術上の基準に適合する旨を証する書面の提出があ

った場合 

二 放射性物質等が、本邦以外の地において国土交通大臣が適当

と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる場合 
（取扱場所） 
第十二条 放射性輸送物（L 型輸送物にあっては、一の航空機で輸

送する場合の放射性物質の合計量が第八条第一号、第二号（ハを

除く。）又は第四号の規定のいずれかに該当する放射性物質等が

収納され、又は包装されているものに限る。以下この条において

同じ。）、放射性輸送物が収納されているオーバーパック又はこ

れらが収納されているコンテナは、関係者以外の者が通常立ち入

る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。 
２ 第二条第六号ヘ又はトのいずれかに該当するものが収納され、

又は包装されている放射性輸送物、オーバーパック又はコンテナ

を、集貨として蔵置する場合におけるそれらの臨界安全指数は、

各集貨ごとに五十を超えないこと。 
（積載方法） 
第十三条 放射性輸送物、オーバーパック又はこれらが収納されて

いるコンテナ（以下「放射性輸送物等」という。）は、輸送中に

おいて移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわ

れないように積載しなければならない。 
２ 放射性輸送物等は、旅客、航空機乗組員又は客室乗組員が通常

使用する区画に積載してはならない。 
３ 専用積載で放射性物質等を輸送する場合、放射性輸送物としな

いで輸送できる表面汚染物を輸送する場合及び引火性ガスの危

険性を有する放射性物質等（L 型輸送物を除く。）を輸送する場

合は、貨物機（現に旅客が搭乗していない航空機をいう。以下同

じ。）によりしなければならない。 
４ 放射性輸送物等の輸送に頻繁に使用される航空機の積載場所

は、定期的に汚染の有無を検査しなければならない。 
（臨界の防止） 
第十四条 核燃料物質の輸送は、いかなる場合においても臨界に達

するおそれがないように措置して行わなければならない。 
（混載制限） 
第十五条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートル

を超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特

別の措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 
２ 放射性輸送物等（L 型輸送物及び L 型輸送物のみが収納されて

いるものを除く。第十七条、第十九条並びに第二十二条第一項、

第六項及び第七項において同じ。）は、火薬類（航空機による爆

発物等の輸送基準を定める告示第一条第五項に規定する隔離区

分がＳであるものを除く。）その他放射性輸送物の安全な輸送を

損なうおそれのある物件と混載してはならない。 
（オーバーパック、コンテナ及び航空機に係る線量当量率等） 
第十六条 オーバーパック及び放射性輸送物又はオーバーパック

が収納されているコンテナの最大線量当量率は、表面において二

ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた

位置において百マイクロシーベルト毎時を超えてはならない。た

だし、専用積載であって国土交通大臣が適当と認めた場合におい

て、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率につ

いては、この限りでない。 
２ 放射性輸送物等が積載されている航空機（以下この条において

単に「航空機」という。）の最大線量当量率は、表面において二

ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、二メートル離れた位置にお

いて百マイクロシーベルト毎時を超えてはならない。 
３ オーバーパック、放射性輸送物又はオーバーパックが収納され

ているコンテナ及び航空機の表面の放射性物質の放射能面密度

は、当該オーバーパック若しくは当該コンテナに収納され、又は

当該航空機に積載されている放射性輸送物の表面密度限度を超

えてはならない。ただし、第三条第一号及び第二号に規定する放

射性物質等を収納したコンテナ及び航空機の内表面は、この限り

でない。 
（輸送指数） 
第十七条 放射性輸送物等については、輸送指数を定めるものとす

る。 
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２ 前項の輸送指数は、次の各号に規定するところにより決定され

る値とする。 
一 放射性輸送物にあっては、当該放射性輸送物の表面から一メ

ートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト

毎時単位で表した値に百を乗じて得た値（放射性輸送物の容器

としてコンテナを使用する場合にあっては、当該値に、次の表

の上欄に掲げる最大断面積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ

る係数を乗じて得た値）。この場合において、当該値が〇・〇

五以下の場合にあっては、当該値を〇とすることができる。 

一平方メートル以下の場合 一

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三

二十平方メートルを超える場合 十

 
二 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され

ている放射性輸送物毎に前号の規定により算定した値を合計

して得た値。ただし、堅固なオーバーパック（外形が容易に変

形するもの以外のものをいう。）にあっては、当該オーバーパ

ックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量

率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値

に、前号の表の上欄に掲げる最大断面積に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる係数を乗じて得た値（当該値が〇・〇五以下の

場合にあっては、当該値を〇とすることができる。）とするこ

とができる。 
三 放射性輸送物又はオーバーパックが収納されているコンテ

ナにあっては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物又

はオーバーパック毎に前二号の規定により算定した値を合計

して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位

置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表し

た値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げる最大断

面積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

（当該値が〇・〇五以下の場合は、当該値を〇とすることがで

きる。）をもって当該コンテナの輸送指数とすることができる。 
（積載限度等） 
第十八条 一の放射性輸送物及び一のオーバーパックの輸送指数

は十を超えてはならない。ただし、専用積載で輸送する場合は、

この限りでない。 
２ 放射性輸送物又はオーバーパックが収納されている一のコン

テナの輸送指数は五十を超えてはならない。ただし、専用積載で

輸送する場合は、この限りでない。 
３ 一の航空機に積載する放射性輸送物（オーバーパック又はコン

テナに収納されているものを除く。）、オーバーパック （コン

テナに収納されているものを除く。）及び放射性輸送物又はオー

バーパックが収納されているコンテナ （以下「コンテナ等」と

いう。）の輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、

コンテナ等を貨物機で輸送する場合であって、次の各号のいずれ

かに該当するとき及び LSA－Ⅰの物質を輸送する場合は、この限

りでない。 
一 専用積載により輸送しない場合であって、コンテナ等の輸送

指数の合計が二百を超えないとき 
二 専用積載により輸送する場合 

４ 一の航空機で輸送される LSA－Ⅱであって不燃性固体以外の

もの及び LSA－Ⅲであって不燃性固体以外のもの並びに表面汚

染物の放射能の量の合計は、それぞれの放射性物質等の A2値の合

計の百倍を超えてはならない。 
５ 一の航空機で輸送される放射性物質等のうち、放射性輸送物と

しないで輸送される表面汚染物に含まれる核分裂性核種の量の

合計は、十五グラムを超えてはならない。 
６ 第二条第六号ヘ又はトのいずれかに該当するものが収納され、

又は包装されている一の放射性輸送物及び一のオーバーパック

の臨界安全指数は五十を超えてはならない。ただし、専用積載で

輸送する場合は、この限りでない。 
７ 前項の放射性輸送物又はオーバーパックが収納されている一

のコンテナの臨界安全指数は五十を超えてはならない。ただし、

専用積載で輸送する場合であって、当該臨界安全指数が百を超え

ない場合は、この限りでない。 
８ 一の航空機に積載する前二項に規定するコンテナ等の臨界安

全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、コンテナ等

を貨物機により専用積載で輸送する場合であって、当該臨界安全

指数が百を超えない場合は、この限りでない。 
９ 第七項に規定する一のコンテナ又は前項に規定する一の航空

機に積載するコンテナ等の臨界安全指数の合計が五十を超える

場合は、他のコンテナ等から六メートル以上の距離をおいて積載

すること。 
（取扱方法等を記載した書類の携行） 
第十九条 放射性輸送物等を輸送する場合は、取扱方法その他輸送

に関して留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置につい

て記載した書類を携行しなければならない。 
２ 放射性輸送物等を輸送した者は、前項の書類を、当該輸送の終

了した日から起算して三月間保管しなければならない。 
（BM 型輸送物の輸送条件） 
第二十条 BM 型輸送物、BM 型輸送物が収納されているオーバー

パック又はこれらが収納されているコンテナを輸送する場合は、

貨物機によりしなければならない。 
２ BM 型輸送物、BM 型輸送物が収納されているオーバーパック

又はこれらが収納されているコンテナを貨物機に積み込み、又は

貨物機から取り卸す場合は、放射性物質の取扱いに関し専門的知

識を有する者を立ち会わせ、当該放射性輸送物の保安のため必要

な監督を行わせなければならない。 
３ 前項の立合いは、放射線測定器及び防護具を携行して行わせな

ければならない。 
（BM 型輸送物及び BU 型輸送物の輸送条件） 
第二十一条 BM 型輸送物及び BU 型輸送物を輸送する場合は、そ

の表面の温度が摂氏五十度を超えないように措置しておかなけ

ればならない。 
（標識又は表示） 
第二十二条 次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ

同表の中欄に掲げる標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなけ

ればならない。なお、「臨界防止のための措置が特に必要な放射

性物質等」とは、核分裂性物質のうち第二条第六号イからホまで

のいずれかに該当するもの以外のものをいう。 

一 放射性輸送物又はオーバー

パックであって、表面における

最大線量当量率が五マイクロ

シーベルト毎時を超えず、か

つ、輸送指数が〇であるもの 

第 一 類 白

標識（第一

号様式） 

放射性輸送物

等の表面の二

箇所 

二 放射性輸送物又はオーバー

パック（前号に掲げるものを除

く。）であって、表面における

最大線量当量率が五百マイク

ロシーベルト毎時以下であり、

かつ、輸送指数が一を超えない

もの 

第 二 類 黄

標識（第二

号様式） 

放射性輸送物

等の表面の二

箇所 

三 前二号に掲げる放射性輸送

物等以外の放射性輸送物又は

オーバーパック 

第 三 類 黄

標識（第三

号様式） 

放射性輸送物

等の表面の二

箇所 

四 放射性輸送物又はオーバー

パックが収納されているコン

テナであって輸送指数が〇で

あるもの 

第 一 類 白

標識（第一

号様式） 

コンテナの四

側面 

五 放射性輸送物又はオーバー

パックが収納されているコン

テナであって輸送指数が〇を

超え、かつ、一を超えないもの 

第 二 類 黄

標識（第二

号様式） 

コンテナの四

側面 
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六 放射性輸送物又はオーバー

パックが収納されているコン

テナであって、前二号に掲げる

もの以外のもの 

第 三 類 黄

標識（第三

号様式） 

コンテナの四

側面 

七 第一号から前号までのもの

のうち臨界防止のための措置

が特に必要な放射性物質等を

収納するもの 

臨 界 安 全

指 数 標 識

（ 第 三 号

の二様式） 

第一号から前

号までに掲げ

る箇所 

八 第一号から第六号までのも

ののうち六フッ化ウランを収

納するもの 

腐 食 性 物

質 副 標 識

（ 第 四 号

様式） 

第一号から第

六号までに掲

げる箇所 

２ 次に掲げる放射性輸送物等には、その表面の見やすい箇所に、

それぞれ当該各号に規定する事項を英語又は日本語（国内輸送の

場合に限る。）で鮮明に表示しておかなければならない。 
一 総質量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総質量 
二 A 型輸送物 「A 型」の文字又は「TYPE A」の文字 
三 BM 型輸送物及び BU 型輸送物 「BM 型」の文字又は「TYPE 

B(M)」の文字及び「BU 型」の文字又は「TYPE B(U)」の文

字 
四 IP－1 型輸送物、IP－2 型輸送物及び IP－3 型輸送物 「IP

－1 型」の文字又は「TYPE IP－Ⅰ」の文字、「IP－2 型」

の文字又は「TYPE IP－Ⅱ」の文字及び「IP－3 型」の文字

又は「TYPE IP－Ⅲ」の文字 
五 放射性輸送物等 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住

所 
六 第七項の表に掲げる放射性物質等 「UN」の文字に続く同

表下欄に掲げる国連番号及び「放射性物質」の文字に続く同表

の上欄に掲げる輸送物固有の名称（L 型輸送物に係るものを除

く。）。ただし、同表の上欄に掲げる輸送物固有の名称にあっ

ては、該当するもののみを表示し、「（臨界防止のための措置

が特に必要な放射性物質等又は六フッ化ウラン以外のもの）」、

「（臨界防止のための措置が特に必要な放射性物質等以外のも

の）」、「（L 型輸送物、BU 型輸送物、BM 型輸送物又は特

別措置下での輸送以外のもの）」、「（L 型輸送物、BU 型輸

送物、BM 型輸送物、特別措置下での輸送又は臨界防止のため

の措置が特に必要な放射性物質等以外のもの）」又は「（臨界

防止のための措置が特に必要な放射性物質等以外のものであ

って、一の放射性輸送物当たり〇・一キログラム未満のもの）」

の文字は表示することを要しない。 
七 固形二酸化炭素が収納された放射性輸送物 「Dry ice」の

文字及び固形二酸化炭素の質量 
３ BM 型輸送物及び BU 型輸送物には、当該放射性輸送物の容器

又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性

及び耐水性を有する三葉マーク（第五号様式）を、明確に表示し

なければならない。 
４ L 型輸送物には、当該輸送物の表面に L 型輸送物標識（第五号

の二様式）を付さなければならない。 
５ BM 型輸送物、BM 型輸送物が収納されているオーバーパック

又はこれらが収納されているコンテナには、第一項の表第一号か

ら第六号までの中欄に掲げる標識を付した同一面であって、同標

識に近接した箇所に貨物機専用標識（第六号様式）を付さなけれ

ばならない。 
６ 放射性輸送物又はオーバーパックが収納されている大型コン

テナには、当該大型コンテナの四側面にコンテナ標識（第七号様

式）を付さなければならない。ただし、第一項の第一類白標識、

第二類黄標識又は第三類黄標識をコンテナ標識の大きさ以上の

大きさに拡大したものを付す場合は、この限りでない。 
７ 次の表の上欄に掲げる放射性物質等のいずれか一つのみが収

納されているコンテナを専用積載で輸送する場合にあっては、コ

ンテナの四側面に同表の下欄に掲げる番号を表示した国連番号

標札（第八号様式）を付さなければならない。ただし、前項のコ

ンテナ標識の下半分の白地上に「UN」の文字を前置した当該番

号を表示した場合は、この限りでない。 

輸送物固有の名称 国連番号

L 型輸送物（空容器） 二九〇八

L 型輸送物（天然ウラン、劣化ウラン又は天然トリ

ウムから製作された物品） 
二九〇九

L 型輸送物（少量の放射性物質等） 二九一〇

L 型輸送物（機器又は物品） 二九一一

低比放射性物質（LSA－Ⅰ）（臨界防止のための措

置が特に必要な放射性物質等又は六フッ化ウラン以

外のもの） 
二九一二

表面汚染物（SCO－Ⅰ又は SCO－Ⅱ）（臨界防止の

ための措置が特に必要な放射性物質等以外のもの）
二九一三

A 型輸送物（臨界防止のための措置が特に必要な放

射性物質等又は六フッ化ウラン以外のもの） 
二九一五

BU 型輸送物（臨界防止のための措置が特に必要な

放射性物質等以外のもの） 
二九一六

BM 型輸送物（臨界防止のための措置が特に必要な

放射性物質等以外のもの） 
二九一七

特別措置下での輸送（臨界防止のための措置が特に

必要な放射性物質等以外のもの） 
二九一九

六フッ化ウラン（臨界防止のための措置が特に必要

な放射性物質等）（L 型輸送物、BU 型輸送物、BM
型輸送物又は特別措置下での輸送以外のもの） 

二九七七

六フッ化ウラン（L 型輸送物、BU 型輸送物、BM 型

輸送物、特別措置下での輸送又は臨界防止のための

措置が特に必要な放射性物質等以外のもの） 
二九七八

低比放射性物質（LSA－Ⅱ）（臨界防止のための措

置が特に必要な放射性物質等又は六フッ化ウラン以

外のもの） 
三三二一

低比放射性物質（LSA－Ⅲ）（臨界防止のための措

置が特に必要な放射性物質等又は六フッ化ウラン以

外のもの） 
三三二二

低比放射性物質（LSA－Ⅱ）（臨界防止のための措

置が特に必要な放射性物質等であって、六フッ化ウ

ラン以外のもの） 
三三二四

低比放射性物質（LSA－Ⅲ）（臨界防止のための措

置が特に必要な放射性物質等であって、六フッ化ウ

ラン以外のもの） 
三三二五

表面汚染物（SCO－Ⅰ又は SCO－Ⅱ）（臨界防止の

ための措置が特に必要な放射性物質等） 
三三二六

 
A 型輸送物（臨界防止のための措置が特に必要な放

射性物質等であって、六フッ化ウラン以外のもの）

三三二七

 
BU 型輸送物（臨界防止のための措置が特に必要な

放射性物質等） 
三三二八

BM 型輸送物（臨界防止のための措置が特に必要な

放射性物質等） 
三三二九

特別措置下での輸送（臨界防止のための措置が特に

必要な放射性物質等） 
三三三一

A 型輸送物（特別形）（臨界防止のための措置が特

に必要な放射性物質等又は六フッ化ウラン以外のも

の） 
三三三二

A 型輸送物（特別形）（臨界防止のための措置が特

に必要な放射性物質等であって、六フッ化ウラン以

外のもの） 
三三三三

六フッ化ウラン（L 型輸送物）（臨界防止のための

措置が特に必要な放射性物質等以外のものであっ

て、一の放射性輸送物当たり〇・一キログラム未満

のもの） 

三五〇七

８ 放射性輸送物、オーバーパック又は第二十五条に規定する低比

放射性物質等が収納されている航空機用 ULD であって非開放型

の構造を有するものを輸送する場合（L 型輸送物のみを輸送する

場合を除く。）にあっては、当該航空機用 ULD の表面の少なくと

も二側面にこれらを収納していることを適切な方法で表示しな

ければならない。 
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９ 一のオーバーパックには、「OVERPACK」の文字を表示しな

ければならない。 
（核物質防護に関する基準） 
第二十三条 第八条に規定する放射性物質等を輸送する場合の規

則第百九十四条第二項第二号ロの告示で定める基準（放射性輸送

物に関する技術上の基準に関するものを除く。）は、次のとおり

とする。 
一 放射性物質の合計量が第八条第一号（ハを除く。）に該当す

る場合にあっては、次の措置を講じること。 
イ 核物質防護に関し、次の事項を記載した輸送計画書を輸送

関係者間で協議を行った上で策定すること。 
(1) 積載方法等 
(2) 日時及び経路 
(3) 輸送関係者の氏名 
(4) 警備に関すること 
(5) 受渡し地点及びその予定時刻 
(6) 連絡通報に関すること 
(7) その他必要な事項 

ロ 特別の事由がある場合を除き、輸送時間、経由地、積替回

数及び積替時間が最小となる経路を選定すること。 
ハ 連絡の時間間隔をあらかじめ定めておき、輸送中、あらか

じめ定められた連絡場所（以下「指定連絡場所」という。）

へ連絡を行い得るよう連絡通報体制を整備すること。 
ニ 核物質防護上の措置について知識と経験を有し、輸送中の

核物質防護の実施に関して責任を有する者（以下「輸送責任

者」という。）を、出発空港及び着陸空港に配置し、次の事

項を行わせること。 
(1) 輸送中、輸送計画書を携行すること。 
(2) 輸送中、指定連絡場所へ、ハで定められたとおり連絡を

行うこと。 
(3) 出発前に、航空機に対して妨害行為が着手されていない

ことを確認すること。 
ホ 警備人を選定し、次の事項を行わせるほか、輸送中、放射

性輸送物等又は放射性輸送物等を収納したコンテナに付き

添わせること。 
(1) 放射性輸送物等又は放射性輸送物等を収納したコンテナ

の積載に際し、当該放射性輸送物等を連続的に監視するか、

又は錠及び封印等を頻繁に点検すること。 
(2) 出発前に、航空機に対して妨害行為が着手されていない

ことを確認すること。 
ヘ 放射性輸送物等が人手により容易に移動されるおそれの

ある場合は、コンテナへ収納する等の措置により、容易に移

動されないようにすること。 
ト コンテナに施錠及び封印その他の当該コンテナが容易に

開封されないための措置を講じること。 
チ 錠及び封印等に異常がないことを積載前に点検すること。 
リ 専用積載で輸送すること。 
ヌ 防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項 

を知る必要があると認められる者以外の者に知られること

がないよう管理すること。この場合において、防護に関する

秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、 
かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を 
図ること。 

二 放射性物質の合計量が第八条第一号ハ、第二号（ハを除く。）

又は第四号に該当する場合にあっては、前号リを除く同号の措

置を講じること。また、貨物機を使用すること。 
三 放射性物質の合計量が第八条第二号ハ、第三号又は第五号に

該当する場合にあっては、第一号イからチまで及びヌの措置を

講じること。 
（輸送の安全の確認） 
第二十四条 規則第百九十四条第二項第二号ホ又はヘの規定によ

る確認（ヘの規定による確認にあっては、放射性輸送物に関する

技術上の基準に係るものを除く。）は、当該放射性輸送物が国土

交通大臣の指定する者により輸送されるとき又は本邦外から本

邦内へ若しくは本邦外の間を輸送されるときは、積載前に当該輸

送がこの告示に規定する基準に適合していることを証する書面

を提出させ、当該書面を審査することにより行うことができる。 
（放射性輸送物としないで輸送できる放射性物質等の輸送の基準） 
第二十五条 放射性輸送物としないで輸送できる低比放射性物質

又は表面汚染物（以下「低比放射性物質等」という。）及び低比

放射性物質等が収納されているコンテナについては、輸送指数を

定めるものとする。 
２ 前項の輸送指数は、次の各号に規定するところにより決定され

る値とする。 
一 低比放射性物質等にあっては、当該低比放射性物質等の表面

から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシ

ーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第十七条

第二項第一号の表の上欄に掲げる最大断面積に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、ウラン又は

トリウムの精鉱のうち、次の表の上欄に掲げる物質については、

表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミ

リシーベルト毎時単位で表した値に代えて、それぞれ同表の下

欄に掲げる値とすることができる。 

ウラン又はトリウムの物理的精鉱 〇・四 

トリウムの化学的精鉱 〇・三 

六フッ化ウラン以外のウランの化学的精鉱 〇・〇二

二 低比放射性物質等が収納されているコンテナにあっては、当

該コンテナに収納されている低比放射性物質等毎に前号の規

定により算定した値を合計して得た値又は当該コンテナの表

面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリ

シーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第十七

条第二項第一号の表の上欄に掲げる最大断面積に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 
３ 一の航空機に積載する放射性輸送物としないで輸送できる表

面汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）及び放射性

輸送物としないで輸送できる表面汚染物が収納されているコン

テナの輸送指数並びに第十七条の規定により算定した輸送指数

の合計は、専用積載により輸送されない場合は、二百を超えては

ならない。 
４ 前項の規定は、LSA－Ⅰについては、適用しない。 
５ 次の表の上欄に掲げる低比放射性物質等が収納されているコ

ンテナには、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を当該コンテナの

四側面に付さなければならない。 

一 輸送指数が〇のコンテナ 
第一類白標識（第一

号様式） 

二 輸送指数が〇を超え一を超えないコ

ンテナ 
第二類黄標識（第二

号様式） 

三 前二号に掲げるもの以外のもの 
第三類黄標識（第三

号様式） 

６ 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナには、当該大

型コンテナの四側面にコンテナ標識（第七号様式）を付さなけれ

ばならない。ただし、第五項に定める標識をコンテナ標識の大き

さ以上の大きさに拡大したものを付す場合は、この限りでない。

また、当該大型コンテナに六フッ化ウランが収納されているもの

にあっては、第二十二条第一項第八号中欄に掲げる標識（第四号

様式）も併せて四側面に付さなければならない。 
７ 第二十二条第七項の表の上欄に掲げる放射性物質等であって

低比放射性物質であるもののいずれか一つのみが収納されてい

るコンテナにあっては、当該コンテナの四側面に同表に掲げる番

号を表示した国連番号標礼（第八号様式）を付さなければならな

い。ただし、同条第五項に規定するコンテナ標識の下半分の白地

上に「UN」の文字を前置した当該番号を表示した場合は、この

限りでない。また、当該コンテナに六フッ化ウランが収納されて

いるものにあっては、第二十二条第一項第八号中欄に掲げる標識

（第四号様式）も併せて四側面に付さなければならない。 
８ 第十二条、第十三条、第十五条、第十六条及び第十九条の規定

は、低比放射性物質等を輸送する場合に準用する。この場合にお
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いて、第十二条第一項中「放射性輸送物（L 型輸送物にあっては、

一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が第八条第一

号、第二号（ハを除く。）又は第四号までの規定のいずれかに該

当する放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。

以下この条において同じ。）、放射性輸送物が収納されているオ

ーバーパック又はこれら」とあるのは「低比放射性物質等又は低

比放射性物質等」と、第十三条第一項中「放射性輸送物、オーバ

ーパック又はこれらが収納されているコンテナ（以下「放射性輸

送物等」という。）」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放

射性物質等が収納されているコンテナ」と、「放射性輸送物の」

とあるのは「低比放射性物質等の」と、同条第二項及び第四項、

第十五条第一項、第十六条第二項並びに第十九条中「放射性輸送

物等」とあるのは「低比放射性物質等」と、第十五条第二項中「放

射性輸送物等（L 型輸送物及び L 型輸送物のみが収納されている

ものを除く。以下第十七条、第十九条並びに第二十二条第一項、

第六項及び第七項において同じ。）」とあるのは「低比放射性物

質等」と、第十六条第一項中「オーバーパック及び放射性輸送物

又はオーバーパック」とあるのは「低比放射性物質等」と、第十

六条第三項中「オーバーパック、放射性輸送物又はオーバーパッ

ク」とあるのは「低比放射性物質等」と、「当該オーバーパック

若しくは当該コンテナ」とあるのは「当該コンテナ」と、「放射

性輸送物」とあるのは「低比放射性物質等」と読み替えるものと

する。 
第二十六条 放射性物質等の輸送は、その日時及び経路が当該放射

性物質等の安全な輸送のために適切なものでなければならない。 
（規則第百九十四条第二項第二号イの承認） 
第二十七条 規則第百九十四条第二項第二号イの承認は、次に掲げ

る要件に適合する旨を承認することにより行うものとする。 
一 当該放射性物質等を L 型輸送物、A 型輸送物、BM 型輸送物、

BU 型輸送物、IP－1 型輸送物、IP－2 型輸送物又は IP－3 型

輸送物として輸送することが著しく困難であること。 
二 安全な輸送を確保するため必要な措置が講じられており、そ

のため当該輸送に関して安全上支障がないこと。 
２ 前項の場合において、放射性輸送物の最大線量当量率は、表面

において二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から二メー

トル離れた位置において百マイクロシーベルト毎時を超えては

ならない。 
（特別措置） 
第二十八条 第十六条又は第十八条の規定に従って輸送すること

が著しく困難な場合であって、安全な輸送を確保するために必要

な措置が講じられており、かつ、これらの規定によらないで輸送

しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたとき

は、これらの規定によらないことができる。 
（特別措置等に係る標識） 
第二十九条 第二十七条又は前条の規定により放射性輸送物等を

輸送する場合には、専用積載で輸送しなければならず、また、第

二十二条第一項の規定にかかわらず、それらの表面の二箇所（コ

ンテナにあっては、四側面）に第三類黄標識（第三号標識）を付

さなければならない。 
（他の危険性を有する放射性物質等） 
第三十条 放射性物質等であって、かつ、規則第百九十四条第二項

第一号の告示で定める物件である場合にあっては、その標識、表

示その他の輸送方法に関しては、この告示に定めるもののほか、

航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の定めるとこ

ろによる。 
（みなし確認に係る除外） 
第三十一条 規則第百九十四条第四項及び第五項の規定により確

認を受けたものとみなされる基準は、放射性輸送物に関する技術

上の基準のうち第九条第一号リ、ヌ及びル以外の基準とする。 
 
附 則（平成二十六年十二月二十四日国土交通省告示第千百八十七

号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 

別表第一（第 2 条関係） 
臨界安全指数を計算する場合に用いられるＺの値 

ウラン二三五の濃縮度 Ｚ 

1.5 パーセント以下 2200 
1.5 パーセントを超え 5 パーセント以下 850 
5 パーセントを超え 10 パーセント以下 650 
10 パーセントを超え 20 パーセント以下 580 
20 パーセントを超える 450 
備考 異なる濃縮度のウラン二三五を含む場合は、最も高い濃縮

度に対応する値とする。 
別表第二（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数

量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 

原

子

番

号

放射性物質の

種類 

特別形放

射性物質等

である場合

の数量 
(A1値) 
単位 TBq 

特別形放射性

物質等以外の

放射性物質等

である場合の

数量 (A2値) 
単位 TBq 

放射能 
濃度 

 
 

単位 
Bq/ｇ

 
放射能量 
 
 
 
単位 Bq

1 3H  40 40 1×10６ 1×10９ 
4 7Be  20 20 1×10３ 1×10７ 
4 10Be  40 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 

6 11C  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
6 14C  40 3 1×10４ 1×10７ 
7 13N  9×10－１ 6×10－１ 1×10２ 1×10９ 
9 18F  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
11 22Na  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
11 24Na  2×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 

12 28Mg  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
13 26Al  1×10－１ 1×10－１ 1×10１ 1×10５ 
14 31Si  6×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
14 32Si  40 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
15 32P  5×10－１ 5×10－１ 1×10３ 1×10５ 
15 33P  40 1 1×10５ 1×10８ 
16 35S  40 3 1×10５ 1×10８ 
17 36Cl  10 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
17 38Cl  2×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
18 37Ar  40 40 1×10６ 1×10８ 
18 39Ar  40 20 1×10７ 1×10４ 
18 41Ar  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10９ 

19 40K  9×10－１ 9×10－１ 1×10２ 1×10６ 
19 42K  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10６ 
19 43K  7×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
20 41Ca  制限なし 制限なし 1×10５ 1×10７ 
20 45Ca  40 1 1×10４ 1×10７ 
20 47Ca  3 3×10－１ 1×10１ 1×10６ 
21 44Sc  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
21 46Sc  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
21 47Sc  10 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
21 48Sc  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
22 44Ti  5×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
23 48V  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
23 49V  40 40 1×10４ 1×10７ 
24 51Cr  30 30 1×10３ 1×10７ 
25 52Mn  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
25 53Mn  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10９ 
25 54Mn  1 1 1×10１ 1×10６ 
25 56Mn  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 

26 52Fe  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10６ 
26 55Fe  40 40 1×10４ 1×10６ 
26 59Fe  9×10－１ 9×10－１ 1×10１ 1×10６ 
26 60Fe  40 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
27 55Co  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
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27 56Co  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
27 57Co  10 10 1×10２ 1×10６ 
27 58Co  1 1 1×10１ 1×10６ 
27 58mCo  40 40 1×10４ 1×10７ 
27 60Co  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
28 59Ni  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10８ 
28 63Ni  40 30 1×10５ 1×10８ 
28 65Ni  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
29 64Cu  6 1 1×10２ 1×10６ 
29 67Cu  10 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
30 65Zn  2 2 1×10１ 1×10６ 
30 69Zn  3 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
30 69mZn  3 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 

31 67Ga  7 3 1×10２ 1×10６ 
31 68Ga  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
31 72Ga  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
32 68Ge  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
32 71Ge  40 40 1×10４ 1×10８ 
32 77Ge  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
33 72As  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
33 73As  40 40 1×10３ 1×10７ 
33 74As  1 9×10－１ 1×10１ 1×10６ 
33 76As  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
33 77As  20 7×10－１ 1×10３ 1×10６ 
34 75Se  3 3 1×10２ 1×10６ 
34 79Se  40 2 1×10４ 1×10７ 
35 76Br  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
35 77Br  3 3 1×10２ 1×10６ 
35 82Br  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
36 79Kr  4×10０ 2×10０ 1×10３ 1×10５ 
36 81Kr  40 40 1×10４ 1×10７ 

36 85Kr  10 10 1×10５ 1×10４ 
36 85mKr  8 3 1×10３ 1×10１０

36 87Kr  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10９ 
37 81Rb  2 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 
37 83Rb  2 2 1×10２ 1×10６ 
37 84Rb  1 1 1×10１ 1×10６ 
37 86Rb  5×10－１ 5×10－１ 1×10２ 1×10５ 
37 87Rb  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10７ 

37 
Rb（天然の混

合比のもの） 
制限なし 制限なし 1×10４ 1×10７ 

38 82Sr  2×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
38 85Sr  2 2 1×10２ 1×10６ 

38 85mSr  5 5 1×10２ 1×10７ 
38 87mSr  3 3 1×10２ 1×10６ 
38 89Sr  6×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
38 90Sr  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10４ 
38 91Sr  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
38 92Sr  1 3×10－１ 1×10１ 1×10６ 

39 87Y  1 1 1×10１ 1×10６ 
39 88Y  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
39 90Y  3×10－１ 3×10－１ 1×10３ 1×10５ 
39 91Y  6×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
39 91mY  2 2 1×10２ 1×10６ 
39 92Y  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
39 93Y  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
40 88Zr  3 3 1×10２ 1×10６ 
40 93Zr  制限なし 制限なし 1×10３ 1×10７ 
40 95Zr  2 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 
40 97Zr  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
41 93mNb  40 30 1×10４ 1×10７ 

41 94Nb  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
41 95Nb  1 1 1×10１ 1×10６ 
41 97Nb  9×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 

42 93Mo  40 20 1×10３ 1×10８ 
42 99Mo  1 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
43 95mTc  2 2 1×10１ 1×10６ 
43 96Tc  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
43 96mTc  4×10－１ 4×10－１ 1×10３ 1×10７ 
43 97Tc  制限なし 制限なし 1×10３ 1×10８ 
43 97mTc  40 1 1×10３ 1×10７ 
43 98Tc  8×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
43 99Tc  40 9×10－１ 1×10４ 1×10７ 
43 99mTc  10 4 1×10２ 1×10７ 
44 97Ru  5 5 1×10２ 1×10７ 
44 103Ru  2 2 1×10２ 1×10６ 
44 105Ru  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 

44 106Ru  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
45 99Rh  2 2 1×10１ 1×10６ 
45 101Rh  4 3 1×10２ 1×10７ 
45 102Rh  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
45 102mRh  2 2 1×10２ 1×10６ 
45 103mRh  40 40 1×10４ 1×10８ 
45 105Rh  10 8×10－１ 1×10２ 1×10７ 
46 103Pd  40 40 1×10３ 1×10８ 
46 107Pd  制限なし 制限なし 1×10５ 1×10８ 
46 109Pd  2 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
47 105Ag  2 2 1×10２ 1×10６ 
47 108mAg  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
47 110mAg  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10６ 
47 111Ag  2 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
48 109Cd  30 2 1×10４ 1×10６ 
48 113mCd  40 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 
48 115Cd  3 4×10－１ 1×10２ 1×10６ 
48 115mCd  5×10－１ 5×10－１ 1×10３ 1×10６ 

49 111In  3 3 1×10２ 1×10６ 
49 113mIn  4 2 1×10２ 1×10６ 
49 114mIn  10 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
49 115mIn  7 1 1×10２ 1×10６ 
50 113Sn  4 2 1×10３ 1×10７ 
50 117mSn  7 4×10－１ 1×10２ 1×10６ 
50 119mSn  40 30 1×10３ 1×10７ 
50 121mSn  40 9×10－１ 1×10３ 1×10７ 
50 123Sn  8×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
50 125Sn  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10５ 
50 126Sn  6×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
51 122Sb  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10４ 

51 124Sb  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
51 125Sb  2 1 1×10２ 1×10６ 
51 126Sb  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
52 121Te  2 2 1×10１ 1×10６ 
52 121mTe  5 3 1×10２ 1×106 
52 123mTe  8 1 1×10２ 1×10７ 

52 125mTe  20 9×10－１ 1×10３ 1×10７ 
52 127Te  20 7×10－１ 1×10３ 1×10６ 
52 127mTe  20 5×10－１ 1×10３ 1×10７ 
52 129Te  7×10－１ 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
52 129mTe  8×10－１ 4×10－１ 1×10３ 1×10６ 
52 131mTe  7×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
52 132Te  5×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10７ 
53 123I  6 3 1×10２ 1×10７ 
53 124I  1 1 1×10１ 1×10６ 
53 125I  20 3 1×10３ 1×10６ 
53 126I  2 1 1×10２ 1×10６ 
53 129I  制限なし 制限なし 1×10２ 1×10５ 

53 131I  3 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
53 132I  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
53 133I  7×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
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53 134I  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
53 135I  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
54 122Xe  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10９ 
54 123Xe  2 7×10－１ 1×10２ 1×10９ 
54 127Xe  4 2 1×10３ 1×10５ 
54 131mXe  40 40 1×10４ 1×10４ 
54 133Xe  20 10 1×10３ 1×10４ 
54 135Xe  3 2 1×10３ 1×10１０

55 129Cs  4 4 1×10２ 1×10５ 
55 131Cs  30 30 1×10３ 1×10６ 
55 132Cs  1 1 1×10１ 1×10５ 
55 134Cs  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10４ 
55 134mCs  40 6×10－１ 1×10３ 1×10５ 

55 135Cs  40 1 1×10４ 1×10７ 
55 136Cs  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10５ 
55 137Cs  2 6×10－１ 1×10１ 1×10４ 
56 131Ba  2 2 1×10２ 1×10６ 
56 133Ba  3 3 1×10２ 1×10６ 
56 133mBa  20 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
56 140Ba  5×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
57 137La  30 6 1×10３ 1×10７ 
57 140La  4×10－１ 4×10－１ 1×10１ 1×10５ 
58 139Ce  7 2 1×10２ 1×10６ 
58 141Ce  20 6×10－１ 1×10２ 1×10７ 
58 143Ce  9×10－１ 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
58 144Ce  2×10－１ 2×10－１ 1×10２ 1×10５ 
59 142Pr  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10５ 
59 143Pr  3 6×10－１ 1×10４ 1×10６ 
60 147Nd  6 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
60 149Nd  6×10－１ 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
61 143Pm  3 3 1×10２ 1×10６ 

61 144Pm  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
61 145Pm  30 10 1×10３ 1×10７ 
61 147Pm  40 2 1×10４ 1×10７ 
61 148mPm  8×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
61 149Pm  2 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
61 151Pm  2 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
62 145Sm  10 10 1×10２ 1×10７ 
62 147Sm  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
62 151Sm  40 10 1×10４ 1×10８ 
62 153Sm  9 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
63 147Eu  2 2 1×10２ 1×10６ 
63 148Eu  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 

63 149Eu  20 20 1×10２ 1×10７ 

63 
150Eu（短半減

期のもの）  
2 7×10－１ 1×10３ 1×10６ 

63 
150Eu（半減期

のもの） 
7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 

63 152Eu  1 1 1×10１ 1×10６ 

63 152mEu  8×10－１ 8×10－１ 1×10２ 1×10６ 
63 154Eu  9×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
63 155Eu  20 3 1×10２ 1×10７ 
63 156Eu  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
64 146Gd  5×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
64 148Gd  20 2×10－3 1×10１ 1×10４ 
64 153Gd  10 9 1×10２ 1×10７ 
64 159Gd  3 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
65 157Tb  40 40 1×10４ 1×10７ 
65 158Tb  1 1 1×10１ 1×10６ 
65 160Tb  1 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
66 159Dy  20 20 1×10３ 1×10７ 

66 165Dy  9×10－１ 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
66 166Dy  9×10－１ 3×10－１ 1×10３ 1×10６ 
67 166Ho  4×10－１ 4×10－１ 1×10３ 1×10５ 

67 166mHo  6×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
68 169Er  40 1 1×10４ 1×10７ 
68 171Er  8×10－１ 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
69 167Tm  7 8×10－１ 1×10２ 1×10６ 
69 170Tm  3 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
69 171Tm  40 40 1×10４ 1×10８ 
70 169Yb  4 1 1×10２ 1×10７ 
70 175Yb  30 9×10－１ 1×10３ 1×10７ 
71 172Lu  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
71 173Lu  8 8 1×10２ 1×10７ 
71 174Lu  9 9 1×10２ 1×10７ 
71 174mLu  20 10 1×10２ 1×10７ 
71 177Lu  30 7×10－１ 1×10３ 1×10７ 

72 172Hf  6×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10６ 
72 175Hf  3 3 1×10２ 1×10６ 
72 181Hf  2 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
72 182Hf  制限なし 制限なし 1×10２ 1×10６ 

73 
178Ta（長半減

期のもの） 
1 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 

73 179Ta  30 30 1×10３ 1×10７ 
73 182Ta  9×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10４ 
74 178W  9 5 1×10１ 1×10６ 
74 181W  30 30 1×10３ 1×10７ 
74 185W  40 8×10－１ 1×10４ 1×10７ 
74 187W  2 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
74 188W  4×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
75 184Re  1 1 1×10１ 1×10６ 
75 184mRe  3 1 1×10２ 1×10６ 
75 186Re  2 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
75 187Re  制限なし 制限なし 1×10６ 1×10９ 
75 188Re  4×10－１ 4×10－１ 1×10２ 1×10５ 

75 189Re  3 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 

75 
Re（天然の混

合比のもの）
制限なし 制限なし 1×10６ 1×10９ 

76 185Os  1 1 1×10１ 1×10６ 
76 191Os  10 2 1×10２ 1×10７ 
76 191mOs  40 30 1×10３ 1×10７ 
76 193Os  2 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
76 194Os  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 
77 189Ir  10 10 1×10２ 1×10７ 
77 190Ir  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
77 192Ir  1 6×10－１ 1×10１ 1×10４ 
77 194Ir  3×10－１ 3×10－１ 1×10２ 1×10５ 

78 188Pt  1 8×10－１ 1×10１ 1×10６ 
78 191Pt  4 3 1×10２ 1×10６ 
78 193Pt  40 40 1×10４ 1×10７ 
78 193mPt  40 5×10－１ 1×10３ 1×10７ 
78 195mPt  10 5×10－１ 1×10２ 1×10６ 
78 197Pt  20 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 

78 197mPt  10 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
79 193Au  7 2 1×10２ 1×10７ 
79 194Au  1 1 1×10１ 1×10６ 
79 195Au  10 6 1×10２ 1×10７ 
79 198Au  1 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
79 199Au  10 6×10－１ 1×10２ 1×10６ 
80 194Hg  1 1 1×10１ 1×10６ 
80 195mHg  3 7×10－１ 1×10２ 1×10６ 
80 197Hg  20 10 1×10２ 1×10７ 
80 197mHg  10 4×10－１ 1×10２ 1×10６ 
80 203Hg  5 1 1×10２ 1×10５ 
81 200Tl  9×10－１ 9×10－１ 1×10１ 1×10６ 

81 201Tl  10 4 1×10２ 1×10６ 
81 202Tl  2 2 1×10２ 1×10６ 
81 204Tl  10 7×10－１ 1×10４ 1×10４ 

217



航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示 

218 

82 201Pb  1 1 1×10１ 1×10６ 
82 202Pb  40 20 1×10３ 1×10６ 
82 203Pb  4 3 1×10２ 1×10６ 
82 205Pb  制限なし 制限なし 1×10４ 1×10７ 
82 210Pb  1 5×10－2 1×10１ 1×10４ 
82 212Pb  7×10－１ 2×10－１ 1×10１ 1×10５ 
83 205Bi  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
83 206Bi  3×10－１ 3×10－１ 1×10１ 1×10５ 
83 207Bi  7×10－１ 7×10－１ 1×10１ 1×10６ 
83 210Bi  1 6×10－１ 1×10３ 1×10６ 
83 210mBi  6×10－１ 2×10－2 1×10１ 1×10５ 
83 212Bi  7×10－１ 6×10－１ 1×10１ 1×10５ 
84 210Po  40 2×10－2 1×10１ 1×10４ 

85 211At  20 5×10－１ 1×10３ 1×10７ 
86 222Rn  3×10－１ 4×10－3 1×10１ 1×10８ 
88 223Ra  4×10－１ 7×10－3 1×10２ 1×10５ 
88 224Ra  4×10－１ 2×10－2 1×10１ 1×10５ 
88 225Ra  2×10－１ 4×10－3 1×10２ 1×10５ 
88 226Ra  2×10－１ 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
88 228Ra  6×10－１ 2×10－2 1×10１ 1×10５ 
89 225Ac  8×10－１ 6×10－3 1×10１ 1×10４ 
89 227Ac  9×10－１ 9×10－5 1×10-１ 1×10３ 
89 228Ac  6×10－１ 5×10－１ 1×10１ 1×10６ 
90 227Th  10 5×10－3 1×10１ 1×10４ 
90 228Th  5×10－１ 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
90 229Th  5 5×10－4 1×10０ 1×10３ 
90 230Th  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
90 231Th  40 2×10－2 1×10３ 1×10７ 
90 232Th  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
90 234Th  3×10－１ 3×10－１ 1×10３ 1×10５ 

90 
Th（天然の混

合比のもの） 
制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

91 230Pa  2 7×10－2 1×10１ 1×10６ 
91 231Pa  4 4×10－4 1×10０ 1×10３ 
91 233Pa  5 7×10－１ 1×10２ 1×10７ 

92 230U(F)  40 1×10－１ 1×10１ 1×10５ 
92 230U(M)  40 4×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 230U(S)  30 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 232U(F)  40 1×10－2 1×10０ 1×10３ 
92 232U(M)  40 7×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 232U(S)  10 1×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 233U(F)  40 9×10－2 1×10１ 1×10４ 
92 233U(M)  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
92 233U(S)  40 6×10－3 1×10１ 1×10５ 
92 234U(F)  40 9×10－2 1×10１ 1×10４ 
92 234U(M)  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
92 234U(S)  40 6×10－3 1×10１ 1×10５ 

92 235U  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
92 236U(F)  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 
92 236U(M)  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 
92 236U(S)  40 6×10－3 1×10１ 1×10４ 
92 238U  制限なし 制限なし 1×10１ 1×10４ 

92 
U（天然の混

合比のもの） 
制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

92 
U(未照射、か

つ、濃縮度20％
以下のもの) 

制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

92 
U(劣化した

もの)  
制限なし 制限なし 1×10０ 1×10３ 

93 235Np  40 40 1×10３ 1×10７ 

93 
236Np（短半減

期のもの） 
20 2 1×10３ 1×10７ 

93 
236Np（長半減

期のもの） 
9 2×10－2 1×10２ 1×10５ 

93 237Np  20 2×10－3 1×10０ 1×10３ 

93 239Np  7 4×10－１ 1×10２ 1×10７ 
94 236Pu  30 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
94 237Pu  20 20 1×10３ 1×10７ 
94 238Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
94 239Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
94 240Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10３ 
94 241Pu  40 6×10－2 1×10２ 1×10５ 
94 242Pu  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
94 244Pu  4×10－１ 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
95 241Am  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
95 242mAm  10 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
95 243Am  5 1×10－3 1×10０ 1×10３ 
96 240Cm  40 2×10－2 1×10２ 1×10５ 

96 241Cm  2 1 1×10２ 1×10６ 
96 242Cm  40 1×10－2 1×10２ 1×10５ 
96 243Cm  9 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
96 244Cm  20 2×10－3 1×10１ 1×10４ 
96 245Cm  9 9×10－4 1×10０ 1×10３ 
96 246Cm  9 9×10－4 1×10０ 1×10３ 
96 247Cm  3 1×10－3 1×10０ 1×10４ 
96 248Cm  2×10－2 3×10－4 1×10０ 1×10３ 
97 247Bk  8 8×10－4 1×10０ 1×10４ 
97 249Bk  40 3×10－１ 1×10３ 1×10６ 
98 248Cf  40 6×10－3 1×10１ 1×10４ 
98 249Cf  3 8×10－4 1×10０ 1×10３ 
98 250Cf  20 2×10－3 1×10１ 1×10４ 
98 251Cf  7 7×10－4 1×10０ 1×10３ 
98 252Cf  1×10－1 3×10－3 1×10１ 1×10４ 
98 253Cf  40 4×10－2 1×10２ 1×10５ 
98 254Cf  1×10－3 1×10－3 1×10０ 1×10３ 

備考 (F)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、UF6、

UO2F2及びUO2(NO3)2の化学形をとるウラン化合物にのみ適用し、

(M)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、UO3、UF4、

UCl4及び 6 価の化合物の化学形をとるウラン化合物にのみ適用し、

(S)は(F)及び(M)に定めた以外の全てのウラン化合物に適用する。

親核種（放射性物質が原子核の崩壊連鎖を生ずるもの）に対し、

第二欄及び第三欄に掲げる数量について寄与が考慮されてい

る娘核種（親核種の原子核の崩壊によって生ずる放射性物質）

並びに第四欄及び第五欄に掲げる数量について永続平衡状態

にあるものとして寄与が考慮されている娘核種は次表による。 

親 核 種
第二欄及び第三欄に掲げる数量について寄与が考

慮されている娘核種 

28Mg 28Al 
42Ar 42K 
47Ca 47Sc 
44Ti 44Sc 
52Fe 52mMn 
60Fe 60mCo 
69mZn 69Zn 
68Ge 68Ga 
83Rb 83mKr 
82Sr 82Rb 
90Sr 90Y 
91Sr 91mY 
92Sr 92Y 
87Y 87mSr 
95Zr 95mNb 
97Zr 97mNb、97Nb 
99Mo 99mTc 
95mTc 95Tc 
96mTc 96Tc 
103Ru 103mRh 
106Ru 106Rh 
103Pd 103mRh 
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108mAg 108Ag 
110mAg 110Ag 
115Cd 115mIn 
114mIn 114In 
113Sn 113mIn 
121mSn 121Sn 
126Sn 126mSb 
118Te 118Sb 
127mTe 127Te 
129mTe 129Te 
131mTe 131Te 
132Te 132I 
135I 135mXe 
122Xe 122I 
137Cs 137mBa 
131Ba 131Cs 
140Ba 140La 
144Ce 144mPr、144Pr 
148mPm 148Pm 
146Gd 146Eu 
166Dy 166Ho 
172Hf 172Lu 
178W 178Ta 
188W 188Re 
189Re 189mOs 
194Os 194Ir 
189Ir 189mOs 
188Pt 188Ir 
194Hg 194Au 
195mHg 195Hg 
210Pb 210Bi 
212Pb 212Bi、208Tl、212Po 
210mBi 206Tl 
212Bi 208Tl、212Po 
211At 211Po 
222Rn 218Po、214Pb、218At、214Bi、214Po 
223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、211Po、207Tl 
224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl、212Po 

225Ra 225Ac、221Fr、217At、213Bi、209Tl、213Po、209Pb 

226Ra 222Rn、218Po、214Pb、218At、214Bi、214Po 
228Ra 228Ac 
225Ac 221Fr、217At、213Bi、209Tl、213Po、209Pb 
227Ac 223Fr 

228Th 224Ra、220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl、212Po 

234Th 234mPa、234Pa 
230Pa 226Ac、226Th、222Fr、222Ra、218Rn、214Po 
230U 226Th、222Ra、218Rn、214Po 
235U 231Th 
241Pu 237U 
244Pu 240U、240mNp 
242mAm 242Am、238Np 
243Am 239Np 
247Cm 243Pu 
249Bk 245Am 
253Cf 249Cm 

親 核 種 
第四欄及び第五欄に掲げる数量について寄与が考

慮されている娘核種 
90Sr 90Y 
93 Zr 93mNb 
97 Zr 97Nb 
106Ru 106Rh 
108mAg 108Ag 

137 Cs 137mBa 
144 Ce 144Pr 
140 Ba 140La 
212 Bi 208Tl(0.36)、212Po(0.64) 
210 Pb 210Bi、210Po 

212 Pb 212Bi 、208Tl(0.36)、212Po(0.64) 

222 Rn 218 Po、214Pb、214Bi、214Po 
223 Ra 219 Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl 
224 Ra 220 Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226 Ra 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228 Ra 228Ac 
228 Th 224Ra、220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、

212Po(0.64) 
229 Th 225Ra、225Ac、221Fr、217At、213Bi、213Po、209Pb 

Th(天然の混

合比のもの)

228Ra、228Ac、228Th、224Ra、220 Rn、216Po、212Pb、
212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)) 

234 Th 234mPa 
230 U 226Th、222Ra、218Rn、214Po 
232 U 228 Th、224Ra、220Rn、216Po、212Pb、212Bi、

208Tl(0.36)、212Po(0.64) 
235 U 231 Th 
238 U 234 Th 、234mPa 

U(天然の混

合比のもの)

234Th、234mPa、234U、230Th、226Ra、222Rn、218Po、
214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po 

237Np 233Pa 
242ｍAm 242Am 
243Am 239Np 
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別表第三（第 4 条関係） 
種類が明らかであり、かつ、一種類であり、かつ、別表第二に掲

げる放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度 

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 

区     分 

特別形放射性物質

等である場合の数

量(A1値) 
単位 TBq 

特別形放射性物質

等以外の放射性物

質等である場合の

数量(A2値) 
単位 TBq

1 放出する放射線が一

種類の場合（2 に該当

する場合を除く。） 

1の第一欄中のイ、

ロ及びホの該当す

る区分に応じ、第

二欄に掲げる数量

のうち最も小さい

ものを A1値とす

る。ただし、40 を

超える場合には、

40 とする。 

1 の第一欄中のイ、

ロ、ハ、ニ及びホ

の該当する区分に

応じ、第三欄に掲

げる数量のうち該

当する最も小さい

ものを A2値とす

る。ただし、40 を

超える場合には、

40 とする。 

イ ガンマ線又はエッ

クス線を放出する場

合（陽電子消滅によ

り発生するガンマ線

を含む。） 

10－13／ept 10－13／ept 

ロ ベータ線を放出す

る場合 
1×10－12／eβ 2.8×10－14／hskin 

ハ 吸入摂取又は径口

摂取するおそれのあ

る場合(船舶に設置

する原子炉(研究開

発段階にあるものを

除く。)の設置、運転

等に関する規則の規

定に基づく線量限度

等を定める告示(平

成元年運輸省告示第

八十七号)(以下「線

量告示」という。) 別

表第一第二欄又は第

三欄に数量の記載が

ある場合をいう。) 

― 5×10－5／einh 

ニ サブマージョンに

よる被ばくのおそれ

がある場合(線量告

示別表第一第一欄に

記載している化学形

が「サブマージョン」

である場合をいう。) 

― 1.9×10－14／hsub 

ホ アルファ線を放出

する場合 
5×10－1／einh 5×10－5／einh 

2 親核種であって、そ

の物理的半減期が娘

核種の物理的半減期

より長く、かつ、娘核

種の物理的半減期が

十日以内である場合 
 

親核種及び娘核種

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第二欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

親核種及び娘核種

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第三欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

3 放出する放射線が二

種類以上の場合（4 に

該 当 す る 場 合 を 除

く。） 

それぞれの放射線

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第二欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

それぞれの放射線

に対する 1 の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第三欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

4 放出する放射線が二

種類以上であり、当該

放射性物質の物理的

半減期が娘核種の物

理的半減期より長く、

かつ、娘核種の物理的

半減期が十日以内の

場合 

それぞれの放射線

に係る親核種及び

娘核種に対する 1
の第一欄の区分に

応じ、それぞれ第

二欄に掲げる数量

のうち最小のもの 

それぞれの放射線

に係る親核種及び

娘核種に対する 1
の第一欄の区分に

応じ、それぞれ第

三欄に掲げる数量

のうち最小のもの

備考 ept は 1 メートルの距離における放射性物質の実効線量率係

数 (Sv・Bq－１・h－１)を、eβは自己しゃへい体から 1 メートル

の距離におけるベータ線を放出する放射性物質の皮膚の等価線

量率係数(Sv・Bq－１・h－１)を、hskinは皮膚上の放射性物質の単

位密度(Bq・m－２)当たりの皮膚の等価線量率係数(Sv・s－１・Bq
－１・m２)を、einh は当該放射性物質の化学形を考慮しない場合

における線量告示別表第一第二欄又は第三欄に掲げる値

(mSv・Bq－１)のうち小なるものを、hsub はサブマージョンによ

る放射性物質の単位濃度（Bq・m－３)当たりの実効線量率係数

(Sv・s－１・Bq－１・m３)を、それぞれ示す。 
 
別表第四（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

放射性物質の種類が明らかでない場合及び放射性物質の種類が

明らかであるが別表第二及び別表第三に数量が掲げられていない場

合の数量の限度 

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄 第 五 欄

区     分 

特別形放射

性物質等で

ある場合の

数量(A1値)
 
 
 
 
単位 TBq

特別形放

射性物質

以外の放

射性物質

等である

場合の数

量(A2値) 
 
単位 TBq 

放射能濃度

 
 
 
 
 
 
単位  

Bq／ｇ 

放射能量

 
 
 
 
 
 
 
単位 Bq

1 ベータ線又

はガンマ線以

外の放射線を

放出する放射

性物質が存在

しないことが

明らかな場合

1×10－１ 2×10－２ 1×10１ 1×10４ 

2 アルファ線を

放出する放射

性物質が存在

することが明

らかであり、中

性子線を放出

する放射性物

質が存在しな

いことが明ら

かな場合 

2×10－１ 9×10－５ 1×10－１ 1×10３ 

3 中性子線を

放出する放射

性物質が存在

することが明

ら か で あ る

か、又はデー

タ不詳の場合

1×10－3 9×10－５ 1×10－１ 1×10３ 

備考 第四欄及び第五欄に掲げる数量について、国土交通大臣が適

当と認める場合はこの限りではない。 
 
別表第五（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又

は一部が明らかである放射性物質の場合（別表第六及び別表第七（第

二欄に係るものに限る）に該当する場合を除く。）の数量の限度 
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第 一 欄 第 二 欄 第三欄 第四欄 

区     分 
数     量 

単位 TBq
放射能濃度 
単位 Bq/g 

放射能量 
単位 Bq 

放射性物質

の種類の全

部及び種類

別の数量の

全部が明ら

かな場合 

次の算式を満たす x1，

x2，…，xnの数量 
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…

＋(xn／Xn)＝1 

同左 同左 

放射性物質

の種類の全

部又は一部

が明らかで

あって種類

別の数量の

一部が明ら

かでない場

合 

次の算式を満たす x1，

x2，…，xn及び y の数量

(x1／X1)＋(x2／X2)＋…

＋(xn／Xn)＋(y／Y)＝1 

同左 同左 

備考 x1，x2，…，xn は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性

物質の数量を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ x1，x2，…，Xn に

係る各放射性物質に対する別表第二、別表第三又は別表第四に

掲げる数量を、y は種類又は種類別の数量が明らかでない放射

性物質の数量を、Y は y に係る放射性物質の種類の全部が明ら

かな場合にあってはそれらの種類に対する別表第二、別表第三

又は別表第四に掲げる数量のうち最小のものを、y に係わる放

射性物質の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあって

は y に係る放射性物質に対する別表第四に掲げる数量を示す。 
 
別表第六（第 1 条の 2 及び第 4 条関係） 

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで、

種類別の分率が明らかである放射性物質の場合（特別形放射性物質

等以外の放射性物質等である場合に限り、別表第七（第二欄に係る

ものに限る）に該当する場合を除く。）の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

区分 
数量(A2値) 

単位 TBq 
放射能濃度 
単位 Bq/g 

放射能量 
単位 Bq

放射性物質の

種類の全部が

明らかな場合 

1／(f1／X1＋f2／X2＋

…＋fn／Xn) 
同左 同左 

放射性物質の

種類の一部が

明らかな場合 

1／(f1／X1＋f2／X2＋

…＋fn／Xn＋fy／Y) 
同左 同左 

備考 f1，f2，…，fn は種類が明らかな各放射性物質の分率、X1，X2，

…，Xnは f1，f2，…，fnに係る各放射性物質に対する別表第二、別

表第三又は別表第四に掲げる数量を、fyは種類が明らかでない放射

性物質の分率を、Y は別表第四に掲げる数量を示す。 
 
別表第七（第 4 条関係） 

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合

比が天然のものと等しい放射性物質の場合の数量の限度 

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 

区     分 

特別形放射性物質

等である場合の数

量(A1値) 
単位 TBq 

特別形放射性物質等以

外の放射性物質等であ

る場合の数量(A2値) 
単位 TBq

その系列の全ての放

射性物質（親核種を

除く。）の物理的半

減期が 10 日を超え

ず、かつ、親核種の

物理的半減期より短

い場合 
 

親核種に対する別

表第二、別表第三

又は別表第四の第

二欄に掲げる数量 

親核種に対する別表第

二、別表第三又は別表

第四の第三欄に掲げる

数量 

その系列の娘核種の

うち、その物理的半

減期が 10 日を超え、

又は親核種の物理的

半減期より長いもの

がある場合 

次の算式を満たす

x1,x2，…，xnの数

量 
(x1 ／ X1) ＋ (x2 ／

X2)＋…＋(xn／Xn)
＝1 

次 の 算 式 を 満 た す

x1,x2，…，xnの数量 
(x1／X1)＋ (x2／X2)＋
…＋(xn／Xn)＝1 

備考 x1，x2，…，xn は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性

物質の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ x1，

x2，…，xn に係る各放射性物質に対する別表第二、別表第三又は別

表第四に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
 
別記第一（第四条関係） 特別形放射性物質等に係る試験 

一 衝撃試験 
試験しようとする放射性物質等をできるだけ模擬した供試物

（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下させ

ること。 
二 打撃試験 

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さ

から一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝

撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製棒の平端面で打つ

こと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル

以下のものとし、鋼製棒はその平端面の直径が二・五センチメ

ートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルの

ものとする。 
三 曲げ試験 

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固

定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落

下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすよう

に鋼製棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製棒は、

その平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その

角の半径が〇・三センチメートルのものとする。 
四 加熱試験 

供試物を摂氏八百度の空気中に十分間置くこと。 
五 浸漬試験 

イ 個体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除

く。）にあっては、供試物について、次に掲げる試験をその

順序で行うこと。 
(1) 常温の水中に七日間浸漬させること。 
(2) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、そ

の状態を四時間保持させること。 
(3) 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空気

中に七日間置くこと。 
(4) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、そ

の状態を四時間保持させること。 
ロ カプセルに封入された放射性物質等にあっては、供試物に

ついて、次に掲げる試験をその順序で行うこと。 
(1) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、そ

の状態を四時間保持させること。 
(2) 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空気

中に七日間置くこと。 
(3) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、そ

の状態を四時間保持させること。 
 
別記第二（第七条関係） LSA－Ⅲに係る浸漬試験 

別記第一第五号イ(1)の条件の下に置くこと。 
 
別記第三（第九条関係） A 型輸送物に係る条件 

一 条件 
イ 五センチメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き

付けること。 
ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。 

(1) その質量が、五千キログラム未満のものにあっては一・

二メートルの高さから、五千キログラム以上一万キログラ

ム未満のものにあっては〇・九メートルの高さから、一万
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キログラム以上一万五千キログラム未満のものにあって

は〇・六メートルの高さから、一万五千キログラム以上の

ものにあっては、〇・三メートルの高さから、それぞれ、

最大の破損を及ぼすように落下させること。 
(2) その質量が五十キログラム以下のファイバー板製又は木

製の長方形の輸送物にあっては、それぞれの頂点を下向き

にして、その質量が百キログラム以下のファイバー板製の

円筒形の輸送物にあっては、各縁の四半分毎を下向きにし

て〇・三メートルの高さから落下させること。 
(3) その質量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に十三

キロパスカルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いず

れか大きいものを二十四時間加えること。 
(4) 質量が六キログラムであり、直径が三・二センチメート

ルの容易に破損しない棒であって、その先端が半球形のも

のを一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い

部分に落下させること。 
二 液体状又は気体状の放射性物質等に係る追加条件 

イ 液体状又は気体状の放射性物質等が収納され、又は包装さ

れている放射性輸送物にあっては、前号の条件の下に置くほ

か、次の(1)及び(2)の条件のうち、当該放射性輸送物が最大の

破損を受ける条件の下に置くこと。ただし、トリチウムガス

又は希ガスを収納する放射性輸送物にあっては、この限りで

ない。 
(1) 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下さ

せること。 
(2) 前号ロ(4)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該

放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。 
 
別記第四（第九条関係） BM 型輸送物に係る条件 

一 野外の温度が摂氏三十八度である環境に一週間放置するこ

と。この場合において放射性輸送物に対しては、次の表に定め

る条件の下で行うこと。 

輸送物表面の形状及び

位置 
一日あたり十二時間の日光の直射に

よる入熱(ワット毎平方メートル) 

輸送中水平

である平面 
下向きの面 なし 

上向きの面 八百 

輸送中垂直である表面 二百 

輸送中下向きである表

面（水平である平面を

除く。） 
二百 

その他の全ての表面 四百 

二 別記第三第一号の条件の下に置くこと。 
 
別記第五（第九条関係） BM 型輸送物に係る条件 

一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるよ

うな順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。 
イ 九メートルの高さから落下させること。ただし、質量が五

百キログラム以下、比重が一以下、かつ、収納する放射性物

質等が特別形放射性物質等以外のものであって、当該放射性

物質等の放射能の量が A2 値の千倍を超える放射性輸送物の

場合には、これに代えて、質量が五百キログラム、縦及び横

の長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲率半径が六

ミリメートル以下の軟鋼板を九メートルの高さから当該放

射性輸送物が最大の破損を受けるように水平に落下させる

こと。 
ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さが

二十センチメートル又は最大の破損を与えるのに十分な長

さの軟鋼丸棒であって、その上面が滑らかな水平面であり、

かつ、その端部の曲率半径が六ミリメートル以下のものに一

メートルの高さから落下させること。 
二 最小〇・九の平均火炎放射率の熱流束であり、かつ、摂氏八

百度の火炎に曝される環境に三十分間置くこと。この場合にお

いて、耐火試験前の輸送物は、周囲温度摂氏三十八度で平衡状

態にあると仮定し、耐火試験中の輸送物の表面の熱吸収率は、

〇・八又は当該放射性輸送物が持つと実証された値とする。ま

た、耐火試験後は、人為的に冷却してはならず、耐火試験前、

耐火試験中及び耐火試験後は、別記第四第一号に規定する日光

の直射による入熱条件及び輸送物内の放射性収納物からの設

計上最大内部発熱率を考慮すること。 
三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。 

備考 第一号から第三号までの条件の下には、この順序で置

くものとする。ただし、第三号に定める浸漬試験については、

別個の輸送物を使用することができる。 
 
別記第六（第九条関係） BU 型輸送物に係る条件 

別記第四の条件の下に置くこと。 

 
別記第七（第九条関係） BU 型輸送物に係る条件 

別記第五の条件の下に置くこと。 
 
別記第八（第九条関係） IP－2 型輸送物に係る条件 

一 次のイ又はロに掲げるいずれかの条件の下に置くこと。 
イ 別記第三第一号ロ(1)、(2)及び(3)の条件の下に置くこと。 
ロ 国土交通大臣が適当と認める試験 

 
別記第九（第九条関係） IP－3 型輸送物に係る条件 

別記第三第一号の条件の下に置くこと。 
 
別記第十（第九条関連） 六フッ化ウランが収納され、又は包装さ

れている放射性輸送物に係る条件 
一 供試物に二・七六メガパスカル以上の水圧試験を行うこと。 
二 輸送中予想される最大圧力の二倍に加圧した後、一・五倍の

圧力まで降圧すること。 
三 弁を取り付けた状態で〇・六九メガパスカルまで加圧するこ

と。 
 
別記第十一（第九条関連） 六フッ化ウランが収納され、又は包装

されている放射性輸送物に係る条件 
別記第三第一号ロ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。 

 
別記第十二（第九条関連） 六フッ化ウランが収納され、又は包装

されている放射性輸送物に係る条件 
別記第五第二号の条件の下に置くこと。 

 
別記第十三（第九条関連） 六フッ化ウランが収納され、又は包装

されている放射性輸送物に係る条件 
一 供試物に一・三八メガパスカル以上の水圧試験を行うこと。 
二 別記第十第二号及び第三号の条件の下に置くこと。 
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第 1 号様式（第 22 条、第 25 条関係）第一類白標識 

 
 

 
 
 
 

注 1 三葉マークは、第 5 号様式によるものとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等

の名称（当該放射性物質等が低比放射性物質等に該当する場合に

あっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び低

比放射性物質等の区分）を記入すること。この場合において、複

数の放射性物質等が収納され、又は包装されているときは、その

うち代表的なものの名称をできる限り記入すること。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等

の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核

分裂性物質のみが収納されている場合にあっては、その放射能量

の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 
4 2 及び 3 にかかわらず、収納され、又は包装されている放射性物

質等が異なる二以上の放射性輸送物が収納され、又は包装されて

いるオーバーパック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能

の欄には「携行書類を見ること（See Transport Documents）」と

記載することができる。 
5 本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を輸送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
6 ふちの内側の線の幅は 2 ミリメートル以上とする。 
7 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
斜 線 の 部 分 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

白 
黒 
白 
黒 
赤 
白 
黒 
黒 

 

 
第 2 号様式(第 22 条、第 25 条関係）第二類黄標識 

 
 

 

 
 

注 1 三葉マークは、第 5 号様式によるものとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等

の名称（当該放射性物質等が低比放射性物質等に該当する場合に

あっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び低

比放射性物質等の区分）を記入すること。この場合において、複

数の放射性物質等が収納され、又は包装されているときは、その

うち代表的なものの名称をできる限り記入すること。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等

の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核

分裂性物質のみが収納されている場合にあっては、その放射能量

の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 
4 2 及び 3 にかかわらず、収納され、又は包装されている放射性物

質等が異なる二以上の放射性輸送物が収納され、又は包装されて

いるオーバーパック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能

の欄には「携行書類を見ること（See Transport Documents）」と

記載することができる。 
5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を輸送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
7 ふちの内側の線の幅は 2 ミリメートル以上とする。 
8 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
斜 線 の 部 分 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

黄 
黒 
白 
黒 
赤 
白 
黒 
黒 
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第 3 号様式（第 22 条、第 25 条関係）第三類黄標識 

 
 

 
 

注 1 三葉マークは、第 5 号様式によるものとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等

の名称（当該放射性物質等が低比放射性物質等に該当する場合に

あっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び低

比放射性物質等の区分）を記入すること。この場合において、複

数の放射性物質等が収納され、又は包装されているときは、その

うち代表的なものの名称をできる限り記入すること。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等

の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核

分裂性物質のみが収納されている場合にあっては、その放射能量

の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 
4 2 及び 3 にかかわらず、収納され、又は包装されている放射性物

質等が異なる二以上の放射性輸送物が収納され、又は包装されて

いるオーバーパック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能

の欄には「携行書類を見ること（See Transport Documents）」と

記載することができる。 
5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を輸送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
7 ふちの内側の線の幅は 2 ミリメートル以上とする。 
8 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
斜 線 の 部 分 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

黄 
黒 
白 
黒 
赤 
白 
黒 
黒 

 

 
第 3 号の 2 様式（第 22 条関係）臨界安全指数標識 

 
 

 

注 1 臨界安全指数の欄には、臨界安全指数を記入すること。また、オ

ーバーパック又はコンテナに付す場合にあっては、臨界安全指数の

合計値を記入すること。 
2 本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本邦外を

輸送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることがで

きる。 
3 ふちの内側の線の幅は 2 ミリメートル以上とする。 
4 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 
地 

文  字 
線 

白 
黒 
黒 
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第 4 号様式（第 22 条、第 25 条関係）腐食性物質副標識 

 
 

 

注 1 ふちの内側の線の幅は 2 ミリメートル以上とし、ℓは 0.25 セン

チメートル以上とする。 
2 本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を輸送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
3 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
下 半 分 の 地 
文 字 

線 
記 号 

白 
黒 
白 
黒 
黒 

 

 
第 5 号様式（第 22 条関係）三葉マーク 

 
 

 

 

注 1 ℓ は、0.2 センチメートル以上とする。 
 
 
 

 

2ℓ 

40ℓ 

40ℓ 
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第 5 号の 2 様式 （第 22 条関係） L 型輸送物標識 

 
 

 
 

 
 

注 1 国連番号は「UN」の文字に続けて記入すること。 
2 本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を運送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
3 色彩は、対照のはっきりした背景に黒又は赤で表示する。 
 

 
第６号様式（第 22 条関係）貨物機専用標識 

 

 

 

注 1 ℓ は、１センチメートル以上とする。 
2 本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を運送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
3 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 

地 
文 字 

線 
記 号 

だいだい 
黒 
黒 
黒 

 

 
 
 

105 ミリメートル 

74ミリメートル 
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第７号様式（第 22 条、第 25 条関係）コンテナ標識 

 
 

 

注 1 三葉マークは、第 5 号様式によるものとする。 
2 ℓ は、0.5 センチメートル以上とする。 
3 数字「7」の高さは 2.5 センチメートル以上とする。 
4 本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分を、本邦外

を運送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることが

できる。 
5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するもの

とする。この場合においては、「放射性（RADIOACTIVE）」の文

字を削ることができる。 
6 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 

上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

黄 
黒 
白 
黒 
白 
黒 
黒 

 

 
第８号様式（第 22 条、第 25 条関係）国連番号標札 

 
 

 

 
 
 
 

注 色彩は、次表によるものとする。 

部 分 色 彩 

地 
ふ ち の 部 分 
文 字 及 び 番 号 

だいだい 
黒 
黒 
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放射性物質等の輸送規制について 

 
国 空 航 第 5 4 2 号 
平成 13 年 6 月 29 日 
国 空 航 第 7 0 1 号 

一部改正 平成 26 年 12 月 10 日 

 

国土交通省航空局長 

 
放射性物質等の輸送規制について 

 
航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平成13年国土

交通省告示第1094号）の一部改正に伴い、放射性物質等の輸送規制に

ついて（平成13年国空航第542号）を下記のとおり一部を改正する。 

 
記 

 
１． 規則及び告示の改正に伴う主たる条項の解釈及び取扱い 

（１）告示第 1 条の 2（放射性物質等の適用除外）関係 
第 3 号中「放射性物質が含まれる製品」とは、消費者製

品であって最終消費者に販売された後のものをいう。 
（２）告示第 2 条（輸送許容放射性物質等）関係 

第 6 号イ中「全体に均一に分布している」とは、ウラン

235 が、金属、酸化物又は炭化物として存在する場合であ

って、収納物が格子状配列になっていないことをいう。 
（３）告示第 4 条（L 型輸送物として輸送できる放射性物質等）

関係 
第 1 号中「国土交通大臣が適当と認める試験」とは、国

際標準化機構の文書 ISO2919－2012「密封線源－一般要

件及び分類」のクラス 4 衝撃試験（200g 未満の場合）、ク

ラス 5 衝撃試験（200g 以上 500g 未満の場合）及びクラス

6 温度試験並びに ISO／TR9978－1992「密封線源－漏え

い試験法」の試験をいう。 
（４）告示第 9 条（放射性輸送物の基準）関係 

イ 第 1 号チで表示される内表面の「放射性」等の文字は、

原則として 1cm 角以上の大きさとする。 
ロ 第 2 号ヘ(1)中「国土交通大臣が適当と認める場合」とは、

液体状の放射性物質等を収納する目的で設計され、かつ、

経済産業大臣、文部科学大臣又は国土交通大臣の確認を受

けた B 型輸送物の容器を使用する場合をいう。 
ハ 第 2 号リ(2)及び第 6 号ロ(2)中「最大線量当量率の著し

い増加」とは、試験後の最大線量当量率が試験前の最大線

量当量率に比べて 20 パーセントを超えて増加している状

態をいう。 
ニ 第 6 号及び第 7 号にいう「国土交通大臣が適当と認める

基準」とは、国際標準化機構の文書 ISO1496／1－1990「シ

リーズ 1」の規格及び試験結果をいう。 
ホ 第 9 号ハ(1)及びニ(1)中「著しい応力」とは、輸送物を

構成する部材に対して働く許容されない応力をいう。 
（５）告示第 12 条（取扱場所）関係 

イ 「関係者以外の者」とは、旅客その他の当該積卸し作業

に関係のない者をいう。 
ロ 蔵置場所においては、被ばく防止の配慮がなされ、かつ、

事故時等の措置が作業員等に周知されていること。 
ハ 「集貨」とは、他のコンテナ等（他の運航者によるもの

を含む。）との間の距離が六メートル未満であるコンテナ

等の集合をいう。 
（６） 告示第 13 条（積載方法）関係 

「汚染の有無」については、当該航空機に係る月間の輸

送指数の合計が 1,500 を超える場合に検査するものとする。 
（７） 告示第 15 条（混載制限）関係 

「混載」とは、同一の貨物室に放射性輸送物等を積載す

ることをいう。この場合において、貨物室の広狭は問わな

い。 
（８）告示第 16 条（オーバーパック、コンテナ及び航空機に係

る線量当量率等）関係 
「国土交通大臣が適当と認めた場合」とは、輸送毎に関

係者が特定され、航空機の積載場所にこれら以外の者が立

ち入ることができないよう措置されているとともに航空

機乗組員等に対する被ばくがないことが確認された場合

とする。 
（９）告示第 19 条（取扱方法等を記載した書類の携行）関係 

イ 「輸送に関して留意すべき事項」には、英語又は日本語

により荷送人が次に掲げる事項を記載すること。 
ⅰ）荷送人及び荷受人の氏名及び住所（円滑な輸送を確保

するために荷送人又は荷受人の電話番号が記載される

べきである。） 
ⅱ）「UN」の文字を前置した告示第 22 条第 7 項中の表下

欄に掲げる国連番号 
ⅲ）告示第 22 条第 7 項中の表上欄に掲げる輸送物固有の

名称 
ⅳ）「クラス 7」の文字 
ⅴ）輸送物中の放射性物質の名称又は記号（二種類以上の

放射性物質が収納されている場合は、当該物質のうち主

たるものの名称又は記号を記載すること。） 
ⅵ）放射性物質の物理的及び化学的性状（ただし、当該物

質が特別形放射性物質である場合は、その旨を記載する

ことをもってこれに代えることができる。） 
ⅶ）最大放射能量（ベクレル単位で表すこと。） 
ⅷ）輸送カテゴリ（第一類白標識、第二類黄標識及び第三

類黄標識のうちいずれのものを貼付するかについて記

載すること。） 
ⅸ）輸送指数 
ⅹ）告示第 2 条第 6 号イからホのいずれかに該当する場合

は、その項目 
ⅹⅰ）告示第 2 条第 6 号ハ、ニ又はホに該当する場合は、

核分裂性核種の総量 
ⅹⅱ）告示第2条第6号ヘ(1)、(2)又は(3)に該当する場合は、

その項目 
ⅹⅲ）告示第 2 条第 6 号ヘ又はトに該当する場合は、臨界

安全指数 
ⅹⅳ）輸送物に関し、規則第 194 条第 2 項第 2 号ハ及びホ

に基づく国土交通大臣の確認並びに同項第 5 号に基づく

国土交通大臣の承認等を受けている場合は、当該確認又

は当該承認の番号 
ⅹⅴ）オーバーパック又はコンテナ（以下この号において

「オーバーパック等」という。）を使用する場合には、オ

ーバーパック等及び当該オーバーパック等に収納される

輸送物についての詳細な記述 
ⅹⅵ）専用積載により輸送されなければならない場合は、

「専用積載」の文字 
ⅹⅶ）LSA‐Ⅱ､LSA‐Ⅲ、SCO‐Ⅰ又は SCO‐Ⅱの各物

質にあっては、当該物質の放射能の量の合計をＡ２値で

除した値（告示別表第二の A2値が「制限なし」である物

質にあっては、0 とすること。） 
ロ 航空機乗組員及び客室乗務員に対して、書類の主な記載

内容等を周知すること。 
ハ L 型輸送物にあっては、イⅰ）、ⅱ）及びⅲ）の事項が荷

送人により記載された書類を携行すること。 
ニ 書類は航空運送事業者等の同意を得ている場合、電子デ

ータ処理（EDP）又は電子データ交換（EDI）技術による

情報に代えることができる。ただし、航空運送事業者等及

び荷送人は、必要な場合はただちに書面に印刷することが

できること。 
（10）告示第 20 条（BM 型輸送物の輸送条件）関係 

「放射性物質の取扱いに関し専門的知識を有する者」と

は、次のいずれかに該当する者（核燃料物質の取扱いに関

228



放射性物質等の輸送規制について（国土交通省航空局長） 

229 

しては、ホに該当する者を除く。）とする。 
イ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32 年法律第 166 号、以下「原子炉等規制法」とい

う。）第 41 条の原子炉主任技術者免状を有する者及び原子

炉主任技術者試験筆記試験合格者 
ロ 原子炉等規制法第 22 条の 3 の核燃料取扱主任者免状を

有する者 
ハ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（昭和 32 年法律第 167 号。以下「放射線障害防止法」と

いう。）第 35 条の第一種放射線取扱主任者免状を有し、か

つ、核燃料物質の取扱いに一年以上の経験を有する者 
ニ 放射線障害防止法第 35 条の第二種放射線取扱主任者免

状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに二年以上の経験を

有する者 
ホ 放射線障害防止法第 35 条の第一種放射線取扱主任者免

状又は第二種放射線取扱主任者免状を有する者 
ヘ 放射性物質の取扱いに関し、イからホまでに掲げる者（核

燃料物質の取扱いに関しては、イからニまでに掲げる者）

と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 
（11）告示第 22 条（標識又は表示）関係 

イ 他の危険性を有する放射性物質等が収納されている輸送

物等には、当該他の危険性に係る標識（六フッ化ウランを

収納するものは、第 1 項第 8 号の「腐食性物質副標識（第

四号様式）」）を、第 1 号から第 6 号までに掲げる標識に近

接して付すこと。 
ロ 第 2 項に定める事項を放射性輸送物等に表示する場合は、

その外面に、読みやすくかつ消えないように表示すること。

また、原則として、黒色で白地の上に１ｃｍ角以上の大き

さとなるように表示すること。 
ハ 第 2 項に定める事項に加え、A 型輸送物、IP－2 型輸送

物又は IP－3 型輸送物にあっては、当該輸送物の設計国の

国際車両登録記号及び製造者名、又は、輸送容器の識別記

号を、BM 型輸送物、BU 型輸送物又は六フッ化ウラン用

の輸送物にあっては、設計承認及び容器登録に係る記号を、

それぞれその外面に、読みやすくかつ消えないように表示

すること。また、原則として、黒色で白地の上に 1cm 角以

上の大きさとなるように表示すること。 
ニ 航空機用コンテナ（ULD）への表示については、第 1 項

の標識を用いるか、又は周囲に赤い斜線を施した 148mm
×210mm より大きいサイズのタグに“Class7”を表示し

たものを付すこと。また、ULD の収納物が告示第 20 条第

1 項に定めるものである場合は、当該 ULD が貨物機のみ

に積載可能である旨を当該タグに表示すること。 
（12）告示第 23 条（核物質防護に関する基準）関係 

イ 「輸送計画書」については、荷送人、荷受人及び運送人

が協議を行い、さらに、空港等の管理者とも相談したうえ

で策定すること。 
また、「輸送計画書」に記載する事項のうち、「(7) その

他必要な事項」には、「輸送計画書」の内容の不必要な分

散を防止するための方法を記載すること。 
ロ 「連絡通報体制」については、輸送責任者と指定連絡場

所における荷送人又は荷受人が随時連絡をとり得る体制

としておくこと。また、緊急時の連絡体制についても治安

当局等とも打合せを行った上で別途整備しておくこと。 
ハ 「核物質防護上の措置について知識と経験を有し、輸送

中の核物質防護の実施に関して責任を有する者」とは、当

該輸送において統括的責任を有する者であって、核物質の

輸送に関する業務について熟知しており、かつ、その経験

を有する者をいう。 
ニ 「警備人」とは、空港等の警備及び核物質防護のための

警備に関する知識と経験を有する者をいう。 
ホ 第 1 号ホ(1)及びチの「錠及び封印等」には、輸送物の包

装が含まれるものとする。 
ヘ やむを得ない事由により長期間駐機する場合であっても、

輸送中と同等の措置を講じること。 
（13）告示第 26 条関係 

告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合は、

輸送経路の選定にあたって、自然災害等による突発的な事

態が生ずる可能性が少ない地区を通過するよう配置する

こと。 
（14）告示第 30 条（他の危険性を有する放射性物質等）関係 

L 型輸送物であって、かつ、他の危険性を有する物件で

ある場合にあっては、その標識、表示その他の輸送方法に

関しては、告示第 30 条の規定にかかわらず、次に定める

ところによること。 
イ 他の危険性を有する物件が「航空機による爆発物等の輸

送基準等を定める告示（昭和 58 年運輸省告示第 572 号）」

（以下「危険物告示」という。）第 24 条に規定される微量

輸送許容物件である場合にあっては、告示に定めるものの

ほか、危険物告示第 24 条第 2 項及び第 3 項に定めるとこ

ろによること。 
ロ 他の危険性を有する物件が微量輸送許容物件の数量を超

える場合にあっては、告示に定めるもののほか、危険物告

示の定めるところによること。ただし、以下のⅰ）～ⅲ）

についてはこの限りではない。 
ⅰ）他の危険性を有する物件が危険物告示第 23 条に規定

する少量輸送許容物件であっても、同条の規定は適用し

ない。 
ⅱ）危険物告示第 17 条の書類に、同条第 1 項の事項に加

え L 型輸送物である旨も記載すること。 
書類記載例： 
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (ethanol and 
toluene mixture),Radioactive material, excepted 
package －  limited quantity of material,Class 3, 
PG II 
又は 
UN 1993 その他の引火性液体（他の危険性を有しな

いもの）、他に品名が明示されているものを除く（エタ

ノール及びトルエン混合物）、放射性物質、L 型輸送物、

少量輸送許容物件、分類番号 3、等級 2 
ⅲ）告示第 22 条第 4 項の規定は適用しない。 

（15）別記第八関係 
「国土交通大臣が適当と認める試験」とは、危険物輸送

に関する国際連合勧告［7］の包装に関する一般勧告に定

められる基準、又は、これらの基準と同等である要件に合

致するよう設計された輸送物に対する国際連合包装等級

Ⅰ又はⅡで要求された試験をいう。 
（16）被ばく防止のための措置 

イ 放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件（以

下「放射性物質等」という。）の輸送に従事する者（以下

「輸送従事者」という。）の放射線被ばくが一般人並の年

間 1 ミリシーベルト以下となっていることを確認するため、

航空機乗組員、客室乗務員及び地上作業員について、それ

ぞれ別記第 1 に定めるところにより年間被ばく線量（RY）

を算出し、毎年 2 月末日までに前年分をとりまとめ、国土

交通省航空局安全部運航安全課長あて報告すること。 
ロ 輸送従事者及び旅客の被ばくを防止するため、輸送指数

を算出することとされている放射性輸送物及び放射性輸

送物としないで輸送できる放射性物質等を輸送する場合

は、これらを客室及び操縦室の隔壁及び床面から別表に掲

げる距離以上の距離をおいて積載すること。 

 
２．国土交通大臣の確認に係る取扱い 

（１）放射性輸送物の確認 
イ 国土交通大臣は規則第 194 条第 2 項第 2 号ハ、ニ又はヘ

（放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限

る。）の規定による確認（以下「放射性輸送物の確認」と

いう。）を行う場合には、次のⅰ）～ⅳ）に掲げる場合を
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除き、積載前に発送時検査等を適宜行うものとする。 
ⅰ）六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射

性輸送物にあっては、告示第 11 条第 1 項第 1 号の書面

の提出があり、かつ、輸送しようとする者が発送時検査

を実施する場合 
ⅱ）六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射

性輸送物以外の放射性輸送物にあっては、告示第 11 条

第 1 項第 2 号の確認がなされる場合 
ⅲ）告示第 8 条第 1 号、第 2 号（ハを除く。）又は第 4 号

に該当する放射性物質等を収納した放射性輸送物にあ

っては、告示第 11 条第 2 項第 1 号の書面の提出があっ

た場合 
ⅳ）放射性物質等が本邦以外の地において国土交通大臣が

適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされ

る場合 
ロ 放射性輸送物の確認を受けようとする者は、輸送のつど、

別記第 2 の放射性輸送物確認申請書記載要領に従い作成し

た様式第 1 の申請書を提出し、確認を受けること。 
ハ 放射性輸送物の確認を申請しようとする者は、輸送を開

始しようとする日の原則として 1 ヶ月前までに当該申請書

を航空局安全部運航安全課に提出すること。 
（２）放射性輸送物の輸送の確認 

イ 国土交通大臣は規則第 194 条第 2 項第 2 号ホ又はヘ（放

射性輸送物に関する技術上の基準に係るものを除く。）の

確認（以下「放射性輸送物の輸送の確認」という。）を行

う場合は、次のⅰ）及びⅱ）に掲げる場合を除き、輸送前

に積載時検査等を適宜行うものとする。 
ⅰ）放射性輸送物が国土交通大臣の指定する者により輸送

される場合、この場合当該指定を受けようとする者は、

別記第 3 の放射性輸送物輸送者指定申請書記載要領に従

い作成した様式第 2 の申請書を航空局安全部運航安全課

に提出すること。なお、指定期間は原則として 1 ヶ年と

し、国土交通大臣が必要と認めるときは、指定を取り消

すものとする。 
ⅱ）放射性輸送物が本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を

輸送される場合。 
ロ 放射性輸送物の輸送の確認を受けようとする者は、様式

第 3 の申請書に、当該輸送の安全性を証する別記第 4 の輸

送計画書記載要領に従い作成した様式第 4 の輸送計画書を

添付して申請すること。 
ハ 放射性輸送物の輸送の確認を申請しようとする者は、輸

送を開始しようとする日の原則として 3 週間前までに当該

申請書及び輸送計画書を航空局安全部運航安全課に提出

すること。 

 
附 則（平成26年12月10日国空航第701号） 

この通達は、平成27年1月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（１．（16）ロ関係）  

 
 輸送指数の合計  最小許容   輸送指数の合計  最小許容 

  距離(ｍ)    距離(ｍ) 

   0.1－ 1.0    0.30     25.1－ 30    3.20 
   1.1－ 2.0    0.50     30.1－ 35    3.50 
   2.1－ 3.0    0.70     35.1－ 40    3.75 
   3.1－ 4.0    0.85     40.1－ 45    4.00 
   4.1－ 5.0    1.00     45.1－ 50    4.25 
   5.1－ 6.0    1.15     50.1－ 60    4.65 
   6.1－ 7.0    1.30     60.1－ 70    5.05 
   7.1－ 8.0    1.45     70.1－ 80    5.45 
   8.1－ 9.0    1.55     80.1－ 90    5.80 
   9.1－10.0    1.65     90.1－100    6.10 
  10.1－11.0    1.75    100.1－110    6.45 
  11.1－12.0    1.85    110.1－120    6.70 
  12.1－13.0    1.95    120.1－130    7.00 
  13.1－14.0    2.05    130.1－140    7.30 
  14.1－15.0    2.15    140.1－150    7.55 
  15.1－16.0    2.25    150.1－160    7.80 
  16.1－17.0    2.35    160.1－170    8.05 
  17.1－18.0    2.45    170.1－180    8.30 
  18.1－20.0    2.60    180.1－190    8.55 
  20.1－25.0    2.90    190.1－200    8.75 

※輸送指数の合計は、一の航空機に積載される全ての輸送物、

オーバーパック及びコンテナの指数の合計とする。ただし、

輸送物、オーバーパック又はコンテナがいくつかのグループ

に分けられて積載される場合は、当該グループ毎に輸送指数

の合計を求め、上記に定めるところによること。この場合、

グループ相互の距離は、グループ毎の輸送指数の合計のうち、

大きい方を別表にあてはめて得られた最小許容距離の3倍以

上とすること。 

 

 
別記第１（１．（15）イ関係）  

 
１．年間被ばく線量の算出式 

【国際線における航空乗組員の年間被ばく線量】  

ＲＹ＝（当該路線の平均放射線量率）×（路線の補正係数） 

×（平均年間乗務時間）×（安全係数） 
 

（当該路線の全便数）

の合計値）（当該路線の輸送指数
＝     

 

×
２

２

ら操縦席までの距離）（輸送物の中心位置か

｝平均直径）｛１＋（輸送物一個の 1/2
 

 
×｛平均年間飛行時間＋（平均年間乗務時間×１時間）｝ 

 
×２ 

 
【客室乗務員及び国内線における航空機乗組員の年間被ばく線量】 

ＲＹ＝（当該路線の平均放射線量率）×（距離の補正係数） 

×（当該路線に乗務する回数） 

×（当該路線の１回の乗務時間） 

×（安全係数） 

 

（全路線便数）

の合計値）（当該路線の輸送指数
＝     

 

×
２

２

の距離）ら客室又は操縦席まで（輸送物の中心位置か

｝平均直径）｛１＋（輸送物一個の 1/2
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× 　
間１便当りの平均飛行時

（平均年間飛行時間）
 

 
×（当該路線の１回の乗務時間） 

 
×２ 

 
【地上作業員の年間被ばく線量】   

（１）トラフィック、上屋等において作業を行う場合  

イ 輸送物がULDに収納され、フォークリフトにより積み付け

られる場合 

 

）の従事者数（トラフィック及び上屋

）｝合計（｛一年間の輸送指数の
＝

M

TI
1070.1RY 3- 

 

          5-102.55＋ ×（TI）  

 
ロ L型輸送物がULDにより又はA型輸送物がバラ積みにより

積み付けられる場合  

 
TI)102.13M)TI(1036.2RY -5-3 （＋／＝      

 
ハ 輸送物の大半がバラ積みである場合  

 
ＲＹ＝1.24×10-2×（TI／M）＋3.25×10-5×（TI）  

                +8.56×10-8×｛TI×総取扱い個数（L）／（M）｝

  
（２）搭載作業の場合  

イ ULDをリフトで持ち上げて搭載する場合  
 

）搭載従事者数（

）（
＝

N

TI
102.17RY 3-      

 
ロ 主にベルトコンベアーを用いて搭載する場合  

 
ＲＹ＝3.85×10-3 ×（TI／N）  

 
ハ 主に手作業で搭載する場合   

 
ＲＹ＝2.76×10-2 ×（TI／N）  

 
２．輸送従事者の年間被ばく線量の算出条件 

（１）各路線の片道を一路線とする。この場合、二地点間を直接

結ぶ片道を一つの路線とし、経由地がある場合は、出発地→

経由地、経由地→経由地、経由地→到着地というように分割

されたそれぞれを一つの路線とする。 
（２）国際線航空機乗組員は、常に特定路線に乗務すると考える。

特定路線は、放射性物質等の輸送が行われている路線のうち、

当該路線の輸送指数の年間合計値を当該路線の年間就航便数

で割った平均値が高いものから順に３路線選定する。 
（３）国際線では、旅客機、貨物機の区別はせず、距離の補正係

数は全て貨物機の値を用いる。この場合、輸送物は上部貨物

室内にランダムに積載されているものとする。 
（４）客室乗組員及び国内線航空機乗組員は、国内線又は国際線

のいずれにおいても全路線に平均して乗務するものとする。 
（５）「平均年間乗務時間」は、特定路線しか考えていないので

「当該路線の 1 回の乗務時間」×「当該路線に乗務する回数」

と等しくなる。従って「平均年間乗務時間」の算定に当たっ

ては、「平均年間飛行時間」に「放射性物質等を搭載している

航空機に乗務したときのブロック・タイム以外の時間」×「平

均年間乗務回数」を加えればよい。 
（６）「輸送物 1 個の平均直径」は 0.5m とする。 
（７）「輸送物の中心位置から客室又は操縦室までの距離」は下

記の要領により算出する｡ 
イ 輸送物の貨物室内での積載場所については、特に異なる

取扱いがなされている場合を除き、当該路線の全便につい

て、輸送物は貨物室中央に積載されているものとする｡ 
ロ 距離の算出に当たっては、機体左右方向の成分は無視し

てよい。 
ハ 輸送物の中心位置から操縦室までの距離の算出について

は、航空機乗組員は乗務時間中、操縦室に座っているもの

とし、輸送物から見た航空機乗組員のうち輸送物に最も近

い位置にいる者までの距離を当該距離とする。この場合、

輸送物の平均的位置を次の式により算出する。 
   

－１
ｇ）（ｅｇ）－　（ｆ

　－　ｅ／ｇ／
＝

ｇ /tan/tan

gf
 

W
11      

 
但し、e：操縦席から上部貨物室最前方壁までの水平距離 

f：操縦席から上部貨物室最後方壁までの水平距離 

g：操縦席から輸送物中心までの垂直距離 

w：輸送物の平均的位置（即ち、その位置に積載し

た場合貨物室内にランダムに積載した場合と

等しい放射線量を受けることとなる位置） 

 
ニ 輸送物の中心位置から客室までの距離の算出については、

次のとおりとする。 

(a) 輸送中、客室乗務員は客室内を均等に歩き回るものとし

て輸送物から見た客室乗務員の平均的な位置を次の式に

より算出する。（図参照） 

    

－１
ｃ）（ａｃ）－　（ｂ

ｂ／ｃ　－　ａ／ｃ
＝

ｃ

ｘ

/tan/tan
 

11 
    

 
但し、tan－１

はラジアンで表した値とする。 

 
(b) 輸送物の中心位置から客室までの距離を次の式により

算出する。 

 

＋１（ｘ／ｃ）Ｌ＝ｃ 2  

 
図 

 

 

                                                             

                 

                                       

                                                    

  

                                                             

      

 

 

 

 

 
輸送物中心位置から客室床面への垂線の足を基準点 0 とする。 
また、輸送物中心位置から基準点 0 までの距離をＣとする。 
基準点 0 を原点とし、機体軸に平行に機体後方を正とする座標

軸をとり、客室最前方壁をａ、客室最後方壁をｂとし、客室乗務

員の平均的位置をｘとする。従って、ａ，ｂ，ｘは基準点 0 より

機体前方側にあれば負の値、機体後方側にあれば正の値となる。 

 

 

最前方壁 最後方壁 客室 

ａ 

客室乗務員の 
平均的位置 

ｘ 
基準点(0) 

0

機

体

前

方 

（－）

機

体

後

方 

（+） 

ｂ ｃ 

貨物室 

輸送物中心位置 

＊ 

Ｌ 
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（８）「平均年間飛行時間」は、一乗組員の全路線にわたる年間

飛行時間（ブロック・タイムで表したもの）の平均値とする。 
（９）「当該路線の１回の乗務時間」は、当該路線のブロック・

タイムに含まれない離陸前、着陸後の機内に滞在する時間と

して、それぞれ 30 分、合計 1 時間を、ブロック・タイムで

表した飛行時間に加算した値とする。 
（10）「1 便当たりの平均飛行時間」は、全路線にわたる全便の飛

行時間（ブロック・タイムで表したもの）の年間合計量を、

全路線にわたる年間就航便数の合計値で割った値とする。 

 

 
別記第２（２．（１）ロ関係） 

放射性輸送物確認申請書記載要領 

 
（１）用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とし、横書きとすること。 

（２）輸送の目的は、輸送する放射性物質等の用途、発着地等を簡潔

に記載すること。 

例1 「○○発電所の○○炉用の燃料を加工するため、○○

から○○加工工場へ輸送すること。」 

例2 「医療用大量照射線源とするため、○○事業所から○

○病院まで輸送する。」 
（３）３の「輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」

という。）設計者等において用いられる容器の型式又は名称及び

容器の製造番号並びに容器登録の登録番号を有する場合には、

その番号を記載すること。 
（４）４の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第 194 条第 2

項第 2 号及び告示第 2 条に定める輸送許容放射性物質等に該当

することの説明及び下記の例に従い規則第 194 条第 2 項第 2 号

イ、ニ及びヘに規定する種類を記載すること。 
例 BM 型輸送物（六フッ化ウラン、告示第８条第○号の

放射性物質を収納した輸送物） 
（５）５の「輸送物の概要」は、①容器の材料及び構造、②輸送物

の主要諸元（長さ、幅、高さ及び総質量）、③容器の設計者名、

製造者名及び所有者名等を記載するとともに、輸送物の写真又

は説明図を添付すること。なお、容器を分離して使用すること

のできるものは、それぞれの容器についてのデータも記載する

こと。 
（６）６の「輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送

基準を定める告示」（平成 13 年国土交通省告示第 1094 号）に

定める技術上の基準に適合することの説明」には、安全解析書

を別紙として添付すること。ただし、過去に安全解析書が添付

された輸送物と同一の輸送物（型式及び種類並びに収納される

放射性物質等の名称及び数量が同一であるものをいう。）を作成

する場合は、当該基準の適合性について簡単にとりまとめ記載

することにより当該安全解析書の添付にかえることができる。 
（７）７の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送す

る放射性物質等のデータを記載すること。なお、放射能量、発

熱量等を計算により算出したデータについてはその算出方法を、

実測によるデータについてはその測定方法及び測定日時をそれ

ぞれ記載すること。 
（８）７（１）の「名称」には、当該放射性物質等の化学式につい

ても記載すること。 
（９）７（４）の「物理的、化学的性質」には、当該放射性物質等

が特別形に該当するか否か及び気体、液体又は固体のいずれで

あるか、他の危険性の有無及び他の危険性を有する場合はその

分類と区分についても記載すること。 
（10）７（６）の「吸収線量率」は、劣化ウラン、天然ウラン、ト

リウム又は低濃縮ウラン（濃縮度が 10％未満のもの）の照射さ

れた直後の吸収線量率を記載し、その他の場合は輸送時点での

吸収線量率を記載すること。 

 

 

 

別記第３（２．（２）イⅰ）関係） 

放射性輸送物輸送者指定申請書記載要領 

 
（１）用紙の大きさは日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとするこ

と。 
（２）代理申請の場合にあっては、申請者側には本人たる指定を受

けようとする者の氏名又は名称及び住所も明記すること。 
（３）２の「航空運送事業の概要」は、①資本金、②当該航空運送

事業のための事務所その他の事業所の名称及び所在地、③就航

路線の起点寄航地及び終点並びにそれら相互間の距離、④使用

航空機の総数並びに各航空機の型式、国籍記号及び登録記号、

⑤運航回数、⑥整備の施設及び運航管理の施設の概要、⑦航空

従事者の資格別の数及び運航管理者の数、⑧旅客及び貨物の年

間輸送実績及びそのうち日本発着の実績（過去 5 年間）を記載

すること。 
（４）３の「事故の概要」は、事故の日時、場所、事故の態様、被

ばく者の数及び事故の原因について記載すること。 
（５）４の「放射性輸送物輸送管理体制」は、放射性輸送物の輸送

に係る施設の整備及び管理の状況、社内各部門間等の通常時及

び緊急時における連絡体制について記載すること。 
（６）５の「その他特記すべき事項」には、近々の放射性物質等の

輸送予定等を記載すること。 

 

 
別記第４（２．（２）ロ関係） 

輸送計画書記載要領 
 

（１）用紙の大きさは日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとするこ

と。 
（２）１の「輸送の目的」は、輸送する放射性物質等の用途、発着

地等を簡潔に記載すること。 
例 1 「○○発電所の○○炉用の燃料を加工するため、○

○から○○加工工場へ輸送する。」 
例 2 「医療用大量照射線源とするため、○○事業所から

○○病院まで輸送する。」 
（３）３の（１）から（３）までの「出発日時」、「到着日時」及び

「経由日時」は、日本時間で記載すること。 
（４）３の（２）及び（３）の「到着空港等の名称」及び「経由空

港等の名称」は、予定される代替空港等の名称も記載すること。 
（５）航空法施行規則第 194 条第 4 項又は第 5 項の確認を受けたも

のにあっては、その確認書等の写しを添付する場合は、４の（４）

（輸送物の主要諸元に関する記述及び輸送物を示す写真又は 
説明図の添付を除く。）、（５）及び(12）についてはこれを省略

することができる。 
（６）４の（２）から（14）までについては、輸送物ごとに記載す

ること。 
（７）４の（２）の｢輸送容器の型式又は名称｣は、輸送容器（以下

「容器」という。）設計者等において用いられる容器の型式又は

名称及び容器の製造番号並びに容器登録の登録番号を有する場

合には、その番号を記載すること。 
（８）４の（３）の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第 194

条第 2 項第 2 号及び告示第 2 条に定める輸送許容放射性物質等

に該当することの説明及び下記の例に従い規則第 194 条第 2項

第 2 号イ、ニ及びヘに規定する種類を記載すること。 
例 BM 型輸送物（六フッ化ウラン、告示第 8 条第○号の

放射性物質を収納した輸送物） 
（９）４の（４）の「輸送物の概要」は、①容器の材料及び構造、

②輸送物の主要諸元（長さ、幅、高さ及び総質量）、③容器の設

計者名、製造番号及び所有者名等を記載するとともに、輸送物

の写真又は説明図を添付すること。 
（10）４の（５）の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際

に輸送する放射性物質等のデータを記載すること。ただし、吸

収線量率については、劣化ウラン、天然ウラン、トリウム又は
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低濃縮ウラン（濃縮度が 10％未満のもの）の照射済燃料にあっ

ては照射された直後の値を記載すること。 
（11）４の（５）の「収納している放射性物質等の仕様」のうち、

「名称」には化学式も、「物理的、化学的性質」には、特別形か

どうか、気体、液体又は固体のいずれかであるか他の危険性の

有無及び他の危険性を有する場合はその分類と区分についても

記載すること。 
（12）４の（10）の「輸送物の表面の温度」については、BM 型輸

送物及び BU 型輸送物についてのみ記入すること。 
（13）４の（11）の輸送物及び ULD に表示される標識等について

は、告示第 22 条及び本通達１．(10)に定める標識又は表示の内

容を記載すること。 
例 標識：第 1 類白標識 

表示：A 型、UN2915 放射性物質 A 型輸送物、Dry ice 
200g 

（14）５の「コンテナで輸送する場合」の記載事項（ (7) を除く。）

については、輸送物を収納するコンテナ毎に記載すること。 
（15）５の（８）の「コンテナの外観図」は、三面図及び鳥かん図

によることとし、かつ、告示第 22 条に規定する標識又は表示

が付され、又は行われていることを明示しうるものであること。 
（16）６の（１）の「航空機の概要」は、航空機の型式、国籍記号、

登録記号、旅客機と貨物機（現に旅客が搭乗していない航空機

をいう。）の別等を記載すること。 
（17）６の（３）の「航空機への積載方法及び固縛方法」は、積載

位置（告示第 13 条第 2 項の旅客等が通常使用する区画への積

載禁止、告示第 15 条の混載制限及び通達記１．（13）ロの積載

距離制限の遵守状況がわかる航空機貨物室の見取図を添付する

こと。）並びに移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性

が損われないようにするための固縛方法等の措置、BM 型輸送

物及び BU 型輸送物にあってはその表面の温度が 50 度を超え

ないようにするための措置について記載すること。 
（18）７の（１）の「輸送責任者及び輸送実施者（機長等）の氏名

等」には、告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合

にあっては、輸送責任者が核物質防護上の措置について知識と

経験を有することの説明及び輸送責任者が講じる措置の具体的

内容についても記載すること。 
（19）７の（３）の「貨物搭載要領」には、BM 型輸送物又は BM

型輸送物が収納されているコンテナを輸送する場合にあっては、

立ち会う専門家の氏名並びに放射性測定器及び保護具の携行状

況についても記載すること。 
（20）７の（４）の「事故時の措置」は、事故時の応急措置、連絡

体制等を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１（２．（１）ロ関係） 

 
放 射 性 輸 送 物 確 認 申 請 書 

 

 
国 土 交 通 大 臣  殿 

年  月  日 

 
申請者の氏名又は名称 

住所 

連絡先 

 
下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）について、航空

法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号、以下「規則」という。）

第１９４条第２項第２号に基づく輸送物の確認をしていただきたい

ので、「放射性物質等の輸送規制について」（平成１３年国空航第５

４２号。以下「通達」という。）に従い申請いたします。 

 
記 

 
１．輸送の目的 

２．輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所 

３．輸送容器の型式又は名称 

４．輸送物の種類等 

５．輸送物の概要 

６．輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定

める告示」（平成１３年国土交通省告示第１０９４号）に定める

技術上の基準に適合することの説明 

７．収納している放射性物質等の仕様 

（１）名称 

（２）核種 

（３）質量 

（４）物理的、化学的性質 

（５）放射性濃度（二種類以上の放射性物質等が収納されて

いる場合にあってはその種類ごとの値及び合計値） 

（６）核燃料物質にあっては、その他濃縮度、冷却日数、発熱

量、吸収線量率（核物質防護措置が特に必要な放射性物質

等が収納されている場合に限る。）等の仕様に関する事項 

（７）容器への収納方法 

８．輸送制限個数 

９．輸送物の輸送指数 

１０．輸送時における取扱上の注意事項 

１１．輸送予定年月日、区間及び便名  

１２．通達２．（１）イの発送時検査等を受ける場合には、当該検査

を希望する場所及び日時 

１３．通達２．（１）イの発送時検査等の免除を希望する場合には、

通達２．（１）イⅰ）～ⅲ）のいずれに該当するかの説明 

１４．その他の特記事項 
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様式第２（２．（２）イｉ）関係） 

 
放 射 性 輸 送 物 輸 送 者 指 定 申 請 書 

 
国 土 交 通 大 臣 殿 

年  月  日 

 
申請者の氏名又は名称 

住所 

連絡先 

 
航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平成１３年国

土交通省告示第１０９４号）第２４条に規定する国土交通大臣が指定

する者として指定していただきたく、「放射性物質等の輸送規制につ

いて」（平成１３年国空航第５４２号）に従い申請いたします。 

 
記 

 
１．航空運送事業者としての免許又は許可を受けた日付け及び当該

免許又は許可の番号 

２．航空運送事業の概要 

３．放射性物質輸送の実績（過去３年間）並びに当該輸送に係る輸

送物の事故歴の有無及び事故歴がある場合にあってはその事故の

概要 

４．放射性輸送物輸送管理体制 

５．その他特記すべき事項 

 

 
様式第３（２．（２）ロ関係） 

 
放 射 性 輸 送 物 輸 送 確 認 申 請 書 

 
    国 土 交 通 大 臣 殿 

 
年  月  日 

 
申請者の氏名及び名称 

住所 

連絡先 

 
別添の輸送計画書に記載する放射性輸送物の輸送につき、航空法施

行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）第１９４条第２項第２号に基

づく放射性輸送物の輸送の安全の確認をしていただきたく、「放射性

物質等の輸送規制について」（平成１３年国空航第５４２号。以下「通

達」という。）に従い下記のとおり申請したします。 

 
記 

 
１．通達２．（２）イの積載時検査等を受ける場合は、当該検

査を希望する場所及び日時 

２．通達２．（２）イの積載時検査等の免除を希望する場合は、

通達２．（２）イⅰ）又はⅱ）のいずれに該当するかの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４（２．（２）ロ関係） 

 
別添 

 
輸 送 計 画 書 

 
１．輸送の目的 

 
２．輸送人の氏名又は名称及び住所 

３．予定輸送経路及び日時等 

（１）出発空港等の名称及び出発日時 

（２）到着空港等の名称及び到着日時 

（３）経由空港等の名称及び経由日時 

（４）その他 

４．輸送しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。） 

（１）輸送物の個数 

（２）輸送容器の型式又は名称 

（３）輸送物の種類等 

（４）輸送物の概要 

（５）収納している放射性物質等の仕様 

名称、核種、質量、物理的化学的性質、放射能強度、濃縮

度、冷却日数、発熱量、容器への収納方法、吸収線量率 

（６）輸送物の輸送制限個数 

（７）輸送物の表面及び表面から１メートルの距離における線量当

量率 

（８）輸送物の輸送指数 

（９）輸送物の表面からの平均熱放出率（ワット毎平方メートル） 

（10）輸送物の表面温度 

（11）輸送物及びULDに表示される標識等 

（12）輸送物の作成者の氏名及び住所 

（13）荷送人の氏名又は名称及び住所 

（14）荷受人の氏名又は名称及び住所 

５．コンテナで輸送する場合 

（１）コンテナの収納者の氏名又は名称及び住所 

（２）コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、幅、高さ、質

量、適合規格等） 

（３）コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及

び輸送容器の名称又は型式 

（４）輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）

の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率 

（５）コンテナの輸送指数 

（６）コンテナの放射能面密度 

（７）コンテナの個数 

（８）コンテナの外観図 

６．航空機及び航空機への積載方法 

（１）航空機の概要 

（２）専用積載の場合にあってはその旨 

（３）航空機への積載方法及び固縛方法 

（４）輸送物を積載した航空機の表面及び表面から2メートルの距

離における最大線量当量率 

（５）航空機の表面の放射能面密度 

（６）航空機の積載場所の汚染の有無 

（７）積載した輸送物等の輸送指数の合計値 

７．輸送実施体制 

（１）輸送責任者及び輸送実施者（機長等）の氏名等 

（２）機長等への通報要領 

（３）貨物搭載要領 

（４）事故時の措置 

（５）核物質防護措置が必要な場合には、告示第２３条第１号に規

定する核物質防護に関する輸送計画書 

８．その他 
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放射性輸送物輸送確認申請書に添付する「輸送計画書」

の記載事項等について 
空 航 第 5 3 1 号 
昭和 53 年 7 月 20 日 

改正 国 空 航 第 3 4 2 号 
平成 25 年 8 月 1 日 

 
国土交通省航空局安全部運航安全課長 

 
放射性輸送物輸送確認申請書に添付する「輸送計画書」の記載事項等

について 
 

航空法施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56 号）（以下「規則」と

いう。）第 194 条第 2 項第 2 号に基づく放射性輸送物の輸送の安全

性の確認（以下「放射性輸送物輸送確認」という。）のための放射性

輸送物輸送確認申請書に添付する輸送計画書には、下記に示す事項､

説明等を記載して下さい。 
航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平成 13 年

国土交通省告示第 1094 号）（以下「告示」という。）第 19 条の取扱

方法等を記載した書類には、放射性輸送物輸送確認に係る場合にあ

っては、別添 1 に示す事項を記載して下さい。また、輸送計画書７

（４）事故時の措置は、別添 2 に示す措置を実施することとし、記

載して下さい。 
なお、放射性輸送物輸送確認は、輸送人が申請して下さい。 

 
記 

 
１．輸送の目的 

輸送する放射性物質等の用途、発着地等 
緊急性の有無。緊急性を有する場合にはその説明 

２．輸送人の氏名又は名称及び住所 
告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、告示

第 23 条に定める輸送計画書の策定又は所持等を行う者について

も記載すること。 
３．予定輸送経路及び日時等（日時は日本時間で記入すること。） 

（１）出発空港等の名称及び出発日時 
（２）到着空港等の名称及び到着日時並びに代替空港等の名称 
（３）経由空港等の名称及び経由日時並びに代替空港等の名称 
（４）その他、飛行経路（日本国内の部分については詳しく記入

すること。）所要時間等。 
告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、

次の事項についても記載すること。 
ａ 輸送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよ

う配慮されていることの説明。 
ｂ 自然災害による突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区

を通過することの説明。 
４．輸送しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）（（２）

～（10）については輸送物ごとに記入すること。） 
（１）輸送物の個数 
（２）輸送容器の型式又は名称及び承認年月日 

輸送容器（以下「容器」という。）設計者等において用い

られる容器の型式又は名称及び容器の製造番号、並びに容器

登録の登録番号等を有する場合にはその番号及び承認年月日

を記載すること。 
（３）輸送物の種類等 

ａ 当該輸送物が規則第 194 条第 2 項第 2 号本文及び告示第

2 条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明。 
（放射性輸送物確認書等の写しを添付する場合は省略す

ることができる。） 
ｂ 輸送物の種類 

規則第 194 条第 2 項第 2 号イ、ニ及びヘに規定する種類

を下記の例に従い記載すること。 
例 BM 型輸送物（六フッ化ウラン、告示第 8 条第○

号の放射性物質を収納した輸送物） 
 

（４）輸送物の概要 
ａ 容器の材料及び構造 
ｂ 輸送物の主要諸元（長さ、幅、高さ、総重量） 
ｃ 容器の設計者名、製造者名、所有者名 
ｄ 荷姿を示す写真又は説明図 

荷姿を示す写真又は説明図は、告示第 22 条に規定する

標識又は表示が付し又は行われていることを示しうるも

のであり、かつ、次の説明を加えること。 
（11）に定める標識又は表示の種類、標識又は表示の個

所及び数。 
表示については、それぞれの表示方法。 
放射性輸送物確認書の写しを添付する場合は、ａ及びｃ

については省略することができる。 
（５）収納している放射性物質の仕様（実際に輸送する放射性物

質等のデータを記載すること。） 
名称（化学式も記載すること。）核種、質量、物理的化学

的性質（特別形放射性物質等であるかどうか、気体・液体・

固体のいずれであるか、他の危険性の有無及び他の危険性を

有する場合はその分類と区分の記載を含むこと｡）、放射能強

度、濃縮度、冷却日数、発熱量、容器への収納方法吸収線量

率。 
（放射性輸送物確認書等の写しを添付する場合には、省略す

ることができる。） 
（６）輸送物の輸送制限個数 
（７）輸送物の表面及び表面から 1 メートルの距離における線量

当量率最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で記載する

こと。 
（８）輸送物の輸送指数 

算定過程は７（４）に記載すること。 
（９）輸送物の表面からの平均熱放出率 

ワット毎平方メートル単位で記載すること。 
（10）輸送物の表面温度 

BM 型輸送物及び BU 型輸送物の輸送物表面の温度。 
（11）輸送物及び ULD に表示される標識等は、告示第 22 条及び

放射性物質等の輸送規制について（平成 13 年国空航第 542
号）中１．（10）に定める標識又は表示の内容を記載するこ

と。 
標識：第 1 類白標識 
表示：A 型、UN2915 放射性物質 A 型輸送物、Dryice 

200g 
（12）輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所 

（放射性輸送物確認書等の写しを添付する場合は、省略する

ことができる。） 
（13）荷送人の氏名又は名称及び住所 

告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、

告示第 23 条に定める輸送計画書の策定又は所持等を行う者

についても記載すること。 
（14）荷受人の氏名又は名称及び住所 

告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、

告示第 23 条に定める輸送計画書の策定又は所持等を行う者

についても記載すること。 
５．コンテナ（コンテナをオーバーパックと読み替える場合を含む。）

で輸送する場合 
（（７）を除き輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。） 

（１）コンテナの収納者の氏名又は名所及び住所 
（２）コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、幅、高さ、

重量、適合規格等） 
コンテナの名称又は型式は、コンテナの製造者、番号等を

記載すること。 
コンテナの重量は規格上の最大重量（コンテナ自重＋積載

物重量）及びコンテナ自重を記載すること。 
（３）コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法

及び輸送容器の名称又は型式 
一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が告示

第 8 条第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する放射性物質を
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輸送する場合には、コンテナへの施錠及び封印その他の当該

コンテナが容易に開封されないための措置についての説明も

記載すること。 
（４）輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）

の表面及び表面から１メートルの距離における線量当量率 
最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で記載するこ

と。測定方法は算定方法の説明も記載すること。 
（５）コンテナ輸送指数 

輸送指数のみを記載し、算定過程等は７（４）に記載する

こと。 
（６）コンテナの放射能面密度 

α線放出の有無、及びコンテナの表面の放射性物質の放射

能面密度を Bq／cm2単位で記載すること。測定方法又は算定

方法の説明も記載すること。 
（７）コンテナの個数 

当該航空機に積載する放射性輸送物を収納したコンテナ

の個数。 
（８）コンテナの外観図 

三面図及び写真又は鳥瞰図により、告示第 22 条に規定す

る標識又は表示が付し又は行われていることを明示し、かつ、

次の説明を加えること。 
標識又は表示の種類。標識又は表示の箇所及び数。 
「国連番号」等の表示及びコンテナ標識等に、それぞれ該

当するかどうかの説明。該当するものについては、それぞれ

の表示方法。 
６．航空機及び航空機への積載方法 

（１）航空機の概要 
航空機の型式、国籍及び登録記号、旅客機又は貨物機の別、

旅客の搭乗の有無等を記載すること｡（国籍及び登録記号につ

いては申請時点に確定しない場合は省略することができる。） 
（２）専用積載の場合にあってはその旨 

専用積載の場合には、当該航空機が一の荷送人により専用

されることの説明、及び積込み及び取卸しが被ばく防止の観

点からを含め、荷送人又は荷受人の指示により行われること

の説明。 
（３）航空機への搭載方法及び固縛方法 

ａ 積載方法の説明 
ⅰ）輸送物の積載方法及び固縛方法を決定する際に考慮し

た、飛行中輸送物積載場所に作用する加速度及び非常着

陸時に作用する加速度の説明。 
飛行中に作用する加速度としては、耐空性審査要領

（米国連邦航空規則 FAR Part１及び 23～35 に準拠）に

規定する運動荷重及び突風荷重に対応するものとし、非

常着陸時に作用する加速度としては、耐空性審査要領の

非常着陸状態の項に規定する慣性力が作用するものと

すること。非常着陸時に作用する加速度は、耐空類別が

飛行機輸送Ｔである飛行機にあっては、通常時の値とな

る。 
上 方  3.0g 前 方  9.0g 
側 方 4.0g 下 方  6.0g 後 方  1.5g 

ⅱ）ⅰ）の荷重による放射性輸送物等の移動、転倒、転落

等の可能性、又は移動、転倒、転落等により放射性輸送

物の安全性が損なわれる可能性についての説明。 
ⅲ）輸送中、ⅰ）を考慮した混載物等の荷重により輸送物

の安全性が損なわれる可能性についての説明。 
ⅳ）放射性輸送物等の積載場所の説明（説明図を添付する

こと。） 
ⅴ）放射性輸送物等の輸送指数（算定過程は７（４）に記

載すること。）及び航空機客室の内面又は操縦室の隔離

若しくは床面からの距離の説明｡（説明図を添付するこ

と。） 
ⅵ）告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合に

は、放射性輸送物が人手により容易に移動されないため

の方法についての説明。 
ｂ 臨界の防止 

ⅰ）核燃料物質の輸送であるかどうかの説明 
ⅱ）核燃料物質の輸送の場合には次の措置の説明 

水の侵入に対する臨界防止措置。 
中性子吸収材又は中性子減速材の効力のそう失に対

する臨界防止措置。 
輸送物相互又は放射性収納物相互の接近に対する臨

界防止措置。 
水中又は雪中への浸漬に対する臨界防止措置。 
温度変化に対する臨界防止措置。 
輸送容器又は密閉装置の形状の変化に対する臨界防

止措置。 
その他、臨界に達する可能性の評価。 

ｃ 混載制限 
ⅰ）表面からの平均熱放出率 

混載物の有無。 
表面からの平均熱放出率が 15Ｗ／㎡を超えており、混

載物が有する場合は、熱を除去する措置の設置又はその

他の特別な措置の説明。 
ⅱ）火薬類（隔離区分が S のものを除く。）その他放射性

輸送物の安全な輸送を損なうおそれのある物件との混

載の有無。 
申請時点で混載物を明らかにすることが困難な場合

は、混載制限を遵守するためにとられる危険品受託時の

航空会社内の体制の説明を記載すること。 
ｄ BM 型輸送物及びＢＵ型輸送物の輸送物表面の温度に対

する措置。（BM 型輸送物又は BU 型輸送物に該当する場合

に記載すること。） 
ⅰ）輸送物確認の際の通常時試験後の輸送物表面の温度。 
ⅱ）輸送中、輸送物表面の温度が 50℃を越えないことの説

明、又は輸送物周囲の空隙の状態、カバー、又は上積み

の有無、隣接する他の貨物の積上げ高さ及び天井との距

離等の積載方法の説明。 
（４）輸送物を積載した航空機の表面及び表面から 2m の距離に

おける最大線量当量率具体的測定場所及び測定値又は計算値

の説明 
（５）航空機の表面の放射能面密度 

具体的測定場所及び測定値又は計算値の説明。 
（６）航空機の積載場所の汚染の有無 

汚染の有無の理由。 
（７）積載した輸送物等の輸送指数の合計値 

ａ 輸送指数の算定 
告示第 17 条に従って、放射性輸送物及び放射性輸送物

が収納されているコンテナの輸送指数を算定した過程、又

は輸送指数を定める必要がないことの説明を記載するこ

と。 
コンテナの最大断面積を記載する必要がある場合は、最

大断面積となるコンテナの断面のとり方についても説明

を加えること。 
ｂ 当該航空機に積載する輸送指数の合計値、その算式及び

その他告示第 18 条により必要となる説明。 
申請時点で輸送指数又はその合計値を明らかにするこ

とが困難な場合は、積載限度等を遵守するためにとられる

放射性輸送物受託時の航空会社内部の体制の説明を記載

すること。 
７．輸送実施体制 

（１）輸送責任者及び輸送実施者（機長等）の氏名等 
当該輸送（日本国内での積込み取卸しを含む｡）に係る実

施責任者及び実施に当たる者の氏名等を記載すること。 
告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、

輸送責任者が核物質防護上の措置について知識と経験を有す

ることの説明及び輸送責任者の行う措置の具体的内容につい

ても記載すること。 
（２）機長等への通報要領 

具体的な通報体制を記載すること。 
（３）貨物搭載要領 
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ａ 取扱場所 
（日本国内での積込み取卸し等についてのみ記載するこ

と。） 
積込み取卸し等の取扱場所、方法等の説明。 

ｂ BM 型輸送物等の場合の専門家の立会い 
（BM 型輸送物等を日本国内で積込み又は取卸す場合につ

いてのみ記載すること。） 
ⅰ）積込み、取卸しの際に立合わせる専門的知識を有する

者の氏名、所属、資格及び必要な場合には経験。 
ⅱ）立会時に携行する放射線測定器の名称、検出できる放

射線、及び検出範囲並びに立会い時に携行する保護具。 
ｃ 取扱方法等を記載した書類 

取扱方法等を記載した書類の名称を記載し、書類の写し

を添付すること。書類には別添１に示す事項が記載されて

いること。 
（４）事故時の措置 

別添２に示すように、輸送前に、事故処理の要領を定め、

事故処理のための体制を整えておくこと。 
輸送計画書には次の事項を記載すること。 

ａ 事故処理のための体制の準備 
ⅰ）輸送中、放射性輸送物等の破損又は漏えい事故（以下

「放射性輸送物等の破損等の事故」という｡）が発生し

た場合に、当該機が空港等へ到着後速やかに検査、除染

等を実施するため、並びに、輸送中当該航空機に、墜落

等の消火活動若しくは救難活動を必要とする航空機事

故（以下「航空機の重大事故」という。）又は航空機の

重大事故その他消火活動若しくは救難活動を必要とす

るおそれのある状態（以下「緊急状態」という。）が発

生した場合に、消火活動及び救難活動に適切な助言を与

え、検査、除染等を実施するための放射線専門家の配備

状況の説明。 
放射線専門家の氏名、所属、連絡先、資格等並びに担

当空港等及び担当地域。事故処理の際必要となる計測機

器、並びに除染及びしゃへいのための器具の準備状況の

説明。 
ⅱ）輸送前に、当該機が放射性輸送物等を積載している旨

の連絡が行われる航空会社の日本国内の関係地方支所。 
わが国の航空会社により輸送される場合には、輸送前

に連絡が行われる国外の関支所についても記載するこ

と。 
ｂ 事故処理要領 

ⅰ）事故等が発生した場合、その処理のための指揮系統。 
ⅱ）放射性輸送物等の破損等の事故の場合の措置。 
ⅲ）放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故又は緊急

状態が発生したことを知った場合の連絡等の措置。 
ⅳ）放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故等の措置 
ⅴ）以上の措置の航空会社関係部署及び支所並びに配備し

た放射線専門家への周知状況の説明。 
（５）核物質防護措置が必要な場合 

イ 警備体制 
ⅰ）警備人の経歴 
ⅱ）警備人の行う措置の内容 
ⅲ）包装、錠及び封印に異常がないことを積載前に点検す

る旨 
ロ 受渡し地点及びその予定時刻 

ⅰ）荷送人から運送人へ輸送物を受け渡す地点及びその予

定時刻 
ⅱ）運送人から荷受人へ輸送物を受け渡す地点及びその予

定時刻 
ハ 連絡通報体制 

ⅰ）連絡通報体制の整備状況の説明 
ⅱ）指定連絡場所の住所等 
ⅲ）輸送責任者と指定連絡場所との連絡の時間間隔 
ⅳ）緊急時の連絡体制 

８．その他 

告示第 8 条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、告示

第 23 条に定める輸送計画書の内容の不必要な分散を防止するた

めの方法の説明を記載すること。 
その他特記すべき事項、参考となる事項があれば記載する。 

 
 
別添１ 

 
告示第 19 条に定める「取扱方法等を記載した書類」の記載事項 
 
「取扱方法を記載した書類」には以下の事項を記載すること。 

（１）輸送物の種類、内容その他輸送に関する事項 
ａ．輸送物の種類 
ｂ．収納されている放射性物質の名称 
ｃ．収納されている放射性物質の数量 
ｄ．輸送容器の型式及び名称 
ｅ．輸送物の表面及び表面から１メートル離れた位置における

最大線量当量率 
ｆ．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所 
ｇ．その他の必要事項 

（２）輸送物の取扱方法 
取扱い上注意すべき事項がある場合には、それを記載するこ

と。 
（３）輸送の方法その他輸送中に留意すべき事項 

ａ．航空機内の積載場所 
ｂ．積込み地点及び取卸し地点 
ｃ．放射性物質等の性状、物理的化学的性質等 
ｄ．その他の必要事項 

（４）事故が発生した場合の措置 
ａ．輸送中、放射性輸送物等の破損等が発見された場合の措置 

ⅰ）放射性輸送物等の破損等の破損等を引き起こした事故等

により被害を受けた者がいる場合は、その者を救助し、傷

口、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。 
ⅱ）破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁

止とする。 
ⅲ）破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた者を確認

し、空港等へ到着後汚染検査等を受けるよう指示する。 
ⅳ）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措置

をとる。 
ⅴ）航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管制機関に

対し、空港等へ到着後実施する検査、除染等の準備を行う

よう通報する。 
ⅵ）放射性物質が付着した衣服又はそのおそれのある衣服は

プラスチックバックの中に入れる。 
ｂ．輸送中、航空機が、墜落等の航空機事故のおそれのある事

態、消火活動、救難活動を必要とするおそれのある事態等の

緊急状態に陥った場合の措置 
ⅰ）航空交通管制機関に対し、放射性輸送物等を積載してい

る旨通報する。 
ⅱ）航空会社内関係部署に通報し、地上での措置又はそれに

必要な準備を行わせる。 
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別添２ 
 

放射性輸送物等を輸送中の事故時の措置 
 

放射性輸送物等を輸送中に、事故等が発生した場合には、次の措

置を実施すること。また、これらの措置を速やかに実施できるよう

輸送前に必要な準備をしておくこと。 
（１）航空機内での放射性輸送物等の破損等の事故 

ａ．地上の事故対応体制の準備 
ⅰ）荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、放射性輸送物

等の輸送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等の事故が

発生した場合に、当該機が空港等へ到着後速やかに、放射

性物質により汚染した者及び、放射線により被ばくした者

並びにそれらのおそれのある者の適切な管理及び検査、機

体の汚染状況の検査並びに除染を実施できるよう、輸送前

に放射線専門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、

必要となる計測機器及び除染のための器具を準備してお

く。 
ⅱ）ⅰ）項の手配及び準備は当該航空機の出発、経由及び到

着に係る空港等並びに代替空港等のうち日本国内にある

ものについて行うこと。 
ⅲ）航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発、経由

及び到着に係る空港等の所在地、代替空港等の所在地並び

に飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送

物等を積載している旨連絡をしておく。 
ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支所の

うち日本国内にあるものについてのみ連絡をしておけば

よい。 
ｂ．事故時の機内での措置 

輸送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等が発見された

場合には、次の措置を実施する。 
ⅰ）放射性輸送物等の破損等を引き起こした事故等により被

害を受けた者がいる場合は、その者を救助し、傷口、汚染

した皮膚等を水で流し洗いをする。 
ⅱ）破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁

止とする。 
ⅲ）破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた者を確認

し、空港等へ到着後汚染検査等を受けるよう指示する。 
ⅳ）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措置

をとる。 
ⅴ）航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管制機関に

対し、空港等へ到着 
後実施する検査、除染等の準備を行うよう通報する。 
ⅵ）放射性物質等が付着した衣服又はそのおそれのある衣服

はプラスチックバックの中に入れる。 
ｃ．空港等へ到着後の措置 

ⅰ）放射性輸送物等の破損等の事故の通報を受けた航空会社

等は、ⅱ）～ⅳ）の措置を実施するため、当該機の着陸空

港等に放射線専門家を派遣する。 
ⅱ）放射性物質により汚染した者及び放射線により被ばくし

た者並びにそれらのおそれのある者に対し、放射線専門家

により適切な管理及び検査を行う。 
ⅲ）放射線専門家により、速やかに機体の汚染状況を検査す

る。 
ⅳ）汚染された機体、装備品、場所等はすべて、放射線専門

家により可及的速やかに、そして再使用される前に除染す

る。 
ⅴ）必要に応じ事故後定期的に汚染した場所の検査を行う。 
ⅵ）事故報告書を作成し、航空局安全部運航安全課に提出す

る。報告書には、事故の原因、事故に際し講じた措置、事

故の状況及び事故に関係する事実の評価に有用であり事

故防止又は事故措置の改善に役立つようなその他の関連

データを記載する。 
 

（２）航空機の重大事故及び緊急状態 
ａ．地上の事故対応体制の準備 

ⅰ）荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、当該放射性輸

送物等の輸送中、当該航空機に航空機の重大事故又は緊急

状態が発生した場合に、救助活動、消火活動等に対し適切

な助言を与え、放射性物質により汚染した者及び放射線に

より被ばくした者並びにそれらのおそれのある者の適切

な管理及び検査を行い、機体又は事故現場等の汚染状況を

検査し除染を行うことができるよう、輸送前に放射線専門

家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、必要となる

計測機器並びに除染及びしゃへいのための器具を準備し

ておく。 
ⅱ）ⅰ）項の手配及び準備は、当該航空機の飛行経路（代替

空港等への飛行経路を含む）のうち日本国内の部分につい

て行うこと。 
ⅲ）航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発、経由

及び到着に係る空港等の所在地、代替空港等の所在地並び

に飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送

物等を積載している旨連絡をしておく。 
ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支所の

うち日本国内にあるものについてのみ連絡しておけばよ

い。 
ｂ．緊急状態発生時の機内での措置 

放射性輸送物等を輸送中の航空機が緊急状態に陥った場

合は次の措置を実施する。 
ⅰ）航空交通管制機関に対し放射性輸送物等を積載している

旨連絡する。 
ⅱ）航空会社内関係部署に通報し、地上での措置又はそれに

必要な準備を行わせる。 
ｃ．緊急状態発生時及び航空機の重大事故時の連絡 

航空会社等は、放射性輸送物等を輸送中の航空機に航空機

の重大事故又は緊急状態が発生したことを知った場合は次の

措置を実施する。 
ⅰ）航空局安全部運航安全課及び関係地方空港事務所に対し、

当該機が放射性輸送物を積載している旨通報する。 
ⅱ）航空機の重大事故が空港等以外で発生した場合には、関

係救難救助機関に対し、当該機が放射性輸送物等を積載し

ている旨通報する。 
ⅲ）放射線専門家と連絡をとり必要に応じ事故現場等へ派遣

するとともに、消火活動、救難活動、事故処理等の面で必

要な措置があれば、直ちにⅰ）項及びⅱ）項の機関等に対

し通報する。 
ｄ．事故後の地上での措置 

ⅰ）事故現場では放射線専門家により、次の措置を実施する。 
〇救難活動、消火活動等に適切な助言を与える。 
〇放射性物質により汚染した者、及び放射線により被ばく

した者、並びにそれらのおそれのある者に対し適切な管

理及び検査を行う。 
〇機体、事故現場等の汚染状況を検査する。 
〇すべての汚染された機体、事故現場等を可及的速やかに、

そして再使用する前に除染する。 
ⅱ）事故後必要に応じ定期的に汚染した場所の検査を行う。 
ⅲ）緊急状態又は事故についての報告書を作成し航空局安全

部運航安全課に提出する。 
報告書には、放射性輸送物等に関し、事故等の状況、講

じた措置、及び事故等の評価に有用であり、以後の事故防

止又は事故措置の改善に役立つようなその他の関連デー

タを記載すること。 
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放射性輸送物確認申請書に添付する「安全解析書」の

記載事項について 
空 航 第 5 3 0 号 

昭 和 53年 7月 18日 

改正 国 空 航 第 1 3 0 5 号 

平 成 2 0年 5月 2 9日 

 

 
国土交通省航空局技術部運航課長 

 
放射性輸送物確認申請書に添付する「安全解析書」の記載事項等につ

いて 

 
航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第194条第2項第2号に

基づく放射性輸送物の確認のための放射性輸送物確認申請書に添付

する安全解析書には下記に示す事項、説明等を記載して下さい。 

ただし、２－２～２－６は六フッ化ウランを収納又は包装する輸送

物（以下「六フッ化ウラン輸送物」という。）の場合のみ、３－１～

４－７はBM型輸送物又はBU型の輸送物の場合のみ、４－８～４－１

１はBM型輸送物の場合のみ、４－１２～４－１７はBU型輸送物の場

合のみ、並びに２－６及び３－２は該当するものについてのみ記載し

て下さい。 

なお、下記で「告示」とは「航空機による放射性物質等の輸送基準

を定める告示（平成13年国土交通省告示第1094号）をいいます。 

 
記 

 
１．輸送物 

１－１ 輸送容器の型式又は名称 

１－２ 収納する放射性物質等の名称 

１－３ 収納する放射性物質等の重量及び放射能強度並びに告示

第8条に規定する物質の場合には、収納する放射性物質等の

重量の合計及び輸送時における吸収線量率（劣化ウラン、天

然ウラン、トリウム又は低濃縮ウラン（濃縮度が10％未満の

もの）の照射済燃料にあっては、これに代えて照射直後にお

ける吸収線量率） 

２．六フッ化ウラン輸送物 

２－１ 六フッ化ウラン輸送物に該当又は不該当であることの説

明（告示第9条第9号） 

放射性輸送物に収納又は包装されている六フッ化ウラン

の容積率。 

六フッ化ウランの輸送中の性状及び容器内圧。 

六フッ化ウランの量及び化学的性状。 

２－２ 圧力試験（告示 別記第10） 

次に掲げる試験条件の下に置いた場合に、放射性物質の漏

洩がなく、かつ、著しい応力の発生がないことの説明。 

イ 告示 別記第10第1号の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

ロ 告示 別記第10第２号の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

ハ 告示 別記第10第３号の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

２－３ 漏洩試験（告示 別記第11） 

次に掲げる試験条件の下に置いた場合に、放射性物質の漏

洩がなく、かつ、弁に損傷がないことの説明。 

イ 告示 別記第3第1号ロ(1)の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

ロ 告示 別記第3第1号ロ(2)の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

２－４ 耐火試験（告示 別記第12） 

次に掲げる試験条件の下に置いた場合に、密封装置に損傷

がないことの説明。 

イ 告示 別記第5第2号の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

２－５ 圧力逃がし装置に係る説明 

圧力逃がし装置が備えられていないことの説明。 

２－６ 代替試験（告示 別記第13） 

次のイ又はロのいずれかに掲げる場合であって、前掲２－

２～２－５の基準に代えることが適当とされるものにあっ

てはその説明。 

イ 次の告示 別記第13に規定する条件の下に置いた場合に、

放射性物質の漏洩がなく、かつ、著しい応力が発生しないこ

との説明。 

① 告示 別記第13第1号の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

② 告示 別記第10第2号及び第3号の試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

ロ 六フッ化ウランの量が9000キログラム以上のものであっ

て、２－４の基準に適合しないことの説明。 

３．ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物 

３－１ 特別形放射性物質等であるかどうかの記載。（告示第4条

及び別記第一） 

特別形放射性物質等である場合には、固体状の放射性物

質等又はカプセルに密封された放射性物質等のいずれかで

あるかの説明及び以下の説明。 

イ 外接する直方体のうち最小のものの寸法。 

ロ 以下のハ～トの試験に用いる供試物の説明。 

ハ 衝撃試験 

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であ

ることの説明。 

落下高さ。 

供試物の損壊の状態。 

ニ 打撃試験 

試験に用いた、供試物を置く鉛板の説明。特に、厚さ及

び表面の状態。 

衝撃力の強さ。 

鋼製棒の寸法及び打撃方法。 

打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの

説明。 

供試物の損壊の状態。 

ホ 曲げ試験 

輸送物の寸法及び曲げ試験を行う必要性の説明。 

曲げ試験が必要な場合には、曲げ試験に関する以下の事

項。 

供試物の水平面への固定方法。 

衝撃力の強さ。 

使用する鋼製棒の寸法。特に平端面の直径及びその角の

半径。 

打撃が最大の損傷を及ぼすように行われていることの

説明。 

供試物の損壊の状況。 

ヘ 加熱試験 

試験方法の説明。特に温度及び試験時間。 

供試物の溶融又は分散の状態。 
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ト 浸漬試験 

固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除

く。）の場合。 

試験方法の説明。水中への浸漬時間又は期間、水の温度、

空気中への放置期間、空気の温度及び湿度、並びにそれら

の試験の順序。 

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法。 

カプセルに封入された放射性物質等の場合。 

試験方法の説明。水中への浸漬時間、水の温度、空気中

への放置時間、空気の温度湿度及びそれらの試験の順序。 

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法。 

チ 告示第9条第1項第1号リの試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

リ 告示第9条第1項第1号ヌの試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

ヌ 告示第9条第1項第1号ルの試験 

実験、解析いずれの証明方法によったかの説明。 

実験又は解析の条件、方法及び結果の説明。 

３－２ Ａ１値又はＡ２値の決定（告示別表第二～別表第七） 

イ Ａ１値又はＡ２値の決定方法が、告示別表第二～別表第七の

いずれによるかの説明。 

ロ 告示別表第二による場合 

核種。特別形放射性物質等であるかどうかの別。 

Ａ１値又はＡ２値 

ハ 告示別表第三～第七による場合 

核種。特別形放射性物質等であるかどうかの別。 

Ａ１値又はＡ２値及びその決定過程の説明。その他必要事

項を記載すること。 

３－３ ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物であるかどうかの説明（告

示第5条） 

特別形放射性物質等であるかどうかの別。 

放射性物質等の放射能の量及びＡ１値又はＡ２値。 

４．ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物の技術上の基準への適合性 

４－１ 輸送物に外接する直方体のうち最小のものの三辺の長さ 

４－２ 取扱いの容易性、安全性 

イ 輸送物の総重量 

総重量が50kg以下のものは手で、50kgを超えるものは

機械的手段により安全に取扱えるものであるかどうかの

説明。 

ロ 輸送物の吊上げ用具は、急激な吊上げに対しても耐えうる

ものであるかどうかの説明。 

ハ 吊上げ用具と間違えられるおそれのある付属物等が取り

外されている、みだりに利用できない状態である、又は、間

違って吊上げても吊上げ用具として必要な程度以上に安全

な構造であるかどうかの説明。 

ニ 輸送物の外面の状態。特に雨水がたまりにくく、除染が容

易であり、かつ突出物のない構造であるかどうかの説明。 

ホ 輸送中、輸送物に取り付けられる措置の有無、及び有する

場合には、それらの輸送物の安全性に対する影響。 

ヘ その他、取扱いの容易性、安全性について特記すべき事項。 

４－３ 輸送中の亀裂、破損等の可能性 

イ 輸送中予想される温度変化の輸送容器の材質に対する影

響。 

ロ 輸送中予想される加速及び振動の輸送容器に対する影響。 

振動については、ボルト、ナットその他の締具のゆるみ

を防ぐための措置等を記載する。 

ハ 輸送容器の材質と材質、又は材質と放射性収納物との間の

物理的、又は化学的な作用。 

ニ 密封装置の締具の説明。特に、輸送中偶然又は輸送物の内

圧により開く可能性の検討。 

ホ 密封装置が輸送容器から取り外せる場合には、輸送容器か

ら独立した締具で確実に閉ざすことができるかどうかの説

明。 

ヘ 圧力逃がし弁以外で放射性収納物が外に出る可能性のあ

る弁の有無。輸送容器がそのような弁を有する場合には、誤

操作による漏れの可能性、及び漏れを防ぐ保護具の説明。 

ト 放射線しゃへい体が輸送容器から取り外せるかどうかの

説明。取り外せる場合にはその締具の説明。 

４－４ 開封に対する措置 

みだりに開封されないための措置。 

開封された場合に、それが明らかであるかどうかの説明。 

４－５ 表面の放射性物質の放射能面密度 

α線放出の有無。 

輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（Bq/cm2）、及

びその測定方法、又は算定方法。 

４－６ 最大線量当量率 

輸送物表面及び表面から1メートル離れた位置における最

大線量当量率（ミリシーベルト／時）、及びその測定方法又

は算定方法。 

４－７ 輸送物中に収納又は包装されている書類及び物品の説明。 

４－８ 告示別記第四の条件 

イ 水の吹きつけ試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

水の吹きつけ強さ、吹きつけ時間、吹きつけの方向、及

び吹きつけの均一性の説明。 

ロ 自由落下試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む。）、

又は計算条件等の説明。 

輸送物重量（kg）及び落下高さ（m）。 

最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。 

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であ

ることの説明。 

ハ 圧縮試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む。）、

又は計算条件等の説明。 

輸送物重量（kg）、輸送物の鉛直投影面積（cm2）及び

加えた荷重（kg）の説明。 

荷重を加えた時間及び、加えた荷重の均一性の証明。 

ニ 貫通試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又

は計算条件等の説明。 

供試物を置いてある試験台の説明。特に試験台は試験中

動きにくく、試験台上面は固くてなめらかな水平面である

ことの説明。 

試験に用いる棒の説明、特に、重量、直径、先端の形状

及び強度の説明。 

落下方法、落下高さの説明。 

輸送物の最も弱い部分に落下させていることの説明。 

ホ 環境試験 

実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。 

４－９ 告示別記第四の条件の下に置いた場合の輸送物の状態 

イ 表面の最大線量当量率（ミリシーベルト／時）、及びその

測定方法又は算定方法。 

ロ 放射性物質の1時間当たりの漏えい量（Bq）及びその測定
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方法又は算定方法、並びにＡ２値。 

ハ 日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算定方

法。 

当該輸送物を専用積載で輸送する予定の有無。 

ニ 表面の放射性物質の放射能面密度。α線放出の有無。 

輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（Bq/cm2）、

及びその測定方法、又は算定方法。 

４－１０ 告示別記第五の条件 

イ 落下試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

試験台の説明。特に試験台上面はなめらかな水平面であ

り、垂直に固定された直径15cm、長さ20cmの軟鋼丸棒の

上端面であることの説明。 

落下高さ。 

最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。 

落下試験Ⅰ及び落下試験Ⅱは、次の耐火試験で輸送物が

最大の破損を受けるような順序で行われていることの説

明。 

ロ 耐火試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

温度及び試験時間。 

加熱停止後の冷却についての説明。 

輸送物を形成する材料の燃焼の有無、及び燃えた場合は

その後の処置の説明。 

ハ 浸漬試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

浸漬深さ、浸漬時間等浸漬方法の説明。 

ニ 環境試験 

実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。 

４－１１ 告示別記第五の条件の下に置いた場合の輸送物の状態。 

イ 表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率

（ミリシーベルト／時）、及びその測定方法又は算出方法。 

ロ 放射性物質の１週間当たりの漏えい量（Bq）及びその測定

方法又は算定方法並びにＡ２値。クリプトン85にあっては、

その旨の記載。 

４－１２ 告示別記第六の条件 

イ 水の吹きつけ試験 

ロ 自由落下試験 

ハ 圧縮試験      ４－８ 告示別記第四の条件の記載 

ニ 貫通試験                 要領に従って記載すること。 

ホ 環境試験 

実験、解析等いずれかの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件の説明。 

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。 

４－１３ 告示別記第六の条件の下に置いた場合の輸送物の状態 

イ 表面の最大線量当量率（ミリシーベルト／時）、及びその

測定方法又は算定方法。 

ロ 放射性物質の1週間当たりの漏えい量（Bq）及びその測定

方法又は算定方法、並びにＡ２値。 

ハ 日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算定方

法。 

当該輸送物を専用積載で輸送する予定の有無。α線放出

の有無。 

輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（Bq/c㎡）、及

びその測定方法又は算定方法。 

 

４－１４ 告示別記第七の条件 

イ 落下試験Ⅰ 

ロ 落下試験Ⅱ 

ハ 耐火試験       ４－１０ 告示別記第五の条件の記載 

ニ 浸漬試験                 要領に従って記載すること。 

ホ 環境試験 

実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。 

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。 

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。 

４－１５ 告示別記第七の条件の下に置いた場合の輸送物の状態 

イ 表面から１メートル離れた位置における最大線量当量率

（ミリシーベルト／時）、及びその測定方法又は算定方法。 

ロ 放射性物質の１週間当たりの漏えい量（Bq）及びその測定

方法又は算定方法並びにＡ２値。 

４－１６ 内部のろ過又は放射性物質等の冷却のための措置、構造

等及び特別な操作の有無。有する場合にはその説明。 

４－１７ 最高使用圧力（kg/c㎡）及びその測定方法又は算定方法。 
５．核物質防護措置の必要な放射性輸送物の技術上の基準への適合

性 
５－１ 一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が告

示第 8 条第 1 号、第 2 号（ハを除く。）又は第 4 号のいず

れかに該当する放射性物質等が収納され、又は包装されて

いる放射性輸送物の場合には、輸送物への施錠及び封印そ

の他の当該輸送物が容易に開封されないための措置につ

いての説明。 
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○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（抄） 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
 

○核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬

に関する規則 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
 

○核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時におけ

る措置に関する規則 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯

する身分を示す証明書の様式を定める省令 

（省略） 核燃料物質等の陸上輸送の場合に同じ。 
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Ⅱ 放射性同位元素等の運搬関係法令 

図 放射性同位元素等の運搬に関する基本体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 放射性同位元素等の輸送に関する規制法令 

（ 府 省 令 ）              （ 告 示 ） 
  

放射性同位元素等による放射

線障害の防止に関する法律 
（昭和 32 年法律第 167 号） 

放射性同位元素等による放射線障害

の防止に関する法律施行規則 
（昭和 35 年総理府令第 56 号）

放射線を放出する同位元素の数量等

を定める件 
（平成 12 年科学技術庁告示第 5 号）

放射性同位元素等の工場又は事業所

の外における運搬に関する技術上の

基準に係る細目等を定める告示 
（平成 2 年科学技術庁告示第 7 号） 

放射性同位元素等車両運搬規則の細

目を定める告示 
（平成 2 年運輸省告示第 595 号）

放射性同位元素等車両運搬規則 
（昭和 52 年運輸省令第 33 号） 

登録認証機関等に関する規則 
（平成 17 年文部科学省令第 37 号） 

放射性同位元素等に係る登録運搬方

法確認機関に関する省令 
（平成 17 年国土交通省令第 60 号）

放射性同位元素等の運搬の届出等に

関する内閣府令 
（昭和 56 年総理府令第 30 号）

放射性同位元素等の事業所外運搬に

係る危険時における措置に関する規

則（昭和 56 年運輸省令第 22 号）

船舶安全法 
（昭和 8 年法律第 11 号） 

航空法 
（昭和 27 年法律第 231 号） 

危険物船舶運送及び貯蔵規則 
（昭和 32 年運輸省令第 30 号） 

船舶による放射性物質等の運送基準

の細目等を定める告示 
（昭和 52 年運輸省告示第 585 号） 

船舶による危険物の運送基準等を定

める告示 
（昭和 54 年運輸省告示第 549 号）

航空機による放射性物質等の輸送基

準を定める告示 
（平成 13 年運輸省告示第 1094 号）

航空法施行規則 
（昭和 27 年運輸省令第 56 号） 

放射性同位元素等による放射

線障害の防止に関する法律施

行令 
（昭和 35 年政令第 259 号） 

放射性同位元素等の工場又は事業所

における運搬に関する技術上の基準

に係る細目等を定める告示 
（昭和 56 年科学技術庁告示第 10 号）

事業所内運搬：原子力規制委員会 
事業所外運搬：原子力規制委員会、国土交通省 

放射性同位元素等の運搬 

工場又は事業所の内 

工場又は事業所の外 

陸上輸送 簡易運搬（輸送物、輸送方法） 

車両運搬 輸送物 

国土交通省自動車局、鉄道局 輸送方法 

原子力規制委員会 

簡易運搬、車両運搬の 
経路、日時等の届出等 

輸送物、輸送方法

経路、日時等の届出等 

船舶輸送 

航空輸送 

国土交通省海事局 

海上保安庁管区海上保安本部 

国土交通省航空局 

同  上 

都道府県公安委員会 

同  上 

【編注】危険時処置については が担当している。
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Ａ 陸上輸送関係法令 

Ａの１ 工場又は事業所内の運搬関係 

 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律（抄） 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十七号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 
 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）

の精神にのっとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄そ

の他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放

射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物（以下

「放射性汚染物」という。）の廃棄その他の取扱いを規制するこ

とにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保

することを目的とする。 
 
第三章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄

業者等の義務等 
（運搬の基準） 
第十七条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又

は放射性汚染物を工場又は事業所（許可届出使用者にあっては使

用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可

廃棄業者にあっては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施

設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。）において運搬する

場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に

従って放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければな

らない。 
２ 前項の場合において、原子力規制委員会は、放射性同位元素又

は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適

合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者

に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置

を命ずることができる。 
（事故届） 
第三十二条 許可届出使用者等（表示付認証機器使用者及び表示付

認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同

じ。）は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明

その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海

上保安官に届け出なければならない。 
（危険時の措置） 
第三十三条 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若

しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、地震、火災その

他の災害が起こったことにより、放射線障害のおそれがある場合

又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制

委員会規則（放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所

の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）に係る

場合にあっては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令。第三

項において同じ。）で定めるところにより、応急の措置を講じな

ければならない。 
２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上

保安官に通報しなければならない。 
３ 許可届出使用者等は、第一項の事態が生じた場合においては、

原子力規制委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨

を原子力規制委員会（放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又

は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）

に係る場合にあっては、原子力規制委員会又は国土交通大臣。次

項において同じ。）に届け出なければならない。 
４ 原子力規制委員会は、第一項の場合において、放射線障害を防

止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者

に対し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放

射性同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止する

ために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 
 
第六章 雑則 
（報告徴収） 
第四十二条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律（国土交通大臣にあっては第十八条第一項、第

二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道

府県公安委員会にあっては第十八条第六項の規定）の施行に必要

な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令又は内閣府令で

定めるところにより、許可届出使用者（表示付認証機器届出使用

者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者

又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせるこ

とができる。 
２ 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要

な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるとこ

ろにより、原子力規制委員会にあっては登録認証機関、登録検査

機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機

関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登

録定期講習機関に対し、国土交通大臣にあっては登録運搬方法確

認機関に対し、報告をさせることができる。 
３ 原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、

第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長そ

の他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。 
（立入検査） 
第四十三条の二 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公

安委員会は、この法律（国土交通大臣にあっては第十八条第一項、

第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都

道府県公安委員会にあっては第十八条第六項の規定）の施行に必

要な限度で、その職員（原子力規制委員会にあっては放射線検査

官、都道府県公安委員会にあっては警察職員）に、許可届出使用

者（表示付認証機器届出使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃

貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託さ

れた者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳

簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は

検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放

射性汚染物を収去させることができる。 
２ 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収

去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、そ

の職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査

させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度におい

て、放射性同位元素その他の必要な試料を収去させることができ

る。 
３ 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示し

なければならない。 
４ 第一項及び第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解してはならない。 
第四十三条の三 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律

の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあって

は登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物

確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、

登録資格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあっ

ては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の

帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ

ることができる。 
２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査に

ついて準用する。 
 
第七章 罰則 
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一～五 （略） 
六 第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二
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項、第十八条第四項（第二十五条の二第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）、第十九条第三項又は第二十五条

の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替

えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者 
七、八 （略） 
九 第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定に

よる命令に違反した者 
十、十一 （略） 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の

罰金に処する。 
一～四 （略） 
五 第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第

一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十

八条第一項（第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）若しくは第七項、第十九条第一項、第二

項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において

準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八

条第一項の規定に違反した者 
六～九（略） 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

金に処する。 
一～十（略） 
十一 第二十七条第一項若しくは第三項、第三十二条若しくは第

三十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者 
十二、十三（略） 
十四 第四十二条第一項（同項に規定する運搬を委託された者に

係る部分に限る。）若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 
十五 第四十三条の二第一項（同項に規定する運搬を委託された

者に係る部分に限る。）又は第二項の規定による立入り、検査

若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し

て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

罰金に処する。 
一 第四十一条の六（第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十

四において準用する場合を含む。）の許可を受けないで設計認

証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物

確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務又は資格講

習業務の全部を廃止した者 
二 第四十一条の十三（第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四

及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。）の規定

に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚

偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 
三（略） 
四 第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
五 第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条、第五十二

条、第五十三条第二号又は第五十三条の二から前条までの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 
第五十八条 第四十一条の七第一項（第四十一条の十六、第四十一

条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条

の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条

の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。）

の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載

すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理

由がないのに第四十一条の七第二項各号（第四十一条の十六、第

四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四

十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四

十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を

含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に

処する。 
 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起

算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。（本書掲載条項外） 
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行規則（抄） 

（昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び放

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の規定

に基づき、及びこれらを実施するため、放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十三年総理府令第二

十一号）の全部を次のように改正する。 
 
第一章 定義 
（用語の定義） 
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定

める線量を超え、空気中の放射性同位元素（放射線発生装置か

ら発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を

含む。以下この号、第四号、第十二号及び第十三号、第十四条

の八において準用する第十四条の七第一項第四号及び第五号、

第十四条の十において準用する第十四条の九第四号ハ、第十四

条の十一、第十五条第一項第四号及び第十号、第十七条第一項

第七号及び第二項、第十八条第一項第一号イ及び第三号、第十

八条の三第二項、第十八条の四第八号、第十八条の五、第十八

条の六、第十八条の十一第一号イ及び第二号ロ、第十九条第一

項（第十三号ニ及び第十六号を除く。）、第三項及び第五項第

二号、第二十条（第一項第四号ロ及びハを除く。）、第二十一

条第一項第四号、第二十二条第一項第三号、第二十二条の三第

一項、第二十四条第一項第四号イ及び第五号、第二十六条第一

項第三号及び第七号ニ並びに第二項第二号、第二十九条第一項

第四号、第二十九条の四第一号、第二十九条の七並びに第三十

九条第二項において同じ。）の濃度が原子力規制委員会が定め

る濃度を超え、又は放射性同位元素によって汚染される物の表

面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度

を超えるおそれのある場所 
二～七 （略） 
八 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置

の取扱い、管理又はこれに付随する業務（以下「取扱等業務」

という。）に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの 
十～十二 （略） 
十三 表面密度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所に

おいて人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、

原子力規制委員会が定める密度限度 
 
第三章 使用の基準等 
（事業所等における運搬の基準） 
第十八条 法第十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める技

術上の基準は、次のとおりとする。 
一 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入する

こと。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 
イ 放射性汚染物（当該物に含まれる放射性同位元素の濃度が

原子力規制委員会の定める濃度を超えないものに限る。）で

あって放射性同位元素の飛散又は漏えいの防止その他の原

子力規制委員会の定める放射線障害の防止のための措置を

講じたものを運搬する場合 
ロ 放射性汚染物であって大型機械等容器に封入して運搬す

ることが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受

けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合 
二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であるこ

と。 
ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 

ハ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

き裂、破損等の生ずるおそれがないこと 
三 放射性同位元素等を封入した容器（第一号ただし書の規定に

より同号イ又はロに規定する放射性汚染物を容器に封入しな

いで運搬する場合にあっては、当該放射性汚染物。以下この条

において「運搬物」という。）及びこれを積載し又は収納した

車両その他の放射性同位元素等を運搬する機械又は器具（以下

この条において「車両等」という。）の表面及び表面から一メ

ートル離れた位置における線量当量率がそれぞれ原子力規制

委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物

の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の十分の一を

超えないようにすること。 
四 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、

転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。 
五 運搬物は、同一の車両等に原子力規制委員会の定める危険物

と混載しないこと。 
六 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等

の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用され

る車両以外の車両の立入りを制限すること。 
七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

こと。 
八 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有

する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わ

せること。 
九 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復

使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及

び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有す

るものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあっては、

当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両等の適当な箇所に原

子力規制委員会の定める標識を取り付けること。 
２ 前項第二号又は第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずる

ことが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措

置を講ずることをもって同項第二号又は第三号に掲げる措置に

代えることができる。この場合において、当該運搬物の表面にお

ける線量当量率は、原子力規制委員会の定める線量当量率を超え

てはならない。 
３ 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規

定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 
４ 第一項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施

設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合そ

の他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのな

い場合には、適用しない。 
５ 許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第

十八条の三から第十八条の十三まで及び放射性同位元素等車両

運搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三号。以下「車両運搬規

則」という。）第三条から第十八条 までに規定する運搬の技術

上の基準に従って放射線障害の防止のために必要な措置を講じ

た場合には、第一項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区

域内において運搬することができる。 
 
第四章 測定の義務等 
（危険時の措置） 
第二十九条 許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業

者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を

委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければ

ならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。 
一 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに

延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努める

とともに直ちにその旨を消防署又は消防法（昭和二十三年法律

第百八十六号）第二十四条の規定により市町村長の指定した場

所に通報すること。 
二 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設

の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれら
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の付近にいる者に避難するよう警告すること。 
三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 
四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、そ

の広がりの防止及び除去を行うこと。 
五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必

要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄

を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、

関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 
２ 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又

は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること

等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくする

こと。この場合において、放射線業務従事者（女子については、

妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使

用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。）にあっては、

第十五条第一項第三号（第十七条第一項及び第二項並びに第十九

条第一項、第三項、第四項及び第五項において準用する場合を含

む。）及び第十八条の十三第八号の規定にかかわらず、原子力規

制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができ

る。 
３ 法第三十三条第三項の規定により、同条第一項に規定する者は、

次の事項を届け出なければならない 
一 法第三十三条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原

因 
二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況 
三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容 

 
第六章 雑則 
（報告の徴収） 
第三十九条 許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販

売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から

運搬を委託された者は、次のいずれかに該当するときは、その旨

を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規

制委員会に報告しなければならない。 
一 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。 
二 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は

排気することによって廃棄した場合において、第十九条第一項

第二号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。 
三 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は

排水することによって廃棄した場合において、第十九条第一項

第五号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。 
四 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき（第十五条

第二項の規定により管理区域の外において密封されていない

放射性同位元素の使用をした場合を除く。）。 
五 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、

次のいずれかに該当するとき（漏えいした物が管理区域外に広

がつたときを除く。）を除く。 
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係

る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰

の外に拡大しなかったとき。 
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、空

気中濃度限度を超えるおそれがないとき。 
六 第十四条の七第一項第三号の線量限度を超え、又は超えるお

それがあるとき。 
七 放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い

における計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに

係る実効線量が放射線業務従事者（廃棄に従事する者を含む。

以下本項において同じ。）にあっては五ミリシーベルト、放射

線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、

又は超えるおそれがあるとき。 

八 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量

限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 
九 第十四条の十二第二号の線量限度を超えるおそれがあると

き。 
２～６ （略） 
７ 前各項に規定する場合のほか、許可届出使用者、表示付認証機

器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業

者又はこれらの者から運搬を委託された者は、原子力規制委員会

が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当

該事項を当該期間内に原子力規制委員会に報告しなければなら

ない。 
一 放射線管理の状況 
二 放射性同位元素の在庫及びその増減の状況 
三 工場又は事業所の外において行われる放射性同位元素等の

廃棄又は運搬の状況 
（身分を示す証明書） 
第四十一条 法第四十三条の二第三項 に規定する同条第一項の規

定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び

同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明

書は、それぞれ別記様式第五十九及び別記様式第六十によるもの

とする。 
 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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別記様式第五十九（第 41 条関係） 
表 

第   号 
 

放射線検査官身分証明書 
 

職  名 
氏  名 
生年月日 

 
上記の者は、放射線検査官で

あることを証明する。 
 

年  月  日交付 
 

原子力規制委員会 

印  

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 

裏 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄） 

第 43 条の２ 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律（国土交通大臣にあっては第 18 条第 1 項、第 2

項及び第 4 項並びに第 33 条第 1 項及び第 4 項の規定、都道府県公

安委員会にあっては第 18 条第 6 項の規定）の施行に必要な限度で、

その職員（原子力規制委員会にあっては放射線検査官、都道府県公

安委員会にあっては警察職員）に、許可届出使用者（表示付認証機

器届出使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許

可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は

工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な

物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限

度において、放射性同位元素若しくは放射性汚染物を収去させるこ

とができる。 

２ （略） 

３ 前 2 項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。 

４ 第 1 項及び第 2 項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

第 52 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役若し

くは 100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

十一 第 43 条の 2 第 1 項（同項に規定する運搬を委託された者に係

る部分を除く。）の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

第 55 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に

処する。 

十五 第 43 条の 2 第 1 項（同項に規定する運搬を委託された者に

係る部分に限る。）又は第 2 項の規定による立入り、検査若しく

は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述を

せず、若しくは虚偽の陳述をした者 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別記様式第六十（第 41 条関係） 
表 

第   号 
 

立入検査職員身分証明書 
 

職  名 
氏  名 
生年月日 

 
 上記の者は、放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関

する法律第 43 条の 2 の第 2 項

の規定により立入検査を行う職

員であることを証明する。 
 

年  月  日交付 
 

原子力規制委員会 

印  

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 

裏 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄） 

第 43 条の２ （第 1 項省略） 

２ 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収去

のほか、第 30 条の 2 第 1 項の規定の施行に必要な限度で、その職員

に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関

係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性

同位元素その他の必要な試料を収去させることができる。 

３ 前 2 項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。 

４ 第 1 項及び第 2 項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

第 55 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に

処する。 

十五 第 43 条の 2 第 1 項（同項に規定する運搬を委託された者に

係る部分に限る。）又は第 2 項の規定による立入り、検査若しく

は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述を

せず、若しくは虚偽の陳述をした者 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 
 
 

 

印 

写 
 

 

真 

 

印 

写 
 

 

真 
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放射性同位元素等の工場又は事業所における運搬

に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 

（昭和五十六年五月十六日科学技術庁告示第十号） 

最終改正：平成二十五年三月二十九日文部科学省告示第五十八号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規

則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の規定に基づき、

放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又

は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示を次のように定め、昭和五十六年五月十八日から適用する。 
 
（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等によ

る放射線障害の防止に関する法律施行規則（以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 
（容器に封入することを要しない放射性汚染物の放射性同位元素の

濃度） 
第二条 規則第十八条第一項第一号イの原子力規制委員会の定め

る濃度は、一グラム当たり放射性同位元素等の工場又は事業所の

外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告

示（平成二年科学技術庁告示第七号）第二条第一号に定める A2

値の一万分の一とする。 
２ 規則第十八条第一項第一号イの原子力規制委員会の定める放

射線障害の防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。 
一 通常の運搬状態で、放射性同位元素（放射線発生装置から発

生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含

む。）が容易に飛散し、又は漏えいしないようにすること。 
二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。 
三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるよう

にすること。 
（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る

承認の申請書） 
第三条 規則第十八条第一項第一号ロに規定する承認の申請は、次

の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 
二 運搬する放射性汚染物の種類、数量、形状及び性状 
三 運搬する日時及び経路 
四 運搬に当たって講ずる放射線障害の防止のための措置 

（運搬物及び車両等に係る線量当量率） 
第四条 規則第十八条第一項第三号の原子力規制委員会の定める

線量当量率は、一センチメートル線量当量率について次のとおり

とする。  
一 運搬物の表面における線量当量率については、二ミリシーベ

ルト毎時 
二 運搬物の表面から一メートル離れた位置における線量当量

率については、百マイクロシーベルト毎時 
三 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の底面）における線量当量率については、二ミ

リシーベルト毎時 
四 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートル離れた位置における線量当量率につい

ては、百マイクロシーベルト毎時 
五 コンテナの表面における線量当量率については、二ミリシー

ベルト毎時 
六 コンテナの表面から一メートル離れた位置における線量当

量率については、百マイクロシーベルト毎時 
（危険物） 
第五条 規則第十八条第一項第五号の原子力規制委員会の定める

危険物は、次の各号に掲げるものとする。 
一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。） 
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの 
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの 
五 前四号に掲げるもののほか、当該放射性同位元素等の安全な

運搬を損なうおそれのある物 
（標識） 
第六条 規則第十八条第一項第九号の原子力規制委員会の定める

標識は、別記に掲げる標識とする。 
（特別措置に係る承認の申請書） 
第七条 規則第十八条第二項の規定による承認の申請は、次の各号

に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 
二 運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状 
三 運搬物の表面及び表面から一メートル離れた位置における

一センチメートル線量当量率 
四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由 
五 運搬に使用する容器の種類及び仕様 
六 運搬に使用する車両等の仕様 
七 運搬の日時及び経路 
八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置 
九 前号に掲げるもののほか、放射線管理のために講ずる措置 
十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う放射線障害の防止の

ために講ずる措置 
（特別措置の適用を受ける運搬物に係る線量当量率） 
第八条 規則第十八条第二項後段の原子力規制委員会の定める線

量当量率は、一センチメートル線量当量率について、十ミリシー

ベルト毎時とする。 
 

附 則（平成二十五年三月二十九日文部科学省告示第五十八号） 

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。 
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別記 （第 6 条関係） 

 

 
 

 

注 1 ℓ は、0.5 センチメートル以上とする。 

2 n は、0.2 センチメートル以上とする。 

3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15 セ

ンチメートル以上とする。 

4 色彩は、次表によること。 

 

部 分 色 彩 

地 

三 葉 マ ー ク 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

白 

黒 

黒 

白 

黒 
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Ａの２ 工場又は事業所外の運搬関係 

 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律（抄） 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十七号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 
 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）

の精神にのっとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄そ

の他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放

射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物（以下

「放射性汚染物」という。）の廃棄その他の取扱いを規制するこ

とにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保

することを目的とする。 
 
第二章の二 表示付認証機器等 
（認証の基準） 
第十二条の三 原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又

は特定設計認証の申請があった場合において、当該申請に係る設

計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規

制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術

上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計

認証をしなければならない。 
２ 原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計

認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力

規制委員会規則で定めるところにより、次条第二項の規定による

検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。 
（設計合致義務等） 
第十二条の四 （略） 
（認証機器の表示等） 
第十二条の五 認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査

により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放

射性同位元素装備機器（以下この条において「認証機器」という。）

又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合

致していることが確認された放射性同位元素装備機器（以下この

条において「特定認証機器」という。）に、原子力規制委員会規

則で定めるところにより、それぞれ認証機器又は特定認証機器で

ある旨の表示を付することができる。 
２ 前項の規定による表示が付された認証機器（以下「表示付認証

機器」という。）以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認

証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 
３ 第一項の規定による表示が付された特定認証機器（以下「表示

付特定認証機器」という。）以外の放射性同位元素装備機器には、

同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわし

い表示を付してはならない。 
第十二条の六 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、

又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証

番号（当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。）、当該設計

認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件

（以下「認証条件」という。）、これを廃棄しようとする場合にあ

っては第十九条第五項に規定する者にその廃棄を委託しなけれ

ばならない旨その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載

した文書を添付しなければならない。 
 
第三章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄

業者等の義務等 
（運搬に関する確認等） 

第十八条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可

廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者（以下「許可

届出使用者等」という。）は、放射性同位元素又は放射性汚染物

を工場又は事業所の外において運搬する場合（船舶又は航空機に

より運搬する場合を除く。）においては、原子力規制委員会規則

（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬

については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令）

で定める技術上の基準に従って放射線障害の防止のために必要

な措置を講じなければならない。 
２ 前項の場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による

放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定め

る場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関す

る措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌

道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措

置（運搬する物についての措置を除く。）にあっては国土交通大

臣（当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあっては、国土

交通大臣の登録を受けた者（以下「登録運搬方法確認機関」とい

う。）又は国土交通大臣）の確認（以下「運搬方法確認」という。）

を、その他の運搬に関する措置にあっては原子力規制委員会（次

項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあ

っては、原子力規制委員会の登録を受けた者（以下「登録運搬物

確認機関」という。）又は原子力規制委員会）の確認（以下「運

搬物確認」という。）を受けなければならない。 
３ 許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、

原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会

の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委

員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のう

ち容器に関する基準は、満たされたものとする。 
４ 第一項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、

放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の

技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者

等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措

置を命ずることができる。 
５ 第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性汚

染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特

に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許

可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位

元素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届

け出なければならない。 
６ 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合に

おいて、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要が

あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日

時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をす

ることができる。 
７ 放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する場合には、第五項

の規定により届け出たところに従って（前項の指示があったとき

は、その内容に従って）運搬しなければならない。 
８ 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素

又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図

るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両

を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるとこ

ろにより、第五項の規定により届け出たところに従って（第六項

の指示があったときは、その内容に従って）運搬しているかどう

かについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規

定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ず

ることを命ずることができる。  
９ 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。 
１０ 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における

第五項の届出及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員

会の間の連絡については、政令で定める。 
（放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置） 
第二十四条 許可届出使用者（表示付認証機器使用者を含む。）、届

出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員
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会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けた

おそれのある者に対し、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、

廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必

要な措置を講じなければならない。 
（表示付認証機器等の使用等に係る特例） 

第二十五条の二 第十五条から第十七条まで及び第二十条から第

二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従った使

用、保管及び運搬については、適用しない。 
２ 許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従った運

搬を行う場合における第十八条の規定の適用については、同条第

一項中「（船舶又は航空機により運搬する場合を除く。）」とある

のは「（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両によ

り運搬する場合に限る。）」と、「原子力規制委員会規則（鉄道、

軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬について

は、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令）で定める

技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」

と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置（運搬する物につい

ての措置を除く。）」と、同条第二項中「その運搬に関する措置」

とあるのは「その運搬に関する措置（運搬する物についての措置

を除く。）」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽

車両による運搬に関する措置（運搬する物についての措置を除

く。）にあっては国土交通大臣（当該措置のうち国土交通省令で

定めるものにあっては、国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登

録運搬方法確認機関」という。）又は国土交通大臣）の確認（以

下「運搬方法確認」という。）を、その他の運搬に関する措置に

あっては原子力規制委員会（次項の承認を受けた容器を用いて運

搬する物についての措置にあっては、原子力規制委員会の登録を

受けた者（以下「登録運搬物確認機関」という。）又は原子力規

制委員会）の確認（以下「運搬物確認」という。）」とあるのは「国

土交通大臣（国土交通省令で定めるものにあっては、国土交通大

臣の登録を受けた者（以下「登録運搬方法確認機関」という。）

又は国土交通大臣）の確認（以下「運搬方法確認」という。）」と、

同条第四項中「原子力規制委員会又は国土交通大臣」とあるのは

「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第三項の規定

は、適用しない。 
３ 前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項

及び第四項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機

器等の認証条件に従った運搬を行う場合について準用する。 
４ 許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従った

使用及び保管についての前条第一項の規定の適用については、同

項中「次の事項」とあるのは「第一号及び第三号の事項」と、同

項第一号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。 
５ 前条第二項及び第四項の規定は、表示付特定認証機器について

は、適用しない。 
（事故届） 
第三十二条 許可届出使用者等（表示付認証機器使用者及び表示付

認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同

じ。）は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明

その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海

上保安官に届け出なければならない。 
（危険時の措置） 
第三十三条 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若

しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、地震、火災その

他の災害が起こったことにより、放射線障害のおそれがある場合

又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制

委員会規則（放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所

の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）に係る

場合にあっては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令。第三

項において同じ。）で定めるところにより、応急の措置を講じな

ければならない。 
２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上

保安官に通報しなければならない。 
３ 許可届出使用者等は、第一項の事態が生じた場合においては、

原子力規制委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨

を原子力規制委員会（放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又

は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）

に係る場合にあっては、原子力規制委員会又は国土交通大臣。次

項において同じ。）に届け出なければならない。 
４ 原子力規制委員会は、第一項の場合において、放射線障害を防

止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者

に対し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放

射性同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止する

ために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 
 
第五章 登録認証機関等 
（登録認証機関の登録） 
第三十九条 第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業

務（以下「設計認証業務」という。）を行おうとする者の申請に

より行う。 
（欠格条項） 
第四十条 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をし

た者（次条において「登録申請者」という。）が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、登録をしてはならない。  
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から二年を経過しない者 
二 第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消

しの日から二年を経過しない者 
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれ

かに該当する者があるもの 
（登録の要件等） 
第四十一条 原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の

すべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員

会規則で定める。 
一 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設

計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以

上であること。 
イ 第一種放射線取扱主任者免状を有する者 
ロ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学又

は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒

業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線

発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験

を有するの 
ハ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理

科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上

放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物

の取扱いの実務に従事した経験を有するもの 
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有

する者 
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専

任の主任設計認証員（登録申請者（その者が法人である場合に

あっては、その役員）又はその職員であるものに限る。）が設

計認証等のための審査の管理を行うものであること。 
イ 設計認証員の業務に五年以上従事した経験を有する者 
ロ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年

以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚

染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの 
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する

者 
三 登録申請者が、別表第四に掲げる者（以下「利害関係者」と

いう。）に支配されているものとして次のいずれかに該当する

ものでないこと。 
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、利害関係者

がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百

七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。 
ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一

項に規定する持分会社をいう。）にあっては、業務を執行す
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る社員）に占める利害関係者の役員又は職員（過去二年間に

当該利害関係者の役員又は職員であった者を含む。）の割合

が二分の一を超えていること。 
ハ 登録申請者（法人にあっては、その代表権を有する役員）

が、利害関係者の役員又は職員（過去二年間に当該利害関係

者等の役員又は職員であった者を含む。）であること。 
四 債務超過の状態にないこと。 

２ 第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げ

る事項を記載してするものとする。 
一 登録年月日及び登録番号 
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所  
三 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 
四 登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地 
五 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める

事 
（登録の更新） 
第四十一条の二 第十二条の二第一項の登録は、五年以上十年以内

において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その

期間の経過によって、その効力を失う。 
２ 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 
（設計認証等のための審査の義務等） 
第四十一条の三 登録認証機関は、設計認証等のための審査を行う

ことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な

く、設計認証等のための審査を行わなければならない。  
２ 登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上

の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方

法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 
（登録事項の変更の届出） 
第四十一条の四 登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第

五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようと

する日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければな

らない。 
（設計認証業務規程） 
第四十一条の五 登録認証機関は、設計認証業務に関する規程（以

下「設計認証業務規程」という。）を定め、設計認証業務の開始

前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。 
２ 設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等

のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のため

の審査に関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事

項を定めておかなければならない。  
３ 原子力規制委員会は、第一項の認可をした設計認証業務規程が

設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となったと認め

るときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更す

べきことを命ずることができる。 
（業務の休廃止） 
第四十一条の六 登録認証機関は、原子力規制委員会の許可を受け

なければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止して

はならない。 
（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 
第四十一条の七 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、

その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計

算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成が

されている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十

八条において「財務諸表等」という。）を作成し、原子力規制委

員会に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければな

らない。  
２ 利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に

掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請

求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければなら

ない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面

の閲覧又は謄写の請求 
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当

該電磁的記録に記録された事項を原子力規制委員会規則で定

める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって

原子力規制委員会規則で定めるものにより提供することの請

求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 
（設計認証員等） 
第四十一条の八 登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員

（以下「設計認証員等」という。）を選任したときは、その日か

ら十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 
２ 原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に

基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する

行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な

行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解

任を命ずることができる。 
３ 前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解

任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることがで

きない。 
（秘密保持義務等） 
第四十一条の九 登録認証機関（その者が法人である場合にあって

は、その役員。次項において同じ。）若しくはその職員（設計認

証員を含む。同項において同じ。）又はこれらの者であった者は、

設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法

（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなす。（適合命令） 
（適合命令） 
第四十一条の十 原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条

第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その

登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を

とるべきことを命ずることができる。 
（改善命令） 
第四十一条の十一 原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一

条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関

に対し、同条の規定に従って設計認証業務を行うべきこと又は設

計認証等のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
（登録の取消し等） 
第四十一条の十二 原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各号

のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を

定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できる。 
一 第四十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。  
二 第四十一条の四、第四十一条の六、第四十一条の七第一項又

は次条の規定に違反したとき。 
三 第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証

業務規程によらないで設計認証等のための審査を行ったとき。 
四 第四十一条の五第三項、第四十一条の八第二項、第四十一条

の十又は前条の規定による命令に違反したとき。 
五 正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定に

よる請求を拒んだとき。 
六 不正の手段により登録を受けたとき。 

（帳簿の記載） 
第四十一条の十三 登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定め

るところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委

員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

（原子力規制委員会による設計認証業務の実施） 
第四十一条の十四 原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登

録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審

査を行わないものとする。 
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２ 原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録を受けた者が

いないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部又

は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規

定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機

関に対し設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、

登録認証機関が天災その他の事由により設計認証業務の全部又

は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると

認めるときは、設計認証業務の全部又は一部を自ら行うことがで

きる。 
３ 原子力規制委員会が前項の規定により設計認証業務の全部又

は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の

必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。 
（登録運搬方法確認機関の登録） 
第四十一条の十九 第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係

る登録は、運搬方法確認に関する業務（以下「運搬方法確認業務」

という。）を行おうとする者の申請により行う。 
（準用） 
第四十一条の二十 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、

第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準

用する。この場合において、これらの規定（第四十一条第二項第

三号を除く。）中「原子力規制委員会」とあるのは「国土交通大

臣」と、「原子力規制委員会規則」とあるのは「国土交通省令」

と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証

等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「主任設計認

証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と、「設計認証業務」

とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるの

は「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるの

は「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運

搬方法確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」と

あるのは「別表第六」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」

とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同項第三号中「設

計認証業務」とあるのは「第四十一条の十九に規定する運搬方法

確認業務（以下単に「運搬方法確認業務」という。）」と、第四十

一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合す

る方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは

「国土交通省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定

に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 
（登録運搬物確認機関の登録） 
第四十一条の二十一 第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係

る登録は、運搬物確認に関する業務（以下「運搬物確認業務」と

いう。）を行おうとする者の申請により行う。 
（準用） 
第四十一条の二十二 第四十条から第四十一条の十四までの規定

は、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準

用する。この場合において、これらの規定（第四十一条第二項第

三号を除く。）中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「主

任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と、「設計認証

業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあ

るのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とある

のは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運

搬物確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあ

るのは「別表第六」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」と

あるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計

認証業務」とあるのは「第四十一条の二十一に規定する運搬物確

認業務（以下単に「運搬物確認業務」という。）」と、第四十一条

の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方

法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子

力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規

定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 
 
第六章 雑則 
（報告徴収） 
第四十二条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律（国土交通大臣にあっては第十八条第一項、第

二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道

府県公安委員会にあっては第十八条第六項の規定）の施行に必要

な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令又は内閣府令で

定めるところにより、許可届出使用者（表示付認証機器届出使用

者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者

又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせるこ

とができる。 
２ 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要

な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるとこ

ろにより、原子力規制委員会にあっては登録認証機関、登録検査

機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機

関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登

録定期講習機関に対し、国土交通大臣にあっては登録運搬方法確

認機関に対し、報告をさせることができる。 
３ 原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、

第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長そ

の他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。 
（立入検査） 
第四十三条の二 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公

安委員会は、この法律（国土交通大臣にあっては第十八条第一項、

第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都

道府県公安委員会にあっては第十八条第六項の規定）の施行に必

要な限度で、その職員（原子力規制委員会にあっては放射線検査

官、都道府県公安委員会にあっては警察職員）に、許可届出使用

者（表示付認証機器届出使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃

貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託さ

れた者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳

簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は

検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放

射性汚染物を収去させることができる。 
２ 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収

去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、そ

の職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査

させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度におい

て、放射性同位元素その他の必要な試料を収去させることができ

る。 
３ 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示し

なければならない。 
４ 第一項及び第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解してはならない。 
第四十三条の三 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律

の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあって

は登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物

確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、

登録資格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあっ

ては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の

帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ

ることができる。 
２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査に

ついて準用する。 
 
第七章 罰則 
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一～五 （略） 
六 第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二

項、第十八条第四項（第二十五条の二第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）、第十九条第三項又は第二十五条

の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替

えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者 
七、八 （略） 
九 第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定に
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よる命令に違反した者 
十 第四十二条第一項（同項に規定する運搬を委託された者に係

る部分を除く。）の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
十一 第四十三条の二第一項（同項に規定する運搬を委託された

者に係る部分を除く。）の規定による立入り、検査若しくは収

去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者 
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。 
一 第四十一条の九第一項（第四十一条の十六、第四十一条の十

八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二

十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条

の三十四において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 
二 第四十一条の十二（第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四

及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。）の規定

による業務の停止の命令に違反した者 
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の

罰金に処する。 
一～四 （略） 
五 第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第

一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十

八条第一項（第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）若しくは第七項、第十九条第一項、第二

項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において

準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八

条第一項の規定に違反した者 
六 第十八条第二項（第二十五条の二第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）若しくは第二十五条の二第三項に

おいて準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する

第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の

規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位

元素又は放射性汚染物を運搬した者 
七～九 （略） 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

金に処する。 
一～七 （略） 
八 第十八条第八項の規定による警察官の停止命令に従わず、検

査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わな

かった者 
九 第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十

六条の三第二項の規定に違反した者 
十 第二十五条第一項（第二十五条の二第四項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）、第二項若しくは第三項の規定に

違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載

をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しな

かった者 
十一 第二十七条第一項若しくは第三項、第三十二条若しくは第

三十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者 
十二、十三 （略） 
十四 第四十二条第一項（同項に規定する運搬を委託された者に

係る部分に限る。）若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 
十五 第四十三条の二第一項（同項に規定する運搬を委託された

者に係る部分に限る。）又は第二項の規定による立入り、検査

若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し

て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

罰金に処する。 
一 第四十一条の六（第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十

四において準用する場合を含む。）の許可を受けないで設計認

証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物

確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務又は資格講

習業務の全部を廃止した者 
二 第四十一条の十三（第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四

及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。）の規定

に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚

偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 
三 （略） 
四 第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
五 第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条、第五十二

条、第五十三条第二号又は第五十三条の二から前条までの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 
第五十八条 第四十一条の七第一項（第四十一条の十六、第四十一

条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条

の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条

の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。）

の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載

すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理

由がないのに第四十一条の七第二項各号（第四十一条の十六、第

四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四

十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四

十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を

含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に

処する。 
 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起

算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。（本書掲載条項外） 
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行令（抄） 

（昭和三十五年九月三十日政令第二百五十九号） 

最終改正：平成二十七年三月十八日政令第七十四号 
 

内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（昭和三十二年法律第百六十七号）の規定に基づき、放射性同位元

素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和三十三年政

令第十四号）の全部を改正するこの政令を制定する。 
 
第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等 
（運搬に関する確認を要する場合） 
第十六条 法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射

線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放

射性汚染物として原子力規制委員会規則(1)（鉄道、軌道、索道、

無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認（運搬する

物に係る確認を除く。）を要する場合にあっては、国土交通省令(2)）

で定めるものを運搬する場合とする。 
 

【編注】： 

(1) 放射線障害防止法施行規則十八条の十四 

(2) 放射性同位元素等車両運搬規則十九条 
 
（都道府県公安委員会への届出を要する場合） 
第十七条 前条の規定は、法第十八条第五項に規定する政令で定め

る場合について準用する。 
（都道府県公安委員会の間の連絡） 
第十八条 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、

関係都道府県公安委員会（以下この条において「関係公安委員会」

という。）は、次に掲げる措置をとるものとする。 
一 出発地を管轄する都道府県公安委員会（以下この号において

「出発地公安委員会」という。）以外の関係公安委員会にあっ

ては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の

受理及び同条第六項の指示を行うこと。 
二 法第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、

当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。 
三 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害

を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と

緊密な連絡を保つこと。 
 
第五章 雑則 
（手数料） 
第三十一条 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料

の額は、次の表のとおりとする。 

手数料を納付すべき者 金  額 
七 法第十八条第二項の運搬方法確認を

受けようとする者 
十四万二千三百円

八 法第十八条第二項の運搬物確認を受

けようとする者 
 

イ 法第十八条第三項の承認を受けた

容器（以下「承認容器」という。）以

外の容器の使用により放射性同位元

素又は放射性汚染物を運搬しようと

する者 

四十六万六千百円

（電子申請等によ

る場合にあって

は、四十六万四千

九百円） 
ロ 承認容器の使用により一ペタベク

レルを超える放射性同位元素を運搬

しようとする者 

十三万千百円 

ハ 承認容器の使用により一ペタベク

レル以下の放射性同位元素又は放射

性汚染物を運搬しようとする者 

三万三千百円 

九 法第十八条第三項の承認を受けよう

とする者 
六万六千五百円

（電子申請等によ

る場合にあって

は、六万五千三百

円） 

附 則（平成二十七年三月十八日政令第七十四号） 抄 
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

 
 
 

256



放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄） 

257 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行規則（抄） 

（昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号） 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び放

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の規定

に基づき、及びこれらを実施するため、放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十三年総理府令第二

十一号）の全部を次のように改正する。 
 
第一章 定義 
（用語の定義） 
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定

める線量を超え、空気中の放射性同位元素（放射線発生装置か

ら発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を

含む。以下この号、第四号、第十二号及び第十三号、第十四条

の八において準用する第十四条の七第一項第四号及び第五号、

第十四条の十において準用する第十四条の九第四号ハ、第十四

条の十一、第十五条第一項第四号及び第十号、第十七条第一項

第七号及び第二項、第十八条第一項第一号イ及び第三号、第十

八条の三第二項、第十八条の四第八号、第十八条の五、第十八

条の六、第十八条の十一第一号イ及び第二号ロ、第十九条第一

項（第十三号ニ及び第十六号を除く。）、第三項及び第五項第

二号、第二十条（第一項第四号ロ及びハを除く。）、第二十一

条第一項第四号、第二十二条第一項第三号、第二十二条の三第

一項、第二十四条第一項第四号イ及び第五号、第二十六条第一

項第三号及び第七号ニ並びに第二項第二号、第二十九条第一項

第四号、第二十九条の四第一号、第二十九条の七並びに第三十

九条第二項において同じ。）の濃度が原子力規制委員会が定め

る濃度を超え、又は放射性同位元素によって汚染される物の表

面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度

を超えるおそれのある場所 
八 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置

の取扱い、管理又はこれに付随する業務（以下「取扱等業務」

という。）に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの 
九 放射線施設 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物

貯蔵施設又は廃棄施設 
十 実効線量限度 放射線業務従事者の実効線量について、原子

力規制委員会が定める一定期間内における線量限度 
十一 等価線量限度 放射線業務従事者の各組織の等価線量に

ついて、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限

度 
十二 空気中濃度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所

において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度につい

て、原子力規制委員会が定める濃度限度 
十三 表面密度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所に

おいて人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、

原子力規制委員会が定める密度限度 
 
第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等 
（認証の基準） 

第十四条の三 
２ 放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に

係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技

術上の基準は、次のとおりとする。 
一 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあっては、

同一の者が、年間使用時間を超えて当該放射性同位元素装備機

器の表面から五十センチメートル以内に近づかないための措

置を講ずること。 

二 当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機

能を有する部分の分解又は組立てを行わないこと。 
三 当該放射性同位元素装備機器は、第十四条の九第二号の貯蔵

室若しくは貯蔵箱において又は「放射性」若しくは「ＲＡＤＩ

ＯＡＣＴＩＶＥ」の表示を有する専用の容器に入れて保管する

こと。 
四 当該放射性同位元素装備機器を保管する場合には、これをみ

だりに持ち運ぶことができないような措置を講ずること。 
五 当該放射性同位元素装備機器を運搬する場合には、当該放射

性同位元素装備機器又は当該放射性同位元素装備機器を収納

した容器が、次に掲げる基準に適合すること。 
イ 第十八条の三第一項第一号のＬ型輸送物に相当すること。 
ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 
ハ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 
ニ 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容

易であること。 
ホ 材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性

同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じ

るおそれがないこと。 
へ 弁が誤って操作されないような措置が講じられているこ

と。 
ト 見やすい位置に「放射性」又は「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ」

の表示及び「Ｌ型輸送物相当」の表示を付すること。ただし、

原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。 
チ 表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロ

シーベルト毎時を超えないこと。 
リ 表面の放射性同位元素の密度が第十八条の四第八号の輸

送物表面密度を超えないこと。 
 
第三章 使用の基準等 
（車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準） 
第十八条の二 法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定め

る技術上の基準（車両運搬（事業所等の外における鉄道、軌道、

索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同

じ。）により運搬する物に係るものに限る。）は、次条から第十

八条の十二までに定めるところによる。 
（放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬） 
第十八条の三 放射性同位元素等（危険物船舶運送及び貯蔵規則

（昭和三十二年運輸省令第三十号）第二条第一号ト（１）に該当

しないもの（原子力規制委員会の定めるものを除く。）を除く。

以下第十八条の十三までにおいて同じ。）は、次に掲げる放射性

同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射

性輸送物（放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されて

いるものをいう。以下同じ。）として運搬しなければならない。 
一 危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制

委員会の定めるものＬ型輸送物 
二 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有す

る放射性同位元素等（前号に掲げるものを除く。）Ａ型輸送物 
三 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を

有する放射性同位元素等（第一号に掲げるものを除く。）ＢＭ

型輸送物又はＢＵ型輸送物 
２ 前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等

であって危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定める

もの（以下「低比放射性同位元素」という。）及び放射性同位元

素によって表面が汚染された物であって危険性が少ないものと

して原子力規制委員会の定めるもの（以下「表面汚染物」という。）

は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、ＩＰ－１型輸送物、

ＩＰ－２型輸送物又はＩＰ－３型輸送物として運搬することが

できる。 
３ 前二項に掲げるＬ型輸送物、Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ

型輸送物、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型

輸送物は、それぞれ次条から第十八条の十までに規定する技術上

の基準に適合するものでなければならない。 
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（Ｌ型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の四 Ｌ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 
一 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 
二 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き

裂、破損等の生じるおそれがないこと。 
三 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易

であること。 
四 材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同

位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるお

それがないこと。 
五 弁が誤って操作されないような措置が講じられていること。 
六 開封されたときに見やすい位置（当該位置に表示を有するこ

とが困難である場合は、放射性輸送物の表面）に「放射性」又

は「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ」の表示を有していること。ただ

し、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。 
七 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マ

イクロシーベルト毎時を超えないこと。 
八 表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める

密度（以下「輸送物表面密度」という。）を超えないこと。 
九 放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品（放射性

輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外のも

のが収納され、又は包装されていないこと。 
（Ａ型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の五 Ａ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 
一 前条第一号から第五号まで、第八号及び第九号に定める基準 
二 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 
三 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封

されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのは

り付け等の措置が講じられていること。 
四 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範

囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、

運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限り

でない。 
五 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性同位元

素の漏えいがないこと。 
六 液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に

掲げる要件に適合すること。 
イ 容器に収納することができる放射性同位元素等の量の二

倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸 

収材又は二重の密封部分から成る密封装置（容器の構成部品

のうち、放射性同位元素の漏えいを防止するための密封措置

が施されているものをいう。以下同じ。）を備えること。た

だし、法第十八条第三項の規定により承認を受けた容器（Ｂ

Ｍ型輸送物又はＢＵ型輸送物に係るものに限る。）を使う場

合は、この限りでない。 
ロ 放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注

入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。 
七 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミ

リシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載（鉄道、

軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両

又はコンテナ（内容積が三立方メートルを超えるものに限る。）

が一の荷送人によって専用され、かつ、運搬する物の積込み及

び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によって行わ

れる積載の方法をいう。以下同じ。）として運搬する放射性輸

送物であって、車両運搬規則第四条第二項並びに第十八条第三

項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うも

ののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受

けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大

値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 
八 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル

線量当量率の最大値（コンテナ又はタンク（気体、液体又は固

体を収納する容器をいう。以下同じ。）を容器として使う放射

性輸送物であって、専用積載としないで運搬するものについて

は、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル

線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じ

た線量当量率）が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。

ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、

安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたとき

は、この限りでない。 
九 原子力規制委員会の定めるＡ型輸送物に係る一般の試験条

件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合するこ

と。 
イ 放射性同位元素の漏えいがないこと。 
ロ 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が著

しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時（第七号ただ し

書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時）を超えないこ

と。 
十 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射性同位

元素等（気体状のトリチウム及び希ガスを除  く。）が収納

され、又は包装されているＡ型輸送物に係る追加の試験条件の

下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこ

と。 
（ＢＭ型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の六 ＢＭ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲

げるとおりとする。 
一 前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六

号イに定める要件は、適用しない。 
二 原子力規制委員会の定めるＢＭ型輸送物に係る一般の試験

条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合する

こと。 
イ 前条第九号ロの要件 
ロ 放射性同位元素の一時間当たりの漏えい量が原子力規制

委員会の定める量を超えないこと。 
ハ 表面の温度が日陰において摂氏五十度（専用積載として運

搬する放射性輸送物にあっては、輸送中人が容易に近づくこ

とができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送

物にあっては、当該近接防止枠の表面）において摂氏八十五

度）を超えないこと。 
ニ 表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度を超えな

いこと。 
三 原子力規制委員会の定めるＢＭ型輸送物に係る特別の試験

条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合する

こと。 
イ 表面から一メートル離れた位置における一センチメート

ル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えない

こと。 
ロ 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が原子力規制

委員会の定める量を超えないこと。 
四 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの

周囲の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがな

いこと。 
五 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する

放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送

物にあっては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置く

こととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全

上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りで

ない。 
（ＢＵ型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の七 ＢＵ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲

げるとおりとする。 
一 第十八条の五第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、

第六号ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基

準 
二 原子力規制委員会の定めるＢＵ型輸送物に係る一般の試験

条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに

定める要件に適合すること。 
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三 原子力規制委員会の定めるＢＵ型輸送物に係る特別の試験

条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定め

る要件に適合すること。囲において、き裂、破損等の生じるお

それがないこと。 
四 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲

において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 
五 フイルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体の

ろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。 
六 最高使用圧力（運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直

射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場

合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生じる気体の最大

圧力（ゲージ圧力をいう。）をいう。）が七百キロパスカルを超

えないこと。 
（ＩＰ－１型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の八 ＩＰ－１型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条

の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。 
（ＩＰ－２型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の九 ＩＰ－２型輸送物（放射性同位元素等を収納する容

器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器（金属製の容器であ

って、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、

内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会

の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。）であるもの

を除く。）に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりと

する。 
一 前条に定める基準 
二 原子力規制委員会の定めるＩＰ－２型輸送物に係る一般の

試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ

及びロに定める要件に適合すること。 
２ ＩＰ－２型輸送物（放射性同位元素等を収納する容器がコンテ

ナ、タンク又は金属製中型容器（金属製の容器であって、運搬 中

に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立

方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に

適合するものをいう。以下同じ。）であるものを除く。）に係る

技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 
一 前条に定める基準 
二 前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員

会の認める基準 
（ＩＰ－３型輸送物に係る技術上の基準） 
第十八条の十 ＩＰ－３型輸送物（放射性同位元素等を収納する容

器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものを除く。）

に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 
一 第十八条の五第一号から第八号までに定める基準。ただし、

同条第六号イに定める要件は、適用しない。 
二 原子力規制委員会の定めるＩＰ－３型輸送物に係る一般の 

試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ

及びロに定める要件に適合すること。 
２ ＩＰ－３型輸送物（放射性同位元素等を収納する容器がコンテ

ナ（収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。）、タンク

又は金属製中型容器であるものに限る。）に係る技術上の基準は、

次の各号に掲げるとおりとする。 
一 第十八条の八に定める基準 
二 第十八条の五第三号から第五号までに定める基準、第六号ロ

に定める要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又

はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準 
（放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表

面汚染物の運搬） 
第十八条の十一 次に掲げる低比放射性同位元素及び表面汚染物

は、第十八条の三の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に

定める放射性輸送物としないで運搬することができる。 
一 原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素であって、次

に掲げる要件に適合するもの 
イ 通常の運搬状態において、放射性同位元素が容易に飛散し、

又は漏えいしないような措置が講じられていること。 
ロ 専用積載として運搬すること。 

二 原子力規制委員会の定める表面汚染物であって、次に掲げる

要件に適合するもの 
イ 前号イに掲げる要件 
ロ 専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性同位

元素の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないも

のは、この限りでない。 
 
（特別措置による運搬） 
第十八条の十二 第十八条の三又は前条の規定に従って運搬する

ことが著しく困難な場合であって、安全な運搬を確保するために

必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても

安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、

これらの規定によらないで運搬することができる。この場合にお

いて、当該運搬する物の一センチメートル線量当量率の最大値は、

表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。 
（簡易運搬に係る技術上の基準） 
第十八条の十三 法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定

める技術上の基準（簡易運搬（事業所等の外における車両運搬以

外の運搬（船舶又は航空機によるものを除く。）をいう。以下同

じ。）に係るものに限る。）は、第十八条の三から前条までに定

めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 
一 第十八条の三、第十八条の十一又は前条の規定により運搬さ

れる放射性同位元素等（以下「運搬物」という。）を積載し、

又は収納した運搬機械又は器具（簡易運搬に係るものに限る。

以下「運搬機器」という。）の表面における一センチメートル

線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、

表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線

量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないよ

うにすること。 
二 運搬物（Ｌ型輸送物を除く。以下この号及び次号において同

じ。）の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、

転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。 
三 運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険

物と混載しないこと。 
四 二以上の運搬物（その表面における一センチメートル線量当

量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限

る。以下この号において同じ。）を一の運搬機器に積載し、又

は収納して運搬する場合は、放射線障害の防止のため、原子力

規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する

運搬物の個数を制限すること。 
五 運搬物（Ｌ型輸送物を除く。以下この号において同じ。）を

運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 
イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事

故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事

項を記載した書面を携行し、運搬を終了した日から一年間こ

れを保存すること。 
ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、

保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を

携行すること 
ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を

置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこ

と。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、こ

の限りでない。 
六 ＢＭ型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ず

ること。 
イ 第一種放射線取扱主任者免状若しくは第二種放射線取扱

主任者免状を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有

する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせるこ

とにより、放射性同位元素等の放射線管理、放射性同位元素

等の運搬に従事する者の被ばく管理その他放射性同位元素

等の保安のために必要な監督を行わせること。 
ロ 交通が混雑する時間及び経路を避けること。 

七 運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識

の取付け又は表示をすること。 
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八 放射線業務従事者の線量が実効線量限度及び等価線量限度

を超えないようにすること。 
（運搬に関する確認を要する放射性同位元素等） 

第十八条の十四 令第十六条の原子力規制委員会規則で定める放

射性同位元素等は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性

同位元素等（第十八条の三第二項及び第十八条の十二の規定によ

り運搬されるものを除く。）とする。 
 
（運搬に関する確認の申請） 
第十八条の十五 法第十八条第二項の規定により運搬物確認（登録

運搬物確認機関が行うものを除く。）を受けようとする者は、別

記様式第十八による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原

子力規制委員会に提出しなければならない。 
一 運搬する放射性同位元素等に関する説明書 
二 前号の放射性同位元素等を収納する容器（以下この条及び第

十八条の十七から第十八条の二十までにおいて「容器」とい

う。）の構造、材質及び製作の方法（以下「容器の設計」とい

う。）並びに当該放射性同位元素等を当該容器に収納した場合

の放射性輸送物の安全性に関する説明書 
三 容器が容器の設計に従って製作されていることを示す説明

書 
四 容器が容器の設計に適合するよう維持されていることを示

す説明書 
五 放射性輸送物の発送前の点検に関する説明書 
六 簡易運搬にあっては、放射性輸送物の運搬方法及びその安全

性に関する説明書 
２ 前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規

則（昭和三十二年運輸省令第三十号）第八十七条第一項の規定に

よる国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出され

ている場合にあっては、当該書類の提出を省略することができる。 
３ 法第十八条第三項の承認を受けた容器を使用して放射性同位

元素等を運搬する場合にあっては、第一項第二号及び第三号の書

類の提出を省略することができる。 
４ 登録運搬物確認機関が行う法第十八条第二項の運搬物確認を

受けようとする者は、別記様式第十八の申請書に第一項各号に掲

げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなけ

ればならない。 
（運搬確認証の交付） 
第十八条の十六 原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法

第十八条第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付

する。 
（容器承認の申請） 
第十八条の十七 法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別

記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければな

らない。 
２ 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。 

一 容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する

説明書 
二 容器の設計及び放射性同位元素等を当該容器に収納した場

合の放射性輸送物の安全性に関する説明書 
三 容器が容器の設計に従って製作されていることを示す説明

書 
四 容器が第二号の設計に適合するよう維持されていることを

示す説明書 
３ 容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものにつ

いては、当該容器の各部ごとに第一項の申請をすることができる。

この場合において、前項第三号及び第四号の説明書は、当該申請

に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。 
４ 第二項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定

めるところにより、容器の設計及び第二項第一号の放射性同位元

素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関す

る事項について当該輸送物が第十八条の三から第十八条の十二

までに定める技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認

める場合は、当該書類の提出を省略することができる。 

（容器承認書の交付） 

第十八条の十八 原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定す

る承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承

認書を交付する。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 
二 容器の名称 

三 承認容器登録番号 

四 容器の外形寸法及び重量 

五 放射性輸送物の種類 

六 収納する放射性同位元素等の仕様 

七 承認容器として使用する期間 

八 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項 

（承認容器として使用する期間の更新） 

第十八条の十九 前条の規定により容器承認書の交付を受けた者

は、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されているこ

とを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることが

できる。 
２ 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第二十による承認

容器使用期間更新申請書に、当該容器が当該容器の設計に適合す

るよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けよ

うとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会

に提出しなければならない。 

３ 原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容

器承認書を書き換えて交付するものとする。 

（容器承認書の変更の届出等） 

第十八条の二十 第十八条の十八の規定により容器承認書の交付

を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更

の日から三十日以内に、別記様式第二十一による届書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 

２ 第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、

承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日

以内に、別記様式第二十二による届書に当該容器承認書を添えて

原子力規制委員会に提出しなければならない。 

 
第四章 測定の義務等 
（放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置） 
第二十三条 許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業

者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第二十四条の規定により

講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。 
一 放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれの

ある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程

度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射

線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を

講じ、必要な保健指導を行うこと。 
二 放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けた

おそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保

健指導等の適切な措置を講ずること。 
（記帳） 
第二十四条 法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者

が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の

各号に定めるところによる。 
一 許可届出使用者については、次によるものとする。 

イ～リ （略） 
ヌ 工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬の

年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名

称 
ル～レ （略） 

二 届出販売業者及び届出賃貸業者については、次によるものと

する。 
イ～ロ （略） 
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ハ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された

物の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名

称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名

若しくは名称 
ニ～ト （略） 

三 許可廃棄業者（廃棄物埋設を行う者を除く。）については、

次によるものとする。 
イ～ホ （略） 
へ 廃棄事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月

日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に

従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称 
ト （略） 

四 （略） 
（危険時の措置） 
第二十九条 許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業

者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を

委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければ

ならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。 
一 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに

延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努める

とともに直ちにその旨を消防署又は消防法（昭和二十三年法律

第百八十六号）第二十四条の規定により市町村長の指定した場

所に通報すること。 
二 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設

の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれら

の付近にいる者に避難するよう警告すること。 
三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場

合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずるこ

と。 
四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、そ

の広がりの防止及び除去を行うこと。 
五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必

要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄

を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、

関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 
２ 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又

は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること

等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくする

こと。この場合において、放射線業務従事者（女子については、

妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使

用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。）にあっては、

第十五条第一項第三号（第十七条第一項及び第二項並びに第十九

条第一項、第三項、第四項及び第五項において準用する場合を含

む。）及び第十八条の十三第八号の規定にかかわらず、原子力規

制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができ

る。 
３ 法第三十三条第三項の規定により、同条第一項に規定する者は、

次の事項を届け出なければならない。 
一 法第三十三条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに

原因 
二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況 
三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容 

 
第六章 雑則 
（報告の徴収） 
第三十九条 許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販

売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から

運搬を委託された者は、次のいずれかに該当するときは、その旨

を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規

制委員会に報告しなければならない。 
一 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。 

二 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は

排気することによって廃棄した場合において、第十九条第一項

第二号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。 
三 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は

排水することによって廃棄した場合において、第十九条第一項

第五号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。 
四 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき（第十五条

第二項の規定により管理区域の外において密封されていない

放射性同位元素の使用をした場合を除く。）。 
五 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、

次のいずれかに該当するとき（漏えいした物が管理区域外に広

がったときを除く。）を除く。 
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係

る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するため

の堰の外に拡大しなかったとき。 
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、空

気中濃度限度を超えるおそれがないとき。 
六 第十四条の七第一項第三号の線量限度を超え、又は超えるお

それがあるとき。 
七 放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い

における計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに

係る実効線量が放射線業務従事者（廃棄に従事する者を含む。

以下この項において同じ。）にあっては五ミリシーベルト、放

射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超

え、又は超えるおそれがあるとき。 
八 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量

限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。 
九 第十四条の十二第二号の線量限度を超えるおそれがあると

き。 
７ 前各項に規定する場合のほか、許可届出使用者、表示付認証機

器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業

者又はこれらの者から運搬を委託された者は、原子力規制委員会

が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当

該事項を当該期間内に原子力規制委員会に報告しなければなら

ない。 
一 放射線管理の状況 
二 放射性同位元素の在庫及びその増減の状況 
三 工場又は事業所の外において行われる放射性同位元素等の

廃棄又は運搬の状況 
（収去証） 
第四十条 法第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が

放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交

付しなければならない。 
（身分を示す証明書） 
第四十一条 法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規

定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び

同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明

書は、それぞれ別記様式第五十九及び別記様式第六十によるもの

とする。 
 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会規則第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 
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様式第十八（第 18 条の 15 関係） 
   整理番号（注 1）   

運 搬 確 認 申 請 書 

年  月  日 

原子力規制委員会殿 

    （注 3） 

氏 名 （法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第 18 条第 2 項の規

定により運搬の確認を申請します。 

氏 名 又 は 名 称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住 所 

郵便番号（    ） 

都道 
府県 

電話番号（    ）

事 業 所 等 

又 は 

事 務 所 

許可届出使用者等の

区分    （注 4） 

名 称 

所 在 地 

郵便番号（    ） 

都道 
府県 

電話番号（    ）

連絡員の氏名（注 5） 

所属部課名（      ）

電話番号（      ）

FAX 番号（      ）

メールアドレス（      ）

運 搬 の 目 的 （注 6）  

運 搬 予 定 時 期 年   月   日 

放

射

性

輸

送

物

に

関

す

る

説

明 

放射性輸送物の名称（注 7）  

放射性輸送物の種類（注 8）  

放 射 性 輸 送 物 の 総 重 量  

位
元
素
等
の
仕
様 

運
搬
す
る
放
射
性
同 

核 種  

数 量  

重 量  

物理的状態（注 10）  

化 学 形 等（注 11）  

(注 9) 密封の状態（注 12）  

容 
 
 

器 

容 器 の 名 称  

外 形 寸 法  

重 量  

容器承認を受けた

ものは、承認の年月

日及び番号 
 

容器の維持の状況  (注13) 

関
す
る
説
明

運
搬
方
法
に

使用する運搬機器の種類 
(注 15) 

 

運搬機器への積付け方法 
 

(注 14) 携行する書面及び携行器具等  

注 1 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
2 「所定の金額の収入印紙をはり、消印をしないこと。」 原子

力規制委員会に申請する場合は、手数料の額に相当する収入印

紙を貼り付け、登録運搬物確認機関に申請する場合は、収入印

紙に代えて当該登録運搬物確認機関の運搬物確認業務規程に

定めるところによる料金を当該登録運搬物確認機関に納付す

ること。 
3 「原子力規制委員会」 登録運搬物確認機関に申請する場合

は登録運搬物確認機関の長あてとすること。 
4 「許可届出使用者等の区分」 許可届出使用者、届出販売業

者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はそれらの者から運

搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託された者に

あっては、委託者の名称及び事業の区分を併せて記載すること。 
5 「連絡員の氏名」 FAX番号及びメールアドレスについては、

可能な範囲で記載すること。 
6 「運搬の目的」 当該運搬に係る出発地及び目的地の事業所

等の名称及び所在地を併せて記載すること。 
7 「放射性輸送物の名称」 放射性輸送物の通称を記載するこ

と。 
8 「放射性輸送物の種類」 BM 型輸送物又は BU 型輸送物の

別を記載すること。 
9 「運搬する放射性同位元素等の仕様」 運搬する放射性同位

元素等の核種及び化学形等ごとに記載し、数量の単位としては

ベクレルを用いること。 
10 「物理的状態」 気体、液体等の状態を記載すること。 
11 「化学形等」 原子力規制委員会の定める化学形等の区分を

記載すること。 
12 「密封の状態」 放射性同位元素を被覆しているカプセル等

の材料、材質、厚さ等を記載すること。 
13 「容器」 容器の一部を分離して使用することのできるもの

にあっては、それぞれの容器の部分ごとに記載すること。 
14 「運搬方法に関する説明」 簡易運搬を行う場合のみ記載す

ること。 
15 「使用する運搬機器の種類」 自転車、台車等具体的に記載

すること。 
 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

2 この申請書の提出部数は、1 通とすること。 
3 この申請書には、第 18 条の 15 第 1 項（同条第 2 項の規定

により書類の提出を省略する場合にあっては、同条第 1 項

第 2 号及び第 3 号を除く。）に規定する書類を、それらの書

類の一覧表と共に添えること。 
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 
 
 

所定の金額の収入印紙を

はり、消印をしないこと。

（注 2） 
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様式第十九（第 18 条の 17 関係） 
   整理番号（注 1）   

容 器 承 認 申 請 書 

年  月  日 

原子力規制委員会殿  

住 所             電話番号 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第 18条第 3項の規

定により容器の承認を申請します。 

位
元
素
等
の
仕
様

収
納
す
る
放
射
性
同

核 種  

数 量  

重 量  

物 理 的 状 態（注 3）  

化 学 形 等（注 4）  

(注 2) 密 封 の 状 態（注 5）  

放 射 性 輸 送 物 の 種 類（注 6）  

放 射 性 輸 送 物 の 総 重 量  

容 
 
 

 

器 

容 器 の 名 称  

外 形 寸 法  

重 量  

承認容器として使用するこ

とを予定している期間 

 

BM 型輸送物にあっては、

BU 型輸送物の設計基準の

うち適合しない基準につい

ての説明 

 

設計承認を受けたものは、

承認の年月日及び番号 

 

容器の保守及び放射性輸送物の取扱

いに関する事項 

 

連 絡 員 の 氏 名（注 7） 

所属部課名（      ）

電話番号（      ）

FAX 番号（      ）

メールアドレス（      ）

注 1 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
2 「収納する放射性同位元素等の仕様」 収納する放射性同

位元素等の核種及び化学形等ごとに記載し、数量の単位として

はベクレルを用いること。 
3 「物理的状態」 気体、液体等の状態を記載すること。 
4 「化学形等」 原子力規制委員会が定める化学形等の区分

を記載すること。 
5 「密封の状態」 放射性同位元素を被覆しているカプセル

等の材料、物質、厚さ等を記載すること。 
6 「放射性輸送物の種類」 BM 型輸送物又は BU 型輸送物

の別を記載すること。 
7 「連絡員の氏名」 FAX 番号及びメールアドレスについて

は、可能な範囲で記載すること。 
 

備考 1 この用紙は、日本工業規格 A4 とすること。 
2 この申請書の提出部数は、1 通とする。 
3 この申請書には、第 18 条の 17 第 2 項（同条第 4 項の規定

により書類の提出を省略する場合にあっては、同条第 2 項

第 2 号を除く。）に規定する書類を、それらの書類の一覧

表と共に添えること。 
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 
 
 
 
 

別記様式第五十九（第 41 条関係） 
表 

第   号 
 

放射線検査官身分証明書 
 

職  名 
氏  名 
生年月日 

 
上記の者は、放射線検査官で

あることを証明する。 
 

年  月  日交付 
 

原子力規制委員会 

印  

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 

裏 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄） 

第 43 条の２ 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律（国土交通大臣にあっては第 18 条第 1 項、第 2

項及び第 4 項並びに第 33 条第 1 項及び第 4 項の規定、都道府県公

安委員会にあっては第 18 条第 6 項の規定）の施行に必要な限度で、

その職員（原子力規制委員会にあっては放射線検査官、都道府県公

安委員会にあっては警察職員）に、許可届出使用者（表示付認証機

器届出使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許

可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は

工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な

物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限

度において、放射性同位元素若しくは放射性汚染物を収去させるこ

とができる。 

２ （略） 

３ 前 2 項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。 

４ 第 1 項及び第 2 項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

第 52 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役若し

くは 100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

十一 第 43 条の 2 第 1 項（同項に規定する運搬を委託された者に係

る部分を除く。）の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

第 55 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に

処する。 

十五 第 43 条の 2 第 1 項（同項に規定する運搬を委託された者に

係る部分に限る。）又は第 2 項の規定による立入り、検査若しく

は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述を

せず、若しくは虚偽の陳述をした者 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 
 

所定の金額の収入

印紙をはり、消印

をしないこと。 

 

印 

写 
 

 

真 
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別記様式第六十（第 41 条関係） 
表 

第   号 
 

立入検査職員身分証明書 
 

職  名 
氏  名 
生年月日 

 
 上記の者は、放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関

する法律第 43 条の 2 の第 2 項

の規定により立入検査を行う職

員であることを証明する。 
 

年  月  日交付 
 

原子力規制委員会 

印  

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 

裏 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄） 

第 43 条の２ （第 1 項省略） 

２ 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収去

のほか、第 30 条の 2 第 1 項の規定の施行に必要な限度で、その職員

に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関

係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性

同位元素その他の必要な試料を収去させることができる。 

３ 前 2 項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。 

４ 第 1 項及び第 2 項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

第 55 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に

処する。 

十五 第 43 条の 2 第 1 項（同項に規定する運搬を委託された者に

係 る部分に限る。）又は第 2 項の規定による立入り、検査若しくは

収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A7 とすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

印 

写 
 

 

真 
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放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄） 

（平成十二年十月二十三日科学技術庁告示第五号） 
 

最終改正：平成二十五年三月二十九日文部科学省告示第五十八号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭

和三十五年政令第二百五十九号）及び放射性同位元素等による放射線

障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六

号）の規定に基づき、昭和六十三年科学技術庁告示第十五号（放射線

を放出する同位元素の数量等を定める件）の全部を改正するこの告示

を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。 

 

（放射線を放出する同位元素の数量及び濃度） 
第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施

行令（以下「令」という。）第一条に規定する放射線を放出する同

位元素の数量（以下「下限数量」という。）及び濃度は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数量及び濃度とする。 
一 放射線を放出する同位元素で密封されたもの 放射線を放出

する同位元素を密封した物一個（通常一組又は一式をもって使用

をする物にあっては一組又は一式とする。）に含まれている放射

線を放出する同位元素について、次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める数量及び濃度 
イ 放射線を放出する同位元素の種類が一種類の場合 別表第

一の第一欄に掲げる種類に応じて、同表の第二欄に掲げる数量

及び同表の第三欄に掲げる濃度 
ロ 放射線を放出する同位元素の種類が二種類以上の場合 別

表第一の第一欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元

素の数量のそれぞれ同表の第二欄に掲げる数量に対する割合

の和が一となるようなそれらの数量及び同表の第一欄に掲げ

る種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ同

表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一となるような

それらの濃度 
二 放射線を放出する同位元素で密封されていないもの 工場又

は事業所に存する放射線を放出する同位元素の数量及び容器一

個に入っている放射線を放出する同位元素の濃度について、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数量及び濃度 
イ 放射線を放出する同位元素の種類が一種類の場合 別表第

一の第一欄に掲げる種類に応じて、同表の第二欄に掲げる数量

及び同表の第三欄に掲げる濃度 
ロ 放射線を放出する同位元素の種類が二種類以上の場合 別

表第一の第一欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元

素の数量のそれぞれ同表の第二欄に掲げる数量に対する割合

の和が一となるようなそれらの数量及び同表の第一欄に掲げ

る種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ同

表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一となるような

それらの濃度 
 
（表面密度限度） 
第八条 規則第一条第十三号に規定する人が触れる物の表面の放射

性同位元素の密度限度は、別表第四の左の欄に掲げる放射性同位元

素の区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる密度とする。 
 
 
附 則（平成二十五年三月二十九日文部科学省告示第五十八号） 

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。 
 
 
別表第一（第 1 条関係） 
放射線を放出する同位元素の数量及び濃度 

第一欄 第二欄 第三欄 
放射線を放出する同位元素の種類 数量 

(Bq) 
濃度 

(Bq/g) 核 種 化学形等 
3 H  1×10 9 1×106 

7 Be  1×10 7 1×103 

10 Be  1×10 6 1×104 

11 C 一酸化物及び二酸化物 1×10 9 1×101 

11 C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×10 6 1×101 

14 C 一酸化物 1×10 11 1×108 

14 C 二酸化物 1×10 11 1×107 

14 C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×10 7 1×104 

13 N  1×10 9 1×102 

15 O  1×10 9 1×102 

18F  1×106 1×101 

19Ne  1×109 1×102 

22Na  1×106 1×101 

24Na  1×105 1×101 

28Mg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

26Al  1×105 1×101 

31Si  1×106 1×103 

32Si  1×106 1×103 

32P 1×105 1×103 

33P  1×108 1×105 

35S 蒸気 1×109 1×106 

35S 蒸気以外のもの 1×108 1×105 

36Cl  1×106 1×104 

38Cl  1×105 1×101 

39Cl  1×105 1×101 

37Ar  1×108 1×106 

39Ar 1×104 1×107 

41Ar  1×109 1×102 

40K 1×106 1×102 

42K  1×106 1×102 

43K  1×106 1×101 

44K  1×105 1×101 

45K  1×105 1×101 

41Ca  1×107 1×105 

45Ca  1×107 1×104 

47Ca  1×106 1×101 

43Sc  1×106 1×101 

44Sc  1×105 1×101 

44mSc  1×107 1×102 

46Sc 1×106 1×101 

47Sc  1×106 1×102 

48Sc 1×105 1×101 

49Sc  1×105 1×103 

44Ti 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

45Ti  1×106 1×101 

47V 1×105 1×101 

48V  1×105 1×101 

49V 1×107 1×104 

48Cr  1×106 1×102 

49Cr  1×106 1×101 

51Cr  1×107 1×103 

51Mn  1×105 1×101 

52Mn  1×105 1×101 

52mMn  1×105 1×101 

53Mn  1×109 1×104 

54Mn  1×106 1×101 

56Mn 1×105 1×101 

52Fe  1×106 1×101 

55Fe 1×106 1×104 

59Fe  1×106 1×101 

60Fe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 

55Co  1×106 1×101 

56Co 1×105 1×101 

57Co  1×106 1×102 

58Co 1×106 1×101 

58mCo  1×107 1×104 

60Co  1×105 1×101 

60mCo  1×106 1×103 

61Co  1×106 1×102 

62mCo  1×105 1×101 

56Ni  1×106 1×101 

57Ni  1×106 1×101 

59Ni  1×108 1×104 

63Ni  1×108 1×105 

65Ni  1×106 1×101 

66Ni 1×107 1×104 

60Cu  1×105 1×101 

61Cu 1×106 1×101 

64Cu  1×106 1×102 

67Cu 1×106 1×102 

62Zn  1×106 1×102 

63Zn  1×105 1×101 

65Zn  1×106 1×101 

69Zn  1×106 1×104 

69mZn  1×106 1×102 

71mZn  1×106 1×101 

72Zn  1×106 1×102 
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65 Ga  1×10 5 1×101 

66 Ga  1×10 5 1×101 

67 Ga  1×10 6 1×102 

68 Ga  1×10 5 1×101 

70 Ga  1×10 6 1×103 

72 Ga  1×10 5 1×101 

73 Ga  1×10 6 1×102 

66 Ge  1×10 6 1×101 

67 Ge  1×10 5 1×101 

68 Ge 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 5 1×101 

69 Ge  1×10 6 1×101 

71 Ge  1×10 8 1×104 

75 Ge  1×10 6 1×103 

77 Ge  1×10 5 1×101 

78 Ge  1×10 6 1×102 

69 As  1×10 5 1×101 

70 As  1×10 5 1×101 

71 As  1×10 6 1×101 

72 As  1×10 5 1×101 

73 As  1×10 7 1×103 

74 As  1×10 6 1×101 

76 As  1×10 5 1×102 

77 As  1×10 6 1×103 

78 As  1×10 5 1×101 

70 Se  1×10 6 1×101 

73 Se  1×10 6 1×101 

73m Se  1×10 6 1×102 

75 Se  1×10 6 1×102 

79 Se  1×10 7 1×104 

81 Se  1×10 6 1×103 

81m Se  1×10 7 1×103 

83 Se  1×10 5 1×101 

74 Br  1×10 5 1×101 

74m Br  1×10 5 1×101 

75 Br  1×10 6 1×101 

76 Br  1×10 5 1×101 

77 Br  1×10 6 1×102 

80 Br  1×10 5 1×102 

80m Br  1×10 7 1×103 

82 Br  1×10 6 1×101 

83 Br  1×10 6 1×103 

84 Br  1×10 5 1×101 

74 Kr  1×10 9 1×102 

76 Kr  1×10 9 1×102 

77 Kr  1×10 9 1×102 

79 Kr  1×10 5 1×103 

81 Kr  1×10 7 1×104 

81m Kr  1×10 10 1×103 

83m Kr  1×10 12 1×105 

85 Kr  1×10 4 1×105 

85m Kr  1×10 10 1×103 

87 Kr  1×10 9 1×102 

88 Kr  1×10 9 1×102 

79 Rb  1×10 5 1×101 

81 Rb  1×10 6 1×101 

81m Rb  1×10 7 1×103 

82m Rb  1×10 6 1×101 

83 Rb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×102 

84 Rb  1×10 6 1×101 

86 Rb  1×10 5 1×102 

87 Rb  1×10 7 1×104 

88 Rb  1×10 5 1×101 

89 Rb  1×10 5 1×101 

80 Sr  1×10 7 1×103 

81 Sr  1×10 5 1×101 

82 Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 5 1×101 

83 Sr  1×10 6 1×101 

85 Sr  1×10 6 1×102 

85m Sr  1×10 7 1×102 

87m Sr  1×10 6 1×102 

89 Sr  1×10 6 1×103 

90 Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 4 1×102 

91 Sr  1×10 5 1×101 

92 Sr  1×10 6 1×101 

86 Y  1×10 5 1×101 

86m Y  1×10 7 1×102 

87 Y 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×101 

88Y  1×106 1×101 

90Y  1×105 1×103 

90mY  1×106 1×101 

91Y  1×106 1×103 

91mY 1×106 1×102 

92Y  1×105 1×102 

93Y 1×105 1×102 

94Y  1×105 1×101 

95Y 1×105 1×101 

86Zr  1×107 1×102 

88Zr  1×106 1×102 

89Zr  1×106 1×101 

93Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103 

95Zr  1×106 1×101 

97Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

88Nb  1×105 1×101 

89Nb 1×105 1×101 

90Nb  1×105 1×101 

93mNb  1×107 1×104 

94Nb  1×106 1×101 

95Nb  1×106 1×101 

95mNb  1×107 1×102 

96Nb  1×105 1×101 

97Nb  1×106 1×101 

98Nb  1×105 1×101 

90Mo 1×106 1×101 

93Mo  1×108 1×103 

93mMo 1×106 1×101 

99Mo  1×106 1×102 

101Mo 1×106 1×101 

93Tc  1×106 1×101 

93mTc  1×106 1×101 

94Tc  1×106 1×101 

94mTc  1×105 1×101 

95Tc  1×106 1×101 

95mTc 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 

96Tc  1×106 1×101 

96mTc  1×107 1×103 

97Tc  1×108 1×103 

97mTc  1×107 1×103 

98Tc  1×106 1×101 

99Tc  1×107 1×104 

99mTc  1×107 1×102 

101Tc  1×106 1×102 

104Tc 1×105 1×101 

94Ru  1×106 1×102 

97Ru 1×107 1×102 

103Ru  1×106 1×102 

105Ru 1×106 1×101 

106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 

99Rh 1×106 1×101 

99mRh  1×106 1×101 

100Rh  1×106 1×101 

101Rh  1×107 1×102 

101mRh  1×107 1×102 

102Rh  1×106 1×101 

102mRh  1×106 1×102 

103mRh  1×108 1×104 

105Rh  1×107 1×102 

106mRh  1×105 1×101 

107Rh  1×106 1×102 

100Pd 1×107 1×102 

101Pd  1×106 1×102 

103Pd 1×108 1×103 

107Pd  1×108 1×105 

109Pd 1×106 1×103 

102Ag  1×105 1×101 

103Ag  1×106 1×101 

104Ag  1×106 1×101 

104mAg  1×106 1×101 

105Ag  1×106 1×102 

106Ag  1×106 1×101 

106mAg  1×106 1×101 

108mAg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 

110mAg  1×106 1×101 

111Ag  1×106 1×103 

112Ag  1×105 1×101 
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115 Ag  1×10 5 1×101 

104 Cd  1×10 7 1×102 

107 Cd  1×10 7 1×103 

109 Cd  1×10 6 1×104 

113 Cd  1×10 6 1×103 

113m Cd  1×10 6 1×103 

115 Cd  1×10 6 1×102 

115m Cd  1×10 6 1×103 

117 Cd  1×10 6 1×101 

117m Cd  1×10 6 1×101 

109 In  1×10 6 1×101 

110 In 物理的半減期が 4.90 時間のもの 1×10 6 1×101 

110 In 物理的半減期が 1.15 時間のもの 1×10 5 1×101 

111 In  1×10 6 1×102 

112 In  1×10 6 1×102 

113m In  1×10 6 1×102 

114 In  1×10 5 1×103 

114m In  1×10 6 1×102 

115 In  1×10 5 1×103 

115m In  1×10 6 1×102 

116m In  1×10 5 1×101 

117 In  1×10 6 1×101 

117m In  1×10 6 1×102 

119m In  1×10 5 1×102 

110 Sn  1×10 7 1×102 

111 Sn  1×10 6 1×102 

113 Sn  1×10 7 1×103 

117m Sn  1×10 6 1×102 

119m Sn  1×10 7 1×103 

121 Sn  1×10 7 1×105 

121m Sn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 7 1×103 

123 Sn  1×10 6 1×103 

123m Sn  1×10 6 1×102 

125 Sn  1×10 5 1×102 

126 Sn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 5 1×101 

127 Sn  1×10 6 1×101 

128 Sn  1×10 6 1×101 

115 Sb  1×10 6 1×101 

116 Sb  1×10 6 1×101 

116m Sb  1×10 5 1×101 

117 Sb  1×10 7 1×102 

118m Sb  1×10 6 1×101 

119 Sb  1×10 7 1×103 

120 Sb 物理的半減期が 5.76 日のもの 1×10 6 1×101 

120 Sb 物理的半減期が 0.265 時間のもの 1×10 6 1×102 

122 Sb  1×10 4 1×102 

124 Sb  1×10 6 1×101 

124m Sb  1×10 6 1×102 

125 Sb  1×10 6 1×102 

126 Sb  1×10 5 1×101 

126m Sb  1×10 5 1×101 

127 Sb  1×10 6 1×101 

128 Sb  1×10 5 1×101 

129 Sb  1×10 6 1×101 

130 Sb  1×10 5 1×101 

131 Sb  1×10 6 1×101 

116 Te  1×10 7 1×102 

121 Te  1×10 6 1×101 

121m Te  1×10 6 1×102 

123 Te  1×10 6 1×103 

123m Te  1×10 7 1×102 

125m Te  1×10 7 1×103 

127 Te  1×10 6 1×103 

127m Te  1×10 7 1×103 

129 Te  1×10 6 1×102 

129m Te  1×10 6 1×103 

131 Te  1×10 5 1×102 

131m Te  1×10 6 1×101 

132 Te  1×10 7 1×102 

133 Te  1×10 5 1×101 

133m Te  1×10 5 1×101 

134 Te  1×10 6 1×101 

120 I  1×10 5 1×101 

120m I  1×10 5 1×101 

121 I  1×10 6 1×102 

123 I  1×10 7 1×102 

124 I  1×10 6 1×101 

125I  1×106 1×103 

126I  1×106 1×102 

128I  1×105 1×102 

129I  1×105 1×102 

130I 1×106 1×101 

131I  1×106 1×102 

132I 1×105 1×101 

132mI  1×106 1×102 

133I 1×106 1×101 

134I  1×105 1×101 

135I  1×106 1×101 

120Xe  1×109 1×102 

121Xe  1×109 1×102 

122Xe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×109 1×102 

123Xe  1×109 1×102 

125Xe  1×109 1×103 

127Xe  1×105 1×103 

129mXe  1×104 1×103 

131mXe  1×104 1×104 

133mXe  1×104 1×103 

133Xe  1×104 1×103 

135mXe  1×109 1×102 

135Xe  1×1010 1×103 

138Xe 1×109 1×102 

125Cs  1×104 1×101 

127Cs 1×105 1×102 

129Cs  1×105 1×102 

130Cs 1×106 1×102 

131Cs  1×106 1×103 

132Cs  1×105 1×101 

134Cs  1×104 1×101 

134mCs  1×105 1×103 

135Cs  1×107 1×104 

135mCs  1×106 1×101 

136Cs  1×105 1×101 

137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 

138Cs  1×104 1×101 

126Ba  1×107 1×102 

128Ba  1×107 1×102 

131Ba  1×106 1×102 

131mBa 1×107 1×102 

133Ba  1×106 1×102 

133mBa 1×106 1×102 

135mBa  1×106 1×102 

137mBa 1×106 1×101 

139Ba  1×105 1×102 

140Ba 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

141Ba  1×105 1×101 

142Ba 1×106 1×101 

131La  1×106 1×101 

132La  1×106 1×101 

135La  1×107 1×103 

137La  1×107 1×103 

138La  1×106 1×101 

140La  1×105 1×101 

141La  1×105 1×102 

142La  1×105 1×101 

143La 1×105 1×102 

134Ce  1×107 1×103 

135Ce 1×106 1×101 

137Ce  1×107 1×103 

137mCe 1×106 1×103 

139Ce  1×106 1×102 

141Ce  1×107 1×102 

143Ce  1×106 1×102 

144Ce 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 

136Pr  1×105 1×101 

137Pr  1×106 1×102 

138mPr  1×106 1×101 

139Pr  1×107 1×102 

142Pr  1×105 1×102 

142mPr  1×109 1×107 

143Pr  1×106 1×104 

144Pr  1×105 1×102 

145Pr  1×105 1×103 

147Pr  1×105 1×101 

136Nd 1×106 1×102 
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138 Nd  1×10 7 1×103 

139 Nd  1×10 6 1×102 

139m Nd  1×10 6 1×101 

141 Nd  1×10 7 1×102 

147 Nd  1×10 6 1×102 

149 Nd  1×10 6 1×102 

151 Nd  1×10 5 1×101 

141 Pm  1×10 5 1×101 

143 Pm  1×10 6 1×102 

144 Pm  1×10 6 1×101 

145 Pm  1×10 7 1×103 

146 Pm  1×10 6 1×101 

147 Pm  1×10 7 1×104 

148 Pm  1×10 5 1×101 

148m Pm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×101 

149 Pm  1×10 6 1×103 

150 Pm  1×10 5 1×101 

151 Pm  1×10 6 1×102 

141 Sm  1×10 5 1×101 

141m Sm  1×10 6 1×101 

142 Sm  1×10 7 1×102 

145 Sm  1×10 7 1×102 

146 Sm  1×10 5 1×101 

147 Sm サマリウム中の 147Sm の天然の組

成を人為的に変えたもの 
1×10 4 1×101 

147 Sm サマリウム中の 147Sm の天然の組

成を人為的に変えていないもの 
1×10 4 1.3×102 

151 Sm  1×10 8 1×104 

153 Sm  1×10 6 1×102 

155 Sm  1×10 6 1×102 

156 Sm  1×10 6 1×102 

145 Eu  1×10 6 1×101 

146 Eu  1×10 6 1×101 

147 Eu  1×10 6 1×102 

148 Eu  1×10 6 1×101 

149 Eu  1×10 7 1×102 

150 Eu 物理的半減期が 34.2 年のもの 1×10 6 1×101 

150 Eu 物理的半減期が 12.6 時間のもの 1×10 6 1×103 

152 Eu  1×10 6 1×101 

152m Eu  1×10 6 1×102 

154 Eu  1×10 6 1×101 

155 Eu  1×10 7 1×102 

156 Eu  1×10 6 1×101 

157 Eu  1×10 6 1×102 

158 Eu  1×10 5 1×101 

145 Gd  1×10 5 1×101 

146 Gd 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×101 

147 Gd  1×10 6 1×101 

148 Gd  1×10 4 1×101 

149 Gd  1×10 6 1×102 

151 Gd  1×10 7 1×102 

152 Gd  1×10 4 1×101 

153 Gd  1×10 7 1×102 

159 Gd  1×10 6 1×103 

147 Tb  1×10 6 1×101 

149 Tb  1×10 6 1×101 

150 Tb  1×10 6 1×101 

151 Tb  1×10 6 1×101 

153 Tb  1×10 7 1×102 

154 Tb  1×10 6 1×101 

155 Tb  1×10 7 1×102 

156 Tb  1×10 6 1×101 

156m Tb 物理的半減期が 1.02 日のもの 1×10 7 1×103 

156m Tb 物理的半減期が 5.00 時間のもの 1×10 7 1×104 

157 Tb  1×10 7 1×104 

158 Tb  1×10 6 1×101 

160 Tb  1×10 6 1×101 

161 Tb  1×10 6 1×103 

155 Dy  1×10 6 1×101 

157 Dy  1×10 6 1×102 

159 Dy  1×10 7 1×103 

165 Dy  1×10 6 1×103 

166 Dy  1×10 6 1×103 

155 Ho  1×10 6 1×102 

157 Ho  1×10 6 1×102 

159 Ho  1×10 6 1×102 

161 Ho  1×10 7 1×102 

162Ho  1×107 1×102 

162mHo  1×106 1×101 

164Ho  1×106 1×103 

164mHo  1×107 1×103 

166Ho 1×105 1×103 

166mHo  1×106 1×101 

167Ho 1×106 1×102 

161Er  1×106 1×101 

165Er 1×107 1×103 

169Er  1×107 1×104 

171Er  1×106 1×102 

172Er  1×106 1×102 

162Tm  1×106 1×101 

166Tm  1×106 1×101 

167Tm  1×106 1×102 

170Tm  1×106 1×103 

171Tm  1×108 1×104 

172Tm  1×106 1×102 

173Tm  1×106 1×102 

175Tm 1×106 1×101 

162Yb  1×107 1×102 

166Yb 1×107 1×102 

167Yb  1×106 1×102 

169Yb 1×107 1×102 

175Yb  1×107 1×103 

177Yb  1×106 1×102 

178Yb  1×106 1×103 

169Lu  1×106 1×101 

170Lu  1×106 1×101 

171Lu  1×106 1×101 

172Lu  1×106 1×101 

173Lu  1×107 1×102 

174Lu 1×107 1×102 

174mLu  1×107 1×102 

176Lu 1×106 1×102 

176mLu  1×106 1×103 

177Lu 1×107 1×103 

177mLu  1×106 1×101 

178Lu  1×105 1×102 

178mLu  1×105 1×101 

179Lu  1×106 1×103 

170Hf  1×106 1×102 

172Hf 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 

173Hf  1×106 1×102 

175Hf  1×106 1×102 

177mHf  1×105 1×101 

178mHf  1×106 1×101 

179mHf  1×106 1×101 

180mHf  1×106 1×101 

181Hf  1×106 1×101 

182Hf  1×106 1×102 

182mHf 1×106 1×101 

183Hf  1×106 1×101 

184Hf 1×106 1×102 

172Ta  1×106 1×101 

173Ta 1×106 1×101 

174Ta  1×106 1×101 

175Ta  1×106 1×101 

176Ta  1×106 1×101 

177Ta  1×107 1×102 

178Ta  1×106 1×101 

179Ta  1×107 1×103 

180Ta  1×106 1×101 

180mTa  1×107 1×103 

182Ta 1×104 1×101 

182mTa  1×106 1×102 

183Ta 1×106 1×102 

184Ta  1×106 1×101 

185Ta 1×105 1×102 

186Ta  1×105 1×101 

176W  1×106 1×102 

177W  1×106 1×101 

178W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 

179W  1×107 1×102 

181W  1×107 1×103 

185W  1×107 1×104 

187W  1×106 1×102 

188W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 
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177 Re  1×10 6 1×101 

178 Re  1×10 6 1×101 

181 Re  1×10 6 1×101 

182 Re  1×10 6 1×101 

184 Re  1×10 6 1×101 

184m Re  1×10 6 1×102 

186 Re  1×10 6 1×103 

186m Re  1×10 7 1×103 

187 Re  1×10 9 1×106 

188 Re  1×10 5 1×102 

188m Re  1×10 7 1×102 

189 Re 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×102 

180 Os  1×10 7 1×102 

181 Os  1×10 6 1×101 

182 Os  1×10 6 1×102 

185 Os  1×10 6 1×101 

189m Os  1×10 7 1×104 

191 Os  1×10 7 1×102 

191m Os  1×10 7 1×103 

193 Os  1×10 6 1×102 

194 Os 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 5 1×102 

182 Ir  1×10 5 1×101 

184 Ir  1×10 6 1×101 

185 Ir  1×10 6 1×101 

186 Ir  1×10 6 1×101 

187 Ir  1×10 6 1×102 

188 Ir  1×10 6 1×101 

189 Ir 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 7 1×102 

190 Ir  1×10 6 1×101 

190m Ir 物理的半減期が 3.10 時間のもの 1×10 6 1×101 

190m Ir 物理的半減期が 1.20 時間のもの 1×10 7 1×104 

192 Ir  1×10 4 1×101 

192m Ir  1×10 7 1×102 

193m Ir  1×10 7 1×104 

194 Ir  1×10 5 1×102 

194m Ir  1×10 6 1×101 

195 Ir  1×10 6 1×102 

195m Ir  1×10 6 1×102 

186 Pt  1×10 6 1×101 

188 Pt 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×101 

189 Pt  1×10 6 1×102 

191 Pt  1×10 6 1×102 

193 Pt  1×10 7 1×104 

193m Pt  1×10 7 1×103 

195m Pt  1×10 6 1×102 

197 Pt  1×10 6 1×103 

197m Pt  1×10 6 1×102 

199 Pt  1×10 6 1×102 

200 Pt  1×10 6 1×102 

193 Au  1×10 7 1×102 

194 Au  1×10 6 1×101 

195 Au  1×10 7 1×102 

198 Au  1×10 6 1×102 

198m Au  1×10 6 1×101 

199 Au  1×10 6 1×102 

200 Au  1×10 5 1×102 

200m Au  1×10 6 1×101 

201 Au  1×10 6 1×102 

193 Hg  1×10 6 1×102 

193m Hg  1×10 6 1×101 

194 Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×101 

195 Hg  1×10 6 1×102 

195m Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 6 1×102 

197 Hg  1×10 7 1×102 

197m Hg  1×10 6 1×102 

199m Hg  1×10 6 1×102 

203 Hg  1×10 5 1×102 

194 Tl  1×10 6 1×101 

194m Tl  1×10 6 1×101 

195 Tl  1×10 6 1×101 

197 Tl  1×10 6 1×102 

198 Tl  1×10 6 1×101 

198m Tl  1×10 6 1×101 

199 Tl  1×10 6 1×102 

200 Tl  1×10 6 1×101 

201 Tl  1×10 6 1×102 

202 Tl  1×10 6 1×102 

204Tl  1×104 1×104 

195mPb  1×106 1×101 

198Pb  1×106 1×102 

199Pb  1×106 1×101 

200Pb 1×106 1×102 

201Pb  1×106 1×101 

202Pb 1×106 1×103 

202mPb  1×106 1×101 

203Pb 1×106 1×102 

205Pb  1×107 1×104 

209Pb  1×106 1×105 

210Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 

211Pb 1×106 1×102 

212Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

214Pb 1×106 1×102 

200Bi  1×106 1×101 

201Bi 1×106 1×101 

202Bi  1×106 1×101 

203Bi  1×106 1×101 

205Bi  1×106 1×101 

206Bi  1×105 1×101 

207Bi  1×106 1×101 

210Bi  1×106 1×103 

210mBi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

212Bi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

213Bi  1×106 1×102 

214Bi  1×105 1×101 

203Po  1×106 1×101 

205Po  1×106 1×101 

206Po  1×106 1×101 

207Po  1×106 1×101 

208Po  1×104 1×101 

209Po  1×104 1×101 

210Po 1×104 1×101 

207At  1×106 1×101 

211At 1×107 1×103 

220Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×104 

222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×108 1×101 

222Fr  1×105 1×103 

223Fr 1×106 1×102 

223Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 

224Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

225Ra  1×105 1×102 

226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 

227Ra  1×106 1×102 

228Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 

224Ac  1×106 1×102 

225Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 

226Ac  1×105 1×102 

227Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×10－1

228Ac  1×106 1×101 

227Pa 1×106 1×103 

228Pa  1×106 1×101 

230Pa 1×106 1×101 

231Pa  1×103 1×100 

232Pa 1×106 1×101 

233Pa  1×107 1×102 

234Pa  1×106 1×101 

232Np  1×106 1×101 

233Np  1×107 1×102 

234Np  1×106 1×101 

235Np  1×107 1×103 

236Np 物理的半減期が 1.15×105年のもの 1×105 1×102 

236Np 物理的半減期が 22.5 時間のもの 1×107 1×103 

237Np 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100 

238Np  1×106 1×102 

239Np 1×107 1×102 

240Np  1×106 1×101 

237Am 1×106 1×102 

238Am  1×106 1×101 

239Am 1×106 1×102 

240Am  1×106 1×101 

241Am  1×104 1×100 

242Am  1×106 1×103 

242mAm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×100 

243Am 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100 

269



放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄） 

 

270 

244 Am  1×10 6 1×101 

244m Am  1×10 7 1×104 

245 Am  1×10 6 1×103 

246 Am  1×10 5 1×101 

246m Am  1×10 6 1×101 

238 Cm  1×10 7 1×102 

240 Cm  1×10 5 1×102 

241 Cm  1×10 6 1×102 

242 Cm  1×10 5 1×102 

243 Cm  1×10 4 1×100 

244 Cm  1×10 4 1×101 

245 Cm  1×10 3 1×100 

246 Cm  1×10 3 1×100 

247 Cm  1×10 4 1×100 

248 Cm  1×10 3 1×100 

249 Cm  1×10 6 1×103 

250 Cm  1×10 3 1×10－1

245 Bk  1×10 6 1×102 

246 Bk  1×10 6 1×101 

247 Bk  1×10 4 1×100 

249 Bk  1×10 6 1×103 

250 Bk  1×10 6 1×101 

244 Cf  1×10 7 1×104 

246 Cf  1×10 6 1×103 

248 Cf  1×10 4 1×101 

249 Cf  1×10 3 1×100 

250 Cf  1×10 4 1×101 

251 Cf  1×10 3 1×100 

252 Cf  1×10 4 1×101 

253 Cf  1×10 5 1×102 

254 Cf  1×10 3 1×100 

250 Es  1×10 6 1×102 

251 Es  1×10 7 1×102 

253 Es  1×10 5 1×102 

254 Es  1×10 4 1×101 

254m Es  1×10 6 1×102 

252 Fm  1×10 6 1×103 

253 Fm  1×10 6 1×102 

254 Fm  1×10 7 1×104 

255 Fm  1×10 6 1×103 

257 Fm  1×10 5 1×101 

257 Md  1×10 7 1×102 

258 Md  1×10 5 1×102 

その他の

同位元素 
アルファ線を放出するもの 1×10 3 1×10－1

アルファ線を放出しないもの 1×10 4 1×10－1

備考 第二欄及び第三欄に掲げる数量及び濃度について、放射平衡に

含める親核種と子孫核種は次表による。 
 
別表第四（第 8 条関係） 

表面密度限度 
区分 密度(Bq／cm2) 

アルファ線を放出する放射性同位元素 4 
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40 

 

270



放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 

271 

放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬

に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 
 

（平成二年十一月二十八日科学技術庁告示第七号） 
 

最終改正：平成二十六年十二月十日原子力規制委員会告示第六号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の三、第十八条の四、

第十八条の五、第十八条の六、第十八条の七、第十八条の九、第十八

条の十、第十八条の十一、第十八条の十二及び第十八条の十三の規定

に基づき、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物

の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細

目等を定める告示（昭和五十五年科学技術庁告示第九号）の全部を改

正する告示を次のように定め、平成三年一月一日から適用する。 
 
（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律施行規則（以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 
（L 型輸送物として運搬できる放射性同位元素等） 
第二条 規則第十八条の三第一項第一号の危険性が極めて少ない放

射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるものは、次の各号

の一に該当する放射性同位元素等とする。 
一 放射性同位元素等であって、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの 
放射性同位元素等の区分 放射能の量 

固 
 
体 

容易に散逸しない固体状の放射性同位

元素等又は放射性同位元素等を密封し

たカプセル（以下「カプセル等」とい

う。）であって、次に掲げる基準に適

合するもの（以下「特別形放射性同位

元素等」という。） 
イ 外接する直方体の少なくとも一辺

が〇・五センチメートル以上である

こと。 
ロ 別記第一に定めるところにより、

衝撃試験及び打撃試験（長さが十セ

ンチメートル以上であり、かつ、長

さの幅に対する比率が十以上である

放射性同位元素等にあっては、衝撃

試験、打撃試験及び曲げ試験）を行

った場合に損壊せず、加熱試験を行

った場合に溶融又は分散せず、並び

に浸漬試験を行った場合に水中への

放射性同位元素（放射線発生装置か

ら発生した放射線により生じた放射

線を放出する同位元素を含む。以下

同じ。）の漏えい量が、二キロベク

レルを超えないものであること。た

だし、衝撃試験及び打撃試験にあっ

ては重量が二百グラム未満のカプセ

ル等については原子力規制委員会が

認める試験、二百グラム以上五百グ

ラム未満のカプセル等については原

子力規制委員会が認める試験、加熱

試験にあっては原子力規制委員会が

認める試験に代えることができる。 

別表第一から別表第

四まで及び別表第六

の第一欄に掲げる放

射性同位元素の種類

又は区分に応じ、そ

れぞれ当該各表の第

二欄に掲げる数量

（以下「A1値」とい

う。）の千分の一 

特別形放射性同位元素等以外のもの 

別表第一から別表第
六までの第一欄に掲
げる放射性同位元素
の種類又は区分に応
じ、それぞれ当該各
表の第三欄（別表第
四及び別表第五にあ
っては、第二欄）に
掲げる数量（以下「A2

値」という。）の千
分の一 

 
 
 
 

液体 A2値の一万分の一 

気

体

トリチウム 〇・八テラベクレル

その他

のもの

特別形放射性同位元素等 A1値の千分の一 
特別形放射性同位元素等以外の

もの 
A2値の千分の一 

二 時計その他の機器又は装置（放射性同位元素等を封入する機能

のみを有するものを除く。以下「機器等」という。）に含まれる

放射性同位元素等であって、次に掲げる要件に適合するもの 
イ 次の表の上欄に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、機器

等一個当たりに含まれる放射性同位元素等の放射能が、それぞ

れ同表の中欄に掲げる量を超えず、かつ、当該機器等が収納さ

れ、又は包装されている放射性輸送物一個当たりに含まれる放

射性同位元素等の放射能が、それぞれ同表の下欄に掲げる量を

超えないこと。 

放射性同位元素等の区分 
機器等一個当た

りに含まれる放

射能の量 

放射性輸送物一

個当たりに含ま

れる放射能の量

固 
体 

特別形放射性同位元素

等 
A1値の百分の一 A1値 

特別形放射性同位元素

等以外のもの 
A2値の百分の一 A2値 

液体 A2値の千分の一 A2値の十分の一

気 

体 

トリチウム 
〇・八テラベク

レル 
八テラベクレル

そ
の
他
の
も
の

特別形放射性同位

元素等 
A1値の千分の一 A1値の百分の一

特別形放射性同位

元素等以外のもの 
A2値の千分の一 A2値の百分の一

ロ 収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面か

ら十センチメートル離れた位置における一センチメートル線

量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないこ

と。 
ハ 当該機器等（放射線発光塗料を用いたものを除く。以下この

号において同じ。）は「放射性」又は「RADIOACTIVE」の

表示を有すること。ただし、当該機器等がその大きさにより当

該表示を有することが困難である場合は、この限りでない。 
ニ 当該機器等は、放射性同位元素等を完全に密封しうる構造で

あること。 
三 放射性同位元素等が収納されたことのある空の容器の内表面

に付着している放射性同位元素等であって、次に掲げる要件に適

合するもの 
イ 密度が第七条に規定する密度の百倍を超えないこと。 
ロ 当該容器に収納されていること。 
ハ 容器は、き裂、破損等がなく、かつ、閉じられていること。 

（A 型輸送物として運搬できる放射性同位元素等の量の限度） 
第三条 規則第十八条の三第一項第二号の原子力規制委員会の定め

る量は、次の表の上欄に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる放射能の量とする。 
放射性同位元素等の区分 放射能の量 

特別形放射性同位元素等 A1値 

特別形放射性同位元素等以外のもの A2値 
（低比放射性同位元素及び表面汚染物） 
第四条 規則第十八条の三第二項の原子力規制委員会の定める低比

放射性同位元素は、次に掲げる各号の一に該当する放射性同位元素

等であって、容器に収納することとした場合に、当該放射性同位元

素等の表面から三メートル離れた位置における一センチメートル

線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないものとす

る。ただし、容器による遮蔽の効果は考慮しないこととする。 
一 次に掲げる放射性同位元素等（以下「LSA-Ⅰ」という。） 

イ A2値に制限がないもの 
ロ 放射性同位元素等が全体に分布しており、かつ、平均放射能

濃度（放射性同位元素等の全体について平均した放射能濃度を

いう。以下同じ。）が、船舶による放射性物質等の運送基準の

細目等を定める告示（昭和五十二年運輸省告示第五百八十五

号）第一条の二第一号に規定する免除濃度の三十倍を超えない

もの 
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二 前号に掲げる放射性同位元素等以外のものであって、次に掲げ

る要件に適合するもの（以下「LSA-Ⅱ」という。） 
イ 放射能が当該放射性同位元素等の全体に分布しているもの。 
ロ 次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件に適合

するもの。 
放射性同位元

素等の区分 
要件 

固

体 

可燃性のも

の 

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、平均放

射能濃度が一グラム当たり A2値の一万分の一を

超えないこと。 
可燃性以

外のもの 
平均放射能濃度が一グラム当たり A2値の一万分

の一を超えないこと。 

液

体 

トリチウム

水 

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、平均放

射能濃度が一立方センチメートル当たり〇・八ギ

ガベクレルを超えないこと。 
トリチウ

ム水以外

のもの 

放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、平均放

射能濃度が一グラム当たり A2値の十万分の一を

超えないこと。 

気体 
放射能の量が A2値の百倍を超えず、かつ、平均放

射能濃度が一グラム当たり A2値の一万分の一を

超えないこと。 
三 前二号に掲げる放射性同位元素等以外の固体状の放射性同位

元素等であって、次に掲げる要件に適合するもの（以下「LSA-

Ⅲ」という。） 
イ 放射能が当該放射性同位元素等の全体に均一に分布してい

ること。 
ロ 平均放射能濃度が一グラム当たり A2 値の五百分の一を超え

ないこと。 
ハ 別記第二に定める浸漬試験を行った場合に、水中への放射性

同位元素の漏えい量が A2値の十分の一を超えないこと。 
ニ 可燃性のものにあっては、放射能の量が A2値の百倍を

超えないこと。 
２ 規則第十八条の三第二項の原子力規制委員会の定める表面汚

染物は、放射性同位元素によって表面が汚染されたもの（以下

この項において「汚染物」という。）であって、次に掲げる各号

の一に該当するもののうち、放射能の量が A2 値の百倍を超えず、

かつ、容器に収納することとした場合に、当該汚染物の表面か

ら三メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率

の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないものとする。ただ

し、容器による遮蔽の効果は考慮しないこととする。 
一 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる密度を超えないもの（以下「SCO-Ⅰ」という。） 

表面の汚染の区分 密度 

通常の取扱いに

おいて、人が触れ

るおそれがある

表面の汚染であ

って、はく離する

おそれがあるも

の（以下「接近で

きる表面の非固

定性汚染」とい

う。） 

アルファ線を放出する低危険性

の放射性同位元素（アルファ線

を放出する物理的半減期が十日

未満の放射性同位元素をいう。

以下同じ。）以外のアルファ線

を放出する放射性同位元素 

〇・四ベク

レル毎平

方センチ

メートル 

アルファ線を放出しない放射性

同位元素及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性同位元素 

四ベクレ

ル毎平方

センチメ

ートル 

その他の汚染 

アルファ線を放出する低危険性

の放射性同位元素以外のアルフ

ァ線を放出する放射性同位元素 

四キロベ

クレル毎

平方セン

チメート

ル 
アルファ線を放出しない放射性

同位元素及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性同位元素 

四十キロ

ベクレル

毎平方セ

ンチメー

トル 
二 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる密度を超えないもの（前号に定めるものを除く。

以下「SCO-Ⅱ」という。） 
 
 
 

 

表面の汚染の区分 密度 

接 近 で

き る 表

面 の 非

固 定 性

汚染 

アルファ線を放出する低危険性の放

射性同位元素以外のアルファ線を放

出する放射性同位元素 

四十ベクレル毎

平方センチメー

トル 
アルファ線を放出しない放射性同位

元素及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性同位元素 

四百ベクレル毎

平方センチメー

トル 

その他

の汚染

アルファ線を放出する低危険性の放

射性同位元素以外のアルファ線を放

出する放射性同位元素 

八十キロベクレ

ル毎平方センチ

メートル 
アルファ線を放出しない放射性同位

元素及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性同位元素 

八百キロベクレ

ル毎平方センチ

メートル 
（低比放射性同位元素又は表面汚染物に係る放射性輸送物の区分） 
第五条 規則第十八条の三第二項の原子力規制委員会の定める区分

は、次の表の上欄に掲げる低比放射性同位元素又は表面汚染物の区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射性輸送物の区分とする。 

低比放射性同位元素又は表

面汚染物の区分 

放射性輸送物の区分 
専用積載として運

搬する場合 
専用積載としない

で運搬する場合 

LSA-Ⅰ 
固体 IP-1 型輸送物 IP-1 型輸送物 
液体又は気体 IP-1 型輸送物 IP-2 型輸送物 

LSA-Ⅱ 
固体 IP-2 型輸送物 IP-2 型輸送物 
液体又は気体 IP-2 型輸送物 IP-3 型輸送物 

LSA-Ⅲ IP-2 型輸送物 IP-3 型輸送物 
SCO-Ⅰ IP-1 型輸送物 IP-1 型輸送物 
SCO-Ⅱ IP-2 型輸送物 IP-2 型輸送物 

（表示を要しない L 型輸送物） 
第六条 規則第十八条の四第六号ただし書の原子力規制委員会の定

める場合は、第二条第二号及び第三号に定める放射性同位元素等を

運搬する場合（同条第二号ハただし書に定める場合を除く。）とす

る。 
（輸送物表面密度） 
第七条 規則第十八条の四第八号の原子力規制委員会の定める密度

は、次の表の上欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げる密度とする。ただし、通常の取扱いにおいて、

はく離するおそれがない放射性同位元素の密度については、この限

りでない。 
放射性同位元素の区分 密度 

アルファ線を放出する放射性同

位元素 
〇・四ベクレル毎平方センチメ

ートル 
アルファ線を放出しない放射性

同位元素 
四ベクレル毎平方センチメート

ル 
（表面又は表面から一メートル離れた位置における一センチメート

ル線量当量率の最大値に係る承認の申請書） 
第八条 規則第十八条の五第七号ただし書又は第八号ただし書の規

定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

よって行うものとする。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 
二 運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状 
三 規則第十八条の五第七号ただし書の規定による承認の申請に

あっては放射性輸送物の表面における一センチメートル線量当

量率の最大値、同条第八号ただし書の規定による承認の申請にあ

っては放射性輸送物の表面から一メートル離れた位置における

一センチメートル線量当量率の最大値 
四 承認を受けようとする理由 
五 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置 

（一センチメートル線量当量率の最大値に乗ずる係数） 
第九条 規則第十八条の五第八号の原子力規制委員会の定める係数

は、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分

に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 
コンテナ又はタンクの最大断面積の区分 係数 

一平方メートル以下 一 
一平方メートルを超え五平方メートル以下 二 
五平方メートルを超え二十平方メートル以下 三 
二十平方メートルを超える 十 
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（A型輸送物に係る一般の試験条件及び液体状又は気体状の放射性同

位元素等が収納され、又は包装されている A 型輸送物に係る追加の試

験条件） 
第十条 規則第十八条の五第九号の原子力規制委員会の定める A 型

輸送物に係る一般の試験条件及び同条第十号の原子力規制委員会

の定める液体状又は気体状の放射性同位元素等（気体状のトリチウ

ム及び希ガスを除く。）が収納され、又は包装されている A 型輸送

物に係る追加の試験条件は、別記第三に掲げる条件とする。 
（BM 型輸送物に係る一般の試験条件） 
第十一条 規則第十八条の六第二号の原子力規制委員会の定めるBM

型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第四に掲げる条件とする。 
（BM 型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量） 
第十二条 規則第十八条の六第二号ロの原子力規制委員会の定める

量は、A2値の百万分の一とする。 
（BM 型輸送物に係る特別の試験条件） 
第十三条 規則第十八条の六第三号の原子力規制委員会の定めるBM

型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第五に掲げる条件とする。 
（BM 型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量） 
第十四条 規則第十八条の六第三号ロの原子力規制委員会の定める

量は、A2 値とする。ただし、クリプトン八十五にあっては、A2 値

の十倍とする。 
（一定量を超える放射能を有する放射性同位元素等の収納等をした

放射性輸送物に係る試験） 
第十五条 規則第十八条の六第五号の原子力規制委員会の定める量

は、A2値の十万倍とする。 
２ 規則第十八条の六第五号の原子力規制委員会の定める試験条件

は、別記第五の二に掲げる条件とする。 
（BU 型輸送物に係る一般の試験条件） 
第十六条 規則第十八条の七第二号の原子力規制委員会の定める BU

型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第六に掲げる条件とする。 
（BU 型輸送物に係る特別の試験条件） 
第十七条 規則第十八条の七第三号の原子力規制委員会の定める BU

型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第七に掲げる条件とする。 
（IP-2 型輸送物に係る一般の試験条件） 
第十八条 規則第十八条の九第一項第二号の原子力規制委員会の定

める IP-2 型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第八に掲げる条

件とする。 
（金属製中型容器の基準） 
第十八条の二 規則第十八条の九第一項の原子力規制委員会の定め

る基準は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十

四年運輸省告示第五百四十九号）第二十五条の五第二項第一号で定

めるもののうち、容器等級がⅠ又はⅡの危険物を収納する金属製Ｉ

ＢＣ容器の基準を適用するものとする。 
（IP-3 型輸送物に係る一般の試験条件） 
第十九条 規則第十八条の十第一項第二号の原子力規制委員会の定

める IP-3 型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第九に掲げる条

件とする。 
（放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面

汚染物） 
第二十条 規則第十八条の十一第一号の原子力規制委員会の定める

低比放射性同位元素は、LSA-Ⅰとする。 
２ 規則第十八条の十一第二号の原子力規制委員会の定める表面汚

染物は、SCO-Ⅰとする。 
３ 規則第十八条の十一第二号ロただし書の原子力規制委員会の定

める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。 
放射性同位元素の区分 密度 
アルファ線を放出する放射性同

位元素 
〇・四ベクレル毎平方センチメ

ートル 
アルファ線を放出しない放射性

同位元素 
四ベクレル毎平方センチメート

ル 
（特別措置に係る承認の申請書） 
第二十一条 規則第十八条の十二の規定による承認の申請は、次の各

号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 
二 運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状 
三 運搬する物の表面及び表面から一メートル離れた位置におけ

る一センチメートル線量当量率の最大値 
四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由 
五 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置 
 

（危険物） 
第二十二条 規則第十八条の十三第三号の原子力規制委員会の定め

る危険物は、次の各号に掲げるものとする。 
一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項

に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 
二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定

する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。） 
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であって、

引火点が摂氏八十五度以下のもの 
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体積

比で十パーセントを超えるもの 
五 前四号に掲げるもののほか、当該放射性同位元素等の安全な運

搬を損なうおそれのあるもの 
（運搬物の個数の制限） 
第二十三条 規則第十八条の十三第四号の規定により、二以上の運搬

物を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運

搬機器に積載し、若しくは収納する運搬物のそれぞれの輸送指数

（運搬物の表面から一メートル離れた位置における一センチメー

トル線量当量率の最大値をミリシーベルト毎時単位で表した値の

最大値の百倍をいう。以下同じ。）を合計した値又は当該運搬機器

に積載し、若しくは収納する二以上の運搬物の集合を直接測定して

求めた輸送指数が五十以下となるよう当該積載し、又は収納する運

搬物の個数を制限するものとする。 
（標識又は表示） 
第二十四条 規則第十八条の十三第七号の規定による標識の取付け

又は表示は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 
一 次の表の上欄に掲げる放射性輸送物の区分に応じ、それぞれ同

表の中欄に掲げる標識を、それぞれ同表の下欄に掲げる箇所に取

り付けること。ただし、L 型輸送物にあっては、この限りでない。 
放射性輸送物の区分 標識 箇所 

一 表面における一センチメートル

線量当量率の最大値が五マイクロ

シーベルト毎時を超えないもの 

第一類白標識

（別記第十に

掲げるもの）

放射性輸送

物の表面の

二箇所 
二 表面における一センチメートル

線量当量率の最大値が五マイクロ

シーベルト毎時を超え五百マイク

ロシーベルト毎時以下であり、か

つ、輸送指数が一を超えないもの 

第二類黄標識

（別記第十一

に 掲 げ る も

の） 

放射性輸送

物の表面の

二箇所 

三 前二号に掲げる放射性輸送物以

外のもの 
第三類黄標識

（別記第十二

に掲げるもの）

放射性輸送

物の表面の

二箇所 
二 次のイからチまでに掲げる放射性輸送物には、その表面の見や

すい箇所に、それぞれ当該イからチまでに掲げる事項を鮮明に表

示しておくこと。 
イ 放射性輸送物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所 
ロ 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量 
ハ A 型輸送物 「A 型」又は「TYPE A」の文字 
ニ BM 型輸送物 「BM 型」又は「TYPE B(M)」の文字 
ホ BU 型輸送物 「BU 型」又は「TYPE B(U)」の文字 
ヘ IP-1 型輸送物 「IP-1 型」又は「TYPE IP-1」の文字 
ト IP-2 型輸送物 「IP-2 型」又は「TYPE IP-2」の文字 
チ IP-3 型輸送物 「IP-3 型」又は「TYPE IP-3」の文字 

三 BM 型輸送物及び BU 型輸送物には、当該放射性輸送物の容器

の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水

性を有する三葉マーク（別記第十三に掲げるもの）を鮮明に表示

すること。 
（設計承認の申請等） 

第二十五条 規則第十八条の十七第四項の規定の適用を受けようと

する者は、別記様式第一（既に同項の適用を受けた設計の変更を行

う場合は別記様式第二）による申請書に、同条第二項第二号の書類

を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 
２ 原子力規制委員会は、規則第十八条の十七第四項の規定を適用し

たときは、次の各号に掲げる事項を記載した放射性輸送物設計承認

書を交付する。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 
二 容器の名称 
三 設計承認番号 
四 放射性輸送物の種類 
五 放射性輸送物の外形寸法、重量その他の仕様 
六 収納物の密封性に関する事項 
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七 BM 型輸送物にあっては、BU 型輸送物の設計基準のうち適合

しない基準 
八 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項 
九 放射性輸送物設計承認書の有効期間 

３ 前項の規定により放射性輸送物設計承認書の交付を受けた者は、

当該放射性輸送物の設計の変更がないことを示して、有効期間の更

新を受けることができる 
４ 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第三による放射性輸

送物設計承認有効期間更新申請書に、当該更新を受けようとする放

射性輸送物に係る放射性輸送物設計承認書を添えて、原子力規制委

員会に提出しなければならない。 
５ 原子力規制委員会は、第三項に規定する更新をしたときは、放射

性輸送物設計承認書を書き換えて交付するものとする。 
６ 第二項の規定により放射性輸送物設計承認書の交付を受けた者

は、同項第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十

日以内に、別記様式第四による届書を提出しなければならない。 
７ 第二項の規定により放射性輸送物設計承認書の交付を受けた者

は、承認を受けた放射性輸送物の設計を廃止したときは、廃止の日

から三十日以内に別記様式第五による届書に当該放射性輸送物設

計承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。 
 
附 則（平成二十六年十二月十日原子力規制委員会告示第六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 

 
 
別表第一（第 2 条関係） 
種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性同位元素の場合の

数量の限度 
第一欄 第二欄 第三欄 

原

子

番

号 

放射性同位元

素の種類 

特別形放射性同位

元素等である場合

の数量（A1 値） 
単位 TBq

特別形放射性同位元素等以外

の放射性同位元素等である場

合の数量（A2値） 
単位 TBq

1 3H  40 40 
4 7Be  20 20 
4 10Be  40 0.6 
6 11C  1 0.6 
6 14C  40 3 
7 13N  0.9 0.6 
9 18F  1 0.6 

11 22Na  0.5 0.5 
11 24Na  0.2 0.2 
12 28Mg  0.3 0.3 
13 26Al  0.1 0.1 
14 31Si  0.6 0.6 
14 32Si  40 0.5 
15 32P  0.5 0.5 
15 33P  40 1 
16 35S  40 3 
17 36Cl  10 0.6 
17 38Cl  0.2 0.2
18 37Ar  40 40 
18 39Ar  40 20 
18 41Ar  0.3 0.3 
19 40K  0.9 0.9 
19 42K  0.2 0.2 
19 43K  0.7 0.6 
20 41Ca  制限なし 制限なし

20 45Ca  40 1 
20 47Ca  3 0.3 
21 44Sc  0.5 0.5 
21 46Sc  0.5 0.5 
21 47Sc  10 0.7 
21 48Sc  0.3 0.3 
22 44Ti  0.5 0.4 
23 48V  0.4 0.4 
23 49V  40 40 
24 51Cr  30 30 
25 52Mn  0.3 0.3 
25 53Mn  制限なし 制限なし

25 54Mn  1 1
25 56Mn  0.3 0.3 
26 52Fe  0.3 0.3 

26 55Fe  40 40 
26 59Fe  0.9 0.9 
26 60Fe  40 0.2 
27 55Co  0.5 0.5 
27 56Co  0.3 0.3 
27 57Co  10 10 
27 58Co  1 1 
27 58mCo 40 40 
27 60Co 0.4 0.4 
28 59Ni  制限なし 制限なし

28 63Ni  40 30 
28 65Ni  0.4 0.4 
29 64Cu  6 1 
29 67Cu  10 0.7 
30 65Zn  2 2 
30 69Zn  3 0.6 
30 69mZn  3 0.6 
31 67Ga  7 3 
31 68Ga  0.5 0.5 
31 72Ga 0.4 0.4 
32 68Ge 0.5 0.5 
32 71Ge  40 40 
32 77Ge  0.3 0.3 
33 72As  0.3 0.3 
33 73As  40 40 
33 74As  1 0.9 
33 76As  0.3 0.3 
33 77As 20 0.7 
34 75Se 3 3 
34 79Se  40 2 
35 76Br 0.4 0.4 
35 77Br 3 3 
35 82Br  0.4 0.4 
36 79Kr  4 2
36 81Kr  40 40 
36 85Kr  10 10 
36 85mKr  8 3 
36 87Kr  0.2 0.2 
37 81Rb 2 0.8 
37 83Rb 2 2 
37 84Rb  1 1 
37 86Rb  0.5 0.5 
37 87Rb  制限なし 制限なし

37
Rb(天然の混

合比のもの)
制限なし 制限なし

38 82Sr  0.2 0.2 
38 85Sr  2 2 
38 85mSr  5 5 
38 87mSr 3 3 
38 89Sr 0.6 0.6 
38 90Sr  0.3 0.3 
38 91Sr  0.3 0.3 
38 92Sr  1 0.3 
39 87Y  1 1 
39 88Y  0.4 0.4 
39 90Y  0.3 0.3 
39 91Y 0.6 0.6 
39 91mY  2 2 
39 92Y  0.2 0.2 
39 93Y 0.3 0.3 
40 88Zr 3 3 
40 93Zr  制限なし 制限なし

40 95Zr  2 0.8 
40 97Zr  0.4 0.4 
41 93mNb  40 30 
41 94Nb  0.7 0.7 
41 95Nb  1 1 
41 97Nb 0.9 0.6 
42 93Mo 40 20 
42 99Mo 1 0.6 
43 95mTc  2 2 
43 96Tc  0.4 0.4 
43 96mTc  0.4 0.4 
43 97Tc  制限なし 制限なし
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43 97mTc  40 1 
43 98Tc  0.8 0.7 
43 99Tc  40 0.9 
43 99mTc  10 4 
44 97Ru  5 5 
44 103Ru  2 2 
44 105Ru  1 0.6
44 106Ru  0.2 0.2 
45 99Rh  2 2 
45 101Rh  4 3 
45 102Rh  0.5 0.5 
45 102mRh  2 2 
45 103mRh  40 40 
45 105Rh  10 0.8 
46 103Pd  40 40 
46 107Pd  制限なし 制限なし

46 109Pd  2 0.5 
47 105Ag  2 2 
47 108mAg  0.7 0.7 
47 110mAg  0.4 0.4 
47 111Ag  2 0.6 
48 109Cd  30 2 
48 113mCd  40 0.5 
48 115Cd  3 0.4 
48 115mCd  0.5 0.5 
49 111In  3 3 
49 113mIn  4 2 
49 114mIn  10 0.5 
49 115mIn  7 1 
50 113Sn  4 2 
50 117mSn  7 0.4 
50 119mSn  40 30 
50 121mSn  40 0.9 
50 123Sn  0.8 0.6 
50 125Sn  0.4 0.4 
50 126Sn  0.6 0.4 
51 122Sb  0.4 0.4 
51 124Sb  0.6 0.6 
51 125Sb  2 1 
51 126Sb  0.4 0.4 
52 121Te  2 2 
52 121mTe  5 3 
52 123mTe  8 1 
52 125mTe  20 0.9 
52 127Te  20 0.7 
52 127mTe  20 0.5 
52 129Te  0.7 0.6 
52 129mTe  0.8 0.4 
52 131mTe  0.7 0.5 
52 132Te  0.5 0.4 
53 123I  6 3 
53 124I  1 1 
53 125I  20 3 
53 126I  2 1 
53 129I  制限なし 制限なし

53 131I  3 0.7 
53 132I  0.4 0.4 
53 133I  0.7 0.6 
53 134I  0.3 0.3 
53 135I  0.6 0.6 
54 122Xe  0.4 0.4 
54 123Xe  2 0.7 
54 127Xe  4 2 
54 131mXe  40 40 
54 133Xe  20 10 
54 135Xe  3 2 
55 129Cs  4 4 
55 131Cs  30 30 
55 132Cs  1 1 
55 134Cs  0.7 0.7 
55 134mCs  40 0.6 
55 135Cs  40 1 
55 136Cs  0.5 0.5 
55 137Cs  2 0.6 
56 131Ba  2 2 

56 133Ba  3 3 
56 133mBa  20 0.6 
56 140Ba  0.5 0.3 
57 137La  30 6 
57 140La  0.4 0.4 
58 139Ce  7 2 
58 141Ce  20 0.6 
58 143Ce 0.9 0.6 
58 144Ce 0.2 0.2 
59 142Pr  0.4 0.4 
59 142Pr  3 0.6 
60 147Nd  6 0.6 
60 149Nd  0.6 0.5 
61 143Pm  3 3 
61 144Pm  0.7 0.7 
61 145Pm  30 10 
61 147Pm  40 2 
61 148mPm  0.8 0.7 
61 149Pm 2 0.6 
61 151Pm 2 0.6 
62 145Sm  10 10 
62 147Sm  制限なし 制限なし

62 151Sm  40 10 
62 153Sm  9 0.6 
63 147Eu  2 2 
63 148Eu  0.5 0.5 
63 149Eu  20 20 

63
150Eu(短半

減期のもの)
2 0.7 

63
150Eu(長半

減期のもの)
0.7 0.7 

63 152Eu  1 1 
63 152mEu  0.8 0.8 
63 154Eu 0.9 0.6 
63 155Eu 20 3 
63 156Eu  0.7 0.7 
64 146Gd  0.5 0.5 
64 148Gd  20 0.002 
64 153Gd  10 9 
64 159Gd  3 0.6 
65 157Tb  40 40 
65 158Tb  1 1 
65 160Tb  1 0.6 
66 159Dy  20 20 
66 165Dy 0.9 0.6 
66 166Dy 0.9 0.3 
67 166Ho  0.4 0.4 
67 166mHo  0.6 0.5 
68 169Er  40 1 
68 171Er  0.8 0.5 
69 167Tm  7 0.8 
69 170Tm  3 0.6 
69 171Tm 40 40 
70 169Yb 4 1 
70 175Yb  30 0.9 
71 172Lu 0.6 0.6 
71 173Lu 8 8 
71 174Lu  9 9 
71 174mLu  20 10 
71 177Lu  30 0.7 
72 172Hf  0.6 0.6 
72 175Hf  3 3 
72 181Hf 2 0.5 
72 182Hf  制限なし 制限なし

73
178Ta(長半減

期のもの) 
1 0.8 

73 179Ta  30 30 
73 182Ta  0.9 0.5 
74 178W  9 5 
74 181W  30 30 
74 185W  40 0.8 
74 187W  2 0.6 
74 188W  0.4 0.3 
75 184Re 1 1 
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75 184mRe  3 1 
75 186Re  2 0.6 
75 187Re  制限なし 制限なし

75 188Re  0.4 0.4 
75 189Re  3 0.6 

75 
Re(天然の混

合比のもの) 
制限なし 制限なし

76 185Os  1 1 
76 191Os  10 2 
76 191mOs  40 30 
76 193Os  2 0.6 
76 194Os  0.3 0.3 
77 189Ir  10 10 
77 190Ir  0.7 0.7 
77 192Ir  1 0.6 
77 194Ir  0.3 0.3 
78 188Pt  1 0.8 
78 191Pt  4 3 
78 193Pt  40 40 
78 193mPt  40 0.5 
78 195mPt  10 0.5 
78 197Pt  20 0.6 
78 197mPt  10 0.6 
79 193Au  7 2 
79 194Au  1 1 
79 195Au  10 6 
79 198Au  1 0.6 
79 199Au  10 0.6 
80 194Hg  1 1 
80 195mHg  3 0.7 
80 197Hg  20 10 
80 197mHg  10 0.4 
80 203Hg  5 1 
81 200Tl  0.9 0.9 
81 201Tl  10 4 
81 202Tl  2 2 
81 204Tl  10 0.7 
82 201Pb  1 1 
82 202Pb  40 20 
82 203Pb  4 3 
82 205Pb  制限なし 制限なし

82 210Pb  1 0.05 
82 212Pb  0.7 0.2 
83 205Bi  0.7 0.7 
83 206Bi  0.3 0.3 
83 207Bi  0.7 0.7 
83 210Bi  1 0.6 
83 210mBi  0.6 0.02 
83 212Bi  0.7 0.6 
84 210Po  40 0.02 
85 211At  20 0.5 
86 222Rn  0.3 0.004 
88 223Ra  0.4 0.007 
88 224Ra  0.4 0.02 
88 225Ra  0.2 0.004 
88 226Ra  0.2 0.003 
88 228Ra  0.6 0.02 
89 225Ac  0.8 0.006 
89 227Ac  0.9 0.00009 
89 228Ac  0.6 0.5 
91 230Pa  2 0.07 
91 231Pa  4 0.0004 
91 233Pa  5 0.7 
93 235Np  40 40 

93 
236Np(短半

減期のもの) 
20 2 

93 
236Np(長半

減期のもの) 
9 0.02 

93 237Np  20 0.002 
93 239Np  7 0.4 
95 241Am  10 0.001 
95 242mAm  10 0.001 
95 243Am  5 0.001 
96 240Cm  40 0.02 

96 241Cm  2 1 
96 242Cm  40 0.01 
96 243Cm  9 0.001 
96 244Cm  20 0.002 
96 245Cm  9 0.0009 
96 246Cm  9 0.0009 
96 247Cm  3 0.001 
96 248Cm 0.02 0.0003 
97 247Bk 8 0.0008 
97 249Bk  40 0.3 
98 248Cf  40 0.006 
98 249Cf  3 0.0008 
98 250Cf  20 0.002 
98 251Cf  7 0.0007 
98 252Cf  0.1 0.003 
98 253Cf  40 0.04 
98 254Cf  0.001 0.001 

 
 
別表第二（第 2 条関係） 
種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる放射

性同位元素以外の放射性同位元素の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

区分 

特別形放射性同

位元素等である

場合の数量（A1

値） 
 
単位 TBq 

特別形放射性同位元

素等以外の放射性同

位元素等である場合

の数量（A2 値）    
単位 TBq

一 放出する放射線が一種

類の場合（二に該当する場

合を除く。） 
  

イ ガンマ線又はエック

ス線を放出する場合（陽

電子消滅により発生す

るガンマ線を含む。） 

10−13／ept 
（40 を超える場

合には、40） 

10−13／ept 
（40 を超える場合

には、40） 

ロ ベータ線を放出する

場合 

1×10−12／eβ 
（40 を超える場

合には、40） 

2.8×10−14／hskin 
（40 を超える場合

には、40） 
ハ 吸入摂取又は経口摂取

するおそれがある場合

（放射線を放出する同位

元素の数量等を定める件

（平成十二年十月二十三

日科学技術庁告示第五

号）別表第二（以下「数

量告示別表第二」とい

う。）中第二欄又は第三

欄に数量の記載がある場

合をいう。） 

― 
5×10−5／einh 
（40 を超える場合

には、40） 

ニ サブマージョンによ

る被ばくのおそれがあ

る場合（数量告示別表第

二中第一欄に記載して

いる化学形が「サブマー

ジョン」である場合をい

う。）  

― 
1.9×10−14／hsub 
（40 を超える場合

には、40） 

ホ アルファ線を放出す

る場合 
5×10−1／einh 
（40 を超える場

合には、40） 

5×10−5／einh 
（40 を超える場合

には、40） 
二 放出する放射線が一種

類であり、当該放射性同位

元素が原子核の崩壊連鎖

を生ずるもの（以下「親核

種」という。）であって、

その物理的半減期がその

原子核の崩壊によって生

ずる放射性同位元素（以下

「娘核種」という。）の物

理的半減期より長く、か

つ、娘核種の物理的半減期

が十日以内である場合 

親核種及び娘核

種に対する一の

第一欄の区分に

応じ、それぞれ第

二欄に掲げる数

量のうち最小の

もの 

親核種及び娘核種

に対する一の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第三欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 
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三 放出する放射線が二種

類以上の場合（四に該当す

る場合を除く。） 

それぞれの放射線

に対する一の第一

欄の区分に応じ、そ

れぞれ第二欄に掲

げる数量のうち最

小のもの 

それぞれの放射線

に対する一の第一

欄の区分に応じ、

それぞれ第三欄に

掲げる数量のうち

最小のもの 

四 放出する放射線が二種

類以上であり、当該放射性

同位元素の物理的半減期

が娘核種の物理的半減期

より長く、かつ、娘核種の

物理的半減期が十日以内

である場合 

それぞれの放射

線に係る親核種

及び娘核種に対

する一の第一欄

の区分に応じ、そ

れぞれ第二欄に

掲げる数量のう

ち最小のもの 

それぞれの放射線

に係る親核種及び

娘核種に対する一

の第一欄の区分に

応じ、それぞれ第

三欄に掲げる数量

のうち最小のもの

備考 ept は一メートルの距離における放射性同位元素の実効線量率

係数(Sv・Bq−1・h−1)を、eβは自己遮蔽体から一メートルの距離に

おけるベータ線を放出する放射性同位元素の皮膚の等価線量率

係数(Sv・Bq−1・h−1)を、hskinは皮膚上の放射性同位元素の単位密

度(Bq・m−2)当たりの皮膚の等価線量率係数(Sv・s−1・Bq−1・m2)
を、einh は当該放射性同位元素の化学形を考慮しない場合におけ

る数量告示別表第二中第二欄又は第三欄に掲げる値(mSv・Bq−1)
のうち最小のものを、hsubはサブマージョンにおける単位積分濃

度(Bq・s・m−3)当たりの実効線量係数(Sv・Bq−1・s−1・m3)をそ

れぞれ示す。 
 
 
別表第三（第 2 条関係） 
種類が明らかでない放射性同位元素の場合又は種類が明らかであ

って、一種類であり、かつ、別表第一又は別表第二に数量が掲げられ

ていない放射性同位元素の場合の数量の限度 
第一欄 第二欄 第三欄 

区分 

特別形放射性同位

元素等である場合

の数量（A1 値） 
単位 TBq 

特別形放射性同

位元素等以外の

放射性同位元素

等である場合の

数量（A2値） 
単位 TBq 

一 ベータ線又はガンマ線のみ

を放出する場合 
0.1 0.02 

二 アルファ線を放出し、かつ、

中性子を放出しない場合 
0.2 9×10−5 

三 一及び二に該当しない場合 0.001 9×10−5 
 
 
別表第四（第 2 条関係） 
種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかであ

る放射性同位元素の場合（別表第五及び別表第六に該当する場合を除

く。）の数量の限度 
第一欄 第二欄 

区分 
数量 

単位 TBq 
放射性同位元素の種類の全

部及び種類別の数量の全部

が明らかな場合 

次の算式を満たす x1，x2，…，xnの数

量 
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＝1 

放射性同位元素の種類の全

部又は一部が明らかであっ

て種類別の数量の全部又は

一部が明らかでない場合 

次の算式を満たす x1，x2，…，xn及び

y の数量 
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＋(y
／Y)＝1 

備考 x1，x2，…，xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同

位元素の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ

x1，x2，…，xnに係る各放射性同位元素に対する別表第一、別表

第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、y は種類又

は種類別の数量が明らかでない放射性同位元素の数量（テラベク

レル）を、Y は y に係る放射性同位元素の種類の全部が明らかな

場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第二又は別

表第三に掲げる数量（テラベクレル）のうち最小のものを、y に

係る放射性同位元素の種類の全部又は一部が明らかでない場合

にあってはyに係る放射性同位元素に対する別表第三に掲げる数

量（テラベクレル）を示す。  
 
 
 

別表第五（第 2 条関係） 
種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで、

種類別の分率が明らかである放射性同位元素の場合（別表第六に該当

する場合を除く。）の数量の限度  
第一欄 第二欄 

区分 
数量（A2値） 

単位 TBq 
放射性同位元素の種類の全部が

明らかな場合 
1／((f1/X1)＋(f2/X2)＋…＋(fn/Xn))

放射性同位元素の種類の一部が

明らかな場合 
1／((f1/X1)＋(f2/X2)＋…＋(fn/Xn)

＋(fy/Y)) 
備考 f1，f2，…，fn は種類が明らかな各放射性同位元素の分率、X1，

X2，…，Xnは f1，f2，…，fnに係る各放射性同位元素に対する別

表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、

fyは種類が明らかでない放射性同位元素の分率を、Y は別表第三

に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
 
 
別表第六（第 2 条関係） 
種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比

が天然のものと等しい放射性同位元素の場合の数量の限度 
第一欄 第二欄 第三欄 

区分 

特別形放射性同位

元素等である場合

の数量（A1 値） 
単位 TBq 

特別形放射性同位

元素等以外の放射

性同位元素等であ

る場合の数量（A2

値） 
単位 TBq 

その系列のすべての放射性同

位元素（親核種を除く。）の

物理的半減期が十日を超え

ず、かつ、親核種の物理的半

減期より短い場合 

親核種に対する別

表第一、別表第二

又は別表第三の第

二欄に掲げる数量 

親核種に対する別

表第一、別表第二

又は別表第三の第

三欄に掲げる数量

その系列の娘核種のうち、そ

の物理的半減期が十日を超

え、又は親核種の物理的半減

期より長いものがある場合 

次の算式を満たす

x1，x2，…，xnの

数量 
(x1／X1)＋(x2／

X2)＋…＋(xn／Xn)
＝1 

次の算式を満たす

x1，x2，…，xnの

数量 
(x1／X1)＋(x2／X2)
＋…＋(xn／Xn)＝1

備考 x1，x2，…，xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同

位元素の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ

x1，x2，…，xnに係る各放射性同位元素に対する別表第一、別表

第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
 
別記第一（第二条関係） 特別形放射性同位元素等に係る試験 

一 衝撃試験 
試験しようとする放射性同位元素等をできるだけ模擬した供

試物（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下さ

せること。 
二 打撃試験 

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さか

ら一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力

により、最大の破損を及ぼすように鋼製棒の平端面で打つこと。

この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル以下のも

のとし、鋼製棒はその平端面の直径が二・五センチメートルであ

り、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。 
三 曲げ試験 

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固

定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下

させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼

製棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製棒は、その平

端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径

が〇・三センチメートルのものとする。 
四 加熱試験 

供試物を摂氏八百度の空気中に十分間置くこと。 
五 浸漬試験 

イ 固体状の放射性同位元素等（カプセルに封入されたものを除

く。）にあっては、供試物について、次に掲げる試験をその順

序で行うこと。 
(1) 常温の水中に七日間浸漬させること。 
(2) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時

間保持すること。 
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(3) 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空気

中に七日間置くこと。 
(4) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時

間保持すること。 
ロ 放射性同位元素等を封入したカプセルにあっては、供試物に

ついて、次に掲げる試験をその順序で行うこと。 
(1) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時

間保持すること。 
(2) 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空気

中に七日間置くこと。 
(3) 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時

間保持すること。 
 
別記第二（第四条関係） LSA-Ⅲに係る浸漬試験 

常温の水中に七日間浸漬させること。 
 
別記第三（第十条関係） A 型輸送物に係る一般の試験条件及び液体

状又は気体状の放射性同位元素等が収納され、又は包装されている

A 型輸送物に係る追加の試験条件 
一 A 型輸送物に係る一般の試験条件 

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き付

けること。 
ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。ただし、

(2)の条件については、(1)、(3)及び(4)の供試物とは別個の供試

物を用いること。 
(1) その重量が、五千キログラム未満のものにあっては一・二

メートルの高さから、五千キログラム以上一万キログラム未

満のものにあっては〇・九メートルの高さから、一万キログ

ラム以上一万五千キログラム未満のものにあっては〇・六メ

ートルの高さから、一万五千キログラム以上のものにあって

は〇・三メートルの高さから、それぞれ、最大の破損を及ぼ

すように落下させること。 
(2) その重量が、五十キログラム以下のファイバー板製又は木

製の直方体のものにあっては、それぞれの角に対して最大の

破損を及ぼすように、その重量が、百キログラム以下のファ

イバー板製の円筒形のものにあっては、両縁の四半分ごとに

対して最大の破損を及ぼすように、それぞれ、〇・三メート

ルの高さから落下させること。 
(3) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に十三

キロパスカルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いずれ

か大きいものを二十四時間加えること。 
(4) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメートル

の容易に破損しない棒であって、その先端が半球形のものを

一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に

落下させること。 
二 液体状又は気体状の放射性同位元素等（気体状のトリチウム及

び希ガスを除く）が収納され、又は包装されている A 型輸送物に

係る追加の試験条件 
液体状又は気体状の放射性同位元素等が収納され、又は包装さ

れている放射性輸送物にあっては、前号の条件の下に置くほか、

次のイ及びロの条件のうち、最大の破損を受ける条件の下に置く

こと。 
イ 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させ

ること。 
ロ 前号ロ(4)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該放射

性輸送物の最も弱い部分に落下させること。 
 
別記第四（第十一条関係） BM 型輸送物に係る一般の試験条件 

一 摂氏三十八度の条件下に一週間置くこと。この場合において、

次の表の上欄に掲げる当該放射性輸送物の表面の形状及び位置

の区分に応じ、それぞれ、同表下欄に掲げる放射熱を一日につき

十二時間負荷すること。 
表面の形状及び位置の区分 放射熱(ワット毎平方メートル)

水平に輸送される平面 

下向きの

表面 
なし 

上向きの

表面 
八百 

垂直に輸送される表面及び水平に

輸送されない下向きの表面 
二百 

その他の表面 四百 
二 別記第三第一号の条件の下に置くこと。 
備考 第一号及び第二号の条件については、同一の供試物を用いる

ものとする。 
別記第五（第十三条関係） BM 型輸送物に係る特別の試験条件 
一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるよう

な順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。 
イ 九メートルの高さから落下させること。ただし、その重量が

五百キログラム以下、比重が一以下、かつ、収納し又は包装す

る放射性同位元素等が特別形放射性同位元素等以外のもので

あって、当該放射性同位元素等の放射能の量が A2 値の千倍を

超えるものにあっては、これに代えて、重量が五百キログラム、

縦及び横の長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲率半

径が六ミリメートル以下の軟鋼板を九メートルの高さから当

該放射性輸送物が最大の破損を受けるように水平に落下させ

ること。 
ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さが二

十センチメートルの軟鋼丸棒であって、その上面が滑らかな水

平面であり、かつ、その端部の曲率半径が六ミリメートル以下

のものに一メートルの高さから落下させること。 
二 次の条件の下に順次置くこと。 

イ 摂氏三十八度の条件下に表面温度が一定になるまで置いた

後、摂氏八百度で、かつ、平均値が最小で〇・九の放射率を有

する火炎の放射熱の条件下に三十分間置くこと。この場合にお

いて、別記第四第一号に定める放射熱及び設計上最大となる内

部発熱を負荷するものとし、当該放射性輸送物の表面吸収率は

〇・八又は実証された値とするものとする。 
ロ 摂氏三十八度の条件下で別記第四第一号に定める放射熱及

び設計上最大となる内部発熱を負荷しつつ冷却すること。ただ

し、人為的に冷却してはならない。 
三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。 
備考 第一号及び第二号の条件の下には、この順序で置くものとす

る。 
 
別記第五の二（第十五条関係） 一定量を超える放射能を有する放射

性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物に係る

試験条件 
深さ二百メートルの水中に一時間浸漬させること。 

 
別記第六（第十六条関係） BU 型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第四の条件の下に置くこと。 
 
別記第七（第十七条関係） BU 型輸送物に係る特別の試験条件 

別記第五の条件の下に置くこと。 
 
別記第八（第十八条関係） IP-2 型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第三第一号ロ(1)、(2)及び(3)の条件の下に置くこと。ただし、

原子力規制委員会が認める条件の下に置く場合は、この限りでない。 
 
別記第九（第十九条関係） IP-3 型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第三第一号の条件の下に置くこと。 
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別記第十（第二十四条関係） 
 
第一類白標識 

 

 
 
 
 
 

注 1 三葉マークは、別記第十三のとおりとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位元素

等の名称（当該放射性同位元素等が低比放射性同位元素又は表面汚

染物に該当する場合にあっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの

名称を除く。）及び低比放射性同位元素又は表面汚染物の区分）を

記入すること。この場合において、複数の放射性同位元素等を収納

し、又は包装しているときは、そのうち代表的なものの名称をでき

る限り記入すること。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位元素

等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 
4 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分を、

また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

分をそれぞれ削ることができる。 
5 色彩は、次表によること。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
斜線を施した部分 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

白 
黒 
白 
黒 
赤 
白 
黒 
黒 

 

 
別記第十一（第二十四条関係） 
 
第二類黄標識 
 

 
 
 
 
 
 

注 1 三葉マークは、別記第十三のとおりとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位元素

等の名称（当該放射性同位元素等が低比放射性同位元素又は表面汚

染物に該当する場合にあっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの

名称を除く。）及び低比放射性同位元素又は表面汚染物の区分）を

記入すること。この場合において、複数の放射性同位元素等を収納

し、又は包装しているときは、そのうち代表的なものの名称をでき

る限り記入すること。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位元素

等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 
4 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分を、

また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

分をそれぞれ削ることができる。 
6 色彩は、次表によること。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
斜線を施した部分 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

黄 
黒 
白 
黒 
赤 
白 
黒 
黒 

 

 
 
 

279



放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 

280 

別記第十二（第二十四条関係） 
 
第三類黄標識 
 
 

 
 
 
 

注 1 三葉マークは、別記第十三のとおりとする。 
2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位元

素等の名称（当該放射性同位元素等が低比放射性同位元素又は表

面汚染物に該当する場合にあっては、名称（LSA-Ⅰに該当する

ものの名称を除く。）及び低比放射性同位元素又は表面汚染物の

区分）を記入すること。この場合において、複数の放射性同位元

素等を収納し、又は包装しているときは、そのうち代表的なもの

の名称をできる限り記入すること。 
3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位元

素等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 
4 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英

語の部分をそれぞれ削ることができる。 
6 色彩は、次表によること。 

部 分 色 彩 
上 半 分 の 地 
三 葉 マ ー ク 
下 半 分 の 地 
文 字 
斜線を施した部分 
ふ ち の 部 分 
ふ ち の 内 側 の 線 
区 分 線 

黄 
黒 
白 
黒 
赤 
白 
黒 
黒 

 

 
別記第十三（第二十四条関係） 
 
三葉マーク 
 

 
 

注 ℓ は、0.4 センチメートル以上とする。 
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様式第一（第 25 条関係） 
   整理番号（注 1）  

放射性輸送物設計承認申請書 
年  月  日 

原子力規制委員会殿 
住 所                 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ㊞ 
 

 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示第 25 条第１項の規定により放射性物

質輸送物の設計承認を申請します。 

容 器 の 名 称  

容器の外形寸法、重量及び主要

材料（注 2） 
 

放射性輸送物の種類（注 3）  

同
位
元
素
等
の
仕
様

収
納
す
る
放
射
性

核 種  

数 量  

重 量  

物 理 的 状 態（注 5）  

化 学 形 等（注 6）  

(注 4) 密 封 の 状 態（注７）  

BM型輸送物にあっては、BU型輸送

物の設計基準のうち適合しない基準 
 

容器の保守及び放射性輸送物の取扱

いに関する事項 
 

注 １ 「整理番号」  この欄には、記載しないこと。 
  ２ 「容器の外形寸法及び重量」 寸法についてはセンチメートル又は

メートル単位、重量についてはトン又はキログラム単位で記載し、併
せて容器の主要材料を記載し、容器の概略を示す鮮明で複写可能な図
面を添付すること。 

  ３ 「放射性輸送物の種類」 BM 型輸送物又は BU 型輸送物の別を記
載すること。 

  ４ 「収納する放射性同位元素等の仕様」 収納する放射性同位元素等
の核種及び化学形等ごとに記載し、数量の単位としてはベクレルを用
いること。 

  ５ 「物理的状態」 気体、液体等の状態を記載すること。 
  ６ 「化学形等」 原子力規制委員会の定める化学形等の区分を記載す

ること。 
  ７ 「密封の状態」 放射性同位元素を被覆しているカプセル等の材料、

材質、厚さ等を記載すること。 
備考１ 規則第 18条の 17第２項第２号の書類は次のイからホに掲げる事項

について記載すること。 
   イ 放射性輸送物の説明 
   ロ 放射性輸送物の安全解析 
   ハ 品質管理の基本方針 
   ニ 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項 
   ホ 安全上の特記事項 
  ２ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
  ３ この申請書の提出部数は、１通とすること。 
  ４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
 
様式第二（第 25 条関係） 
   整理番号（注 1）  

放射性輸送物設計変更承認申請書 
年  月  日 

原子力規制委員会殿 
住 所                 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ㊞
 

 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示第 25 条第１項の規定により放射性輸

送物の設計変更承認を申請します。 

容 器 の 名 称  

放射性輸送物設計承認番号  

変 更 の 内 容  

変 更 の 理 由  

注 １ 「整理番号」  この欄には、記載しないこと。 
備考１ 規則第 18条の 17第２項第２号の書類は次のイからホに掲げる事項

について記載すること。 
   イ 放射性輸送物の説明 
   ロ 放射性輸送物の安全解析 
   ハ 品質管理の基本方針 

ニ 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項 
   ホ 安全上の特記事項 
  ２ 規則第 18 条の 17 第２項第２号の書類は、変更に係る部分について

記載すること。 
３ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

  ４ この申請書の提出部数は、１通とすること。 
  ５ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
 
 
様式第三（第 25 条関係） 
   整理番号（注 1）  

放射性輸送物設計承認書有効期間更新申請書 
年  月  日 

原子力規制委員会殿 
住 所                 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ㊞
 

 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示第 25 条第４項の規定により放射性輸

送物の設計承認書有効期間更新を申請します。 

容 器 の 名 称  

放射性輸送物設計承認番号  

放射性輸送物設計承認書に記載

された有効期間 
 

更 新 の 理 由  

注 １ 「整理番号」  この欄には、記載しないこと。 
備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ この申請書の提出部数は、１通とすること。 
  ３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
 
様式第四（第 25 条関係） 

整理番号（注 1）  

放射性輸送物設計承認書記載事項変更届 
年  月  日 

原子力規制委員会殿 
住 所                 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ㊞
 

 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示第 25 条第６項の規定により放射性輸

送物の設計承認書記載事項変更を届け出ます。 
容 器 の 名 称  

放 射 性 輸 送 物 設 計 承 認 番 号  

変 更 前  

変 更 後  

変 更 の 年 月 日  

変 更 の 理 由  

注 １ 「整理番号」  この欄には、記載しないこと。 
備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ この申請書の提出部数は、１通とすること。 
  ３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
 
様式第五（第 25 条関係） 
   整理番号（注 1）   

放射性輸送物設計承認書廃止届 
年  月  日 

原子力規制委員会殿 
住 所                 
氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ㊞
 

 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示第 25 条第７項の規定により放射性輸

送物の設計承認書廃止を届け出ます。 

容 器 の 名 称  

放射性輸送物設計承認番号  

廃 止 の 年 月 日  

廃 止 の 理 由  
 
注 １ 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ この申請書の提出部数は、１通とすること。 
３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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放射性同位元素等の運搬に関する文部科学大臣の承認

等について（通知） 
（平成１３年７月１２日 １３文科科第２５６号） 

 
 
 
 
（関係行政機関の長・関係団体の長宛） 
 
 

（文部科学省科学技術・学術政策局長） 
 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

（昭和３５年総理府令第５６号。以下「施行規則」という。）第１８

条、第１８条の５、第１８条の９、第１８条の１０及び第１８条の１

２並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物

の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細

目等を定める告示（平成２年科学技術庁告示第７号。以下「外運搬告

示」という。）第３条及び第１８条の規定の実施細目等について、下

記のとおり定めることとするので通知します。 
ついては関係機関等に対し、周知方をお願いします。 
なお、本通知をもって、平成２年１２月２８日付科学技術庁原子力

安全局長通知「放射性同位元素等の運搬に関する科学技術庁長官の承

認等について（通知）」は廃止しますので、その旨を申し添えます。 
 

記 
 
１ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工

場又は事業所における運搬に係る承認等の申請について 
（１）施行規則第１８条第１項第１号ロの規定による容器に封入する

ことが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る文部科学大臣

の承認を受けようとする者は、別記様式第１による申請書を提出

すること。 
（２）施行規則第１８条第２項の規定による特別措置に係る文部科学

大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第２による申請書を

提出すること。 
２ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又

は事業所の外における運搬に係る承認等の申請について 
（１）施行規則第１８条の５第７号ただし書又は第８号ただし書の規

定による文部科学大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第

３による申請書を提出すること。 
（２）施行規則第１８条の９第２項第２号又は第１８条の１０第２項

第２号の規定による「これと同等と文部科学大臣の認める基準」

を適用しようとする者は、別記様式第４による申請書を提出する

こと。なお、当該規定は「国際原子力機関（IAEA）放射性物質

安全輸送規則（１９９６年版）」（以下「IAEA 輸送規則１９９６

年版」という。）第６２４項から第６２８項までの趣旨を取り入

れるために規定されたものであるので、申請に当たっては、この

点に留意すること。 
（３）施行規則第１８条の１２の規定による特別措置に係る文部科学

大臣の承認を受けようとする者は別記様式第５による申請書を

提出すること。 
（４）外運搬告示第３条第１号表中ただし書の規定による「文部科学

大臣が認める基準」を適用しようとする者は、別記様式第６によ

る申請書を提出すること。なお、当該規定は IAEA 輸送規則１９

９６年版第７０９項の趣旨を取り入れるために規定されたもの

であるので、申請に当たっては、この点に留意すること。 
（５）外運搬告示第１８条中別記第８の規定による「文部科学大臣が

認める条件」を適用しようとする者は、別記様式第７による申請

書を提出すること。なお、当該規定は IAEA 輸送規則１９９６年

版第６２２項の趣旨を取り入れるために規定されたものである

ので、申請に当たっては、この点に留意すること。 
３ 容器承認に係る留意事項について 

平成１３年６月３０日以前に放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律第１８条の２第３項の規定により承認を受

けている容器については、当該承認が平成１６年１月１日以降は失

効する。同日以降当該容器を運搬に使用する場合は、同条第２項の

文部科学大臣の確認の際に同条第１項に規定される技術上の基準

を満たしていることの確認を受けることが必要であるので、新たに

同条第３項の承認を受けるなど所要の手続を取ること。 
 

 

４ 容器品質管理に係る留意事項について 
放射性同位元素等輸送容器の製作に係る品質管理については、平

成１１年２月２４日付１１安局（核規）第２号「核燃料物質輸送容

器の製作に係る品質管理審査指針」に準ずるものとするので、申請

に当たっては、この点に留意すること（参考参照）。 
 
（参考）略 
 

以 上 
 
 
別記様式第１ 
 

容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認申請書 
 

年  月  日

文部科学大臣 殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）       印 

 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第１８

条第１項第１号ロの規定による特別措置の承認を申請します。 

氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 
 

郵便番号        電話番号

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 

運搬する放射性同位元素によって汚

染された物の種類、数量、形状及び

性状 
 

運搬する日時及び経路  

運搬に当たって講ずる放射線障害防

止のための措置 
 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
２ 「運搬に当たって講ずる放射線障害防止のための措置」欄について

は、積載方法、固縛方法、放射性同位元素の飛散防止措置方法及び運

搬中における放射性輸送物を積載した車両への近接防止措置方法等

に係る具体的措置方法を記載するとともに、当該措置方法によって安

全性が担保できることを示すこと。 
３ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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別記様式第２ 
 

工場又は事業所における運搬に係る特別措置の承認申請書 
 

年  月  日

文部科学大臣     殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）       印 

 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第１８

条第２項の規定による特別措置の承認を申請します。 
氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 
 

郵便番号        電話番号 

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 

運搬する放射性同位元素等の種類、

数量及び性状 
 

運搬物の表面及び表面から１メート

ル離れた位置における１センチメー

トル線量当量率 
 

講ずることが著しく困難である措置

及びその理由 
 

運搬物に使用する容器の種類及び仕様  

運搬に使用する容器の種類及び仕様  

運搬の日時及び経路  

運搬に従事する者の被ばくの管理の

ために講ずる措置 
 

上欄に掲げるもののほか放射線管理

のために講ずる措置 
 

上２欄に掲げるもののほか運搬に伴う

放射線障害防止のために講ずる措置 
 

備考１ この用紙の大きさは日本工業規格 A４とすること。 
  ２ 「運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置」について

は、健康診断、教育訓練、被ばく線量の測定等の具体的被ばく管理の

方法を記載すること。 
  ３ 「放射線管理のために講ずる措置」については、車両等及び輸送経

路に係る１センチメートル線量当量率の測定、汚染状況の測定等に係

る具体的管理方法を記載するとともに、当該管理方法によって安全性

が担保できることを示すこと。 
  ４ 「運搬に伴う放射線障害防止のために措置」欄については、積載方

法、固縛方法及び運搬中における放射性輸送物を積載した車両への近

接防止措置方法等に係る具体的措置方法を記載するとともに、当該措

置方法によって安全性が担保できることを示すこと。 
  ５ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
 
別記様式第３ 
 

放射性輸送物の表面又は表面から１メートル離れた位置 
における１センチメートル線量当量率に係る承認申請書 

 
年  月  日

文部科学大臣    殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）       印

 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第１８条の５ 
 

    の規定による承認を申請します。 
 

氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 

郵便番号       電話番号 

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 
運搬する放射性同位元素等の種類、
数量及び性状 

 

放射性輸送物の表面における１セン
チメートル線量当量率 

 

放射性輸送物の表面から１メートル
離れた位置における１センチメート
ル線量当量率 

 

承認を受けようとする理由  

運搬に当たって講ずる放射線障害防

止のための措置 

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
２ 「運搬に当たって講ずる放射線障害防止のための措置」欄について

は、積載方法、固縛方法及び運搬中における放射性輸送物を積載した

車両への近接防止措置方法等に係る具体的措置方法を記載するとと

もに、当該措置方法によって安全性が担保できることを示すこと。 
３ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
 
 
 
別記様式第４ 

 
                輸送物の基準に係る承認申請書 

 
年  月  日

文部科学大臣     殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）        印 

 
 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 

 
第２項第２号の規定による     輸送物の基準として以下の基準を適 

 
用したく申請します。 

氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 

郵便番号       電話番号 

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 

輸送物の名称  

輸送物に関する

説明 
重量  

外形寸法  

外観  

輸送物の設計仕様  

適用しようとする基準（注）  

注 施行規則第１８条の９第２項第２号又は第１８条の１０第２項第２号

中の「これと同等と文部科学大臣の認める基準」を適用しようとする場合

には、例えば、以下のように適用すべき基準を明記すること。 
（１）コンテナの場合 

ISO １４９６／１、「シリーズ１、輸送コンテナ－規格及び試験－

第１部：一般貨物コンテナ」に定められた要件に適合し、かつ、当該 ISO
規格に定められた試験条件の下に置くこととした場合に、表面における

１センチメートル線量当量率が２０％を超えて増加しないこと。 
（２）タンクの場合 

 ア 「国際連合危険物輸送に関する専門家委員会」により作成された「危

険物の輸送に関する勧告」第１２章に定められた基準に適合すること。 
 イ ２６５ｋＰａの圧力試験に耐えること。 
 ウ 通常の取扱い及び輸送条件下において、次の要件を満足すること。 
（ア）追加されたしゃへい構造が静的及び動的応力に耐えること。 
（イ）表面における１センチメートル線量当量率が２０％を超えて増加

しないこと。 
（３）金属製中型容器の場合 

「国際連合危険物輸送に関する専門家委員会」により作成された「危

険物の輸送に関する勧告」第１６章に定められた基準に適合し、かつ、

当該勧告に定められた試験条件（最も損傷を受ける姿勢で実施される落

下試験）に置くこととした場合に、表面における１センチメートル線量

当量率が２０％を超えて増加しないこと。 
 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
  ２ 適用しようとする基準が施行規則第１８条の９又は第１８条の１０

の基準と同等であることについての説明資料を添付すること。 
  ３ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

第７号 
第８号 

IP-２型 
IP-３型 

第１８条の９ 
第１８条の１０ 

IP-２型 
IP-３型 
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別記様式第５ 
 

工場又は事業所の外における運搬に係る特別措置の承認申請書 
 

年  月  日

文部科学大臣    殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）       印

 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第１８

条の１２の規定による特別措置の承認を申請します。 

氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 

郵便番号      電話番号 

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 

運搬する放射性同位元素等の種類、

数量及び性状 

 

放射性輸送物の表面及び表面から１

メートル離れた位置における１セン

チメートル線量当量率 

 

講ずることが著しく困難である措置

及びその理由 

 

運搬に当たって講ずる放射線障害防

止のための措置 

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
  ２ 「運搬に当たって講ずる放射線障害防止のための措置」欄について

は、積載方法、固縛方法及び運搬中における放射性輸送物を積載した

車両への近接防止措置方法等に係る具体的措置方法を記載するとと

もに、当該措置方法によって安全性が担保できることを示すこと。 
  ３ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
 
別記様式第６ 
 

特別形放射性同位元素等の基準に係る承認申請書 
 

年  月  日

文部科学大臣     殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）        印 

 
放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事

業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示第

３条第１号表中ただし書の規定による特別形放射性同位元素等の基準とし

て以下の基準を適用したく申請します。 
 

氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 

郵便番号      電話番号 

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 

輸送物の名称  

特別形放射性同

位元素等に関す

る説明 

重量  

外形寸法  

外観  

輸送物の設計仕様  

適用しようとする基準（注）  

注 外運搬告示第３条第１号表中ただし書の「文部科学大臣が認める基準」

を適用しようとする場合は、例えば、以下のように適用すべき基準を明記

すること。 
１ 衝撃試験及び打撃試験に代えて、ISO ２９１９－１９９９「密封線

源－一般要件及び分類」に定められたクラス４衝撃試験 
２ 加熱試験に代えて、ISO ２９１９－１９９９「密封線源－一般要件

及び分類」に定められたクラス６温度試験 
３ カプセルに封入された放射性同位元素等に係る浸漬試験に代えて、

ISO／９９７８－１９９２「密封線源－漏洩試験法」に定められた試験 
備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
  ２ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
 
 
 
 
 
 

別記様式第７ 
 

IP-２型輸送物の一般の試験条件に係る承認申請書 
 

年  月  日

文部科学大臣     殿 
 

氏名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）       印

 
放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事

業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示第

１８条中別記第８の規定による IP-２型輸送物に係る一般の試験条件とし

て以下の条件を適用したく申請します。 

氏名又は名称  

法人にあっては、その代表者の氏名  

住所 
 
 

郵便番号       電話番号 

連絡員の氏名    （所属部課名       ） 

輸送物の名称  

輸送物に関する

説明 
重量  

外形寸法  

外観  

輸送物の設計仕様  

適用しようとする基準（注）  

注 「文部科学大臣が認める基準」を適用しようとする場合は、例えば、以

下のように適用すべき条件を明記すること。 
「国際連合危険物輸送に関する専門家委員会」により作成された「危険

物の輸送に関する勧告」において定められている包装等級Ⅲの輸送容器に

係る試験条件とする。 
備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 

２ 適用しようとする基準が施行規則第１８条の９又は第１８条

の１０の基準と同等であることについての説明資料を添付すること。 
３ 記載欄に記載事項のすべてを記載できないときは、その欄に「別紙

（ ）のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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１８科原安第１３９号 
平成１９年１月１１日 

 
関係事業者・関係機関 殿 

 
文部科学省科学技術・学術政策局 
原 子 力 安 全 課 長 

野  家   彰 
 
 
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」

及び「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工

場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等

を定める告示」の一部改正等について 
 

貴事業所等におかれましては、日頃より、放射性同位元素等におけ

る放射線障害の防止に関する法律関係法令に基づき、安全管理に努め

ておられることと存じます。 
このたび、国際原子力機関（IAEA）放射性物質安全輸送規則 2005

年版の取り入れ等により、「放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律施行規則（以下、「施行規則」という。）」及び「放射

性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事

業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める

告示（以下「外運搬告示」という。）」の一部を改正しました。関係手

続、講ずべき措置等について改正後の規定に照らして遺漏のなきよう

お願いいたします。 
なお、今回、円滑な審査のため、施行規則第 18 条の 17 の容器承認

の申請等について、留意すべき事項を下記のとおりまとめましたので、

併せて御了知いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
１．施行規則第 18 条の 17 の容器承認の申請 

(1) 施行規則第 18 条の 17第 2 項の規定により容器承認申請書に添

えなければならない同項各号に掲げる書類の記載事項は、別記第

1 から別記第 4 までによるものとする。 
 

(2) 施行規則第 18 条の 17 第 4 項の規定に基づき、同条第 2 項第 2
号に掲げる書類の提出を省略しようとする者は、文部科学大臣が

交付した放射性輸送物設計承認書の写しを同条第1項に規定する

容器承認申請書に添付すること。 
 
２．施行規則第 18 条の 19 の承認容器使用期間更新の申請 

(1) 施行規則第 18 条の 18 の規定により容器承認書の交付を受けた

者が、同規則第 18 条の 19 第 1 項の規定に基づき承認容器として

使用する期間の更新を受けようとする場合にあっては、当該期間

の満了する日の 60 日前までに、施行規則第 18 条の 19 第 2 項に

規定する承認容器使用期間更新申請書を提出すること。 
 

(2) 施行規則第 18 条の 19 第 2 項の「当該容器が当該容器の設計に

適合するよう維持されていることを示す説明書」として、別記第

4 に記載した方法により、1 年に 1 回以上（年間の使用回数が 10
回を超えるものにあっては、使用回数 10 回ごとに 1 

回以上）実施した定期自主検査の結果等を提出すること。 
 
３．外運搬告示第 25 条の設計承認の申請 

(1) 外運搬告示第 25 条第１項の規定により申請書に添えて提出し

なければならない施行規則第 18 条の 17 第 2 項第 2 号の書類の

記載事項は、別記第 2 によるものとする。 
 
(2) 外運搬告示第25条第2項の規定により放射性輸送物設計承認書

の交付を受けた者が同条第 3 項の規定に基づき当該設計承認書の

有効期間の更新を受けようとする場合にあっては、当該期間の満

了する日の 60 日前までに、同条第 4 項に規定する放射性輸送物

設計承認有効期間更新申請書を提出すること。 
 
４．特別形放射性同位元素等であることの証明 

外運搬告示第 2条第 1 号に定めるＡ2 値を超える放射能を有す

る特別形放射性同位元素等をＡ型輸送物として運搬しようとす

る場合にあっては、当該輸送物が特別形放射性同位元素等である

ことについて、別記第 5 の様式による願いにより、証明書の交付

を願い出ることができる。 
 

５．IAEA の輸送基準に適合することの証明 
外運搬告示第 25 条に掲げる文部科学大臣の設計承認を受けた

放射性輸送物を国際輸送に用いる場合にあっては、当該放射性輸

送物の設計が IAEA の輸送基準に適合することについて、別記第

6 の様式による願いにより、英文による証明書の交付を願い出る

ことができる。 
 

以 上 
 
 

別記第１ 

 

規則第１８条の１７第２項第１号の説明書の記載事項 

 

１．収納する放射性同位元素等の仕様 

２．仕様の決定方法（注） 

注 放射能の量、発熱量等計算により算出しようとする仕様

の計算方法等について記載すること。実測による場合は、

測定方法について記載すること。 
 
 

別記第２ 

 

規則第１８条の１７第２項第２号の説明書の記載事項 

 

１．容器の構造及び材質（注１） 

２．容器の製作方法 

３．放射性輸送物の説明 

４．放射性輸送物の安全解析 

５．品質管理の基本方針（注２） 

６．容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項 

７．安全上の特記事項 

 
注１ 容器の主要材料を記載し、容器の概略を示す鮮明で複写

可能な図面を添付すること。 
注２ 品質管理については、平成 11 年 2 月 24 日付 11 安局（核

規）第 2 号「核燃料物質輸送容器の製作に係る品質管理審

査指針」に準ずるものとするので、申請に当たっては、こ

の点に留意すること。また、下請請負契約者の選定基準に

ついても記載すること。 
 
 

別記第３ 

 

規則第１８条の１７第２項第３号の説明書の記載事項 

 

容器の製作時の検査に関する説明（注） 

 
注 検査結果及び品質監査結果を添付すること。 

 
 

別記第４ 

 

      規則第１８条の１７第２項第４号の説明書の記載事項 

 

 容器の性能維持に関する説明（注） 

注 容器の完成後から容器承認申請時まで、当該容器が健全

に保守されていることを示す事項を記載すること。例えば、

容器の設計仕様に従い、外観検査、作動確認検査、吊上げ

検査等の結果を記載すること。 
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別記第５ 

 

特別形放射性同位元素等証明願 

 

番     号 

年  月  日 

文部科学省 

科学技術・学術政策局長 殿 

 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び 
代表者の氏名）      印 

 

下記の特別形放射性同位元素等であることの証明を受けたく、

申請します。 

 

記 

１．特別形放射性同位元素等の名称 

２．特別形放射性同位元素等に関する説明 

(1) 重  量 

(2) 外形寸法 

(3) 外  観 

(4) 放射性同位元素等の設計仕様 
 

（別紙記載事項） 

特別形放射性同位元素等の設計が放射性同位元素又は放射性同

位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬

に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成２年科学

技術庁告示第７号）第２条第１号の技術基準に適合することにつ

いての説明 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
 
 

別記第６ 
 

放射性輸送物設計承認英文証明願 
 
 

番     号 
年  月  日 

 
文部科学省 
科学技術・学術政策局長 殿 

 
住 所 
氏 名（法人にあっては、その名称及び 

代表者の氏名）      印 
 

下記の放射性輸送物の設計が「ＩＡＥＡ放射性物質安全輸送規

則」の技術基準に適合していることについて英文により証明して

いただきたく、申請します。 
 

記 
 

１．放射性輸送物の名称 
 

２．設計承認番号 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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登録認証機関等に関する規則（抄） 
（平成十七年六月一日文部科学省令第三十七号） 

 
最終改正：平成二十五年三月二十九日文部科学省令第八号 

 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十七号）の規定に基づき、及び同法を実施するため、

登録認証機関等に関する規則を次のように定める。 
 
第一章 総則 
（定義） 
第一条 この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律（以下「法」という。）及び放射性

同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三

十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。）において

使用する用語の例による。 
 
第二章 登録認証機関 
（登録の申請） 
第二条 法第三十九条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第

一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなけれ

ばならない。 
一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 
ロ 役員（持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。）

の氏名及び経歴を記載した書類 
ハ 法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書

類 
ニ 法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当

しないことを説明した書類 
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表

及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの（申請

の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立

時における財産目録。以下同じ。） 
二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 住民票の写し及び履歴書 
ロ 法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書

類 
ハ 法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した

書類 
ニ 資産に関する調書 

三 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第

四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説

明した書類 
四 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類

及び概要を記載した書類 
（登録の更新） 

第三条 法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者

は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別

記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会

に提出しなければならない。 
（設計認証等のための審査の方法等） 

第四条 法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める

方法は、次に掲げるものとする。 
一 法第十二条の二第三項の申請書及び同条第四項の書面等（次号

において「設計認証添付書類」という。）をもって審査を行うこ

と。 
二 設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、

申請に係る設計（当該設計に合致することの確認の方法を含む。）

並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項

に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができ

ないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 
２ 登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を

行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書

を原子力規制委員会に提出しなければならない。 
（設計認証等の拒否の通知） 

第五条 登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、

その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に

通知しなければならない。 
（登録事項の変更の届出） 
第六条 登録認証機関は、法第四十一条の四の規定による届出をしよ

うとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出し

なければならない。 
（設計認証業務規程の認可の申請） 
第七条 登録認証機関は、法第四十一条の五第一項前段の認可を受け

ようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を

添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 
２ 登録認証機関は、法第四十一条の五第一項後段の認可を受けよう

とするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程（変更

に係る部分に限る。）を添えて、原子力規制委員会に提出しなけれ

ばならない。 
（設計認証業務規程の記載事項） 
第八条 法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める

事項は、次のとおりとする。 
一 設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項 
二 設計認証業務を行う場所に関する事項 
三 設計認証業務の実施方法に関する事項 
四 設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関

する事項 
五 設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の

方法に関する事項 
六 認証番号の交付に関する事項 
七 設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項 
八 設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項 
九 設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 
十 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 
十一 その他設計認証業務の実施に関し必要な事項 

（業務の休廃止の許可の申請） 
第九条 登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとする

ときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなけれ

ばならない。 
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等） 
第十条 法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で

定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の

映像面に表示する方法とする。 
２ 法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定め

る電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるも

のとする。 
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する

方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が

記録されるもの 
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確

実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに

情報を記録したものを交付する方法 
（設計認証員等の選任の届出等） 
第十一条 登録認証機関は、法第四十一条の八第一項前段の規定によ

る届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、設計認証員

等に選任された者が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当

する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提

出しなければならない。 
２ 登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、

又は設計認証員等を解任したときは、法第四十一条の八第一項後段

の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しな

ければならない。 
（役員の選任及び解任の届出） 
第十二条 登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から十五

日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及

び法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明し

た書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 
２ 登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内

に、別記様式第十の届書に、法第四十一条第一項第三号ロに該当し

ないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなけ

ればならない。 
（帳簿の記載等） 
第十三条 法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事

項は、次のとおりとする。 
一 設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 
二 設計認証等の求めに係る書類の受理年月日 
三 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び

用途 
四 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備され

た放射性同位元素の種類及び数量 
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五 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名

称及び製造者名 
六 設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名 
七 審査の結果 
八 認証番号及び設計認証等をした年月日 
九 その他設計認証等に関し必要な事項 

２ 法第四十一条の十三の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに

作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。 
（設計認証業務の引継ぎ） 
第十四条 登録認証機関は、法第四十一条の十四第三項に規定する場

合には、次に掲げる事項を行わなければならない 
一 設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 
二 設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引

き継ぐこと。 
三 その他原子力規制委員会が必要と認める事項 

（公示） 
第十五条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 
一 法第十二条の二第一項

の登録をしたとき。 
一 登録認証機関の氏名又は名称

及び住所 
二 設計認証業務の内容 
三 設計認証業務を行う事業所の

所在地 
四 登録した年月日 

二 法第四十一条の四の規

定による届出があったと

き。 

一 登録認証機関の氏名又は名称

及び住所 
二 変更する事項 
三 変更する年月日 

三 法第四十一条の六の許

可をしたとき。 
一 登録認証機関の氏名又は名称

及び住所 
二 休止し、又は廃止する設計認証

業務の範囲 
三 設計認証業務の全部又は一部

を休止し、又は廃止する年月日 
四 設計認証業務の全部又は一部

を休止する場合にあっては、その

期間 
四 法第四十一条の十二の

規定により登録を取り消

し、又は設計認証業務の

全部若しくは一部の停止

を命じたとき。 

一 登録認証機関の氏名又は名称

及び住所 
二 登録を取り消し、又は設計認証

業務の全部若しくは一部の停止

を命じた年月日 
三 設計認証業務の全部又は一部

の停止を命じた場合にあっては、

停止を命じた設計認証業務の範

囲及びその期間 
五 法第四十一条の十四第

二項の規定により原子力

規制委員会が設計認証業

務の全部又は一部を自ら

行うものとするとき。 

一 設計認証業務の全部又は一部

を自ら行うものとする年月日 
二 自ら行うものとする設計認証

業務の範囲及びその期間 

六 法第四十一条の十四第

二項の規定により原子力

規制委員会が自ら行って

いた設計認証業務の全部

又は一部を行わないもの

とするとき。 

一 設計認証業務の全部又は一部

を行わないものとする年月日 
二 行わないものとする設計認証

業務の範囲 

 
第五章 登録運搬物確認機関 
（登録の申請） 
第四十四条 法第四十一条の二十一の登録の申請をしようとする者

は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会

に提出しなければならない。 
一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 
ハ 法第四十一条の二十二において準用する法第四十条各号の

いずれにも該当しないことを説明した書類 
ニ 法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条第一

項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明し

た書類 

ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表

及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの 
二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 住民票の写し及び履歴書 
ロ 法第四十一条の二十二において準用する法第四十条各号の

いずれにも該当しないことを説明した書類 
ハ 法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条第一

項第三号ハに該当しないことを説明した書類 
ニ 資産に関する調書 

三 運搬物確認員等の氏名を記載した書類及び運搬物確認員等が

法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一

条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した

書類 
四 運搬物確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種

類及び概要を記載した書類 
（登録事項の変更の届出） 
第四十八条 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において

読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしよう

とするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しな

ければならない。 
（運搬物確認業務規程の認可の申請） 
第四十九条 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において

読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けよ

うとするときは、別記様式第五の申請書に、運搬物確認業務規程を

添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 
２ 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において準用する

法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記

様式第六の申請書に、運搬物確認業務規程（変更に係る部分に限

る。）を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 
（運搬物確認業務規程の記載事項） 
第五十条 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第

四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の

とおりとする。 
一 運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項 
二 運搬物確認業務を行う場所に関する事項 
三 運搬物確認業務の実施方法に関する事項 
四 運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項 
五 運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する

事項 
六 運搬確認証の交付に関する事項 
七 運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項 
八 運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項 
九 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 
十 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 
十一 その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項 

（業務の休廃止の許可の申請） 
第五十一条 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 におい

て読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとする

ときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなけれ

ばならない。 
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等） 
第五十二条 法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条

の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的

記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方

法とする。 
２ 法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二

項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げ

るもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。 
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する

方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が

記録されるもの 
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確

実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに

情報を記録したものを交付する方法 
（運搬物確認員等の選任の届出等） 
第五十三条 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において

読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届

出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等

に選任された者が法第四十一条の二十二において読み替えて準用

する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であるこ
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とを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければな

らない。 
２ 登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生

じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第四十一条の

二十二において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定によ

り、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければなら

ない。 
（役員の選任及び解任の届出） 
第五十四条 登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日

から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載し

た書類及び法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条

第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、

原子力規制委員会に提出しなければならない。 
２ 登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五

日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十二において

準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明し

た書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 
（帳簿の記載等） 
第五十五条 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法

第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のと

おりとする。 
一 運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに

事業所等又は事務所の名称及び所在地 
二 運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日 
三 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性

同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号 
四 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬

予定時期 
五 運搬物確認を行った年月日 
六 運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名 
七 運搬確認証の番号 
八 その他運搬物確認に関し必要な事項 

２ 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一

条の十三の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備

え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。 
（運搬物確認業務の引継ぎ） 
第五十六条 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において

読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合に

は、次に掲げる事項を行わなければならない。 
一 運搬物確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 
二 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に

引き継ぐこと。 
三 その他原子力規制委員会が必要と認める事項 

（公示） 
第五十七条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、

それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならな

い。 

一 法第十八条第二項の

登録をしたとき。 
一 登録運搬物確認機関の氏名又は

名称及び住所 
二 運搬物確認業務の内容 
三 運搬物確認業務を行う事業所の

所在地 
四 登録した年月日 

二 法第四十一条の二十二

において読み替えて準用

する法第四十一条の四の

規定による届出があった

とき。 

一 登録運搬物確認機関の氏名又は

名称及び住所 
二 変更する事項 
三 変更する年月日 

三 法第四十一条の二十

二において読み替えて

準用する法第四十一条

の六の許可をしたと

き。 

一 登録運搬物確認機関の氏名又は

名称及び住所 
二 休止し、又は廃止する運搬物確認

業務の範囲 
三 運搬物確認業務の全部又は一部

を休止し、又は廃止する年月日 
四 運搬物確認業務の全部又は一部

を休止する場合にあっては、その期

間 
四 法第四十一条の二十

二において読み替えて

準用する法第四十一条

の十二の規定により登

一 登録運搬物確認機関の氏名又は

名称及び住所 
二 登録を取り消し、又は運搬物確認

業務の全部若しくは一部の停止を

録を取り消し、又は運

搬物確認業務の全部若

しくは一部の停止を命

じたとき。 

命じた年月日 
三 運搬物確認業務の全部又は一部

の停止を命じた場合にあっては、停

止を命じた運搬物確認業務の範囲

及びその期間 
五 法第四十一条の二十

二において読み替えて

準用する法第四十一条

の十四第二項の規定に

より原子力規制委員会

が運搬物確認業務の全

部又は一部を自ら行う

ものとするとき。 

一 運搬物確認業務の全部又は一部

を自ら行うものとする年月日 
二 自ら行うものとする運搬物確認

業務の範囲及びその期間 

六 法第四十一条の二十

二において読み替えて

準用する法第四十一条

の十四第二項の規定に

より原子力規制委員会

が自ら行っていた運搬

物確認業務の全部又は

一部を行わないものと

するとき。 

一 運搬物確認業務の全部又は一部

を行わないものとする年月日 
二 行わないものとする運搬物確認

業務の範囲 

 
第十一章 雑則 
第百二十二条 法第四十三条の三第二項において準用する法第四十

三条の二第三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六に

よるものとする。 
 
附 則（平成二十五年三月二十九日文部科学省令第八号） 

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 
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様式第一（第 2 条、第 16 条、第 30 条、第 44 条、第 58 条、第 72 条、

第 86 条、第 99 条、第 111 条関係） 
 整理番号（注 1）   

登録 

認 証 
検 査 
定 期 確 認 
運搬物確認 
埋 設 確 認 
濃 度 確 認 
試 験 
資 格 講 習 
定 期 講 習 

機関 登録申請書 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

第39条
第41条の15
第41条の17
第41条の21
第41条の23
第41条の25
第41条の27
第41条の31
第41条の35

の規定により、次のとおり登録を申請します。 
氏 名 又 は 名 称  
法人にあっては、その代表者の氏名  

住 所 

郵便番号(  ) 
都道 
府県 

電話番号(  )

事 業 所（注 2） 

名 称  

所 在 地 

郵便番号(  ) 
都道 
府県 

電話番号(  )
業  務  の  内  容（注 3）  
注 1 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 

2 「事業所」 事業所の名称及び所在地については、業務を行う

事業所の名称及び所在地を記載すること。業務を行う事業所が複

数ある場合には、すべて記載すること。 
3 「業務の内容」 業務の内容の概要を記載するとともに「（詳細

については別紙のとおり）」と記載し、業務の内容を詳細に記載

した別紙を添えること。 
備考 1 この用紙は、日本工業規格 A4 のつづり込式とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 この申請書の提出部数は、正本及び副本各 1 通とすること。 
4 この申請書の正本には、登録認証機関等に関する規則に規定

する書類を、それらの書類の一覧表と共に添えること。 
5 裏面に登録免許税納付書又は領収証書をはり付けること。 
6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
（裏） 

登録免許税納付書・領収証書はり付け欄 
 
 
様式第四（第 6 条、第 20 条、第 34 条、第 48 条、第 62 条、第 76 条、

第 90 条、第 102 条、第 114 条関係） 
 整理番号（注）   

登録 

認 証 
検 査 
定 期 確 認 
運搬物確認 
埋 設 確 認 
濃 度 確 認 
試 験 
資 格 講 習 
定 期 講 習 

機関 登録事項変更届 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 
第 41 条の 4
第 41 条の 16 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 18 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 22 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 24 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 26 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 30 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 34 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 
第 41 条の 40 において読み替えて準用する同法第 41 条の 4 

の規定

により、次のとおり登録事項の変更を届け出ます。 
変 更 し よ う と す る 事 項  
変 更 し よ う と す る 年 月 日  
変 更 の 理 由  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙は、日本工業規格 A4 のつづり込式とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
 
 
様式第五（第 7 条第 1 項、第 21 条第 1 項、第 35 条第 1 項、第 49 条

第 1 項、第 63 条第 1 項、第 77 条第 1 項、第 91 条第 1 項、第 103 条

第 1 項関係） 
 整理番号（注）   

登録

認 証
検 査
定 期 確 認
運搬物確認
埋 設 確 認
濃 度 確 認
試 験
資 格 講 習

機関 業務規定認可申請書 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 
第41条の5第1項前段
第41条の16において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段
第41条の18において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段
第41条の22において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段
第41条の24において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段
第41条の26において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段
第41条の30において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段
第41条の34において読み替えて準用する同法第41条の5第1項前段

の

規定により、次のとおり認可を申請します。 
業 務 開 始 予 定 年 月 日  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 この申請書には、業務規程を添えること。 
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
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様式第六（第 7 条第 2 項、第 21 条第 2 項、第 35 条第 2 項、第 49 条

第 2 項、第 63 条第 2 項、第 77 条第 2 項、第 91 条第 2 項、第 103 条

第 2 項関係） 
 整理番号（注）   

登録 

認 証 
検 査 
定 期 確 認 
運搬物確認 
埋 設 確 認 
濃 度 確 認 
試 験 
資 格 講 習 

機関 業務規定変更認可申請書 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 
第41条の5第1項後段 
第41条の16において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段
第41条の18において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段
第41条の22において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段
第41条の24において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段
第41条の26において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段
第41条の30において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段
第41条の34において読み替えて準用する同法第41条の5第1項後段

の

規定により、次のとおり認可を申請します。 
変 更 し よ う と す る 事 項  
変 更 し よ う と す る 年 月 日  
変 更 の 理 由  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 この申請書には、業務規程（変更に係る部分に限る。）を添え

ること。 
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
 
 
様式第七（第 9 条、第 23 条、第 37 条、第 51 条、第 65 条、第 79 条、

第 93 条、第 105 条関係） 
 整理番号（注）   

登録 

認 証 
検 査 
定 期 確 認 
運搬物確認 
埋 設 確 認 
濃 度 確 認 
試 験 
資 格 講 習 

機関 業務の休止（廃止）許可申請書 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 
第 41 条の 6 
第 41 条の 16 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 
第 41 条の 18 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 
第 41 条の 22 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 
第 41 条の 24 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 
第 41 条の 26 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 
第 41 条の 30 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 
第 41 条の 34 において読み替えて準用する同法第 41 条の 6 

の規定

により、次のとおり許可を申請します。 
休止(廃止)しようとする業務の範囲  
休止(廃止)しようとする年月日  
休止 (廃止 )しようとする期間  
休止 (廃止 )しようとする理由  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙は、日本工業規格 A4 とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
 

様式第八（第 11 条第 1 項、第 25 条第 1 項、第 39 条第 1 項、第 53
条第 1 項、第 67 条第 1 項、第 81 条第 1 項関係） 
 整理番号（注）   

登録

認 証
検 査
定 期 確 認
運搬物確認
埋 設 確 認
濃 度 確 認

機関 

(主任)設計認証員 
(主任)検査員 
(主任)定期確認員 
(主任)運搬物確認員 
(主任)埋設確認員 
(主任)濃度確認員 

選任届 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 
第41条の8第1項前段
第41条の16において読み替えて準用する同法第41条の8第1項前段
第41条の18において読み替えて準用する同法第41条の8第1項前段
第41条の22において読み替えて準用する同法第41条の8第1項前段
第41条の24において読み替えて準用する同法第41条の8第1項前段
第41条の26において読み替えて準用する同法第41条の8第1項前段

の

規定により、次のとおり届け出ます。 
氏 名  

事 業 所 の 所 在 地

郵便番号(  ) 
都道 
府県 

電話番号(  )
選 任 し た 年 月 日  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 この届書には、登録認証機関等に関する規則に規定する書類

を添えること。 
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
 
 
様式第九（第 11 条第 2 項、第 25 条第 2 項、第 39 条第 2 項、第 53
条第 2 項、第 67 条第 2 項、第 81 条第 2 項関係） 
 整理番号（注）   

登録

認 証
検 査
定 期 確 認
運搬物確認
埋 設 確 認
濃 度 確 認

機関 

(主任)設計認証員 
(主任)検査員 
(主任)定期確認員 
(主任)運搬物確認員 
(主任)埋設確認員 
(主任)濃度確認員 

変更届 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 
第41条の8第1項後段
第41条の16において準用する同法第41条の8第1項後段 
第41条の18において準用する同法第41条の8第1項後段 
第41条の22において準用する同法第41条の8第1項後段 
第41条の24において準用する同法第41条の8第1項後段 
第41条の26において準用する同法第41条の8第1項後段 

の規定に 

より、次のとおり届け出ます。 
氏 名  

事 業 所 の 所 在 地

郵便番号(  ) 
都道 
府県 

電話番号(  )
変 更 の 内 容  
変 更 し た 年 月 日  
変 更 の 理 由  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
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様式第十（第 12 条、第 26 条、第 40 条、第 54 条、第 68 条、第 82
条関係） 
 整理番号（注）   

登録 

認 証 
検 査 
定 期 確 認 
運搬物確認 
埋 設 確 認 
濃 度 確 認 

機関 役員選任（解任）届 

年  月  日

原子力規制委員会 殿 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊞

登録認証機関等に関する規則 

第 12 条第 項 
第 26 条第 項 
第 40 条第 項 
第 54 条第 項 
第 68 条第 項 
第 82 条第 項 

の規定により、 

次のとおり届け出ます。 
選任 ( 解任 ) した役員の氏名  
選 任 ( 解 任 ) し た 年 月 日  
選 任 ( 解 任 ) の 理 由  
注 「整理番号」 この欄には、記載しないこと。 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

2 不要の文字は、抹消すること。 
3 この届書には、登録認証機関等に関する規則に規定する書類

を添えること。 
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第二十六（第 122 条関係） 
表 

第   号 

立入検査職員身分証明書 
 
 

職  名 
氏  名 
生年月日 

上記の者は、放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関

する法律第 43 条の 3 第 1 項の

規定により立入検査を行う職員

であることを証明する。 

年  月  日交付 
原子力規制委員会 印

 

備考 この用紙は、日本工業規格 A7 とすること。 
 

裏 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄） 
第 43 条の 3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施

行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあっては登

録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認

機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登

録資格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあって

は登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳

簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させる

ことができる。 
２ 前条第 3 項及び第 4 項の規定は、前項の規定による立入検査に

ついて準用する。 
第 43 条の 2（第 1 項及び第 2 項略） 
３ 前 2 項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示し

なければならない。 
４ 第 1 項及び第 2 項に規定する権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解してはならない。 
第 56 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金

に処する。 
五 第 43 条の 3 第 1 項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しく

は虚偽の陳述をした者 

備考 この用紙は、日本工業規格 A7 とすること。 
 

 

印 

写 
 

 

真 
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放射性同位元素等車両運搬規則 
（昭和五十二年十一月十七日運輸省令第三十三号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日国土交通省令第九十五号 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十六号）第五十九条及び放射性同位元素等による放射

線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第十八

条の規定に基づき、放射性物質車両運搬規則（昭和三十三年運輸省令

第十六号）の全部を改正する省令を次のように定める。 
 
（趣旨） 
第一条 放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車

及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、

この省令の定めるところによる。 
（定義） 
第二条 この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号。

以下「法」という。）において使用する用語の例による。 
２ この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 
一 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外

運搬規則」という。）第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。 
二 放射性輸送物 放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施

行規則」という。）第十八条の三第一項に定める放射性輸送物（同

条第二項に定める IP-1 型輸送物、IP-2 型輸送物及び IP-3 型輸

送物を含む。）をいう。 
三 オーバーパック 荷送人によって核燃料輸送物又は放射性輸

送物が箱又は袋等（運搬途中において運搬する物自体の積替えを

要せずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復使用に

耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸し

のための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除

く。）に収納され、又は包装されているものをいう。 
四 車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自

動車又は軽車両をいう。 
五 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せ

ずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復使用に耐え

る構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのた

めの装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。 
六 タンク 運搬器具として用いられるタンクをいう。 
七 放射性輸送物等 放射性輸送物、放射性輸送物が収納され、若

しくは包装されているオーバーパック又は放射性輸送物が収納

されているコンテナをいう。 
八 専用積載 大型コンテナ（内容積が三・〇立方メートルを超え

るコンテナをいう。以下同じ。）又は車両が一の荷送人によって

専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱

いが荷送人又は荷受人の指示によって行われる積載の方法をい

う。 
（取扱場所） 
第三条 放射性輸送物等（施行規則第十八条の三第一項第一号に定め

る L 型輸送物（以下「L 型輸送物」という。）、L 型輸送物のみが

収納され、又は包装されているオーバーパック及び L 型輸送物のみ

が収納されているコンテナ（以下「L 型輸送物等」という。）を除

く。第八条及び第十一条から第十五条までにおいて同じ。）は、関

係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをし

てはならない。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じた場合に

は、この限りでない。 
（積載方法等） 
第四条 放射性輸送物等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全

性が損なわれないように行わなければならない。 
２ 放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放

射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならな

い。 
３ 放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載し

てはならない。 
（混載制限） 
第五条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超

える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措

置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 

２ 放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはな

らない。 
一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項

に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 
二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定

する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。） 
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点

が五十度（専用積載の場合にあっては、八十五度）以下のもの 
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で

十パーセントを超えるもの 
五 前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損な

うおそれのある物質 
（コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等） 
第六条 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物

が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率

（外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線

量当量率をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場所ごとに、それぞ

れ、当該各号に定める値を超えてはならない。 
一 表面 線量当量率の最大値（以下「最大線量当量率」という。）

が二ミリシーベルト毎時 
二 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイク

ロシーベルト毎時 
２ 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収

納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性同

位元素の放射能面密度は、告示で定める密度（以下「表面密度限度」

という。）を超えてはならない。 
（輸送指数及び臨界安全指数） 
第七条 輸送物（核燃料輸送物及び放射性輸送物をいう。以下この条、

第九条第二項及び第三項並びに第十七条第五項、第十一項及び第十

六項において同じ。）、オーバーパック及び輸送物が収納されてい

るコンテナ（同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを

除く。）については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条

に定める核分裂性輸送物（以下「核分裂性輸送物」という。）、核

分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック

及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指

数を定めるものとする。ただし、L 型輸送物（外運搬規則第三条第

一項第一号に定める L 型輸送物を含む。以下この項において同じ。）、

L 型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及

び L 型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限り

でない。 
２ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数

値とする。 
一 輸送物にあっては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位

置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した

値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器とし

て使用されている輸送物にあっては、当該値に、次の表の上欄に

掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 
一平方メートル以下の場合 一

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三

二十平方メートルを超える場合 十

二 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され、

又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得

た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパ

ックにあっては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れ

た位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表

した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバー

パックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げ

る係数を乗じて得た値とすることができる。 
三 輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コンテナに

収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号によ

る値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル

離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位

で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げるコ

ンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げ

る係数を乗じて得た値 
３ 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に

用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところに

より当該値を〇とすることができる。 
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４ 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定さ

れる数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制

限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。 
一 核分裂性輸送物にあっては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個

数（外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数の

うちいずれか小さい値とする。）で五十を除して得た値 
二 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され又

は包装されている核分裂性輸送物について前号による値を合計

して得た値 
三 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コ

ンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックに

ついて前号による値を合計して得た値 
（標識又は表示） 
第八条 次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ、告示

で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 
一 放射性輸送物（コンテナ又はタン

クが容器として使用されているもの

を除く。次号及び第三号において同

じ。）又は放射性輸送物が収納され、

若しくは包装されているオーバーパ

ックであって、表面における最大線

量当量率が五マイクロシーベルト毎

時以下であり、かつ、輸送指数が〇

であるもの 

放射性輸送物又は放射

性輸送物が収納され、

若しくは包装されてい

るオーバーパックの表

面の二箇所 

二 放射性輸送物又は放射性輸送物が

収納され、若しくは包装されている

オーバーパック（前号に掲げるもの

を除く。）であって、表面における

最大線量当量率が五百マイクロシー

ベルト毎時以下であり、かつ、輸送

指数が一を超えないもの 

放射性輸送物又は放射

性輸送物が収納され、

若しくは包装されてい

るオーバーパックの表

面の二箇所 

三 前二号に掲げる放射性輸送物又は

放射性輸送物が収納され、若しくは

包装されているオーバーパック以外

の放射性輸送物又は放射性輸送物が

収納され、若しくは包装されている

オーバーパック 

放射性輸送物又は放射

性輸送物が収納され、

若しくは包装されてい

るオーバーパックの表

面の二箇所 

四 放射性輸送物の容器として使用さ

れているコンテナ若しくはタンク

（第十七条第一項に規定する場合に

容器として使用されているコンテナ

又はタンクを除く。以下この号から

第六号までにおいて同じ。）又は放

射性輸送物が収納されているコンテ

ナであって、表面における最大線量

当量率が五マイクロシーベルト毎時

以下であり、かつ、輸送指数が〇で

あるもの 

コンテナの四側面又は

タンクの表面の四箇所

五 放射性輸送物の容器として使用さ

れているコンテナ若しくはタンク又

は放射性輸送物が収納されているコ

ンテナ（前号に掲げるものを除く。）

であって、表面における最大線量当

量率が五百マイクロシーベルト毎時

以下であり、かつ、輸送指数が一を

超えないもの 

コンテナの四側面又は

タンクの表面の四箇所

六 前二号に掲げるコンテナ又はタン

ク以外のコンテナ又はタンク 
コンテナの四側面又は

タンクの表面の四箇所

２ 次に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それ

ぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示し

ておかなければならない。 
一 すべての放射性輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名

称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国

連番号 
二 放射性輸送物（L 型輸送物を除く。） 当該放射性同位元素等

の告示で定める品名 
三 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量 
四 施行規則第十八条の三第一項第二号に定める A 型輸送物 「A

型」の文字又は「TYPE  A」の文字 
五 施行規則第十八条の三第一項第三号に定める BM 型輸送物（以

下「BM 型輸送物」という。） 「BM 型」の文字又は「TYPE  B(M)」
の文字 

六 施行規則第十八条の三第一項第三号に定める BU 型輸送物（以

下「BU 型輸送物」という。） 「BU 型」の文字又は「TYPE  B(U)」
の文字 

七 施行規則第十八条の三第二項に定める IP-1 型輸送物 「IP-1
型」の文字又は「TYPE  IP-1」の文字 

八 施行規則第十八条の三第二項に定める IP-2 型輸送物 「IP-2
型」の文字又は「TYPE  IP-2」の文字 

九 施行規則第十八条の三第二項に定める IP-3 型輸送物 「IP-3
型」の文字又は「TYPE  IP-3」の文字 

十 第四号から前号まで（第七号を除く。）に掲げる放射性輸送物 

当該輸送容器の告示で定める識別記号 
３ 次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、そ

れぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示

しておかなければならない。 
一 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック 

「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字 
二 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック

（個々の放射性輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定

める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。） 荷送人若

しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元

素等に係る告示で定める国連番号 
三 放射性輸送物（L 型輸送物を除く。）が収納され、又は包装さ

れているオーバーパック（個々の放射性輸送物に表示された前項

第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場

合を除く。） 当該放射性同位元素等の告示で定める品名 
４ BM 型輸送物及び BU 型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又

は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定め

るマークであって、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示し

なければならない。 
５ 放射性輸送物（L 型輸送物を除く。）の容器として使用されてい

る大型コンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されてい

る大型コンテナ（L 型輸送物のみが収納されているものを除く。第

六項において同じ。）には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型

コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければ

ならない。 
６ 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しく

は第六号又は第十八条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に

拡大して付すことができる。この場合において、第一項又は第十八

条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは

第六号又は第十八条第四項の標識を付すことを要しない。 
７ 放射性輸送物が収納されている大型コンテナであって、告示で定

める品名の放射性同位元素又は放射性汚染物（以下「放射性同位元

素等」という。）のうち、同一品名のもの（以下「同一放射性同位

元素等」という。）のみが当該放射性輸送物に収納されているもの

（本邦内のみを運搬されるものを除く。）を専用積載で運搬する場

合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番

号を当該大型コンテナに表示しなければならない。 
（積載限度） 
第九条 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパッ

クであって、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を

超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する

場合には、この限りでない。 
２ 放射性輸送物が収納されているコンテナであって、輸送指数又は

臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、

専用積載（車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第十七

条第十一項及び第十三項において同じ。）で運搬する場合であって、

次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 
一 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 
二 核分裂性輸送物が収納されている場合にあっては、当該核分裂

性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、

当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オー

バーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常

に六メートル以上隔離される場合にあっては、当該核分裂性輸送

物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 
３ 放射性輸送物等を積載する場合において、一の車両（二以上の自

動車が連結されている場合にあっては、当該二以上の自動車。以下

同じ。）に積載する輸送物（オーバーパックに収納され、又は包装

されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。）、オ

ーバーパック（コンテナに収納されているものを除く。）及び輸送

物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数

の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する

場合であって、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この
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限りでない。 
一 核分裂性輸送物を積載しないこと。 
二 核分裂性輸送物を積載する場合にあっては、当該核分裂性輸送

物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車

両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及び

これらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以

上隔離される場合にあっては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指

数の合計が百を超えないこと。 
４ 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装され

ているオーバーパック（以下「核分裂性輸送物等」という。）及び

核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集

貨（核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコン

テナであって、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納

されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの

集合をいう。）として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送

物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は

各集貨ごとに五十を超えてはならない。 
５ 施行規則第十八条の三第二項に定める IP-1 型輸送物、IP-2 型輸

送物又は IP-3 型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載

する外運搬規則第三条第二項に定める IP-1 型輸送物、IP-2 型輸送

物及び IP-3 型輸送物並びに施行規則第十八条の三第二項に定める

IP-1 型輸送物、IP-2 型輸送物及び IP-3 型輸送物（以下「IP 型輸

送物等」という。）に収納されている汚染物等（外運搬規則第三条

第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物並びに施行規則第

十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物を

いう。第十七条第十二項において同じ。）の放射能の量の合計は、

告示で定める量を超えてはならない。 
（車両に係る線量当量率等） 
第十条 放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率

は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えて

はならない。 
一 車両の表面（車両が開放型のものである場合にあっては、その

外輪郭に接する垂直面及び車体の底面） 最大線量当量率が二ミ

リシーベルト毎時 
二 車両の前面、後面及び両側面（車両が開放型のものである場合

にあっては、その外輪郭に接する垂直面）から一メートル離れた

位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 
三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量

当量率が二十マイクロシーベルト毎時 
２ 放射性輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを

終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面の汚染

の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 
（車両に係る標識） 
第十一条 放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標

識をその両側面及び後面（鉄道、新設軌道及び索道にあっては、両

側面に限る。）の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、

第八条第五項に定めるコンテナ標識（同条第六項の規定に基づき拡

大して付された標識を含む。）を付した大型コンテナ又はタンクを

運搬する場合であって、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表

示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ

標識をもってこれに代えることができる。 
２ 放射性輸送物等であって、同一放射性同位元素等のみが収納され

ているもの（本邦内のみを運搬されるものを除く。）を専用積載で

運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素

等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項

ただし書の規定に基づきコンテナ標識（第八条第六項の規定に基づ

き拡大して付された標識を含む。）をもって前項の車両標識に代え

た場合には、この限りでない。 
３ 夜間においては、放射性輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電

車、自動車及び軽車両の前部及び後部（軽車両にあっては、後部に

限る。）の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければな

らない。 
（連結制限） 
第十二条 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条

第二項第一号から第三号までに掲げるもの（第三号に掲げるものに

あっては、引火点が二十五度以下のものに限る。）を積載した車両

と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボ

ギー車一両は、二両とみなす。 
２ 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送物

等又は核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二

号）第十二条第一項に規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両

と一両以上離して連結しなければならない。 

（取扱方法等を記載した書類の携行） 
第十三条 放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、

量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した

場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。 
（交替運転者等） 
第十四条 放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間

に運搬する場合であって、運転者が疲労等により安全な運転を継続

することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の

配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講

じなければならない。 
（見張人） 
第十五条 放射性輸送物等を積載した併用軌道若しくは無軌条電車

の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易

に近づくことができる場所において、駐車（道路交通法（昭和三十

五年法律第百五号）第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。）

する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、非開放

型のコンテナ又は車両に施錠等の措置がなされており、そのため関

係者以外の者が当該放射性輸送物に容易に近づけない場合を除く。 
（同乗制限） 
第十五条の二 第八条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号

に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等

を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗

車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 
（放射線防護計画） 
第十五条の三 許可届出使用者（表示付認証機器使用者を含む。）、

届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者か

ら運搬を委託された者（次条において「許可届出使用者等という。」）

は、放射性輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止するこ

とができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める

事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。 
（教育及び訓練） 
第十五条の四 許可届出使用者等は、運搬に従事する者に対し、放射

性輸送物の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に

従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を

行わなければならない。 
（BM 型輸送物の運搬に係る措置） 
第十六条 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナ

を運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければな

らない。 
２ BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬

する場合には、放射性同位元素の取扱いに関し専門的知識を有する

者を同行させ、当該放射性輸送物の保安のため必要な監督を行わせ

なければならない。 
（放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬） 
第十七条 施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位

元素及び同条第二号に定める表面汚染物を放射性輸送物としない

で運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によらなければ

ならない。 
２ 前項に定める低比放射性同位元素又は表面汚染物（以下「低比放

射性同位元素等」という。）が収納されているコンテナ又はタンク

の線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定

める値を超えてはならない。 
一 表面 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 
二 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイク

ロシーベルト毎時 
３ 低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクの

表面（当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあって

は、外表面に限る。）の放射性同位元素の放射能面密度は、表面密

度限度を超えてはならない。 
４ 汚染物等（外運搬規則第十三条第一号に定める低比放射性物質及

び第一項に定める低比放射性同位元素並びに同条第二号に定める

表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条（第十

二項を除く。）において同じ。）並びに汚染物等が収納されている

コンテナ及びタンクについては、輸送指数を定め、かつ、核分裂性

輸送物が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定め

るものとする。 
５ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数

値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五

以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とするこ

とができる。 
一 汚染物等（タンクに収納されているものを除く。）及び汚染物等が

収納されているタンクにあっては、当該汚染物等又は当該タンクの
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表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシー

ベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に

掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、

告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあっては、当該ウラン又

はトリウムの精鉱の集積の表面（タンクに収納されている場合にあ

っては、当該タンクの表面）から一メートル離れた位置における最

大線量当量率を告示で定める値とすることができる。 
一平方メートル以下の場合 一

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三

二十平方メートルを超える場合 十

二 汚染物等が収納されているコンテナにあっては、当該コンテナ

に収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタン

クについて前号による値を合計して得た値（当該コンテナに輸送

物が収納されている場合にあっては、当該値と同一のコンテナに

収納されている輸送物（オーバーパックに収納され、又は包装さ

れているものを除く。）及びオーバーパックについて第七条第二

項第一号及び第二号による値を合計して得た値）又は当該コンテ

ナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率を

ミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号

の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞ

れ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 
６ 第四項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸

送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して

得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いら

れる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることが

できる。 
７ 低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクに

は、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表

面の四箇所に付さなければならない。 
８ 低比放射性同位元素等が収納されている大型コンテナ又はタン

クには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又

は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 
９ 前項のコンテナ標識に代えて、第七項又は次条第四項の標識を当

該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合にお

いて、第七項又は次条第四項の規定にかかわらず、第七項又は次条

第四項の標識を付すことを要しない。 
10 告示で定める品名の低比放射性同位元素等のうち、同一品名のも

の（以下「同一低比放射性同位元素等」という。）のみが収納され

ている大型コンテナ又はタンク（本邦内のみを運搬されるものを除

く。）を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放

射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示

しなければならない。 
11 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されて

いるコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に

積載する汚染物等（コンテナ又はタンクに収納されているものを除

く。）、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納

されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又

は当該値と同一の車両に積載する輸送物（オーバーパックに収納さ

れ、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを

除く。）、オーバーパック（コンテナに収納されているものを除く。）

及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安

全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運

搬する場合であって、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、

この限りでない。 
一 核分裂性輸送物を積載しないこと。 
二 核分裂性輸送物を積載する場合にあっては、当該核分裂性輸送

物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車

両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック、汚

染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されて

いるコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあって

は、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこ

と。 
12 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に

積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第十三条第二号に定める

表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載す

る IP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、

告示で定める量を超えてはならない。 
13 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されて

いるコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及

び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の

表面（専用積載で運搬する場合にあっては、外表面に限る。）の汚

染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならな

い。 
14 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されて

いるコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車

両標識をその両側面及び後面（鉄道、新設軌道及び索道にあっては、

両側面に限る。）の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、

第八項に定めるコンテナ標識（第九項の規定に基づき拡大して付さ

れた標識を含む。）を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場

合であって、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、

かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもっ

てこれに代えることができる。 
15 同一低比放射性同位元素等又は同一低比放射性同位元素等のみ

が収納されているコンテナ若しくはタンク（本邦内のみを運搬され

るものを除く。）のみを車両により運搬する場合には、告示で定め

るところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該車両

に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づき

コンテナ標識（第九項の規定に基づき拡大して付された標識を含

む。）をもって前項の車両標識に代えた場合にあっては、この限り

でない。 
16 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されて

いるコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸

送物（L 型輸送物及び外運搬規則第三条第一項第一号に定める L 型

輸送物を除く。）、当該輸送物が収納され、若しくは包装されてい

るオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又

はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と

一両以上離して連結しなければならない。 
17 第三条から第五条まで、第九条第二項、第十条第一項、第十一条

第三項、第十二条第一項及び第十三条から第十五条の二までの規定

は、低比放射性同位元素等を運搬する場合に準用する。この場合に

おいて、これらの規定（第十五条の二を除く。）中「放射性輸送物」

とあるのは「低比放射性同位元素等」と、「放射性輸送物等」とあ

るのは「低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納さ

れているコンテナ若しくはタンク」と、第十五条の二中「第八条第

一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」とあるのは

「告示で定める」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性

同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるも

のとする。 
（特別措置等） 
第十八条 第六条、第九条（前条第十七項において第九条第二項を準

用する場合を含む。）、第十条（前条第十七項において第十条第一

項を準用する場合を含む。）並びに前条第一項から第三項まで及び

第十一項から第十三項までの規定に従って運搬することが著しく

困難な場合であって、安全な運搬を確保するために必要な措置を講

じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない

旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらない

で運搬することができる。 
２ 第六条第一項、第十条第一項第二号（前条第十七項において準用

する場合を含む。）並びに前条第一項及び第二項の規定によらない

で運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた

場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この

場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬すると

きは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならな

い。 
一 第六条第一項

第一号 
イ 専用積載で運搬すること。 
ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック

又はコンテナに近づくことを防止する措

置を講じること。 
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と。 
ニ 表面において最大線量当量率が十ミリ

シーベルト毎時を超えないこと。 
二 第六条第一項

第二号 
専用積載で運搬すること。 

三 第十条第一項

第二号（前条第

十七項において

準用する場合を

含む。） 

当該車両の前面、後面及び両側面（車両が

開放型のものである場合にあっては、その

外輪郭に接する垂直面）から二メートル離

れた位置において最大線量当量率が百マイ

クロシーベルト毎時を超えないこと。 
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四 前条第二項第

一号 
イ 専用積載で運搬すること。 
ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタ

ンクに近づくことを防止する措置を講じ

ること。 
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と。 
ニ 表面において最大線量当量率が十ミリ

シーベルト毎時を超えないこと。 
五 前条第二項第

二号 
専用積載で運搬すること。 

３ 施行規則第十八条の五第七号及び第八号、第十八条の六第一号、

第十八条の七第一号、第十八条の八、第十八条の九第一項第一号及

び第二項第一号、第十八条の十第一項第一号及び第二項第一号並び

に第十八条の十二の規定により原子力規制委員会の承認を受けて

放射性同位元素等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合には、

安全な運搬を確保するために必要な措置（これらの規定（施行規則

第十八条の五第八号及び第十八条の十二を除く。）により原子力規

制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベ

ルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬

しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる措置）を講じ、か

つ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければなら

ない。 
一 関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する

措置を講じること。 
二 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 

４ 第一項及び前項の規定により放射性同位元素等、放射性輸送物等、

低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されてい

るコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬し

なければならず、また、第八条第一項又は前条第七項の規定にかか

わらず、それらの表面（放射性同位元素等及び低比放射性同位元素

等の表面を除く。）の二箇所（コンテナ又はタンクにあっては、当

該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所）に告示で定め

る標識を付さなければならない。 
（運搬の安全の確認） 
第十九条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

施行令（昭和三十五年政令第二百五十九号）第十六条の放射線障害

の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染

物として国土交通省令で定めるものは、BM 型輸送物又は BU 型輸

送物として運搬される放射性同位元素等とする。 
第二十条 法第十八条第二項の国土交通大臣の確認（以下「運搬の安

全の確認」という。）を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関

する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。 
第二十一条 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認

証を交付するものとする。 
（報告徴収） 
第二十二条 許可届出使用者（表示付認証機器届出使用者を含む。）、

届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者か

ら運搬を委託された者（次項において「許可届出使用者等」という。）

は、法第三十三条第三項の規定により国土交通大臣に届出を行う場

合を除き、放射性同位元素等の運搬に関し人の障害（放射線障害以

外の障害であって軽微なものを除く。）が発生し、若しくは発生す

るおそれがあるとき又は放射性同位元素等が紛失したときは、その

旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通

大臣に報告しなければならない。 
２ 前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法第十八条第一項、

第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者等

に対し、放射性同位元素等の運搬の状況その他の事項について報告

させることができる。 
 

附 則（平成二十六年十二月二十六日国土交通省令第九十五号） 

（施行期日） 
１ この省令は、平成二十七年一月一日（次項において「施行日」と

いう。）から施行する。 
（経過措置） 
２ この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核

燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性

同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始

される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお

従前の例による。 
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放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示 
（平成二年十二月三日運輸省告示第五百九十五号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日国土交通省告示第千二百一号 
 

放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三

号）の規定に基づき、放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める

告示を次のように定める。 
 
（用語） 
第一条 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等車両運

搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三号。以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。  
（表面密度限度） 
第二条 規則第六条第二項の告示で定める密度は、次の表の上欄に掲

げる放射性同位元素の区分に応じ、同表の下欄に掲げる非固定性汚

染の密度とする。 
アルファ線を放出する放射性同

位元素 
〇・四ベクレル毎平方センチ

メートル 
アルファ線を放出しない放射性

同位元素 
四ベクレル毎平方センチメ

ートル 
（輸送物等の輸送指数の決定方法）  
第三条 規則第七条第三項の輸送指数の決定に用いられる値が、〇・

〇五以下であり、かつ、次の各号に掲げる値であるときは、当該値

を〇とすることができる。 
一 輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当

量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値

（コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあ

っては、当該値に、規則第七条第二項第一号の表（以下、この条

において「表」という。）の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの

最大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係数を乗

じて得た値） 
二 外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックの表面

から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシー

ベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、表の上欄に掲

げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の

下欄に掲げる係数を乗じて得た値 
三 輸送物が収納されているコンテナの表面から一メートル離れ

た位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表

した値に百を乗じて得た値に、表の上欄に掲げるコンテナの最大

断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係数を乗じて

得た値 
（放射性輸送物等に係る標識） 
第四条 規則第八条第一項の告示で定める標識は、次の各号に定める

とおりとする。 
一 規則第八条第一項の表第一号及び第四号に掲げる放射性輸送

物等にあっては、第一類白標識（第一号様式） 
二 規則第八条第一項の表第二号及び第五号に掲げる放射性輸送

物等にあっては、第二類黄標識（第二号様式） 
三 規則第八条第一項の表第三号及び第六号に掲げる放射性輸送

物等にあっては、第三類黄標識（第三号様式） 
第四条の二 規則第八条第二項第一号及び第三項第二号の規定によ

る国連番号の表示は、当該放射性同位元素等（本邦内のみを運搬さ

れるものを除く。）の品名ごとに核燃料物質等車両運搬規則の細目

を定める告示（平成二年運輸省告示第五百九十六号。以下「核運搬

規則細目告示」という。）別表に定める国連番号と同一のものを

「UN」の文字に続けて表示することにより行うこととする。 
２ 規則第八条第二項第二号及び第三項第三号の告示で定める品名

は、核運搬規則細目告示別表の品名の該当する欄に掲げる日本語名

又は英語名（ただし、「less than 0.1 kg per package」、「non-special 
form」及び「non-fissile or fissile-excepted」の表記の部分を除く。）

と同一のものとする。 
３ 規則第八条第二項第十号の規定による当該輸送容器の識別記号

は、外運搬規則第二十二条第六号又は施行規則第十八条の十八第三

号による承認容器登録番号が定められているものにあってはその

番号、承認容器登録番号が定められていないものにあっては設計さ

れた国の名称及び製造業者名を表示するものとする。 
（三葉マーク）  
第五条 規則第八条第四項の告示で定めるマークは、三葉マーク（第

四号様式）とする。 
（コンテナ標識）  
第六条 規則第八条第五項及び第十七条第八項の告示で定めるコン

テナ標識は、コンテナ標識（第五号様式）とする。 
（コンテナ標識にかかる国連番号の表示）  
第七条 規則第八条第七項及び第十七条第十項の告示で定める品名

は、核運搬規則細目告示別表の品名の欄に掲げる日本語名又は英語

名（ただし、「less than 0.1 kg per package」、「non-special form」

及び「non-fissile or fissile-excepted」の表記の部分を除く。）と

同一のものとする。 
２ 規則第八条第七項及び第十七条第十項の規定による国連番号の

表示は、同一放射性同位元素等又は同一低比放射性同位元素等の品

名ごとに核運搬規則細目告示別表に定める国連番号と同一のもの

を六十五ミリメートル以上の大きさの黒色の数字で、次の各号に定

める場所のいずれかに表示することにより行うこととする。 
一 規則第八条第五項又は第十七条第八項の規定により大型コン

テナ又はタンクに付されたコンテナ標識上 
二 規則第八条第五項又は第十七条第八項の規定により大型コン

テナ又はタンクに付されたコンテナ標識（規則第八条第六項又は

第十七条第九項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。）

に近接して付された国連番号用副標識（第六号様式）上 
（IP 型輸送物等に係る放射能の量の限度） 
第八条 規則第九条第五項及び第十七条第十二項の告示で定める量

は、次の表の上欄に掲げる汚染物等の区分に応じ、それぞれ、同表

の下欄に掲げる放射能の量とする。  

一 核燃料物質等の工場又は事業所の外にお

ける運搬に関する技術上の基準に係る細目

等を定める告示（平成二年科学技術庁告示

第五号。以下「核燃料物質科学技術庁告示」

という。）第五条第一項第一号に定める

LSA-Ⅰ及び放射性同位元素等の工場又は

事業所の外における運搬に関する技術上の

基準に係る細目等を定める告示（平成二年

科学技術庁告示第七号。以下「放射性同位

元素科学技術庁告示」という。）第四条第

一項第一号に定める LSA-Ⅰ 

制限なし 

二 LSA-Ⅱ等（核燃料物質科学技術庁告示第

五条第一項第二号に定める LSA-Ⅱ及び放

射性同位元素科学技術庁告示第四条第一項

第二号に定める LSA-Ⅱをいう。以下同じ。）

及び LSA-Ⅲ等（核燃料物質科学技術庁告示

第五条第一項第三号に定める LSA-Ⅲ及び

放射性同位元素科学技術庁告示第四条第一

項第三号に定める LSA-Ⅲをいう。以下同

じ。）のうち可燃物以外の固体 

制限なし 

三 LSA-Ⅱ等及び LSA-Ⅲ等のうち前号に

掲げるもの以外のもの 
核燃料物質科学技

術庁告示第三条の

表の特別形核燃料

物質等以外のもの

の項に定める A2 値

（以下「A2 値」と

いう。）の百倍 

四 核燃料物質科学技術庁告示第五条第二項

第一号に定める SCO-Ⅰ及び放射性同位元

素科学技術庁告示第四条第二項第一号に定

める SCO-Ⅰ並びに核燃料物質科学技術庁

告示第五条第二項第二号に定める SCO-Ⅱ

及び放射性同位元素科学技術庁告示第四条

第二項第二号に定める SCO-Ⅱ 

A２値の百倍 

（車両表面の汚染限度） 
第九条 規則第十条第二項及び第十七条第十三項の告示で定める基

準は、次に掲げる汚染の種類ごとに当該各号に定める基準とする。 
一 非固定性汚染 車両の表面の放射性同位元素の放射能面密度

が、次の表の上欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、同表の

下欄に掲げる密度を超えないこと。 
アルファ線を放出する放射

性同位元素 
〇・四ベクレル毎平方センチメー

トル 
アルファ線を放出しない放

射性同位元素 
四ベクレル毎平方センチメート

ル 
二 固定性汚染 取卸しを終了した場合に、車両表面における線量

当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 
（車両標識）  
第十条 規則第十一条第一項及び第十七条第十四項の告示で定める

298



放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示 

299 

車両標識は、車両標識（第七号様式）とする。 
（車両標識に係る国連番号の表示） 
第十一条 規則第十一条第二項及び第十七条第十五項の規定による

国連番号の表示は、同一放射性同位元素等又は同一低比放射性同位

元素等の品名ごとに核運搬規則細目告示別表に定める国連番号と

同一のものを六十五ミリメートル以上の大きさの黒色の数字で、次

の各号に定める場所のいずれかに表示することにより行うことと

する。 
一 規則第十一条第一項又は第十七条第十四項の規定により車両

に付された車両標識上 
二 規則第十一条第一項又は第十七条第十四項の規定により車両

に付された車両標識に近接して付された国連番号用副標識（第六

号様式）上 
（放射線防護計画の記載事項） 
第十一条の二 規則第十五条の三の告示で定める事項は、次の各号に

定めるものとする。 
一 輸送実施体制に関する事項 
二 放射線の線量の測定方法及び放射線の線量評価に関する事項 
三 放射性輸送物等の表面の汚染に関する事項 
四 放射性輸送物等からの隔離及び防護に関する事項 
五 緊急時の対応に関する事項 
六 緊急時のための訓練に関する事項 
七 放射線防護計画の品質保証に関する事項 
八 その他国土交通大臣が必要と認める事項 

（教育及び訓練に関する事項） 
第十一条の三 規則第十五条の四の告示で定める事項は、次の各号に

定めるものとする。 
一 放射性輸送物等の取扱い方法に関する事項 
二 職務に応じた特定の訓練に関する事項 
三 放射線障害を想定した安全訓練に関する事項 
四 その他国土交通大臣が必要と認める事項 

（汚染物等に係る輸送指数の決定方法） 
第十二条 規則第十七条第五項の輸送指数の決定に用いられる値が、

〇・〇五以下であり、かつ、次の各号に掲げる値であるときは、当

該値を〇とすることができる。 
一 汚染物等（タンクに収納されているものを除く。）又は汚染物

等が収納されているタンクの表面から一メートル離れた位置に

おける最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に

百を乗じて得た値に、規則第十七条第五項第一号の表（以下この

条において「表」という。）の上欄に掲げる汚染物等又はタンク

の最大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係数を

乗じて得た値 
二 汚染物等が収納されているコンテナの表面から一メートル離

れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で

表した値に百を乗じて得た値に、表の上欄に掲げるコンテナの最

大断面積の区分に応じ、それぞれ、表の下欄に掲げる係数を乗じ

て得た値 
（ウラン等の精鉱の集積の輸送指数の決定に用いる値）  
第十三条 規則第十七条第五項第一号の告示で定めるウラン又はト

リウムの精鉱は、次の表の上欄に掲げるウラン又はトリウムの精鉱

とし、同号の告示で定める値は、それぞれ、同表の下欄に掲げる値

とする。 
六フッ化ウラン以外のウランの化学的精鉱 〇・〇二 
トリウムの化学的精鉱 〇・三 

（低比放射性同位元素等に係る標識）  
第十四条 規則第十七条第七項の告示で定める標識は、次の各号に定

めるとおりとする。 
一 低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク

であって、輸送指数が〇であるものにあっては、第一類白標識（第

一号様式） 
二 低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク

であって、前号に掲げる以外のものであり、かつ、輸送指数が一

を超えないものにあっては、第二類黄標識（第二号様式） 
三 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、前二号に掲げる以外のものにあっては、第三類黄標識（第

三号様式） 
（同乗制限に係る低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ

又はタンク）  
第十五条 規則第十七条第十七項において準用する規則第十五条の

二の告示で定める低比放射性同位元素等が収納されているコンテ

ナ又はタンクは、前条第二号又は第三号に掲げる低比放射性同位元

素等が収納されているコンテナ又はタンクとする。 

（特別措置により運搬する場合に付す標識）  
第十六条 規則第十八条第四項の告示で定める標識は、第三類黄標識

（第三号様式）とする。  
 
附 則（平成二十六年十二月二十六日国土交通省告示第千二百一号） 
（施行期日） 
１ この告示は、平成二十七年一月一日（次項において「施行日」と

いう。）から施行する。 
（経過措置） 
２ この告示による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の細目

を定める告示及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示

の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物

質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等

又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 
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第一号様式（第 4 条、第 14 条関係） 第一類白標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位

元素等の名称（当該放射性同位元素等が汚染物等に該当する場

合にあっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの名称を除く。）

及び汚染物等の区分）を記入すること。ただし、複数の放射性

同位元素等が収納され、又は包装されているときは、そのうち

代表的なものの名称をできる限り記入することとする。 

3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位

元素等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 

4 収納されている放射性同位元素等が異なる二以上の放射性輸

送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及びコン

テナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二号様式（第 4 条、第 14 条関係） 第二類黄標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位

元素等の名称（当該放射性同位元素等が汚染物等に該当する場

合にあっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの名称を除く。）

及び汚染物等の区分）を記入すること。ただし、複数の放射性

同位元素等が収納され、又は包装されているときは、そのうち

代表的なものの名称をできる限り記入することとする。 

3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位

元素等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 

4 収納されている放射性同位元素等が異なる二以上の放射性輸

送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及びコン

テナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 

6 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

7 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
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第三号様式（第 4 条、第 14 条、第 16 条関係） 第三類黄標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位

元素等の名称（当該放射性同位元素等が汚染物等に該当する場

合にあっては、名称（LSA-Ⅰに該当するものの名称を除く。）

及び汚染物等の区分）を記入すること。ただし、複数の放射性

同位元素等が収納され、又は包装されているときは、そのうち

代表的なものの名称をできる限り記入することとする。 

3 放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性同位

元素等の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 

4 収納されている放射性同位元素等が異なる二以上の放射性輸

送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及びコン

テナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 

6 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

7 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第四号様式（第 5 条関係） 三葉マーク 
 

 
 
注 1 ℓ は、0.2 センチメートル以上とする。 
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第五号様式（第 6 条関係） コンテナ標識 
 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 ℓは、0.5センチメートル以上とする。 
3 数字「７」の高さは2.5センチメートル以上とする。 
4 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の 
英語の部分をそれぞれ削ることができる。 

5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するも

のとする。この場合においては、「放射性（RADIOACTIVE）」

の文字を削ることができる。 

6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

白 

黒 

黒 

 
 
 
第六号様式（第 7 条、第 11 条関係） 国連番号用副標識 
 

 
 

注 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

地 

ふ ち の 部 分 

橙 

黒 

 
 
 
 
 
 

第七号様式（第 10 条関係） 車両標識 

 

 
 
注 1 三葉マークは、第四号様式によるものとする。 

2 ℓは、0.5センチメートル以上とする。 
3 数字「７」の高さは2.5センチメートル以上とする。ただし、

注4により標識を縮小する場合には、この限りでない。 
4 車両に付すことが困難な場合は、ℓを、0.2センチメートルま

で縮小することができる。ただし、この場合であっては、相対

的比率を保たなければならない。 
5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するも

のとする。 
6 色彩は、次表によるものとする。 

部  分 色 彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

白 

黒 

黒 
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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関す

る省令 

（平成十七年五月三十一日国土交通省令第六十号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日国土交通省令第九十五号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十七号）第十八条第二項並びに同法第四十一条の二十

において準用する同法第四十一条（同法第四十一条の二十において準

用する同法第四十一条の二第二項において準用する場合を含む。）、

第四十一条の三第二項、第四十一条の五第二項、第四十一条の七第二

項第三号及び第四号、第四十一条の十三並びに第四十一条の十四の規

定に基づき、並びに同法を実施するため、放射性同位元素等に係る登

録運搬方法確認機関に関する省令を次のように定める。 
 
（用語） 
第一条 この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による

放射性障害の防止に関する法律（以下「法」という。）において使

用する用語の例による。 
（運搬方法確認の範囲） 
第二条 法第十八条第二項の国土交通省令で定める措置は、法第十八

条第三項の承認を受けた容器（以下「承認容器」という。）による

運搬（国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限

る。）に関する措置とする。 
（登録の申請） 
第三条 法第四十一条の十九の規定により登録運搬方法確認機関の

登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国

土交通大臣に提出しなければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 
二 運搬方法確認業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 
三 行おうとする運搬方法確認業務の内容 
四 運搬方法確認業務の開始の予定日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 

二 登録申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書 
三 運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の二十にお

いて準用する法第四十一条第一項第一号に規定する運搬方法確

認員であることを証する書類 
四 主任運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の二十

において準用する法第四十一条第一項第二号に規定する主任運

搬方法確認員であることを証する書類 
五 登録申請者が法第四十一条の二十において準用する法第四十

条各号及び第四十一条第一項第三号のいずれにも該当しない者

であることを証する書類 
六 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書 

（登録事項） 
第四条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条第二項

第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 
一 運搬方法確認業務を行う事業所の名称 
二 運搬方法確認業務の開始の日 

（登録の更新） 
第五条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の二の

規定により、登録運搬方法確認機関が登録の更新を受けようとする

場合は、前二条の規定を準用する。 
（運搬方法確認の方法） 
第六条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の三第

二項の方法は、書面審査及び実地審査とする。ただし、一ペタベク

レル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物（以下「放射性同位元

素等」という。）の運搬方法確認にあっては、実地審査を行う必要

があると主任運搬方法確認員が認める場合を除き、実地審査を要し

ないものとする。 
（登録事項の変更の届出） 
第七条 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用

する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、次

に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければ

ならない。 
一 変更しようとする事項 
二 変更しようとする年月日 
三 変更の理由 

（役員の選任及び解任の届出） 
第八条 登録運搬方法確認機関は、役員を選任又は解任したときは、

当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載し

た届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 
一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名 
二 選任の場合にあっては、その者の経歴 
三 解任の場合にあっては、その理由 

（運搬方法確認業務規程の認可の申請） 
第九条 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用

する法第四十一条の五第一項前段の規定による認可を受けようと

するときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る運搬方法確

認業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 
２ 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する

法第四十一条の五第一項後段の規定による認可を受けようとする

ときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更

の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならな

い。 
（運搬方法確認業務規程） 
第十条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第

二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一 運搬方法確認業務を行う時間及び休日に関する事項 
二 運搬方法確認業務の実施方法に関する事項 
三 運搬方法確認の信頼性を確保するための措置に関する事項 
四 運搬方法確認に関する料金及びその収納の方法に関する事項 
五 運搬方法確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事

項 
六 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 
七 運搬方法確認業務に関する秘密の保持に関する事項 
八 前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認業務に関し必要な事

項 
（業務の休廃止の許可の申請） 
第十一条 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準

用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならな

い。 
一 休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認業務の内容 
二 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようと

する年月日 
三 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止しようとする場合に

あっては、その期間 
四 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようと

する理由 
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法） 
第十二条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の七

第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記

録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 
（電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法） 
第十三条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の七

第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののう

ち、登録運搬方法確認機関が定めるものとする。 
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する

方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が

記録されるもの 
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確

実に記録しておくことができるものをもって調製するファイル

に情報を記録したものを交付する方法 
２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力する

ことによる書面を作成することができるものでなければならない。 
（運搬方法確認員等の選任及び変更の届出） 
第十四条 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準

用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようと

するときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提

出しなければならない。 
一 選任した運搬方法確認員等の氏名 
二 選任した年月日 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
一 運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十

一条の二十において準用する法第四十一条第一項第一号に規定

する運搬方法確認員であることを証する書類 
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二 主任運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第

四十一条の二十において準用する法第四十一条第一項第二号に

規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類 
３ 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する

法第四十一条の八第一項後段の規定による届出をしようとすると

きは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しな

ければならない。 
一 変更した運搬方法確認員等の氏名 
二 変更した年月日 
三 変更の理由 

（帳簿） 
第十五条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十三

の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所 
二 運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数

量 
三 放射性輸送物（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条

の三第一項に定める放射性輸送物（同条第二項に定める IP-1 型

輸送物、IP-2 型輸送物及び IP-3 型輸送物を含む。）をいう。第

十七条第一項第三号において同じ。）の種類及び承認容器の番号 
四 第二条の国土交通大臣の承認の番号 
五 運搬方法確認を行った年月日 
六 運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日 
七 運搬方法確認を実施した運搬方法確認員の氏名 
八 運搬方法確認の方法 
九 その他運搬方法確認に関し必要な事項 

２ 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十三の帳

簿は、運搬方法確認業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日か

ら十年間保存しなければならない。 
（運搬方法確認業務の引継ぎ等） 
第十六条 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準

用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事

項を行わなければならない。 
一 運搬方法確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 
二 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引

き継ぐこと。 
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項 

（報告） 
第十七条 登録運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、

当該運搬方法確認を行った月の翌月末日までに、次の事項を記載した

報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 
一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所 
二 運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数

量 
三 放射性輸送物の種類及び承認容器の番号 
四 第二条の国土交通大臣の承認の番号 
五 運搬方法確認を行った年月日 
六 運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日 

２ 前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な

限度で、登録運搬方法確認機関から報告を求めることができる。 
（立入検査をする職員の証明書） 
第十八条 法第四十三条の三第一項の規定により立入検査を行う職

員の携帯する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 
 
附 則（平成二十六年十二月二十六日国土交通省令第九十五号） 
（施行期日） 
１ この省令は、平成二十七年一月一日（次項において「施行日」と

いう。）から施行する。 
（経過措置） 
２ この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核

燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性

同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始

される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお

従前の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 

別記様式（第 18 条関係） 
 

（表） 
 

番号 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に 
関する法律の規定により登録運搬方法確認機 
関に対する立入検査を行う職員の身分証明書 
 

官 職 
氏 名 

 
年 月 日 発 行 
年 月 日 限り有効 

 
国土交通大臣 印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（裏） 

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の 

防
止
に
関
す
る
法
律
抜
粋 

第
四
十
三
条
の
二 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員

は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪

捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な

ら
な
い
。 

第
四
十
三
条
の
三 

原
子
力
規
制
委
員
会
又
は
国
土

交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度

で
、
そ
の
職
員
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
あ
っ
て

は
登
録
認
証
機
関
、
登
録
検
査
機
関
、
登
録
定
期
確

認
機
関
、
登
録
運
搬
物
確
認
機
関
、
登
録
埋
設
確
認

機
関
、
登
録
濃
度
確
認
機
関
、
登
録
試
験
機
関
、
登

録
資
格
講
習
機
関
又
は
登
録
定
期
講
習
機
関
の
、
国

土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
登
録
運
搬
方
法
確
認
機

関
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は

関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
五
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

五 

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者 

 
 
 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八・五センチメートル 

  

写 
 

真 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
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放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃

料物質等車両運搬規則関係取扱要領について（依命通

達） 
官 鉄 保 第 1 2 7 号 

貨 技 第 1 4 4 号 

平成 2年 12月 27日 

一部改正 国 鉄 安 第 5 6 号 

国 自 環 第 1 4 5 号 

平成26年12月26日 

 
運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官 
運 輸 省 貨 物 流 通 局 長 

 
放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等 

車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達） 
 

今般、放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規

則の一部を改正する省令（平成 2 年運輸省令第 34 号）、放射性同位元

素等車両運搬規則の細目を定める告示（平成 2年運輸省告示第 595号）

及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示（平成 2 年運輸省

告示第 596 号）が制定され、平成 3 年 1 月 1 日から施行されます。こ

の施行に当たり、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和 52 年運輸省

令第 33 号）及び放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示

の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線

障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号）第 18 条の 2 第 2
項に規定する確認の申請、放射性同位元素等車両運搬規則第 18 条の

承認の申請及び放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関

する省令（昭和 56 年運輸省令第 24 号）第 3 条の承認の申請について

の実施細目については、別添 1「放射性同位元素等車両運搬規則関係

取扱要領」のとおり、核燃料物質等車両運搬規則（昭和 53 年運輸省

令第 72 号）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示の主

な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 59 条の 2 第 2 項に

規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規則第 22 条に規定する

運輸大臣の指定の申請、同令第 19 条の承認の申請及び核燃料物質等

に係る指定運搬方法確認機関に関する省令（昭和 61 年運輸省令第 37
号）第 3 条の承認の申請についての実施細目については、別添 2「核

燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、平

成 3 年 1 月 1 日以後の運搬について適用することとしたので、関係者

に対する周知徹底方お願いします。 
なお、「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位元

素等車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達）」（昭和 56 年 5
月 18 日付け鉄保第 71 号、鉄運第 60 号、自安第 117 号）及び「「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正す

る法律」の施行に伴う関係政省令の制定等について（依命通達）」（昭

和 61 年 11 月 25 日付け官鉄保第 93 号、貨技第 124 号）は、廃止し

ます。 
 

別添１ 
 

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領 
 
１．目的 

本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和 52 年運輸省令

第 33 号。以下「規則」という。）及び放射性同位元素等車両運搬規

則の細目を定める告示（平成 2 年運輸省告示第 595 号。以下「告示」

という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等に

よる放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。以

下「放射線障害防止法」という。）第 18 条第 2 項に規定する確認の

申請、規則第 18 条の承認の申請（以下「特別措置運搬承認申請」

という。）及び放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関

する省令（平成 17 年国土交通省令第 60 号）第 2 条の承認（以下「積

載方法承認」という。）の申請等について実施細則を定め、もって、

これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。 
２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い 

(1) 規則第 2 条第 2 項関係 
(ｲ) 荷送人は、核燃料輸送物又は放射性輸送物を開放型の構造を

有する箱又は袋等に収納し、又は包装する場合においても、

個々の核燃料輸送物又は放射性輸送物に付された標識が見え

にくい場合には、オーバーパックに係る基準を満足させるよう

に努めること。 
(ﾛ) 「タンク」とは、タンクコンテナ、ポータブルタンク、タン

ク車（自動車及び鉄道車両）におけるタンクであって、気体、

液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体若しくは液体として収

納された後に凝固した固体を収納するものをいう。 
(2) 規則第 3 条、第 4 条第 3 項、第 15 条、第 15 条の 2、第 18 条

第 2 項及び第 3 項関係 
「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行す

る警察官等はこれに含まれない。 
(3) 規則第 6 条第 2 項（告示第 2 条）、第 10 条第 2 項（告示第 9 条）

関係 
「非固定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離する

おそれがあり、ろ紙片等によりふきとることができる性質の汚染

をいう。 
(4) 規則第 8 条関係 

(ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているものにあっ

ては、当該コンテナの四隅の柱、床板の側面等の側方からでき

るだけ見やすい箇所に告示第四条に定める標識を付すこと。 
(ﾛ) 荷送人は、L 型輸送物の運搬を委託する場合には、運送状の

品名の欄に「L 型輸送物（放射性）」等と表示する等により、L
型輸送物（放射性）の運搬を委託する旨を明らかにし、運搬に

従事する者が当該 L 型輸送物を取り扱う場合に、容易に判別で

きるようにすること。 
(ﾊ) 第 2 項の総重量、「A 型」又は「TYPE A」の文字、「BM 型」

又は「TYPE B(M)」の文字、「BU 型」又は「TYPE B(U)」
の文字、「IP－1 型」又は「TYPE IP－1」の文字、「IP－2 型」

又は「TYPE IP－2」の文字及び「IP－3 型」又は「TYPE IP
－3」の文字は、原則として 1 平方センチメートル角以上の黒

字を白地に表示するものとする。 
(ﾆ) 第 2 項の「A 型」又は「TYPE A」の文字、「BM 型」又は

「TYPE B(M)」の文字、「BU 型」又は「TYPE B(U)」の文

字、「IP－1 型」又は「TYPE IP－1」の文字、「IP－2 型」又

は「TYPE IP－2」の文字及び「IP－3 型」又は「TYPE IP
－3」の文字の表示については、本邦内のみを運搬されるもの

にあっては、「A 型」、「BM 型」、「BU 型」、「IP－1 型」、「IP－
2 型」又は「IP－3 型」と、本邦外を運搬されるもの（本邦外

を運搬されるために、その経路上本邦内を運搬されるものを含

む。以下同じ。）にあっては、「TYPE A」、「TYPE B(M)」、
「TYPE B(U)」、「TYPE IP－1」、「TYPE IP－2」又は

「TYPE IP－3」と、それぞれ、表示するように努めること。 
(ﾎ) 第 7 項のコンテナ標識に係る国連番号は、大型コンテナによ

る国際複合一貫輸送を行う場合に、表示するものである。 
(5) 規則第 8 条第 7 項（告示第 7 条第 2 項）関係 

「65 ミリメートル以上の大きさ」とは、高さが 65 ミリメート

ル以上であることをいう。 
(6) 規則第 10 条第 1 項関係 

運搬に従事する者に対する線量が、一般人と同様、1 ミリシー

ベルト毎年以下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常

乗車する場所の最大線量当量率は 20 マイクロシーベルト毎時以

下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、IP－1 型

輸送物、IP－2 型輸送物、IP－3 型輸送物、A 型輸送物、BM 型

輸送物又は BU 型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬

に従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを 1 年間

保管すること。 
(ｲ) 放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、

助手席、車室内ベッド等にいた時間 
(ﾛ) ポケット線量計、フイルム（ガラス）バッジ等による測定結

果 
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(7) 規則第 10 条第 2 項関係 
汚染された区域への車両の進入、輸送物からの放射性同位元素

等の漏えい等により車両が汚染された可能性がある場合には、当

該車両について、汚染の検査を行うこと。 
(8) 規則第 10 条第 2 項（告示第 9 条）関係 

「固定性汚染」とは、(3) の非固定性汚染以外の汚染をいう。 
(9) 規則第 11 条第 2 項関係 

車両標識に係る国連番号は、同一の車両に積載された状態で本

邦外を運搬する場合に、表示するものである。 
(10) 規則第 11 条第 3 項関係 

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方

300 メートルの距離から点燈を確認できるものであること。 
(11) 規則第 13 条関係 

(ｲ) 携行する書類（電子媒体であって、輸送中に利用可能である

ものを含む。）は、各運搬物に関する次の事項についての記載

を含むものであること。ただし、本邦内のみを運搬されるもの

にあっては、1)から 4)までの事項及び 12)の事項における英語

の文字について、専用積載で運搬されないものにあっては、14)
から 18)までの事項について、それぞれ、省略することができ

る。 
1) 運搬する放射性同位元素等の品名に応じた国連番号 
2) 運搬する放射性同位元素等の告示別表に定める品名 
3) 国連分類番号「7」 
4) 2)の品名中に含まれていない場合には、「RADIOACTIVE 

MATERIAL（放射性物質）」という文字 
5) 運搬する放射性同位元素等の名称（主な核種の記号） 
6) 運搬する放射性同位元素等の物理的及び化学的性状につ

いての記述（当該放射性同位元素等が特別形放射性同位元素

等である場合には、その旨の記述でよい。） 
7) 運搬する放射性同位元素等のベクレル(Bq)単位で表された

放射能の量の合計 
8) 放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコ

ンテナ若しくはタンクの分類（第 1 類白標識、第 2 類黄標識

又は第 3 類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。） 
9) 放射性輸送物、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位

元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクの輸送指数 
10) 放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコ

ンテナ若しくはタンクに係る承認番号（容器承認番号、積載

方法承認番号、特別措置に係る承認番号等） 
11) オーバーパック又はコンテナに放射性輸送物を収納し、又

は包装する場合には、オーバーパック又はコンテナについて

の詳細な記述（収納され、又は包装された放射性輸送物及び

オーバーパックの個数、オーバーパック又はコンテナへの収

納又は包装の方法、収納され、又は包装された放射性同位元

素等のベクレル(Bq)単位で表された放射能の量の合計、オー

バーパック又はコンテナの分類（第 1 類白標識、第 2 類黄標

識又は第 3 類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。）、

オーバーパック又はコンテナの輸送指数、オーバーパック又

はコンテナに係る承認番号（積載方法承認番号、特別措置に

係る承認番号等）、その他必要な事項） 
12) 運搬物が専用積載で運搬されなければならない場合には、

「EXCLUSIVE USE SHIPMENT（専用積載による運

搬）」の文字 
13) LSA－Ⅱ、LSA－Ⅲ、SCO－Ⅰ及び SCO－Ⅱについては、

A2 値の倍数で示した全放射能量。ただし、A2 値が無制限で

ある放射性同位元素については、A2値の倍数をゼロとするこ

と。 
14) 運搬方法（運搬車両、積付け方法等）に関すること。 
15) 運搬経路に関すること。 
16) 運搬関係者（荷送人、荷受人、運送人等）の氏名等 
17) 駐車中の見張人に関すること（道路輸送に限る。） 
18) 輸送物の受渡し地点及びその予定時刻 
19) 運搬中の連絡通報に関すること及び緊急時における当該

運搬物に必要な措置 
当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、

あらかじめ説明がなされ、かつ、輸送物引き渡しまでに荷受人

にも提供されるものであること。 
荷送人及び運送人は、当該書類の写し（電子情報として保存

されている場合にあっては、印刷物として複製可能であるもの

に限る。）を 1 年間保管すること。 
(ﾛ) L 型輸送物を運搬する場合にあっては、当該輸送物の取扱方

法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき

事項を記載した書面を携行するよう努めること。 
(12) 規則第 14 条関係 

放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事

故を防止して通行の安全を確保するための規定である。本規則の

実施に当たっては、次によること。 
(ｲ) BM 型輸送物又は BU 型輸送物を運搬する場合にあっては、

「危険物の規制に関する規則」（昭和 34 年総理府令第 55 号）

第 47 条の 2 の規定に準ずること。 
(ﾛ) 放射性輸送物等を運搬する場合には、「自動車運転者の労働時

間等の改善のための基準（平成元年 2 月 9 日労働省告示第 7
号）」に準拠すること。 
なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運

転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努める

こと。 
(13) 規則第 15 条の 4 関係 

教育及び訓練については、定期的に計画し実施すること。 
(14) 規則第 16 条第 2 項関係 

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者と

する。 
(ｲ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第

41 条に規定する原子炉主任技術者免状を有する者又は原子炉

主任技術者試験筆記試験合格者 
(ﾛ) 原子炉等規制法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状

を有する者 
(ﾊ) 放射線障害防止法第35条に規定する第1種放射線取扱主任者

免状又は第 2 種放射線取扱主任者免状を有する者 
(ﾆ) 放射性同位元素の取扱いに関し、(ｲ)から(ﾊ)までに掲げる者と

同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 
(15) 規則第 18 条関係 

(ｲ) 第 2 項又は第 3 項の「関係者以外の者が当該放射性輸送物、

オーバーパック、コンテナ又はタンク（以下「運搬物」という。）

に近づくことを防止する措置」とは、有がい車両（バン型自動

車、有がい貨車等をいう。）の貨物室内部に当該運搬物を積載

し、施錠すること、又は無がい車両（開放型の車両をいう。）

に積載された当該運搬物を金属性のケージ等で覆い、当該ケー

ジをボルト等により車両に固定する等の措置をいう。この場合

において、当該ケージの表面は車両表面とみなす。 
(ﾛ) 第 2 項又は第 3 項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と」とは、発地において当該運搬物を積込み、運搬を開始した

時点から、最終目的地である工場又は事業所に到着し、当該運

搬物を取リ卸し、運搬が終了するまでは、当該運搬車両につい

ては、当該運搬物及び他の貨物の積込み及び取卸しを行っては

ならないことをいう。 
 
３．放射性輸送物の運搬の確認申請等 

規則第 19 条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場

合は、次の要領で放射線障害防止法第 18 条第 2 項に規定する国土

交通大臣の確認を受けること（放射線障害防止法第 41 条の 19 に規

定する登録運搬方法確認機関に係るものを除く。）。 
(1) 第 1 号様式による放射性輸送物運搬確認申請書並びに別表第 1

の第 1 欄に掲げる記載事項について、同表の第 2 欄の記載要領等

に従って記載した運搬に関する計画書及びその添付書類正副2通

を提出すること。 
この場合において、当該申請書等は別表第 4 の第 1 欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課に提出する

こと。原則として申請者は、荷送人と運送人との連名によるもの

とする。ただし荷送人と当該輸送物についての責任を有するもの
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とが異なる場合、当該輸送物についての責任を有する者も申請者

とする。 
(2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その

他軽微な事項の記載内容を変更しようとする場合には、変更の事

由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。 
また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録

を 1 年間保管すること。 
４．特別措置運搬承認申請書 

規則第 18 条第 1 項から第 3 項までの規定に基づき、放射性同位

元素等、放射性輸送物等又は低比放射性同位元素等を運搬しようと

する場合は、第 2 号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに

別表第 1 の第 1欄に掲げる記載事項について同表の第 2欄の記載要

領等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副2通を提出

すること。 
この場合において、当該承認申請書等は、別表第 4 の第 1 欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課に提出す

ること。なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変

更の事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受

けること。 
また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を

1 年間保管すること。 
 
５．積載方法承認の申請等 

(1) 申請 
積載方法承認を受けようとする者は、別表第 2 の第 1 欄に掲げ

る記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載した

積載方法承認申請書及び別表第 3の第 2欄の記載要領等に従って

記載した同表の第 1欄に掲げる添付書類正副 2通を提出すること。 
この場合において、当該申請書等は、別表第 4 の第 1 欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課に提出す

ること。なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律施行規則（昭和 35 年総理府令第 56 号）第 18 条の 17 第 3
項に規定する容器については、一括して申請することができる。 

(2) 承認の基準 
積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものに

ついて行うものとする。 
(ｲ) 運搬中、移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が

損なわれないように保たれていること。 
(ﾛ) 同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。 
(ﾊ) 放射線障害防止法第18条第2項に基づく国土交通大臣の確認

を受けたものと輸送容器及び固縛方法等が同一であって、国土

交通大臣が規則等で定める技術上の基準に適合すると認めた

もの。 
(ﾆ) 前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。 

(3) 承認証の交付 
積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証

を交付するものとする。 
なお、当該申請に当たっては、必要に応じ積載方法等に関し条

件を付すことができる。 
(4) 変更届 

積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所に変更

があったときは、30 日以内にその旨を国土交通大臣に届け出る

こと。 
また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合（次に

掲げる変更に限る。）には、積載方法が変更前と同等であること

を明らかにし、その旨を届け出ること。 
(ｲ) 車両の型式に変更がない場合 
(ﾛ) けん引自動車を変更した場合 
(ﾊ) 国際海上コンテナを運搬する被けん引自動車（ISO 規格の 20
フィートコンテナをツイストロックにより固定して輸送する

ことができる構造を有しているものに限る。（以下「コンテナ

セミトレーラ」という））を異型式のコンテナセミトレーラに

変更する場合。 
 
 

別表第１  運搬計画書等記載事項等 
 

記 載 事 項 記 載 要 領 等 

１．運搬の目的 ○ 運搬する放射性同位元素等

の用途、発着地等を簡略に記載す

ること。 
２．当該規定に従って運搬するこ

とが著しく困難な規定及びそ

の理由並びに安全な運搬を確

保するために特に講ずる措置

（第 18 条第 1 項の規定に基づ

く承認申請のみ） 

 

３．当該規定によらないで運搬す

ることとする規定及びその理

由、安全な運搬を確保するため

に特に講ずる措置、第 18 条第

2 項の表の下欄に掲げる基準

への適合状況並びに当該規定

によらないで運搬することと

しても安全上支障がないこと

の説明（第 18 条第 2 項の規定

に基づく承認申請のみ） 

 

４．原子力規制委員会の承認の内

容及び承認の理由、安全な運搬

を確保するために特に講ずる

措置並びに表面における線量

当量率が 2 ミリシーベルト毎

時を超え 10 ミリシーベルト毎

時以下の放射性輸送物を運搬

する場合には、第 18 条第 3 項

第1号及び第2号に掲げる基準

への適合状況（第 18 条第 3 項

の規定に基づく承認申請のみ） 

 

５．荷送人及び荷受人の氏名又は

名称及び住所 
○ 法人にあっては、その代表者

の氏名を付記すること。 
６．運送人の氏名又は名称及び住

所 
○ 法人にあっては、その代表者

の氏名を付記すること。 
７．予定運搬日時  

８．予定運搬経路  

(1) 発地、着地、経路及び距離  

(2) その他 ○ (2)については、必要に応じ、

道路名又は路線名、通過地点、

区間距離、キロ程、所要時間、

通過予定時刻、点検、運転者の

交替予定等を記載し、運行経路

図を添付すること。 
９．運搬しようとする放射性輸送

物 
○ 承認申請の場合には、(2)及

び(4)を除き、「放射性輸送物」

とあるのは「放射性同位元素

等、放射性輸送物又は低比放射

性同位元素等」と読み替えて記

載すること。 
(1) 放射性輸送物の型式又は名

称及び主要諸元 
○ (1)の主要諸元は、長さ、幅、

高さ､重量等を記載すること。

(2) 放射性輸送物の種類 ○ (2)については、IP－1、IP－
2、IP－3、A、BM 又は BU 型

輸送物のように記載すること。

(3) 収納し、又は包装する放射

性同位元素等の名称、数量、

放射能強度及び性状 

○ (3)については、放射性輸送

物ごとに記載し、性状について

は、物理的、化学的状態を記載

すること。収納する放射性同位

元素等が汚染物等である場合

には、LSA－Ⅱ、LSA－Ⅲ、

SCO－Ⅰ又は SCO－Ⅱの区分

及び A2 値の倍数で示した運搬

物の全放射能量も記載するこ

と。 
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(4) 放射性輸送物の線量当量

率 
○ (4)については、その位置を

付記又は図示すること。 
(5) 放射性輸送物の輸送指数  

(6) 放射性輸送物に貼付する

標識及び行う表示 
○ (6)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類黄

標識のうち、いずれのものを何

枚貼付するのか、「A 型」、

「 TYPEA 」、「 BM 型 」、

「 TYPEB(M)」、「 BU 型」、

「TYPEB(U)」、「IP－1 型」、

「TYPEIP－1」、「IP－2 型」、

「TYPEIP－2」、「IP－3 型」

又は「TYPEIP－3」の文字の

うち、いずれの表示を行うのか

及び総重量の表示について記

載し、また、国連番号を表示す

る場合には、「UN」の文字に続

け、その旨についても記載する

こと。 
(7) 放射性輸送物の個数  

(8) 原子力委員会決定804項へ

の該当の有無及びその事由 
○ (8)については、昭和 50 年 1
月原子力委員会決定「放射性物

質等の輸送に関する安全基準」

804 項 a から f までについて記

載すること。 
(9) 放射性輸送物の基準適合

状況 
○ (9)については、原子力規制

委員会の運搬確認証の番号及

び輸送容器の登録番号を記載

し、当該確認証の写しを添付す

ること。 
原子力規制委員会の運搬確

認申請中のものにあっては、そ

の旨並びに申請書の日付及び

番号を記載すること。 
(10) 放射性輸送物取扱上の注

意事項 
 

(11) 放射性輸送物の外観図及

び構造図 
○ (11)の外観図は、三面図及び

鳥かん図によること。 
10．オーバーパックの概要  

(1) オーバーパックの名称及び

主要諸元 
○ (1)の主要諸元については、

長さ、幅、高さ、重量等を記載

すること。 
(2) 収納し、又は包装する放射

性輸送物の型式又は名称、個

数及びオーバーパックへの

収納又は包装の方法 

○ (2)については、オーバーパ

ックごとに記載すること。 

(3) オーバーパックの線量当量

率 
○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 
(4) オーバーパックの輸送指数  

(5) オーバーパックに貼付する

標識 
○ (5)については、第１類白標

識、第２類黄標識又は第３類黄

標識のうち、いずれのものを貼

付するのかを記載すること。 
(6) オーバーパックの個数  

(7) オーバーパックの外観図 ○ (7)については、三面図及び

鳥かん図によること。 
11．コンテナの概要 ○ 承認申請の場合には、(2)の

「放射性輸送物及びオーバー

パック」を「放射性同位元素等、

放射性輸送物等又は低比放射

性同位元素等」と読み替えて記

載すること。 
(1) コンテナの名称又は型式及

び主要諸元 
○ (1)の主要諸元については、

長さ、幅、高さ、重量、適合規

格等を記載すること。 
 

(2) 収納する放射性輸送物及

びオーバーパックの型式又

は名称、個数及びコンテナへ

の収納方法 

○ (2)については、コンテナご

とに記載すること。 

(3) コンテナの線量当量率 ○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 
(4) コンテナの輸送指数  

(5) コンテナに貼付する標識 ○ (5)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類黄

標識のうち、いずれのものを貼

付するのか及びコンテナ標識

の貼付の有無について記載し、

また、国連番号を表示する場合

には、その旨についても記載す

ること。 
(6) コンテナの個数  

(7) コンテナの外観図 ○ (7)については、三面図及び

鳥かん図によること。 
12．タンクの概要  

(1) タンクの名称又は型式及び

主要諸元 
○ (1)の主要諸元については、

長さ、幅、高さ、重量、適合規

格等を記載すること。 
(2) 収納する低比放射性同位元

素等の名称、数量、放射能強

度及び性状 

○ (2)については、タンクごと

に記載すること。名称について

は、LSA－Ⅰ又は SCO－Ⅰの

区分も記載し、性状について

は、物理的、化学的性状を記載

すること。 
(3) タンクの線量当量率 ○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 
(4) タンクの輸送指数  

(5) タンクに貼付する標識 ○ (5)については、第 1 類白標

識、第 2 類黄標識又は第 3 類黄

標識のうち、いずれのものを貼

付するのか及びコンテナ標識

の貼付の有無について記載し、

また、国連番号を表示する場合

には、その旨についても記載す

ること。 
(6) タンクの個数  

(7) タンクの外観図 ○ (7)については、三面図及び

鳥かん図によること。 
13．車両及び積載方法  

(1) 車両の概要 ○ (1)については、鉄道、軌道、

索道又は無軌条電車により運

搬する場合には、当該運搬に使

用する車両の許容積載量及び

有がい、無がいの別を、自動車

により運搬する場合には、当該

運搬に使用する自動車の車名、

型式、登録番号及び最大積載量

を記載すること。また、自動車

検査証の写しを添付すること。

(2) 車両の外観図並びに積載

方法及び固定方法 
○ (2)については、三面図によ

り示すものとし、積載位置、固

定等に使用する用具、固定等の

方法、標識の貼付、他の積載物

等が明確にわかるように示す

こと。 
(3) 車両の線量当量率 ○ (3)については、その位置を

付記又は図示すること。 
(4) 車両に貼付する標識 ○ (4)については、車両標識の

貼付の有無について記載し、ま

た、国連番号を表示する場合に

は、その旨についても記載するこ

と。 
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(5) 車両に積載する放射性輸

送物、オーバーパック、コン

テナ及びタンクの型式又は

名称、個数並びに輸送指数及

びその合計値 

○ (5)については、車両ごとに

記載すること。 

14．運搬実施体制  

(1) 運搬責任者、運搬実施者、

同行する専門家及びその他

の運搬従事者 

○ (1)において運搬責任者につ

いては､運搬の実務上の責任者

であって必要な際に連絡のと

れる者の氏名と連絡先を、運搬

実施者については実際に運搬

に従事する者（運搬従事者）の

統轄者の氏名を、同行する専門

家についてはその氏名、所属、

資格等を、その他の運搬従事者

については人数を記載するこ

と。ただし、第 18 条第 1 項か

ら第 3 項までの規定に基づく

承認申請の場合には、その他の

運搬従事者の全氏名も記載す

ること。 
(2) 放射線管理要領 ○ (2)については、車両、放射

性輸送物、コンテナ等の線量当

量率の管理、線量当量率、測定

機器、保護具等について記載す

ること。 
(3) 被ばく管理要領（第 18 条

第1項から第3項までの規定

に基づく承認申請のみ） 

○ (3)については、運搬従事者

の被ばく線量の測定、記録等の

体制、その他被ばく管理に係る

必要な事項を記載すること。 
(4) 運搬要領 ○ (4)については、運搬時にお

ける駐車要領、踏切通過要領、

悌団時の隊列による運行体制

等を記載すること。 
(5) 荷役作業要領 ○ (5)については、荷役時にお

ける作業要領、安全対策、使用

する機器又は用具の種類等に

ついて記載すること。 
(6) 事故時の措置 ○ (6)については、事故時の応

急措置､連絡先等を記載するこ

と。 
15．放射線防護計画 ○ 放射線防護計画の内容、その

他必要な事項を記載すること。

16．教育及び訓練 ○ 運搬従事者に対する教育及

び訓練の内容、その他必要な事

項を記載すること。 
17．その他 ○ 運搬従事者に対する教育訓

練内容その他必要な事項を記

載すること。また、運搬する放

射性同位元素等が本邦外を運

搬されるものである場合には、

取扱要領本文２．(11)に掲げる

携行書類の記載事項（以下「携

行書類の記載事項」という。）

のうち、1)から 4)までの事項及

び当該放射性同位元素等が専

用積載で運搬されなければな

らないものである場合には、携

行書類の記載事項のうち、12)
の事項についても記載するこ

と。ただし、１．から 14．ま

での記載事項の内容に含まれ

ていない場合に限る。 
備考 

用紙は、日本工業規格 A 列 4 番の大きさとし、鮮明にコピーでき

るものとする。 
ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りた

たんだ状態でこの大きさとすること。 

別表第２ 

記 載 事 項 記 載 要 領 等 

１．申請書本文 ○ 申請書本文の様式は第 3 号様

式によること。なお、申請者は、

放射線障害防止法第 18 条第 2
項の確認申請時の申請者又は同

法第18条第3項の容器承認の申

請者と同法第18条第2項の申請

の際の運搬を委託された者との

連名によるものとする。 
また、申請者が法人である場

合にあっては、その代表者の氏

名を付記すること。 
２．運搬しようとする放射性輸

送物の基準適合状況 
○ 原子力規制委員会の容器承認

の番号を記載すること。 
３．承認を受けようとする積載

方法 
 

(1) 名称  

(2) 外観図 ○ 図面により固定方法、積載位

置等を明確に示すこと。なお、

必要に応じて部分図を添付する

こと。 
 ○ 主要な箇所には寸法を記入す

ること。 
(3) 固縛に使用する用具、架台

等 
○ 固縛に使用されるワイヤ、緊

締金具、架台等の名称及び記号

等を記載すること。 
(4) 運搬に係る車両 ○ 鉄道、軌道、索道又は無軌条

電車により運搬する場合には、

車両の許容積載量及び有がい、

無がいの別を、自動車により運

搬する場合には、車名、型式、

登録番号及び最大積載量を記載

すること。 
(5) 固縛作業 ○ 固縛作業の手順の詳細を明確

に記載 すること。 
 ○ 固縛作業において、使用する

クレーン等機械、器具の内容及

び固縛作業に従事する者に対し

指示すべき事項を記載するこ

と。 
備考 

用紙は、日本工業規格 A 列 4 番の大きさとし、鮮明にコピーでき

るものとする。 
ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りた

たんだ状態でこの大きさとすること。 
 
別表第３ 

添 付 書 類 記 載 要 領 等 

１．車両に関する説明 ○ 運搬に使用される車両の主要

諸元、車両性能及び積載方法の審

査に必要な箇所の構造、装置の内

容について説明すること。 

また、自動車により運搬する場

合は運搬に使用される車両の自

動車検査証の写しを添付するこ

と。 
２．予定される運搬に関する説

明 
○ 予定される運搬に関し、速度、

勾配、最小回転半径、通行の距離

等について説明すること。 
３．強度計算書 ○ 予定される運搬等において、運

搬容器が容易に移動、転倒、転落

等を起こさないことを説明する

こと。 
４．同一積載方法が繰り返し実

施できることの説明 
○ 同一積載方法が繰り返し実施

できることを具体的に説明する

こと。この場合、積付けに使用さ

れる機器、架台等の劣化について

も言及すること。 
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５．承認容器について ○ 承認容器の主要諸元、外観図及

び承認を受けたこと証する書面

を添付すること。 
６．国土交通大臣の確認の有無

について 
○ 当該運搬において、国土交通大

臣による確認を受けている場合

はその輸送物運搬確認証の写し

を添付すること。 
７．その他 ○ その他必要な事項がある場合

は、その書面を添付すること。

 
別表第４  申請先 

区      分 所 管 課 

(1) 当該運搬が鉄道、軌道、索道

若しくは無軌条電車によってな

される場合 
鉄道局安全監理官 

(2) 当該運搬が自動車若しくは

軽車両によってなされる場合 
自動車局環境政策課 

 
別表第４  申請先 

区      分 所 管 課 

(1) 当該運搬が鉄道、軌道、索道

若しくは無軌条電車によってな

される場合 
鉄道局安全監理官 

(2) 当該運搬が自動車若しくは

軽車両によってなされる場合 
自動車局環境政策課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１号様式（放射性輸送物運搬確認申請書） 
 

 
放射性輸送物運搬確認申請書 

 

 正本には、所定の金額

の収入印紙を貼り、消

印しないこと。 

 

 

国土交通大臣        殿 

 

 

文 書 番 号       

年  月  日 

申請者の氏名            ㊞ 

又 は 名 称       

住 所       

連 絡 先       

 

 

別添の運搬計画書に記載する放射性輸送物の運搬につき、放射

性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第１８条第

２項の確認をして戴きたく申請いたします。 

 

備考 申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、

署名することができる。 
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第２号様式（特別措置運搬承認申請書） 
 

 

特別措置運搬承認申請書 

 

 

 

国土交通大臣          殿 

 

 

 

文 書 番 号       

年  月  日 

申請者の氏名            ㊞ 

又 は 名 称       

住 所       

連 絡 先       

 

 

放射性同位元素等車両運搬規則第１８条第１項の規定に基づ

き、下記の放射 性同位元素等の運搬について承認して戴きたく

申請いたします。 
 

記 

 

備考 申請文中「第 18 条第 1 項」は、当該申請が規則第 18 条第 2
項に基づく場合には、「第 18 条第 2 項」と、当該申請が規則第

18 条第 3 項に基づく場合には、「第 18 条第 3 項」と、第 18 条

第 1 項及び第 3 項に基づく場合には、「第 18 条第 1 項及び第 3
項」等と書き換えること。 

また、申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代

えて、署名することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３号様式（積載方法承認申請書） 
 

 

積載方法承認申請書 

 

 

 

国土交通大臣          殿 

 

 

 

文 書 番 号       

年  月  日 

申請者の氏名            ㊞ 

又 は 名 称       

住 所       

連 絡 先       

 

 

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令

第２条の規定に 基づき、下記の積載方法について承認して戴き

たく申請いたします。 
 

記 

 

備考 申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署

名することができる。 
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放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時におけ

る措置に関する規則 
（昭和五十六年五月十八日運輸省令第二十二号） 

最終改正：平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十七号）第三十三条第一項及び第三項並びに第四十二

条第一項の規定に基づき、放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危

険時における措置に関する規則を次のように定める。 
 
（応急の措置） 
第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭

和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。）第三十三条第

一項の規定に基づき、許可届出使用者（表示付認証機器使用者を含

む。）、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれ

らの者から運搬を委託された者（以下「許可届出使用者等」という。）

は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物

（以下「放射性同位元素等」という。）の運搬（以下「事業所外運

搬」という。）中、その所持する放射性同位元素等に関し、地震、

火災その他の災害が起こったことにより、放射線障害のおそれがあ

る場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各

号に定める措置（法第十八条第一項に規定する運搬にあっては、第

四号に掲げる措置を除く。）を講じなければならない。 
一 放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは

無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは

航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災

が起こったときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ち

に、その旨を消防署若しくは消防法（昭和二十三年法律第百八十

六号）第二十四条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄

りの海上保安庁の事務所に通報すること。 
二 放射線障害の発生を防止するために必要があるときは、付近に

いる者に避難するよう警告すること。 
三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるとき

は、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ず

ること。 
四 放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染

の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 
五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に

応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、

標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者

以外の者が立ち入ることを禁止すること。 
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。 

２ 許可届出使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、

遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間

を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる

限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭

和三十五年総理府令第五十六号）第一条第八号に規定する放射線業

務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思の

ない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た女子が前項各号に掲

げる作業を行う場合における線量限度は、同令第二十九条第二項に

基づき原子力規制委員会の定める線量とする。 
（届出） 
第二条 許可届出使用者等は、前条第一項に規定する事態が生じた場

合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なけれ

ばならない。 
一 前条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因 
二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況 
三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容 

（報告徴収） 
第三条 前条に規定するもののほか、国土交通大臣は、法第三十三条

第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者

（表示付認証機器届出使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸

業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者

に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせる

ことができる。 
 
 
 
 
 

附 則（平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号） 
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九

月十九日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 
一 第四条（放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正

規定に限る。）、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力

規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平

成二十五年四月一日） 
二 第五条（核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置

に関する規則第一項の改正規定に限る。）、第八条、第十条（核

燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。）及び

第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に

掲げる規定の施行の日 
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う

職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 
（昭和五十六年五月十八日運輸省令第二十三号） 

最終改正：平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十七号）を実施するため、放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立

入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

を次のように定める。 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十七号）第四十三条の二第一項の規定により立入検査

を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。 
 
附 則（平成二十四年九月十四日国土交通省令第七十五号） 抄 

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九

月十九日）から施行する。 
 
 
 
 

 
 

（表） 
 

番号 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す 
る法律第 43 条の 2 第 1 項の規定により立入検査 
を行う職員の身分証明書 
 

官 職 
氏 名 

年 月 日 生 
年 月 日 発 行 
年 月 日 限り有効 
 
国土交通大臣 印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（裏） 

 
 

 

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放

射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
抜
粋 

（
立
入
検
査
） 

第
四
十
三
条
の
二 

原
子
力
規
制
委
員

会
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
公

安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
国
土
交
通

大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十

三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都

道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第

十
八
条
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必

要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
原
子
力
規

制
委
員
会
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査

官
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て

は
警
察
職
員
）
に
、
許
可
届
出
使
用
者

（
表
示
付
認
証
機
器
届
出
使
用
者
を

含
む
。
）
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸

業
者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業
者
又
は

こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ

た
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は

事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
検
査
さ

せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査

の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、

放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性

汚
染
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去

の
ほ
か
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職

員
に
、
船
舶
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、

関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た

め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射

性
同
位
元
素
そ
の
他
の
必
要
な
試
料

を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

十
一 

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同

項
に
規
定
す
る
運
搬
を
委
託
さ
れ
た

者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に

よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者 

第
五
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。 

十
五 

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同

項
に
規
定
す
る
運
搬
を
委
託
さ
れ
た

者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若

し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て

陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳

述
を
し
た
者 

      

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル

  

写 
 

真 
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放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 
（昭和五十六年五月十六日総理府令第三十号） 

最終改正：平成二十五年四月一日内閣府令第二十一号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十

二年法律第百六十七号）第十八条の二第五項、第六項及び第八項並び

に第四十二条第一項並びに放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律施行令（昭和三十五年政令第二百五十九号）第十七条

の二において準用する同令第十七条の規定に基づき、並びに同法を実

施するため、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令を次

のように定める。 
 
（届出を要する放射性同位元素等） 
第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施

行令（昭和三十五年政令第二百五十九号。以下この条において「令」

という。）第十七条において準用する令第十六条の内閣府令で定め

る放射性同位元素又は放射性汚染物（以下「放射性同位元素等」と

いう。）は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の三第一

項第三号に規定する放射性同位元素等とする。 
（届出の手続） 
第二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭

和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。）第十八条第五

項の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者

は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄

する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出し

なければならない。 
２ 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる

場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会

（以下「出発地公安委員会」という。）以外の公安委員会に対する

同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければな

らない。 
３ 第一項の届出書の提出（届出書の記載事項の変更によるものを除

く。）は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域においてのみ

行われる場合にあっては運搬開始の日の一週間前までに、その他の

場合にあっては運搬開始の日の二週間前までにしなければならな

い。 
４ 第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通の

うち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者

に交付するものとする。 
（指示） 
第三条 法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 
一 放射性同位元素等を積載した車両（道路交通法（昭和三十五年

法律第百五号）第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下

この項において同じ。）の速度 
二 伴走車の配置 
三 放射性同位元素等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に

同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互

間の距離 
四 駐車（道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。

以下この号において同じ。）場所及び駐車時の措置 
五 放射性同位元素等の積卸し又は一時保管をする場所 
六 見張人の配置その他放射性同位元素等への関係者以外の者の

接近を防止するための措置 
七 放射性同位元素等の車両への積載方法 
八 警察機関への連絡 
九 前条第四項の規定により交付された届出書及び次項の規定に

より交付された指示書の携帯 
十 放射性同位元素等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の

同行 
十一 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、放射性同位

元素等の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項 
２ 法第十八条第六項の規定による指示は、前条第一項の届出を受理

した公安委員会が別記様式第二の指示書を当該届出をした者に交

付して行うものとする。 
（運搬に関する検査） 
第四条 法第十八条第八項の規定により警察官が検査を行うときは、

道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、

かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保について細心の注意を払

わなければならない。 

（報告徴収） 
第五条 法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条

第五項に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出

賃貸業者若しくは許可廃棄業者（法第二十八条第七項の規定により

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者と

みなされる者を含む。）又はこれらの者から運搬を委託された者に

対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外におけ

る運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生する

おそれがある事故の状況とする。 
 
附 則（平成二十五年四月一日内閣府令第二十一号） 
（施行期日） 
１ この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 
（経過措置） 
２ この府令による改正前の放射性同位元素等の運搬の届出等に関

する内閣府令別記様式第一の様式による届出書については、改正後

の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第

一の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができ

る。 
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別記様式第一（第 2 条関係） 
※整理番号  
※受理年月日  

放射性同位元素等運搬届出書 
年  月  日 

公安委員会 殿 
許可届出使用者等の区分（注 1） 
住所 
氏名（法人にあっては、その名称及

び代表者の氏名）    印 
連絡担当者   電話番号 

運 搬 日 時 
年   月   日   時 から

年   月   日   時 まで

出    発    地（注 2）  
到    着    地（注 2）  

輸送物 
種 類 及 び 個 数  
放射性同位元素等の

名称、数量及び重量 
 

委託者又は受託者の指名（法

人にあっては、その名称）及

び住所      （注 3） 

 

運 搬 同 行 責 任 者 氏 名  
知識及び経験を有する者を同

行する場合は、その氏名 
 

運  搬  経  路 （注 4）  
駐車、積卸し及び一時保管の 
予定場所並びにその予定時刻 

 

放射性同位元素等積載車両及び

運転者 

自動車登

録 番 号
最大積載

重  量 
積載重量及び

輸送物個数

運転者

氏  名 
    

積  載  方  法 （注5）  
確 認 等 の 有 無（注６） 原子力規制委員会  

国土交通大臣  

携行資器材の名称及び個数  
運  搬  要  領 （注7）  
警 察 機 関 へ の 連 絡 要 領  
応 急 措 置 要 領  
そ    の    他 （注8）  
 
注 1 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄

業者（これらの者とみなされる者を含む。以下同じ。）、又はこれら

の者から運搬を委託された者の別を記載すること。 
2 工場又は事業所の名称も併記すること。 
3 届出者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可

廃棄業者であり、かつ、自ら運搬する場合は、記載しないこと。 
4 路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び車両、船舶、鉄道等

の運搬手段の別を記載すること。 
5 輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付

すること。 
6 法第 18 条の第 2 項の国土交通大臣若しくは登録運搬方法確認機

関又は原子力規制委員会若しくは登録運搬物確認機関の確認の有無、

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第

十八条の五第七号ただし書又は第八号ただし書に規定する承認

（BM 型輸送物、BU 型輸送物、IP－1 型輸送物、IP－2 型輸送物及

び IP-3 型輸送物に係わるものに限る。）の有無及び同規則第十八条

の十二又は放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令

第三十三号）第十八条第一項若しくは第二項の特別措置の承認の有

無について記載すること。 
7 車両の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見張

人の配置等安全確保のための措置について記載し、車列の編成及び

車間距離を記載した図面を添付すること。 
8 届出書の記載事項の変更による届出の場合に、変更の事由を記載

すること。 
備考 1 ※印欄には、記載しないこと。 

 2 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名を

することができる。 
 3 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

別記様式第二（第 3 条関係） 
 

放射性同位元素等運搬指示書 
 

第    号 
年 月 日 

       殿 
公安委員会 印 

 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第 18 条第 6

項の規定により、別記 1 の放射性同位元素等の運搬について、別記 2 の

とおり指示する。 
 
別記 1 
整 理 番 号  
届 出 年 月 日  

運搬予定年月日  

別記 2 
指 示 事 項  
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運搬の届出等事務手続に対する考え方（警察庁関係） 

316 

 

 

○運搬の届出等事務手続に対する考え方 

事務手続等 提出先等 

１．新規申請先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

当該公安委員会 

出発地公安委員会 

２．申請期間について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

運搬開始日の１週間前まで 

運搬開始日の２週間前まで 

３．記載事項の変更について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

 

当該公安委員会 

出発地公安委員会を通じてそれぞれの公安委員会に対して行

う。 

４．再交付申請先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

規定なし。 

５．届出書の返納届出先について 

○運搬が一公安委員会のみの場合 

○運搬が二以上の公安委員会にまたがるとき 

返納の規定なし。 

６．手数料について 手数料なし。 

７．運搬証明書の返納方法について 返納の規定なし。 

８．運搬証明書並びに運搬届出書の交付方法について 指示のある場合は、運搬に関し内容の分かる者に交付される。

指示がない場合は、郵送の交付も可能。 

９．緊急やむを得ない事情による運搬日時等の変更手続きにつ

いて 

○執務時間内 

 

 

 

○執務時間外 

 

 

口頭で連絡し、その後、速やかに届出書２通を提出する。 

この場合、出発地公安委員会から、受領した２通のうち１通の

運搬届出書が交付される。 

 

口頭で連絡し、その後、速やかに書面（「緊急用変更報告書」

～例）を提出する。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
【編注】：(1) 本ページは、編者により情報を更新し作成したものです。 
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放射性同位元素等の海上輸送関係法令 
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Ｂ 海上輸送関係法令 

図 放射性同位元素等の船舶運送関係法令と体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○船舶安全法（抄） 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 

 

○危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄） 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 

 

○船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定め

る告示 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 

 

○船舶による危険物の運送基準等を定める告示 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 

 

○国土交通省海事局長通達 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 

 

○海上保安庁行政指導文書 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 
 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律（抄） 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行規則（抄） 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 
 

○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時にお

ける措置に関する規則 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を

行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定め

る省令 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 

○港則法（抄） 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 

 

○港則法施行規則（抄） 
（省略） 核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。 
 
 
 
 
 

（第 106 条：運送の届出等） 

放射性同位元素等の船舶運送 

危険物船舶運送及び 

貯蔵規則（国土交通省令） 

船舶安全法 

（国土交通省所管） 

放射線障害防止法 
（原子力規制委員会、 

国土交通省所管）

港則法 

（国土交通省所管） 

港則法施行規則 

（国土交通省令） 

RI 外運搬危険時規則 

（国土交通省令） 

放射性物質等 
船舶運送告示 

船舶危険物 
運送基準告示 

海事局長通達 

（旧海上技術安全局長）

海上保安庁 
行政指導文書 

（第 33 条：
危険時の措置）

放射線障害防止法施行 

規則（委員会規則） 

（第 29 条：危険時の措置）
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放射性同位元素等の航空輸送関係法令 
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Ｃ 航空輸送関係法令 

 
図 放射性同位元素等の航空輸送関係法令と体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
○航空法（抄） 

（省略） 核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。 
 

○航空法施行規則（抄） 
（省略） 核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。 

 

○航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示 
（省略） 核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。 

 

○国土交通省航空局長通達 
（省略） 核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。 

 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律（抄） 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行規則（抄） 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 

○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時にお

ける措置に関する規則 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 
 
 
 

 
 
 
 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を

行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定め

る省令 
（省略） 陸上輸送の場合に同じ。 

 

放射性同位元素等の航空機輸送 

航空法 

（国土交通省所管） 

放射性物質等 

航空輸送告示 

航空法施行規則 

（国土交通省令） 

RI 外運搬危険時規則 

（国土交通省令） 

放射線障害防止法施行 

規則（委員会規則） 

航空局長通達 

（第 33 条：危険時の措置） 

（第 29 条：危険時の措置）

放射線障害防止法 

（原子力規制委員会、 

国土交通省所管） 

318



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 放射性医薬品の運搬関係法令 
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Ⅲ 放射性医薬品の運搬関係法令 
 

図 放射性医薬品の運搬に関する基本体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 放射性医薬品の輸送に関する規制法令 

      （ 府 省 令 ）                （ 告 示 ） 
 

放射性医薬品の運搬 

製造所等の内 

製造所等の外 

陸上輸送 簡易運搬（輸送物、輸送方法） 

車両運搬（輸送物、輸送方法） 

厚生労働省医薬食品局 

船舶輸送（輸送物、輸送方法） 

航空輸送（輸送物、輸送方法） 

国土交通省海事局 

国土交通省航空局 

同  上 

同  上 

製造所内運搬 － 厚生労働省 
製造所外運搬 － 厚生労働省、国土交通省 

【編注】危険時処置については が担当している。

医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関

する法律 
（昭和 35 年法律第 145 号） 

放射性医薬品の製造及び取扱規則 
（昭和 36 年厚生省令第 4 号） 

放射性物質等の運搬に関する基準 
（平成17年厚生労働省告示第491号）

放射性物質の数量等に関する基準 
（平成 12 年厚生省告示第 399 号） 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和 36 年厚生省令第 1 号） 

船舶安全法 
（昭和 8 年法律第 11 号） 

航空法 
（昭和 27 年法律第 231 号） 

危険物船舶運送及び貯蔵規則 
（昭和 32 年運輸省令第 30 号） 

船舶による放射性物質等の運送基準

の細目等を定める告示 
（昭和 52 年運輸省告示第 585 号）

船舶による危険物の運送基準等を定

める告示 
（昭和 54 年運輸省告示第 549 号）

航空機による放射性物質等の輸送基

準を定める告示 
（平成 13 年運輸省告示第 1094 号）

航空法施行規則 
（昭和 27 年運輸省令第 56 号） 
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（抄） 
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（抄） 

（昭和三十五年八月十日法律第百四十五号） 

最終改正：平成二十六年十一月二十七日法律第百二十二号 
 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び

再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）の品質、有効性及び

安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生

及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の

規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医

薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必

要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的

とする。 
（定義） 
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 

一 日本薬局方に収められている物 
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが

目的とされている物であって、機械器具等（機械器具、歯科材

料、医療用品、衛生用品並びにプログラム（電子計算機に対す

る指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ

されたものをいう。以下同じ。）及びこれを記録した記録媒体を

いう。以下同じ。）でないもの（医薬部外品及び再生医療等製品

を除く。） 
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的

とされている物であって、機械器具等でないもの（医薬部外品、

化粧品及び再生医療等製品を除く。） 
２ この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に

対する作用が緩和なものをいう。 
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物（これ

らの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定す

る目的のために使用される物を除く。）であって機械器具等でな

いもの 
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 
ロ あせも、ただれ等の防止 
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその

他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物（こ

の使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する

目的のために使用される物を除く。）であって機械器具等でない

もの 
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物

（前二号に掲げる物を除く。）のうち、厚生労働大臣が指定する

もの 
３ この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅

力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保

つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用

されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和な

ものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号

又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされ

ている物及び医薬部外品を除く。 
４ この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、

治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体

の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械

器具等（再生医療等製品を除く。）であって、政令で定めるものを

いう。 
５ この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であって、副

作用又は機能の障害が生じた場合（適正な使用目的に従い適正に

使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。）において

人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからそ

の適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛

生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 
６ この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医

療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合において人

の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な

管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会

の意見を聴いて指定するものをいう。 
７ この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理

医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じ

た場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほ

とんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の

意見を聴いて指定するものをいう。 
８ この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、

保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とす

ることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又

は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働

大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 
９ この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物（医薬部外

品及び化粧品を除く。）であって、政令で定めるものをいう。 
一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされて

いる物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施した

もの 
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成 
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防 

二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされてい

る物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発

現する遺伝子を含有させたもの 
１０ この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物（植物を

除く。）に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、

医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意

を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意

見を聴いて指定するものをいう。 
１１ この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、

販売し、貸与し、又は授与した後において当該生物由来製品によ

る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ず

ることが必要なものであって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審

議会の意見を聴いて指定するものをいう。 
１２ この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調

剤の業務を行う場所（その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場

合には、その販売業に必要な場所を含む。）をいう。ただし、病院

若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。 
１３ この法律で「製造販売」とは、その製造（他に委託して製造

をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。

以下「製造等」という。）をし、又は輸入をした医薬品（原薬たる

医薬品を除く。）、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医

療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医

療機器プログラム（医療機器のうちプログラムであるものをいう。

以下同じ。）を電気通信回線を通じて提供することをいう。 
１４ この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使

用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身

体に直接使用されることのないものをいう。 
１５ この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑

制又は幻覚の作用（当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下

「精神毒性」という。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に

使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物

（大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）に規定する大麻、

覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）に規定する

覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）

に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法（昭和二十九年法律

第七十一号）に規定するあへん及びけしがらを除く。）として、厚

生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

をいう。 
１６ この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一

項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」と

は、同項の規定による指定を受けた医療機器を、「希少疾病用再生

医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製

品をいう。 
１７ この法律で「治験」とは、第十四条第三項（同条第九項及び

第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）、第二十三条
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の二の五第三項（同条第十一項及び第二十三条の二の十七第五項

において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二十五第三項

（同条第九項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場

合を含む。）の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成

績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。 
１８ この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。 
 
第三章 薬局 
（薬局開設者の遵守事項） 
第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他

薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることがで

きる。 
一、二 （略） 

２ 薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定により

その薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定による

薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。 
 
第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業 
（医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の遵守事項等） 
第十八条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品、医薬部外品

又は化粧品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理

の実施方法、医薬品等総括製造販売責任者の義務の遂行のための

配慮事項その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者が

その業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。 
２ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医薬品の試

験検査の実施方法、医薬品製造管理者の義務の遂行のための配慮

事項その他医薬品の製造業者又は医薬品等外国製造業者がその業

務に関し遵守すべき事項を定めることができる。 
３ 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、製造販売後

安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、

厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に

行う能力のある者に委託することができる。 
 

第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等 

第一節 医薬品の販売業 

（店舗販売品目） 

第二十七条 店舗販売業者は、薬局医薬品（第四条第五項第二号に

規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。）を販売し、授与し、又は

販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 

 

第十三章 監督 

（立入検査等） 
第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外

品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若

しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第三項、第二十

三条の二の十五第三項、第二十三条の三十五第三項、第六十八条

の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二

第六項の委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた

者（以下この項において「製造販売業者等」という。）が、第十

二条の二、第十三条第四項（同条第七項において準用する場合を

含む。）、第十四条第二項、第九項若しくは第十項、第十四条の

三第二項、第十四条の九、第十七条、第十八条第一項若しくは第

二項、第十九条、第二十三条、第二十三条の二の二、第二十三条

の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項、第十一項若しくは

第十二項、第二十三条の二の八第二項、第二十三条の二の十二、

第二十三条の二の十四（第四十条の三において準用する場合を含

む。）、第二十三条の二の十五第一項若しくは第二項（第四十条

の三において準用する場合を含む。）、第二十三条の二の十六（第

四十条の三において準用する場合を含む。）、第二十三条の二の

二十二（第四十条の三において準用する場合を含む。）、第二十

三条の二十一、第二十三条の二十二第四項（同条第七項において

準用する場合を含む。）、第二十三条の二十五第二項、第九項若

しくは第十項、第二十三条の二十八第二項、第二十三条の三十四、

第二十三条の三十五第一項若しくは第二項、第二十三条の三十六、

第二十三条の四十二、第四十条の二第四項（同条第六項において

準用する場合を含む。）、第四十条の四、第四十六条第一項若し

くは第四項、第五十八条、第六十八条の二第一項若しくは第二項、

第六十八条の五第一項若しくは第四項から第六項まで、第六十八

条の七第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の九、

第六十八条の十第一項、第六十八条の十一、第六十八条の十四第

一項、第六十八条の十六、第六十八条の二十二第一項若しくは第

六項から第八項まで、第六十八条の二十四第一項、第八十条第一

項から第三項まで若しくは第七項、第八十条の八若しくは第八十

条の九第一項の規定又は第七十一条、第七十二条第一項から第三

項まで、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項若しく

は第七十五条の二第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを

確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等

に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、

又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬

品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業

務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問さ

せることができる。 
２～７ （略） 

（改善命令等） 

第七十二条の四 前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品

の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につい

て、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九

条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若

しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者

にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があった

場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため

に必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修

理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その業務

の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 

２ （略） 

 

第十七章 罰則 

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

十 第二十七条の規定に違反した者 

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

十九 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反

した者 

２ この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のた

めに使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に

漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

罰金に処する。 

十三 第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八

第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第

六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項

の規定による立入検査（第六十九条の二第一項及び第二項の規

定により機構が行うものを含む。）若しくは第六十九条第四項若

しくは第七十六条の八第一項の規定による収去（第六十九条の

二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。）を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第四項

まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問（第六十

九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含

む。）に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答

弁をした者 

 
附 則（平成二十六年十一月二十七日法律第百二十二号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日か

ら施行する。 
 
未施行法令 平成二十六年六月十三日法律第六十九号：行政不服審

査法の施行の日（平成二十六年六月十三日から起案して二年を超

えない範囲内）から施行。（本書掲載条項外） 
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放射性医薬品の製造及び取扱規則（抄） 

（昭和三十六年二月一日厚生省令第四号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日厚生労働省令第百四十三号 
 

薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十六条の規定に基づ

き、放射性医薬品製造規則を次のように定める。 
 

（定義） 
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 放射性医薬品 放射線（原子力基本法（昭和三十年法律第百

八十六号）第三条第五号に規定する放射線をいう。以下同じ。）

を放出する医薬品であって、別表第一に掲げるもの 
二 放射性物質 放射線を放出する同位元素及びその化合物並び

にこれらの含有物 
三 管理区域 外部放射線の線量が厚生労働大臣が定める線量を

超え、空気中の放射性物質の濃度が厚生労働大臣が定める濃度

を超え、又は放射性物質によって汚染される物の表面の放射性

物質の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えるおそれのある

場所 
四 放射線作業者 放射性物質又は放射性物質によって汚染され

た物（以下「放射性物質等」という。）の取扱い、管理又はこれ

に附随する業務に従事する者であって、管理区域に常時立ち入

るもの 
五～八 (略)  

（製造業者の遵守すべき事項） 
第二条 製造業者は、作業を行うに当たって、次の各号に掲げる事

項を厳守しなければならない。 
６ 製造業者は、製造所において放射性物質等の運搬を行うに当た

って、次の各号（管理区域内において行う運搬については第四号

及び第五号）に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、

放射性物質等を作業所等の中において運搬する場合その他放射性

物質等を運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害の発生す

るおそれがない場合、又は次項第一号に掲げるところに従って放

射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合はこの限りでな

く、また、第二号又は第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ず

ることが著しく困難なときは、放射性物質等を封入した容器（第

一号ただし書の規定により放射性物質によって汚染された物を容

器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該放射性物質によ

って汚染された物。以下この項において「運搬物」という。）の表

面における線量率が一センチメートル線量当量率について十ミリ

シーベルト毎時を超えない限りにおいて、厚生労働大臣の承認を

受けた措置を講ずることをもって第二号又は第三号に掲げる措置

に代えることができる。 
一 運搬は、容器に封入して行うこと。ただし、放射性物質によ

って汚染された物（当該物に含まれる放射性物質の濃度が厚生

労働大臣が定める濃度を超えないものに限る。）であって次に

掲げる放射線障害の防止のための措置を講じたものを運搬する

場合、又は放射性物質によって汚染された物であって容器に封

入して運搬することが著しく困難なものを厚生労働大臣の承認

を受けた放射線障害の防止のための措置を講じて運搬する場合

は、この限りでない。 

イ 通常の運搬状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏え

いしないようにすること。 

ロ 雨水等が容易に浸透しないようにすること。 

ハ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるよう

にすること。 

二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 
ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 
ハ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 
三 運搬物及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性物

質を運搬する機械又は器具（以下この項において「車両等」と

いう。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量率

が厚生労働大臣が定める線量率を超えないようにし、かつ、運

搬物の表面の放射性物質の密度が表面密度限度の十分の一を超

えないようにすること。 
四 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、

転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。 

五 運搬物は、同一の車両等に厚生労働大臣が定める危険物と混

載しないこと。 

六 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置そ

の他の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用

される車両以外の車両の立入りを制限すること。 

七 車両により運搬物を運搬する場合には、当該車両を徐行させ

ること。 

八 放射性物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者

を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせるこ

と。 

九 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替

えを要せずに運搬するために作られた車両等であって、反復使

用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び

取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するも

のをいう。）に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ）

及びこれを運搬する車両等の適当な箇所に厚生労働大臣が定め

る標識を取り付けること。 

７ 製造業者は、製造所の外において放射性物質等（危険物船舶運

送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）第二条第一号

トに該当しないもの（厚生労働大臣が定めるものを除く。）を除

く。以下この項において同じ。）の運搬（船舶又は航空機による

ものを除く。）を行うに当たって、次の各号に掲げる事項を厳守

しなければならない。 

一 次に掲げるところに従うこと。 

イ 厚生労働大臣が定める放射性物質等にあっては、次の（１）

から（３）までに掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞ

れ次の（１）、（２）若しくは（３）に掲げる種類の放射性

輸送物（放射性物質等が容器に収納され、又は包装されてい

るものをいう。以下同じ。）とし、又は厚生労働大臣が定め

るところにより厚生労働大臣の承認を受けて次の（１）から

（３）までに掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とする

こと。この場合において、（１）又は（２）に掲げる放射性

物質等のうち、（３）に掲げる放射性物質等に該当するもの

については、（１）又は（２）に掲げる放射性輸送物に代え

て（３）に掲げる放射性輸送物とすることができる。 

（１）危険性が極めて少ない放射性物質等として厚生労働大

臣が定めるもの Ｌ型輸送物 

（２）厚生労働大臣が定める量を超えない量の放射能を有す

る放射性物質等（（１）に掲げるものを除く。） Ａ型

輸送物 

（３）低比放射性物質（放射能濃度が低い放射性物質等であ

って、危険性が少ないものとして厚生労働大臣が定める

ものをいう。）又は表面汚染物（放射性物質以外の固体

であって、表面が放射性物質等によって汚染されたもの

のうち、厚生労働大臣が定めるものをいう。）ＩＰ－１

型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又はＩＰ－３型輸送物 

ロ 厚生労働大臣が定める放射性輸送物に関する技術上の基準

その他の厚生労働大臣が定める基準に従うこと。 

二 運搬の年月日、方法、荷受人又は荷送人及び運搬を行う者に

関する事項を記録し、これを五年間保存すること。 

三 運搬を第三者に委託する場合にあっては、委託を受ける者に

対し、前二号の事項を遵守させること。また、このために必要

な事項を取り決め、書面として保存すること。 

（予防規定） 

第六条 製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、

次の事項について、放射性物質による障害予防規定を定めなけれ

ばならない。 
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一 作業所等において作業に従事する者に関する職務及び組織に

関すること。 

二 障害防止主任者その他の放射性物質等の取扱いの安全管理に

従事する者に関する職務及び組織に関すること。 

三 薬局等構造設備規則第九条第一項に規定する構造設備（放射

性体外診断用医薬品にあっては、製造管理等基準省令第八十条

第一項に規定する業務運営基盤）の維持及び管理に関すること。 

四 放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵、

廃棄及び運搬に関すること。 

五 第五条の規定による測定及び記録に関すること。 

六 作業所等に立ち入る者の放射性物質による障害の発生を防止

するために必要な教育及び訓練に関すること。 

七 放射性物質による障害が発生しているかどうかを発見するた

めに必要な措置に関すること。 

八 放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者

に対する保健上必要な措置に関すること。 

九 第十一条に規定する作業記録及び保存に関すること。 

十 危険時の措置に関すること。 

十一 その他放射線障害の防止に関し、必要な事項 

（危険時の措置） 

第十条 製造業者は、地震、火災その他の災害により、放射性物質

による障害が発生した場合又は放射性物質による障害が発生する

おそれがある場合は、次の措置を講じなければならない。 

一 放射性物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応

じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲になわ張り、標

識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の

者の立入りを禁止すること。 

二 放射性物質による障害の発生を防止するため必要がある場合

には、作業所等の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよ

う警告すること。 

三 放射性物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、その

ひろがりの防止及び除去を行なうこと。 

四 放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者

がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置

を講ずること。 

五 その他放射性物質による障害の防止に必要な措置を講ずるこ

と。 

２ 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、しゃへい具、かん

子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くする

こと等により、緊急作業に従事する者の被ばくする線量をできる

限り少なくしなければならない。この場合において、放射線作業

者（女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び

妊娠する意思がない旨を製造業者等に書面で申し出た者に限る。）

にあっては、第二条第一項第五号の規定にかかわらず、厚生労働

大臣が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。 

３ 製造業者は、第一項の事態が生じた場合においては、遅滞なく、

次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

一 第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因 

二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況 

三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容 

（報告） 

第十三条 製造業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を

直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に厚生労働大

臣に報告しなければならない。 

一 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

二、三 （略） 

四 放射性物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 

五、六 （略） 

七 放射性物質等の製造、廃棄その他の取扱いにおける計画外の

被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放

射線作業者にあっては五ミリシーベルト、放射線作業者以外の

者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれ

があるとき。 
八 放射線作業者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、

又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。 
九 放射性物質等の運搬に関し人の障害（放射線障害以外の障害

であって軽微なものを除く。）が発生し、又は発生するおそれ

があるとき。 

２ （略） 

３ 前二項に規定する場合のほか、製造業者は厚生労働大臣が次に

掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項

を当該期間内に厚生労働大臣に報告しなければならない。 

一 放射線管理の状況 

二 放射性物質の在庫及びその増減の状況 

三 製造所外の物質の廃棄又は運搬の状況 

（適用除外） 

第十四条 製造所において取り扱う放射性物質が厚生労働大臣が定

める数量又は濃度以下である場合にあっては、第二条第一項第三

号から第十二号まで、第四項第四号、第五項及び第六項、第四条

から第十条まで、第十二条並びに第十三条の規定は、適用しない。 

（準用） 

第十五条 薬局開設者については、第一条第七号及び第八号、第二

条、第三条第一項、第四条から第十四条まで（第十一条第一項第

二号、第四号、第八号及び第九号を除く。）を準用する。この場

合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

第一条第七号及び第

八号 

放射性医薬品の作業

所 
放射性医薬品を取り

扱う薬局内の放射性

物質を取り扱う場所 

第二条第一項第三号

及び第三項、第五条

第一項第三号及び第

二項第二号イ 

作業所 薬局内の放射性物質

を取り扱う場所 

第二条第一項第三号

及び第四項第一号、

第五条第一項第三号 

貯蔵設備 貯蔵室 

第二条第一項第三号

及び第六項、第六条

第一号及び第六号、

第八条、第十条第一

項第二号 

作業所等 薬局内の放射性物質

を取り扱う場所等 

第二条第一項第六号、第

五条第一項第三号及び

第二項第一号ヘ 

作業室 調剤室 

第二条第一項第六号

から第十一号まで 

作業室等 調剤室等 

第二条第二項、第十

一条第一項、第十三

条第二項 

製造 調剤又は販売 

第二条第二項 必ず試験検査 必要に応じて試験検

査又は確認 

第二条第三項第一号

及び第三号、第六条

第四号 

製造及び試験検査 調剤及び試験検査 

第二条第三項第一号 それぞれ作業室及び

試験検査室 
調剤室 

第二条第三項第二号 製造又は試験検査 調剤又は試験検査 

第二条第四項第二号 第九条第一項第三号

（体外診断用医薬品

たる放射性医薬品

（以下「放射性体外

診断用医薬品」とい

う。）にあっては、医

療機器及び体外診断

用医薬品の製造管理

及び品質管理の基準

に関する省令（平成

十六年厚生労働省令

第百六十九号。以下

「製造管理等基準省

令」という。）第八十

条第一項第三号）に

規定する貯蔵設備 

第一条第二項に規定

する貯蔵室 
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第二条第六項 、厚生労働大臣の承

認 

、その薬局の所在地

の都道府県知事（そ

の所在地が地域保健

法（昭和二十二年法

律第百一号）第五条

第一項の政令で定め

る市（以下「保健所

を設置する市」とい

う。）又は特別区の区

域にある場合におい

ては、市長又は区長）

の承認 

ものを厚生労働大臣

の承認 

ものをその薬局の所

在地の都道府県知事

（その所在地が保健

所を設置する市又は

特別区の区域にある

場合においては、市

長又は区長）の承認 

第二条第七項第一号

イ 

厚生労働大臣の承認 その薬局の所在地の

都道府県知事（その

所在地が保健所を設

置する市又は特別区

の区域にある場合に

おいては、市長又は

区長）の承認 

第六条第三号 第九条第一項に規定

する構造設備（放射

性体外診断用医薬品

にあっては、製造管

理等基準省令第八十

条第一項に規定する

業務運営基盤） 

第一条第二項から第

五項までに規定する

構造設備 

第十条第三項、第十

三条 

厚生労働大臣 その薬局の所在地の

都道府県知事（その

所在地が保健所を設

置する市又は特別区

の区域にある場合に

おいては、市長又は

区長） 

第十一条第一項第三

号 

製造開始及び製造終

了年月日並びに製造

数量 

製剤の仕入年月日及

び仕入数量 

第十一条第一項第五

号 

試験検査 試験検査又は品質の

確認 

第十三条第一項第七

号 

製造 調剤、販売 

 

２ 製造販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条（第

二項及び第三項を除く。）、第三条第一項、第四条から第十四条

まで（第五条第一項第三号の表放射性物質による汚染の状況の項

ロ並びに第十一条第一項第二号、第四号、第五号及び第七号から

第九号までを除く。）を準用する。この場合において、次の表の

上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲

げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

 

第一条第七号及び第

八号 

放射性医薬品の作業

所 

放射性医薬品を取り

扱う事務所内の放射

性物質を取り扱う場

所 

第二条第一項第三

号、第五条第一項第

三号及び第二項第二

号イ 

作業所 事務所内の放射性物

質を取り扱う場所 

第二条第一項第三号

及び第四項第一号、

第五条第一項第三号 

貯蔵設備 貯蔵室 

第二条第一項第三号

及び第六項、第六条

第一号及び第六号、

第八条、第十条第一

項第二号 

作業所等 事務所内の放射性物

質を取り扱う場所等 

第二条第一項第六号 作業室、試験検査室 作業室 

第二条第四項第二号 第九条第一項第三号

（体外診断用医薬品

たる放射性医薬品

（以下「放射性体外

診断用医薬品」とい

う。）にあっては、医

療機器及び体外診断

用医薬品の製造管理

及び品質管理の基準

に関する省令（平成

十六年厚生労働省令

第百六十九号。以下

「製造管理等基準省

令」という。）第八十

条第一項第三号）に

規定する貯蔵設備 

第一条第二項に規定

する貯蔵室 

第二条第六項及び第

七項第一号イ 

厚生労働大臣の承認 その事務所の所在地

の都道府県知事の承

認 

第六条第三号 第九条第一項に規定

する構造設備（放射

性体外診断用医薬品

にあっては、製造管

理等基準省令第八十

条第一項に規定する

業務運営基盤） 

第一条第二項から第

四項までに規定する

構造設備 

第六条第四号 放射性医薬品の製造

及び試験検査並びに

放射性物質等の貯蔵 

放射性物質等の貯蔵 

第十条第三項、第十

三条 

厚生労働大臣 その事務所の所在地

の都道府県知事 

第十一条第一項、第

十三条第一項第七号

及び第二項 

製造 製造販売 

第十一条第一項第三

号 

製造開始及び製造終

了年月日並びに製造

数量 

製剤の受領年月日及

び受領数量 

 

３ 卸売販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条、

第三条第一項、第四条から第十四条まで（第十一条第一項第二号、

第四号、第八号及び第九号を除く。）を準用する。この場合にお

いて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

第一条第七号及び第

八号 

放射性医薬品の作業

所 

放射性医薬品を取り

扱う営業所内の放射

性物質を取り扱う場

所 

第二条第一項第三号

及び第三項、第五条

第一項第三号及び第

二項第二号イ 

作業所 営業所内の放射性物

質を取り扱う場所 

第二条第一項第三号

及び第四項第一号、

第五条第一項第三号 

貯蔵設備 貯蔵室 

第二条第一項第三号

及び第六項、第六条

第一号及び第六号、

第八条、第十条第一

項第二号 

作業所等 営業所内の放射性物

質を取り扱う場所等 

第二条第二項、第十

一条第一項、第十三

条第一項第七号及び

第二項 

製造 販売 

第二条第二項 必ず試験検査 必要に応じて試験検

査又は確認 

第二条第三項第一号

及び第三号、第六条

第四号 

製造及び試験検査 包装及び試験検査 

第二条第三項第二号 製造又は試験検査 試験検査 
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第二条第四項第二号 第九条第一項第三号

（体外診断用医薬品

たる放射性医薬品

（以下「放射性体外

診断用医薬品」とい

う。）にあっては、医

療機器及び体外診断

用医薬品の製造管理

及び品質管理の基準

に関する省令（平成

十六年厚生労働省令

第百六十九号。以下

「製造管理等基準省

令」という。）第八十

条第一項第三号）に

規定する貯蔵設備 

第一条第二項に規定

する貯蔵室 

第二条第六項及び第

七項第一号イ 

厚生労働大臣の承認 その営業所の所在地

の都道府県知事の承

認 

第六条第三号 第九条第一項に規定

する構造設備（放射

性体外診断用医薬品

にあっては、製造管

理等基準省令第八十

条第一項に規定する

業務運営基盤） 

第一条第二項から第

四項までに規定する

構造設備 

第十条第三項、第十

三条 

厚生労働大臣 その営業所の所在地

の都道府県知事 

第十一条第一項第三

号 

製造開始及び製造終

了年月日並びに製造

数量 

製剤の仕入年月日及

び仕入数量 

第十一条第一項第五

号 

試験検査 試験検査又は品質の

確認 

 

附 則（平成二十六年十二月二十六日厚生労働省令第百四十三号） 
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 

 
 
別表第一 （第 1 条関係） 

水素３（３Ｈ）、その化合物及びそれらの製剤 
炭素１１（１１Ｃ）、その化合物及びそれらの製剤 
炭素１４（１４Ｃ）、その化合物及びそれらの製剤 
窒素１３（１３Ｎ）、その化合物及びそれらの製剤 
酸素１５（１５Ｏ）、その化合物及びそれらの製剤 
フッ素１８（１８Ｆ）、その化合物及びそれらの製剤 
ナトリウム２２（２２Ｎａ）の化合物及びその製剤 
ナトリウム２４（２４Ｎａ）の化合物及びその製剤 
リン３２（３２Ｐ）の化合物及びその製剤 
イオウ３５（３５Ｓ）、その化合物及びそれらの製剤 
カリウム４２（４２Ｋ）の化合物及びその製剤 
カリウム４３（４３Ｋ）の化合物及びその製剤 
カルシウム４５（４５Ｃａ）の化合物及びその製剤 
カルシウム４７（４７Ｃａ）の化合物及びその製剤 
クロム５１（５１Ｃｒ）の化合物及びその製剤 
マンガン５２（５２Ｍｎ）の化合物及びその製剤 
鉄５２（５２Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
鉄５５（５５Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
鉄５９（５９Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
コバルト５７（５７Ｃｏ）の化合物及びその製剤 
コバルト５８（５８Ｃｏ）の化合物及びその製剤 
コバルト６０（６０Ｃｏ）の化合物及びその製剤 
銅６４（６４Ｃｕ）の化合物及びその製剤 
亜鉛６５（６５Ｚｎ）の化合物及びその製剤 
ガリウム６７（６７Ｇａ）の化合物及びその製剤 
ガリウム６８（６８Ｇａ）の化合物及びその製剤 
ガリウム７２（７２Ｇａ）の化合物及びその製剤 
ゲルマニウム６８（６８Ｇｅ）の化合物及びその製剤 
ヒ素７４（７４Ａｓ）の化合物及びその製剤 

ヒ素７６（７６Ａｓ）の化合物及びその製剤 
セレン７５（７５Ｓｅ）の化合物及びその製剤 
臭素８２（８２Ｂｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
クリプトン８１ｍ（８１ｍＫｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
クリプトン８５（８５Ｋｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
ルビジウム８１（８１Ｒｂ）、その化合物及びそれらの製剤 
ルビジウム８６（８６Ｒｂ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム８５（８５Ｓｒ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム８７ｍ（８７ｍＳｒ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム８９（８９Ｓｒ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム９０（９０Ｓｒ）の化合物及びその製剤 
イットリウム８７（８７Ｙ）の化合物及びその製剤 
イットリウム９０（９０Ｙ）の化合物及びその製剤 
モリブデン９９（９９Ｍｏ）の化合物及びその製剤 
テクネチウム９９ｍ（９９ｍＴｃ）の化合物及びその製剤 
銀１１１（１１１Ａｇ）、その化合物及びそれらの製剤 
インジウム１１１（１１１Ｉｎ）の化合物及びその製剤 
インジウム１１３ｍ（１１３ｍＩｎ）の化合物及びその製剤 
スズ１１３（１１３Ｓｎ）の化合物及びその製剤 
テルル１３２（１３２Ｔｅ）の化合物及びその製剤 
ヨウ素１２３（１２３Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
ヨウ素１２５（１２５Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
ヨウ素１３１（１３１Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
ヨウ素１３２（１３２Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
キセノン１３３（１３３Ｘｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
セシウム１３１（１３１Ｃｓ）の化合物及びその製剤 
ジスプロシウム１５７（１５７Ｄｙ）の化合物及びその製剤 
イッテルビウム１６９（１６９Ｙｂ）の化合物及びその製剤 
ルテチウム１７７（１７７Ｌｕ）の化合物及びその製剤 
タンタル１８２（１８２Ｔａ）の化合物及びその製剤 
イリジウム１９２（１９２Ｉｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
金１９８（１９８Ａｕ）、その化合物及びそれらの製剤 
金１９９（１９９Ａｕ）、その化合物及びそれらの製剤 
水銀１９７（１９７Ｈｇ）の化合物及びその製剤 
水銀２０３（２０３Ｈｇ）の化合物及びその製剤 
タリウム２０１（２０１Ｔｌ）、その化合物及びそれらの製剤 
ラドン２２２（２２２Ｒｎ）、その化合物及びそれらの製剤 
ラジウム２２６（２２６Ｒａ）の化合物及びその製剤 
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放射性物質等の運搬に関する基準 

（平成十七年十一月二十四日厚生労働省告示第四百九十一号） 

 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日厚生労働省告示第五百号 

 

放射性医薬品の製造及び取扱規則（昭和三十六年厚生省令第四号）

第二条第六項第一号、第三号、第五号及び第九号並びに第二条第七

項第一号の規定に基づき、放射性物質等の運搬に関する基準を次の

ように定め、平成十七年十二月一日より適用する。 
 
第一章 総則 
（用語） 
第一条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 
一 車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、

自動車又は軽車両をいう。 
二 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せ

ずに運搬するために作られた車両その他の機械又は器具であっ

て、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による

積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置

を有するものをいう。 
三 放射性輸送物 放射性医薬品の製造及び取扱規則（昭和三十

六年厚生省令第四号。以下「規則」という。）第二条第七項第

一号イに規定する放射性輸送物をいう。 
四 専用積載 大型コンテナ（内容積が三・〇立方メートルを超

えるコンテナをいう。以下同じ。）又は車両が一の荷送人によ

って専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人

又は荷受人の指示によって行われる積載の方法をいう。 
五 タンク 気体、液体又は固体を収納する容器であって、運搬

のために用いられるものをいう。 
六 オーバーパック 荷送人によって放射性輸送物が箱又は袋等

（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬す

るために作られた器具であって、反復使用に耐える構造及び強

度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又

は車両に固定するための装置を有するものを除く。）に収納さ

れ又は包装されているものをいう。 
七 放射性輸送物等 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性

輸送物が収納されているコンテナをいう。 
 
第二章 製造所等における運搬 
（容器に封入することを要しない放射性物質によって汚染された物

の放射性物質の濃度） 
第二条 規則第二条第六項第一号の厚生労働大臣が定める濃度は、

一グラム当たり、別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射

性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ、別表第一から別表第六ま

での第二欄に掲げる数量（以下「A2 値」という。）の一万分の一

とする。 
（運搬物及び車両等に係る線量率） 
第三条 規則第二条第六項第三号の厚生労働大臣が定める線量率は、

一センチメートル線量当量率について次のとおりとする。 
一 運搬物（規則第二条第六項に規定する運搬物をいう。以下こ

の章において同じ。）の表面における線量率については、二ミリ

シーベルト毎時 
二 運搬物の表面から一メートル離れた位置における線量率につ

いては、百マイクロシーベルト毎時 
三 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の底面）における線量率については、二ミリシ

ーベルト毎時 
四 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートル離れた位置における線量率については、

百マイクロシーベルト毎時 
五 コンテナの表面における線量率については、二ミリシーベル

ト毎時 

六 コンテナの表面から一メートル離れた位置における線量率に

ついては、百マイクロシーベルト毎時 
（危険物） 
第四条 規則第二条第六項第五号の厚生労働大臣が定める危険物は、

次に掲げるものとする。 
一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一

項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 
二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規

定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。第十五条第二

項第二号において同じ。） 
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏八十五度以下のもの 
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積百分率で十パーセントを超えるもの 
五 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規

則（昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」と

いう。）第一条第三号に規定する核燃料輸送物（以下単に「核

燃料輸送物」という。） 
六 前各号に掲げるもののほか、放射性物質等の安全な運搬を損

なうおそれのあるもの 
（標識） 
第五条 規則第二条第六項第九号の厚生労働大臣が定める標識は、

様式第一によるものとする。 
 
第三章 製造所等の外における運搬 
第一節 放射性輸送物に関する基準 
（放射性輸送物として運搬しなければならない放射性物質等） 
第六条 規則第二条第七項第一号イ中(1)から(3)まで以外の部分の

厚生労働大臣が定める放射性物質等は、次に掲げる放射性物質等以

外のものとする。 
一 規則第二条第七項第一号イ(3)に規定する低比放射性物質（第

九条第一項第一号に掲げるものに限る。）であって、次に掲げ

る要件に適合するもの 
イ 通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又

は漏えいしないような措置が講じられていること。 
ロ 専用積載で運搬すること。 

二 規則第二条第七項第一号イ(3)に規定する表面汚染物（第九条

第二項第一号に掲げるものに限る。）であって、次に掲げる要

件に適合するもの 
イ 前号イに掲げる要件に適合すること。 
ロ 専用積載で運搬すること。ただし、表面の放射性物質の密

度が、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それ

ぞれ、同表の下欄に掲げる密度を超えないものは、この限り

でない。 

放射性物質の区分 密度 

アルファ線を放出する放射性

物質 
〇・四ベクレル毎平方セン

チメートル 

アルファ線を放出しない放射

性物質 
四ベクレル毎平方センチメ

ートル 

（Ｌ型輸送物として運搬できる放射性物質等） 
第七条 規則第二条第七項第一号イ(1)の厚生労働大臣が定める放射

性物質等は、次の各号のいずれかに該当する放射性物質等とする。 
一 放射性物質等であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質等

の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる量を超えない放

射能を有するもの 

放射性物質等の区分 放射能の量 

固体 A2値の千分の一 

液体 A2値の一万分の一 

気体 トリチウム 〇・八テラベクレル 

その他のもの A2値の千分の一 

二 放射性物質等が収納されたことのある空の容器の内表面に付

着している放射性物質等であって、次に掲げる要件に適合する

もの 
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イ 放射性物質の密度が輸送物表面密度限度（前条第二号ロの

表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ、同表

の下欄に掲げる非固定性汚染（通常の取扱いにおいて、人が

触れるおそれがある表面の汚染であって、はく離するおそれ

があるものをいう。以下同じ。）に係る放射性物質の密度を

いう。以下同じ。）の百倍を超えないこと。 
ロ 当該容器に収納されていること。 
ハ 容器は、き裂、破損等がないこと。 

（Ａ型輸送物として運搬できる放射性物質等の量の限度） 
第八条 規則第二条第七項第一号イ(2)の厚生労働大臣が定める量は、

A2値とする。 
（IP－1 型輸送物、IP－2 型輸送物又は IP－3 型輸送物として運搬で

きる放射性物質等） 
第九条 規則第二条第七項第一号イ(3)の厚生労働大臣が定める低比

放射性物質（以下単に「低比放射性物質」という。）は、次の各号

のいずれかに該当する放射性物質等であって、当該放射性物質等を

一箇所に集積した場合に、その表面から三メートル離れた位置にお

ける一センチメートル線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超え

ないものとする。 
一 次に掲げる要件に適合する放射性物質等（以下「LSA－Ⅰ」

という。） 
イ 放射能が当該放射性物質等の全体に分布していること。 
ロ 当該放射性物質等の全体について平均した放射能濃度（以

下「平均放射能濃度」という。）が、船舶による放射性物質

等の運送基準の細目等を定める告示（昭和五十二年運輸省告

示第五百八十五号）第一条の二第一項第一号に規定する免除

濃度の三十倍を超えないもの 
二 前号に掲げる放射性物質等以外の放射性物質等であって、次

に掲げる要件に適合するもの（以下「LSA－Ⅱ」という。） 
イ 放射能が当該放射性物質等の全体に分布していること。 
ロ 次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞ

れ、同表の下欄に掲げる要件に適合すること。 

放射性物質等の区分 要件 

固 
体 

可燃性のもの 放射能の量が A2 値の百倍を超え

ず、かつ、平均放射能濃度が一グ

ラム当たり A2 値の一万分の一を

超えないこと。 

可燃性でないもの 平均放射能濃度が一グラム当た

り A2 値の一万分の一を超えない

こと。 

液 
体 

トリチウム水 放射能の量が A2 値の百倍を超え

ず、かつ、平均放射能濃度が一立

方センチメートル当たり〇・八ギ

ガベクレルを超えないこと。 

トリチウム水以外

のもの 
放射能の量が A2 値の百倍を超え

ず、かつ、平均放射能濃度が一グ

ラム当たり A2 値の十万分の一を

超えないこと。 

気体 放射能の量が A2 値の百倍を超え

ず、かつ、平均放射能濃度が一グ

ラム当たり A2 値の一万分の一を

超えないこと。 

三 前二号に掲げる放射性物質等以外の固体状の放射性物質等で

あって、次に掲げる要件に適合するもの（以下「LSA－Ⅲ」と

いう。） 
イ 放射能が当該放射性物質等の全体に均一に分布しているこ

と。 
ロ 平均放射能濃度が一グラム当たりA2値の五百分の一を超え

ないこと。 
ハ 別記第一に定める浸漬試験を行った場合に、水中への放射

性物質の漏えい量が A2値の十分の一を超えないこと。 
ニ 可燃性のものにあっては、放射能の量が A2値の百倍を超え

ないこと。 

２ 規則第二条第七項第一号イ(3)の厚生労働大臣が定める表面汚染

物（以下単に「表面汚染物」という。）は、放射性物質等によっ

て表面が汚染された物（以下この項において「汚染物」という。）

であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、放射能の

量が A2値の百倍を超えず、かつ、当該汚染物を一箇所に集積した

場合に、その表面から三メートル離れた位置における一センチメ

ートル線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないものとする。 
一 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる密度を超えないもの（以下「SCO－Ⅰ」と

いう。） 

表面の汚染の区分 密度 

非固定

性汚染 
表面に付着している放射性物質等

（以下「汚染源」という。）がア

ルファ線を放出する低危険性の放

射性物質（アルファ線を放出する

物理的半減期が十日未満の放射性

物質をいう。以下同じ。）以外の

アルファ線を放出する放射性物質

である場合 

〇・四ベクレ

ル毎平方セン

チメートル 

汚染源がアルファ線を放出しない

放射性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質である

場合 

四ベクレル毎

平方センチメ

ートル 

その他

の汚染 
汚染源がアルファ線を放出する低

危険性の放射性物質以外のアルフ

ァ線を放出する放射性物質である

場合 

四キロベクレ

ル毎平方セン

チメートル 

汚染源がアルファ線を放出しない

放射性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質である

場合 

四十キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル

二 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる密度を超えないもの（前号に定めるものを

除く。以下「SCO－Ⅱ」という。）  

表面の汚染の区分 密度 

非固定

性汚染 
汚染源がアルファ線を放出する低

危険性の放射性物質以外のアルフ

ァ線を放出する放射性物質である

場合 

四十ベクレル

毎平方センチ

メートル 

汚染源がアルファ線を放出しない

放射性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質である

場合 

四百ベクレル

毎平方センチ

メートル 

その他

の汚染 
汚染源がアルファ線を放出する低

危険性の放射性物質以外のアルフ

ァ線を放出する放射性物質である

場合 

八十キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル

汚染源がアルファ線を放出しない

放射性物質及びアルファ線を放出

する低危険性の放射性物質である

場合 

八百キロベク

レル毎平方セ

ンチメートル

３ 低比放射性物質又は表面汚染物を IP－1 型輸送物、IP－2 型輸

送物又は IP－3 型輸送物とする場合においては、次の表の上欄に

掲げる低比放射性物質又は表面汚染物の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる放射性輸送物とする。 

低比放射性物質又は

表面汚染物の区分 
放射性輸送物 

専用積載で運搬す

る場合 
専用積載以外で運

搬する場合 

LSA－Ⅰ 固体 IP－1 型輸送物 IP－1 型輸送物 

液体又は

気体 
IP－1 型輸送物 IP－2 型輸送物 
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LSA－Ⅱ 固体 IP－2 型輸送物 IP－2 型輸送物 

液体又は

気体 
IP－2 型輸送物 IP－3 型輸送物 

LSA－Ⅲ IP－2 型輸送物 IP－3 型輸送物 

SCO－Ⅰ IP－1 型輸送物 IP－1 型輸送物 

SCO－Ⅱ IP－2 型輸送物 IP－2 型輸送物 

（放射性輸送物に関する技術上の基準） 
第十条 規則第二条第七項第一号ロの厚生労働大臣が定める放射性

輸送物に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる放射性輸送物

ごとに、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。 
一 Ｌ型輸送物 次のイからリまでに掲げる要件に適合すること。 

イ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 
ロ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 
ハ 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容

易であること。 
ニ 容器の材料相互の間及び材料と収納され又は包装される放

射性物質等との間で、危険な物理的作用又は化学反応の生じ

るおそれがないこと。 
ホ 容器の弁が誤って操作されないような措置が講じられてい

ること。 
へ 容器又は包装が開封されたときに見やすい位置（当該位置

に表示を有することが困難である場合は、輸送物の表面）に

「放射性」又は「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ」の表示がされて

いること。ただし、第七条第二号に規定する放射性物質等を

運搬する場合は、この限りでない。 
ト 表面における一センチメートル線量当量率が、五マイクロ

シーベルト毎時を超えないこと。 
チ 表面の放射性物質の密度が輸送物表面密度限度を超えない

こと。 
リ 放射性物質の使用等に必要な書類その他の物品（放射性輸

送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外のもの

が収納され又は包装されていないこと。 
二 Ａ型輸送物 次のイからヌまでに掲げる要件に適合すること。 

イ 前号イからホまで、チ及びリに掲げる要件に適合すること。 
ロ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 
ハ みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開

封されたことが明らかになるように、容易に破れないシール

のはり付け等の措置が講じられていること。 
ニ 容器の構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの

温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこ

と。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場

合は、この限りでない。 
ホ 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質

の漏えいがないこと。 
へ 液体状の放射性物質等が収納されている場合には、次に掲

げる要件に適合すること。 
(1) 容器に収納することができる放射性物質等の量の二倍以

上の量の放射性物質等を吸収する吸収材又は二重の密封部

分から成る密封装置（容器の構成部品のうち、放射性物質

の漏えいを防止するための装置をいう。）を備えること。 
(2) 容器は、放射性物質等の温度による変化並びに運搬時及び

注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。 
ト 表面における一センチメートル線量当量率が二ミリシーベ

ルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載で運搬する放射

性輸送物であって、第十四条第二項並びに第二十九条第三項

第一号及び第二号に掲げる基準に従うもののうち、安全上支

障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けたものは、表面にお

ける一センチメートル線量当量率が十ミリシーベルト毎時を

超えないこと。 
チ 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル

線量当量率（コンテナ又はタンクを容器として使用する放射

性輸送物であって、専用積載以外で運搬するものについては、

表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線

量当量率に、次の表に上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最

大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数

を乗じて得た値）が百マイクロシーベルト毎時を超えないこ

と。ただし、放射性輸送物を専用積載で運搬する場合であっ

て、安全上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けたとき

は、この限りでない。 

最大断面積の区分 係数

一平方メートル以下の場合 一 

一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二 

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三 

二十平方メートルを超える場合 十 

リ 別記第二第一号に定める条件の下に置くこととした場合に、

次に掲げる要件に適合すること。 
(1) 放射性物質の漏えいがないこと。 
(2) 表面における一センチメートル線量当量率が著しく増加

せず、かつ、二ミリシーベルト毎時（トただし書に該当す

る場合は、十ミリシーベルト毎時）を超えないこと。 
ヌ 別記第二第二号に定める条件の下に置くこととした場合に、

放射性物質の漏えいがないこと。 
三 IP－1 型輸送物 前号イ、ロ、ト及びチに掲げる要件に適合す

ること。 
四 IP－2 型輸送物 次のイからハまでに掲げる要件に適合する

こと。 
イ 前号に掲げる要件に適合すること。 
ロ 別記第三に定める条件の下に置くこととした場合に、第二

号ヌ(1)及び(2)に掲げる要件に適合すること。 
ハ ロの規定にかかわらず、コンテナ（収納する放射性物質等

が固体の場合に限る。）、タンク又は金属製中型容器（金属

製の容器であって、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強

度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、

船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四年

運輸省告示第五百四十九号）第二十五条の五第二項第一号に

規定するものであって、容器等級がⅠ又はⅡの危険物を収納

する金属製 IBC 容器の基準に適合するものをいう。以下同

じ。）を容器として使用する場合においては、ロに掲げる要

件又はこれと同等と厚生労働大臣の認める基準に適合するこ

と。 
五 IP－3 型輸送物 次のイからハまでに掲げる要件に適合する

こと。 
イ 第二号イからチまで（同号ヘ(1)を除く。）に掲げる要件に

適合すること。 
ロ 別記第四に定める条件の下に置くこととした場合に、第二

号ヌ(1)及び(2)に掲げる要件に適合すること。 
ハ イ及びロの規定にかかわらず、コンテナ（収納する放射性

物質等が固体の場合に限る。）、タンク又は金属製中型容器

を容器として使用する場合においては、次の(1)及び(2)に掲げ

る要件に適合すること。 
(1) 第二号ハからホまで及びへ(2)並びに第三号に掲げる要件

に適合すること。 
(2) ロに掲げる要件又はこれと同等と厚生労働大臣の認める

基準に適合すること。 
（特別措置） 
第十一条 規則第二条第七項第一号イの厚生労働大臣の承認は、次

に掲げる要件に適合する場合に行うものとする。 
一 第六条第一号及び第二号並びに第七条から第九条までの規定

に従って運搬することが著しく困難であること。 
二 安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、第六

条第一号及び第二号並びに第七条から第九条までの規定によら

ないで運搬しても安全上支障がないこと。 
三 当該運搬する放射性輸送物の一センチメートル線量当量率が、

表面において十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 
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第二節 車両運搬に関する基準 
（車両運搬に関する基準） 
第十二条 規則第二条第七項第一号ロの厚生労働大臣が定める基準

（車両運搬（製造所の外における車両による運搬をいう。以下同

じ。）により運搬する放射性物質等（容器に収納され又は包装さ

れているものを含む。）に係るものに限る。）は、前節に定める

もののほか、この節に定めるところによる。 
（取扱場所） 
第十三条 放射性輸送物等（Ｌ型輸送物及びＬ型輸送物のみが収納

され又は包装されているオーバーパック及び L 型輸送物のみが収

納されているコンテナ（以下「Ｌ型輸送物等」という。）を除く。

第十八条第一項及び第二十一条から第二十四条までにおいて同

じ。）は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し

等の取扱いをしてはならない。ただし、縄張、標識の設置等の措

置を講じた場合は、この限りでない。 
（積載方法等） 
第十四条 放射性輸送物等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の

安全性が損なわれないように行わなければならない。 
２ 放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により

放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければなら

ない。 
３ 放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載

してはならない。 
（混載制限） 
第十五条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを

超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別

な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 
２ 放射性輸送物等は、次に掲げる物と混載してはならない。 

一 火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項

に規定するがん具煙火 
二 高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガス 
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であっ

て、引火点が摂氏五十度（専用積載の場合にあっては、摂氏八

十五度）以下のもの 
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体

積百分率で十パーセントを超えるもの 
五 核燃料輸送物 
六 前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損

なうおそれのあるもの 
（コンテナ又はオーバーパックに係る線量率等） 
第十六条 放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパ

ックの線量率は、次の各号に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該

各号に定める値を超えてはならない。 
一 表面 一センチメートル線量当量率が二ミリシーベルト毎時 
二 表面から一メートル離れた位置 一センチメートル線量当量

率が百マイクロシーベルト毎時 
２ 放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパックの

表面の放射性物質の密度は、輸送物表面密度限度を超えてはなら

ない。 
（輸送指数） 
第十七条 放射性輸送物（放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号。以

下、「放射線障害防止法施行規則」という。）第十八条の三第一

項及び第二項に規定する放射性輸送物を含む。以下この条、第十

九条第三項並びに第二十八条第五項、第十項及び第十三項におい

て同じ。）、オーバーパック（放射線障害防止法施行規則第十八

条の三第一項及び第二項に規定する放射性輸送物が収納され又は

包装されているものを含む。以下、この条、第十九条第三項並び

に第二十八条第五項及び第十項において同じ。）及び放射性輸送

物が収納されているコンテナ（第二十八条第四項に規定する汚染

物等が収納されているものを除く。）については、輸送指数を定

めるものとする。ただし、Ｌ型輸送物（放射線障害防止法施行規

則第十八条の三第一項第一号に掲げるＬ型輸送物を含む。以下こ

の項及び第二十八条第十三項において同じ。）、Ｌ型輸送物のみ

が収納され又は包装されているオーバーパック及びＬ型輸送物の

みが収納されているコンテナについては、この限りでない。 
２ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される

数値とする。 
一 放射性輸送物にあっては、当該放射性輸送物の表面から一メ

ートル離れた位置における一センチメートル線量当量率をミリ

シーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値（コンテナ

又はタンクが容器として使用されている放射性輸送物にあって

は、当該百を乗じて得た値に、第十条第二号チの表の上欄に掲

げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値）。この場合において、

当該値が〇・〇五以下の場合にあっては、当該値を〇とするこ

とができる。 
二 オーバーパックにあっては、当該オーバーパックに収納され

又は包装されている放射性輸送物ごとに前号による値を合計し

て得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオー

バーパックにあっては、当該オーバーパックの表面から一メー

トル離れた位置における一センチメートル線量当量率をミリシ

ーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第十条第

二号チの表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分

に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。

ただし、当該係数を乗じて得た数値が〇・〇五以下であるとき

は、当該値を〇とすることができる。 
三 放射性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コ

ンテナに収納されている放射性輸送物及びオーバーパックにつ

いて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面

から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量

率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、

第十条第二号チの表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区

分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。

この場合において、当該値が〇・〇五以下であるときは、当該

値を〇とすることができる。 
（標識又は表示） 
第十八条 放射性輸送物等には、次の表の上欄に掲げる放射性輸送

物等の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識を同表の

下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 

放射性物質等の区分 標識 箇所 
一 放射性輸送物（コンテナ又は

タンクが容器として使用されて

いるものを除く。次号及び第三

号において同じ。）又はオーバ

ーパックであって、表面におけ

る一センチメートル線量当量率

が五マイクロシーベルト毎時以

下であり、かつ、輸送指数が〇

であるもの 

様式第二によ

る標識（以下

「第一類白標

識」という。）

放射性輸送

物又はオー

バーパック

の表面の二

箇所 

二 前号に掲げるもの以外の放射

性輸送物又はオーバーパックで

あって、表面における一センチ

メートル線量当量率が五百マイ

クロシーベルト毎時以下であ

り、かつ、輸送指数が一を超え

ないもの 

様式第三によ

る標識（以下

「第二類黄標

識」という。）

放射性輸送

物又はオー

バーパック

の表面の二

箇所 

三 前二号に掲げるもの以外の放

射性輸送物又はオーバーパック 
様式第四によ

る標識（以下

「第三類黄標

識」という。）

放射性輸送

物又はオー

バーパック

の表面の二

箇所 

四 放射性輸送物の容器として使

用されているコンテナ若しくは

タンク（第二十八条第一項に規

定する場合に容器として使用さ

れているコンテナ又はタンクを

除く。以下この号から第六号ま

でにおいて同じ。）又は放射性

第一類白標識 コンテナの

四側面又は

タンクの表

面の四箇所
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輸送物が収納されているコンテ

ナであって表面における一セン

チメートル線量当量率が五マイ

クロシーベルト毎時以下であ

り、かつ、輸送指数が〇である

もの 

五 前号に掲げるもの以外の放射

性輸送物の容器として使用され

ているコンテナ若しくはタンク

又は放射性輸送物が収納されて

いるコンテナであって、表面に

おける一センチメートル線量当

量率が五百マイクロシーベルト

毎時以下であり、かつ、輸送指

数が一を超えないもの 

第二類黄標識 コンテナの

四側面又は

タンクの表

面の四箇所

六 前二号に掲げるもの以外のコ

ンテナ又はタンク 
第三類黄標識 コンテナの

四側面又は

タンクの表

面の四箇所

２ 次の各号に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所

に、それぞれ、当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなけ

ればならない。 
一 すべての放射性輸送物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及

び住所並びに「UN」の文字に続けて当該放射性輸送物に収納さ

れ又は包装されている放射性物質等（本邦内のみを運搬される

ものを除く。）の第五項の表の上欄に掲げる放射性物質等の区

分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる国連番号 
二 放射性輸送物（Ｌ型輸送物を除く。） 当該放射性輸送物に

収納され又は包装されている放射性物質等の第五項の表の放射

性物質等の区分に該当する欄に掲げる日本語表記（ただし、「に

収納され又は包装されている放射性物質等」の表記の部分を除

く。）又は英語表記 
三 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量 
四 Ａ型輸送物 「Ａ型」の文字又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字 
五 ＩＰ－１型輸送物 「ＩＰ－１型」の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ

－１」の文字 
六 ＩＰ－２型輸送物 「ＩＰ－２型」の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ

－２」の文字 
七 ＩＰ－３型輸送物 「ＩＰ－３型」の文字又は「ＴＹＰＥ ＩＰ

－３」の文字 
八 第四号、第六号及び第七号に掲げる放射性輸送物 当該放射

性輸送物の容器の設計された国の名称及び当該容器の製造業者名 
３ 放射性輸送物（Ｌ型輸送物を除く。）の容器として使用されて

いる大型コンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されて

いる大型コンテナ（Ｌ型輸送物のみが収納されているものを除く。

第五項において同じ。）には、様式第五による標識（以下、「コ

ンテナ標識」という。）を当該大型コンテナの四側面又は当該タ

ンクの表面の四箇所に付さなければならない。 
４ 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若し

くは第六号又は第二十九条第四項の標識を、コンテナ標識の寸法

に拡大して付すことができる。この場合において、第一項又は第

二十九条第四項の規定にかかわらず、同表第四号、第五号若しく

は第六号又は第二十九条第四項の標識を付すことを要しない。 
５ 放射性輸送物が収納されている大型コンテナであって、次の表

の上欄に掲げる放射性物質等の区分のうち、同一の区分に属する

放射性物質等のみが当該放射性輸送物に収納されているもの（本

邦内のみを運搬されるものを除く。）を専用積載で運搬する場合

には、同表の左欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる国連番号を六十五ミリメートル以上の大きさ

の黒色の数字で、当該大型コンテナのコンテナ標識上又はコンテ

ナ標識（前項の規定により拡大して付されたものを含む。以下こ

の項において同じ。）に近接して付された様式第六による標識（以

下「国連番号用副標識」という。）上に表示しなければならない。 

放射性物質等の区分 国連番号

日本語表記 英語表記 

L 型輸送物（空容器）

に収納され又は包装

されている放射性物

質等 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
EMPTY PACKAGING 

２９０８

L 型輸送物に収納さ

れ又は包装されてい

る放射性物質等（少量

の放射性物質等） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL 

２９１０

低比放射性物質（LSA
－Ⅰ） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA－Ⅰ)  

２９１２

表面汚染物（SCO－Ⅰ

又は SCO－Ⅱ） 
RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO－Ⅰor SCO－Ⅱ)  

２９１３

A 型輸送物に収納さ

れ又は包装されてい

る放射性物質等 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE 

２９１５

特別措置により運搬

される放射性輸送物

に収納され又は包装

されている放射性物

質等 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT 

２９１９

低比放射性物質（LSA
－Ⅱ） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA－Ⅱ)  

３３２１

低比放射性物質（LSA
－Ⅲ） 

RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA－Ⅲ)  

３３２２

６ 放射性輸送物が収納又は包装されているオーバーパックには、

その表面の見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を鮮明に表示

し、かつ、耐久性を有しているものでなければならない。ただし、

収納又は包装されている放射性輸送物の全ての表示が容易に確認

できる場合は、この限りでない。 
一 第二項第一号に掲げる事項及び品名 
二 「オーバーパック」又は「ＯＶＥＲＰＡＣＫ」の文字 

（積載限度） 
第十九条 オーバーパックであって、輸送指数が十を超えるものは、

車両に積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する場合は、

この限りでない。 
２ 放射性輸送物が収納されているコンテナであって、輸送指数が

五十を超えるものは、車両に積載してはならない。ただし、専用

積載（車両を専用して行う専用積載に限る。次項並びに第二十八

条第十項及び第十二項において同じ。）で運搬する場合は、この

限りでない。 
３ 放射性輸送物等を積載する場合において、一の車両（二以上の

自動車又は軽車両が連結されている場合にあっては、当該二以上

の自動車又は軽車両。以下同じ。）に積載する放射性輸送物（オ

ーバーパックに収納され又は包装されているもの及びコンテナに

収納されているものを除く。）、オーバーパック（コンテナに収

納されているものを除く。）及び放射性輸送物が収納されている

コンテナの輸送指数を合計して得た値は、五十を超えてはならな

い。ただし、専用積載で運搬する場合は、この限りでない。 
４ ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又はＩＰ－３型輸送物を

積載する場合において、一の車両に積載するＩＰ－１型輸送物、

ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型輸送物並びに放射線障害防止法

施行規則第十八条の三第二項に規定するＩＰ－１型輸送物、ＩＰ

－２型輸送物及びＩＰ－３型輸送物（以下「ＩＰ型輸送物」とい

う。）に収納されている汚染物等（低比放射性物質及び表面汚染

物並びに放射線障害防止法施行規則第十八条の三第二項に規定す

る低比放射性同位元素及び表面汚染物をいう。以下この項及び第
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二十八条第十一項において同じ。）の放射能の量の合計は、次の

表の上欄に掲げる汚染物等の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄

に掲げる放射能の量を超えてはならない。 

汚染物等の区分 放射能の量 

一 LSA－Ⅰ又は平成二年科学技術庁告示第七号

（放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律施行規則第十八条の三等の規定に基

づく放射性同位元素又は放射性同位元素によっ

て汚染された物の工場又は事業所の外における

運搬に関する技術上の基準に係る細目等。以下

「放射性同位元素科学技術庁告示」という。）

第五条第一項第一号に規定する LSA－Ⅰ 

制限なし 

二 LSA－Ⅱ等（LSA－Ⅱ又は放射性同位元素科

学技術庁告示第五条第一項第二号に規定する

LSA－Ⅱをいう。以下同じ。）又は LSA－Ⅲ等

（LSA－Ⅲ又は放射性同位元素科学技術庁告示

第五条第一項第三号に規定する LSA－Ⅲをい

う。以下同じ。）のうち可燃物以外の固体 

制限なし 

三 LSA－Ⅱ等又は LSA－Ⅲ等のうち前号に掲

げるもの以外のもの 
A2値の百倍 

四 SCO－Ⅰ若しくは放射性同位元素科学技術

庁告示第五条第二項第一号に規定するSCO－Ⅰ

又はSCO－Ⅱ若しくは放射性同位元素科学技術

庁告示第五条第二項第二号に規定するSCO－Ⅱ 

A２値の百倍 

（車両に係る線量率等） 
第二十条 放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量率は、

次の各号に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を

超えてはならない。 
一 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面及び車体の底面） 一センチメートル線量当量率が二ミ

リシーベルト毎時 
二 車両の表面（開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートル離れた位置 一センチメートル線量当

量率が百マイクロシーベルト毎時 
三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 一センチ

メートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時 
２ 放射性輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸し

を終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面の汚染

の程度が、次の各号に掲げる汚染の種類ごとに、それぞれ、当該

各号に定める基準を超えないようにしなければならない。 
一 非固定性汚染 車両の表面の放射性物質の密度が、輸送物表

面密度限度を超えないこと。 
二 その他の汚染 取卸しを終了した場合に、車両の表面におけ

る一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を

超えないこと。 
（連結制限） 
第二十一条 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第

四条第一号から第三号までに掲げるもの（第三号に掲げるものに

あっては、引火点が摂氏二十五度以下のものに限る。）を積載し

た車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合にお

いて、ボギー車一両は、二両とみなす。 
２ 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送

物等、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令第

三十三号）第三条に規定する放射性輸送物又は核燃料物質等車両

運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第十二条第一項に

規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連

結しなければならない。 
（取扱方法等を記載した書類の携行） 
第二十二条 放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送

物等に係る放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他の運搬に関

し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載し

た書類を、当該放射性輸送物等の運搬に従事する者に携行させな

ければならない。 

（交替運転者等） 
第二十三条 放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は

夜間に運搬する場合であって、運転者が疲労等により安全な運転

を継続することができないおそれがあるときは、交替するための

運転者の配置その他の当該自動車の安全な運転の確保のため必要

な措置を講じなければならない。 
（見張人） 
第二十四条 放射性輸送物等を積載した併用軌道若しくは無軌条電

車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に

容易に近づくことができる場所において、駐車（道路交通法（昭

和三十五年法律第百五号）第二条第一項第十八号に規定する駐車

をいう。）する場合には、見張人を配置しなければならない。た

だし、コンテナ又は非開放型の車両に施錠等の措置がなされてお

り、関係者以外の者が当該放射性輸送物等に係る放射性輸送物に

容易に近づけない場合を除く。 
（同乗制限） 
第二十五条 第十八条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六

号に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送

物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通

常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 
（放射線防護計画） 
第二十六条 荷送人又は荷受人は、放射性輸送物等の運搬に際して

適切に放射線障害を防止することができるように、次に掲げる事項

について記載した放射線防護計画を定めなければならない。 
一 輸送実施体制に関する事項 
二 放射線の線量の測定方法及び放射線の線量評価に関する事項 
三 放射性輸送物等の表面の汚染に関する事項 
四 放射性輸送物等からの隔離及び防護に関する事項 
五 緊急時の対応に関する事項 
六 緊急時のための訓練に関する事項 
七 放射線防護計画の品質保証に関する事項 
八 その他必要な事項 

（教育及び訓練） 
第二十七条 荷送人又は荷受人は、運搬に従事する者に対し、次の

各号に掲げる事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び

技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。 
一 放射性輸送物等の取扱方法に関する事項 
二 職務に応じた特定の訓練に関する事項 
三 放射線障害を想定した安全訓練に関する事項 
四 その他必要な事項 

（放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬） 
第二十八条 第六条第一号に掲げる低比放射性物質及び同条第二号

に掲げる表面汚染物を放射性輸送物としないで運搬する場合には、

次項から第十四項までの規定によらなければならない。 
２ 第六条第一号に掲げる低比放射性物質又は同条第二号に掲げる

表面汚染物（以下この条、次条第四項及び第三十条第六号におい

て「低比放射性物質等」という。）が収納されているコンテナ又

はタンクの線量率は、次の各号に掲げる場所ごとに、それぞれ、

当該各号に定める値を超えてはならない。 
一 表面 一センチメートル線量当量率が二ミリシーベルト毎時 
二 表面から一メートル離れた位置 一センチメートル線量当量

率が百マイクロシーベルト毎時 
３ 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクの表面

の放射性物質の密度は、輸送物表面密度限度を超えてはならない。 
４ 汚染物等（第六条第一号に掲げる低比放射性物質及び同条第二

号に掲げる表面汚染物並びに放射線障害防止法施行規則第十八条

の十一第一号に掲げる低比放射性同位元素及び同条第二号に掲げ

る表面汚染物をいう。以下この条（第十一項を除く。）において

同じ。）及び汚染物等が収納されているコンテナ又はタンクにつ

いては、輸送指数を定めるものとする。 
５ 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される

数値とする。 
一 汚染物等（コンテナ又はタンクに収納されているものを除

く。）及び汚染物等が収納されているタンクにあっては、当該汚
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染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置におけ

る一センチメートル線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表

した値に百を乗じて得た値に、第十条第二号チの表の上欄に掲

げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、当該値が〇・

〇五以下の場合にあっては、当該値を〇とすることができる。 
二 汚染物等が収納されているコンテナにあっては、当該コンテ

ナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタ

ンクについて前号による値を合計して得た値（当該コンテナに

放射性輸送物が収納されている場合にあっては、当該値と、当

該コンテナに収納されている放射性輸送物（オーバーパックに

収納され又は包装されているものを除く。）及びオーバーパッ

クについて第十七条第二項第一号及び第二号による値とを合計

して得た値）又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位

置における一センチメートル線量当量率をミリシーベルト毎時

単位で表した値に百を乗じて得た値に、第十条第二号チの表の

上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、

同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、当該係数を

乗じて得た値が〇・〇五以下の場合にあっては、当該値を〇と

することができる。 
６ 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクには、

次の各号に掲げる放射性輸送物等ごとに、それぞれ、当該各号に

掲げる標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇

所に付さなければならない。 
一 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、輸送指数が〇であるもの 第一類白標識 
二 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、輸送指数が〇を超え、かつ、一を超えないもの 第二類

黄標識 
三 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクであ

って、輸送指数が一を超えるもの 第三類黄標識 
７ 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナ又はタンクに

は、コンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの

表面の四箇所に付さなければならない。 
８ 前項の規定にかかわらず、コンテナ標識に代えて、第六項又は

次条第四項の標識を、コンテナ標識の寸法に拡大して付すことが

できる。この場合において、第六項又は次条第四項の規定にかか

わらず、第六項又は次条第四項の標識を付すことを要しない。 
９ 第十八条第五項の表の上欄に掲げる低比放射性物質等のうち、

同一の区分に属する放射性物質等のみが収納されている大型コン

テナ又はタンク（本邦内のみを運搬されるものを除く。）を運搬

する場合には、同表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、

それぞれ、同表の下欄に掲げる国連番号を六十五ミリメートル以

上の大きさの黒色の数字で、当該大型コンテナ又はタンクに付さ

れたコンテナ標識上若しくはコンテナ標識（第八項又は第十八条

第四項の規定により拡大して付された標識を含む。）に近接して

付された国連番号用副標識上に表示しなければならない。 
10 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコン

テナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載す

る汚染物等（コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。）、

汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されて

いるコンテナの輸送指数を合計して得た値（当該車両に放射性輸

送物を積載する場合にあっては、当該値と、当該車両に積載する

放射性輸送物（オーバーパックに収納され又は包装されているも

の及びコンテナに収納されているものを除く。）、オーバーパッ

ク（コンテナに収納されているものを除く。）及び放射性輸送物

が収納されているコンテナの輸送指数とを合計して得た値）は、

五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合は、

この限りでない。 
11 第六条第二号に掲げる表面汚染物を積載する場合において、一

の車両に積載する当該表面汚染物及び放射線障害防止法施行規則

第十八条の十一第二号に掲げる表面汚染物の放射能の量を合計し

た量（当該車両にＩＰ型輸送物を積載する場合にあっては、当該

量と、当該車両に積載するＩＰ型輸送物に収納されている汚染物

等の放射能の量とを合計した量）は、第十九条第四項の表の上欄

に掲げる汚染物等の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる

放射能の量を超えてはならない。 
12 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコン

テナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み又は取卸

しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面の汚

染の程度が第二十条第二項各号に掲げる基準を超えないようにし

なければならない。 

13 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコン

テナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸

送物（Ｌ型輸送物を除く。以下この項において同じ。）、放射性

輸送物が収納され若しくは包装されているオーバーパック、核燃

料輸送物（外運搬規則第三条第一項第一号に掲げるＬ型輸送物を

除く。以下この項において同じ。）、核燃料輸送物が収納され若

しくは包装されているオーバーパック、汚染物等（外運搬規則第

十二条第一号に掲げる低比放射性物質及び同条第二号に掲げる表

面汚染物を含む。以下この項において同じ。）、汚染物等が収納

されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを

積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 
14 第十三条から第十五条まで、第十九条第二項、第二十条第一項、

第二十一条第一項及び第二十二条から第二十五条までの規定は、

低比放射性物質等を運搬する場合に準用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の

下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

第十三条 放射性輸送物等（Ｌ型輸

送物、Ｌ型輸送物のみが

収納され又は包装されて

いるオーバーパック及び

Ｌ型輸送物のみが収納さ

れているコンテナ（以下、

「Ｌ型輸送物等」とい

う。）を除く。第十八条

第一項及び第二十一条か

ら第二十四条までにおい

て同じ。） 

低比放射性物質

等又は低比放射

性物質等が収納

されているコン

テナ若しくはタ

ンク 

第十四条、第十五

条、第二十条第一

項、第二十一条第

一項及び第二十二

条から第二十四条

まで 

放射性輸送物等 低比放射性物質

等又は低比放射

性物質等が収納

されているコン

テナ若しくはタ

ンク 
第十四条第一項及

び第二項、第十五

条第二項第六号、

第十九条第二項、

第二十二条並びに

第二十四条 

放射性輸送物 低比放射性物質

等 

第二十五条 第十八条第一項の表第二

号、第三号、第五号又は

第六号 

第六項第二号又

は第三号 

放射性輸送物等 低比放射性物質

等が収納されて

いるコンテナ若

しくはタンク 

（特別措置） 
第二十九条 第十六条、第十九条（前条第十四項において第十九条

第二項を準用する場合を含む。）、第二十条（前条第十四項にお

いて第二十条第一項を準用する場合を含む。）並びに前条第二項、

第三項及び第十項から第十二項までの規定に従って運搬すること

が著しく困難な場合であって、安全な運搬を確保するために必要

な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全

上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けたときは、これらの

規定によらないで運搬することができる。 
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２ 第十六条第一項、第二十条第一項第二号（前条第十四項におい

て準用する場合を含む。）並びに前条第二項の規定によらないで

運搬しても安全上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けた場

合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この

場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬する

ときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に適合しなければな

らない。 

一 第十六条第一

項第一号 
イ 専用積載で運搬すること。 
ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック

又はコンテナに近づくことを防止する措

置を講じること。 
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と。 
ニ 表面において一センチメートル線量当

量率が十ミリシーベルト毎時を超えない

こと。 

二 第十六条第一

項第二号 
専用積載で運搬すること。 

三 第二十条第一

項第二号（前条

第十四項におい

て準用する場合

を含む。） 

当該車両の前面、後面及び両側面（車両が

開放型のものである場合にあっては、その

外輪郭に接する垂直面）から二メートル離

れた位置において一センチメートル線量当

量率が百マイクロシーベルト毎時を超えな

いこと。 

四 前条第二項第

一号 
イ 専用積載で運搬すること。 
ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタ

ンクに近づくことを防止する措置を講じ

ること。 
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこ

と。 
ニ 表面において一センチメートル線量当

量率が十ミリシーベルト毎時を超えない

こと。 

五 前条第二項第

二号 
専用積載で運搬すること。 

３ 第十条第二号ト若しくはチ、第三号、第四号イ若しくは第五号

イの規定により厚生労働大臣の承認を受けて、又は第十一条の規

定により放射性物質等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合

には、安全な運搬を確保するために必要な措置（これらの規定（第

十条第二号チ及び第十一条を除く。）により厚生労働大臣の承認

を受けて、表面における一センチメートル線量当量率が二ミリシ

ーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を

運搬しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる措置）を講

じ、かつ、安全上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けなけ

ればならない。 
一 関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する

措置を講じること。 
二 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 

４ 第一項及び前項の規定により放射性物質等、放射性輸送物等、

低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテ

ナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなけれ

ばならず、また、第十八条第一項又は前条第六項の規定にかかわ

らず、それらの表面（放射性物質等及び低比放射性物質等の表面

を除く。）の二箇所（コンテナ又はタンクにあっては、当該コン

テナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所）に第三類黄標識を

付さなければならない。 
 
第三節 簡易運搬に関する基準 
第三十条 規則第二条第七項第一号ロの厚生労働大臣が定める基準

（簡易運搬（製造所の外における車両運搬以外の運搬（船舶又は

航空機によるものを除く。）をいう。以下同じ。）に係るものに

限る。）は、第一節に定めるもののほか、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

一 簡易運搬により運搬される放射性物質等（容器に収納され又

は包装されているものを含む。以下、「運搬物」という。）を

積載し又は収納した機械又は器具（簡易運搬に係るものに限る。

以下「運搬機器」という。）の表面における一センチメートル

線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から

一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が

百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。 
二 運搬物（Ｌ型輸送物を除く。以下この号、次号及び第五号に

おいて同じ。）の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、

転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行う

こと。 
三 運搬物は、同一の運搬機器に第四条各号に掲げる危険物と混

載しないこと。 
四 二以上の運搬物（その表面における一センチメートル線量当

量率が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限る。以下こ

の号において同じ。）を一の運搬機器に積載し又は収納して運

搬する場合は、当該運搬機器に積載し若しくは収納する運搬物

のそれぞれの輸送指数（運搬物の表面から一メートル離れた位

置における一センチメートル線量当量率をミリシーベルト毎時

単位で表した値に百を乗じて得た値をいう。以下この条におい

て同じ。）を合計して得た値又は当該運搬機器に積載し若しく

は収納する二以上の運搬物の集合を直接測定して求めた輸送指

数が五十以下となるよう当該積載し又は収納する運搬物の個数

を制限すること。 
五 荷送人又は荷受人は、運搬物を運搬する場合は、次に掲げる

措置を講ずること。ただし、運搬する時間が極めて短く、かつ、

放射線障害のおそれのない場合は、この限りでない。 
イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事

故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項

を記載した書面を携行すること。 
ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、

保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を

携行すること。 
ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物若しくは運搬機

器を置かず、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わ

ないこと。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたとき

は、この限りでない。 
六 運搬物（コンテナ又はタンクに収納されていない低比放射性

物質等を除く。以下この号において同じ。）には、次に定める

ところにより、標識の取付け又は表示をすること。 
イ 次の表の上覧に掲げる運搬物の区分に応じ、それぞれ、同

表の中欄に掲げる標識を同表の下欄に掲げる箇所に取り付け

ること。ただし、Ｌ型輸送物にあっては、この限りでない。 

運搬物の区分 標識 箇所 
一 表面における一センチメートル線

量当量率が五マイクロシーベルト毎

時を超えないもの 

第一類 
白標識 

運搬物の

表面の二

箇所 
二 表面における一センチメートル線

量当量率が五マイクロシーベルト毎

時を超え五百マイクロシーベルト毎

時以下であり、かつ、輸送指数が一を

超えないもの 

第二類 
黄標識 

運搬物の

表面の二

箇所 

三 前二号に掲げる運搬物以外のもの 第三類 
黄標識 

運搬物の

表面の二

箇所 
ロ 次の(1)から(6)までに掲げる運搬物には、その表面の見やす

い箇所に、それぞれ当該(1)から(6)までに掲げる事項を鮮明に

表示しておくこと。 
(1) すべての運搬物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び

住所 
(2) 総重量が五十キログラムを超える運搬物 総重量 
(3) A 型輸送物 「A 型」又は「TYPE A」の文字 
(4) IP-1 型輸送物 「IP-1 型」又は「TYPE IP-1」の文字 
(5) IP-2 型輸送物 「IP-2 型」又は「TYPE IP-2」の文字 
(6) IP-3 型輸送物 「IP-3 型」又は「TYPE IP-3」の文字 
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七 放射線作業者の被ばくする線量が実効線量限度及び等価線量

限度を超えないようにすること。 
 
附 則（平成二十六年十二月二十六日厚生労働省告示第五百号） 
（施行期日） 
第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から適用する。 
（経過措置） 
第二条 この告示の適用の際現に運搬されている放射性輸送物（放

射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第七項第一号イに規定する

放射性輸送物をいう。）については、当該運搬が終了するまでは、

この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
 
別表第一（第 2 条関係） 
種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量

の限度 

第一欄 第二欄 

原子番号 放射性物質の種類 数量（A2値）（単位 TBq） 

1 3H  40  

6 11C  0.6  

6 14C  3  

7 13N  0.6  

9 18F  0.6  

11 22Na  0.5  

11 24Na  0.2  

15 32P  0.5  

15 33P  1  

16 35S  3  

19 42K  0.2  

19 43K  0.6  

20 45Ca  1  

20 47Ca  0.3  

24 51Cr  30  

25 52Mn  0.3  

26 52Fe  0.3  

26 55Fe  40  

26 59Fe  0.9  

27 57Co  10  

27 58Co  1  

27 60Co  0.4  

28 63Ni  30  

29 64Cu  1  

30 65Zn  2  

31 67Ga  3  

31 68Ga  0.5  

31 72Ga  0.4  

32 68Ge  0.5  

33 74As  0.9  

33 76As  0.3  

34 75Se  3  

35 82Br  0.4  

36 85Kr  10  

37 81Rb  0.8  

37 86Rb  0.5  

38 85Sr  2  

38 87mSr  3  

38 89Sr  0.6  

38 90Sr  0.3  

39 87Y  1  

39 90Y  0.3  

42 99Mo  0.6  

43 99mTc  4  

44 106Ru  0.2  

46 103Pd  40  

47 111Ag  0.6  

49 111In  3  

49 113mIn  2  

50 113Sn  2  

50 117mSn  0.4  

52 132Te  0.4  

53 123I  3  

53 125I  3  

53 131I  0.7  

53 132I  0.4  

54 133Xe  10  

55 131Cs  30  

55 137Cs  0.6  

56 133Ba  3  

62 153Sm  0.6  

64 153Gd  9  

70 169Yb  1  

71 177Lu  0.7  

73 182Ta  0.5  

75 186Re  0.6  

77 192Ir  0.6  

79 198Au  0.6  

79 199Au  0.6  

80 197Hg  10  

80 203Hg  1  

81 201Tl  4  

86 222Rn  0.004  

88 226Ra  0.003  

 
 
別表第二（第 2 条関係） 
種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる

放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 

区分 数量（A2値）（単位 TBq）

一 放出する放射線が一種類の場合

（二に該当する場合を除く。） 
 

イ ガンマ線又はエックス線を放

出する場合（陽電子消滅により

発生するガンマ線を含む。） 

10−13／ept 
（40 を超える場合には、40）

ロ ベータ線を放出する場合 2.8×10−14／hskin 
（40 を超える場合には、40）

ハ 吸入摂取又は経口摂取するお

それがある場合（放射性物質の数

量等に関する基準（平成十二年厚

生省告示第三百九十九号。以下

「数量告示」という。）別表第二

中第二欄又は第三欄に数量の記

載がある場合をいう。） 

5×10−5／einh 
（40 を超える場合には、40）

ニ サブマージョンによる被ばく

のおそれがある場合（数量告示

別表第二中第一欄に記載してい

る化学形が「サブマージョン」

である場合をいう。） 

1.9×10−14／hsub 
（40 を超える場合には、40）

ホ アルファ線を放出する場合 5×10−5／einh 
（40 を超える場合には、40）
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二 放出する放射線が一種類であ

り、当該放射性物質が原子核の崩

壊連鎖を生ずるもの（以下「親核

種」という。）であって､その物理

的半減期がその原子核の崩壊によ

って生ずる放射性物質（以下「子

孫核種」という。）の物理的半減

期より長く､かつ､子孫核種の物理

的半減期が十日以内である場合 

親核種及び子孫核種に対す

る一の第一欄の区分に応じ、

それぞれ、第二欄に掲げる数

量のうち最小のもの 

三 放出する放射線が二種類以上の

場合（四に該当する場合を除く。）

それぞれの放射線に対する

一の第一欄の区分に応じ、そ

れぞれ第二欄に掲げる数量

のうち最小のもの 

四 放出する放射線が二種類以上で

あり、当該放射性物質の物理的半

減期が子孫核種の物理的半減期よ

り長く、かつ、子孫核種の物理的

半減期が十日以内である場合 

それぞれの放射線に係る親

核種及び子孫核種に対する

一の第一欄の区分に応じ、そ

れぞれ第二欄に掲げる数量

のうち最小のもの 

備考 ept は一メートルの距離における放射性物質の実効線量率係数

(Sv・Bq−1・h−1)を、hskinは皮膚上の放射性物質の単位密度(Bq・
m−2)当たりの皮膚の等価線量率係数(Sv・s−1・Bq−1・m2)を、einh

は当該放射性物質の化学形を考慮しない場合における数量告示

別表第二中第二欄又は第三欄に掲げる値(mSv・Bq−1)のうち最小

のものを、hsubはサブマージョンにおける単位積分濃度(Bq・s・
m−3)当たりの実効線量係数(Sv・Bq−1・s−1・m3)をそれぞれ示す。 

 
別表第三（第 2 条関係） 
種類が明らかでない放射性物質の場合又は種類が明らかであって、

一種類であり、かつ、別表第一又は別表第二に数量が掲げられてい

ない放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 

区分 数量(A2値) (単位 TBq)

一 ベータ線又はガンマ線以外の放射

線を放出する放射性物質が存在しな

いことが明らかな場合 

0.02 

二 アルファ線を放出する放射性物質

のみが存在することが明らかな場合 
9×10−5 

三 一及び二に該当しない場合 9×10−5 

 
別表第四（第 2 条関係） 
種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで

ある放射性物質の場合（別表第五及び別表第六に該当する場合を除

く。）の数量の限度 

第一欄 第二欄 

区分 数量（A2値）（単位 TBq） 

放射性物質の種類の全部及

び種類別の数量の全部が明

らかな場合 

次の算式を満たす x1，x2，…，xnの数

量 
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＝1

放射性物質の種類の全部又

は一部が明らかであって種

類別の数量の全部又は一部

が明らかでない場合 

次の算式を満たす x1，x2，…，xn及び

y の数量 
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)＋
(y／Y)＝1 

備考 x1，x2，…，xn は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物

質の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ x1，

x2，…，xnに係る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は

別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、y は種類又は種類別

の数量が明らかでない放射性物質の数量（テラベクレル）を、Y
はyに係る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそ

れらの種類に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数

量（テラベクレル）のうち最小のものを、y に係る放射性物質の

種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る放射

性物質に対する別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
 

別表第五（第 2 条関係） 
種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで、

種類別の分率が明らかである放射性物質の場合（別表第六に該当す

る場合を除く。）の数量の限度  

第一欄 第二欄 

区分 数量（A2値）（単位 TBq） 

放射性物質の種類の全部が明

らかな場合 
1／((f1/X1)＋(f2/X2)＋…＋(fn/Xn)) 

放射性物質の種類の一部が明

らかな場合 
1／((f1/X1)＋(f2/X2)＋…＋(fn/Xn)＋

(fy/Y)) 
備考 f1，f2，…，fnは種類が明らかな各放射性物質の分率、X1，X2，

…，Xnは f1，f2，…，fnに係る各放射性物質に対する別表第一、

別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、fyは種

類が明らかでない放射性物質の分率を、Y は別表第三に掲げる

数量（テラベクレル）を示す。 
 
別表第六（第 2 条関係） 
種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合

比が天然のものと等しい放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 

区分 数量（A2値）（単位 TBq） 

その系列のすべての放射性物

質（親核種を除く。）の物理

的半減期が十日を超えず、か

つ、親核種の物理的半減期よ

り短い場合 

親核種に対する別表第一、別表第二

又は別表第三の第二欄に掲げる数

量 

その系列の子孫核種のうち、

その物理的半減期が十日を超

え、又は親核種の物理的半減

期より長いものがある場合 

次の算式を満たす x1，x2，…，xn

の数量 
(x1／X1)＋(x2／X2)＋…＋(xn／Xn)
＝1 

備考 x1，x2，…，xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物

質の数量（テラベクレル）を、X1，X2，…，Xn はそれぞれ x1，

x2，…，xn に係る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又

は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 
 
別記第一（第 9 条関係） LSA－Ⅲに係る浸漬試験 
常温の水中に七日間浸漬させること。 

 
別記第二（第 10 条関係） A 型輸送物に係る一般の試験条件及び液

体状又は気体状の放射性物質等が収納され又は包装されている A
型輸送物に係る追加の試験条件 
一 A 型輸送物に係る一般の試験条件 

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き付

けること。 
ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。ただ

し、(2)の条件については、(1)、(3)及び(4)の供試物とは別個の

供試物を用いること。 
(1) その重量が、五千キログラム未満のものにあっては一・

二メートルの高さから、五千キログラム以上一万キログラ

ム未満のものにあっては〇・九メートルの高さから、一万

キログラム以上一万五千キログラム未満のものにあっては

〇・六メートルの高さから、一万五千キログラム以上のも

のにあっては〇・三メートルの高さから、それぞれ、最大

の破損を及ぼすように落下させること。 
(2) その重量が、五十キログラム以下のファイバー板製又は

木製の直方体のものにあっては、それぞれの角に対して最

大の破損を及ぼすように、その重量が、百キログラム以下

のファイバー板製の円筒形のものにあっては、両縁の四半

分ごとに対して最大の破損を及ぼすように、それぞれ、〇・

三メートルの高さから落下させること。 
(3) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に十三

キロパスカルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いず

れか大きいものを二十四時間加えること。 
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(4) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメート

ルの容易に破損しない棒であって、その先端が半球形のも

のを一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部

分に落下させること。 
二 液体状又は気体状の放射性物質等（気体状のトリチウム及び

希ガスを除く）が収納され又は包装されている A 型輸送物に係

る追加の試験条件 
液体状又は気体状の放射性物質等が収納され又は包装されて

いる放射性輸送物にあっては、前号の条件の下に置くほか、次

のイ及びロの条件のうち、最大の破損を受ける条件の下に置く

こと。 
イ 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させ

ること。 
ロ 前号ロ(4)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該放

射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。 
 
別記第三（第 10 条関係） IP－２型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第二第一号ロ(1)から(3)までの条件の下に置くこと。ただし、

厚生労働大臣が認める条件の下に置く場合は、この限りでない。 

 

別記第四（第 10 条関係） IP－３型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第二第一号の条件の下に置くこと。 

 

様式第一（第 5 条関係） 

製造所内運搬標識 

 

注1 ℓは、0.5センチメートル以上とする。 
2 nは、0.2センチメートル以上とする。 
3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15センチメ

ートル以上とする。 
4 色彩は、次表によること。 

部分 色彩 

地 白 

三葉マーク 黒 

文字 黒 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

5 「製造所」の文字は、薬局における運搬にあっては「薬局」、

店舗販売業者の店舗における運搬にあっては「店舗」、卸売

販売業者の営業所における運搬にあっては「営業所」とする

こと。ただし、放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第十七条第一

項の運搬を行う製造所、薬局又は店舗にあっては「事業所」

とすることができる。 
 
 
 

様式第二（第 18 条、第 28 条、第 30 条関係） 

第一類白標識 

 
 

注1 三葉マークは、様式第一によるものとする。 
2 収納物の欄には、収納され又は包装されている放射性物質等

の名称（当該放射性物質等が汚染物等に該当する場合にあって

は、名称（LSA－Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び汚染

物等の区分）を記入すること。ただし、複数の放射性物質等が

収納され又は包装されているときは、そのうち代表的なものの

名称をできる限り記入することとする。 
3 放射能の欄には、収納され又は包装されている放射性物質等

の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 
4 収納されている放射性物質等が異なる二以上の放射性輸送

物が収納され又は包装されているオーバーパック及びコンテ

ナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
6 色彩は次表によるものとする。 

部分 色彩 

上半分の地 白 

三葉マーク 黒 

下半分の地 白 

文字 黒 

斜線を施した部分 赤 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

区分線 黒 
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様式第三（第 18 条、第 28 条、第 30 条関係） 

第二類黄標識 

 
 

注1 三葉マークは、様式第一によるものとする。 
2 収納物の欄には、収納され又は包装されている放射性物質等

の名称（当該放射性物質等が汚染物等に該当する場合にあって

は、名称（LSA－Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び汚染

物等の区分）を記入すること。ただし、複数の放射性物質等が

収納され又は包装されているときは、そのうち代表的なものの

名称をできる限り記入することとする。 
3 放射能の欄には、収納され又は包装されている放射性物質等

の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 
4 収納されている放射性物質等が異なる二以上の放射性輸送

物が収納され又は包装されているオーバーパック及びコンテ

ナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
7 色彩は次表によるものとする。 

部分 色彩 

上半分の地 黄 

三葉マーク 黒 

下半分の地 白 

文字 黒 

斜線を施した部分 赤 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

区分線 黒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第四（第 18 条、第 28 条、第 29 条、第 30 条関係） 

第三類黄標識 

 

 
注1 三葉マークは、様式第一によるものとする。 

2 収納物の欄には、収納され又は包装されている放射性物質等

の名称（当該放射性物質等が汚染物等に該当する場合にあって

は、名称（LSA－Ⅰに該当するものの名称を除く。）及び汚染

物等の区分）を記入すること。ただし、複数の放射性物質等が

収納され又は包装されているときは、そのうち代表的なものの

名称をできる限り記入することとする。 
3 放射能の欄には、収納され又は包装されている放射性物質等

の放射能の量の合計をベクレル単位で記入すること。 
4 収納されている放射性物質等が異なる二以上の放射性輸送

物が収納され又は包装されているオーバーパック及びコンテ

ナにあっては、「携行書類を見ること（See Transport 
Documents）」と記載することができる。 

5 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 
6 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
7 色彩は次表によるものとする。 

部分 色彩 

上半分の地 黄 

三葉マーク 黒 

下半分の地 白 

文字 黒 

斜線を施した部分 赤 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

区分線 黒 
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様式第五（第 18 条、第 28 条関係） 

コンテナ標識 

 
注1 三葉マークは、様式第一によるものとする。 

2 ℓは、0.5センチメートル以上とする。 
3 数字「7」の高さは2.5センチメートル以上とする。 
4 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分

を、また、本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の

英語の部分をそれぞれ削ることができる。 
5 国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示するも

のとする。この場合においては、「放射性（RADIOACTIVE）」

の文字を削ることができる。 
6 色彩は次表によるものとする。 

部分 色彩 

上半分の地 黄 

三葉マーク 黒 

下半分の地 白 

文字 黒 

ふちの部分 白 

ふちの内側の線 黒 

区分線 黒 

 
様式第六（第 18 条、第 28 条関係） 

国連番号用副標識 

 

 
注 色彩は次表によるものとする。 

部分 色彩 

地 橙 

ふちの部分 黒 

 
 

338



放射性物質の数量等に関する基準（抄） 

339 

放射性物質の数量等に関する基準（抄） 

（平成十二年十二月二十六日厚生省告示第三百九十九号） 

最終改正：平成二十六年十一月二十一日厚生労働省告示第四百三十九号 
 
薬事法施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）、薬局等構造設

備規則（昭和三十六年厚生省令第二号）及び放射性医薬品の製造及

び取扱規則（昭和三十六年厚生省令第四号）の規定に基づき、放射

性物質の数量等に関する基準（平成元年三月厚生省告示第五十八号）

の全部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。た

だし、この告示の適用の際現に薬事法（昭和三十五年法律第百四十

五号）第五条第一項、第十二条第一項、第二十二条第一項又は第二

十六条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当

該許可又は当該申請に係る薬局、製造所、営業所又は店舗について

は、第二条、第五条、第七条及び第十二条の規定にかかわらず、平

成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができ

る。 
 
（放射線障害防止に関する規制の適用除外に係る放射性物質の数量

又は濃度） 
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）第一条第五項

第七号、第二十五条第二項第七号及び第三十五条第二項第五号、薬

局等構造設備規則（昭和三十六年厚生省令第二号。以下「設備規則」

という。）第一条第二項ただし書並びに第九条第一項第二号ヘただ

し書及び第四号ニただし書並びに同条第二項、医療機器及び体外診

断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成十六

年厚生労働省令第百六十九号。以下「製造管理等基準省令」という。）

第八十条第一項第二号ヘただし書及び第四号ニただし書並びに同

条第三項並びに放射性医薬品の製造及び取扱規則（昭和三十六年厚

生省令第四号。以下「製造及び取扱規則」という。）第三条の二第

三項第四号ただし書及び第十四条に規定する数量又は濃度は、次に

掲げる数量又は濃度とする。 
一 別表第一の第一欄に掲げる放射性物質の種類が一種類のもの

については、その種類に応じて、同表の第二欄に掲げる数量又

は同表の第三欄に掲げる濃度 
二 別表第一の第一欄に掲げる放射性物質の種類が二種類以上の

ものについては、放射性物質のそれぞれの数量の同表の第二欄

に掲げる数量に対する割合の和が一となるようなそれらの数量、

又は放射性物質のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度

に対する割合の和が一となるようなそれらの濃度 
２ 前項の数量又は濃度は、数量については薬局、製造所又は店舗

に存する放射性物質の数量とし、濃度については容器一個に入っ

ている放射性物質の濃度とする。 
（放射性物質等の運搬に従事する者に係る線量限度） 
第九条 製造及び取扱規則第二条第一項第五号に規定する放射線作

業者以外の者であって、放射性物質等の運搬に従事するものに係

る線量限度は、実効線量が四月一日を始期とする一年間につき一

ミリシーベルトとする。 
（管理区域から持ち出す物に係る表面密度） 
第十条 製造及び取扱規則第二条第一項第十二号に規定する放射性

物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度は、表面密

度限度の十分の一とする。 
（緊急作業に係る線量限度） 
第十八条 製造及び取扱規則第十条第二項に規定する緊急作業に係

る線量限度は、実効線量にあっては百ミリシーベルト、眼の水晶

体の等価線量にあっては三百ミリシーベルト、皮膚の等価線量に

あっては一シーベルトとする。 
 
前 文（平成二十六年十一月二十一日厚生労働省告示第四百三十九号） 抄 

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十六年十一月

二十五日）から適用する。 
 

別表第一（第 1 条関係）  
放射性物質の数量及び濃度  

第一欄 第二欄 第三欄 

放射性物質の種類 数量 
(Bq) 

濃度 
(Bq／g) 核種 化学形等 

3H   1×109 1×106 
11C 一酸化物及び二酸化物 1×109 1×101 
11C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×106 1×101 
14C 一酸化物 1×1011 1×108 
14C 二酸化物 1×1011 1×107 
14C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×107 1×104 
13N   1×109 1×102 
15O   1×109 1×102 
18F   1×106 1×101 
22Na   1×106 1×101 
24Na   1×105 1×101 
32P   1×105 1×103 
33P   1×108 1×105 
35S 蒸気以外のもの 1×108 1×105 
42K   1×106 1×102 
43K   1×106 1×101 
45Ca   1×107 1×104 
47Ca   1×106 1×101 
51Cr   1×107 1×103 
52Mn   1×105 1×101 
52Fe   1×106 1×101 
55Fe   1×106 1×104 
59Fe   1×106 1×101 
57Co   1×106 1×102 
58Co   1×106 1×101 
60Co   1×105 1×101 
63Ni   1×108 1×105 
64Cu   1×106 1×102 
65Zn   1×106 1×101 
67Ga   1×106 1×102 
68Ga   1×105 1×101 
72Ga   1×105 1×101 
68Ge 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 
74As   1×106 1×101 
76As   1×105 1×102 
75Se   1×106 1×102 
82Br   1×106 1×101 
81mKr   1×1010 1×103 
85Kr   1×104 1×105 
81Rb   1×106 1×101 
86Rb   1×105 1×102 
85Sr   1×106 1×102 
87mSr   1×106 1×102 
89Sr   1×106 1×103 
90Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×102 
87Y 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 
90Y   1×105 1×103 
99Mo   1×106 1×102 
99mTc   1×107 1×102 
106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 
103Pd   1×108 1×103 
111Ag   1×106 1×103 
111In   1×106 1×102 
113mIn   1×106 1×102 
113Sn   1×107 1×103 
117mSn   1×106 1×102 
132Te   1×107 1×102 
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123I   1×107 1×102 
125I   1×106 1×103 
131I   1×106 1×102 
132I   1×105 1×101 
133Xe   1×104 1×103 
131Cs   1×106 1×103 
137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 
133Ba   1×106 1×102 
137mBa   1×106 1×101 
153Sm   1×106 1×102 
153Gd   1×107 1×102 
157Dy   1×106 1×102 
169Yb   1×107 1×102 
177Lu   1×107 1×103 
182Ta   1×104 1×101 
186Re   1×106 1×103 
192Ir   1×104 1×101 
198Au   1×106 1×102 
199Au   1×106 1×102 
197Hg   1×107 1×102 
203Hg   1×105 1×102 
201Tl   1×106 1×102 
222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×108 1×101 
226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 
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薬 食 発 第 112 9002 号 
平成 17 年 11 月 29 日  

都 道 府 県 知 事 
各 保健所設置市長 殿  

特 別 区 長 
 

厚生労働省医薬食品局長  
 
 
放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令、放射

性物質等の運搬に関する基準及び放射性物質の数量等に関す

る基準の一部を改正する件の施行について 
 

放射性物質による放射線障害防止に関し、放射性医薬品の製

造及び取扱規則の一部を改正する省令（平成 17 年厚生労働省

令第 164 号）、放射性物質等の運搬に関する基準（平成 17 年

厚生労働省告示第 491 号。以下「運搬告示」という。）及び放

射性物質の数量等に関する基準の一部を改正する件（平成 17
年厚生労働省告示第 492 号）が平成 17 年 11 月 24 日に公布さ

れ、本年 12 月 1 日から施行されることとなった。 
貴職におかれては、下記事項を御了知の上、関係団体、関係

機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実

施に遺漏なきを期されたい。 
 

記 
 
第一 趣旨 

放射性医薬品の運搬について、製造所、薬局、製造販売

業者の事務所又は一般販売業者（卸売一般販売業者を含む。

以下同じ。）の店舗（以下「製造所等」という。）において

運搬を行う際の遵守事項について、「放射性同位元素等に

よる放射線障害の防止に関する法律」（昭和 32 年法律第

167 号。以下「放射線障害防止法」という。）及び同法に

基づく命令等に準じる内容に改め、放射性医薬品の製造及

び取扱規則（昭和 36 年厚生省令第 4 号。以下「規則」と

いう。）第 2 条第 6 項に定めたこと。 
また、製造所等の外において運搬を行う際の遵守事項に

ついて、規則に第 2 条第 7 項として、国際原子力機関

（IAEA）の定める放射性物質安全輸送規則並びに放射線

障害防止法及び同法に基づく命令等に準じる内容の規定

を新たに設けたこと。 
これらの規定の細目については、運搬告示を新たに定め

たこと。 
 
第二 製造所等における運搬（規則第 2 条第 6 項（規則第 15

条において準用する場合を含む。）関係） 
放射性医薬品の製造業者、薬局開設者、製造販売業者又

は一般販売業者（以下「製造業者等」という。）は、製造

所等において放射性物質等の運搬を行う際には、規則第 2
条第 6 項の規定に従わなければならないこと。 
（１） 規則第 2 条第 6 項第 6 号は、放射性物質等の運搬

に支障を来たさないことを目的とするものであり、

運搬を行わないときにおいてまで常時立入り制限

する必要はないこと。また、運搬に支障がない限り

において、立入り制限は標識の設置や見張人の配置

以外の方法によることができること。 
（２） 規則第 2 条第 6 項第 8 号の「相当の知識及び経験」

とは、運搬する放射性物質等に応じ、その取扱いに

必要な知識及び経験をいうものであり、運搬を行う

者本人が相当の知識及び経験を有する場合につい

てまで、相当の知識及び経験を有する他者の同行を

求めるものではないこと。 

（３） 規則第 2 条第 6 項第 1 号、第 3 号、第 5 号及び

第 9 号の細目については、運航告示第 2 章に規定し

たこと。 
 
第三 製造所等の外における運搬（規則第 2 条第 7 項（規則第

15 条において準用する場合を含む。）関係） 
製造所等の外において放射性物質等の運搬を行う際に

は、規則第2条第7項の規定に従わなければならないこと。 
規則第2条第7項各号の基準の遵守義務は製造業者等に

対して課せられるものであり、製造業者等は、運搬を第三

者に委託する場合にあっては、運搬の委託を受ける者に対

し、これらの基準を遵守させなければならないこと。また、

製造業者等はこのために必要な事項をあらかじめ取り決

め、書面として保存しなければならないこと。 
なお、放射性医薬品の運搬であっても、病院又は診療所

における運搬については、医療法（昭和 23 年法律第 205
号）及び同法に基づく命令等により、別途規制されるもの

であること。また、海上運搬については船舶安全法（昭和

8 年法律第 11 号）及び同法に基づく命令等、航空運搬に

ついては航空法（昭和 27 年法律第 231 号）及び同法に基

づく命令等により、別途規制されるものであること。 
（１） 放射性物質等の運搬を行うに当たっては、原則と

して、規則第 2 条第 7 項第 1 号イ（１）から（３）

までに掲げるＬ型輸送物、Ａ型輸送物又はＩＰ－１

型輸送物、ＩＰ－２型輸送物若しくはＩＰ－３型輸

送物のいずれかの放射性輸送物とすること。ただし、

運搬する放射性物質等が運搬告示第6条第1号に掲

げる低比放射性物質又は同条第 2 号に掲げる表面

汚染物に該当する場合にあっては規則第 2 条第 7
項第 1 号イ（１）から（３）までに掲げる放射性輸

送物としないで、厚生労働大臣の承認を受けた場合

にあっては当該放射性輸送物以外の放射性輸送物

として運搬することができること。 
（２） 規則第 2 条第 7 項第 1 号の細目については、運搬

告示第 3 章に規定されるものであること。運搬告示

第 3 章のうち、第 1 節は放射性輸送物に関する基準

（運搬に用いる容器等に関する基準）、第 2 節は車

両運搬に関する基準（自動車その他の車両による運

搬における運搬方法等に関する基準）、第 3 節は簡

易運搬に関する基準（台車や手持ちによる運搬等の

車両による運搬以外の簡易な運搬における運搬方

法等に関する基準）であること。 
（３） 規則第 2 条第 7 項第 3 号の書面は、民間事業者等

が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律（平成 16 年法律第 149 号）の規定

に基づき、電磁的方法により作成し、保存すること

ができること。 
（４） 運搬告示第 30 条第 5 号ロに掲げる「消火器、放

射線測定器、保護具」は例示であり、「事故が発生

した場合に必要な器具、装置等」については、運搬

方法、運搬物、運搬を行う場所等に応じ、適切に判

断すること。 
 
第四 危険時の措置（規則第 10 条第 3 項（規則第 15 条にお

いて準用する場合を含む。）関係） 
製造業者等は、地震、火災その他の災害により、放射性

物質による障害が発生した場合又は放射性物質による障

害が発生するおそれがある場合においては、遅滞なく、次

の事項を厚生労働大臣（薬局開設者、製造販売業者又は一

般販売業者にあっては、その薬局、事務所又は店舗の所在

地の都道府県知事）に届け出なければならないこと。 
① 上記の事態が生じた日時及び場所並びに原因 
② 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況 
③ 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容 
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第五 報告（規則第 13 条第 1 項第 9 号（規則第 15 条におい

て準用する場合を含む。）関係） 
製造業者等は、放射性物質等の運搬に関し人の障害（放

射線障害以外の障害であって、軽微なものを除く。）が発

生し、又は発生するおそれがあるときは、その旨を直ちに、

その状況及びそれに対する処置を 10 日以内に厚生労働大

臣（薬局開設者、製造販売業者又は一般販売業者にあって

は、その薬局、事務所又は店舗の所在地の都道府県知事）

に報告しなければならないこと。この場合において、当該

運搬が製造所等の外における運搬であるときには、直ちに

第一報を厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課に報

告すること。 
また、運搬を第三者に委託する場合にあっては、報告が

遅滞なくされるよう、委託を受ける者と取決めを行い、連

絡体制等について明らかにするとともに、運搬の委託を受

ける者に対し、運搬に従事する者へのこれらの周知徹底を

図らせること。 
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薬食監麻発 1226 第 20 号 
平成 26 年 12 月 26 日  

 
各都道府県衛生主管部（局）長 殿 
 

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 
 
放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令並び

に放射性物質等の運搬に関する基準の一部を改正する件につ

いて 
 

放射性物質による放射線障害防止に関し、放射性医薬品の製

造及び取扱規則（昭和 36 年厚生省令第 4 号）の一部を改正す

る省令並びに放射性物質等の運搬に関する基準（平成 17 年厚

生労働省告示第 491 号）の一部を改正する件が、平成 26 年 12
月 26 日に公布され、平成 27 年 1 月 1 日から施行されること

となりましたので、貴職におかれては、下記事項を御了知の上、

関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導

を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。 
 

記 
 
第１ 改正の趣旨 

国際原子力機関（IAEA）の放射性物質安全輸送規則（以

下「IAEA 安全輸送規則」という。）は、放射性物質の安

全輸送に関する技術基準等を定めており、国際的に広く普

及・活用されている。 
我が国においても、安全規制の国際的な整合を図るため、

IAEA安全輸送規則を国内法令に取り入れてきたところで

ある。 
今般、2012 年改正の IAEA 安全輸送規則が 2015 年 1

月 1 日から発効することに伴い、必要な改正を行ったもの

である。 
 
第２ 改正の概要 

１．放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令 
（１）第 2 条第 9 号のコンテナの定義について、開放型の

構造のものを含むこととした。 
２．放射性物質等の運搬に関する基準の一部を改正する件 

（１）第 1 条（用語）関係 
① 第 2 号のコンテナの定義について、開放型の構造

のものを含むこととした。 
② 第 4 号の大型コンテナの定義について、外接する

直方体の一辺の長さに関する記載を削除し、内容積

のみにより定義することとした。 
（２）第 10 条（放射性輸送物に関する技術上の基準）関

係 
① 第 1 号ヘの容器又は包装への表示について、表示

が困難な場合に輸送物表面に表示することを可能

としたこと。また、記載の整備を行った。 
②第 1 号リを新設し、従前、A 型輸送物に適用してい

た「放射性物質の使用等に必要な書類その他の物品

（放射性輸送物の安全性を損なうおそれがないも

のに限る。）以外のものが収納され又は包装されて

いないこと。」の規制について、L 型輸送物につい

ても適用することとした。 
（３）第 18 条（標識又は表示）関係 

① 第 6 項を新設し、放射性輸送物が収納又は包装さ

れているオーバーパックへの表示について規定し

た。具体的には、 
・必要な表示事項の全てが容易に確認できる場合を

除き、オーバーパック表面に表示を行わなければ

ならないこととしたこと。 

・オーバーパック表面に「オ―バーパック」又は

「OVERPACK」の表示を必要としたこと。 
 
第３ その他 

今般、IAEA 輸送安全規則において、放射性物質等の運

搬に関する基準第 22 条に規定された携行書類に関する改

正がなされたことから、IAEA 安全輸送規則を遵守した取

扱を行うよう努めること。 
ただし、当該文書については、1 年間保管すること。 
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Ⅳ 関係法令等 

 
原子力災害対策特別措置法（抄） 

（平成十一年十二月十七日法律第百五十六号） 

最終改正：平成二十六年十一月二十一日法律第百十四号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害

の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発

出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実

施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めるこ

とにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）、

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）その他原子

力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策

の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産

を保護することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財

産に生ずる被害をいう。 

二 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等（原子力損

害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第百四十七号）第二

条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。）により

放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子

力事業所外（原子力事業所の外における放射性物質の運搬（以

下「事業所外運搬」という。）の場合にあっては、当該運搬に使

用する容器外）へ放出された事態をいう。 

三 原子力事業者 次に掲げる者（政令で定めるところにより、

原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定

がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除

く。）をいう。 

イ 規制法第十三条第一項の規定に基づく加工の事業の許可

（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項

の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者 

ロ 規制法第二十三条第一項の規定に基づく試験研究用等原子

炉の設置の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて

適用される同項の規定による国に対する承認を含み、船舶に

設置する試験研究用等原子炉についての許可を除く。）を受け

た者 

ハ 規制法第四十三条の三の五第一項の規定に基づく発電用原

子炉の設置の許可（規制法第七十六条の規定により読み替え

て適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受

けた者 

ニ 規制法第四十三条の四第一項の規定に基づく貯蔵の事業の

許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される

同項 の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者 

ホ 規制法第四十四条第一項の規定に基づく再処理の事業の指

定（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同

項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者 

ヘ 規制法第五十一条の二第一項の規定に基づく廃棄の事業の

許可（規制法第七十六条 の規定により読み替えて適用される

同項 の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者 

ト 規制法第五十二条第一項の規定に基づく核燃料物質の使用

の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用され

る同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者（規

制法第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなけ

ればならないこととされている者に限る。） 

四 原子力事業所 原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又

は事業所をいう。 

五 緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急

事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事

態解除宣言があるまでの間において、原子力災害（原子力災害

が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため実施すべき応

急の対策をいう。 

六 原子力災害予防対策 原子力災害の発生を未然に防止するた

め実施すべき対策をいう。 

七 原子力災害事後対策 第十五条第四項の規定による原子力緊

急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力

災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復

旧を図るため実施すべき対策（原子力事業者が原子力損害の賠

償に関する法律の規定に基づき同法第二条第二項に規定する原

子力損害を賠償することを除く。）をいう。 

八 指定行政機関 災害対策基本法第二条第三号に規定する指定

行政機関をいう。 

九 指定地方行政機関 災害対策基本法第二条第四号に規定する

指定地方行政機関をいう。 

十 指定公共機関 災害対策基本法第二条第五号に規定する指定

公共機関をいう。 

十一 指定地方公共機関 災害対策基本法第二条第六号に規定す

る指定地方公共機関をいう。 

十二 防災計画 災害対策基本法第二条第七号に規定する防災計

画及び石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十

四号）第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計

画をいう。 

（原子力事業者の責務） 

第三条 原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、

原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原

子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び

原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務

を有する。 

（国の責務） 

第四条 国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害

対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応

急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び

原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等に

より、原子力災害についての災害対策基本法第三条第一項の責務

を遂行しなければならない。 

２ 指定行政機関の長（当該指定行政機関が委員会その他の合議制

の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。第十七条第七

項第三号を除き、以下同じ。）及び指定地方行政機関の長は、この

法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態

応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、

その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言

し、その他適切な措置をとらなければならない。 

３ 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、この法律の規定による

権限を適切に行使するほか、この法律の規定による原子力事業者

の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対

策の実施が円滑に行われるように、当該原子力事業者に対し、指

導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。 

第四条の二 国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪

行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化

を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防
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護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の

防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、

原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策

の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害に

ついての災害対策基本法第四条第一項及び第五条第一項の責務を

遂行しなければならない。 

（関係機関の連携協力） 

第六条 国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び

指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及

び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図

りながら協力しなければならない。 

 

第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等 

（原子力防災管理者の通報義務等） 

第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近にお

いて政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところによ

り検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報

を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規

制委員会規則（事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、

内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令）及び原子力事

業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣

及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長並びに

関係周辺都道府県知事（事業所外運搬に係る事象の発生の場合に

あっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並

びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村

長）に通報しなければならない。この場合において、所在都道府

県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨

を通報するものとする 

２ 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長

は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委

員会（事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総

理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項及び第

十五条第一項第一号において同じ。）に対し、その事態の把握のた

め専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この

場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、適任と認

める職員を派遣しなければならない。 

 

第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置

等 

（原子力緊急事態宣言等） 

第十五条 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合にお

いて、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣

総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとと

もに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を

提出しなければならない。 

一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制

委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定め

る放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、

異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上であ

る場合 

二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象

として政令で定めるものが生じた場合 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったとき

は、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の

公示（以下「原子力緊急事態宣言」という。）をするものとする。 

一 緊急事態応急対策を実施すべき区域 

二 原子力緊急事態の概要 

三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、

滞在者その他の者及び公私の団体（以下「居住者等」という。）

に対し周知させるべき事項 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったと

きは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び

都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて

適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第六項 の規定に

よる避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行う

べきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するもの

とする。 

４ 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の

拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなった

と認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び

次に掲げる事項の公示（以下「原子力緊急事態解除宣言」という。）

をするものとする。 

一 原子力災害事後対策を実施すべき区域 
二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に

対し周知させるべき事項 
 
第四章 緊急事態応急対策の実施等 
（原子力事業者の応急措置） 
第二十五条 原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十

条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力

事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の

原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要

な応急措置を行わせなければならない。 

２ 前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置

の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところによ

り、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所

在市町村長並びに関係周辺都道府県知事（事業所外運搬に係る事

象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及

び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府

県知事及び市町村長）に報告しなければならない。この場合にお

いて、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺

市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。 

（緊急事態応急対策及びその実施責任） 

第二十六条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとす

る。 
一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及

び避難の勧告又は指示に関する事項 
二 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関す

る事項 
三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 
四 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項 
五 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域

における社会秩序の維持に関する事項 
六 緊急輸送の確保に関する事項 
七 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線

量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実

施に関する事項 
八 前各号に掲げるもののほか、原子力災害（原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るための措置に関する事項 
２ 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言が

あるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機

関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び

指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事

態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画、原子力

災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによ

り、緊急事態応急対策を実施しなければならない。 

３ 原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原

子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の

長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執

行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるよ

うにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与

その他必要な措置を講じなければならない。 
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第五章 原子力災害事後対策 

（原子力災害事後対策及びその実施責任） 

第二十七条 原子力災害事後対策は、次の事項について行うものと

する。 

一 原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若し

くは密度又は放射線量に関する調査 

二 居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実

施その他医療に関する措置 

三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになって

いないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、

原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況

に関する広報 

四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害（原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るた

めの措置に関する事項  

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の

長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子

力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有

する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業

者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実

施しなければならない。 

３ 原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原

子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の

長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執

行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸

与その他必要な措置を講じなければならない。 

 
第六章 雑則 
（報告の徴収） 
第三十一条 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所

在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、こ

の法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令

で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができ

る。 
（立入検査） 
第三十二条 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所

在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、こ

の法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所

に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、

書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること

ができる。 
２ 前項の規定により職員が原子力事業所に立ち入るときは、その

身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、

これを提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。 
 

第七章 罰則 
第三十七条 第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一

条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反した者

は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。 
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

罰金に処する。 
一 第七条第三項、第八条第四項前段、第九条第五項又は第十一

条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
二 第十条第一項前段の規定に違反して通報しなかった者 
三 第十一条第七項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録

せず、又は虚偽の記録をした者 
四 第十二条第四項の規定に違反して資料を提出しなかった者 
五 第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 
六 第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しく

は虚偽の陳述をした者 
第三十九条 第二十七条の六第一項の規定による市町村長又は同

条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しく

は制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は

拘留に処する。 
第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十七条又は第

三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
 
附 則（平成二十六年十一月二十一日法律第百十四号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
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原子力災害対策特別措置法施行令（抄） 

（平成十二年四月五日政令第百九十五号） 

最終改正：平成二十六年十一月二十一日政令第三百六十六号 
 

内閣は、原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六

号）第二条第三号、第七条第二項、第十条、第十五条第一項、第三

十一条、第三十三条及び第三十八条の規定に基づき、この政令を制

定する。 
 
（通報すべき事象） 
第四条 法第十条第一項の政令で定める基準は、一時間当たり五マ

イクロシーベルトの放射線量とする。 
２ 法第十条第一項の規定による放射線量の検出は、法第十一条第

一項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上につ

いて、それぞれ単位時間（二分以内のものに限る。）ごとのガンマ

線の放射線量を測定し一時間当たりの数値に換算して得た数値が、

前項の放射線量以上のものとなっているかどうかを点検すること

により行うものとする。ただし、当該数値が落雷の時に検出され

た場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、当該数値は

検出されなかったものとみなす。 
３ 前項の定めるところにより検出された放射線量が法第十一条第

一項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて第一

項の放射線量を下回っている場合において、当該放射線測定設備

の一又は二以上についての数値が一時間当たり一マイクロシーベ

ルト以上であるときは、法第十条第一項の規定による放射線量の

検出は、前項の規定にかかわらず、同項の定めるところにより検

出された当該各放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転

等のための施設の周辺において原子力規制委員会規則で定めると

ころにより測定した中性子線の放射線量とを合計することにより

行うものとする。 
４ 法第十条第一項の政令で定める事象は、次の各号のいずれかに

掲げるものとする。 
一 第一項に規定する基準以上の放射線量が第二項又は前項の定

めるところにより検出されたこと。 
二 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排

気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力

事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準

が第一項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制

委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会

規則で定めるところにより検出されたこと。 
三 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のた

めの施設の内部に設定された管理区域（その内部において業務

に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として原

子力規制委員会規則で定める区域をいう。）外の場所（前号に規

定する場所を除く。）において、次に掲げる放射線量又は放射性

物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出された

こと。 
イ 一時間当たり五十マイクロシーベルト以上の放射線量 
ロ 当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五マイク

ロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委

員会規則で定める基準以上の放射性物質 
四 事業所外運搬に使用する容器から一メートル離れた場所にお

いて、一時間当たり百マイクロシーベルト以上の放射線量が原

子力規制委員会規則・国土交通省令で定めるところにより検出

されたこと。 
五 前各号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉（核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の四第一

項 に規定する実用発電用原子炉をいう。第六条第四項第四号に

おいて同じ。）の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とす

る原子炉冷却材の漏えいが発生したことその他の原子炉の運転

等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに

原子力緊急事態に至る可能性のある事象として原子力規制委員

会規則（事業所外運搬に係る事象にあっては、原子力規制委員

会規則・国土交通省令）で定めるもの 
六 前各号に掲げるもののほか、第六条第四項第三号又は第四号

に掲げる事象 
（職員の派遣の要請手続） 
第五条 法第十条第二項の規定による職員の派遣の要請は、派遣を

要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものと

する。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合に

は、口頭又は電信若しくは電話によることができる。 
２ 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を

提出するものとする。 
（原子力緊急事態） 
第六条 法第十五条第一項第一号の政令で定める放射線測定設備は、

所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事がその都道府県の区

域内に設置した放射線測定設備であって法第十一条第一項の放射

線測定設備の性能に相当する性能を有するものとする。 
２ 法第十五条第一項第一号の政令で定める測定方法は、単位時間

（十分以内のものに限る。）ごとのガンマ線の放射線量を測定し、

一時間当たりの数値に換算することにより行うこととする。ただ

し、当該数値が落雷の時に検出された場合は、当該数値は検出さ

れなかったものとみなす。 
３ 法第十五条第一項第一号の政令で定める基準は、次の各号に掲

げる検出された放射線量の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る放射線量とする。 
一 第四条第四項第一号に規定する検出された放射線量又は第一

項の放射線測定設備及び前項の測定方法により検出された放射

線量（これらの放射線量のいずれかが、二地点以上において又

は十分間以上継続して検出された場合に限る。） 一時間当たり

五マイクロシーベルト  
二 第四条第四項第三号イに規定する検出された放射線量 一時

間当たり五ミリシーベルト 
三 第四条第四項第四号に規定する検出された放射線量 一時間

当たり十ミリシーベルト 
４ 法第十五条第一項第二号の原子力緊急事態の発生を示す事象と

して政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとす

る。 
一 第四条第四項第二号に規定する場所において、当該原子力事

業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が

前項第一号に定める放射線量に相当するものとして原子力規制

委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会

規則で定めるところにより検出されたこと。 
二 第四条第四項第三号に規定する場所において、当該場所にお

けるその放射能水準が一時間当たり五百マイクロシーベルトの

放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める

基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところ

により検出されたこと。 
三 原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を

除く。）において、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反

応が継続している状態をいう。）にあること。 
四 前三号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉の運転を通常

の中性子吸収材の挿入により停止することができないことその

他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する

容器の特性ごとに原子力緊急事態の発生を示す事象として原子

力規制委員会規則（事業所外運搬に係る事象にあっては、原子

力規制委員会規則・国土交通省令）で定めるもの 
（報告） 
第九条 法第三十一条の規定により内閣総理大臣、原子力規制委員

会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周

辺都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることができる事

項は、次に掲げる事項とする。 
一 原子力事業者防災業務計画の作成又は修正に関する事項 
二 原子力防災組織、原子力防災要員、原子力防災管理者若しく

は副原子力防災管理者、放射線測定設備又は原子力防災資機材

の状況 
三 放射線測定設備により検出された放射線量の数値の記録又は

公表に関する事項 
四 法第十条第一項 前段の規定による通報に関する事項 
五 原子力緊急事態の状況 
六 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に関する事

項 
 
附 則（平成二十六年十一月二十一日政令第三百六十六号） 抄 
この政令は、公布の日から施行する。 
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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理

者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する

省令 

（平成二十四年九月十四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令

第二号） 
 

原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）の施行

に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法施行令（平成十二年政令

第百九十五号）第四条第四項第四号及び第五号並びに第六条第四項

第四号の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力

防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令を

次のように定める。 
 
（定義）  
第一条 この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措

置法において使用する用語の例による。  
（通報すべき事象）  
第二条 原子力災害対策特別措置法施行令（平成十二年政令第百九

十五号。以下「令」という。）第四条第四項第四号の規定による放

射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の

際に検出することとする。 
２ 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の

測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出に

より令第四条第四項第四号の放射線量の水準が検出される蓋然性

が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準

が検出されたものとみなす。 
第三条 令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則・国土交通

省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発

生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬（核燃料物質等の

工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細

目等を定める告示（平成二年科学技術庁告示第五号）第三条並び

に第五条第一項第一号（液体又は気体であって専用積載としない

で運搬する場合におけるものを除く。）及び第二項第一号、船舶に

よる放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示（昭和五十二

年運輸省告示第五百八十五号）第四条並びに第十条第一項第一号

（液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけ

るものを除く。）及び第二項第一号並びに航空機による放射性物質

等の輸送基準を定める告示（平成十三年国土交通省告示第千九十

四号）第四条並びに第七条第一項第一号（液体又は気体であって

専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。）及び第二

項第一号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。）に使用する容器

から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い

状態にあることとする。 
（原子力緊急事態の発生を示す事象）  
第四条 令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則・国土交通

省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発

生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類（核燃料物質

等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係

る細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、

別表第五又は別表第六の第一欄、船舶による放射性物質等の運送

基準の細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表

第四、別表第五又は別表第六の第一欄及び航空機による放射性物

質等の輸送基準を定める告示別表第二、別表第三、別表第四、別

表第五、別表第六又は別表第七の第一欄に掲げるものに限る。）に

応じ、それぞれ核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬

に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一の第三

欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、

別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄、船舶による放射性物質

等の運送基準の細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二

の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第

二欄又は別表第六の第三欄及び航空機による放射性物質等の輸送

基準を定める告示別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第

四の第三欄、別表第五の第二欄、別表第六の第二欄又は別表第七

の第三欄に掲げる値の放射性物質が事業所外運搬（核燃料物質等

の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年

総理府令第五十七号）第三条第二項、危険物船舶運送及び貯蔵規

則（昭和三十二年運輸省令第三十号）第八十条第二項及び航空法

施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第百九十四条第二

項第二号イ（４）に規定する低比放射性物質又は表面汚染物の運

搬を除く。）に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの

蓋然性が高い状態にあることとする。 
 
附 則（平成二十四年九月十四日文部科学省・経済産業省・国土交

通省令第二号） 
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年

九月十九日）から施行する。 
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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理

者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続

等に関する省令 

（平成二十四年九月十四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令

第三号） 
 

原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）の施行

に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五

十六号）第十条第一項並びに原子力災害対策特別措置法施行令（平

成十二年政令第百九十五号）第十一条の規定に基づき、原子力災害

対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運

搬に係る事象の通報手続等に関する省令を次のように定める。 
 
（定義）  
第一条 この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措

置法（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 
（通報手続）  
第二条 法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象が発生

した場合における通報は、別記様式第一によるものとする。この

場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づ

き原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関す

る省令（文部科学省・経済産業省令第四号）第四条第一項のファ

クシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一

斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通

報先に連絡することにより行わなければならない。 
（身分を示す証明書）  
第三条 法第三十二条第二項の身分を示す証明書であって事業所外

運搬に係るものは、別記様式第二によるものとする。  
 
附 則（平成二十四年九月十四日文部科学省・経済産業省・国土交

通省令第三号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二

十四年九月十九日）から施行する。 
 
 
別記様式第 1（第 2 条関係） 
 

特定事象発生通報 

年  月  日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、

市町村長 殿 
第 10 条通報 

通報者名            

連 絡 先            

 
事業所外運搬に係る特定事象の発生について、原子力災害対策

特別措置法第 10 条第１項の規定に基づき通報します。 

原子力事業所の名称及び場所  

特 定 事 象 の 発 生 箇 所  

特 定 事 象 の 発 生 時 刻 （24 時間表示） 

発 生
し た
特 定
事 象
の 概
要 

特 定 事 象 の 種 類  

想 定 さ れ る 原 因  

検出された放射線量の状
況、検出された放射性物
質の状況又は主な施設・
設備の状態等 

 

その他特定事象の把握に参考とな
る情報  

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。 
 
 
 

別記様式第 2（第 3 条関係） 
 

（表面） 

第   号

原子力災害対策特別措置法第 32 第 2 項の規定による身分証明書

職名及び氏名 
 
 
 

年  月  日生 
 

年  月  日交付 
 

発 行 者         印

 
 
 

 
（裏面） 

 
原子力災害対策特別措置法（抄） 

 
第 32 条 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在

都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、こ

の法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業

所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業所に係る原

子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、

又は関係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により職員が原子力事業所に立ち入るときは、そ

の身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるとき

は、これを提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 
第 41 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰

金に処する。 
六 第 32 条第１項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しく

は虚偽の陳述をした者 
 
備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格 B8 とする。 

2 発行者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大

臣、都道府県知事又は市町村長とする。 
 
 

  

写 
 
 

 
 

真 

（
押
出
ス
タ
ン
プ
割
印
） 
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経済産業省  

 
平成 19・12・12 原院第５号 
平 成 ２ ０ 年 １ 月 ２ ８ 日 

 
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

第二十五条の運用について（内規）の制定について 

 

 

経済産業省原子力安全・保安院 
ＮＩＳＡ－１３１Ｃ－０７－２８ 

 

 

原子力安全・保安院は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外にお

ける運搬に関する規則第二十五条の運用について（内規）」を制定し

たので、原子力事業者等に対し、通知することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別添） 
 
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 
第二十五条の運用について（内規） 

 
平成２０ 年１月２８日 
原 子力安 全 ・保安 院 

 
Ⅰ 運用の基本的な考え方 
 
１．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十六号）第六十二条の三（主務大臣等への報

告）に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に

関する規則（以下「外運搬規則」という。）第二十五条（以下「外

運搬報告基準」という。）の規定は、核燃料物質又は核燃料物質に

よって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）の運搬中（工

場又は事業所外における運搬を開始し、終了するまでの間をい

う。）に発生した事象について適用されるものとする。 
 
２．運搬を行う原子力事業者等（製錬事業者、加工事業者、原子炉

設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者（旧

製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子力炉設置者等、旧使用済

燃料貯蔵業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）

をいう。）は、事象が外運搬報告基準の各号のいずれかに該当する

と判断したときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する

処理を十日以内に当院に報告するものとする。この場合、「十日以

内」とは、事象が外運搬報告基準の各号のいずれかに該当すると

判断した日から起算するものであり、休日（行政機関の休日に関

する法律（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第項各号に掲げ

る日をいう。）を算入するものとする。 
なお、必要に応じ、原子力事業者等が、当院に対する報告の前

に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で

判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡

を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により当該事

象を対外的に公にすることをいう。）は差し支えない。 
 
Ⅱ 外運搬報告基準の各号について 
 

外運搬報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の

留意点は次の通りである。 
なお、当該報告基準における「その状況及びそれに対する処置」

とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査結果、

再発防止のための対策等をいう。 
 
 

一．核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 
 
 
１．目的 

核物質防護及び放射線防護の観点から、核燃料物質等の工場又

は事業所の外における運搬（以下「事業所外運搬」という。）にお

いて核燃料物質の盗取又は所在不明があった場合に報告を求める

ものである。 
 
２．運用上の留意点 

事業所外運搬において、搬入時における運搬する核燃料物質の

数量が搬出時の数量と比較して減少した場合は、合理的な評価に

よって説明できる場合を除き、減少した核燃料物質の種類の如何

を問わず、核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたものとして、

本号に該当するものとする。 
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二． 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。 

 
１．目的 

事業所外運搬は、一般公衆が生活し、かつ、核燃料物質の管理

が行われない一般の環境の下で行われるものである。そのような

状況下において核燃料物質等が異常に漏えいしたときは、災害の

発生及び拡大の防止、原因究明並びに再発防止対策の検討を行う

必要があるため、報告を求めるものである。 
 
２．語句・文章の解釈 

「異常に漏えいしたとき」：核燃料輸送物から放射性物質が漏え

いしたとき。ただし、BM 型輸送容器又は BU
型輸送容器の密封装置から放射性物質が漏え

いした場合は、その漏えい率が、外運搬規則

第十九条第一項第六号に掲げる「核燃料輸送

物の発送前の点検に関する説明書」に記載さ

れた発送前に行う検査の合格基準を超えたと

き。 
 
 

三．前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害（放射線

障害以外の障害であって軽微なものを除く。）が発生し、又は

発生するおそれがあるとき。 
 
１．目的 

核燃料物質等の運搬が原因で人の障害が発生し、又は発生する

おそれがあるときには、災害の発生及び拡大の防止、原因究明並

びに再発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求め

るものである。 
 

２．語句・文章の解釈 
「軽微なもの」：事業所外運搬の中止その他事業所外運搬に対す

る支障を生じさせない程度の運搬従事者又は一

般公衆の障害 
 
３．運用上の留意点 

原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第

十条に規定する主務大臣等へ通報すべき事象（事業所外運搬に係

るものに限る）に該当する事象が発生した場合は、本号に該当す

るか否かを確認するものとする。 
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郵便法（抄） 

（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十七号 

 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、

公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的

とする。 

 

第二章 郵便の役務 
第一節 郵便物 

（郵便禁制品） 

第十二条 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことがで

きない。 

一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定す

るもの 

二 毒薬、劇薬、毒物及び劇物（官公署、医師、歯科医師、獣医

師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。） 

三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体

が付着していると認められる物（官公署、細菌検査所、医師又

は獣医師が差し出すものを除く。） 

四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物 

（郵便約款による差出しの禁止） 

第十三条 会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対す

る傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約

款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止す

ることができる。 

 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十七号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平

成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施

行の日(1)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 
 

【編注】(1) 平成二十七年四月一日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性、その他の危

険性のある物指定の件（抄） 

（昭和二十二年十二月二十九日逓信省告示第三百八十四号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十二日総務省告示第四百三十八号 
 
郵便法第十四条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物

は左の通りとし、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 
昭和十三年四月逓信省告示第九百八十一号は、昭和二十二年十二

月三十一日限りこれを廃止する。 
 
九 放射性物質等 

危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号。

以下「規則」という。）第二条第一号トに規定する放射性物質等。た

だし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの（爆発性を

有するものを除く。）を除く。 
（一）昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号（船舶による放射

性物質等の運送基準の細目等を定める告示）第四条に規定す

るもの（同条第一号括弧書に規定する六フッ化ウランを除

く。）であり、かつ、同号及び同条第二号に規定するものにつ

いては、放射能の量が、当該各号の表の上欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各表の下欄（同条第二号の表にあっては、

中欄及び下欄）に掲げる量の十分の一を超えないものである

こと。 
（二）規則第八条第四項、第七十三条及び第八十三条第一項の規

定に適合するように容器に収納し、又は包装したものである

こと。 
（三）郵便物の表面に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の文字、

国連番号並びに差出人の氏名又は名称及び住所又は居所を規

則第八条第一項、第九条及び第九十三条の規定に適合するよ

うに表示したものであること。 
（四）規則第十七条に規定する危険物明細書を添えて差し出すも

のであること。 
 
前 文（平成二十六年十二月二十二日総務省告示第四百三十八号） 
郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）第十二条第一号の規定

に基づき、昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号（郵便法第十二

条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件）の一

部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から施行する。 
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民間事業者による信書の送達に関する法律（抄） 

（平成十四年七月三十一日法律第九十九号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制

度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ず

ることにより、郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）と相ま

って、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保し

つつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増

進に資することを目的とする。 

 

第五章 罰則 

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者

又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定す

るもの 

二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物（官公署、医師、歯科医師、獣医

師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。） 

三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病

原体が付着していると認められる物（官公署、細菌検査所、医

師又は獣医師が差し出すものを除く。） 

四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物  

２ 前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、

没収する。 

 

附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起算

して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（本書掲載条項外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七

条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のあ

る物を指定する件 
（平成十五年三月十九日総務省告示第二百三号） 

最終改正：平成十九年九月二十六日総務省告示第五百三十八号 

 

民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一

号の総務大臣の指定するものは、昭和二十二年逓信省告示第三百八

十四号（郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）第十二条第一号

の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件）に定める物と

する。この場合において、九の項中「郵便物」とあるのは、「信書便

物」と読み替えるものとする。 

 

前文 （平成十九年九月二十六日総務省告示第五百三十八号） 抄 

郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）の施行の日（平成十

九年十月一日）から施行する。 
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警備業法（抄） 

（昭和四十七年七月五日法律第百十七号） 

最終改正年月日：平成二十三年六月三日法律第六十一号 

 

第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警

備業務の実施の適正を図ることを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれか

に該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。 
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等（以下「警備業務

対象施設」という。）における盗難等の事故の発生を警戒し、

防止する業務 
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のあ

る場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生

を警戒し、防止する業務 
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、

防止する業務 
２ この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をい

う。 
３ この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警

備業を営む者をいう。 
４ この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の

従業者で警備業務に従事するものをいう。 
５ この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置

（警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故

の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置す

る機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるも

のをいう。）を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。 
６ この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警

備業をいう。 
 
第三章 警備業務 
（特定の種別の警備業務の実施） 
第十八条 警備業者は、警備業務（第二条第一項第一号から第三号

までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十

三条第一項、第二項及び第四項において同じ。）のうち、その実

施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には

不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれ

があるものとして国家公安委員会規則で定める種別（以下単に「種

別」という。）のものを行うときは、国家公安委員会規則で定め

るところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書

の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施さ

せなければならない。 
 
第四章 教育等 
第二節 検定 
（検定） 
第二十三条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、そ

の種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、そ

の知識及び能力に関する検定を行う。 
２ 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種

別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験

及び実技試験により判定することによって行う。 
３ 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う

講習会（以下単に「講習会」という。）の課程を修了した者につ

いては、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科

試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 
４ 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の

種別ごとに合格証明書を交付する。 

５ 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え

及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受

けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第

二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成

年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」

とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とある

のは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二

号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合

格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは

「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるの

は「警備員」と読み替えるものとする。 
６ 前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手

続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員

会規則で定める。 
 
附 則（平成二十三年六月三日法律第六十一号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内

において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 
 
 

355



警備員等の検定等に関する規則（抄） 

356 

警備員等の検定等に関する規則（抄） 

（平成十七年十一月十八日国家公安委員会規則第二十号） 
 

最終改正：平成二十五年七月五日国家公安委員会規則第八号 
 

警備業法（昭和四十七年法律第百十七号）第十八条、第二十三条

第三項及び第六項、第二十八条、第三十条第二項並びに第五十四条、

警備業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十号）附則第

五条、警備業法施行令（昭和五十七年政令第三百八号）第三条の表

の第二号並びに警備業法施行規則（昭和五十八年総理府令第一号）

第五十条第一項第五号及び第四項、第五十一条第二項並びに第六十

六条第一項第一号ニ（５）の規定に基づき、警備員等の検定等に関

する規則を次のように定める。 
 
（特定の種別の警備業務） 
第一条 警備業法（以下「法」という。）第十八条の国家公安委員

会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。 
一 法第二条第一項第一号に規定する警備業務のうち、空港法（昭

和三十一年法律第八十号）第四条第一項各号に掲げる空港、同

法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の飛行場（以下

「空港」と総称する。）において航空機の強取等の事故の発生

を警戒し、防止する業務（航空機に持ち込まれる物件の検査に

係るものに限る。以下「空港保安警備業務」という。） 
二 法第二条第一項第一号に規定する警備業務（機械警備業務及

び空港保安警備業務を除く。）のうち、警備業務対象施設の破

壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務（以下「施設警備業

務」という。） 
三 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、人の雑踏

する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

（雑踏の整理に係るものに限る。以下「雑踏警備業務」という。） 
四 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場

その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事

故の発生を警戒し、防止する業務（交通の誘導に係るものに限

る。以下「交通誘導警備業務」という。） 
五 法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の

核燃料物質等危険物（原子力基本法（昭和三十年法律第百八十

六号）第三条第二号に規定する核燃料物質及び核燃料物質によ

って汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛

散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に

対する危険が生ずるおそれがある物質（生物を含む。）をいう。

以下同じ。）に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業

務（以下「核燃料物質等危険物運搬警備業務」という。） 
六 法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の

現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生

を警戒し、防止する業務（以下「貴重品運搬警備業務」という。） 
（特定の種別の警備業務の実施基準） 
第二条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次

の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、

同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を

実施させなければならない。 

種別 警備員 人数 
七 核燃料物質

等危険物運搬
警備業務（防
護対象特定核
燃料物質に係
る も の に 限
る。） 

１ 核燃料物質等危
険物運搬警備業務
に係る一級検定合
格警備員 

防護対象特定核燃料
物質を運搬する車両
又は伴走車その他の
運搬に同行する車両
（以下「防護対象特
定核燃料物質運搬車
両」という。）のい
ずれかに、一人 

２ 核燃料物質等危
険物運搬警備業務
に係る一級検定合
格警備員又は二級
検定合格警備員 

防護対象特定核燃料
物質運搬車両（この
項の１の下欄の車両
を除く。）ごとに、
一人以上 

（検定の区分） 
第四条 法第二十三条第一項の規定による検定（以下「検定」とい

う。）は、第一条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ

一級及び二級に区分して行う。 
（試験の免除） 
第五条 講習会（法第二十三条第三項の講習会をいう。以下同じ。）

の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種

別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。 
２ 前項に規定する者は、検定に合格した者とみなす。 
（学科試験等の科目等） 
第六条 一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準

は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技

試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。 
２ 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基

準は九十パーセント以上の成績であることとする。 
３ 実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。 
４ 実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について

減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセン

ト以上の成績であることとする。 
５ 検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学

科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。 
（講習会の実施基準） 
第十七条 法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次

に掲げるとおりとする。 
一 講習会は、検定の級ごとに講習（学科講習及び実技講習をい

う。以下同じ。）及び試験（学科試験及び実技試験をいう。以

下同じ。）により行うものであること。 
二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認

すること。 
三 一級又は二級の講習は、別表第三又は別表第四の第一欄に掲

げる警備業務の種別に応じ、これらの表の第二欄の講習に区分

して行うこととし、これらの表の第三欄に掲げる科目及び第四

欄に掲げる講習事項について、これらの表の第五欄の講習時間

以上行うこと。 
四 一級の講習は別表第三の第四欄に掲げる講習事項を含む教本

を、二級の講習は別表第四の第四欄に掲げる講習事項を含む教

本をそれぞれ用いて実施すること。 
五 学科講習の受講者の数は講師一人につき四十人以下とし、実

技講習の受講者の数は講師一人につき十人以下とすること。 
六 講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、講習中に

適切に応答すること。 
七 試験は、受講者が講習の内容を十分に理解しているかどうか

的確に把握できるものであること。 
八 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格

基準は九十パーセント以上の成績であること。 
九 学科試験は、必要な数の監督員を適切に配置して行うもので

あること。 
十 実技試験は、受講者一人ごとに行われるものであること。 
十一 実技試験の採点は別表第三及び別表第四に定める能力につ

いて減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パ

ーセント以上の成績であること。 
十二 学科試験又は実技試験に合格しなかった者に対しては、そ

の者が更に一時限以上の学科講習又は実技講習を受けた後でな

ければ次の学科試験又は実技試験を行わないこと。 
十三 講習会の課程を修了した者に対して、別記様式第十一号の

講習会修了証明書を交付すること。 
十四 講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必

要な事項及び当該講習会が国家公安委員会の登録を受けた者に

より行われるものである旨を公示すること。 
十五 講習会以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国家

公安委員会の登録を受けた者が行う講習会であると誤認される

おそれがある表示その他の行為をしないこと。 
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附 則（平成二十五年七月五日国家公安委員会規則第八号） 
この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる

規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。 
 
 
別表第一（第 6 条関係）（抄） 

種

別 

試

験

区

分 

科目 判定の基準 

核

燃

料

物

質

等

危

険

物

運

搬

警

備

業

務 

学

科

試

験 

警備業務に関する

基本的な事項 
１ 警備業務実施の基本原則に関する

高度に専門的な知識を有すること。 

２ 警備員の資質の向上に関する高度

に専門的な知識を有すること。 

法令に関すること。 １ 法その他警備業務の実施の適正を

確保するため必要な法令に関する高度

に専門的な知識を有すること。 

２ 核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律、道路運送車両

法（昭和二十六年法律第百八十五号）

その他核燃料物質等危険物運搬警備業

務の実施に必要な法令に関する高度に

専門的な知識を有すること。 

核燃料物質等危険

物に関すること。 
１ 核燃料物質等危険物の性質に関す

る高度に専門的な知識を有すること。 

２ 核燃料物質等危険物の運搬に使用

する車両の装置及び核燃料物質等危険

物を封入した容器等の構造に関する高

度に専門的な知識を有すること。 

車両による伴走及

び周囲の見張りに

関すること。 

１ 伴走に使用する車両の故障及び不

調の原因並びにその対策に関する高度

に専門的な知識を有すること。 

２ 車両による伴走を行うため必要な

事項に関する高度に専門的な知識を有

すること。 

３ 運搬中における周囲の見張りを行

うため必要な事項に関する高度に専門

的な知識を有すること。 

４ 運搬中において、当該警備業務の

実施に関し指令業務を行う者その他の

関係者（以下「指令業務担当者等」と

いう。）への連絡を行うため必要な事

項に関する高度に専門的な知識を有す

ること。 

核燃料物質等危険

物運搬警備業務の

管理に関すること。 

１ 核燃料物質等危険物の運搬の経路

に係る道路の構造、道路における交通

の状況その他核燃料物質等危険物運搬

警備業務の実施に必要な事情に関する

事前調査を的確に行うため必要な事項

に関する高度に専門的な知識を有する

こと。 

２ その他核燃料物質等危険物運搬警

備業務の効率的かつ安全な実施に必要

な業務の管理の方法に関する高度に専

門的な知識を有すること。 

 
 
 
 
 
 
 

  核燃料物質等危険

物に係る盗難等の

事故が発生した場

合における応急の

措置に関すること。

１ サーベイメーター、フィルムバッ

ジ、ポケット線量計その他の放射線量

の測定に使用する機械器具（以下「放

射線量測定用機械器具」という。）の

構造、機能、操作方法及び管理方法に

関する高度に専門的な知識を有するこ

と。 

２ ロープ、消火器、吸収材その他の

事故の発生時における放射線障害等の

災害を防止するために使用する資機材

（以下「放射線障害等防止用資機材」

という。）の機能、使用方法及び管理

方法に関する高度に専門的な知識を有

すること。 

３ 事故の発生時における警察機関そ

の他の関係機関への連絡を行うため必

要な事項に関する高度に専門的な知識

を有すること。 

４ 護身用具の使用方法その他の護身

の方法に関する高度に専門的な知識を

有すること。 

５ その他事故の発生時における応急

の措置を行うため必要な事項に関する

高度に専門的な知識を有すること。 

実

技

試

験

車両による伴走及

び周囲の見張りに

関すること。 

１ 伴走に使用する車両の点検及び修

理を行う高度に専門的な能力を有する

こと。 

２ 運搬中における周囲の見張りを行

う高度に専門的な能力を有すること。 

３ 運搬中における指令業務担当者等

への連絡を行う高度に専門的な能力を

有すること。 

核燃料物質等危険

物運搬警備業務の

管理に関すること。

核燃料物質等危険物の運搬の経路に係

る道路の構造、道路における交通の状

況その他核燃料物質等危険物運搬警備

業務の実施に必要な事情を勘案して、

当該業務の能率的かつ安全な実施に必

要な業務の管理を行う高度に専門的な

能力を有すること。 

核燃料物質等危険

物に係る盗難等の

事故が発生した場

合における応急

の措置に関する

こと。  

１ 放射線量測定用機械器具の点検及

び修理を行う高度に専門的な能力を有

すること。 

２ 放射線量測定用機械器具を操作す

る高度に専門的な能力を有すること。 

３ 放射線障害等防止用資機材の点検

を行う高度に専門的な能力を有するこ

と。 

４ 放射線障害等防止用資機材を使用

する高度に専門的な能力を有するこ

と。 

５ 事故の発生時における警察機関そ

の他の関係機関への連絡を行う高度に

専門的な能力を有すること。 

６ 護身用具の使用方法その他の護身

の方法に関する高度に専門的な能力を

有すること。 

７ その他事故の発生時における応急

の措置を行う高度に専門的な能力を有

すること。 
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別表第二（第 6 条関係）（抄） 

種

別 

試

験

区

分 

科目 判定の基準 

核

燃

料

物

質

等

危

険

物

運

搬

警

備

業

務 

学

科

試

験 

警備業務に関する

基本的な事項 
１ 警備業務実施の基本原則に関する

専門的な知識を有すること。 

２ 警備員の資質の向上に関する専門

的な知識を有すること。 

法令に関すること。 １ 法その他警備業務の実施の適正を

確保するため必要な法令に関する専門

的な知識を有すること。 

２ 核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律、道路運送車両

法その他核燃料物質等危険物運搬警備

業務の実施に必要な法令に関する専門

的な知識を有すること。 

核燃料物質等危険

物に関すること。 
１ 核燃料物質等危険物の性質に関す

る専門的な知識を有すること。 

２ 核燃料物質等危険物の運搬に使用

する車両の装置及び核燃料物質等危険

物を封入した容器等の構造に関する専

門的な知識を有すること。 

車両による伴走及

び周囲の見張りに

関すること。 

１ 伴走に使用する車両の故障及び不

調の原因並びにその対策に関する専門

的な知識を有すること。 

２ 車両による伴走を行うため必要な

事項に関する専門的な知識を有すること。

３ 運搬中における周囲の見張りを行

うため必要な事項に関する専門的な知

識を有すること。 

４ 運搬中において、指令業務担当者

等への連絡を行うため必要な事項に関

する専門的な知識を有すること。 

核燃料物質等危険

物に係る盗難等の

事故が発生した場

合における応急の

措置に関すること。 

１ 放射線量測定用機械器具の構造、

機能、操作方法及び管理方法に関する

専門的な知識を有すること。 

２ 放射線障害等防止用資機材の機

能、使用方法及び管理方法に関する専

門的な知識を有すること。 

３ 事故の発生時における警察機関そ

の他の関係機関への連絡を行うため必

要な事項に関する専門的な知識を有す

ること。 

４ 護身用具の使用方法その他の護身

の方法に関する専門的な知識を有する

こと。 

５ その他事故の発生時における応急

の措置を行うため必要な事項に関する

専門的な知識を有すること。 

実

技

試

験 

車両による伴走及

び周囲の見張りに

関すること。 

１ 伴走に使用する車両の点検及び修

理を行う専門的な能力を有すること。

２ 運搬中における周囲の見張りを行

う専門的な能力を有すること。 

３ 運搬中における指令業務担当者等

への連絡を行う専門的な能力を有する

こと。 

核燃料物質等危険

物に係る盗難等の

事故が発生した場

合における応急の

措置に関すること。 

１ 放射線量測定用機械器具の点検及

び修理を行う専門的な能力を有すること。

２ 放射線量測定用機械器具を操作す

る専門的な能力を有すること。 
 

３ 放射線障害等防止用資機材の点検

を行う専門的な能力を有すること。 

４ 放射線障害等防止用資機材を使用

する専門的な能力を有すること。 

５ 事故の発生時における警察機関そ

の他の関係機関への連絡を行う専門的

な能力を有すること。 

６ 護身用具の使用方法その他の護身

の方法に関する専門的な能力を有する

こと。 

７ その他事故の発生時における応急

の措置を行う専門的な能力を有するこ

と。 
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別表第三（第 17 条関係）（抄） 

種

別 

講

習

区

分 

科目 講習事項 

講

習

時

間

核

燃

料

物

質

等

危

険

物

運

搬

警

備

業

務 

学

科

講

習 

法令に関する

こと。 
１ 法その他警備業務の実施の適正

を確保するため必要な法令に関する

高度に専門的な知識 

一

時

限

２ 核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律、道路運送車両

法その他核燃料物質等危険物運搬警

備業務の実施に必要な法令に関する

高度に専門的な知識 

警備業務の

実施に関す

ること。  

１ 警備業務実施の基本原則に関す

る高度に専門的な知識 
一

時

限２ 警備員の資質の向上に関する高

度に専門的な知識 

１ 核燃料物質等危険物の性質に関

する高度に専門的な知識 
一

時

限２ 核燃料物質等危険物の運搬に使

用する車両の装置及び核燃料物質等

危険物を封入した容器等の構造に関

する高度に専門的な知識 

１ 伴走に使用する車両の故障及び

不調の原因並びにその対策に関する

高度に専門的な知識 

一

時

限

２ 車両による伴走を行うため必要

な事項に関する高度に専門的な知

識 

３ 運搬中における周囲の見張りを

行うため必要な事項に関する高度に

専門的な知識 

４ 運搬中において、指令業務担当者

等への連絡を行うため必要な事項に

関する高度に専門的な知識 

１ 核燃料物質等危険物の運搬の経

路に係る道路の構造、道路における 
交通の状況その他核燃料物質等危険

物運搬警備業務の実施に必要な事情

に関する事前調査を的確に行うため

必要な事項に関する高度に専門的な

知識 

二

時

限

２ その他核燃料物質等危険物運搬

警備業務の効率的かつ安全な実施に

必要な業務の管理の方法に関する高

度に専門的な知識 

核燃料物質等

危険物に係る

盗難等の事故

が発生した場

合における応

急の措置に関

すること。 

１ 放射線量測定用機械器具の構造、

機能、操作方法及び管理方法に関する

高度に専門的な知識 

一

時

限

２ 放射線障害等防止用資機材の機

能、使用方法及び管理方法に関する高

度に専門的な知識 
 
３ 事故の発生時における警察機関

その他の関係機関への連絡を行うた

め必要な事項に関する高度に専門的

な知識 

４ 護身用具の使用方法その他の護

身の方法に関する高度に専門的な

知識 

５ その他事故の発生時における応

急の措置を行うため必要な事項に関

する高度に専門的な知識 

実

技

講

習

警備業務の

実施に関す

ること。 

１ 伴走に使用する車両の点検及び

修理を行う高度に専門的な能力 
二

時

限２ 運搬中における周囲の見張りを

行う高度に専門的な能力 

３ 運搬中における指令業務担当者

等への連絡を行う高度に専門的な能

力 

核燃料物質等危険物の運搬の経路に

係る道路の構造、道路における交通の

状況その他核燃料物質等危険物運搬

警備業務の実施に必要な事情を勘案

して、当該業務の能率的かつ安全な実

施に必要な業務の管理を行う高度に

専門的な能力 

二

時

限

核燃料物質等

危険物に係る

盗難等の事故

が発生した場

合における応

急の措置に関

すること。 

１ 放射線量測定用機械器具の点検

及び修理を行う高度に専門的な能力 
一

時

限２ 放射線量測定用機械器具を操作

する高度に専門的な能力 

３ 放射線障害等防止用資機材の点

検を行う高度に専門的な能力 

４ 放射線障害等防止用資機材を使

用する高度に専門的な能力 

５ 事故の発生時における警察機関

その他の関係機関への連絡を行う高

度に専門的な能力 

６ 護身用具の使用方法その他の護

身の方法に関する高度に専門的な能

力 

７ その他事故の発生時における応

急の措置を行う高度に専門的な能力 

備考 この表において、一時限は、五十分とする。 
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別表第四（第 17 条関係）（抄） 

種

別 

講

習

区

分 

科目 講習事項 

講

習

時

間

核

燃

料

物

質

等

危

険

物

運

搬

警

備

業

務 

学

科

講

習 

法令に関する

こと。 
１ 法その他警備業務の実施の適正

を確保するため必要な法令に関する

専門的な知識 

一

時

限

２ 核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律、道路運送

車両法その他核燃料物質等危険物運

搬警備業務の実施に必要な法令に関

する専門的な知識 

警備業務の

実施に関す

ること。  

１ 警備業務実施の基本原則に関す

る専門的な知識 
一

時

限２ 警備員の資質の向上に関する専

門的な知識 

１ 核燃料物質等危険物の性質に関

する専門的な知識 
一

時

限２ 核燃料物質等危険物の運搬に使

用する車両の装置及び核燃料物質等

危険物を封入した容器等の構造に関

する専門的な知識 

１ 伴走に使用する車両の故障及び

不調の原因並びにその対策に関する

専門的な知識 

二

時

限

２ 車両による伴走を行うため必要

な事項に関する専門的な知識 

３ 運搬中における周囲の見張りを

行うため必要な事項に関する専門的

な知識 

４ 運搬中において、指令業務担当

者等への連絡を行うため必要な事項

に関する専門的な知識 

核燃料物質等

危険物に係る

盗難等の事故

が発生した場

合における応

急の措置に関

すること。 

１ 放射線量測定用機械器具の構

造、機能、操作方法及び管理方法に

関する専門的な知識 

二

時

限

２ 放射線障害等防止用資機材の機

能、使用方法及び管理方法に関する

専門的な知識 

３ 事故の発生時における警察機関

その他の関係機関への連絡を行うた

め必要な事項に関する専門的な知識 

４ 護身用具の使用方法その他の護

身の方法に関する専門的な知識 

５ その他事故の発生時における応

急の措置を行うため必要な事項に関

する専門的な知識 

実

技

講

習 

警備業務の

実施に関す

ること。  

１ 伴走に使用する車両の点検及び

修理を行う専門的な能力 
三

時

限２ 運搬中における周囲の見張りを

行う専門的な能力 

３ 運搬中における指令業務担当者

等への連絡を行う専門的な能力 

核燃料物質等

危険物に係る

盗難等の事故

が発生した場

合における応

急の措置に関

すること。 

１ 放射線量測定用機械器具の点検

及び修理を行う専門的な能力 
二

時

限２ 放射線量測定用機械器具を操作

する専門的な能力 

３ 放射線障害等防止用資機材の点

検を行う専門的な能力 

４ 放射線障害等防止用資機材を使

用する専門的な能力 

５ 事故の発生時における警察機関

その他の関係機関への連絡を行う専

門的な能力 

６ 護身用具の使用方法その他の護

身の方法に関する専門的な能力 

７ その他事故の発生時における応

急の措置を行う専門的な能力 

備考 この表において、一時限は、五十分とする。 
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国 鉄 安 第 8 6 号 
国 自 環 第 2 9 3 号 
平成 22 年 3 月 26 日 

 

殿 

 

国土交通省鉄道局安全監理官 
 

国土交通省自動車交通局 
技術安全部環境課長 

 
放射性物質等の陸上輸送中における事故・故障等に係る 

国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）の運用について 
 

標記については、平成 18 年 5 月、国際原子力機関（IAEA）及び

経済協力開発機構／原子力機関（OECD／NEA）により、放射性物

質等の輸送中における事故・故障等についての評価尺度を定めた追

加ガイダンスが発行されたことに伴い、「放射性物質等の陸上輸送中

における事故・故障等に係る国際原子力事象評価尺度（INES）の運

用について」（平成 20 年 4 月 17 日付け国鉄安第 5 号、国自環第 12
号。以下「INES 運用通達」という。）により、平成 20 年 4 月 22 日

から正式に運用してきております。 
平成 21 年 5 月、IAEA より、国際原子力・放射線事象評価尺度

（INES）の 2008 年版ユーザーマニュアル（以下「2008 年版 INES
ユーザーマニュアル」という。）が発行されたことから、平成 22 年 4
月 1 日以降に発生した法令報告事象に対する INES 評価は、2008 年

版 INES ユーザーマニュアルにより、別添のとおり運用することと

しますので、今後はこれに基づき対応されるようお願いします。 
なお、INES 運用通達は、平成 22 年 3 月 31 日をもって廃止しま

す。 
 
 

別添 
 

放射性物質等の陸上輸送中における事故・故障等に係る 

国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）の運用について 

 
１．背景 

国際原子力・放射線事象評価尺度（以下「INES」という。）は、

放射性物質等に関連した事故・故障等の事象（以下「事象」とい

う。）について、安全上の重要性を一貫した用語で公衆に速やかに

提供するための手段である。 
陸上輸送に係る事象の INES 評価は、平成 18 年 5 月に輸送の事

象等を評価する際に利用できる独立した文書として策定された追

加ガイダンスが発行されたことを受けて、平成 20 年 4 月 22 日か

ら INES の正式運用を開始したところである。 
今般、2008 年版 INES ユーザーマニュアルの発行に伴い、平成

22 年 4 月以降の INES 評価は、これにより行うこととしたもので

ある。 
 
２．運用方法等 
（１）適用範囲 

① 陸上輸送中であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律第 62条の 3に規定する国土交通大臣への

報告に関する規則（平成 17 年国土交通省令第 109 号）で定め

る各号に該当する事象。 
② 陸上輸送中であって、放射性同位元素等車両運搬規則（昭

和 52 年運輸省令第 33 号）第 22 条に規定する国土交通大臣へ

の報告に定める事象。 
③ その他、INES を適用することが適当と判断した事象。 

（２）事業者からの報告等 
① 事象発生後の通報  

陸上輸送中において、（１）に該当する事象が発生又は

事象を確認した場合は、別紙で定める様式により速やかに

鉄道局安全監理官（以下「安全監理官」という。）又は自

動車交通局技術安全部環境課（以下「環境課」という。）

へ通報することとする。 

② 報告  
事象発生後 10 日以内に、その状況及びそれに対する処置

を含む詳細な報告書を安全監理官又は環境課へ提出するこ

ととする。 
（３）評価 

① 暫定評価 
（２）により通報を受けたものについて、鉄道局又は自動

車交通局は関係省庁と同一の事象に対する INES の評価結果

及び評価結果の公表が両省間で異なることがないよう、連携

して INES の暫定評価を行い、公表するものとする。 
② 正式評価 

（２）の報告書が提出された後、自動車交通局に設置され

た「放射性物質陸上輸送技術検討会」を開催し、また、関係

省庁と同一の事象に対する INES の評価結果及び評価結果の

公表が両省間で異なることがないよう、関係省庁の委員会等

と連携を図り、その検討結果を踏まえて、鉄道局、自動車交

通局及び関係省庁は、INES 正式評価を行い、公表するものと

する。 
 
３．留意事項 

本通達で定める報告は、ＩＮＥＳに係る報告を定めたものであ

り、他の報告を妨げるものではない。 
なお、現在、放射性物質等の鉄道輸送については計画がないの

で、当面、２.（２）及び（３）に係る運用は行わない。ただし、

放射性物質等の鉄道輸送を行うときは、予め評価体制の構築等を

行う必要があるので、事業者は安全監理官に事前連絡すること。 
 
 

361



放射性物質等の陸上輸送中における事故・故障等に係る国際原子力・放射線事象評価尺度（INES） 
の運用について（国土交通省鉄道局安全監理官・国土交通省自動車交通局技術安全部環境課長） 

362 

別 紙 
 

第  報（１／２） 
 

報告日時  年  月  日  時  分 
事業者名：              
部  署：              
担当者名：              
連絡先（電話）：           
連絡先（FAX）：           
連絡先（E-mail）：           

 
 

事象の件名：                   
発生日時 ：   年  月  日  時  分 
発生場所 ：                   
事象の形態：（該当するものを○で囲む） 
    発生時期：・陸上輸送中 ・休憩・休息中 ・積み替え、 

一時保管時等 
         ・その他（            ） 

事象形態：・車両等の衝突 ・輸送物の荷役、取扱いミス 
等 ・輸送物の固縛の不具合等 

         ・その他（            ） 
 
事象の概要：（状況、原因、周囲への影響等を具体的に記載。 

別紙の添付可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 運搬について責任を有する者：               
 荷送人 ：                        

荷受人 ：                        
 搬出日時 ：     年  月  日  時  分 
 搬入予定日時：    年  月  日  時  分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第  報（２／２） 
 

 輸 送 物 種 類 ：（該当するものを○で囲む） 
    ・BU 型輸送物 ・BM 型輸送物 ・A 型輸送物 ・L 型輸送物 

  ・IP-1 型輸送物 ・IP-2 型輸送物  ・IP-3 型輸送物  

  ・核分裂性輸送物    ・六フッ化ウラン輸送物  

              
輸送容器の名称：                
容器承認番号 ：                

収納している核燃料物質  種  類：              
 重  量：             

 放射能量：             
 

事象の概要 
①輸送物の損傷  ： ・有り ・なし ・調査中（該当するもの 

を○で囲む。以下同様） 

②放射性物質の漏洩： ・有り ・なし ・調査中   
有りの場合：漏洩量     Ｄ2 値との

比較       

③遮蔽性能の劣化 ： ・有り ・なし ・調査中   
 車両積載時の線量： 輸送容器表面：     at1m:      
事象発生後の線量： 輸送容器表面：     at1m:      

④輸送物の健全性 ： ・有り ・なし ・調査中   
（密封性能の低下（放射性物質の漏洩のない場合も含む）等を考慮 
し総合的に判断すること） 

⑤従事者の放射線被ばく： ・有り    ・なし   ・調査中 
有りの場合：     人 
推定被ばく線量：       

⑥従事者の負傷  ： ・有り    ・なし   ・調査中   
  有りの場合：負傷者数：     人 

負傷の程度：             
 

所管官庁記載欄 
原子力施設等の事象の国際評価尺度（INES）の基準の該当するレベル 
 人と環境への影響事象       
 
 深層防護の劣化事象        
 
 
 

INESレベル  （暫定値） 
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国 海 査 第 4 0 2 号 

平成 20 年 11 月 27 日 

 

                殿 

 

海事局検査測度課長 

 

放射性物質等の海上輸送中における事故・故障等に係る 

国際原子力事象評価尺度（INES）の運用に係る報告について 

 

核燃料物質等の輸送中における事故・故障等の事象に係る国際原

子力事象評価尺度（以下「INES：The International Nuclear Event 
Sale」という。）については、平成 4 年 7 月 31 日付海査第 411 号「核

燃料物質等の輸送中における事故・故障等に係る評価尺度の運用に

ついて」により試運用が図られてきたところであります。 
今般、国際原子力機関（IAEA：The International Atomic Energy 

Agency）より、放射性物質等の輸送中における事故・故障等の事象

等についての評価尺度を定めた追加ガイダンスが平成 18年 5月に発

行されたことを受けて、平成 20 年 12 月 1 日から INES について正

式に運用を開始することと致しました。 
つきましては、貴協会（連合会）傘下の関係事業者に別添に基づ

き報告頂きますよう周知方よろしくお願いします。 
なお、平成 4 年 7 月 31 日付海査第 411 号「核燃料物質等の輸送中

における事故・故障等に係る評価尺度の運用について」は廃止しま

す。 
 
 
 

別添 

放射性物質等の海上輸送中における事故・故障等に係る 

国際原子力事象評価尺度（INES）の運用に係る報告について 

 

１.背景 

国際原子力事象評価尺度（以下「INES：The International 
Nuclear Event Scale」という。）は、放射性物質等に関連した事

故・故障等の事象（以下「事象」という。）について、安全上の重

要性を一貫した用語で公衆に速やかに提供するための手段である。 
INES は国際原子力機関（IAEA）及び経済協力開発機構／原子

力機関（OECD/NEA)の協力で策定され、平成 4 年 3 月にユーザ

ーマニュアルが発効されている。 
海上輸送に係る事象の INES 評価は、平成 4 年 7 月 31 日付海査

第 411 号「核燃料物質等の輸送中における事故・故障等に係る評

価尺度の運用について」により試運用が図られてきたところであ

るが、輸送の事象等を評価する際に利用できる独立した文書とし

て策定された追加ガイダンスが平成 18年 5月に発行されたことを

受けて、正式運用に向けた準備を進めてきたところである。 
今般、放射性物質等の海上輸送中の事象に係る INES 評価を行

う体制が整ったことにより、平成 20 年 12 月 1 日から INES の正

式運用を開始する。 

 

２．報告要領等 

（１）適用範囲 

① 海上輸送中であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への

報告に関する規則（平成 17 年 12 月 1 日国土交通省令第 109 号）

で定める各号に該当する事象。 
② 海上輸送中であって、放射性同位元素等の事業所外運搬に係

る危険時における措置に関する規則（昭和 56 年 5 月 18 日運輸

省令第 22 号）第一条に規定する放射線障害のおそれがある又は

放射線障害が発生した事象。 
③ 危険物船舶運送及び貯蔵規則第99条に基づく確認を受けて輸

送される放射性物質等に係る事業者からの事故・故障等の報告

であって、INES 評価の対象に該当する事象。 
（２）報告要領 

① 事象発生時の報告 

海上輸送中において（１）に該当する事象が発生又は事象を

確認した場合は、速やかに別紙１で定める様式により、検査測

度課へ報告することとする。 

本報告については、速報性を優先するものとし、不明な箇所

がある場合は当該箇所を記入せずに第一報を行い、判明次第順

次報告するものとする。 

なお、当該報告は様式に定めた内容を含む他の報告に代える

ことができる。 

② 最終報告 

事象発生後、速やかに原因、対策等を含む報告書を、別紙２

で定める様式により検査測度課へ報告することとする。 

なお、当該報告は様式で定めた内容を含む他の報告書に代え

ることができる。 

（３）評価 

① 暫定評価 

（２）により報告を受けたものについて、海事局において INES

の暫定評価を行う。 

② 正式評価 

報告書が提出されたのち、海上輸送 INES 評価顧問会におけ

る検討を参考として、海事局において INESの正式評価を行う。 
３．留意事項 

本通達で定める報告は INESにおける報告を定めたものであり、

他の報告を妨げるものではない。 

 
 
 

別紙１ 
第   報 

 
報告・連絡様式 

 
報告日時：   月  日 

  時  分 
国土交通省 
海事局検査測度課 殿 

事 業 者 名：            
担 当 者 名：            
連絡先（電話番号）：           
連絡先（FAX 番号）：           
連絡先（ e-mail）：           

 
 

発生日時 ：平成   年  月  日  時  分 
発生場所 ：                   
事象の形態：  □船舶の衝突、座礁、航行不能等 
 □容器の荷役、取り扱い時の事故 
 □容器の固縛の不具合等の事故 
 □火災、爆発（機関室火災、船艘火災） 
 □その他（            ） 
 
運 航 者 名：                 
荷 送 人：                 
荷 受 人：                 
原災法の原子力 
事  業  者：                 
出 港 日 時 
及 び 港 名：平成  年  月  日      港 
入 港 日 時 
及 び 港 名：平成  年  月  日      港 
気象・海象状況：                 
輸送物の種類：B(U)型、B(M)型、A 型、L 型、IP-1 型、IP-2 型、 
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IP-3 型、核分裂性輸送物（YES NO） 
放射性物質の 
種    類：                 
輸送容器の型式：               
輸送容器の数：               
コンテナの数：               
放 射 能 量：               
収納物の重量：容器あたり   総量     
事象の特徴 
 ①概要（該当事象にチェックすること） 
  □事故（□衝突 □座礁 □火災、爆発 □沈没 □輸送物の落下） 
     □船体の損傷 □油類の流出 
   □汚染検出 □線量当量率の増加 □放射能の漏えい 
   □輸送物の紛失・行方不明 □誤配送 □盗取 
   □その他 

②輸送物が損傷したか        （YES NO 調査中） 
  （損傷の程度：軽微な損傷 変形等大きな損傷 遮蔽等 

重大な損傷） 

③輸送物が接近可能か        （YES NO 調査中） 

④輸送物の健全性は確保されているか （YES NO 調査中） 
（表面汚染：発送前検査時  Bq／cm２、事象後  Bq／cm２ 

  線量当量率（表面）：発送前検査時  μSv/h、事象後  μSv/h 
線量当量率（at1m）：発送前検査時  μSv/h、事象後  μSv/h） 

⑤放射性物質の輸送容器からの漏えいがあるか。（YES NO 調査中）  
  （漏えい量：  Bq／h）   
 ⑥放射性物質の大気への飛散があるか。 （YES NO 調査中） 
  （飛散量：  Bq）   
 ⑦事故による死傷者はいるか。     （YES NO 調査中） 
  （死傷者数： 人、内訳：軽傷 人、重傷 人、重体 人、 

死亡 人）   
 ⑧放射線被ばくした者がいるか。 
 （被ばく者数： 人、内訳：1～10mSv： 人、10～100mSv： 人、  

100～1000mSv： 人、1000ｍSv 以上 人）  
 ⑨船舶は自航できるか。 
  （サルベージの連絡：済 未 サルベージ会社      ） 
 ⑩その他特記事項（状況、原因、周辺海域への影響等を具体的に 
   記載） （注：別紙として添付してもよい。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙２ 
報告・連絡様式 

 
平成  年   月  日 

  
国土交通省 
海事局検査測度課 殿 

報告者の氏名又は名称 

【件名】 

１．事象の概要 
 （１）発生日  
 （２）発生場所 
 （３）経緯 
 （４）放射性物質の大気への放出の有無 
    （放出があった場合：放射能量） 
 （５）人への影響の有無 
    （被ばくがあった場合：被ばく線量及び被ばく者数） 
 （６）輸送物の損傷等の有無 
    （損傷があった場合：損傷の程度、線量当量率の増加、 

漏えい量） 
２．発生後の対応 
  （事象に対する現場及び対応について記載すること。） 
３．発生原因 
  （事象の発生原因を記載すること。） 
４．対策 
  （再発防止策及び水平展開等について記載すること。） 
５．その他 
  （参考資料の添付等、必要があれば記載すること。） 
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国 空 航 第 5 6 6 号 
平成 23 年 6 月 30 日 

放射性物質等航空輸送関係各者 殿 

 

 

航空局安全部運航安全課長 

 
 

航空輸送中における事故・故障等に係る 
国際原子力・放射線事象評価尺度の運用について 

 
国際原子力・放射線事象評価尺度（International Nuclear Event 

Scale：INES）は、放射性物質等に関連した事故・故障等の事象に

ついて、安全上の重要性を一貫した用語で公衆に速やかに提供する

ための手段であり、我が国においても、国際原子力機関（IAEA）よ

り平成 18 年 5 月に策定された放射性物質等の輸送中における事故・

故障等の事象についての評価尺度を定めた「追加ガイダンス」に基

づき、航空輸送における INES 評価の正式な運用を平成 20 年 4 月か

ら開始しているところです。 
本件については、「航空輸送中における事故・故障等に係る国際

原子力・放射線事象評価尺度の運用について（平成 22 年 3 月 30 日

付け国空航第 1032 号）」により周知しているところですが、今般、

航空局内の組織が変更されたことに伴い、本件に係る運用を別添の

とおり平成 23 年 7月 1日より開始することとしたので了知願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添 
 

航空輸送中における事故・故障等に係る 
国際原子力・放射線事象評価尺度の運用について 

 
１．目的 

国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）の運用は、放射性物

質等に関連した事故・故障等の事象について、安全上の重要性を

一貫した用語をもって公衆に提供することにより的確な理解促進

を図ることを目的とする。 
 
２．INES 評価の範囲 

原則として「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律第 62条の 3に規定する国土交通大臣への報告に関する規則

（平成 17 年 12 月 1 日国土交通省令第 109 号）」及び「放射性同

位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

（昭和 56 年 5 月 18 日運輸省令第 22 号）」等の法令に基づき報告

された事象（以下「法令報告事象」という。）であって、航空輸送

中（本通達において、放射性物質等を空港内において受け取り、

航空機へ搭載し、航空機で輸送し、航空機から取り卸した後から

空港内において受け渡すまでの間）に発生した法令報告事象を

INES 評価の範囲とする。 
 
３．INES 評価の運用 

航空局安全部運航安全課において航空輸送中に発生した法令報

告事象について報告を受けた場合は、別表の評価尺度に基づき暫

定的な INES 評価を行い、当該評価がレベル 2 以上の場合、原則

24 時間以内に経済産業省又は文部科学省経由で IAEA へ報告する。 
また、暫定的な INES 評価後は、可能な限り早い時期に専門家

による詳細な分析等を踏まえ、正式な INES 評価の結果を IAEA
へ報告する。 

 
４．開始時期 

本運用については、平成 23 年 7 月 1 日以降に発生した航空輸送

中に発生した法令報告事象から開始する。 
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 別 表  

国際原子力・放射線事象評価尺度（International Nuclear Event Scale） 

レベル 

基   準 

人と環境 

(3)深層防護の劣化 (1)被ばく 
(2)環境への放出

100 人以上 10 人以上 10 人未満 

７ 深刻な事故     
 

 

６ 大 事 故 
致死的、 

1Sv(Gy)超 

  
 

 
 

５ 広範囲事故 

確定的、 

1000mSv≦ 

100mSv 超 

致死的、 

1Sv(Gy)超 

 
Ｄ２値×2500 超 

（※１） 

 

 

４ 局 所 的 事 故 
100mSv≦ 

10mSv 超 

確定的、 

1000mSv≦ 

100mSv 超 

致死的、 

1Sv(Gy)超 
Ｄ２値×250 超 

 

 

３ 重大な異常事象 
10mSv≦ 

1mSv 超 

100mSv≦ 

10mSv 超 

確定的、 

1000mSv≦ 

100mSv 超 

 安全機能の喪失 
線源カテゴリ（※２）Ⅰ輸送物の紛失・ 

盗難・誤配 

２ 異常事象 
 10mSv≦ 

1mSv 超 

100mSv≦ 

10mSv 超 
 

安 全 機 能 の 

かなりの劣化 

線源カテゴリⅡ及びⅢ輸送物の紛失・ 

盗難・誤配 

１ 逸  脱 
  10mSv≦ 

1mSv 超 

 運転制限範囲 

か ら の 逸 脱 

線源カテゴリⅣ輸送物の紛失・盗難・ 

誤配、重大な書類・標識の不備 

０ 尺度外 安全上重要でない事象 

INES 

評価対象外 
安全性に関係しない事象 

 

※１ Ｄ２値とは、管理されておらず拡散した場合、確定的に健康への深刻な影響を及ぼす緊急事態になりうる放射能量として核種毎に設定されたもの。 

※２ 線源カテゴリは以下の表により求められる。 

線源カテゴリ カテゴリⅣ カテゴリⅢ カテゴリⅡ カテゴリⅠ 

Ａ/Ｄ比 0.01 ≦ Ａ/Ｄ ＜ 1 1 ≦ Ａ/Ｄ ＜ 10 10 ≦ Ａ/Ｄ ＜ 1000 1000 ≦ Ａ/Ｄ 

※Ａは、当該核種の放射能量 

Ｄは、ＩＮＥＳユーザーズマニュアル 2008 年版の付録Ⅲにより与えられる数値 

ＩＮＥＳユーザーズマニュアル 2008 年版に基づく輸送事象レベル評価 
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Ⅴ 定  義 
 

原子力基本法（抄） 

（昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十七号 
 
（目的） 
第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力

利用」という。）を推進することによって、将来におけるエネルギ

ー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もって人類

社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。 
（基本方針） 
第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、

民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を

公開し、進んで国際協力に資するものとする。 
２ 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏ま

え、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国

の安全保障に資することを目的として、行うものとする。 
（定義） 
第三条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うもの

とする。 
一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出

されるすべての種類のエネルギーをいう。 
二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程

において高エネルギーを放出する物質であって、政令(1)で定める

ものをいう。 
三 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物

質の原料となる物質であって、政令(2)で定めるものをいう。 
四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をい

う。ただし、政令(3)で定めるものを除く。 
五 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に

空気を電離する能力をもつもので、政令(4)で定めるものをいう。 
（核原料物質の管理） 
第十条 核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法

律で定めるところにより、政府の指定する者に限ってこれを行わ

しめるものとする。 
（核燃料物質に関する規制） 
第十二条 核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、

譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法

律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。 
（核燃料物質の譲渡命令） 
第十三条 政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に

法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する

者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命

ずることができる。 
（放射線による障害の防止措置） 
第二十条 放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、

放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等

に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律

で定める。 
 
【編注】： 

(1) 核燃料物質等の定義政令第一条 

(2) 核燃料物質等の定義政令第二条 

(3) 核燃料物質等の定義政令第三条 

(4) 核燃料物質等の定義政令第四条 
 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十七号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平

成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施

行の日(5)から施行する。 
 

【編注】(5) 平成二十七年四月一日 

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に

関する政令（抄） 

（昭和三十二年十一月二十一日政令第三百二十五号） 

最終改正：昭和六十三年三月二十九日政令第六十二号 
 

内閣は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条の

規定に基き、この政令を制定する。 
 

（核燃料物質） 
第一条 原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物

質とする。 
一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率で

あるウラン及びその化合物 
二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に

達しないウラン及びその化合物 
三 トリウム及びその化合物 
四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃

料として使用できるもの 
五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を

こえるウラン及びその化合物 
六 プルトニウム及びその化合物 
七 ウラン二三三及びその化合物 
八 前三号の物質の一又は二以上を含む物質 

（核原料物質） 
第二条 原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しく

はトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものと

する。 
（原子炉） 
第三条 原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、

原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の

平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は

持続するおそれのある装置以外のものとする。 
（放射線） 
第四条 原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波

又は粒子線とする。 
一 アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベ

ータ線 
二 中性子線 
三 ガンマ線及び特性エックス線（軌道電子捕獲に伴って発生す

る特性エックス線に限る。） 
四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエッ

クス線 
 
附 則（昭和六十三年三月二十九日政令第六十二号） 
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（抄） 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十六号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 

 
（定義） 
第二条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第

一号に規定する原子力をいう。 
２ この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第

二号に規定する核燃料物質をいう。 
３ この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第

三号に規定する核原料物質をいう。 
４ この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号

に規定する原子炉をいう。 
５ この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原

子炉であって研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉

以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を

除くものをいう。 
６ この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム（プ

ルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除

く。）、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率

が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質

をいう。 
７ この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規

定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二

十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三

条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条

の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二

項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項第二号に規

定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに第五十三条第二

号に規定する使用施設等をいう。 
８ この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に

含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又

は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。 
９ この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料と

して使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学

的方法により処理することをいう。 
１０ この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用

した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質（以下「使用

済燃料」という。）から核燃料物質その他の有用物質を分離するた

めに、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 
１１ この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に

関する条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と国

際原子力機関との間の協定（以下「保障措置協定」という。）その

他日本国政府と一の外国政府（国際機関を含む。）との間の原子力

の研究、開発及び利用に関する国際約束（核兵器の不拡散に関する

条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と国際原子

力機関との間の協定の追加議定書（以下単に「追加議定書」という。）

を除く。以下単に「国際約束」という。）に基づく保障措置の適用

その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資

材又は設備をいう。 
１２ 前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。 
１３ この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書

Ｉに掲げる活動をいう。 
 

附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起

算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。（本書掲載条項外） 

 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律（抄） 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十七号） 

最終改正：平成二十六年六月十三日法律第六十九号 
 
（定義） 
第二条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第

五号 に規定する放射線をいう。 
２ この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバ

ルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれ

らの含有物（機器に装備されているこれらのものを含む。）で政令
(1)で定めるものをいう。 

３ この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計そ

の他の放射性同位元素を装備している機器をいう。 
４ この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、

シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生さ

せる装置で政令(2)で定めるものをいう。 
 

【編注】： 

(1) 放射線障害防止法施行令第一条 

(2) 放射線障害防止法施行令第二条 

 
附 則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）(1)の施行の日から施行する。 
 

【編注】(1) この法律は、公布の日（平成二十六年六月十三日）から起算

して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（本書掲載条項外） 
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行令（抄） 

（昭和三十五年九月三十日政令第二百五十九号） 

最終改正：平成二十七年三月十八日政令第七十四号 
 

内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（昭和三十二年法律第百六十七号）の規定に基づき、放射性同位元

素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和三十三年政

令第十四号）の全部を改正するこの政令を制定する。 
 
（放射性同位元素） 
第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（第二十条の三第一号を除き、以下「法」という。）第二条第二

項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合

物並びにこれらの含有物（機器に装備されているこれらのものを

含む。）で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度(1)がその種

類ごとに原子力規制委員会が定める数量（以下「下限数量」とい

う。）及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを

除く。 
一 原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号

に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質 
二 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規

定する医薬品及びその原料又は材料であって同法第十三条第一

項の許可を受けた製造所に存するもの 
三 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に

規定する病院又は同条第二項に規定する診療所（次号において

「病院等」という。）において行われる薬事法第二条第十六項

に規定する治験の対象とされる薬物 
四 前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置によ

る画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医

療を受ける者に対し投与される薬物であって、当該治療又は診

断を行う病院等において調剤されるもののうち、原子力規制委

員会が厚生労働大臣と協議して指定するもの 
五 薬事法第二条第四項に規定する医療機器で、原子力規制委員

会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに

装備されているもの 
（放射線発生装置） 
第二条 法第二条第四項に規定する政令で定める放射線発生装置は、

次に掲げる装置（その表面から十センチメートル離れた位置にお

ける最大線量当量率が原子力規制委員会が定める(2)線量当量率以

下であるものを除く。）とする。 
一 サイクロトロン 
二 シンクロトロン 
三 シンクロサイクロトロン 
四 直線加速装置 
五 ベータトロン 
六 ファン・デ・グラーフ型加速装置 
七 コッククロフト・ワルトン型加速装置 
八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装

置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会

が指定(3)するもの 
 
【編注】： 

(1) 放射線を放出する同位元素等の数量を定める件第一条 

(2) 放射線を放出する同位元素等の数量を定める件第二条 

(3) 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置とし

て指定する件（昭和三十九年科学技術庁告示第四号） 

変圧器型加速装置、マイクロトロン及びプラズマ発生装置（重

水素とトリチウムとの核反応における臨界プラズマ条件を達成

する能力をもつ装置であって、専ら重水素と重水素との核反応

を行うもの） 

 
附 則（平成二十七年三月十八日政令第七十四号） 抄 

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 
 

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄） 

（平成十二年十月二十三日科学技術庁告示第五号） 

最終改正：平成二十五年三月二十九日文部科学省告示第五十八号 
 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

（昭和三十五年政令第二百五十九号）及び放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第

五十六号）の規定に基づき、昭和六十三年科学技術庁告示第十五号

（放射線を放出する同位元素の数量等を定める件）の全部を改正す

るこの告示を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。 

 

（放射線を放出する同位元素の数量及び濃度） 
第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施

行令（以下「令」という。）第一条に規定する放射線を放出する

同位元素の数量（以下「下限数量」という。）及び濃度は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数量及び濃度とする。 
一 放射線を放出する同位元素で密封されたもの 放射線を放出

する同位元素を密封した物一個（通常一組又は一式をもって使

用をする物にあっては一組又は一式とする。）に含まれている

放射線を放出する同位元素について、次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める数量及び濃度 
イ 放射線を放出する同位元素の種類が一種類の場合 別表第

一(1)の第一欄に掲げる種類に応じて、同表の第二欄に掲げる数

量及び同表の第三欄に掲げる濃度 
ロ 放射線を放出する同位元素の種類が二種類以上の場合 別

表第一(1)の第一欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位

元素の数量のそれぞれ同表の第二欄に掲げる数量に対する割

合の和が一となるようなそれらの数量及び同表の第一欄に掲

げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ

同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一となるよう

なそれらの濃度 
二 放射線を放出する同位元素で密封されていないもの 工場又

は事業所に存する放射線を放出する同位元素の数量及び容器一

個に入っている放射線を放出する同位元素の濃度について、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数量及び濃度 
イ 放射線を放出する同位元素の種類が一種類の場合 別表第

一(1)の第一欄に掲げる種類に応じて、同表の第二欄に掲げる数

量及び同表の第三欄に掲げる濃度 
ロ 放射線を放出する同位元素の種類が二種類以上の場合 別

表第一(1)の第一欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位

元素の数量のそれぞれ同表の第二欄に掲げる数量に対する割

合の和が一となるようなそれらの数量及び同表の第一欄に掲

げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ

同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一となるよう

なそれらの濃度 
（放射線発生装置に係る線量当量率） 
第二条 令第二条各号列記以外の部分に規定する線量当量率は、一

センチメートル線量当量率について六百ナノシーベルト毎時とす

る。 
 

【編注】：(1) 本書 265 ページ（放射線を放出する同位元素の数量等を

定める件（抄））と同じ。 

 
附 則（平成二十五年三月二十九日文部科学省告示第五十八号） 
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。 
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放射性医薬品の製造及び取扱規則（抄） 

（昭和三十六年二月一日厚生省令第四号） 

最終改正：平成二十六年十二月二十六日厚生労働省令第百四十三号 
 

薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十六条の規定に基づき、

放射性医薬品製造規則を次のように定める。 

 

（定義） 
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 
一 放射性医薬品 放射線（原子力基本法（昭和三十年法律第百八

十六号）第三条第五号に規定する放射線をいう。以下同じ。）を

放出する医薬品であって、別表第一に掲げるもの 
二 放射性物質 放射線を放出する同位元素及びその化合物並び

にこれらの含有物 
三 管理区域 外部放射線の線量が厚生労働大臣が定める線量を

超え、空気中の放射性物質の濃度が厚生労働大臣が定める濃度を

超え、又は放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質

の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えるおそれのある場所 
四 放射線作業者 放射性物質又は放射性物質によって汚染され

た物（以下「放射性物質等」という。）の取扱い、管理又はこれ

に附随する業務に従事する者であって、管理区域に常時立ち入る

もの 
五～八 （略） 

 
附 則（平成二十六年十二月二十六日厚生労働省令第百四十三号） 

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 
 
 
別表第一（第 1 条関係） 

水素３（３Ｈ）、その化合物及びそれらの製剤 
炭素１１（１１Ｃ）、その化合物及びそれらの製剤 
炭素１４（１４Ｃ）、その化合物及びそれらの製剤 
窒素１３（１３Ｎ）、その化合物及びそれらの製剤 
酸素１５（１５Ｏ）、その化合物及びそれらの製剤 
フッ素１８（１８Ｆ）、その化合物及びそれらの製剤 
ナトリウム２２（２２Ｎａ）の化合物及びその製剤 
ナトリウム２４（２４Ｎａ）の化合物及びその製剤 
リン３２（３２Ｐ）の化合物及びその製剤 
イオウ３５（３５Ｓ）、その化合物及びそれらの製剤 
カリウム４２（４２Ｋ）の化合物及びその製剤 
カリウム４３（４３Ｋ）の化合物及びその製剤 
カルシウム４５（４５Ｃａ）の化合物及びその製剤 
カルシウム４７（４７Ｃａ）の化合物及びその製剤 
クロム５１（５１Ｃｒ）の化合物及びその製剤 
マンガン５２（５２Ｍｎ）の化合物及びその製剤 
鉄５２（５２Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
鉄５５（５５Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
鉄５９（５９Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
コバルト５７（５７Ｃｏ）の化合物及びその製剤 
コバルト５８（５８Ｃｏ）の化合物及びその製剤 
コバルト６０（６０Ｃｏ）の化合物及びその製剤 
銅６４（６４Ｃｕ）の化合物及びその製剤 
亜鉛６５（６５Ｚｎ）の化合物及びその製剤 
ガリウム６７（６７Ｇａ）の化合物及びその製剤 
ガリウム６８（６８Ｇａ）の化合物及びその製剤 
ガリウム７２（７２Ｇａ）の化合物及びその製剤 
ゲルマニウム６８（６８Ｇｅ）の化合物及びその製剤 
ヒ素７４（７４Ａｓ）の化合物及びその製剤 
ヒ素７６（７６Ａｓ）の化合物及びその製剤 
セレン７５（７５Ｓｅ）の化合物及びその製剤 
臭素８２（８２Ｂｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
クリプトン８１ｍ（８１ｍＫｒ）、その化合物及びそれらの製剤 

クリプトン８５（８５Ｋｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
ルビジウム８１（８１Ｒｂ）、その化合物及びそれらの製剤 
ルビジウム８６（８６Ｒｂ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム８５（８５Ｓｒ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム８７ｍ（８７ｍＳｒ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム８９（８９Ｓｒ）の化合物及びその製剤 
ストロンチウム９０（９０Ｓｒ）の化合物及びその製剤 
イットリウム８７（８７Ｙ）の化合物及びその製剤 
イットリウム９０（９０Ｙ）の化合物及びその製剤 
モリブデン９９（９９Ｍｏ）の化合物及びその製剤 
テクネチウム９９ｍ（９９ｍＴｃ）の化合物及びその製剤 
銀１１１（１１１Ａｇ）、その化合物及びそれらの製剤 
インジウム１１１（１１１Ｉｎ）の化合物及びその製剤 
インジウム１１３ｍ（１１３ｍＩｎ）の化合物及びその製剤 
スズ１１３（１１３Ｓｎ）の化合物及びその製剤 
テルル１３２（１３２Ｔｅ）の化合物及びその製剤 
ヨウ素１２３（１２３Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
ヨウ素１２５（１２５Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
ヨウ素１３１（１３１Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
ヨウ素１３２（１３２Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 
キセノン１３３（１３３Ｘｅ）、その化合物及びそれらの製剤 
セシウム１３１（１３１Ｃｓ）の化合物及びその製剤 
ジスプロシウム１５７（１５７Ｄｙ）の化合物及びその製剤 
イッテルビウム１６９（１６９Ｙｂ）の化合物及びその製剤 
ルテチウム１７７（１７７Ｌｕ）の化合物及びその製剤 
タンタル１８２（１８２Ｔａ）の化合物及びその製剤 
イリジウム１９２（１９２Ｉｒ）、その化合物及びそれらの製剤 
金１９８（１９８Ａｕ）、その化合物及びそれらの製剤 
金１９９（１９９Ａｕ）、その化合物及びそれらの製剤 
水銀１９７（１９７Ｈｇ）の化合物及びその製剤 
水銀２０３（２０３Ｈｇ）の化合物及びその製剤 
タリウム２０１（２０１Ｔｌ）、その化合物及びそれらの製剤 
ラドン２２２（２２２Ｒｎ）、その化合物及びそれらの製剤 
ラジウム２２６（２２６Ｒａ）の化合物及びその製剤 
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放射線の量等の単位及び換算表 

 
（IAEA-TRS-218） 

 SI 単位 名 称＜記号＞ 旧単位名 ＜記号＞

放射能 S－1 ベクレル＜Bq＞ キュリー ＜Ci＞ 
照射線量 C・kg－1 なし レントゲン ＜R＞ 
吸収線量 J・kg－1 グレイ＜Gy＞ ラド ＜rad＞ 
線量当量 J・kg－1 シーベルト＜Sv＞ レム ＜rem＞ 

 
 

放射能：1 Bq＝1 s－1                  照射線量：1 R＝2.58×10－4 C・kg－1 
：1 Ci＝3.70×1010 s－1 

キュリー 
＜Ci＞ 

ベクレル 
＜Bq＞ 

ベクレル 
＜Bq＞ 

キュリー 
＜Ci＞ 

 レントゲン

＜R＞ 
(Ci・kg－1) (Ci・kg－1) 

レントゲン

＜R＞ 
MCi 
kCi 
 Ci 
mCi 
μCi 
nCi 
pCi 

PBq 
TBq 
GBq 
MBq 
kBq 
 Bq 
mBq 

PBq 
TBq 
GBq 
MBq 
kBq 
 Bq 
mBq 

kCi 
 Ci 
mCi 
μCi 
nCi 
pCi 
fCi 

 GR 
MR 
kR 
 R 
mR 
μR 
nR 

kC・kg－1 
 C・kg－1 
mC・kg－1

μC・kg－1

nC・kg－1 
pC・kg－1 
fC・kg－1 

kC・kg－1 
 C・kg－1 
mC・kg－1 
μC・kg－1 
nC・kg－1 
pC・kg－1 
fC・kg－1 

MR 
kR 
 R 
mR 
μR 
nR 
pR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 37 
 74 
111 
148 
185 
222 
259 
296 
333 
370 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

   27.027 
   54.1 
   81.1 

108 
135 
162 
189 
216 
243 
270 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 258 
 516 
 774 
1032 
1290 
1548 
1806 
2064 
2322 
2580 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

  3.8759 
  7.75 
11.6 
15.5 
19.4 
23.3 
27.1 
31.0 
34.9 
38.8 

（例）2mCi＝74MBq   7GBq＝189mCi  （例）2R＝516μC・kg－1   7Ci・kg－1＝27.1kR 
 
 

吸収線量：1 Gy＝1 J・kg－1               線量当量：1 Sv＝1 J・kg－1 
：1 rad＝0.01 J・kg－1                  ：1rem＝0.01 J・kg－1 

ラド 
＜rad＞ 

グレイ 
＜Gy＞ 

グレイ 
＜Gy＞ 

ラド 
＜rad＞ 

 レム 
＜rem＞ 

シーベルト

＜Sv＞ 
シーベルト 
＜Sv＞ 

レム 
＜rem＞ 

Grad 
Mrad 
krad 
 rad 
mrad 
μrad 
nrad 
prad 

10 MGy 
10 kGy 
10  Gy 
10 mGy 
10μGy 
10 nGy 
10 pGy 
10 fGy 

MGy 
kGy 
 Gy 
mGy 
μGy 
nGy 
pGy 
fGy 

100 Mrad 
100 krad 
100  rad 
100 mrad 
100μrad 
100 nrad 
100 prad 
100 frad 

 Grem 
Mrem 
krem 
 rem 
mrem 
μrem 
nrem 
prem 

10 MSv 
10 kSv 
10  Sv 
10 mSv 
10μSv 
10 nSv 
10 pSv 
10 fSv 

MSv 
kSv 
 Sv 
mSv 
μSv 
nSv 
pSv 
fSv 

100 Mrem 
100 krem 
100  rem 
100 mrem 
100μrem 
100 nrem 
100 prem 
100 frem 

 
 

単位の接頭記号 

10－18 10－15 10－12 10－9 10－6 10－3 100 103 106 109 1012 1015 
            

a 
atto 

f 
femto 

p 
pico 

n 
nano 

μ 
micoro

m 
mili 

 k 
kilo 

M 
mega 

G 
giga 

T 
tera 

P 
peta 
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